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論
　
　
　
説

行
政
警
察
活
動
と
犯
罪
の
事
前
捜
査
（
上
）

わ
が
国
に
お
け
る
法
益
関
係
的
錯
誤
説
に
対
す
る
疑
問

　
　
　
翻
　
　
　
訳

『
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
伝
承
』
序
説
抄

ド
イ
ツ
私
法
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
私
法
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
に

お
い
て
予
防
目
的
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
例
と
し
て
の

消
費
者
契
約
及
び
普
通
取
引
約
款
に
お
け
る
濫
用
条
項
の
無
効

英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺

　

│
│
「
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
に
お
け
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
教
育
に
学
ぶ
」
│
│

　
　
　
研
究
ノ
ー
ト

解
釈
か
、
改
憲
か
？
ド
イ
ツ
で
は
誰
が
基
本
法
（
憲
法
）
を
支
配
す
る
か

社
会
を
変
え
た
最
高
裁
判
所

　

│
│
ウ
ォ
ー
レ
ン
第
一
四
代
長
官
の
時
代
│
│

大
韓
民
国
国
税
基
本
法
第
七
章
の
二
納
税
者
の
権
利
の
概
要

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
紛
争
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
国
際
私
法
理
論

　
　
　
判
例
研
究

柔
道
指
導
に
お
け
る
過
失
責
任
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日
本
法
学
　
第
八
十
巻
第
三
号
　
目
次

日
本
法
学
　
第
八
十
巻
第
二
号
　
目
次

山
川
一
陽
教
授
古
稀
記
念
号

　　

現
代
私
法
学
に
お
け
る
課
題
と
展
開

　

日
本
大
学
法
学
部

　

創
設
百
二
十
五
周
年
記
念
号



行
政
警
察
活
動
と
犯
罪
の
事
前
捜
査
（
上
）（
加
藤
）

（
一
四
五
七
）

行
政
警
察
活
動
と
犯
罪
の
事
前
捜
査
（
上
）

加　
　

藤　
　

康　
　

榮

　
　

は
じ
め
に

Ⅰ　

本
稿
の
課
題

　

1　

行
政
・
司
法
警
察
区
分
要
否
論
と
事
前
捜
査
積
極
説
か
ら
の
区
分
不
要
説
の
是
非
問
題

　

2　

行
政
・
司
法
警
察
区
分
の
経
緯
と
そ
の
内
容
の
整
理

Ⅱ　

行
政
・
司
法
警
察
区
分
の
歴
史

　

1　

戦
前
の
警
察
活
動
と
刑
事
手
続

　

2　

黎
明
期
の
近
代
的
警
察
制
度
と
警
察
活
動

　

3　

大
陸
法
系
に
お
け
る
警
察
活
動
の
区
分
状
況

　

4　

小
括

Ⅲ　

行
政
・
司
法
警
察
区
分
要
否
論
の
検
討

論　

説

一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
四
五
八
）

　

1　

行
政
・
司
法
警
察
区
分
不
要
説
の
台
頭

　

2　

行
政
・
司
法
警
察
区
分
不
要
説
の
概
観

　

3　

行
政
・
司
法
警
察
区
分
不
要
説
の
問
題
点
と
そ
の
検
討

　

4　

憲
法
と
行
政
手
続
に
関
す
る
判
例
と
学
説
の
検
討

　

5　

行
政
・
司
法
警
察
区
分
必
要
説
の
論
拠

　

6　

行
政
・
司
法
警
察
区
分
論
に
関
す
る
判
例

　

7　

小
括

 

（
以
上
、（
上
）
│
本
号
）

Ⅳ　

犯
罪
の
事
前
捜
査
、
特
に
事
前
強
制
捜
査
の
可
否

　

1　

事
前
捜
査
可
否
論
と
行
政
・
司
法
警
察
区
分
要
否
論
と
の
関
連
性

　

2　

事
前
捜
査
の
可
否
論

　

3　

事
前
捜
査
に
関
す
る
判
例
・
裁
判
例

　

4　

事
前
捜
査
に
関
連
す
る
現
行
法
上
の
規
定

　

5　

い
わ
ゆ
る
「
共
謀
罪
」
の
新
設
と
事
前
捜
査

Ⅴ　

管
見
の
整
序

　

1　

行
政
・
司
法
警
察
区
分
要
否
論
と
事
前
捜
査
可
否
論
と
の
基
本
的
関
係
性
の
有
無
・
再
構
成

　

2　

行
政
・
司
法
警
察
の
区
分
論
再
構
成
の
必
要
性

　

3　
「
犯
罪
」
と
「
捜
査
」
の
新
し
い
概
念
構
成

　

4　

犯
罪
の
事
前
強
制
捜
査
の
要
件
提
示
と
立
法
化
論

Ⅵ　

お
わ
り
に

 
（
以
上
、（
下
）
│
次
号
）
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行
政
警
察
活
動
と
犯
罪
の
事
前
捜
査
（
上
）（
加
藤
）

（
一
四
五
九
）

は
じ
め
に

警
察
の
活
動
（
作
用
）
は
、
そ
の
目
的
・
機
能
等
の
違
い
と
そ
の
由
来
も
あ
っ
て
、
行
政
警
察
活
動
と
司
法
警
察
（
捜
査
）
活
動
と
に

区
分
さ
れ
て
い
る
。
行
政
警
察
活
動
は
、
固
有
の
目
的
を
個
人
の
権
利
・
自
由
の
保
護
を
含
む
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
・
回
復
に
置

き
、
な
か
ん
ず
く
、
防
犯
、
す
な
わ
ち
、
犯
罪
の
予
防
・
鎮
圧
を
図
る
こ
と
を
そ
の
中
核
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
司
法
警
察
活
動
は
、

主
と
し
て
犯
罪
の
訴
追
・
処
罰
の
準
備
と
し
て
の
捜
査
を
目
的
と
す
る
。
そ
し
て
、
捜
査
に
関
し
て
は
、
従
来
か
ら
犯
罪
発
生
の
前
後
で

担
任
領
域
を
区
分
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
、
通
信
傍
受
を
検
証
令
状
で
実
施
す
る
こ
と
に
関
連
し
て
、
犯
罪
の
事
前
捜
査
（
犯

罪
発
生
前
の
捜
査
）、
特
に
そ
の
強
制
捜
査
も
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
後
、
通
信
傍
受
に
関
し

て
は
特
別
法
が
制
定
さ
れ
た
が
、
事
前
捜
査
全
体
と
し
て
は
依
然
と
し
て
こ
の
議
論
は
残
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
改
め
て
各
見
解
を
整

理
し
、
こ
れ
に
立
法
化
を
視
野
に
検
討
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

捜
査
は
、
既
発
の
犯
罪
（
現
に
発
生
し
た
犯
罪
）
の
事
後
捜
査
が
通
常
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
「
犯
罪
の
事
前
捜
査
」
と
は
、
未

だ
犯
罪
が
発
生
し
て
い
な
い
段
階
に
お
い
て
、
そ
の
発
生
（
未
遂
・
既
遂
）
が
予
測
さ
れ
る
場
合
に
、
こ
れ
に
対
す
る
犯
罪
の
事
前
の
捜

査
、
特
に
逮
捕
を
除
く
捜
索
差
押
・
検
証
令
状
の
発
付
を
得
る
事
前
の
強
制
捜
査
に
つ
い
て
の
可
否
問
題
を
指
す
。
こ
の
問
題
の
対
象
と

な
る
場
合
、
従
来
は
、
予
備
罪
・
陰
謀
罪
・
共
謀
罪
が
認
め
ら
れ
た
各
時
点
で
の
更
な
る
将
来
の
実
行
予
測
犯
罪
に
対
す
る
令
状
発
付
の

場
合
と
、
そ
の
他
覚
せ
い
剤
等
の
禁
制
品
の
密
輸
事
件
の
よ
う
に
、
飛
行
機
や
船
舶
に
搭
乗
し
た
時
点
で
当
該
犯
罪
の
着
手
（
そ
れ
で
終

わ
れ
ば
未
遂
罪
の
成
立
）
を
認
め
て
、
既
遂
に
向
け
て
の
将
来
の
実
行
予
測
犯
罪
に
対
す
る
令
状
発
付
の
場
合
と
が
そ
の
議
論
の
核
と
な
っ

て
い
た
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
類
型
の
ほ
か
、
特
に
特
定
の
犯
罪
が
一
般
的
に
辿
る
未
だ
計
画
・
共
謀
状
態
に
あ
っ
て
、
実
行
に

三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
四
六
〇
）

着
手
す
る
前
段
階
に
あ
る
と
き
で
も
、
将
来
現
実
に
実
行
さ
れ
る
蓋
然
性
の
下
に
、
当
該
犯
罪
に
対
し
て
未
着
手
時
点
で
の
令
状
の
準
備

と
、
場
合
に
よ
っ
て
は
未
発
生
段
階
で
の
令
状
の
執
行
ま
で
を
も
認
め
る
と
い
う
態
様
の
事
前
捜
査
の
可
否
問
題
を
視
野
に
検
討
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

Ⅰ　

本
稿
の
課
題

1　

行
政
・
司
法
警
察
区
分
要
否
論
と
事
前
捜
査
積
極
説
か
ら
の
区
分
不
要
説
の
是
非
問
題

警
察
の
作
用
か
ら
の
行
政
・
司
法
警
察
区
分
の
要
否
と
近
時
の
事
前
捜
査
の
必
要
性
か
ら
の
区
分
融
合
の
是
非
問
題
が
あ
る
。

警
察
の
活
動
（
作
用
）
は
、
個
人
の
権
利
・
自
由
の
保
護
を
含
む
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
に
当
た
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
そ
の
実

現
の
た
め
に
国
民
に
対
し
命
令
・
強
制
等
の
公
権
力
を
行
使
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
従
来
か
ら
そ
の
職
務
の

目
的
内
容
に
応
じ
て
行
政
警
察
と
司
法
警
察
と
に
区
分
し
て
そ
の
活
動
内
容
・
範
囲
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
（
警
察
作
用
の
二
元
論
）、

犯
罪
に
関
し
て
は
行
政
警
察
が
犯
罪
の
予
防
・
鎮
圧
を
、
司
法
警
察
が
既
発
犯
罪
の
捜
査
を
そ
れ
ぞ
れ
目
的
と
す
る
活
動
と
し
て
扱
わ
れ

て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
戦
後
新
た
に
制
定
さ
れ
た
警
察
法
（
昭
和
二
九
年
六
月
八
日
法
一
六
二
号
公
布
。
同
法
二
条
一
項
で
は
「
警
察
は
、

個
人
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
の
保
護
に
任
じ
、
犯
罪
の
予
防
、
鎮
圧
及
び
捜
査
、
被
疑
者
の
逮
捕
、
交
通
の
取
締
そ
の
他
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持

に
当
た
る
こ
と
を
も
っ
て
そ
の
責
務
と
す
る
。」
と
規
定
す
る
。）、
及
び
現
行
刑
事
訴
訟
法
下
に
お
い
て
も
戦
前
か
ら
の
前
記
作
用
区
分
を
引
き

継
ぐ
考
え
方
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
近
時
は
こ
の
よ
う
な
活
動
に
お
け
る
行
政
警
察
・
司
法
警
察
の
区
分
論
に
対
し
て
は
、
区
分
不
要
説
が
当
初
、
主
と
し
て

警
察
実
務
家
か
ら
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
、
現
実
の
捜
査
手
法
も
、
従
来
の
お
と
り
捜
査
（
将
来
の
犯
罪
を
対
象
と
す
る
こ
と

四



行
政
警
察
活
動
と
犯
罪
の
事
前
捜
査
（
上
）（
加
藤
）

（
一
四
六
一
）

と
な
る
薬
物
犯
罪
等
へ
の
企
図
・
親
和
者
に
対
す
る
誘
引
捜
査
で
あ
る
。）
の
ほ
か
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ド
・
デ
リ
バ
リ
ー
、
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
に
よ

る
犯
罪
監
視
、
薬
物
犯
罪
等
捜
査
に
対
す
る
検
証
令
状
に
よ
る
通
信
傍
受
及
び
そ
の
法
制
化
へ
の
発
展
な
ど
の
例
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

更
に
は
将
来
発
生
す
る
蓋
然
性
の
高
い
未
発
生
の
犯
罪
に
対
す
る
事
前
対
策
が
、
一
般
的
な
行
政
警
察
活
動
と
し
て
行
わ
れ
る
だ
け
で
な

く
、
進
ん
で
捜
査
対
象
と
し
て
、
そ
れ
も
任
意
捜
査
に
止
ま
ら
ず
、
そ
の
対
象
へ
の
捜
索
・
差
押
え
・
検
証
等
の
強
制
捜
査
を
行
う
必
要

性
・
有
効
性
が
議
論
さ
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
に
至
っ
て
い
る
。

こ
の
事
前
捜
査
の
可
否
問
題
は
、
捜
査
を
行
う
の
が
警
察
官
（
一
般
司
法
警
察
職
員
）
だ
け
で
な
く
、
薬
物
犯
罪
を
取
り
締
ま
る
こ
と
を

専
務
と
し
て
、
権
限
上
は
一
般
的
な
行
政
警
察
活
動
と
し
て
は
関
わ
ら
な
い
麻
薬
取
締
官
等
の
特
別
司
法
警
察
職
員
も
含
ま
れ
（
麻
薬
及

び
向
精
神
薬
取
締
法
五
四
条
五
項
等
）、
ま
た
、
検
察
官
も
第
二
次
捜
査
機
関
と
し
て
捜
査
権
限
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
可

否
問
題
は
権
限
上
も
捜
査
の
適
否
を
左
右
す
る
極
め
て
重
要
な
論
点
と
な
っ
て
い
る
。

2　

行
政
・
司
法
警
察
区
分
の
経
緯
と
そ
の
内
容
の
整
理

そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
行
政
・
司
法
警
察
区
分
論
の
議
論
の
経
緯
と
内
容
を
整
理
し
、
犯
罪
の
事
前
捜
査
、
特
に
事
前
強
制
捜
査
の
可

否
問
題
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
容
認
す
る
こ
と
へ
の
人
権
侵
害
の
危
険
性
等
を
憂
慮
す
る
見
解
な
ど
を
分
析
し
た
上
で
、
自
説
の
展
開
を
試

み
る
こ
と
と
し
た
。

こ
の
犯
罪
の
事
前
捜
査
の
問
題
に
対
し
て
は
、
従
来
か
ら
行
政
・
司
法
警
察
の
区
分
必
要
説
か
ら
は
消
極
に
解
し
、
区
分
不
要
説
か
ら

は
積
極
に
解
す
る
基
本
的
な
ト
レ
ン
ド
に
あ
っ
た
。
私
は
、
そ
の
区
分
は
依
然
と
し
て
重
要
で
あ
り
必
要
な
も
の
と
考
え
る
が
、
他
の
多

く
の
区
分
必
要
説
の
論
者
と
は
違
っ
て
、
犯
罪
の
事
前
捜
査
は
闇
雲
に
消
極
と
は
考
え
ず
、
む
し
ろ
理
論
的
に
は
強
制
捜
査
も
含
め
て
そ

の
許
容
範
囲
を
限
定
し
た
上
で
の
実
施
の
限
り
に
お
い
て
は
、
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
四
六
二
）

被
疑
事
実
・
捜
査
手
段
の
特
定
性
や
実
施
上
の
困
難
性
、
あ
る
い
は
人
権
侵
害
の
危
険
性
の
回
避
等
の
隘
路
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

そ
こ
で
、
令
状
主
義
の
前
提
と
な
る
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
但
書
が
規
定
す
る
強
制
処
分
法
定
主
義
の
法
意
思
に
も
立
ち
返
っ
て
、
通

信
傍
受
法
（
犯
罪
捜
査
の
た
め
の
通
信
傍
受
に
関
す
る
法
律
）
制
定
の
経
緯
同
様
、
現
行
法
の
解
釈
で
で
き
る
通
常
の
事
前
捜
査
の
範
囲
を
超

え
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
実
施
に
相
当
の
疑
義
が
残
る
場
合
の
対
象
事
例
に
つ
い
て
は
、
可
及
的
速
や
か
に
段
階
的
立
法
を
経
て
そ
の
犯

罪
対
象
や
要
件
等
を
限
定
し
て
の
立
法
化
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
提
言
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
政
府
は
組
織
犯
罪
処
罰
法
（
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
）
の
一
部
改
正
と
し
て
、
組
織
的
な
一

定
の
重
大
犯
罪
に
係
る
共
謀
罪
の
処
罰
規
定
を
新
設
す
る
法
案
を
提
出
し
て
い
る
が
（
一
旦
廃
案
と
な
っ
て
い
る
が
、
再
提
出
を
図
っ
て
い

る
。）、
こ
れ
も
犯
罪
の
事
前
捜
査
に
関
わ
る
問
題
点
と
関
連
す
る
こ
と
か
ら
、
併
せ
て
本
稿
で
の
検
討
対
象
と
す
る
。

Ⅱ　

行
政
・
司
法
警
察
区
分
の
歴
史

1　

戦
前
の
警
察
活
動
と
刑
事
手
続

ま
ず
、
戦
前
の
司
法
警
察
活
動
と
刑
事
手
続
の
流
れ
を
概
観
す
る
に
、
戦
前
の
警
察
官
が
行
う
司
法
警
察
活
動
は
、
検
事
の
補
助
役
と

し
て
の
位
置
付
け
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
所
属
す
る
内
務
省
は
、
固
有
の
警
察
行
政
の
ほ
か
内
務
及
び
地
方
行
政
に
関
す
る
広
範
に
し
て
強

大
な
行
政
権
限
を
有
す
る
メ
ガ
官
庁
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
活
動
実
態
は
、
国
体
の
変
革
・
私
有
財
産
制
度
を
否
認
す
る
結
社
の
取
締
り
を
目
的
と
す
る
治
安
維
持
法
下
に
お
い
て
、
行

政
警
察
活
動
の
一
環
と
し
て
治
安
取
締
り
が
強
化
さ
れ
、
行
政
執
行
法
に
基
づ
く
公
安
を
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
人
物
に
対
す
る
予
防
検

束
（
身
柄
の
拘
束
）
や
、
違
警
罪
即
決
例
に
基
づ
く
警
察
署
長
の
即
決
処
分
権
限
に
よ
る
各
警
察
署
た
ら
い
回
し
と
な
る
身
柄
拘
束
の
継
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行
政
警
察
活
動
と
犯
罪
の
事
前
捜
査
（
上
）（
加
藤
）

（
一
四
六
三
）

続
な
ど
、
こ
れ
が
権
限
濫
用
の
歴
史
を
残
す
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
ま
た
、
戦
前
ま
で
の
検
事
（
現
行
刑
事
訴
訟
法
上
は
、
新
た
に
副
検
事
制
度

が
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
検
事
と
副
検
事
を
総
称
し
て
「
検
察
官
」
と
の
呼
称
と
な
る
。）
は
、
判
事
（
裁
判
官
）
と
同
じ
く
司
法
官
と
し
て
裁
判

所
検
事
局
に
属
し
、
検
事
・
判
事
（
裁
判
官
）
共
に
司
法
省
に
属
し
て
司
法
大
臣
の
監
督
下
に
あ
っ
た
。

我
が
国
の
明
治
以
降
の
刑
事
手
続
は
、
当
初
は
フ
ラ
ン
ス
か
ら
招
し
ょ
う

聘へ
い

し
た
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
・
パ
リ
大
学
教
授
の
下
で
ナ
ポ
レ
オ
ン
法

典
に
倣
っ
て
起
草
さ
れ
た
治
罪
法
に
始
ま
る
（
明
治
一
三
年
（
一
八
八
〇
年
）
太
政
官
布
告
三
七
号
で
公
布
、
二
年
後
に
施
行
）。
そ
し
て
、
治
罪

法
施
行
ま
で
は
、
明
治
五
年
以
降
、
司
法
省
職
制
章
程
並
検
事
職
制
章
程
、
断
獄
則
例
、
検
事
職
制
章
程
並
司
法
警
察
規
則
、
糺
問
判
事

職
務
仮
規
則
等
が
相
次
い
で
制
定
さ
れ
て
刑
事
手
続
が
運
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
年
）
二
月
一
一
日
に
大

日
本
帝
国
憲
法
（
い
わ
ゆ
る
明
治
憲
法
）
が
公
布
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
そ
の
翌
年
に
は
旧
々
刑
事
訴
訟
法
（
明
治
二
三
年
法
九
六
号
の
い
わ

ゆ
る
明
治
刑
訴
法
）
が
ド
イ
ツ
刑
訴
法
的
な
改
正
も
加
え
て
新
た
に
制
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
同
法
は
基
本
的
に
は
治
罪
法
を
承
継
す
る

刑
事
手
続
法
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
は
ド
イ
ツ
刑
訴
法
を
基
に
内
容
を
改
め
て
旧
刑
事
訴
訟
法
（
大
正
一
一
年
（
一
九
二
二
年
）

法
七
五
号
の
い
わ
ゆ
る
大
正
刑
訴
法
）
が
制
定
さ
れ
、
二
年
後
の
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
（
1
）

。

2　

黎
明
期
の
近
代
的
警
察
制
度
と
警
察
活
動

次
に
、
我
が
国
の
刑
事
手
続
法
の
変
遷
の
下
で
の
近
代
的
警
察
制
度
の
始
ま
り
と
行
政
・
司
法
警
察
の
区
分
の
流
れ
を
概
観
す
る
。

我
が
国
の
近
代
的
警
察
制
度
は
、
全
国
の
警
察
事
務
を
統
括
す
る
組
織
と
し
て
、
警
保
寮
職
制
が
布
か
れ
た
こ
と
が
始
ま
り
と
な
る
。

当
初
、
司
法
省
所
管
下
で
司
法
省
警
保
寮
職
制
と
し
て
明
治
五
年
（
一
八
七
二
年
）
一
〇
月
太
政
官
布
告
一
七
号
で
公
布
さ
れ
た
（
な
お
、

翌
六
年
一
一
月
に
警
察
・
地
方
行
政
そ
の
他
内
務
行
政
を
所
管
す
る
内
務
省
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
そ
の
翌
七
年
一
月
に
こ
の
警
保
寮
職
制
は
司

法
省
か
ら
内
務
省
へ
移
管
さ
れ
た
。）。
こ
の
警
保
寮
の
任
務
は
、「
国
中
ヲ
安
静
ナ
ラ
シ
メ
人
民
ノ
健
康
ヲ
保
護
ス
ル
為
ニ
シ
テ
、
其
安
静
健
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
四
六
四
）

康
ヲ
妨
ク
ル
者
ヲ
豫
防
ス
ル
ニ
ア
リ
」
と
し
て
、
行
政
警
察
事
務
を
権
限
事
項
と
す
る
部
署
と
定
め
ら
れ
た
（
明
治
七
年
一
月
制
定
の
警
保

寮
事
務
章
程
一
条
。
な
お
、
警
保
寮
は
以
後
警
視
局
を
経
て
明
治
一
四
年
か
ら
警
保
局
と
し
て
変
遷
改
編
）。
そ
の
後
、
行
政
警
察
と
司
法
警
察
の
活

動
（
作
用
）
は
両
者
職
域
が
一
時
混
交
す
る
時
期
も
あ
っ
た
が
、
や
が
て
一
貫
し
て
警
察
活
動
は
行
政
警
察
と
司
法
警
察
と
に
区
分
さ
れ

る
に
至
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
検
事
職
制
章
程
並
司
法
警
察
規
則
（
明
治
七
年
一
月
太
政
官
達
一
四
号
）
に
よ
っ
て
、
犯
人
探
索
・
逮
捕

等
の
犯
罪
捜
査
権
限
は
、
司
法
警
察
活
動
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
各
府
県
の
司
法
警
察
吏
が
、
検
事
（
予
審
制
度
の
下
で
検
事
が
司
法
官

と
し
て
捜
査
の
実
質
主
宰
者
に
な
る
。）
を
補
助
し
、
検
事
の
指
揮
の
下
で
犯
罪
捜
査
に
従
事
す
る
こ
と
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
た
（
司
法
警

察
規
則
四
条
、
一
〇
条
。
以
後
も
こ
の
活
動
法
制
は
、
治
罪
法
六
〇
条
、
明
治
・
旧
々
刑
訴
法
四
六
条
・
四
七
条
、
大
正
・
旧
刑
訴
法
二
四
八
条
・

二
四
九
条
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
。）。
ま
た
、
行
政
警
察
に
つ
い
て
は
、
明
治
八
年
三
月
の
太
政
官
達
二
九
号
に
な
る
行
政
警
察
規
則

に
お
い
て
、
人
民
の
凶
害
を
予
防
し
安
寧
を
保
全
す
る
行
政
警
察
作
用
の
み
が
警
察
の
固
有
事
務
と
さ
れ
た
（
一
条
）。
ま
た
、
司
法
警

察
と
の
関
係
に
つ
き
「
行
政
警
察
豫
防
ノ
力
及
ハ
ス
シ
テ
法
律
ニ
背
ク
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
犯
人
ヲ
探
索
逮
捕
シ
ル
ハ
司
法
警
察
ノ
任

務
ト
ス
」
と
規
定
し
て
い
た
（
四
条
）。
そ
し
て
、
警
察
官
の
職
務
に
お
い
て
、
司
法
警
察
と
行
政
警
察
の
両
職
務
が
相
互
牽
連
し
つ
つ

も
基
本
職
務
の
各
区
域
が
当
然
あ
る
こ
と
も
「
司
法
警
察
ノ
職
務
ト
行
政
警
察
ノ
職
務
ト
ハ
互
ニ
相
牽
連
ス
ル
ヲ
以
一
人
ニ
テ
其
二
箇
ノ

職
務
ヲ
行
フ
者
ア
リ
ト
雖
モ
基
本
務
ニ
於
テ
ハ
判
然
区
域
ア
リ
ト
ス
」
と
規
定
し
て
確
認
さ
れ
て
い
る
（
司
法
警
察
規
則
一
一
条
）。
要
す

れ
ば
、
行
政
警
察
事
務
が
警
察
固
有
の
事
務
で
あ
る
こ
と
、
司
法
警
察
の
活
動
は
刑
事
手
続
の
補
助
的
活
動
で
間
接
的
に
は
社
会
秩
序
の

維
持
確
保
に
資
す
る
も
の
の
、
警
察
作
用
（
行
政
警
察
）
と
は
本
質
を
異
に
す
る
こ
と
、
し
か
し
、
政
策
的
制
度
上
、
警
察
官
が
司
法
警

察
事
務
を
扱
う
司
法
警
察
吏
と
の
身
分
を
兼
ね
、
同
じ
く
内
務
大
臣
の
任
免
監
督
下
に
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
同
様
、
我
が
国
の
警
察
に
お
い
て
も
司
法
の
補
助
と
し
て
、
そ
し
て
、
兼
担
の
形
態
に
お
い
て
で
も
司
法
警
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行
政
警
察
活
動
と
犯
罪
の
事
前
捜
査
（
上
）（
加
藤
）

（
一
四
六
五
）

察
を
警
察
組
織
に
取
り
込
む
政
策
を
採
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
司
法
的
な
強
制
権
限
を
留
保
し
よ
う
と
す
る
行
政
権
拡
張
の
政
治
的

意
図
が
か
く
さ
れ
て
い
た
」
と
す
る
指
摘
も
あ
な
が
ち
的
外
れ
と
も
言
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
2
）

。

3　

大
陸
法
系
に
お
け
る
警
察
活
動
の
区
分
状
況

こ
こ
で
、
我
が
国
が
戦
前
ま
で
依
拠
し
た
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
の
大
陸
法
系
の
刑
事
手
続
に
お
け
る
警
察
活
動
を
概
観
す
る
。

大
陸
法
系
の
刑
事
手
続
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
革
命
を
経
て
一
七
九
〇
年
八
月
一
六
│
二
四
日
法
に
よ
り
、
行
政
権
と
司
法
権
の
権

力
分
立
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
七
九
五
年
制
定
の
法
典
で
も
そ
の
警
察
作
用
は
目
的
・
機
能
の
違

い
に
従
っ
て
、
行
政
警
察
（
公
共
の
秩
序
維
持
│
犯
罪
の
予
防
）
と
司
法
警
察
（
犯
罪
捜
査
）
に
区
分
さ
れ
た
。

そ
の
区
分
は
、
一
八
〇
八
年
の
治
罪
法
制
定
の
際
に
廃
止
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
も
理
論
上
区
分
が
維
持
さ
れ
、
そ
れ
が
一
九
五
一
年
判

例
を
契
機
に
判
例
法
と
し
て
定
着
す
る
に
至
り
、
そ
の
後
フ
ラ
ン
ス
刑
訴
法
に
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
司
法
警
察
活
動
で
は
、
警

察
吏
が
犯
罪
を
捜
査
し
そ
の
証
拠
を
収
集
し
て
犯
人
を
裁
判
所
に
引
き
渡
す
。
し
た
が
っ
て
、
治
安
裁
判
所
・
予
審
判
事
は
い
ず
れ
も
こ

の
司
法
作
用
を
行
使
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
両
警
察
作
用
の
う
ち
特
に
そ
の
違
法
手
続
の
救
済
手
続
に
関
し
て
、
行
政
警

察
活
動
上
の
も
の
で
あ
れ
ば
行
政
裁
判
所
へ
、
司
法
警
察
活
動
上
の
も
の
で
あ
れ
ば
司
法
裁
判
所
へ
訴
え
る
と
い
う
裁
判
管
轄
の
結
び
付

き
の
違
い
に
こ
れ
が
顕
れ
て
、
伝
統
的
に
こ
の
行
政
・
司
法
警
察
区
分
の
意
義
が
保
持
さ
れ
て
き
た
と
さ
れ
、
こ
の
区
分
は
ド
イ
ツ
等
に

も
採
用
さ
れ
て
い
っ
た
。
た
だ
、
英
米
法
系
で
は
、
そ
も
そ
も
行
政
・
司
法
警
察
と
い
う
区
別
概
念
自
体
が
な
い
も
の
で
あ
る
（
3
）

。

4　

小　

括

如
上
の
よ
う
に
、
戦
前
ま
で
の
我
が
国
の
警
察
作
用
は
、
警
察
官
が
幅
広
い
権
限
を
有
す
る
内
務
省
に
所
属
し
、
行
政
警
察
の
職
務
は

警
察
固
有
の
権
限
で
あ
る
一
方
、
司
法
警
察
と
し
て
の
活
動
は
検
事
の
指
揮
を
受
け
そ
の
補
助
者
と
し
て
の
任
務
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
四
六
六
）

両
警
察
作
用
の
目
的
・
性
質
・
機
能
の
違
い
、
執
行
主
体
・
根
拠
法
の
違
い
を
も
っ
て
、
行
政
警
察
と
司
法
警
察
の
職
務
区
分
は
必
然
的

で
あ
り
、
そ
の
区
分
の
意
義
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

Ⅲ　

行
政
・
司
法
警
察
区
分
要
否
論
の
検
討

1　

行
政
・
司
法
警
察
区
分
不
要
説
の
台
頭

戦
後
警
察
制
度
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
（
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
連
合
国
軍
総
司
令
部
）
の
指
令
に
よ
っ
て
内
務
省
が
解
体
さ
れ
、
そ
こ
で
残
さ
れ

た
固
有
の
警
察
行
政
組
織
は
終
戦
直
後
の
昭
和
二
二
年
（
一
九
四
七
年
）
制
定
時
の
警
察
法
（
旧
法
）
で
は
、
前
文
に
お
い
て
「
国
民
に
属

す
る
民
主
的
権
威
の
組
織
を
確
立
す
る
」
と
の
目
的
を
掲
げ
、
地
方
分
権
の
ア
メ
リ
カ
法
に
倣
っ
て
国
家
地
方
警
察
と
自
治
体
警
察
組
織

併
存
の
組
織
構
造
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
が
昭
和
二
九
年
（
一
九
五
四
年
）
全
面
改
正
さ
れ
て
現
行
警
察
法
が
誕
生
し
、
内
閣
総
理
大

臣
の
所
轄
下
に
国
の
公
安
に
係
る
警
察
運
営
を
つ
か
さ
ど
る
国
家
公
安
委
員
会
（
委
員
長
は
国
務
大
臣
）
を
置
き
、
こ
れ
に
国
家
警
察
の
組

織
と
す
る
警
察
庁
を
設
置
し
て
管
理
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
し
て
、
全
国
都
道
府
県
単
位
で
知
事
所
轄
の
下
で
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が

管
理
す
る
警
察
本
部
を
置
い
て
、
こ
れ
を
警
察
庁
が
統
括
（
指
揮
監
督
）
す
る
中
央
集
権
型
の
全
国
的
警
察
組
織
と
し
て
編
成
替
え
を
遂

げ
、「
民
主
警
察
」
を
標
榜
し
て
発
展
を
続
け
、
今
や
「
刑
事
手
続
の
警
察
化
」
と
の
新
し
い
問
題
が
指
摘
さ
れ
る
ほ
ど
ま
で
に
成
熟
し

て
い
る
。

ま
た
、
日
本
国
憲
法
の
制
定
に
伴
い
司
法
権
が
立
法
権
・
行
政
権
と
並
ん
で
独
立
（
三
権
分
立
）
し
、
検
事
も
行
政
権
の
一
部
と
し
て

現
在
の
法
務
省
（
旧
司
法
省
か
ら
法
務
庁
、
法
務
府
と
組
織
変
遷
を
経
て
一
九
五
二
年
に
現
在
の
法
務
省
と
な
る
。）
に
特
別
の
機
関
の
「
検
察
庁
」

が
置
か
れ
て
こ
れ
に
属
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
（
4
）

。
そ
し
て
、
そ
れ
ま
で
検
事
の
補
助
役
で
あ
っ
た
警
察
官
の
捜
査
権
限
は
、
行
政
警
察
と

一
〇



行
政
警
察
活
動
と
犯
罪
の
事
前
捜
査
（
上
）（
加
藤
）

（
一
四
六
七
）

並
ん
で
警
察
独
自
の
責
務
と
し
て
創
設
さ
れ
た
こ
と
か
ら
（
警
察
法
二
条
一
項
）、
現
行
刑
事
訴
訟
法
上
、
捜
査
権
限
が
検
事
か
ら
独
立
し

第
一
次
捜
査
機
関
と
し
て
、「
司
法
警
察
職
員
」
と
い
う
位
置
付
け
と
な
り
、
そ
の
権
限
と
規
制
の
下
で
刑
事
手
続
の
最
前
線
に
お
い
て

独
立
し
て
活
動
す
る
地
位
が
与
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
（
刑
訴
法
一
八
九
条
二
項
、
一
九
九
条
等
）。

こ
の
よ
う
に
、
戦
後
の
司
法
権
の
独
立
や
検
察
官
・
警
察
官
の
地
位
の
変
革
等
の
司
法
・
警
察
等
制
度
の
改
革
に
よ
り
、
警
察
作
用
を

従
来
通
り
行
政
警
察
と
司
法
警
察
と
に
区
分
す
る
こ
と
の
実
益
が
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
し
て
、
区
分
の
意
義
が
問
い
直
さ

れ
、
行
政
・
司
法
警
察
区
分
の
不
要
説
が
台
頭
し
始
め
た
（
5
）

。

2　

行
政
・
司
法
警
察
区
分
不
要
説
の
概
観

⑴　

警
察
作
用
の
検
討
と
行
政
・
司
法
警
察
の
区
分
不
要
説
を
概
観
す
る
。

警
察
作
用
は
、
本
来
、
個
人
の
権
利
・
自
由
の
保
護
を
含
む
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
・
回
復
を
目
的
と
し
て
、
そ
の
実
現
の
た
め

に
国
民
に
対
し
て
公
権
力
を
行
使
す
る
と
い
う
行
政
作
用
で
あ
る
。
こ
の
警
察
作
用
の
概
念
に
お
い
て
は
、「
司
法
警
察
」
に
対
置
さ
せ

ら
れ
る
「
行
政
警
察
」
こ
そ
、
固
有
の
「
警
察
概
念
」
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
捜
査
は
、
行
政
法
規
で
は
な
い
刑
事
手
続
を
規
律
す
る
刑

事
訴
訟
法
に
基
づ
く
活
動
、
す
な
わ
ち
、
刑
事
司
法
に
従
属
す
る
作
用
で
あ
る
以
上
、
そ
の
呼
称
が
「
司
法
警
察
」
で
あ
っ
て
も
、「
行

政
警
察
」
を
本
務
と
す
る
警
察
活
動
と
は
概
念
を
異
に
す
る
。
し
か
し
、
同
じ
行
政
機
関
に
な
る
警
察
官
に
両
者
を
兼
務
さ
せ
る
と
き
、

「
司
法
警
察
」
と
い
う
呼
称
で
も
っ
て
こ
れ
を
「
行
政
警
察
」
と
区
別
す
る
必
要
性
が
な
お
存
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
義
も

残
る
。

他
方
、
戦
前
に
お
け
る
警
察
で
は
、
こ
の
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
・
回
復
と
い
う
目
的
の
中
に
は
、
他
の
行
政
と
関
係
な
く
警
察

独
自
で
行
わ
れ
る
固
有
の
保
安
警
察
（
選
挙
・
風
俗
・
出
入
国
に
関
す
る
警
察
等
）
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
に
狭
義
の
行
政
警
察
と
し
て
交
通
・

一
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
四
六
八
）

公
衆
衛
生
・
食
品
・
医
薬
品
・
産
業
・
経
済
・
労
働
分
野
等
々
の
活
動
対
象
を
広
く
包
含
さ
せ
て
い
た
と
こ
ろ
、
戦
後
は
内
務
省
の
解
体

に
伴
っ
て
、
現
行
警
察
法
を
制
定
し
二
条
一
項
に
よ
り
、
保
安
・
交
通
分
野
だ
け
は
残
し
て
、
他
の
分
野
の
規
制
や
取
締
り
対
象
の
こ
れ

ら
公
共
の
安
全
と
秩
序
維
持
等
に
関
す
る
事
項
は
、
第
一
次
的
に
は
各
行
政
機
関
の
管
掌
と
し
て
従
来
の
警
察
権
限
を
非
集
中
化
（
分

散
）
さ
せ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
他
の
行
政
機
関
に
第
一
次
的
に
管
掌
さ
せ
た
事
項
も
、
警
察
の
責
務
に
関
連
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

直
接
の
各
担
任
機
関
と
一
体
的
に
そ
の
関
連
行
政
を
警
察
に
お
い
て
も
担
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、

警
察
法
二
条
一
項
に
お
い
て
、
本
来
的
に
は
警
察
作
用
で
は
な
い
捜
査
に
関
し
て
も
警
察
の
責
務
と
し
て
明
記
す
る
こ
と
で
、
従
来
の

「
司
法
警
察
」
と
し
て
の
（
補
助
的
）
捜
査
権
限
も
、
警
察
の
独
立
に
伴
な
っ
て
警
察
官
の
管
掌
事
項
と
し
て
明
確
化
し
た
（
6
）

。
こ
の
点
を
捉

え
れ
ば
、
現
行
の
警
察
法
（
二
条
一
項
）
自
体
が
保
安
・
交
通
・
捜
査
の
責
務
を
渾
然
一
体
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
で
、
行
政
警
察
・
司

法
警
察
の
区
分
を
殊
更
行
っ
て
い
な
い
と
し
て
、
こ
れ
が
行
政
・
司
法
警
察
の
区
分
不
要
説
を
支
持
す
る
有
力
な
根
拠
と
も
な
し
得
よ
う
。

⑵　

こ
の
区
分
不
要
説
の
主
要
な
論
拠
と
し
て
は
、
次
の
四
説
が
挙
げ
ら
れ
る
。

①
説
は
、
行
政
・
司
法
警
察
の
各
責
務
が
一
体
と
し
て
広
義
の
公
安
の
維
持
の
実
現
が
図
ら
れ
る
か
ら
と
か
、
捜
査
自
体
に
刑
罰
権
発

動
と
い
う
司
法
目
的
と
同
時
に
犯
罪
の
予
防
・
鎮
圧
と
し
て
の
公
共
の
安
全
と
秩
序
維
持
と
い
う
行
政
目
的
が
包
含
さ
れ
て
い
る
な
ど
と

す
る
実
質
論
に
な
る
。
②
説
は
、
現
行
憲
法
下
で
は
、
警
察
が
行
う
作
用
は
す
べ
て
「
行
政
」
で
あ
る
と
の
形
式
的
論
拠
か
ら
、
同
じ
警

察
作
用
中
、
公
共
の
安
全
と
秩
序
維
持
を
目
的
と
す
る
警
察
作
用
は
警
職
法
が
、
ま
た
、
刑
事
裁
判
の
た
め
の
警
察
作
用
は
主
に
刑
訴
法

が
そ
れ
ぞ
れ
規
律
す
る
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
ず
、
結
局
、
両
者
と
も
行
政
作
用
（
広
義
）
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
と
す
る
、
い
わ

ば
形
式
的
な
行
政
手
続
一
元
論
に
な
る
。
次
に
、
③
説
は
、
両
概
念
そ
の
も
の
か
ら
具
体
的
な
法
的
効
果
を
導
く
べ
き
で
は
な
く
、
さ
ら

に
権
限
濫
用
の
具
体
的
認
定
を
す
る
上
で
は
区
分
が
決
定
的
な
意
味
を
持
た
ず
、
そ
の
区
分
に
は
実
質
的
意
義
が
な
い
と
し
て
、
区
分
不

一
二



行
政
警
察
活
動
と
犯
罪
の
事
前
捜
査
（
上
）（
加
藤
）

（
一
四
六
九
）

要
説
を
導
く
。
そ
の
指
摘
事
項
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
そ
の
一
例
と
し
て
、
憲
法
第
三
章
（
国
民
の
権
利
及
び
義
務
）
中
の
三
一
条
（
法
定

手
続
の
保
障
）
以
下
が
、
刑
事
手
続
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
で
、
行
政
警
察
概
念
を
維
持
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
許
さ

れ
な
い
な
ど
と
も
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
④
説
は
、
犯
罪
の
取
り
締
ま
り
に
関
し
、
そ
の
発
生
が
未
然
か
既
然
（
既
発
）
か
で
区
別
す
る

こ
と
の
不
合
理
性
を
指
摘
し
、
事
前
捜
査
積
極
説
か
ら
す
る
区
分
不
要
説
で
あ
る
（
7
）

。

3　

行
政
・
司
法
警
察
区
分
不
要
説
の
問
題
点
と
そ
の
検
討

⑴　

そ
こ
で
、
区
分
不
要
説
の
問
題
点
を
ま
ず
概
括
的
に
検
討
す
る
。

戦
後
は
警
察
官
の
行
う
捜
査
権
限
が
検
事
（
検
察
官
）
か
ら
独
立
し
て
第
一
次
捜
査
機
関
の
位
置
付
け
と
な
っ
た
こ
と
、
現
行
警
察
法

二
条
一
項
が
規
定
す
る
警
察
官
の
責
務
の
中
で
は
、
捜
査
権
限
も
他
の
行
政
目
的
た
め
に
す
る
警
察
作
用
と
区
別
す
る
こ
と
な
く
両
者
並

列
的
・
一
体
的
に
警
察
の
責
務
と
し
た
こ
と
、
警
察
官
が
属
す
る
組
織
は
行
政
機
関
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
権
限
行
使
も
行
政
作
用
と
し
て

一
元
的
に
捉
え
る
べ
き
と
す
る
見
解
も
形
式
論
理
的
に
は
言
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
捜
査
が
刑
罰
権
発
動
の
司
法
目
的
に
な
る
と

し
て
も
、
行
政
警
察
も
犯
罪
の
予
防
・
鎮
圧
に
関
わ
る
も
の
で
両
者
は
目
的
的
に
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
り
、
ま
た
、
警
察
の
現
場
で
も

そ
の
よ
う
な
運
用
を
行
っ
て
い
る
の
が
実
際
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
、
先
進
諸
国
で
は
犯
罪
者
の
犯
行
前
に
捜
査
の
開
始
が
な
さ
れ
る

「
プ
ロ
ア
ク
テ
ィ
ヴ
」（
事
前
捜
査
）
の
実
施
も
既
に
定
着
化
し
つ
つ
あ
り
、
我
が
国
で
も
一
定
の
重
大
犯
罪
を
対
象
に
し
て
の
通
信
傍
受

法
の
制
定
も
な
さ
れ
る
な
ど
し
て
、
現
に
行
政
・
司
法
警
察
の
区
分
自
体
が
ボ
ー
ダ
レ
ス
化
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
こ
と
、
な
ど
か
ら
す

れ
ば
行
政
・
司
法
警
察
の
区
分
不
要
説
に
も
一
定
の
理
由
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
も
の
と
言
え
よ
う
。

⑵　

し
か
し
、
区
分
不
要
説
①
②
に
対
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
よ
う
。

ま
ず
、
①
説
の
実
質
論
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
両
者
の
目
的
の
一
体
的
な
実
現
過
程
に
着
目
す
る
捉
え
方
で
あ
り
、
戦
前
か
ら
あ
っ

一
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
四
七
〇
）

た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
前
述
し
た
通
り
、
か
え
っ
て
行
政
警
察
活
動
の
名
に
お
い
て
身
柄
拘
束
な
ど
権
限
濫
用
に
繋
が
る
反
省

す
べ
き
人
権
侵
害
の
歴
史
を
残
し
た
こ
と
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
目
的
実
現
過
程
で
は
相
互
に
目
的
に
適
う
効
果
を
及

ぼ
し
合
う
場
合
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
当
該
目
的
に
対
す
る
実
現
活
動
で
は
な
く
、
い
わ
ば
一
方
の
活
動
の
反
射
効
と
言
え
る
も
の

に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
重
大
事
件
が
相
次
い
で
発
生
す
る
状
況
に
あ
っ
て
、
そ
の
刑
事
手
続
を
履
践
す
る
中
で
犯
人
が
逮

捕
さ
れ
刑
罰
権
が
発
動
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
秩
序
が
回
復
さ
れ
社
会
不
安
が
払
拭
さ
れ
る
効
果
を
も
た
ら
し
た
と
し
て
も
、

司
法
警
察
の
目
的
実
現
の
た
め
の
犯
人
逮
捕
の
捜
査
過
程
は
刑
事
手
続
の
中
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
公
共
の
安
全
と
秩
序
維
持
と

い
う
行
政
警
察
の
目
的
（
作
用
）
と
は
厳
格
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
両
者
の
目
的
が
、
表
裏
一
体
的
に
効
果
を
も
た
ら
し
合

う
関
係
に
あ
る
場
合
が
あ
る
と
し
て
、
そ
の
こ
と
故
に
両
者
の
区
分
を
曖
昧
に
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

次
に
、
②
説
の
行
政
手
続
一
元
論
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
警
察
官
が
捜
査
を
行
っ
て
も
そ
れ
は
司
法
作
用
を
直
接
実
現
す
る
も
の
で
は

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
い
か
に
検
事
の
補
助
か
ら
独
立
し
て
権
限
行
使
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
警
察
組
織
と
い
う

行
政
機
関
内
で
の
職
務
と
し
て
明
確
化
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
捜
査
権
限
の
行
使
も
、
依
然
と
し
て
検
察
官
の
指
揮
を
受

け
（
刑
訴
法
一
九
三
条
・
一
九
四
条
）、
刑
事
訴
訟
法
の
規
定
を
厳
守
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
両
者
の
区
分
不
要
説
の
論
拠
と

し
て
は
決
定
的
で
な
い
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
に
行
政
法
理
論
で
は
、
行
政
警
察
作
用
と
は
公
共
の
安
全
と
秩
序
維
持
等
の
た
め
に
、
一
般

統
治
権
に
基
づ
き
私
人
に
命
令
・
強
制
し
、
そ
の
身
体
・
財
産
等
に
制
限
を
加
え
る
行
政
作
用
一
般
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
警
察

法
に
い
う
警
察
組
織
が
行
う
活
動
の
み
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
く
、
法
律
の
根
拠
を
以
て
そ
の
活
動
を
現
に
担
う
機
関
で
あ
る
以
上
、

行
政
機
関
の
如
何
を
問
う
も
の
で
は
な
い
と
す
る
の
が
伝
統
的
解
釈
で
あ
る
（
8
）

。
そ
れ
は
、
警
察
官
が
行
う
捜
査
（
司
法
警
察
活
動
）
も
、

司
法
作
用
の
補
助
行
為
と
し
て
担
う
も
の
で
あ
っ
て
、
警
察
固
有
の
権
限
、
す
な
わ
ち
行
政
警
察
と
は
法
律
上
の
性
質
・
地
位
を
異
に
す

一
四



行
政
警
察
活
動
と
犯
罪
の
事
前
捜
査
（
上
）（
加
藤
）

（
一
四
七
一
）

る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
じ
警
察
官
が
行
政
警
察
権
限
を
行
使
す
る
と
と
も
に
、
い
わ
ば
一
人
二
役
で
場
合
に
よ
り
司
法
作
用

の
補
助
行
為
で
あ
る
司
法
警
察
に
も
従
事
す
る
権
限
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
（
9
）

。

し
て
み
れ
ば
、
司
法
警
察
も
警
察
が
責
務
の
中
で
管
掌
す
る
と
い
う
意
義
以
上
の
も
の
は
な
く
、
両
者
を
同
じ
行
政
作
用
（
広
義
）
で

あ
る
と
し
て
、
行
政
・
司
法
警
察
の
区
分
を
認
め
ず
一
括
り
に
捉
え
よ
う
と
す
る
行
政
手
続
一
元
論
に
な
る
②
説
は
、
両
者
の
本
質
的
な

法
的
性
質
の
違
い
を
軽
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
勢
い
口
に
規
制
の
緩
や
か
な
行
政
警
察
概
念
で
統
合
す
る
流
れ
を
導
く
お
そ

れ
も
あ
る
と
言
え
よ
う
。
も
と
よ
り
、
裁
判
所
の
作
用
中
も
、
司
法
作
用
は
「
裁
判
」
だ
け
で
あ
る
。
例
え
ば
、
司
法
権
が
行
う
裁
判
官

の
人
事
等
の
作
用
は
司
法
「
行
政
」
で
あ
る
し
、
裁
判
長
が
法
廷
の
秩
序
維
持
の
た
め
に
行
使
す
る
「
法
廷
警
察
権
」
も
、
裁
判
権
に
付

随
す
る
司
法
「
行
政
作
用
」
と
一
般
に
解
さ
れ
て
い
る
（
刑
訴
法
二
八
八
条
二
項
後
段
、
裁
判
所
法
七
一
条
・
七
一
条
の
二
・
七
二
条
）、
あ
る
い

は
、
行
政
機
関
が
司
法
警
察
と
し
て
司
法
作
用
の
補
助
行
為
に
従
事
す
る
の
は
、
各
行
政
機
関
に
な
る
特
別
司
法
警
察
職
員
の
場
合
も
同

じ
く
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
行
政
手
続
一
元
論
で
は
、
警
察
官
の
捜
査
手
続
過
程
で
の
処
分
行
為
に
対
す
る
救
済
手
続

は
そ
の
手
続
内
で
の
不
服
申
し
立
て
で
対
応
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
、
刑
訴
法
四
三
〇
条
一
項
・
二
項
の
準
抗
告
の
規
定
（
同
条
三
項

は
、「
前
二
項
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
行
政
事
件
訴
訟
に
関
す
る
法
令
の
規
定
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
」
と
規
定
す
る
。）
の
本
旨
を
も
曖
昧
に
し
兼

ね
な
い
危
険
に
も
繋
が
る
論
と
言
う
べ
き
で
も
あ
ろ
う
（
10
）

。

⑶　

区
分
の
実
質
的
意
義
を
否
定
す
る
③
説
は
、
ア
プ
ロ
ー
チ
が
別
異
に
な
る
。

そ
の
一
例
と
し
て
、
憲
法
三
一
条
以
下
の
適
用
対
象
が
基
本
的
に
刑
事
手
続
で
あ
る
と
の
解
釈
を
前
提
に
し
て
、
区
分
必
要
説
の
論
者

が
行
政
警
察
の
作
用
は
行
政
手
続
で
あ
る
か
ら
と
の
理
由
に
よ
っ
て
、
そ
の
活
動
を
憲
法
の
適
用
外
と
し
て
活
用
し
よ
う
と
す
る
底
意
を

警
戒
す
る
。
こ
の
点
は
、「
行
政
調
査
手
続
と
捜
査
の
関
係
」
の
論
点
に
な
る
。
行
政
調
査
の
類
型
は
、
一
つ
に
は
、
行
政
法
規
違
反
の

一
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
四
七
二
）

嫌
疑
を
前
提
に
調
査
を
開
始
す
る
手
続
で
あ
っ
て
、
そ
の
調
査
対
象
が
同
時
に
犯
罪
に
該
当
す
る
と
し
て
も
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
調
査
手

続
の
目
的
は
犯
罪
捜
査
と
は
無
関
係
と
す
る
。
そ
の
場
合
、
強
制
調
査
権
限
を
定
め
た
法
律
に
は
、「
そ
の
権
限
が
犯
罪
捜
査
の
た
め
に

認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。」
と
の
目
的
規
定
を
置
く
（
所
得
税
法
二
三
四
条
二
項
、
薬
事
法
六
九
条
四
項
、
金
融
商
品
取
引
法

一
九
〇
条
二
項
等
）。
二
つ
に
は
、
犯
則
調
査
で
あ
る
。
こ
れ
は
法
律
上
、
後
に
刑
事
手
続
へ
移
行
す
る
こ
と
を
前
提
に
構
成
さ
れ
た
行
政

手
続
で
あ
る
（
国
税
犯
則
取
締
法
一
八
条
、
金
融
商
品
取
引
法
二
二
六
条
等
）。
そ
し
て
、
三
つ
に
は
、
犯
罪
の
予
防
・
鎮
圧
目
的
の
行
政
警
察

に
お
け
る
手
続
と
し
て
の
監
視
カ
メ
ラ
の
設
置
等
（
警
察
法
二
条
、
警
職
法
二
条
）
や
、
よ
り
捜
査
に
発
展
す
る
場
合
が
多
い
手
続
と
し
て
、

不
審
者
に
対
す
る
職
務
質
問
と
そ
れ
に
付
随
す
る
所
持
品
検
査
、
任
意
同
行
（
警
職
法
二
条
）、
あ
る
い
は
保
護
（
同
法
三
条
）、
犯
罪
の
予

防
・
制
止
等
（
同
法
五
条
等
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
行
政
手
続
と
犯
罪
捜
査
の
区
別
自
体
は
、
法
律
上
は
明
確
に
謳
わ
れ
て
い
る
が
、
行
政

調
査
活
動
は
し
ば
し
ば
捜
査
の
端
緒
と
な
る
上
、
犯
罪
が
判
明
す
れ
ば
調
査
手
続
で
得
ら
れ
た
資
料
等
の
捜
査
に
お
け
る
活
用
の
可
否
問

題
が
顕
れ
る
。
犯
罪
捜
査
よ
り
も
規
制
の
緩
い
行
政
手
続
で
獲
得
さ
れ
た
証
拠
資
料
等
を
、
刑
事
手
続
に
お
い
て
フ
リ
ー
で
活
用
で
き
る

と
す
れ
ば
、
よ
り
厳
格
な
刑
事
手
続
の
潜
脱
行
為
の
危
険
性
も
は
ら
み
、
憲
法
三
一
条
、
三
五
条
、
三
八
条
一
項
と
の
関
係
で
問
題
点
が

指
摘
さ
れ
る
。

4　

憲
法
と
行
政
手
続
に
関
す
る
判
例
と
学
説
の
検
討

⑴　

③
説
に
つ
い
て
は
、
項
を
分
け
て
行
政
手
続
の
憲
法
三
一
条
以
下
適
用
の
是
非
問
題
等
に
つ
い
て
、
判
例
の
流
れ
を
概
観
す
る
（
11
）

。

①
最
大
決
昭
四
四
・
一
二
・
三
（
刑
集
二
三
巻
一
二
号
一
五
二
五
頁
）

国
税
犯
則
取
締
法
二
条
に
よ
り
収
税
官
吏
が
し
た
差
押
処
分
に
対
す
る
不
服
申
立
て
事
件
に
対
し
て
、
判
旨
は
、
そ
の
差
押
手
続
が
刑

事
手
続
で
は
な
く
一
種
の
行
政
手
続
で
あ
る
と
し
た
上
、
同
申
立
て
は
、「
行
政
事
件
訴
訟
法
に
定
め
る
訴
訟
の
方
法
に
よ
る
べ
き
で

一
六



行
政
警
察
活
動
と
犯
罪
の
事
前
捜
査
（
上
）（
加
藤
）

（
一
四
七
三
）

あ
っ
て
、
刑
訴
法
四
三
〇
条
の
準
抗
告
の
規
定
を
準
用
す
べ
き
で
は
な
い
。」
と
し
て
、
収
税
官
吏
の
差
押
手
続
の
刑
事
手
続
性
を
否
定

し
、
適
用
区
分
を
判
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
国
税
犯
則
事
件
の
調
査
手
続
は
、
刑
訴
法
上
の
捜
査
手
続
と
類
似
す
る
と
こ

ろ
が
あ
り
、
ま
た
、
犯
則
事
件
は
、
告
発
に
よ
っ
て
被
疑
事
件
に
移
行
し
、
さ
ら
に
告
発
前
に
得
ら
れ
た
資
料
は
、
被
疑
事
件
の
捜
査
に

お
い
て
利
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
等
の
点
に
お
い
て
、
犯
則
事
件
の
調
査
手
続
と
被
疑
事
件
の
捜
査
手
続
と
は
た
が
い
に
関
連
す
る
と
こ

ろ
が
あ
る
。」
と
し
た
も
の
の
、「
し
か
し
、
現
行
法
制
上
、
国
税
犯
則
事
件
調
査
手
続
の
性
質
は
、
一
種
の
行
政
手
続
で
あ
っ
て
、
刑
事

手
続
（
司
法
手
続
）
で
は
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。」
と
判
示
し
た
。

②
最
大
判
昭
四
七
・
一
一
・
二
二
（
刑
集
二
六
巻
九
号
五
五
四
頁
）
│
川
崎
民
商
事
件

判
旨
は
、
憲
法
三
五
条
一
項
は
、
本
来
、
主
と
し
て
刑
事
責
任
追
及
の
手
続
に
お
け
る
強
制
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
司
法
権
に
よ
る
事
前

の
抑
制
下
に
お
か
れ
る
べ
き
こ
と
を
保
障
し
た
趣
旨
で
あ
る
が
、
収
税
官
吏
に
よ
る
所
得
税
に
関
す
る
調
査
に
つ
き
、
当
該
手
続
が
刑
事

責
任
追
及
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
と
の
理
由
の
み
で
、
そ
の
手
続
に
お
け
る
一
切
の
強
制
が
、
当
然
に
憲
法
三
五
条
一
項
の
保
障
の

枠
外
に
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
は
相
当
で
な
い
こ
と
、
旧
所
得
税
法
六
三
条
、
七
〇
条
一
〇
号
に
規
定
す
る
検
査
は
、
あ
ら
か
じ
め
裁
判

官
の
発
す
る
令
状
に
よ
る
こ
と
を
そ
の
一
般
的
要
件
と
し
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
憲
法
三
五
条
の
法
意
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、

憲
法
三
八
条
一
項
の
保
障
は
、
純
然
た
る
刑
事
手
続
以
外
に
お
い
て
も
、
実
質
上
、
刑
事
責
任
追
及
の
た
め
の
資
料
の
取
得
収
集
に
直
接

結
び
つ
く
作
用
を
一
般
的
に
有
す
る
手
続
に
は
、
ひ
と
し
く
及
ぶ
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
判
示
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
判
決
は
、
一
見
し
て
は
明
快
で
は
な
く
、「
収
税
官
吏
の
検
査
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
所
得
税
の
公
平
確
実
な
賦
課
徴
収
の
た
め
に

必
要
な
資
料
を
収
集
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
手
続
で
は
な
い
」
こ
と
、「
強
制
の
態
様
も
そ
の
目
的
、
必
要
性
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
実

効
性
確
保
の
手
段
と
し
て
、
あ
な
が
ち
不
均
衡
、
不
合
理
な
も
の
と
は
い
え
な
い
」
こ
と
な
ど
と
し
て
、
結
論
的
に
は
、
行
政
手
続
へ
の

一
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
四
七
四
）

一
般
的
適
用
は
否
定
す
る
旨
の
判
示
を
し
て
い
る
。

③
最
判
昭
五
九
・
三
・
二
七
（
刑
集
三
八
巻
五
号
二
〇
三
七
頁
）

判
旨
は
、「
国
税
犯
則
取
締
法
に
規
定
す
る
犯
則
嫌
疑
者
に
対
す
る
質
問
調
査
手
続
に
つ
い
て
も
、
憲
法
三
八
条
一
項
の
規
定
に
よ
る

供
述
拒
否
権
の
保
障
が
及
ぶ
も
の
と
す
る
」
と
判
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
判
例
で
は
、
横
井
大
三
裁
判
官
の
「
憲
法
三
八
条
一
項
に
い

わ
ゆ
る
供
述
拒
否
権
の
保
障
は
、
要
す
る
に
、
自
己
が
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
よ
う
な
事
項
に
つ
い
て
供
述
を
強
要
さ
れ
な

い
こ
と
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
事
項
に
つ
い
て
供
述
を
強
要
す
る
こ
と
に
な
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
刑
事
手
続
は

も
ち
ろ
ん
刑
事
手
続
に
準
ず
る
も
の
と
さ
れ
る
国
税
犯
則
取
締
法
に
よ
る
調
査
手
続
の
み
な
ら
ず
、
外
国
人
登
録
法
に
よ
る
登
録
手
続
の

よ
う
な
行
政
手
続
に
も
及
ぶ
と
考
え
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
国
税
犯
則
取
締
法
の
刑
事
手
続
と
の
直
結
性
を
強
調
す
る
必
要
も
な
く
な
る
で

あ
ろ
う
。」、「
行
政
上
の
必
要
が
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
一
般
国
民
に
、
自
己
が
刑
事
事
件
を
問
わ
れ
る
よ
う
な
供
述
を
罰
則
を

も
っ
て
強
制
す
る
よ
う
な
手
続
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
刑
事
手
続
に
準
ず
る
も
の
で
な
く
て
も
、
憲
法
三
八
条
一
項
に
違
反
す
る
も
の
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。」
な
ど
と
の
詳
細
な
意
見
も
付
さ
れ
て
い
る
。
私
も
基
本
的
に
は
右
横
井
裁
判
官
の
意
見
に
与
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ

る
が
、
行
政
手
続
と
刑
事
手
続
の
区
別
は
明
確
に
し
て
、
そ
の
目
的
規
定
も
置
き
な
が
ら
、
行
政
手
続
か
ら
刑
事
手
続
へ
の
移
行
に
伴
っ

て
同
手
続
で
先
の
行
政
手
続
で
得
た
結
果
を
利
用
で
き
る
か
と
の
可
否
問
題
は
残
る
。
こ
れ
は
、
収
税
官
吏
の
調
査
手
続
と
し
て
規
定
す

る
質
問
、
検
査
、
領
置
、
臨
検
、
捜
索
、
差
押
等
の
各
種
手
段
は
、
刑
訴
法
の
規
定
す
る
被
疑
事
件
の
捜
査
手
段
と
実
質
的
に
は
変
わ
ら

な
い
上
、
犯
則
事
件
は
告
発
に
よ
っ
て
被
疑
事
件
に
移
行
す
る
が
、
そ
の
告
発
前
に
得
ら
れ
た
資
料
も
被
疑
事
件
の
捜
査
に
利
用
さ
れ
る

こ
と
を
認
め
る
べ
き
と
の
見
解
を
示
す
の
で
あ
る
。

一
八



行
政
警
察
活
動
と
犯
罪
の
事
前
捜
査
（
上
）（
加
藤
）

（
一
四
七
五
）

④
最
決
平
一
六
・
一
・
二
〇
（
刑
集
五
八
巻
一
号
二
六
頁
）

判
旨
は
、「
法
人
税
法
（
平
成
一
三
年
法
律
第
一
二
九
号
に
よ
る
改
正
前
の
も
の
）
一
五
三
条
な
い
し
一
五
五
条
に
規
定
す
る
質
問
又
は
検
査

の
権
限
の
行
使
に
当
た
っ
て
、
取
得
収
集
さ
れ
る
証
拠
資
料
が
後
に
犯
則
事
件
の
証
拠
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
想
定
で
き
た
と
し
て

も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
直
ち
に
、
上
記
質
問
又
は
検
査
の
権
限
が
同
法
一
五
六
条
に
反
し
て
犯
則
事
件
の
調
査
あ
る
い
は
捜
査
の
た
め

の
手
段
と
し
て
行
使
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。」
と
判
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
原
判
決
が
「
上
記
質
問
・
検
査
の
権
限
が

犯
則
事
件
の
調
査
担
当
者
か
ら
依
頼
さ
れ
る
か
、
そ
の
調
査
に
協
力
す
る
意
図
の
下
に
証
拠
資
料
を
保
全
す
る
た
め
に
行
使
さ
れ
た
可
能

性
が
排
除
で
き
ず
、
一
面
に
お
い
て
、
犯
則
事
件
の
調
査
あ
る
い
は
捜
査
の
た
め
の
手
段
と
し
て
行
使
さ
れ
た
も
の
と
評
す
る
こ
と
が
で

き
る
」
旨
判
示
し
た
点
は
是
認
で
き
な
い
と
し
た
が
、
上
記
質
問
・
検
査
の
権
限
行
使
及
び
そ
れ
か
ら
派
生
す
る
手
続
に
よ
り
取
得
収
集

さ
れ
た
証
拠
資
料
の
証
拠
能
力
を
肯
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
結
論
に
お
い
て
は
是
認
で
き
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
行
政
調

査
の
結
果
は
同
手
続
内
で
の
行
政
決
定
の
た
め
に
利
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
法
の
目
的
規
定
も
、
そ
れ
だ
け
に
し
か
利
用
し

て
は
な
ら
な
い
と
の
制
約
付
き
の
解
釈
ま
で
包
含
す
る
も
の
で
は
な
い
す
る
判
示
で
あ
り
、
前
記
「
想
定
」
の
範
囲
で
も
証
拠
資
料
の
利

用
を
認
め
る
と
す
る
注
目
す
べ
き
判
例
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。

学
説
も
、
憲
法
三
八
条
一
項
な
ど
に
つ
い
て
行
政
手
続
等
に
も
適
用
さ
れ
る
と
の
説
が
多
い
（
12
）

。
憲
法
三
一
条
以
下
の
規
定
が
本
来
的
に

は
刑
事
手
続
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
も
、
被
処
分
者
に
不
利
益
を
及
ぼ
す
よ
う
な
手
続
に
つ
い
て
は
行
政
手
続
と
い
え

ど
も
適
用
す
る
と
考
え
る
の
が
学
説
・
判
例
の
趨
勢
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑵　

こ
の
よ
う
に
、
憲
法
三
一
条
以
下
の
規
定
（
明
ら
か
に
刑
事
手
続
が
対
象
の
三
三
条
を
除
く
。）
が
行
政
手
続
に
適
用
さ
れ
る
場
合　

が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
と
し
て
も
、
そ
の
行
政
手
続
で
得
ら
れ
た
結
果
（
証
拠
資
料
等
）
を
そ
の
後
の
刑
事
手
続
に
利
用
す
る
こ
と
は
認

一
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
四
七
六
）

め
得
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
両
手
続
を
明
確
に
区
分
し
た
上
で
こ
れ
を
検
討
し
な
い
と
、
む
し
ろ
緩
や
か
な
運
用
に
流
れ
る
お
そ
れ
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
③
説
が
憂
慮
す
る
理
由
に
拠
っ
て
憲
法
三
一
条
以
下
の
適
用
対
象
に
行
政
手
続
を
も
含
ま
せ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
が
、
行

政
・
司
法
警
察
の
区
分
を
不
要
と
す
る
結
論
を
導
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
論
理
に
必
然
的
な
関
係
に
は
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
論
者
の
抱
く
懸
念
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
か
え
っ
て
区
分
を
厳
格
に
捉
え
る
方
向
で
の
結
論
を
導
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
行
政
・
司
法
警
察
の
目
的
・
機
能
の
違
い
か
ら
、
手
続
対
応
の
違
い
を
導
く
の
は
当
然
で
あ
り
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
行
政

手
続
を
濫
用
す
る
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
を
す
る
こ
と
と
は
別
問
題
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
③
説
か
ら
は
、
区
分
必
要
説
の
論
者
の
う
ち
、
両
者
の
目
的
・
性
質
等
の
違
い
を
理
由
に
行
政
警
察
活
動
上
の
違
法
性
は
後
行

の
司
法
警
察
活
動
へ
の
承
継
は
な
い
と
す
る
違
法
性
断
絶
説
（
13
）

が
あ
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
形
式
論
で
あ
る
と
の
批
判
が
な
さ
れ
る
。
そ
こ

で
は
、
警
察
官
が
違
法
な
保
護
手
続
中
に
覚
せ
い
剤
使
用
の
捜
査
目
的
で
採
尿
行
為
に
及
ん
だ
場
合
な
ど
で
、
そ
の
先
行
行
為
（
警
職
法

三
条
一
項
に
基
づ
く
保
護
手
続
）
の
違
法
が
後
行
行
為
（
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
本
文
に
基
づ
く
任
意
捜
査
と
し
て
の
採
尿
手
続
）
に
影
響
を
及
ぼ

す
か
否
か
の
「
違
法
性
の
承
継
問
題
」
の
例
を
挙
げ
て
検
討
を
加
え
る
。
そ
の
事
例
で
、
区
分
必
要
説
に
立
ち
な
が
ら
、
行
政
警
察
活
動

に
違
法
が
あ
っ
て
も
そ
の
主
体
は
同
じ
警
察
官
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
目
的
に
よ
る
か
も
警
察
官
の
主
観
に
基
づ
く
曖
昧
さ
が
あ
る
の
が
実

際
で
あ
る
こ
と
に
照
ら
し
、
身
柄
逮
捕
に
ま
で
至
っ
た
と
き
に
は
遡
っ
て
捜
査
活
動
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
解
す
べ
き
と
す
る
通
説
も
、

理
論
的
で
な
い
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
で
は
、
採
尿
を
行
う
た
め
に
保
護
手
続
を
採
っ
た
な
ど
と
い
う
潜
脱
的
利
用
関
係
が
あ
っ
た

場
合
は
違
法
性
が
承
継
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
で
あ
れ
ば
、
保
護
手
続
の
間
に
任
意
に
採
尿
し
た
と
し
て
も

違
法
と
は
言
え
な
い
と
す
る
。
そ
の
他
、
区
分
不
要
説
が
主
張
す
る
両
者
の
目
的
が
表
裏
一
体
だ
と
す
る
点
も
、
捜
査
の
厳
格
性
を
曖
昧

二
〇



行
政
警
察
活
動
と
犯
罪
の
事
前
捜
査
（
上
）（
加
藤
）

（
一
四
七
七
）

に
す
る
こ
と
に
な
り
許
容
で
き
な
い
こ
と
や
、
あ
る
い
は
有
形
力
の
行
使
の
場
面
で
任
意
手
段
の
幅
の
広
い
行
政
警
察
活
動
の
範
囲
・
程

度
ま
で
捜
査
の
任
意
手
段
を
拡
大
す
る
こ
と
な
ど
の
懸
念
事
項
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
な
ど
し
つ
つ
、
結
局
、
行
政
・
司
法
警
察
の
両

概
念
そ
の
も
の
か
ら
具
体
的
な
法
的
効
果
を
導
く
も
の
で
は
な
い
と
し
、
両
者
の
区
別
自
体
に
は
実
質
的
な
意
義
が
さ
ほ
ど
み
ら
れ
な
い

と
結
論
付
け
て
、
区
分
不
要
説
に
至
る
も
の
で
あ
る
（
14
）

。

④
説
の
事
前
捜
査
積
極
説
か
ら
の
区
分
不
要
説
は
、
事
前
捜
査
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
犯
罪
の
予
防
・
鎮
圧
を
目
的
と
す
る
行
政
警
察

活
動
と
重
な
る
こ
と
か
ら
、
必
然
的
に
両
者
の
区
分
不
要
説
を
導
く
。
特
に
有
力
説
は
区
分
の
沿
革
、
比
較
法
的
分
析
を
行
っ
た
上
、
戦

後
の
行
政
裁
判
所
の
廃
止
に
よ
り
権
利
救
済
の
管
轄
裁
判
所
の
区
別
も
意
味
が
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
犯
罪
の
嫌
疑
と
い
う
観
点
か
ら

は
犯
罪
の
事
前
か
事
後
か
で
相
違
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
点
で
の
捜
査
に
区
別
を
設
け
る
理
由
は
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
結
局
、

区
分
不
要
説
を
説
く
（
15
）

。
し
か
し
、
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
事
前
捜
査
を
積
極
に
解
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
両
者
は
未
然
・
既
然
（
既

発
）
の
違
い
そ
れ
故
の
み
の
理
由
で
そ
の
区
分
を
不
要
に
す
る
よ
う
な
本
質
的
・
必
然
的
関
係
に
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
が
指

摘
で
き
よ
う
。
現
に
、
区
分
不
要
説
に
立
ち
な
が
ら
事
前
捜
査
は
消
極
に
解
す
る
立
場
も
あ
る
。
そ
の
論
者
の
区
分
不
要
の
理
由
付
け
は
、

戦
後
は
裁
判
所
と
検
察
官
は
分
離
さ
れ
て
司
法
権
の
独
立
が
徹
底
さ
れ
、
検
察
官
は
行
政
官
と
位
置
付
け
ら
れ
捜
査
活
動
を
「
司
法
」
と

よ
ぶ
必
要
が
な
く
な
っ
た
こ
と
、
捜
査
か
ら
裁
判
ま
で
を
一
貫
し
て
実
体
形
成
過
程
と
観
念
す
る
の
は
ふ
さ
わ
し
く
な
く
、
警
察
が
第
一

次
捜
査
機
関
と
し
て
独
立
し
検
察
官
は
捜
査
に
「
司
法
」
的
性
格
を
付
与
す
る
媒
介
項
た
る
意
義
を
失
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
の
事
情
を
挙

げ
、
し
た
が
っ
て
、
強
い
て
性
格
付
け
れ
ば
、
司
法
の
一
翼
か
ら
離
脱
し
た
検
察
官
と
公
権
力
の
実
現
を
め
ざ
す
警
察
官
の
両
者
に
よ
る

行
政
的
活
動
で
あ
っ
て
、
司
法
と
の
関
係
は
、
裁
判
＝
司
法
へ
向
け
て
準
備
の
役
割
・
効
果
を
も
つ
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
捜
査
は
「
行
政

的
捜
査
」「
当
事
者
主
義
的
捜
査
」
と
称
す
る
べ
き
と
す
る
。
た
だ
、
事
前
捜
査
に
つ
い
て
は
、
現
行
法
の
解
釈
上
は
消
極
説
を
基
本
と

二
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
四
七
八
）

す
る
と
解
さ
ざ
る
を
え
な
い
と
思
わ
れ
る
と
結
論
付
け
る
（
16
）

。

5　

行
政
・
司
法
警
察
区
分
必
要
説
の
論
拠

⑴　

次
に
、
行
政
・
司
法
警
察
の
区
分
必
要
説
に
お
け
る
積
極
的
な
理
由
付
け
を
概
観
す
る
。

こ
の
点
、
先
に
不
要
説
に
対
し
て
指
摘
し
た
い
く
つ
か
の
反
論
を
そ
の
必
要
説
の
理
由
付
け
と
す
る
ほ
か
、
行
政
警
察
活
動
に
は
公
共

の
安
全
と
秩
序
維
持
に
対
す
る
侵
害
を
事
前
に
予
防
す
る
と
い
う
目
的
の
実
現
の
た
め
に
、
迅
速
か
つ
効
率
的
活
動
が
要
請
さ
れ
る
の
に

対
し
、
司
法
警
察
活
動
、
す
な
わ
ち
捜
査
に
お
い
て
は
、
司
法
作
用
の
補
助
行
為
と
し
て
、
そ
の
刑
事
訴
訟
法
が
定
め
る
手
続
的
正
義
の

規
制
下
で
の
厳
格
な
諸
手
続
の
制
約
を
履
践
し
な
が
ら
、
真
相
解
明
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
と
い
う
基
本
的
な
違
い
を

根
拠
と
し
て
示
す
。
し
た
が
っ
て
、
区
分
必
要
説
か
ら
は
、
区
分
不
要
説
で
は
捜
査
に
あ
っ
て
も
、
秩
序
回
復
の
た
め
に
そ
の
厳
格
な
手

続
を
効
率
性
・
迅
速
性
優
先
の
余
り
こ
れ
を
緩
和
さ
せ
る
な
ど
、
こ
の
区
分
領
域
の
ル
ー
ズ
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に
も
な
り
兼
ね
な
い
危

険
性
を
は
ら
む
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
れ
は
捜
査
目
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
手
続
的
規
制
を
潜
脱
す
る
意
図
で
行
政
執
行

法
等
に
仮
借
し
た
身
柄
拘
束
（「
逮
捕
」
行
為
）
を
す
る
な
ど
し
た
戦
前
の
目
的
濫
用
の
歴
史
に
も
例
を
見
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
行
政
・
司

法
警
察
両
者
の
区
分
は
依
然
と
し
て
重
要
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
る
（
17
）

。

ま
た
、
警
察
官
が
行
政
警
察
活
動
と
し
て
不
審
者
に
対
す
る
職
務
質
問
や
所
持
品
検
査
を
行
う
過
程
で
、
そ
の
不
審
者
が
特
定
の
犯
罪

を
犯
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
以
後
は
捜
査
目
的
で
警
察
署
へ
の
任
意
同
行
と
取
調
べ
に
発
展
す
る
と
い
う
よ
く
見
ら
れ
る
事

例
に
つ
い
て
、
区
分
不
要
説
は
こ
れ
を
も
っ
て
、
そ
の
行
政
・
司
法
警
察
の
両
者
が
競
合
な
い
し
発
展
す
る
経
過
は
、
す
な
わ
ち
、
両
者

の
区
分
を
不
要
と
す
る
例
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
区
別
必
要
説
か
ら
は
、
捜
査
に
際
し
て
警
職
法
に
規
定
す
る
行
政

警
察
の
手
段
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
の
問
題
が
あ
る
が
、
同
法
一
条
一
項
で
は
「
他
の
法
令
の
執
行
等
の
職
権
職
務
を
忠
実
に
遂

二
二



行
政
警
察
活
動
と
犯
罪
の
事
前
捜
査
（
上
）（
加
藤
）

（
一
四
七
九
）

行
す
る
た
め
に
、
必
要
な
手
段
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。」
と
規
定
し
、
八
条
で
は
「
警
察
官
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
の

外
、
刑
事
訴
訟
そ
の
他
に
関
す
る
法
令
及
び
警
察
の
規
則
に
よ
る
職
権
職
務
を
遂
行
す
べ
き
も
の
と
す
る
。」
と
規
定
し
て
お
り
、
同
法

の
解
釈
か
ら
は
行
政
警
察
と
捜
査
が
そ
れ
ぞ
れ
併
存
し
て
活
動
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
理
由
は
な
い
と
す
る
。

こ
の
点
は
、
裁
判
例
（
大
阪
高
判
昭
二
九
・
四
・
五
高
等
裁
判
所
刑
事
判
決
特
報
二
八
号
一
一
五
頁
）
で
も
、
暴
行
事
件
の
捜
査
の
た
め
に
被
疑

者
に
警
職
法
二
条
の
挙
動
不
審
者
に
対
す
る
質
問
と
同
行
を
求
め
た
警
察
官
に
対
し
、
被
疑
者
が
暴
行
を
加
え
た
傷
害
・
公
務
執
行
妨
害

事
件
に
お
い
て
、
弁
護
人
は
「（
こ
の
被
疑
者
に
対
し
て
と
っ
た
警
察
官
の
）
質
問
同
行
は
犯
罪
捜
査
の
段
階
に
お
い
て
で
は
な
く
そ
の
前
提

で
あ
る
犯
罪
予
防
の
段
階
に
お
い
て
の
み
警
察
官
等
に
与
え
ら
れ
た
権
限
で
あ
っ
て
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
は
逮
捕
手
続
以
外
に
連
行
を
求

め
る
こ
と
は
憲
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
上
許
さ
れ
て
い
な
い
。」
な
ど
と
主
張
し
た
の
に
対
し
、「
警
察
官
及
び
警
察
吏
員
は
犯
罪
捜
査
の
た

め
に
も
挙
動
不
審
者
に
対
し
警
察
官
等
職
務
執
行
法
（
昭
和
二
九
年
改
正
前
の
法
律
名
に
は
「
等
」
が
付
さ
れ
て
い
た
│
筆
者
注
）
第
二
条
第
一

項
に
基
づ
き
質
問
を
す
る
こ
と
が
で
き
同
条
第
二
項
の
場
合
に
は
質
問
の
た
め
附
近
の
警
察
署
又
は
巡
査
派
出
所
等
えマ
マ

同
行
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
所
論
の
如
き
犯
罪
予
防
の
場
合
に
の
み
限
ら
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
文
理
上
極
め
て
明
瞭
で
あ
る
。
…
そ
し

て
右
の
質
問
又
は
そ
の
た
め
の
同
行
は
も
と
よ
り
強
制
的
な
も
の
で
な
く
刑
事
訴
訟
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
ら
な
い
か
ぎ
り
身
柄
を

拘
束
さ
れ
ま
た
は
そ
の
意
思
に
反
し
て
連
行
さ
れ
若
し
く
は
答
弁
を
強
要
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
（
同
条
第
三
項
）
か
ら
右
の
措

置
は
憲
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
に
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
い
。」
と
判
示
す
る
。

区
分
不
要
説
の
③
説
か
ら
、「
不
特
定
で
あ
れ
犯
罪
の
嫌
疑
の
あ
る
者
に
対
す
る
職
務
質
問
は
被
疑
者
取
調
べ
と
同
性
質
と
み
れ
る
。

こ
の
結
果
、
実
質
的
に
は
捜
査
手
段
で
あ
る
以
上
、
警
職
法
一
条
二
項
・
同
二
条
三
項
の
み
な
ら
ず
、
警
職
法
上
の
規
制
も
及
ぶ
と
考
え

る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
特
定
で
あ
れ
犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
に
な
っ
た
段
階
や
長
時
間
に
及
ぶ
場
合
、
派
出
所
・
警
察
署
な
ど

二
三
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〇
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へ
任
意
同
行
後
さ
ら
に
職
務
質
問
を
継
続
す
る
場
合
に
は
刑
訴
法
一
九
八
条
二
項
に
準
じ
て
黙
秘
権
を
告
知
す
る
な
ど
が
必
要
に
な
っ
て

く
る
。」
と
し
て
両
警
察
活
動
の
融
合
の
意
義
も
説
か
れ
る
（
18
）

。
も
っ
と
も
「
行
政
警
察
目
的
の
反
面
、
捜
査
目
的
に
も
機
能
し
う
る
と
い

う
考
え
方
を
す
る
べ
き
」
と
し
て
、
区
分
必
要
説
に
立
っ
て
、
捜
査
目
的
自
体
の
職
務
質
問
を
消
極
に
解
す
る
見
解
も
あ
る
（
19
）

。
ま
た
、
職

務
質
問
か
ら
捜
査
に
発
展
す
る
事
例
で
も
、
そ
れ
は
行
政
警
察
活
動
で
あ
っ
て
捜
査
と
は
異
な
る
こ
と
は
、
警
職
法
二
条
の
職
務
質
問
が

犯
罪
の
予
防
・
鎮
圧
を
目
的
と
す
る
も
の
で
、
そ
こ
に
は
「
既
に
行
わ
れ
た
犯
罪
」
も
含
ま
れ
、
そ
の
全
て
が
行
政
警
察
権
を
規
定
し
て

い
る
と
解
す
る
の
が
条
文
解
釈
上
も
相
当
で
あ
る
こ
と
、
同
法
が
行
政
警
察
権
限
に
関
す
る
一
般
法
で
あ
る
と
い
う
法
律
の
性
格
が
あ
る

こ
と
等
を
指
摘
し
た
上
、「
犯
罪
の
嫌
疑
あ
る
者
に
対
す
る
職
務
質
問
と
捜
査
は
常
に
一
体
を
な
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
が
、
理
論
的

に
は
全
く
別
個
の
も
の
で
あ
っ
て
、
両
者
を
区
別
し
、
各
々
の
要
件
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。」
と
す
る
見
解
が
あ
る
（
20
）

。
両
者
が
一
体

的
に
遂
行
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
両
者
に
は
そ
の
目
的
・
要
件
が
違
う
も
の
で
あ
る
か
ら
安
易
に
そ
の
混
在
を
認
め

ず
基
本
的
・
理
論
的
な
違
い
を
吟
味
し
て
区
別
す
べ
き
も
の
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
解
釈
自
体
は
相
当
と
言
い
得
る
。
そ
の
よ
う
な
事
例

な
ら
ば
、
な
お
さ
ら
両
者
の
法
的
規
制
の
違
い
の
法
意
思
に
従
っ
て
捜
査
の
法
規
制
の
適
用
の
明
確
化
を
図
り
遵
守
さ
せ
る
べ
く
区
分
が

重
要
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
21
）

。

⑵　

さ
ら
に
、
行
政
・
司
法
警
察
区
分
の
必
要
性
を
職
務
質
問
を
例
に
検
討
す
る
。

犯
罪
の
嫌
疑
が
濃
厚
の
者
に
対
し
て
は
、
職
務
質
問
の
必
要
性
は
よ
り
高
く
な
る
。
そ
の
場
合
、
捜
査
す
な
わ
ち
、
逮
捕
の
要
件
の
吟

味
や
証
拠
の
収
集
活
動
と
し
て
の
職
務
質
問
（
取
調
べ
）
が
既
に
開
始
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
た
だ
、
そ
れ
が
所
持
品
検
査
な
ど

も
経
る
な
ど
し
て
逮
捕
（
現
行
犯
・
緊
急
逮
捕
）
ま
で
に
発
展
す
る
過
程
で
は
、
警
察
官
の
両
目
的
意
識
は
混
在
し
て
い
る
場
合
も
多
く
、

結
局
、
そ
の
主
観
的
判
断
に
拠
る
ほ
か
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
そ
の
移
行
過
程
で
は
行
政
・
司
法
警
察
の
両
目
的
・
作
用

二
四



行
政
警
察
活
動
と
犯
罪
の
事
前
捜
査
（
上
）（
加
藤
）

（
一
四
八
一
）

の
併
存
自
体
ま
で
を
も
否
定
す
る
の
が
法
意
思
と
ま
で
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
両
者
の
境
目
が
曖
昧
で
あ
る
こ
と
が
、
区
分
不
要
説
を

導
く
必
然
的
関
係
に
は
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
事
例
で
は
な
お
さ
ら
区
分
の
必
要
性
を
認
め
た
上
で
、
そ
の

吟
味
を
基
本
と
す
べ
き
で
あ
る
。
両
者
の
活
動
が
連
続
・
移
行
・
発
展
的
、
あ
る
い
は
重
複
（
競
合
）
な
い
し
交
錯
状
況
下
で
は
、
遡
及

的
評
価
で
な
く
前
後
一
体
的
に
捉
え
、
よ
り
手
続
的
に
厳
格
な
捜
査
要
件
を
基
準
と
し
て
、
そ
の
適
法
性
を
評
価
す
る
の
が
相
当
と
言
う

べ
き
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
も
区
分
必
要
説
が
相
当
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
両
者
の
目
的
の
違
い
か
ら
、
そ
の
活
動
に
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の

要
件
が
設
定
さ
れ
て
い
て
、
犯
罪
捜
査
を
目
的
と
す
る
司
法
警
察
の
法
意
思
に
は
、
強
制
処
分
法
定
主
義
と
令
状
主
義
と
い
う
行
政
警
察

に
比
し
て
よ
り
厳
格
な
規
制
の
要
請
が
あ
り
、
あ
る
い
は
独
自
の
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
行
政
警
察
の
法
意
思
に
も
危
険
・

障
害
の
緊
急
的
除
去
の
目
的
か
ら
司
法
警
察
に
は
な
い
権
限
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
法
意
思
に
基
づ
く
規
制
・
要
件

が
支
配
し
て
い
る
こ
と
は
歴
然
と
し
た
区
分
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
互
い
に
目
的
を
仮
借
な
い
し
流
用
し
た
り
し
て
そ
の
権
限
を
濫
用
す
る

こ
と
は
も
と
よ
り
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
に
お
い
て
、
職
務
質
問
は
、
犯
罪
の
予
防
・
鎮
圧
目
的
の
行
政
警
察

活
動
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
が
犯
人
検
挙
や
証
拠
収
集
目
的
で
あ
る
司
法
警
察
活
動
も
併
存
す
る
か
、
ま
た
は
こ
れ
に
資
す
る
も
の
で

あ
り
、
両
者
の
目
的
・
活
動
の
競
合
が
常
態
的
で
あ
っ
て
も
何
ら
違
法
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
も
、
両
要
件
具
備
を
吟
味
し
て
競
合
状

態
を
厳
格
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
は
必
要
か
つ
有
意
義
で
も
あ
る
と
言
え
る
（
22
）

。

ま
た
、
こ
の
両
者
併
存
の
例
は
、
行
政
警
察
活
動
か
ら
司
法
警
察
活
動
へ
の
移
行
過
程
で
は
見
ら
れ
る
が
、
逆
に
司
法
警
察
活
動
か
ら

行
政
警
察
活
動
へ
移
行
す
る
事
態
は
殆
ど
考
え
ら
れ
な
い
。
戦
前
で
は
、
当
時
効
力
を
有
し
た
治
安
維
持
法
下
で
司
法
警
察
活
動
と
し
て

「
罪
を
犯
す
虞
あ
る
こ
と
顕
著
な
る
」
者
に
対
す
る
予
防
検
束
（
同
法
三
九
条
一
項
）
を
裁
判
所
に
求
め
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
不
許
可
と
す

る
決
定
が
出
さ
れ
た
場
合
に
以
後
、
行
政
警
察
活
動
と
し
て
行
政
執
行
法
の
行
政
検
束
に
移
行
す
る
例
と
か
、
違
警
罪
即
決
例
の
適
用
で

二
五
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（
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二
）

警
察
署
長
限
り
の
身
柄
拘
束
か
ら
釈
放
さ
れ
た
と
き
以
後
の
監
視
活
動
例
等
が
あ
っ
た
も
の
の
、
戦
後
は
こ
の
司
法
警
察
か
ら
行
政
警
察

へ
の
移
行
パ
タ
ー
ン
は
殆
ど
例
を
見
な
く
な
っ
て
い
る
（
少
年
事
件
で
は
、
少
年
法
六
条
の
二
で
警
察
官
等
に
よ
る
触
法
少
年
の
事
件
の
調
査
権

限
が
規
定
さ
れ
、
必
要
に
応
じ
て
刑
訴
法
の
捜
索
差
押
え
等
を
準
用
し
て
実
施
で
き
る
こ
と
も
規
定
し
│
そ
の
刑
訴
法
規
定
中
の
「
司
法
警
察
員
」
等
の

規
定
は
、
少
年
法
で
は
「
司
法
警
察
員
た
る
警
察
官
」
等
と
読
替
す
る
と
の
規
定
も
置
く
（
同
法
六
条
の
五
）
│
こ
れ
ら
押
収
証
拠
や
、
そ
の
他
捜
査
手

続
で
収
集
の
証
拠
を
同
法
に
よ
る
保
護
処
分
の
資
料
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。）。

6　

行
政
・
司
法
警
察
区
分
論
に
関
す
る
判
例

最
高
裁
は
、
行
政
警
察
と
司
法
警
察
と
の
区
分
を
当
然
の
こ
と
と
す
る
判
断
枠
組
み
を
示
し
て
い
る
。

①
米
子
銀
行
強
盗
事
件
の
最
判
昭
五
三
・
六
・
二
〇
（
刑
集
三
二
巻
四
号
六
七
〇
頁
）

こ
の
判
例
は
、
銀
行
強
盗
事
件
の
緊
急
手
配
を
受
け
た
警
察
官
が
、
手
配
の
者
に
似
た
被
疑
者
Ａ
、
Ｂ
に
対
し
職
務
質
問
を
し
て
、
被

疑
者
ら
を
警
察
署
ま
で
警
察
車
両
で
任
意
同
行
後
も
所
持
品
検
査
に
応
じ
る
よ
う
説
得
を
継
続
中
に
行
わ
れ
た
所
持
品
検
査
の
合
法
性
に

関
す
る
判
断
で
あ
る
。
同
検
査
は
、
侵
害
留
保
の
原
則
と
の
関
係
か
ら
、
明
文
の
根
拠
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
判
旨
は
「
所
持
品
検
査

は
、
口
頭
に
よ
る
質
問
と
密
接
に
関
連
し
、
か
つ
、
職
務
質
問
の
効
果
を
あ
げ
る
う
え
で
必
要
性
、
有
効
性
の
認
め
ら
れ
る
行
為
で
あ
る

か
ら
、
警
職
法
二
条
一
項
に
よ
る
職
務
質
問
に
付
随
し
て
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
る
」
と
の
理
由
で
そ
の
合
法
性
を
認
め

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
「
職
務
質
問
な
い
し
所
持
品
検
査
は
、
犯
罪
の
予
防
、
鎮
圧
等
を
目
的
と
す
る
行
政
警
察
上
の
作
用
で
あ
っ

て
、
流
動
す
る
各
般
の
警
察
事
象
に
対
応
し
て
迅
速
適
正
に
こ
れ
を
処
理
す
べ
き
行
政
警
察
の
責
務
に
か
ん
が
み
る
と
き
」
と
し
て
、
具

体
的
な
許
容
要
件
を
判
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
職
務
質
問
が
行
政
作
用
法
の
警
職
法
に
規
定
す
る
行
政
警
察
活
動
で
あ
る
か
ら
、
そ

れ
に
付
随
す
る
所
持
品
検
査
も
ま
た
行
政
警
察
活
動
で
あ
る
が
故
に
承
諾
の
な
い
所
持
品
検
査
も
許
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
す
る
も
の
で

二
六



行
政
警
察
活
動
と
犯
罪
の
事
前
捜
査
（
上
）（
加
藤
）

（
一
四
八
三
）

あ
る
。

同
判
決
で
は
、
ま
た
、
先
に
無
施
錠
の
ボ
ー
リ
ン
グ
バ
ッ
グ
の
チ
ャ
ッ
ク
を
少
し
開
け
た
と
こ
ろ
大
量
の
札
束
が
入
っ
て
い
る
の
が
見

え
た
た
め
、
続
い
て
も
う
一
つ
の
ア
タ
ッ
シ
ュ
ケ
ー
ス
の
錠
前
を
ド
ラ
イ
バ
ー
で
こ
じ
開
け
、
被
害
銀
行
の
帯
封
付
き
大
量
の
札
束
を
発

見
し
た
警
察
官
の
行
為
に
つ
き
、「
前
記
ボ
ー
リ
ン
グ
バ
ッ
グ
の
適
法
な
開
披
に
よ
り
す
で
に
被
疑
者
を
緊
急
逮
捕
で
き
る
だ
け
の
要
件

が
整
い
、
し
か
も
極
め
て
接
着
し
た
時
間
内
に
そ
の
現
場
で
緊
急
逮
捕
手
続
が
行
わ
れ
て
い
る
本
件
に
お
い
て
は
、
ア
タ
ッ
シ
ュ
ケ
ー
ス

を
こ
じ
開
け
た
警
察
官
の
行
為
は
、
被
疑
者
を
逮
捕
す
る
目
的
で
緊
急
逮
捕
手
続
に
先
行
し
て
逮
捕
の
現
場
で
接
着
し
て
さ
れ
た
捜
索
手

続
と
同
視
し
う
る
」
と
し
て
、
押
収
し
た
在
中
品
の
証
拠
能
力
は
肯
定
で
き
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
先
行
す
る
行
政
警
察
活
動
に

よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
証
拠
物
に
つ
い
て
、
そ
の
後
競
合
・
移
行
し
た
捜
査
活
動
に
よ
っ
て
被
疑
者
を
緊
急
逮
捕
し
、
所
持
品
を
押
収
し
た

一
連
の
手
続
を
適
法
と
し
て
そ
の
押
収
物
の
証
拠
能
力
も
認
め
た
判
例
で
も
あ
る
。

②
最
決
昭
五
五
・
九
・
二
二
（
刑
集
三
四
巻
五
号
二
七
二
頁
）

こ
の
判
例
は
、
所
持
品
検
査
と
同
じ
く
明
文
の
規
定
の
な
い
自
動
車
検
問
に
つ
い
て
、
そ
の
合
法
性
を
行
政
警
察
活
動
と
し
て
認
め
た

も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
判
旨
は
「
警
察
法
二
条
一
項
が
『
交
通
の
取
締
』
を
警
察
の
責
務
と
し
て
定
め
て
い
る
こ
と
に
照
ら
す
と
、

交
通
の
安
全
及
び
交
通
秩
序
の
維
持
な
ど
に
必
要
な
警
察
の
諸
活
動
は
、
強
制
力
の
伴
わ
な
い
任
意
手
段
に
よ
る
限
り
一
般
的
に
許
容
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
…
任
意
手
段
に
よ
る
か
ら
と
い
っ
て
無
制
限
に
許
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
な
い
こ
と
は
同
条
二
項
及
び
警
察
官
職

務
執
行
法
一
条
な
ど
の
趣
旨
に
か
ん
が
み
明
ら
か
で
あ
る
」
と
し
た
上
、「
し
か
し
な
が
ら
、
自
動
車
の
運
転
者
は
、
公
道
に
お
い
て
自

動
車
を
利
用
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
伴
う
当
然
の
負
担
と
し
て
、
合
理
的
に
必
要
な
限
度
で
行
わ
れ
る
交
通
の
取
締
に
協
力

す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
」
な
ど
と
、
行
政
法
理
論
上
の
一
定
の
行
政
目
的
実
現
の
た
め
の
行
政
指
導
に
も
類
似
・
共
通
す
る
一
面
を
有

二
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
四
八
四
）

す
る
と
も
、
あ
る
い
は
相
対
的
な
特
別
権
力
関
係
論
（
最
判
昭
五
二
・
三
・
一
五
民
集
三
一
巻
二
号
二
三
四
頁
参
照
）
に
も
通
ず
る
よ
う
な
論

拠
も
挙
げ
る
な
ど
し
て
根
拠
付
け
、
そ
の
適
法
性
を
判
示
す
る
。

前
記
①
②
い
ず
れ
の
判
例
も
、
行
政
警
察
活
動
を
司
法
警
察
活
動
と
は
明
確
に
区
別
し
て
、
そ
の
固
有
の
位
置
付
け
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
警
職
法
は
刑
事
訴
訟
法
の
法
領
域
に
は
属
さ
ず
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
本
質
は
行
政
法
規
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
職
務
質

問
・
所
持
品
検
査
や
自
動
車
検
問
は
司
法
警
察
活
動
（
捜
査
）
に
密
接
な
関
わ
り
は
持
つ
が
、
そ
の
法
的
性
質
が
異
な
る
こ
と
は
歴
然
と

し
て
お
り
、
た
だ
、
捜
査
の
端
緒
に
な
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
明
確
に
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

7　

小　

括

如
上
の
よ
う
に
、
行
政
・
司
法
警
察
の
区
分
要
否
論
は
、
我
が
国
の
刑
事
法
体
系
が
そ
の
区
分
を
生
み
こ
れ
を
維
持
す
る
大
陸
法
系
に

由
来
す
る
こ
と
か
ら
、
戦
後
も
そ
の
区
分
を
承
継
し
維
持
し
て
き
た
の
が
判
例
・
多
数
説
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
警
察
の
捜
査
権
限
が
第

一
次
捜
査
機
関
と
し
て
独
立
し
た
こ
と
を
核
に
し
て
、
区
分
の
融
合
を
主
張
す
る
見
解
が
台
頭
し
て
き
た
。
そ
れ
が
、
近
時
は
、
事
前
捜

査
積
極
説
（
前
記
④
説
）
と
の
関
連
に
お
い
て
、
捜
査
の
性
質
・
機
能
、
そ
の
高
度
の
必
要
性
か
ら
の
分
析
で
区
分
融
合
を
説
く
流
れ
が

生
ま
れ
つ
つ
あ
り
、
そ
の
検
討
で
は
区
分
の
意
義
の
再
検
討
な
い
し
構
成
の
し
直
し
も
視
野
に
入
れ
て
の
議
論
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
④
説
は
、
項
を
改
め
て
次
号
に
お
い
て
行
政
・
司
法
警
察
区
分
要
否
論
の
検
討
を
引
き
続
き
加
え
な
が
ら
、
事
前
捜
査
の
可

否
論
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

【
注
】

（
1
） 

戦
前
の
司
法
警
察
と
行
政
警
察
の
歴
史
に
関
し
て
、
新
井
裕
「
司
法
警
察
と
行
政
警
察
と
に
関
す
る
試
論
」
警
察
研
究
（
一
九
四
六
年
）
一
七

二
八



行
政
警
察
活
動
と
犯
罪
の
事
前
捜
査
（
上
）（
加
藤
）

（
一
四
八
五
）

巻
四
号
二
頁
以
下
、
宮
下
明
義
「
司
法
警
察
制
度
論
」
警
察
研
究
（
一
九
四
八
年
）
一
九
巻
一
〇
号
二
二
頁
以
下
、
広
中
俊
雄
『
戦
後
日
本
の
警

察
』（
一
九
六
八
年
版
）
一
〇
頁
以
下
等
参
照
。
ま
た
、
司
法
省
の
当
時
の
構
想
等
詳
し
い
警
察
成
立
の
歴
史
・
経
緯
に
つ
い
て
、
大
日
方
純
夫

『
日
本
近
代
国
家
の
成
立
と
警
察
』（
一
九
二
二
年
版
）
六
四
頁
以
下
、
由
井
正
臣
・
大
日
方
純
夫
『
日
本
近
代
思
想
体
系
│
官
僚
制
警
察
』

（
一
九
九
〇
年
）
四
二
六
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
井
上
正
仁
『
捜
査
手
段
と
し
て
の
通
信
・
会
話
の
傍
受
』（
有
斐
閣
一
九
九
七
年
）
一
四
五
頁
に
お

け
る
注
三
五
六
＝
一
六
三
頁
で
は
、
旧
刑
訴
法
時
代
の
警
察
が
行
政
執
行
法
等
を
濫
用
し
た
と
の
批
判
に
対
し
「
そ
の
当
時
と
し
て
は
厳
格
な
司
法

警
察
な
い
し
刑
事
手
続
上
の
要
件
・
手
続
に
従
っ
て
行
う
こ
と
が
難
し
い
た
め
、
そ
れ
ら
が
比
較
的
緩
や
か
な
行
政
警
察
上
の
処
分
を
転
用
し
た
と

い
う
│
む
し
ろ
、
行
政
警
察
活
動
が
司
法
警
察
的
目
的
の
た
め
に
濫
用
さ
れ
る
危
険
が
あ
る
こ
と
を
示
す
│
も
の
で
あ
っ
て
、
司
法
警
察
活
動
が
行

政
警
察
的
目
的
の
た
め
に
濫
用
さ
れ
易
い
こ
と
を
例
証
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
反
論
す
る
。

（
2
） 

田
宮
裕
「
変
容
を
遂
げ
る
捜
査
と
そ
の
規
制
」
法
曹
時
報
四
九
巻
一
一
号
（
一
九
九
七
年
）
二
八
九
六
頁
（
四
頁
）、
二
八
九
九
頁
（
七
頁
）

参
照
。
前
掲
新
井
二
頁
以
下
参
照
。
横
井
大
三
「
検
察
官
と
司
法
警
察
職
員
」『
日
本
刑
法
学
会
刑
事
法
講
座
』（
一
九
五
三
年
）
九
七
三
頁
注
（
五
）、

九
七
七
頁
注
（
一
）
参
照
。
青
柳
文
雄
「
日
本
の
検
察
」『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊　

現
代
の
検
察
（
一
九
八
一
年
）』
二
九
頁
以
下
参
照
、
松
尾
浩
也

「
西
ド
イ
ツ
刑
事
司
法
に
お
け
る
検
察
官
の
地
位
」
法
学
協
会
雑
誌
八
四
巻
一
〇
号
一
二
八
五
頁
（
一
三
頁
）
参
照
。

（
3
） 

白
取
祐
司
「
司
法
警
察
と
行
政
警
察
」
法
律
時
報
六
九
巻
九
号
三
五
頁
（
一
九
九
七
年
）、
小
田
中
聰
樹
・
村
井
敏
邦
・
川
崎
英
明
・
白
取
祐

司
編
『
盗
聴
立
法
批
判
』（
日
本
評
論
社
一
九
九
七
年
）﹇
白
取
﹈
一
六
八
頁
以
下
。
な
お
同
一
六
九
頁
は
「
フ
ラ
ン
ス
刑
訴
法
一
四
条
一
項
は
、
司

法
警
察
は
『
刑
罰
法
規
の
違
反
行
為
を
確
認
し
、
証
拠
を
収
集
す
る
』
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
を
紹
介
す
る
。
岡
部
正
勝
「
フ
ラ
ン
ス
警
察
行
政
法

に
お
け
る
行
政
警
察
と
司
法
警
察
」『
渥
美
東
洋
先
生
古
稀
記
念
│
犯
罪
の
多
角
的
検
討
』（
有
斐
閣
二
〇
〇
六
年
）
二
七
三
頁
参
照
。
岡
部
正
勝
・

國
本
惣
子
「
フ
ラ
ン
ス
警
察
行
政
法
ノ
ー
ト
」
警
察
学
論
集
五
五
巻
五
号
一
八
二
頁
は
、
一
七
九
五
年
法
典
の
「
革
命
暦
四
年
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
（
霧

月
）
三
日
法
」
が
「
警
察
は
、
行
政
警
察
と
司
法
警
察
と
に
分
か
れ
る
。
行
政
警
察
は
、
各
地
に
お
け
る
公
の
秩
序
の
日
常
的
な
維
持
を
目
的
と
す

る
。
主
と
し
て
犯
罪
の
予
防
を
行
う
。
司
法
警
察
は
、
行
政
警
察
が
発
生
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
犯
罪
を
探
索
し
、
証
拠
を
収
集
し
、
犯
人

を
、
そ
の
処
罰
が
法
に
よ
り
任
務
と
さ
れ
て
い
る
裁
判
所
に
引
き
渡
す
。」
も
の
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
他
に
、
前
掲
井
上

一
四
三
頁
、
田
宮
裕
・
河
上
和
雄
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
警
察
官
職
務
執
行
法
』（
青
林
書
院
一
九
九
三
年
）﹇
渡
辺
修
﹈
六
三
頁
以
下
、
村
井
敏

二
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
四
八
六
）

邦
・
川
崎
英
明
・
白
取
祐
司
編
「
第
一
三
講
│
捜
査
概
念
の
再
検
討
」『
刑
事
司
法
改
革
と
刑
事
訴
訟
法
上
巻
』（
日
本
評
論
社
二
〇
〇
七
年
）﹇
梅

田
豊
﹈
三
七
三
頁
参
照
。

（
4
） 
検
察
官
の
行
う
事
務
を
統
括
す
る
官
署
が
検
察
庁
で
あ
り
、
法
務
省
の
特
別
の
機
関
と
し
て
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
検
察
庁
法
一
条
一
項

│
昭
和
二
二
年
四
月
一
六
日
法
六
一
号
公
布
。
国
家
行
政
組
織
法
八
条
の
三
、
法
務
省
設
置
法
一
四
条
に
よ
る
。）。

（
5
） 

前
掲
村
井
ほ
か
編
書
﹇
梅
田
﹈
三
七
三
頁
。

（
6
） 

田
中
二
郎
『
新
版
行
政
法
下
巻
（
全
訂
第
二
版
）』（
弘
文
堂
一
九
八
三
年
）
三
一
頁
。
杉
村
敏
正
編
『
行
政
法
概
説
各
論
﹇
第
三
版
﹈』（
有
斐

閣
一
九
九
〇
年
）
七
二
頁
以
下
参
照
。
田
上
穣
治
『
警
察
法
〔
新
版
〕』（
有
斐
閣
一
九
八
三
年
）
四
三
頁
参
照
。
金
子
宏
ほ
か
編
書
『
法
律
学
小
辞

典
﹇
第
四
版
補
訂
版
﹈』（
有
斐
閣
二
〇
〇
八
年
）
二
一
八
頁
参
照
。

（
7
） 

行
政
・
司
法
警
察
区
分
不
要
説
の
紹
介
は
、
前
掲
田
宮
・
河
上
編
書
﹇
渡
辺
修
﹈
六
七
頁
以
下
、
前
掲
村
井
ほ
か
編
書
﹇
梅
田
﹈
三
七
三
頁
以

下
参
照
。
①
説
は
、
上
原
誠
一
郎
『
警
察
官
等
職
務
執
行
法
解
説
』（
立
花
書
房
一
九
四
八
年
）
三
四
頁
、
高
石
和
夫
「
講
学
上
の
『
警
察
』
概
念

と
警
察
行
政
（
下
）」
警
察
公
論
三
五
巻
一
一
号
（
一
九
八
〇
年
）
四
七
頁
、
芦
田
一
良
「
行
政
警
察
と
司
法
警
察
に
関
す
る
考
察
（
二
・
完
）
│

警
察
概
念
の
検
討
│
」
警
察
研
究
一
八
巻
九
号
（
一
九
四
七
年
）
四
三
頁
等
参
照
。
②
説
は
、
田
村
正
博
『
警
察
行
政
法
解
説
』（
東
京
法
令
出
版

一
九
八
九
年
）
一
〇
頁
以
下
参
照
。
③
説
は
、
前
掲
田
宮
・
河
上
編
書
﹇
渡
辺
修
﹈
六
六
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、
④
説
は
、
前
掲
井
上
一
四
二
頁
以

下
、
長
沼
範
良
「
犯
罪
・
差
押
目
的
物
の
存
在
の
蓋
然
性
」
刑
法
雑
誌
第
三
六
巻
第
三
号
四
二
五
頁
（
一
九
九
七
年
）
等
参
照
。

（
8
） 

行
政
法
理
論
に
つ
い
て
は
、
前
掲
田
中
三
二
、
三
三
頁
参
照
。
藤
田
宙
靖
『
行
政
法
総
論
』（
青
林
書
院
二
〇
一
三
年
）
一
〇
四
頁
注
（
2
）、

三
二
一
頁
注
（
1
）
参
照
。

（
9
） 

美
濃
部
達
吉
「
警
察
と
刑
事
作
用
」
警
察
研
究
（
一
九
三
一
年
）
二
巻
八
号
九
頁
以
下
は
「
警
察
官
吏
は
、
警
察
作
用
を
行
ふ
と
共
に
此
の
限

度
に
於
い
て
刑
事
作
用
を
も
行
ふ
権
能
を
有
す
る
も
の
で
、
其
の
本
来
の
性
質
に
於
い
て
は
刑
事
作
用
で
あ
っ
て
警
察
作
用
で
は
な
い
の
に
も
拘
ら

ず
、
そ
れ
が
警
察
機
関
に
依
っ
て
行
は
る
る
が
為
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
用
語
例
に
倣
っ
て
之
を
司
法
警
察
と
謂
ひ
慣
は
し
て
居
る
。
併
し
之
を
司
法
警

察
と
称
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
以
て
警
察
作
用
の
一
部
分
と
為
し
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
全
然
警
察
と
は
性
質
を
異
に
し
、
又
法
律
上
の
地
位
を

異
に
し
て
居
る
も
の
で
、
唯
同
じ
機
関
が
警
察
を
掌
る
と
共
に
、
又
此
の
別
種
の
作
用
を
も
管
掌
し
て
居
る
と
い
ふ
に
止
る
。
そ
れ
は
純
然
た
る
刑

三
〇



行
政
警
察
活
動
と
犯
罪
の
事
前
捜
査
（
上
）（
加
藤
）

（
一
四
八
七
）

罰
権
の
作
用
で
、
性
質
上
司
法
に
属
し
行
政
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
。」
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
前
掲
田
上
四
三
頁
は
「
司
法
警
察
は
、
本
来
行

政
機
関
の
地
位
に
あ
る
者
が
犯
罪
を
捜
査
す
る
職
務
を
担
当
す
る
場
合
に
、
こ
の
職
務
と
し
て
行
わ
れ
る
作
用
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、
特
定
の
犯

罪
に
対
す
る
刑
罰
権
の
作
用
で
あ
っ
て
、
刑
事
訴
訟
法
の
適
用
を
受
け
る
か
ら
、
実
質
的
意
義
の
警
察
で
な
く
、
た
だ
原
則
と
し
て
警
察
官
の
職
務

に
属
す
る
こ
と
で
、
形
式
的
意
義
の
警
察
と
い
え
る
の
に
過
ぎ
な
い
。」
と
す
る
。

（
10
） 

前
掲
小
田
中
ほ
か
編
書
﹇
白
取
﹈
一
六
六
頁
以
下
参
照
、
前
掲
田
宮
・
河
上
編
書
﹇
渡
辺
修
﹈
六
八
頁
以
下
参
照
。
前
掲
村
井
ほ
か
編
書
﹇
梅

田
﹈
三
七
二
参
照
。
な
お
、
最
大
決
昭
四
四
・
一
二
・
三
（
刑
集
二
三
巻
一
二
号
一
五
二
五
頁
）
は
、「
国
税
犯
則
事
件
の
調
査
手
続
の
性
質
は
、

一
種
の
行
政
手
続
で
あ
っ
て
、
刑
事
手
続
（
司
法
手
続
）
で
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。」
と
し
て
、
結
局
、「
国
税
犯
則
取
締
法
二
条
に
よ
り
収
税

官
吏
が
し
た
差
押
処
分
に
対
す
る
不
服
申
立
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
に
定
め
る
訴
訟
の
方
法
に
よ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
刑
訴
法
四
三
〇
条
の
準
抗
告

の
規
定
を
準
用
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
す
る
。

（
11
） 

笹
倉
宏
紀
「
行
政
調
査
手
続
と
捜
査
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
刑
事
訴
訟
法
の
争
点
（
有
斐
閣
二
〇
一
三
年
）
一
〇
〇
頁
以
下
参
照
。
松
井
茂
樹
記

「
行
政
手
続
に
お
け
る
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
八
九
号
二
七
三
頁
以
下
（
一
九
九
六
年
）
参
照
。
川
出
敏
裕
「
行
政
警
察
活
動
と

捜
査
」
法
学
教
室
二
〇
〇
二
・
四
Ｎ
Ｏ
二
五
九
│
七
三
頁
以
下
参
照
。

（
12
） 

法
学
協
会
編
『
註
解
日
本
国
憲
法
上
巻
』（
有
斐
閣
一
九
五
三
年
）
六
六
一
頁
、
清
宮
四
郎
編
『
憲
法
辞
典
』（
青
林
書
院
一
九
五
九
年
）

二
二
四
頁
。
酒
巻
匡
「
憲
法
三
八
条
一
項
と
行
政
上
の
供
述
義
務
」『
松
尾
浩
也
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
下
巻
』（
有
斐
閣
一
九
九
八
年
）
七
七
頁
以

下
。
な
お
、
佐
藤
功
教
授
は
、
か
つ
て
、
憲
法
三
八
条
一
項
は
行
政
手
続
に
は
適
用
が
な
い
と
し
て
い
た
が
（
ポ
ケ
ッ
ト
注
釈
全
書
旧
版
『
憲
法
』

二
四
六
頁
）、
同
教
授
は
『
日
本
国
憲
法
概
説
﹇
全
訂
第
五
版
﹈』（
学
陽
書
房
一
九
九
六
年
）
二
五
六
頁
で
は
、「
憲
法
三
一
条
、
三
三
条
以
下
は
行

政
手
続
に
も
及
ぶ
と
解
す
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
す
べ
て
の
行
政
手
続
に
一
律
的
・
機
械
的
に
、
刑
事
手
続
と
同
様
の
保
障
が
な
さ
れ
な
け

れ
ば
、
す
べ
て
違
憲
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
行
政
作
用
は
行
政
目
的
に
応
じ
て
多
種
多
様
で
あ
り
、
一
律
に
刑
事
手
続
と
同

じ
手
続
を
要
す
る
と
す
る
の
で
は
行
政
目
的
を
達
成
し
得
な
い
場
合
が
あ
る
。
第
三
三
条
・
第
三
五
条
の
定
め
る
令
状
主
義
に
つ
い
て
も
、
公
衆
の

自
由
に
出
入
り
す
る
場
所
や
広
く
公
衆
に
販
売
さ
れ
る
商
品
な
ど
に
つ
い
て
は
、
令
状
主
義
を
緩
和
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
よ
う
。・
・
令
状
主
義

に
つ
い
て
い
え
ば
、
行
政
手
続
に
も
原
則
と
し
て
令
状
主
義
の
保
障
は
及
ぶ
と
し
た
上
で
、
個
々
の
行
政
作
用
の
性
質
に
即
し
て
、
ど
の
程
度
ま
で

三
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
四
八
八
）

合
理
的
な
例
外
を
認
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
を
、
具
体
的
・
個
別
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。」
と
解
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

（
13
） 

河
上
和
雄
「
任
意
同
行
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題
」
警
察
研
究
四
一
巻
一
号
（
一
九
七
〇
年
）
五
〇
頁
、
前
掲
田
宮
・
河
上
編
書
﹇
河
上
﹈
八
六

頁
以
下
参
照
。

（
14
） 
前
掲
田
宮
・
河
上
編
書
﹇
渡
辺
修
﹈
六
五
頁
以
下
参
照
。
前
掲
村
井
ほ
か
編
書
﹇
梅
田
﹈
三
七
五
頁
参
照
。
逮
捕
に
至
っ
た
場
合
に
先
行
行
為

に
遡
っ
て
刑
訴
法
の
捜
査
と
す
る
通
説
は
、
熊
谷
弘
「
任
意
同
行
と
逮
捕
の
限
界
」『
捜
査
法
大
系
Ⅰ
』（
日
本
評
論
社
一
九
七
二
年
）
五
二
頁
等
。

田
宮
裕
『
捜
査
の
構
造
』（
有
斐
閣
一
九
七
一
年
）
一
一
七
頁
以
下
は
、
警
職
法
上
の
任
意
同
行
を
例
に
「
そ
れ
に
よ
る
拘
束
が
長
時
間
に
及
び
、

強
制
的
な
身
柄
の
拘
束
た
る
逮
捕
と
み
う
る
と
き
に
は
、
全
体
を
逮
捕
と
し
て
、
も
し
違
法
が
あ
れ
ば
刑
事
手
続
で
制
裁
（
た
と
え
ば
勾
留
却
下
）

す
べ
き
も
の
と
考
え
る
」
な
ど
と
す
る
。
な
お
、
判
例
も
違
法
性
断
絶
説
は
採
っ
て
お
ら
ず
、
例
え
ば
、
最
決
平
三
・
七
・
一
六
（
判
例
時
報

一
三
九
六
号
一
五
七
頁
）
は
、
警
察
官
は
錯
乱
状
態
の
被
疑
者
を
警
職
法
三
条
に
基
づ
き
保
護
し
た
後
、
強
制
採
尿
手
続
に
よ
り
被
疑
者
か
ら
採
尿

し
た
尿
の
鑑
定
書
の
証
拠
能
力
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
、
裁
判
例
と
し
て
、
大
阪
高
判
昭
六
〇
・
一
一
・
二
六
（
判
例
時
報
一
一
八
七
号
一
五
三

頁
）
は
、
警
察
官
が
被
疑
者
を
警
職
法
三
条
の
保
護
の
名
目
で
な
さ
れ
た
違
法
な
身
柄
拘
束
の
過
程
で
差
し
押
さ
え
た
注
射
器
の
証
拠
能
力
を
否
定

し
た
（
た
だ
し
、
他
の
関
係
証
拠
に
よ
っ
て
有
罪
判
決
を
維
持
し
た
。）。

（
15
） 

前
掲
井
上
一
四
三
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
川
出
敏
裕
「
組
織
犯
罪
と
刑
事
手
続
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
四
八
号
（
一
九
九
九
年
）
二
三
八
頁
以
下

参
照
。

（
16
） 

前
掲
注
（
2
）
田
宮
九
頁
以
下
。

（
17
） 

前
掲
村
井
ほ
か
編
書
﹇
梅
田
﹈
三
七
二
頁
以
下
参
照
。
前
掲
小
田
中
ほ
か
編
書
﹇
川
崎
﹈
一
三
七
頁
以
下
、
同
﹇
白
取
﹈
一
六
六
頁
以
下
参
照
。

（
18
） 

前
掲
田
宮
・
河
上
編
書
﹇
渡
辺
修
﹈
六
〇
頁
以
下
。

（
19
） 

河
上
和
雄
『
注
釈
警
察
官
職
務
執
行
法
﹇
全
訂
﹈』（
日
世
社
一
九
九
一
年
）
五
四
頁
。
前
掲
田
宮
・
河
上
編
書
﹇
河
上
﹈
八
七
頁
で
は
、
警
職

法
五
条
が
、
現
行
犯
に
つ
い
て
も
可
能
と
す
る
裁
判
例
（
秋
田
地
判
昭
五
一
・
四
・
五
刑
裁
月
報
八
巻
四
＝
五
号
二
七
五
頁
等
）
か
ら
も
、
行
政
警

察
権
を
行
使
し
得
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
し
て
、「
犯
罪
捜
査
に
よ
ら
ず
、
行
政
警
察
権
の
行
使
と
し
て
の
職
務
質
問
や
任
意
同
行
を
す
る
こ

と
も
可
能
で
あ
る
。
説
諭
な
ど
で
事
態
を
収
拾
す
る
場
合
を
考
え
れ
ば
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。」
と
す
る
。
前
掲
田
宮
・
河
上
編
書
﹇
渡
辺
咲
子
﹈

三
二



行
政
警
察
活
動
と
犯
罪
の
事
前
捜
査
（
上
）（
加
藤
）

（
一
四
八
九
）

一
〇
二
頁
は
、
本
文
の
前
掲
大
阪
高
判
昭
二
九
・
四
・
五
特
報
二
八
号
一
一
五
頁
の
判
示
に
つ
い
て
、「
警
職
法
上
の
職
務
質
問
・
任
意
同
行
は
犯

罪
予
防
の
段
階
に
限
ら
れ
、
犯
罪
捜
査
の
場
合
任
意
同
行
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
弁
護
人
の
主
張
に
答
え
た
も
の
で
、
い
さ
さ
か
正
確
さ
を
欠
く
が
、

そ
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
犯
罪
成
立
後
も
警
職
法
に
よ
る
職
務
質
問
・
任
意
同
行
が
可
能
で
あ
る
こ
と
、
及
び
、
刑
事
訴
訟
法
上
の
任
意
捜

査
と
し
て
、
派
出
所
等
へ
の
同
行
が
可
能
あ
る
こ
と
を
判
示
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。」
と
す
る
。
な
お
、
渡
辺
咲
子
「
行
政
警
察
権
の
行
使
と
犯

罪
捜
査
」
河
上
和
雄
編
『
刑
事
裁
判
実
務
体
系
一
一
│
犯
罪
捜
査
』（
青
林
書
院
一
九
九
年
）
五
九
頁
以
下
参
照
。

（
20
） 

前
掲
田
宮
・
河
上
編
書
﹇
渡
辺
咲
子
﹈
一
〇
三
頁
以
下
、
二
二
四
頁
参
照
。

（
21
） 

前
掲
小
田
中
ほ
か
編
書
﹇
白
取
﹈
一
七
二
頁
以
下
参
照
。
前
掲
村
井
ほ
か
編
書
﹇
梅
田
﹈
三
七
六
頁
は
「
実
質
的
に
捜
査
（
被
疑
者
取
調
べ
）

と
み
な
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
は
、
極
力
も
は
や
行
政
警
察
活
動
で
は
な
く
司
法
警
察
活
動
（
捜
査
）
で
あ
る
と
捉
え
、
直
接
刑
訴
法
上
の

規
制
が
及
ぶ
と
考
え
る
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。」
と
し
、
先
に
一
応
両
者
併
有
説
を
採
っ
た
自
説
を
変
更
し
て
明
確
化
す
る
こ
と
を
試

み
て
い
る
。

（
22
） 

河
上
和
雄
・
國
松
孝
次
・
香
城
敏
麿
・
田
宮
裕
編
『
講
座
日
本
の
警
察
│
第
二
巻
刑
事
警
察
』（
立
花
書
房
一
九
九
三
年
）「
警
察
権
限
法
の
判

例
理
論
」﹇
香
城
敏
麿
﹈
二
四
八
頁
参
照
。
前
掲
田
宮
注
（
14
）『
捜
査
の
構
造
』
一
一
六
頁
以
下
は
「
職
務
質
問
は
犯
罪
の
予
防
・
鎮
圧
に
関
係
し

た
活
動
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
司
法
に
密
着
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
本
質
は
行
政
作
用
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
が
な
い
。
警
察
法
は
刑
事
訴

訟
法
の
一
部
で
は
な
く
、
行
政
法
規
た
る
本
質
を
有
し
、
職
務
質
問
は
捜
査
処
分
で
は
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
捜
査
の
端
緒
た
り
う
る
だ
け
で
あ

る
。」「
理
論
的
に
は
、
警
職
法
上
の
任
意
同
行
と
刑
訴
法
上
の
そ
れ
は
截
然
と
区
別
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
区
別
は
結
局
の
と
こ
ろ
警
察
官

の
主
観
に
し
か
な
い
。
し
か
も
そ
の
区
別
の
標
準
は
あ
い
ま
い
で
実
際
に
は
存
在
し
な
い
に
等
し
い
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
う
い
う
状
況
の
も
と
で
は
、

警
察
官
が
手
続
を
濫
用
し
よ
う
と
思
え
ば
、
す
べ
て
警
職
法
上
の
処
分
だ
と
い
う
だ
ろ
う
。・
・
こ
う
し
て
実
際
問
題
と
し
て
、
身
柄
が
逮
捕
に
ま

で
至
っ
た
な
ら
ば
、
す
べ
て
刑
訴
法
上
の
任
意
同
行
と
解
釈
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。」
と
す
る
。
ま
た
、
前
掲
注
（
2
）
田
宮
二
九
〇
一
頁

（
九
頁
）
以
下
で
は
、
行
政
・
司
法
警
察
の
区
分
は
否
定
的
で
あ
り
、
同
二
九
一
五
頁
（
二
三
頁
）
で
は
、
行
政
取
締
り
に
つ
い
て
も
、
強
制
処
分

性
と
そ
の
必
要
性
が
あ
れ
ば
、
司
法
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
よ
る
と
い
う
規
制
方
法
が
考
え
ら
れ
て
よ
い
と
す
る
。

三
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わ
が
国
に
お
け
る
法
益
関
係
的
錯
誤
説
に
対
す
る
疑
問
（
野
村
）

（
一
四
九
一
）

わ
が
国
に
お
け
る
法
益
関
係
的
錯
誤
説
に
対
す
る
疑
問

野　
　

村　
　

和　
　

彦
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に
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け
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
四
九
二
）

　
　

第
三
款　

結
果
無
価
値
論
の
限
界
の
一
場
面

　

第
三
節　

被
害
者
の
意
思
決
定
過
程
の
評
価
に
お
け
る
法
益
論
お
よ
び
法
益
衡
量
論
の
限
界

第
四
章　

ま
と
め

第
一
章　

は
じ
め
に

⑴
被
害
者
の
同
意
（
1
）

と
は
、
法
益
を
享
受
し
て
い
る
主
体
が
自
己
の
意
思
決
定
に
基
づ
い
て
刑
法
に
よ
る
法
益
の
保
護
を
放
棄
し
、
他
者

に
よ
る
自
身
へ
の
法
益
侵
害
行
為
を
許
容
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
被
害
者
の
同
意
は
、
犯
罪
論
に
お
け
る
位
置
づ
け
に
関
し
て
相
違
こ
そ

あ
れ
、
犯
罪
の
成
否
に
関
わ
る
事
由
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
同
意
の
有
効
性
が
犯
罪
の
成
否
の
場
面
で
は
否
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
刑
を

減
軽
す
る
事
情
と
し
て
量
刑
上
考
慮
さ
れ
う
る
こ
と
に
は
、
異
論
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。

わ
が
国
に
お
け
る
被
害
者
の
同
意
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
学
に
お
け
る
議
論
に
触
発
さ
れ
な
が
ら
、
着
実
に
そ
の
射
程
範
囲

を
広
げ
、
個
々
の
点
に
お
い
て
深
化
し
て
い
る
（
2
）

。
と
く
に
一
九
八
〇
年
代
以
降
は
、
法
益
関
係
的
錯
誤
説
（
3
）

や
被
害
者
の
自
己
答
責
性
を
重

視
し
た
解
釈
論
（
4
）

が
展
開
さ
れ
、
因
果
関
係
論
や
正
犯
お
よ
び
共
犯
論
な
ど
他
の
領
域
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
（
5
）

、
自
己
決
定
権
と
の
関
係
に
つ

い
て
も
考
察
が
加
え
ら
れ
（
6
）

、
さ
ら
に
は
被
害
者
の
同
意
の
要
件
（
7
）

に
つ
い
て
の
検
討
も
進
み
、
最
近
で
は
三
分
説
と
い
う
新
し
い
視
点
か
ら

被
害
者
の
同
意
を
捉
え
る
試
み
（
8
）

も
提
案
さ
れ
て
い
る
。

⑵
被
害
者
の
同
意
を
め
ぐ
る
か
よ
う
な
議
論
状
況
の
中
で
、
拙
稿
に
お
い
て
は
、
法
益
関
係
的
錯
誤
（R

echtsgutsbezogener Irrtum

）

説
に
関
す
る
検
討
を
行
う
。
同
説
を
最
初
に
提
唱
し
た
の
は
ア
ル
ツ
ト
で
あ
る
（
9
）

。
八
〇
年
代
以
降
、
同
説
は
、
山
中
敬
一
や
佐
伯
仁
志
、

三
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わ
が
国
に
お
け
る
法
益
関
係
的
錯
誤
説
に
対
す
る
疑
問
（
野
村
）

（
一
四
九
三
）

山
口
厚
ら
に
よ
り
、
わ
が
国
の
学
説
に
お
い
て
有
力
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
被
害
者
の
同
意
の
錯
誤
を
考
え
る
上
で
、
被
害
者
の
意
思
決

定
過
程
で
は
な
く
、
法
益
処
分
に
対
す
る
被
害
者
の
認
識
に
目
を
向
け
さ
せ
た
の
が
同
説
で
あ
る
。
同
説
は
、
従
来
か
ら
主
張
さ
れ
、
対

立
し
て
き
た
、
重
大
な
錯
誤
説
や
動
機
の
錯
誤
説
に
再
考
を
迫
っ
た
。
結
果
無
価
値
論
の
台
頭
と
も
相
ま
っ
て
、
同
説
は
、
支
持
者
を
増

や
し
た
だ
け
で
な
く
、
詐
欺
罪
の
構
造
を
ど
う
捉
え
る
か
な
ど
、
被
害
者
の
同
意
が
問
題
と
な
る
各
論
の
解
釈
論
に
も
大
き
な
影
響
を
与

え
て
い
る
。
た
し
か
に
、
一
方
で
、
法
益
関
係
的
錯
誤
説
に
対
す
る
批
判
も
強
ま
り
、
同
説
を
貫
く
こ
と
に
よ
る
矛
盾
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
も
の
の
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
法
益
関
係
的
錯
誤
説
は
未
だ
有
力
に
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
（
10
）

。

⑶
と
こ
ろ
が
、
ド
イ
ツ
の
議
論
状
況
を
鳥
瞰
す
る
と
、
わ
が
国
の
そ
れ
と
は
異
な
る
こ
と
に
気
づ
く
。
た
し
か
に
、
欺
罔
に
よ
っ
て
動

機
の
錯
誤
に
陥
っ
た
被
害
者
の
同
意
は
無
効
と
す
る
通
説
的
見
解
を
批
判
す
る
根
拠
と
し
て
同
説
が
し
ば
ら
く
の
間
は
援
用
さ
れ
て
い
た
（
11
）

。

し
か
し
な
が
ら
、
九
〇
年
代
以
降
、
同
説
は
わ
が
国
ほ
ど
に
は
有
力
に
展
開
さ
れ
て
い
な
い
印
象
を
受
け
る
（
12
）

。

輸
血
に
は
同
意
し
た
が
報
酬
額
に
つ
い
て
欺
罔
さ
れ
て
い
た
場
合
や
、
隣
人
も
輸
血
を
申
し
出
て
い
る
と
欺
罔
さ
れ
、
隣
人
に
ひ
け
は

取
り
た
く
な
い
と
考
え
輸
血
に
同
意
し
た
場
合
、
手
術
に
対
す
る
医
師
へ
の
報
酬
の
額
な
ど
の
付
随
事
情
の
錯
誤
の
場
合
、
法
益
関
係
的

錯
誤
説
は
こ
れ
ら
の
錯
誤
は
法
益
に
関
係
し
な
い
と
し
て
有
効
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
り
に
法
益
関
係
的
錯
誤
が
な
い
と
し
て

も
、
被
害
者
の
自
己
決
定
が
自
律
的
で
あ
っ
た
か
他
律
的
で
あ
っ
た
か
が
問
わ
れ
る
べ
き
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
観

点
か
ら
、
被
害
者
の
同
意
が
否
定
さ
れ
る
場
面
と
し
て
、
法
益
関
係
的
錯
誤
が
存
在
す
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
法
益
関
係
的
錯
誤
が
な

か
っ
た
と
し
て
も
、
あ
た
か
も
脅
迫
に
よ
っ
て
同
意
を
得
る
よ
う
な
状
況
が
あ
る
場
合
も
加
え
る
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
。

法
益
関
係
的
錯
誤
説
が
以
前
と
比
べ
勢
い
を
失
っ
て
い
る
要
因
と
し
て
、
被
害
者
の
意
思
決
定
過
程
を
重
視
す
る
見
解
や
、
客
観
的
帰

属
論
な
ど
、
法
益
関
係
的
錯
誤
説
と
は
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
唱
す
る
見
解
が
有
力
に
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
13
）

。

三
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
四
九
四
）

⑷
同
説
を
め
ぐ
る
日
独
の
議
論
状
況
を
比
較
す
る
と
、
こ
の
よ
う
に
温
度
差
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
拙
稿
に
お
い
て
は
、

い
ま
い
ち
ど
法
益
関
係
的
錯
誤
説
の
妥
当
性
に
つ
い
て
再
検
討
を
試
み
た
い
と
思
う
。
法
益
関
係
的
錯
誤
説
が
わ
が
国
に
お
い
て
展
開
さ

れ
て
か
ら
約
三
〇
年
が
経
ち
、
議
論
も
深
化
し
て
き
た
。
彼
国
に
お
い
て
は
勢
い
を
失
い
つ
つ
あ
る
法
益
関
係
的
錯
誤
説
が
わ
が
国
に
お

い
て
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
背
景
に
は
、
わ
が
国
特
有
の
議
論
状
況
が
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
か
よ
う
な
問
題
意
識
に
立
ち
、
以
下
、

分
析
を
加
え
た
い
。

第
二
章　

わ
が
国
に
お
け
る
法
益
関
係
的
錯
誤
説
の
展
開

第
一
節　

学
説
に
お
け
る
展
開

⑴
行
為
者
の
欺
罔
行
為
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
被
害
者
の
同
意
の
効
力
を
刑
法
上
ど
う
取
り
扱
う
べ
き
か
に
つ
い
て
、
学
説
に
お
い
て
は
、

法
益
関
係
的
錯
誤
説
が
登
場
す
る
以
前
に
お
い
て
は
、
重
大
な
錯
誤
説
と
動
機
の
錯
誤
説
が
対
立
し
て
い
た
。
重
大
な
錯
誤
説
と
は
、
欺

罔
行
為
が
な
け
れ
ば
被
害
者
の
同
意
は
存
在
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
関
係
が
存
在
す
る
と
き
に
被
害
者
の
同
意
の
効
力
は
失
わ
れ
る
、
と

さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
動
機
の
錯
誤
説
は
、
単
な
る
動
機
の
錯
誤
に
す
ぎ
な
い
場
合
は
、
同
意
は
有
効
で
あ
る
と
す
る
。

二
つ
の
見
解
が
鮮
や
か
に
割
れ
た
の
が
、
最
判
昭
和
三
三
年
一
一
月
二
一
日
の
事
案
で
あ
っ
た
。
心
中
を
申
し
出
た
被
害
者
に
対
し
て
、

追
死
の
意
思
な
く
青
化
ソ
ー
ダ
を
与
え
死
亡
さ
せ
た
事
案
に
つ
い
て
、
同
判
決
は
、
大
判
昭
和
八
年
四
月
一
九
日
（
14
）

お
よ
び
大
判
昭
和
九
年

八
月
二
七
日
（
15
）

を
引
用
お
よ
び
参
照
し
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。「
被
害
者
の
意
思
に
重
大
な
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が

被
害
者
の
能
力
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
、
は
た
ま
た
犯
人
の
欺
罔
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
要
す
る
に
被
害
者
の
自
由
な

三
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わ
が
国
に
お
け
る
法
益
関
係
的
錯
誤
説
に
対
す
る
疑
問
（
野
村
）

（
一
四
九
五
）

真
意
に
基
づ
か
な
い
場
合
」
に
お
い
て
は
、
被
害
者
の
同
意
の
効
力
は
否
定
さ
れ
る
と
し
、
本
件
に
つ
い
て
は
、「
本
件
被
害
者
は
被
告

人
の
欺
罔
の
結
果
被
告
人
の
追
死
を
予
期
し
て
死
を
決
意
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
決
意
は
真
意
に
添
わ
な
い
重
大
な
瑕
疵
あ
る
意
思
で

あ
る
」
と
し
て
、
嘱
託
承
諾
殺
人
罪
で
は
な
く
通
常
の
殺
人
罪
の
成
立
を
認
め
た
。

重
大
な
錯
誤
説
は
右
判
旨
を
支
持
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
動
機
の
錯
誤
説
は
、
被
告
人
が
追
死
す
る
と
の
欺
罔
は
動
機
の
錯
誤
に
す
ぎ

ず
、
被
害
者
は
自
死
に
対
し
て
は
適
切
に
認
識
し
て
い
た
と
し
て
刑
法
二
〇
二
条
が
成
立
す
る
と
反
論
し
て
い
た
。

⑵
そ
し
て
八
〇
年
代
に
至
り
、
両
説
に
疑
問
を
呈
し
、
と
り
わ
け
重
大
な
錯
誤
説
を
鋭
く
批
判
す
る
学
説
が
登
場
し
た
。
こ
れ
が
法
益

関
係
的
錯
誤
説
で
あ
る
。
同
説
の
提
唱
者
で
あ
る
山
中
敬
一
と
佐
伯
仁
志
の
問
題
意
識
を
探
っ
て
み
よ
う
。

山
中
は
、
八
〇
年
代
初
頭
に
お
け
る
被
害
者
の
同
意
を
め
ぐ
る
議
論
状
況
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
同
意
本
質
論
お
よ
び
犯

罪
論
上
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
議
論
は
な
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
同
意
の
対
象
の
問
題
や
同
意
の
範
囲
、
同
意
の
有
効
要
件
に
つ
い
て
は
、

包
括
的
に
論
じ
ら
れ
た
こ
と
な
か
っ
た
（
16
）

、
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
被
害
者
に
錯
誤
が
あ
っ
た
場
合
や
同
意
の
相
手
方
に
よ
っ
て
欺
罔
や
脅

迫
が
加
え
ら
れ
た
場
合
の
問
題
は
、
総
論
的
角
度
か
ら
議
論
が
な
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
各
論
に
お
け
る
実
際
の
処
理
が
先
行

し
て
い
た
（
17
）

と
す
る
。
そ
こ
で
、
独
自
の
視
点
も
交
え
（
18
）

、
被
害
者
の
同
意
を
、
拙
稿
第
三
章
第
二
節
に
お
い
て
触
れ
る
よ
う
に
、
体
系
的
に

考
察
し
よ
う
と
試
み
た
。

⑶
佐
伯
は
、
文
化
祭
に
お
い
て
最
初
か
ら
金
を
払
う
気
が
な
い
の
に
客
を
装
っ
て
ビ
ニ
ー
ル
製
の
ハ
ン
マ
ー
で
モ
グ
ラ
学
生
の
頭
を
叩

き
、
そ
の
ま
ま
金
を
払
わ
な
い
、
モ
グ
ラ
叩
き
事
例
（
19
）

に
つ
い
て
、
重
大
な
錯
誤
説
は
暴
行
罪
の
成
立
を
肯
定
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ

は
次
の
理
由
に
よ
り
妥
当
で
な
い
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
モ
グ
ラ
学
生
が
陥
っ
た
錯
誤
は
暴
行
罪
の
保
護
法
益
で
あ
る
身
体
の
安
全
に
関

し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
詐
欺
罪
の
保
護
法
益
で
あ
る
財
産
的
利
益
に
関
し
て
存
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
暴
行
罪
を
適

三
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用
す
る
の
は
疑
問
で
あ
る
（
20
）

、
と
す
る
。

も
っ
と
も
佐
伯
は
動
機
の
錯
誤
説
に
対
し
て
も
問
題
を
提
起
す
る
。
高
価
な
壺
な
の
に
偽
物
で
価
値
は
何
ら
な
い
と
誤
信
さ
せ
壺
の
破

壊
を
被
害
者
に
同
意
さ
せ
た
事
例
に
つ
い
て
、
壺
の
持
ち
主
に
と
っ
て
そ
の
財
産
的
価
値
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
錯

誤
が
あ
る
場
合
は
そ
の
有
効
性
を
否
定
し
た
方
が
よ
い
、
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
法
益
の
内
容
に
関
す
る
錯
誤
が
あ
れ
ば
、
被
害
者
の
同

意
は
無
効
と
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
（
21
）

、
と
さ
れ
る
。

佐
伯
は
、
法
益
関
係
的
錯
誤
論
を
支
え
る
理
論
的
支
柱
と
し
て
、
罪
刑
法
定
主
義
と
刑
法
に
よ
る
法
益
保
護
の
在
り
方
を
指
摘
す
る
。

佐
伯
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
す
な
わ
ち
、「
刑
法
が
罪
刑
法
定
主
義
に
基
づ
い
て
各
構
成
要
件
に
そ
れ
ぞ
れ
の
保
護
法
益
を
相
互
に
区
別

し
て
規
定
し
て
い
る
趣
旨
は
、
法
益
侵
害
に
対
す
る
被
害
者
の
承
諾
を
考
え
る
う
え
で
も
（
そ
れ
が
構
成
要
件
レ
ベ
ル
で
あ
れ
違
法
性
レ
ベ
ル

で
あ
れ
）
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
人
を
欺
し
た
者
は
、「
悪
い
こ
と
」
を
し
て
い
る
と
し
て
も
、
刑
法
で
は
何
罪
と
の
関
係
で
の

「
悪
さ
」
か
が
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
22
）

」
と
さ
れ
る
。

そ
し
て
こ
れ
と
の
関
係
で
、
法
益
保
護
の
在
り
方
に
も
言
及
す
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
、
あ
る
構
成
要
件
の
保
護
法
益
と
無
関
係
な
利

益
に
つ
い
て
の
欺
罔
行
為
を
、
被
害
者
の
承
諾
を
無
効
に
す
る
こ
と
を
通
じ
て
当
該
構
成
要
件
で
処
罰
す
る
な
ら
ば
、
実
質
的
に
は
当
該

法
益
を
錯
誤
が
関
係
す
る
別
の
法
益
に
変
換
す
る
こ
と
に
な
る
か
、
あ
る
い
は
、
欺
罔
か
ら
自
由
で
あ
る
と
い
う
意
思
活
動
の
自
由
一
般

を
保
護
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
（
23
）

、
と
さ
れ
る
（
24
）

。

も
っ
と
も
、
同
説
の
課
題
は
何
が
法
益
関
係
的
錯
誤
な
の
か
で
あ
る
（
25
）

と
し
た
上
で
、
こ
れ
を
一
義
的
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
26
）

と
し

て
、
個
々
の
構
成
要
件
が
保
護
す
る
解
釈
を
通
じ
て
、
法
益
関
係
的
錯
誤
の
範
囲
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
（
27
）

。
と
り
わ
け
、
詐
欺

罪
の
解
釈
論
に
一
石
を
投
じ
よ
う
と
し
た
（
28
）

。
す
な
わ
ち
、
詐
欺
罪
は
法
益
関
係
的
錯
誤
が
被
害
者
に
あ
る
場
合
を
規
定
し
て
い
る
と
す

四
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る
。
加
え
て
、
動
機
の
錯
誤
説
が
、
偽
装
心
中
で
は
動
機
の
錯
誤
は
考
慮
し
な
い
と
し
な
が
ら
、
詐
欺
罪
に
お
い
て
は
動
機
の
錯
誤
も
処

罰
し
う
る
、
と
論
拠
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る
。

⑷
法
益
関
係
的
錯
誤
説
は
、
被
害
者
の
同
意
を
め
ぐ
る
従
来
の
議
論
に
再
考
を
迫
る
だ
け
で
な
く
、
刑
法
一
九
九
条
と
二
〇
二
条
の
区

別
、
同
意
傷
害
、
逮
捕
監
禁
、
性
犯
罪
、
住
居
侵
入
な
ど
の
領
域
に
お
い
て
、
そ
の
捉
え
直
し
を
促
し
、
近
年
に
お
い
て
は
、
詐
欺
罪
の

基
本
的
性
格
を
再
検
討
す
る
契
機
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
同
説
に
対
し
て
は
、
拠
っ
て
立
つ
違
法
論
に
関
わ
ら
ず
、
厳
し
い
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
重
大
な
錯
誤
説

を
支
持
す
る
立
場
（
29
）

か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
法
益
関
係
的
錯
誤
説
を
あ
る
程
度
肯
定
し
つ
つ
法
益
関
係
的
錯
誤
が
な
い
場
合
で
も
、
な
お
、

被
害
者
の
同
意
を
否
定
す
る
べ
き
場
面
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
見
解
（
30
）

が
現
れ
始
め
て
い
る
。

第
二
節　

法
益
関
係
的
錯
誤
説
が
批
判
す
る
裁
判
例
に
つ
い
て

⑴
法
益
関
係
的
錯
誤
説
に
対
し
て
裁
判
例
は
ど
う
対
応
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
総
じ
て
い
う
な
ら
ば
、
裁
判
例
は
学
説
と
比
べ
る
と
、

同
説
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
て
い
る
印
象
を
も
た
な
い
。
特
に
、
法
益
関
係
的
錯
誤
説
に
よ
っ
て
論
難
さ
れ
て
い
る
裁
判
例
、
特
に
殺
傷

罪
に
関
す
る
裁
判
例
を
採
り
あ
げ
て
、
裁
判
例
の
姿
勢
を
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

⑵
さ
き
に
も
触
れ
た
、
刑
法
一
九
九
条
か
二
〇
二
条
か
の
擬
律
が
争
わ
れ
た
最
判
昭
和
三
三
年
一
一
月
二
一
日
に
つ
い
て
、
法
益
関
係

的
錯
誤
説
は
、
欺
罔
が
な
け
れ
ば
そ
の
同
意
は
な
か
っ
た
と
の
因
果
関
係
の
観
点
か
ら
判
示
し
て
い
る
（
こ
れ
を
重
大
な
錯
誤
説
だ
と
し
て
）

と
指
摘
し
て
批
判
を
加
え
る
。
管
見
に
よ
れ
ば
、
か
よ
う
な
捉
え
方
は
若
干
違
和
感
を
覚
え
る
。

た
し
か
に
本
事
案
に
お
い
て
は
被
害
者
を
欺
罔
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
同
意
の
効
力
が
問
題
に
は
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、「
犯
人

四
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の
欺
罔
に
よ
る
錯
誤
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
」
と
「
被
害
者
の
自
由
な
真
意
に
基
づ
か
な
い
場
合
」
と
い
う
表
現
か
ら
垣
間

見
え
る
と
お
り
、
欺
罔
に
よ
る
錯
誤
の
問
題
は
一
例
に
す
ぎ
な
い
と
の
捉
え
方
も
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
同
判
決
は
、
被

害
者
の
同
意
が
被
害
者
の
自
由
な
意
思
決
定
に
よ
る
も
の
か
を
核
に
据
え
て
い
る
、
と
解
し
た
方
が
よ
り
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
右
に
触
れ
た
よ
う
に
、
同
判
決
が
引
用
し
て
い
る
大
審
院
の
二
判
例
は
、
被
害
者
の
同
意
能
力
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
と
被
害
者
が

行
為
者
に
対
し
全
幅
の
信
頼
を
寄
せ
て
い
た
事
案
で
あ
っ
た
。
昭
和
三
三
年
最
高
裁
判
決
を
引
用
す
る
大
阪
地
判
昭
和
五
六
年
三
月
一
九

日
の
事
案
は
、「
も
う
あ
か
ん
わ
。
一
緒
に
死
ん
で
く
れ
る
か
。」
と
の
言
葉
に
被
害
者
が
頭
を
縦
に
振
っ
て
う
な
ず
い
た
も
の
で
あ
る
が
、

被
害
者
の
首
筋
に
被
告
人
が
包
丁
を
当
て
た
上
で
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
被
害
者
の
同
意
は
、
暴
行
ま
た
は
脅
迫
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
暴
行
ま
た
は
脅
迫
、
欺
罔
で
あ
る
と
に
関
わ
ら
ず
、
被
害
者
の
自
由
な
意
思
決
定
を
最
重
要
視
す
る
の
が
裁
判
例
の
一
つ

の
動
向
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
（
31
）

。
し
か
も
、
殺
人
に
関
す
る
そ
の
後
の
裁
判
例
を
み
る
と
、
行
為
時
お
よ
び
行
為
前
後
の
事
情
を

ふ
ま
え
、
被
害
者
の
意
思
決
定
過
程
を
か
な
り
丁
寧
に
分
析
す
る
も
の
が
登
場
し
て
い
る
（
32
）

。

第
三
章　

法
益
関
係
的
錯
誤
説
に
対
す
る
批
判
的
検
討

第
一
節　

罪
刑
法
定
主
義
と
の
関
係

⑴
法
益
関
係
的
錯
誤
論
の
理
論
的
根
拠
づ
け
と
し
て
罪
刑
法
定
主
義
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
33
）

。
そ
も
そ
も
罪
刑
法
定
主
義
と
ひ
と
こ
と
に

い
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
様
々
な
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
論
者
の
い
う
罪
刑
法
定
主
義
や
構
成
要
件
の
捉
え
方
を
敷
衍
す
る
と
次

の
よ
う
に
な
ろ
う
。
違
法
性
の
本
質
は
法
益
侵
害
（
結
果
無
価
値
）
で
あ
り
、
こ
の
観
点
か
ら
犯
罪
を
類
型
化
、
す
な
わ
ち
保
護
法
益
ご

四
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と
に
類
型
化
す
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
構
成
要
件
は
故
意
の
認
識
対
象
で
あ
る
。
こ
の
図
式
を
、
被
害
者
の
法
益
処
分
に
関
す
る
認
識
に

持
ち
込
む
の
が
論
者
の
狙
い
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
被
害
者
の
『
故
意
』
を
問
題
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
論
者
は
欺
し
た
者
の

罪
責
を
明
確
に
す
る
と
は
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
実
は
か
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

か
り
に
右
の
推
測
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
は
賛
同
で
き
な
い
。
論
者
の
い
う
罪
刑
法
定
主
義
は
そ
の
一
側
面
を
誇
張
し
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
。
構
成
要
件
と
法
定
刑
を
成
文
法
化
す
る
こ
と
の
核
心
は
、
国
民
に
対
し
て
法
益
侵
害
行
為
の
禁
止
を
訴
え
か
け
る
と

こ
ろ
に
あ
る
。
こ
れ
は
国
民
に
道
徳
を
教
え
る
た
め
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
法
益
を
保
護
す
る
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
刑
法
の
規
範

性
は
行
為
規
範
性
が
中
心
に
据
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
規
範
性
は
こ
の
行
為
規
範
性
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。罪

刑
法
定
主
義
を
か
よ
う
に
捉
え
る
と
き
、
被
害
者
の
同
意
論
の
構
図
は
変
わ
る
。
被
害
者
の
同
意
を
論
ず
る
際
、
処
分
法
益
に
対
す

る
被
害
者
の
認
識
だ
け
で
は
足
り
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
先
だ
っ
て
禁
止
が
要
求
さ
れ
る
、
被
害
者
の
同
意
を
導
い
た
行
為
者
側
の
行

為
も
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
行
為
者
の
行
為
が
被
害
者
の
法
益
処
分
決
定
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
が
考
慮
に

入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑵
法
益
関
係
的
錯
誤
説
は
処
分
し
た
法
益
に
対
す
る
被
害
者
の
認
識
を
基
礎
に
据
え
る
。
た
し
か
に
、
各
人
に
は
自
己
決
定
権
が
あ
り
、

刑
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
法
益
の
処
分
に
つ
い
て
も
、
最
終
的
決
定
権
は
個
々
人
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
保
護
法
益
と
そ
の
内
容
に
つ
い
て
刑
法
が
法
益
を
放
棄
し
よ
う
と
す
る
者
に
教
え
る
こ
と
は
乏
し
い
と
い
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
被
害
者
が
わ
が
国
の
刑
法
典
を
な
が
め
る
と
き
、
生
命
は
他
の
法
益
よ
り
も
重
く
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
法
定
刑
を
み

れ
ば
あ
る
程
度
わ
か
る
。
財
産
保
護
に
つ
い
て
い
え
ば
、
財
物
と
財
産
上
の
利
益
が
保
護
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
。
し
か

四
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し
、
被
害
者
が
刑
法
典
か
ら
わ
か
る
法
益
に
関
す
る
内
容
は
そ
の
程
度
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
る
。
も
ち
ろ
ん
、
法
益
処
分
に
関
す
る
被
害

者
の
認
識
は
同
意
の
有
効
性
を
論
ず
る
際
に
は
無
視
し
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
刑
法
が
法
益
の
内
容
に
つ
い
て
被
害
者
側
に
教
え
る

内
容
は
極
め
て
乏
し
い
以
上
、
法
益
関
係
的
錯
誤
説
が
法
益
処
分
に
対
す
る
被
害
者
の
認
識
を
最
重
要
視
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
規
範
遵
守
に
よ
る
一
般
予
防
を
通
じ
て
法
益
を
保
護
す
る
こ
と
に
刑
法
の
役
割
が
あ
る
な
ら
ば
、
被
害
者
の
同

意
は
行
為
者
の
規
範
違
反
行
為
と
の
関
係
の
中
で
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

⑶
被
害
者
の
同
意
の
有
効
性
を
判
断
す
る
枠
組
み
に
行
為
も
採
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
さ
し
あ
た
り
次
の
二
点
が
帰
結
さ
れ
る
。

第
一
に
、
た
と
え
被
害
者
の
同
意
が
適
切
に
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、
当
該
実
行
行
為
自
体
に
重
大
な
法
益
侵
害
を
惹
起
す
る
危
険

性
が
類
型
的
に
備
わ
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
行
為
の
一
般
予
防
を
優
先
さ
せ
る
べ
き
場
面
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
る
。
下
級
審
裁
判
例
は

同
意
傷
害
に
つ
い
て
、
当
該
実
行
行
為
の
法
益
侵
害
の
危
険
性
に
着
目
し
て
、
こ
れ
に
対
す
る
違
法
判
断
を
被
害
者
の
同
意
よ
り
も
優
先

さ
せ
る
傾
向
に
あ
る
（
34
）

が
、
そ
れ
は
適
切
と
い
え
る
（
35
）

。
同
意
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
被
害
者
に
重
傷
害
を
負
わ
せ
て
も
よ
い
こ
と
を
一
般
的
に

認
め
る
と
、
身
体
法
益
だ
け
で
な
く
生
命
法
益
を
軽
視
す
る
風
潮
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
。

行
為
の
一
般
予
防
を
も
考
慮
し
て
被
害
者
の
同
意
の
有
効
性
を
判
断
す
る
視
座
か
ら
は
、
拙
稿
の
論
題
と
の
関
係
で
は
、
第
二
に
、
行

為
者
の
欺
罔
行
為
に
基
づ
く
被
害
者
の
錯
誤
も
、
被
害
者
の
法
益
処
分
に
対
す
る
認
識
よ
り
も
、
刑
法
に
よ
る
禁
止
が
要
求
さ
れ
う
る
、

欺
く
行
為
の
内
容
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
の
点
、
詐
欺
罪
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
近
時
、
最
高
裁
判
例
に
注

目
す
る
べ
き
動
き
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
欺
く
行
為
の
要
件
の
中
で
、
何
が
取
引
上
重
要
な
事
項
だ
っ
た
の
か

を
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
動
き
（
36
）

で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
被
害
者
が
財
産
処
分
を
す
る
際
に
決
定
的
だ
っ
た
動
機
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
と
い
え
る
。
被
害
者
に
と
っ
て
決
定
的
だ
っ
た
動
機
に
働
き
か
け
る
欺
罔
行
為
は
法
益
保
護
の
た
め
に
禁
止
す
る
必
要
が
あ
る
と
い

四
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う
こ
と
で
も
あ
る
。
も
と
よ
り
、
詐
欺
罪
に
関
し
て
い
え
ば
、
取
引
上
重
要
な
事
項
で
な
け
れ
ば
、
欺
罔
行
為
と
は
い
え
な
い
と
す
る
大

審
院
判
例
が
存
在
し
て
い
た
（
37
）

。

被
害
者
の
同
意
に
つ
い
て
統
一
的
な
視
座
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
こ
の
詐
欺
罪
の
欺
く
行
為
を
め
ぐ
る
動
き
は
無
視
し
得
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
欺
く
行
為
の
こ
う
し
た
理
解
の
仕
方
が
、
他
の
犯
罪
の
解
釈
に
お
い
て
も
参
考
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
が
十
分
に

可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

第
二
節　

何
が
法
益
関
係
的
か

第
一
款　

概
観

⑴
法
益
関
係
的
錯
誤
説
に
よ
れ
ば
、
被
害
者
が
自
ら
の
法
益
処
分
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
か
が
重
要
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
ど
こ
ま
で
が
「
法
益
関
係
的
」
錯
誤
と
い
え
る
か
に
つ
い
て
は
、
同
説
支
持
者
か
ら
も
「
最
も
焦
眉
の
課
題
で
あ
り
、
現
実
的

な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
困
難
な
も
の
で
あ
る
（
38
）

」、「
法
益
関
係
的
錯
誤
と
は
何
か
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
（
39
）

」
と
さ
れ
て
い
る
。

⑵
山
中
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
当
時
の
議
論
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
た
多
様
な
事
例
（
40
）

を
ふ
ま
え
、
自
ら
体
系
的
に
整
理
し
て
、
次
の
よ

う
に
分
類
す
る
。
す
な
わ
ち
、
①
反
対
給
付
に
関
す
る
錯
誤
（
41
）

、
②
法
益
の
意
義
・
範
囲
に
関
す
る
錯
誤
（
42
）

、
③
具
体
的
客
体
に
関
す
る
錯
誤
（
43
）

、

④
行
為
者
の
同
一
性
に
関
す
る
錯
誤
（
44
）

、
⑤
目
的
・
縁
由
に
関
す
る
錯
誤
（
45
）

、
⑥
緊
急
状
態
に
関
す
る
錯
誤
（
46
）

、
で
あ
る
。
こ
の
中
で
明
ら
か
に

法
益
関
係
的
錯
誤
と
い
え
な
い
も
の
と
し
て
、
①
⑤
を
挙
げ
る
。
①
の
錯
誤
も
無
効
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
お
よ
そ
、
意
思
活
動
の
自

由
、
法
益
処
分
の
自
由
を
保
護
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
（
47
）

こ
と
を
指
摘
す
る
。
⑤
に
つ
い
て
も
①
と
同
様
に
、「
法
益
の
担
い
手
に
よ
る
法

益
の
放
棄
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
る
法
益
と
無
関
係
な
目
的
に
関
す
る
法
益
に
関
す
る
欺
罔
は
、
法
益
関
係
的
で
は
な
い
（
48
）

」
こ
と
を
挙
げ

四
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る
。
な
お
、
⑥
は
、
む
し
ろ
被
害
者
の
同
意
の
自
由
に
関
わ
る
と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
山
中
に
よ
る
分
類
は
、
被
害
者
の
同
意
が
各
論
レ
ベ
ル
の
問
題
と
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
こ
と
を
意
識
し
、
こ
の
問
題
を
総

論
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
意
図
か
ら
出
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
正
当
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
か
よ
う
な
方
法
を
採
っ
た
か
ら
こ
そ
、
法
益

関
係
的
錯
誤
説
の
限
界
も
露
呈
さ
れ
て
い
る
。

⑶
佐
伯
は
「
法
益
関
係
的
錯
誤
説
を
採
用
す
る
な
ら
ば
、
個
々
の
構
成
要
件
が
保
護
す
る
法
益
の
解
釈
を
通
じ
て
、
法
益
関
係
的
錯
誤

の
範
囲
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
49
）

」
と
し
て
、
錯
誤
の
要
件
と
そ
の
範
囲
を
各
論
解
釈
に
委
ね
た
。
法
益
侵
害
の
結
果

や
承
諾
の
意
味
の
範
囲
を
一
義
的
に
画
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
す
る
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
（
50
）

。

そ
こ
で
佐
伯
が
指
摘
す
る
法
益
関
係
的
と
さ
れ
る
範
囲
を
み
る
と
、
あ
る
概
念
を
ど
う
取
り
扱
う
か
が
一
つ
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ

と
に
気
づ
く
。
そ
れ
は
、
法
益
処
分
の
社
会
的
意
味
の
問
題
で
あ
る
。
心
中
の
社
会
的
意
味
（
51
）

、
監
禁
行
為
の
社
会
的
意
味
（
52
）

、
性
的
行
為
の

社
会
的
意
味
（
53
）

、
財
産
処
分
行
為
の
社
会
的
意
味
（
54
）

、
を
被
害
者
が
適
切
に
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
か
を
問
う
。
そ
し
て
財
産
処
分
行

為
の
社
会
的
意
味
に
つ
い
て
は
法
益
関
係
的
と
し
、
性
的
行
為
の
社
会
的
意
味
に
つ
い
て
は
客
観
的
に
性
的
行
為
と
い
え
る
か
を
判
断
す

る
場
合
に
お
い
て
の
み
考
慮
し
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
つ
い
て
は
法
益
関
係
的
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。

法
益
関
係
性
を
否
定
す
る
論
拠
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
殺
人
罪
に
関
し
て
は
、
刑
法
は
生
命
そ
れ
自
体
を
保
護
し
て
お
り
、「
生
命
を

「
他
と
の
連
関
に
お
い
て
持
つ
価
値
、
重
要
さ
」
に
お
い
て
保
護
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（
55
）

」
こ
と
を
挙
げ
る
。
監
禁
罪
に
つ
い
て
は
、

行
動
の
自
由
は
何
ら
か
の
目
的
と
関
係
し
て
お
り
、「
自
由
の
処
分
に
つ
い
て
社
会
的
意
味
を
問
う
こ
と
は
、
結
局
す
べ
て
の
目
的
に
つ

い
て
の
錯
誤
を
法
益
関
係
的
錯
誤
と
す
る
こ
と
に
繋
る
（
56
）

」
と
さ
れ
る
。
性
的
行
為
の
社
会
的
意
味
に
つ
い
て
も
、
そ
の
客
観
的
意
味
以
上

に
考
慮
す
る
こ
と
は
性
的
自
由
の
保
護
と
は
無
関
係
の
目
的
を
も
考
慮
し
か
ね
な
い
（
57
）

と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
財
産
的
処
分
行
為
に
つ

四
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い
て
社
会
的
意
味
を
問
い
う
る
理
由
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
す
な
わ
ち
、「
そ
の
理
由
は
、
財
産
（
特
に
金
銭
）
と
い
う
保
護
法
益

の
性
質
に
あ
る
。
…
財
産
と
い
う
法
益
は
、
交
換
経
済
の
下
に
お
い
て
、
経
済
的
利
用
・
収
益
・
交
換
の
手
段
と
し
て
保
護
に
値
す
る
。

特
に
金
銭
は
、
そ
れ
自
体
の
価
値
に
お
い
て
で
は
な
く
、
交
換
手
段
、
目
的
達
成
手
段
と
し
て
の
み
保
護
に
値
す
る
。
そ
し
て
、
人
間
が

財
産
的
給
付
に
よ
っ
て
得
よ
う
と
す
る
の
は
経
済
的
利
益
だ
け
で
な
く
社
会
的
目
的
の
達
成
も
含
ま
れ
る
（
58
）

」
か
ら
と
す
る
。

⑷
法
益
関
係
的
錯
誤
説
が
提
唱
さ
れ
て
か
ら
の
議
論
状
況
を
詳
細
に
追
跡
し
た
森
永
は
、
緊
急
避
難
類
似
状
況
や
博
愛
的
な
目
的
に
関

す
る
欺
罔
・
錯
誤
の
場
合
に
お
い
て
、
承
諾
が
無
効
と
な
る
場
面
は
想
定
し
う
る
（
59
）

こ
と
を
念
頭
に
お
き
、
社
会
的
連
帯
感
を
利
用
し
た
錯

誤
を
主
張
す
る
（
60
）

。
森
永
に
よ
る
と
、
被
害
者
の
承
諾
を
有
効
と
す
る
た
め
に
は
、
法
益
関
係
的
錯
誤
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ

と
に
加
え
、
法
益
処
分
の
意
味
に
関
す
る
錯
誤
の
存
否
も
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
社
会
的
連
帯
感
を
利
用
し
た
錯
誤
は
後

者
の
錯
誤
と
関
連
す
る
。
と
り
わ
け
、「
正
当
化
状
況
類
似
状
況
（
61
）

」、「
予
防
目
的
（
62
）

」、「
法
益
主
体
自
身
の
利
益
保
護
（
63
）

」、「
使
用
先
に
関
す

る
錯
誤
（
64
）

」
に
お
い
て
社
会
的
連
帯
感
を
利
用
し
た
錯
誤
が
存
在
し
た
場
合
は
、
被
害
者
の
同
意
の
有
効
性
を
否
定
す
る
。
か
よ
う
な
社
会

的
連
帯
感
を
利
用
し
た
欺
罔
お
よ
び
錯
誤
は
法
的
に
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

⑸
法
益
関
係
的
錯
誤
説
を
詐
欺
罪
に
お
い
て
一
段
と
展
開
さ
せ
る
こ
と
を
試
み
る
橋
爪
（
65
）

は
財
産
と
い
う
法
益
を
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い

る
。
財
産
は
保
持
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
と
交
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
反
対
給
付
を
得
、
あ
る
い
は
、
何
ら
か
の
社
会
的
・
経
済
的

目
的
を
実
現
す
る
こ
と
に
も
重
要
な
価
値
を
見
い
だ
し
う
る
と
さ
れ
、
交
付
し
た
財
産
そ
れ
自
体
の
内
容
や
価
値
に
関
す
る
錯
誤
だ
け
で

な
く
、
反
対
給
付
の
価
値
や
内
容
、
さ
ら
に
財
産
交
付
に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う
と
し
た
社
会
的
・
経
済
的
に
重
要
な
目
的
の
成
否
に
関
す

る
錯
誤
も
、
詐
欺
罪
に
お
け
る
法
益
関
係
的
錯
誤
に
含
ま
れ
る
（
66
）

と
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
誘
拐
さ
れ
た
子
ど
も
が
殺
さ
れ
な
い
よ
う
に
す

る
た
め
に
財
産
を
交
付
す
る
行
為
も
、
社
会
的
目
的
の
範
囲
内
に
含
ま
れ
る
と
さ
れ
、
被
害
者
の
自
由
意
思
を
失
わ
せ
る
錯
誤
の
ほ
と
ん

四
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ど
は
法
益
関
係
的
錯
誤
に
解
消
さ
れ
る
（
67
）

と
す
る
。
そ
れ
で
も
強
度
に
被
害
者
の
自
由
意
思
が
失
わ
れ
る
場
合
は
脅
迫
の
問
題
と
し
て
恐
喝

罪
の
成
立
を
認
め
れ
ば
よ
い
（
68
）

と
す
る
。
そ
し
て
社
会
的
・
経
済
的
な
目
的
の
達
成
に
つ
い
て
は
、「
付
随
的
事
情
」
が
常
に
法
益
関
係
的

で
な
い
わ
け
で
は
な
い
（
69
）

と
さ
れ
、
詐
欺
罪
の
法
益
関
係
と
さ
れ
る
範
囲
を
さ
ら
に
拡
張
す
る
こ
と
を
容
認
す
る
。

⑹
小
林
は
、
法
益
処
分
の
自
由
も
法
益
関
係
的
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（
70
）

。
そ
れ
に
よ
る
と
、
法
益
処
分
の
自
由
と

は
、
構
成
要
件
ご
と
に
想
定
さ
れ
て
お
り
、
一
定
の
属
性
の
変
更
が
ど
の
よ
う
な
評
価
を
受
け
る
か
に
関
係
す
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
評
価

は
構
成
要
件
が
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
法
益
と
関
係
す
る
。
そ
し
て
、
法
益
処
分
の
自
由
が
保
護
法
益
の
範
囲
内
に
収
ま
る
限
り
に
お

い
て
、
法
益
関
係
的
錯
誤
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。

⑺
ち
な
み
に
、
右
の
よ
う
に
法
益
概
念
を
拡
張
す
る
傾
向
は
、
被
害
者
の
同
意
論
に
お
け
る
他
の
領
域
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
。
刑
法

二
〇
二
条
の
保
護
法
益
に
関
す
る
議
論
を
み
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
そ
の
保
護
法
益
を
、
将
来
に
お
け
る
自
己
の
被
覆
決
定
の
自
由
と
す
る
見
解
（
71
）

が
あ
る
。
法
益
侵
害
結
果
を
「
各
構
成
要
件
の
着

目
す
る
属
性
の
有
意
的
な
不
良
変
更
（
72
）

」
と
捉
え
、
そ
の
変
更
を
被
害
者
が
甘
受
し
た
な
ら
ば
結
果
は
欠
き
（
73
）

、
そ
の
被
害
の
惹
起
が
被
害
者

の
自
手
に
よ
ろ
う
が
行
為
者
の
他
手
に
よ
ろ
う
が
関
係
な
い
（
74
）

と
す
る
。
た
だ
し
、
生
命
保
護
に
つ
い
て
は
自
殺
関
与
罪
と
同
意
殺
人
罪
が

存
在
し
て
い
る
た
め
、
自
説
と
の
整
合
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
刑
法
二
〇
二
条
の
保
護
法
益
の
転
換
を
か
よ
う
に
提
案

す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
刑
法
二
〇
二
条
の
法
益
に
つ
い
て
、
個
人
が
社
会
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
社
会
共
同
体
の
期
待
と
す
る

見
解
（
75
）

が
出
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
法
一
九
九
条
で
「
個
人
の
生
物
学
的
基
盤
と
し
て
の
生
命
（
個
人
的
法
益
と
し
て
の
「
人
」）」
を

保
護
す
る
一
方
、
刑
法
二
〇
二
条
で
は
「
個
人
が
社
会
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
期
待
（
社
会
的
法
益
と
し
て
の

四
八
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「
人
」）」
を
保
護
し
て
い
る
と
す
る
。

い
ず
れ
の
見
解
も
、
被
害
者
が
任
意
に
法
益
処
分
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
意
思
を
最
大
限
に
尊
重
す
る
と
こ
ろ
か
ら
発
す
る
。
法
益
処
分

を
も
た
ら
し
た
の
が
自
手
な
の
か
他
手
な
の
か
は
関
係
が
な
い
。
人
の
生
命
に
つ
い
て
も
、
自
説
を
貫
徹
さ
せ
る
な
ら
ば
、
財
産
法
益
な

ど
と
同
様
に
処
分
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
の
が
根
底
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
刑
法
二
〇
二
条
の
存
在
自
体
を
疑
う
と
す
る

の
が
最
も
わ
か
り
や
す
い
。
し
か
し
、
刑
法
二
〇
二
条
が
存
在
す
る
以
上
、
自
説
と
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
説
明
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
結

果
、
両
説
と
も
に
保
護
法
益
を
転
換
す
る
に
至
っ
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。

第
二
款　

検
討

⑴
被
害
者
の
錯
誤
が
法
益
関
係
的
で
あ
る
場
合
に
限
り
被
害
者
の
同
意
の
有
効
性
を
否
定
す
る
法
益
関
係
的
錯
誤
説
が
、
ど
こ
ま
で
が

法
益
関
係
的
か
が
最
も
悩
ま
し
い
課
題
で
あ
る
と
し
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。
お
そ
ら
く
、
保
護
法
益
の
内
実
の
解
明
に
つ
な
が
る
か
ら

こ
そ
、
難
し
い
課
題
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
何
が
法
益
関
係
的
か
に
迫
る
こ
と
に
よ
り
、
錯
誤
を
検
討
す
る
前
提
と
な

る
保
護
法
益
を
具
体
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
同
説
か
ら
看
取
さ
れ
る
。
山
中
が
指
摘
し
た
緊
急
状
態
の
錯
誤
も
、
か
よ
う
な
把

握
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
問
題
性
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
個
々
に
主
張
さ
れ
て
い
る
内
容
を
全
体
と
し
て
捉
え
た
と
き
に
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
浮
上
す
る
。
こ
れ
を
左
に

み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

⑵
第
一
に
、
法
益
の
内
容
を
拡
張
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
法
益
関
係
の
範
囲
を
広
げ
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
佐
伯
の
い
う
「
社

会
的
意
味
」、
橋
爪
の
い
う
「
社
会
的
・
経
済
的
目
的
の
不
達
成
」
は
そ
の
例
で
あ
る
。

四
九
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ま
ず
、
法
益
処
分
行
為
の
「
社
会
的
意
味
」
に
つ
い
て
、
佐
伯
は
保
護
法
益
ご
と
に
考
慮
に
入
れ
た
り
除
外
し
た
り
し
よ
う
と
し
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
益
放
棄
の
判
断
を
行
う
被
害
者
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
法
益
処
分
の
社
会
的
意
味
は
す
べ
て
の
法
益
に
お
い
て

関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
。
も
し
か
よ
う
な
理
解
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
方
向
で
法
益
概
念
を
拡
張
す
る
こ
と
が
妥
当
か
、

が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
管
見
に
よ
れ
ば
、
法
益
処
分
行
為
の
社
会
的
意
味
は
、
保
護
法
益
の
内
容
に
関
わ
る
事
情
と
い
う
よ
り

は
、
む
し
ろ
、
被
害
者
の
意
思
決
定
に
影
響
を
与
え
る
事
情
と
み
た
ほ
う
が
腑
に
落
ち
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

詐
欺
罪
で
保
護
さ
れ
る
べ
き
「
社
会
的
・
経
済
的
目
的
」
を
考
慮
す
る
見
解
も
一
考
を
要
す
る
。
橋
爪
は
、
佐
伯
の
発
言
（
76
）

を
引
用
し
つ

つ
、
そ
の
目
的
を
限
定
し
よ
う
と
は
し
て
い
る
（
77
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
に
試
み
て
も
、
な
お
、
管
見
に
よ
れ
ば
、
財
産
犯
と
し
て

の
詐
欺
罪
の
保
護
範
囲
を
著
し
く
拡
張
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
般
に
、
法
益
が
現
実
に
侵
害
さ
れ
る
場
合
、
第
一
次
的
に
保
護

し
よ
う
と
し
て
い
る
法
益
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
付
随
す
る
副
次
的
利
益
も
侵
害
さ
れ
る
（
78
）

。
そ
こ
で
立
法
者
は
、
第
一
次
的
に
重
要
な
法

益
を
構
成
要
件
と
し
て
示
し
、
副
次
的
法
益
の
侵
害
は
量
刑
事
情
と
し
、
こ
の
評
価
を
裁
判
官
に
委
ね
る
。
そ
し
て
当
該
法
益
侵
害
の
違

法
性
の
程
度
を
裁
判
官
は
判
断
し
て
い
く
。
か
よ
う
な
構
図
に
従
え
ば
、
社
会
的
・
経
済
的
目
的
の
不
達
成
は
財
産
法
益
の
侵
害
に
と
も

な
う
副
次
的
法
益
侵
害
に
と
ど
ま
る
。
社
会
的
・
経
済
的
目
的
の
不
達
成
は
財
産
法
益
の
侵
害
と
同
質
と
は
全
く
言
い
得
な
い
と
思
わ
れ

る
。
前
者
を
後
者
に
含
め
る
な
ら
ば
、
詐
欺
罪
の
解
釈
論
に
と
ど
ま
ら
ず
、
他
の
財
産
犯
の
解
釈
論
に
波
及
し
、
そ
の
結
果
、
あ
ら
ゆ
る

か
た
ち
で
処
罰
範
囲
が
制
約
さ
れ
て
い
る
財
産
犯
（
79
）

そ
れ
自
体
を
弛
緩
化
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
社
会
的
・
経
済
的
目
的
の
達

成
は
他
の
法
益
に
お
い
て
も
問
題
と
な
る
か
ら
、
他
の
犯
罪
に
お
い
て
も
処
罰
範
囲
を
拡
張
さ
せ
る
方
向
に
は
た
ら
く
可
能
性
が
あ
る
。

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
社
会
的
・
経
済
的
目
的
の
不
達
成
が
問
題
と
な
る
場
面
は
、
法
益
論
に
属
す
る
と
い
う
よ

り
は
、
や
は
り
行
為
者
の
法
益
侵
害
行
為
と
そ
れ
に
対
す
る
被
害
者
の
自
己
決
定
の
問
題
に
本
来
は
属
す
る
と
思
わ
れ
る
。

五
〇
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法
益
処
分
の
自
由
を
法
益
関
係
と
す
る
見
解
に
も
疑
問
が
生
じ
る
。
た
し
か
に
、
小
林
は
、
法
益
処
分
の
自
由
が
包
括
的
か
つ
独
立
し

た
法
益
と
さ
れ
る
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
に
、
各
構
成
要
件
に
お
け
る
保
護
法
益
を
基
準
に
、
法
益
処
分
の
自
由
の
存
否
を
決
め
よ
う
と

し
て
い
る
（
80
）

。
い
わ
ば
、
法
益
処
分
の
自
由
に
、
各
構
成
要
件
の
観
点
か
ら
制
限
を
か
け
、
保
護
法
益
の
範
囲
内
に
お
い
て
法
益
処
分
の
自

由
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
益
の
構
成
要
素
と
し
て
法
益
処
分
の
自
由
を
含
め
る
論
法
の
中
に
、
す
で
に
法
益
概

念
を
拡
張
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
看
取
し
う
る
。

思
う
に
、
法
益
処
分
の
自
由
は
法
益
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
被
害
者
の
法
益
処
分
行
為
に
関
わ
る
。
被
害
者
に
よ
る
法
益
処
分
が
自
由

で
あ
っ
た
か
否
か
は
、
行
為
者
側
の
行
為
と
の
関
係
で
決
せ
ら
れ
る
べ
き
事
柄
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑶
第
二
に
、
法
益
内
容
の
希
薄
化
で
あ
る
。
森
永
の
い
う
「
社
会
的
連
帯
感
」
は
お
そ
ら
く
法
益
と
解
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
法
益
処
分
の
意
味
に
関
す
る
錯
誤
の
判
断
に
際
し
緊
急
避
難
の
構
図
を
仮
定
的
に
用
い
る
（
81
）

と
さ
れ
て
お
り
、
緊
急
避
難
に
お
い

て
法
益
間
の
衡
量
を
そ
の
基
準
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
「
社
会
的
連
帯
感
」
と
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
国
民
の
誰
か

が
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
不
利
益
と
か
家
族
の
よ
う
な
密
接
な
関
係
（
82
）

な
ど
と
さ
れ
て
い
る
。
も
し
こ
の
社
会
的
連
帯
感
が
ひ
と
つ
の

「
法
益
」
と
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
根
拠
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
、
む
し
ろ
、
法
益
概
念
の
中
身
を
稀
薄
に
し
、

著
し
く
抽
象
化
し
て
い
る
印
象
を
受
け
る
。

管
見
に
よ
れ
ば
、
社
会
的
連
帯
感
は
法
益
で
は
な
く
、
法
益
侵
害
行
為
の
質
に
関
わ
り
、
そ
れ
は
被
害
者
の
意
思
決
定
に
重
大
な
影
響

を
与
え
る
事
情
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

⑷
第
三
に
、
個
人
法
益
を
脱
個
人
法
益
へ
と
転
換
す
る
動
き
で
あ
る
。
そ
の
動
き
は
端
的
に
刑
法
二
〇
二
条
の
保
護
法
益
を
め
ぐ
る
議

論
に
み
ら
れ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
被
害
者
の
自
律
、
こ
こ
で
は
被
害
者
の
法
益
処
分
の
自
由
を
最
優
先
に
据

五
一
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え
よ
う
と
す
る
と
同
時
に
、
現
行
法
と
の
矛
盾
な
い
説
明
を
試
み
よ
う
と
す
る
狙
い
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
被
害
者
の
自
律
を
貫
徹
す
る
た
め
に
法
益
を
変
更
す
る
と
い
う
議
論
の
仕
方
は
、
は
た
し
て
妥
当
な
の
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
、
被
害
者
の
法
益
処
分
を
問
う
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
と
な
る
法
益
侵
害
が
確
定
的
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
提
唱
さ
れ
て
い
る
非
個
人
法
益
は
、
実
態
が
把
握
し
づ
ら
い
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
人
の
生
命
へ
の
侵
害
を
社

会
法
益
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
意
論
を
受
け
入
れ
る
余
地
を
限
り
な
く
狭
め
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。

⑸
第
四
に
、
法
益
内
容
を
捉
え
る
視
座
が
一
貫
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
個
々
の
刑
罰
法
規
に
お
い
て
主
と
し
て
保
護
さ

れ
て
い
る
法
益
は
そ
れ
ぞ
れ
個
性
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
無
視
す
る
こ
と
は
不
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
法
益
関

係
的
錯
誤
説
と
絡
め
ら
れ
る
場
合
に
、
い
く
つ
か
の
疑
問
が
生
じ
る
。

第
一
に
、
法
益
の
基
本
的
性
格
を
ど
う
理
解
す
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
佐
伯
は
、
生
命
法
益
や
身
体
法
益
は
そ
れ
自
体
を

保
護
し
て
お
り
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
生
命
は
他
と
の
連
関
に
お
い
て
持
つ
価
値
や
重
要
さ
を
保
護
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
（
83
）

い
（
84
）

、
と
さ
れ

る
。
た
し
か
に
、
そ
れ
ら
の
法
益
の
相
対
化
は
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
法
益
関
係
的
錯
誤
が
認
め
ら
れ
る

範
囲
は
、
財
産
よ
り
も
狭
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
か
よ
う
な
理
解
の
仕
方
は
、
実
は
、
法
益
関
係
的
錯
誤
説
を
論
ず
る
以
前
に
、
す
で
に
一

定
の
法
益
保
護
の
在
り
方
を
前
提
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、
行
為
者
の
欺
罔
行
為
と
被
害
者
の
法
益
処
分
に
対
す
る
認
識
お
よ
び
処
分
の
意
思
決
定
の
関
係
は
、
い
か
な
る
事
案
に
お
い

て
も
共
通
し
て
問
題
と
な
る
は
ず
な
の
に
、
そ
の
効
果
が
保
護
法
益
の
内
容
に
左
右
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
た
し
か
に
法
益
関
係
的

錯
誤
説
の
い
う
と
お
り
、
被
害
者
の
同
意
を
無
効
と
す
る
処
罰
が
、
当
該
刑
罰
法
規
が
保
護
し
よ
う
と
す
る
法
益
と
は
異
な
る
法
益
の
保

護
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
益
保
護
と
は
無
関
係
な
処
罰
を
回
避
す
る
任
務
を
法
益
に

五
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だ
け
担
わ
せ
る
の
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
三
款　

結
果
無
価
値
論
の
限
界
の
一
場
面

⑴
右
に
み
た
よ
う
に
、
何
が
法
益
関
係
的
な
の
か
を
法
益
関
係
的
錯
誤
説
が
問
題
と
し
た
こ
と
に
よ
り
、
法
益
内
容
は
具
体
的
に
把
握

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
反
面
、
法
益
内
容
を
拡
張
し
希
薄
化
し
脱
個
人
法
益
化
す
る
傾
向
を
も
っ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。

右
の
よ
う
な
傾
向
を
法
益
関
係
的
錯
誤
説
が
示
す
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
の
検
討
は
、
同
説
に
痛
烈
な
疑
問
を
感
じ
る
筆

者
に
課
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
が
、
目
下
の
と
こ
ろ
、
論
者
が
拠
っ
て
立
つ
結
果
無
価
値
論
と
そ
の
法
益
保
護
の
在
り
方
に
起
因
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑵
結
果
無
価
値
論
は
犯
罪
の
成
否
を
決
め
る
場
面
に
お
い
て
、
行
為
の
問
題
を
捨
象
し
、
最
終
的
に
は
行
為
者
の
意
思
に
関
わ
ら
し
め

る
（
85
）

。
こ
れ
を
被
害
者
の
同
意
論
に
も
ち
こ
み
、
法
益
に
対
す
る
被
害
者
の
認
識
を
問
い
、
被
害
者
の
法
益
処
分
の
有
効
性
、
逆
か
ら
い
え

ば
、
行
為
者
の
可
罰
性
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
た
し
か
に
法
益
処
分
に
対
す
る
被
害
者
の
認
識
お
よ
び
決
定
は
存
在
す
る

も
の
の
、
後
に
触
れ
る
緊
急
状
態
の
錯
誤
の
よ
う
に
、
そ
の
決
定
過
程
に
お
い
て
被
害
者
の
自
由
が
行
為
者
の
欺
罔
行
為
に
よ
り
制
約
さ

れ
て
い
る
事
案
の
説
明
に
窮
し
た
。
つ
ま
り
、
被
害
者
の
錯
誤
は
法
益
関
係
だ
け
で
は
決
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。法

益
関
係
的
錯
誤
説
を
維
持
し
つ
つ
、
こ
れ
を
迎
え
撃
つ
方
法
は
、
二
つ
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ひ
と
つ
は
行
為
者
の
行
為
が
被
害
者
の

自
己
決
定
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
を
捉
え
る
道
で
あ
る
。
し
か
し
、
行
為
無
価
値
を
も
考
慮
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
こ
の

道
は
、
お
そ
ら
く
自
己
の
採
る
違
法
論
と
は
相
容
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
こ
で
も
う
一
つ
の
行
き
方
と
し
て
、
被
害
者
の
認
識
が
問

五
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わ
れ
る
法
益
に
つ
い
て
そ
の
概
念
を
拡
張
お
よ
び
希
薄
化
す
る
道
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
が
正
し
い
と
す
る
と
、
は
た
し
て
後
者
の

よ
う
な
議
論
の
方
向
性
は
妥
当
な
の
だ
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
不
当
と
思
わ
れ
る
。
第
一
に
、
法
益
概
念
を
拡
張
お
よ
び
希
薄
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
法
益
関
係
性
を
拡
張
し
、
被
害
者
の

同
意
の
効
力
を
容
易
に
否
定
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
自
説
の
欠
陥
の
弥
縫
策
に
と
ど
ま
ら
ず
、
法
益
の
役
割

を
無
に
帰
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
第
二
に
、
法
益
侵
害
行
為
と
法
益
侵
害
結
果
と
の
区
別
が
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
。
被
害
者
の
自
由
な

意
思
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
し
そ
の
自
由
を
制
約
す
る
事
情
は
、
本
来
的
に
は
法
益
侵
害
行
為
の
問
題
に
属
す
る
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
か
よ
う
な
事
情
を
法
益
侵
害
結
果
の
問
題
と
す
る
な
ら
ば
、
法
益
の
中
身
を
過
剰
に
膨
張
さ
せ
、
そ
の
結
果
、
そ
れ
こ
そ
、
犯

罪
を
類
型
化
す
る
と
い
う
意
味
に
お
け
る
罪
刑
法
定
主
義
に
逆
行
す
る
と
思
わ
れ
る
。
第
三
に
、
法
益
概
念
を
拡
張
化
お
よ
び
抽
象
化
す

る
こ
と
は
、
侵
害
犯
の
脱
侵
害
犯
化
お
よ
び
非
個
人
法
益
化
を
促
し
、
そ
の
結
果
、
法
益
侵
害
の
実
体
自
体
が
把
握
し
づ
ら
く
な
る
可
能

性
が
あ
る
。
被
害
者
の
同
意
の
問
題
を
考
え
る
際
に
は
、
客
観
的
な
法
益
侵
害
の
存
在
を
前
提
と
し
た
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ

れ
る
（
86
）

。
第
四
に
、
か
よ
う
に
拡
張
化
・
抽
象
化
さ
れ
た
法
益
に
対
す
る
被
害
者
の
認
識
を
問
う
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
、
被
害
者
の
同

意
の
問
題
を
、
過
度
に
被
害
者
の
認
識
の
問
題
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
法
益
侵
害
の
存
否
を
被
害
者
の
意
思
に
依
存

さ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
87
）

。

⑶
何
が
法
益
関
係
的
か
は
、
ま
さ
し
く
法
益
の
役
割
を
ど
う
捉
え
る
か
に
帰
着
す
る
。
そ
の
解
明
に
取
り
組
ん
だ
伊
東
は
、
法
益
と
は

「
国
家
と
し
て
憲
法
に
従
っ
て
構
成
さ
れ
る
（
べ
き
）
社
会
内
に
お
け
る
当
該
社
会
構
成
員
の
共
同
生
活
の
存
立
の
た
め
に
必
要
不
可
欠

な
条
件
で
あ
っ
て
、
且
つ
、
純
粋
規
範
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
（
べ
き
）
因
果
的
に
変
更
可
能
な
対
象
で
あ
る
（
88
）

」
と
し
て
い
る
。
結

果
無
価
値
論
は
行
為
規
範
に
よ
る
法
益
保
護
を
取
り
除
く
見
解
で
あ
る
が
、
そ
の
代
償
が
現
れ
て
い
る
ひ
と
つ
が
、
被
害
者
の
同
意
論
を

五
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め
ぐ
る
問
題
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
89
）

。
す
な
わ
ち
、
法
益
侵
害
結
果
と
そ
れ
に
対
す
る
被
害
者
の
認
識
だ
け
で
は
、
被
害
者
の
同
意
の
問

題
は
捉
え
き
れ
な
い
の
で
あ
る
。

第
三
節　

被
害
者
の
意
思
決
定
過
程
の
評
価
に
お
け
る
法
益
論
お
よ
び
法
益
衡
量
論
の
限
界

⑴
法
益
関
係
的
錯
誤
説
に
よ
る
と
、「
法
益
関
係
的
錯
誤
が
な
け
れ
ば
原
則
と
し
て
同
意
は
自
己
決
定
に
よ
っ
て
お
り
、
任
意
に
法
益

が
放
棄
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
90
）

」
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
な
ぜ
そ
う
い
い
う
る
の
か
が
む
し
ろ
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
処
分
す
る
法
益
と
被
害
者
の
意
思
決
定
と
の
関
係
を
同
説
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
。
こ
れ
を
考
察
す
る
適
例
と
し

て
、
緊
急
状
態
の
錯
誤
が
あ
る
。
法
益
関
係
的
錯
誤
説
を
支
持
す
る
論
者
か
ら
も
、
当
初
か
ら
そ
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
課
題
と
し
て
提

出
さ
れ
て
い
た
の
が
、
緊
急
状
態
の
錯
誤
の
事
例
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
山
中
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
た
（
91
）

と
こ
ろ
で
あ
り
、
佐
伯
も
自
説

に
対
す
る
最
も
重
要
な
批
判
と
し
て
緊
急
状
況
に
関
す
る
錯
誤
を
挙
げ
て
い
た
（
92
）

。

な
ぜ
、
法
益
関
係
的
錯
誤
な
け
れ
ば
被
害
者
の
意
思
決
定
は
原
則
と
し
て
自
由
と
さ
れ
る
の
か
。
こ
れ
を
法
益
関
係
的
錯
誤
説
は
ど
う

捉
え
て
き
た
の
か
。
行
為
者
側
の
行
為
と
法
益
の
性
質
、
被
害
者
の
意
思
決
定
の
三
つ
の
関
係
が
絡
ん
で
い
る
。
以
下
、
分
析
し
た
い
。

⑵
ま
ず
、
行
為
者
の
行
為
と
被
害
者
の
意
思
決
定
に
つ
い
て
で
あ
る
。
法
益
関
係
的
錯
誤
説
は
、
脅
迫
行
為
や
強
制
行
為
の
場
合
、
被

害
者
は
法
益
処
分
に
つ
い
て
正
し
く
認
識
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
法
益
関
係
的
錯
誤
は
な
い
と
捉
え
る
。
し
か
も
、
欺
罔
行
為
に
よ
る
場

合
と
比
較
し
て
、
被
害
者
の
法
益
処
分
に
対
す
る
認
識
は
脅
迫
の
方
が
よ
り
明
確
と
し
て
い
る
節
が
あ
る
。

山
中
は
、「
同
意
者
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
た
意
思
は
「
真
意
」
に
合
致
し
な
い
が
、
同
意
者
自
身
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
法
益
放

棄
に
関
す
る
効
果
意
思
自
体
は
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
思
形
成
過
程
に
瑕
疵
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
脅
迫
は
法

五
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益
関
係
的
で
あ
る
（
93
）

。」
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
被
害
者
を
利
用
し
た
殺
人
の
擬
律
に
関
し
、
佐
伯
は
「
脅
迫
と
欺
罔
を
単
純
に
比
較
す
る
こ

と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
脅
迫
に
よ
る
殺
人
は
、
害
悪
を
告
知
し
て
被
害
者
に
死
を
選
択
さ
せ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
刑
法
が
生
命
を
最
も
重

要
な
法
益
と
し
て
い
る
以
上
、
生
命
の
喪
失
よ
り
も
重
大
な
害
悪
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
従
っ
て
、
脅
迫
・
威
迫
を
用
い
て
死

ぬ
こ
と
の
認
識
の
あ
る
被
害
者
を
利
用
し
た
殺
人
罪
を
認
め
る
の
は
、
欺
罔
を
用
い
る
場
合
に
比
べ
て
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
94
）

」

と
さ
れ
る
。
佐
伯
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
処
分
法
益
を
は
っ
き
り
と
認
識
し
て
い
る
の
は
、
欺
罔
さ
れ
た
被
害
者
で
は
な
く
、
脅
迫
さ
れ
た

被
害
者
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
脅
迫
さ
れ
た
被
害
者
は
処
分
法
益
の
内
容
を
明
確
に
認
識
し
て
い
る
た
め
、
背
後
者
が
被
害
者
を
意

の
ま
ま
に
統
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
し
て
い
る
。

⑶
法
益
処
分
の
内
容
と
被
害
者
の
認
識
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
考
察
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
生
命
侵
害
や
生
命
へ
の
危
険
性
の
高
い

重
傷
害
を
め
ぐ
っ
て
、
法
益
関
係
的
錯
誤
説
は
、
そ
れ
ら
の
法
益
は
、
何
か
の
動
機
に
基
づ
い
て
、
あ
る
い
は
何
か
の
目
的
の
た
め
に
処

分
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
そ
れ
自
体
が
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
法
益
処
分
の
自
由
は
認
め
ら
れ
な
い
、
と
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
素
朴
に
矛
盾
を
感
じ
る
。
第
一
に
、
財
産
法
益
と
比
べ
て
、
保
護
の
必
要
性
が
高
い
は
ず
の
生
命
お
よ
び
身
体
法
益

に
つ
い
て
、
法
益
関
係
的
錯
誤
を
認
め
る
余
地
が
な
ぜ
狭
ま
る
の
か
。
そ
こ
で
、
最
近
、
生
命
と
生
命
侵
害
の
危
険
の
高
い
傷
害
と
の
間

に
、
保
護
の
相
対
化
を
認
め
る
見
解
も
法
益
関
係
的
錯
誤
説
の
陣
営
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
（
95
）

。
そ
れ
に
よ
る
と
、
生
命
侵
害
の
危
険
性
の
高

い
傷
害
の
場
合
は
、
被
害
者
の
同
意
の
存
在
は
認
め
う
る
、
つ
ま
り
本
来
的
に
は
不
可
罰
で
あ
る
が
、
ま
さ
し
く
生
命
保
護
の
観
点
か
ら

同
意
の
有
効
性
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
図
式
を
生
命
に
当
て
は
め
る
と
、
重
大
な
傷
害
の
場
合
と

比
べ
て
、
保
護
が
手
薄
に
な
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
れ
が
第
二
の
疑
問
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
死
に
関
す
る
被
害
者
の
同
意
に
つ
い
て

法
益
関
係
的
錯
誤
が
な
く
有
効
の
場
合
は
刑
法
二
〇
二
条
が
成
立
す
る
が
、
そ
れ
を
上
回
る
生
命
保
護
の
必
要
性
の
余
地
は
認
め
な
い
の

五
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（
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三
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で
あ
る
。

な
ぜ
右
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
を
法
益
関
係
的
錯
誤
説
は
採
る
の
か
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
法
益
の
価
値
の
内
容
と
被
害
者
の
意
思
決
定
の

問
題
が
実
は
連
動
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

自
己
が
享
受
し
て
い
る
法
益
を
放
棄
す
る
こ
と
は
、
他
者
に
よ
る
自
己
に
対
す
る
適
法
な
侵
害
行
為
を
許
容
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
来
、

被
害
者
は
そ
の
よ
う
な
事
態
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
と
り
わ
け
、
生
命
や
身
体
の
よ
う
に
自
己
の
重
大
な
法
益
を
処
分
す
る
こ
と
は
、

自
己
の
存
在
自
体
を
否
定
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
か
ね
ず
、
一
般
的
に
は
あ
り
え
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
の
重
大
な
法
益
を
被
害
者

が
処
分
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
意
す
る
ま
で
の
間
に
さ
ま
ざ
ま
な
規
範
的
障
害
が
通
常
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
特
に
、
生
命
お
よ
び
身

体
の
重
要
部
分
を
処
分
す
る
決
定
を
被
害
者
が
下
す
こ
と
は
、
通
常
は
考
え
ら
れ
な
い
た
め
、
そ
の
決
定
は
、
相
当
な
規
範
的
障
害
を
乗

り
越
え
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
被
害
者
の
自
由
が
は
た
ら
い
て
い
る
（
96
）

。
し
た
が
っ
て
、
被
害
者
は
処
分
す
る
べ
き
法
益
を
適
切
に
認

識
し
て
お
り
、
こ
と
に
重
大
な
法
益
の
場
合
は
な
お
さ
ら
そ
の
よ
う
に
評
し
う
る
、
と
。

⑷
行
為
者
側
の
行
為
と
被
害
者
の
意
思
決
定
、
お
よ
び
、
法
益
の
内
容
と
被
害
者
の
意
思
決
定
、
の
分
析
が
私
見
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
緊
急
状
態
の
錯
誤
は
、
法
益
関
係
的
錯
誤
説
の
趣
旨
に
従
え
ば
、
法
益
関
係
的
錯
誤
は
な
い
、
と
す
る
の
が
筋
で
あ

ろ
う
。

緊
急
状
態
の
欺
罔
は
、
被
害
者
側
か
ら
み
れ
ば
脅
迫
に
近
い
か
た
ち
で
心
理
面
が
圧
迫
さ
れ
る
。
処
分
が
迫
ら
れ
る
法
益
の
内
容
を
被

害
者
側
は
適
切
に
認
識
し
て
い
る
。
法
益
を
処
分
す
る
に
際
し
て
は
規
範
的
障
害
が
あ
る
の
が
通
例
で
あ
り
、
そ
の
法
益
の
価
値
が
高
け

れ
ば
高
い
ほ
ど
、
相
当
な
規
範
的
障
害
が
通
常
存
在
し
う
る
か
ら
、
そ
こ
で
の
法
益
処
分
の
決
断
は
自
由
の
所
産
で
あ
る
と
見
る
べ
き
で

あ
る
。
し
か
も
、
自
己
の
法
益
を
処
分
す
る
決
断
を
し
な
け
れ
ば
、
他
の
重
要
な
法
益
が
侵
害
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、

五
七
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緊
急
状
態
の
錯
誤
に
お
い
て
も
規
範
的
障
害
が
存
在
す
る
。
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
の
だ
か
ら
、
被
害
者
の
意
思
決
定
は
自
由
で
あ
っ
た
。

法
益
関
係
的
錯
誤
説
の
本
旨
に
従
え
ば
、
や
は
り
法
益
関
係
的
錯
誤
は
な
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

⑸
し
か
し
な
が
ら
、
同
説
支
持
者
か
ら
、
緊
急
状
態
の
欺
罔
に
よ
る
錯
誤
に
つ
い
て
は
自
説
を
貫
徹
で
き
な
い
旨
の
主
張
が
な
さ
れ
て

い
る
。

山
中
は
「
同
意
者
が
、
優
越
す
る
法
益
に
迫
る
侵
害
の
急
迫
す
る
危
険
が
あ
る
と
錯
誤
し
て
自
ら
の
法
益
の
放
棄
を
決
意
し
た
よ
う
な

場
合
に
は
、
そ
の
決
意
は
価
値
的
に
自
由
に
な
さ
れ
た
と
は
言
い
得
な
い
（
97
）

」
と
さ
れ
る
。
他
人
を
救
助
す
る
た
め
に
自
分
の
法
益
を
犠
牲

に
す
る
こ
と
は
「
い
わ
ば
人
間
の
価
値
観
・
倫
理
観
に
拘
束
さ
れ
て
自
ら
の
法
益
を
放
棄
す
る
よ
う
決
意
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
情
」

が
あ
り
（
98
）

、「
刑
法
は
、
人
間
の
本
能
に
根
差
す
、
自
由
を
奪
わ
れ
た
状
況
に
お
け
る
行
為
を
非
難
し
処
罰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
か
ら

で
あ
る
（
99
）

、
と
。
そ
の
後
、
右
見
解
を
敷
衍
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。「
緊
急
状
態
下
に
あ
る
よ
り
大
き
い
と
思
わ
れ
る
法
益
を
救
う
た
め

に
、
そ
れ
と
の
相
関
関
係

・

・

・

・

・

・

・

・

（
傍
点
、
管
見
）
に
お
い
て
、
自
ら
の
犠
牲
に
す
る
法
益
の
相
対
的
価
値
に
つ
い
て
錯
誤
し
た
が
ゆ
え
に
、
法

益
の
相
対
的
価
値
の
錯
誤
が
あ
る
（
100
）

」
と
し
て
、
法
益
関
係
的
錯
誤
が
存
在
す
る
場
合
に
準
じ
て
取
り
扱
い
、
そ
の
有
効
性
を
否
定
す
る
。

山
口
は
、
山
中
が
緊
急
状
態
の
錯
誤
を
法
益
関
係
的
錯
誤
と
関
連
づ
け
て
説
明
す
る
こ
と
に
警
戒
を
示
し
（
101
）

、「
緊
急
状
態
の
錯
誤
独
自

の
問
題
」
と
し
て
把
握
し
、
猛
獣
射
殺
事
例
と
角
膜
移
植
事
例
を
念
頭
に
お
き
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

第
一
に
、
緊
急
状
態
が
現
実
に
存
在
し
た
場
合
も
そ
れ
が
欺
罔
さ
れ
た
場
合
も
、
被
害
者
の
意
思
が
抑
圧
さ
れ
た
程
度
に
差
は
な
い
と

し
て
、
林
（
幹
）
の
主
観
的
自
由
意
思
喪
失
的
錯
誤
説
を
批
判
す
る
（
102
）

。

そ
の
上
で
、
第
二
に
、
緊
急
状
態
の
錯
誤
が
現
実
に
存
在
し
た
場
合
を
ま
ず
検
討
す
る
。
こ
こ
で
は
脅
迫
的
強
要
事
例
（
行
為
者
が
事

実
を
支
配
）
と
緊
急
状
態
事
例
（
行
為
者
以
外
の
事
情
に
起
因
）
と
を
比
較
す
る
（
103
）

。
前
者
に
つ
い
て
は
、
行
為
者
が
現
に
存
在
す
る
緊
急
状
態

五
八
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を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
被
害
者
の
自
由
意
思
を
制
約
し
強
制
し
て
い
る
と
し
て
、
被
害
者
の
同
意
を
無
効
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
緊

急
状
態
事
例
は
、
行
為
者
に
よ
っ
て
脅
迫
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
法
益
主
体
が
意
思
決
定
を
行
う
自
由
が
な
お
存
在
す
る
。

第
三
に
、
緊
急
状
態
が
欺
罔
さ
れ
た
場
合
、
ま
ず
そ
れ
が
真
実
で
あ
っ
た
と
仮
定
し
た
と
き
に
法
益
関
係
的
錯
誤
が
あ
る
か
を
問
う
（
104
）

。

猛
獣
射
殺
事
例
に
つ
い
て
は
、
真
実
な
ら
ば
緊
急
避
難
が
可
能
で
あ
る
か
ら
、
猛
獣
の
法
益
価
値
に
関
す
る
錯
誤
が
あ
る
と
し
、
法
益
関

係
的
錯
誤
が
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
角
膜
移
植
事
例
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
真
実
だ
と
し
て
も
緊
急
避
難
に
は
あ
た
ら
な
い
か
ら

法
益
の
価
値
が
客
観
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
加
え
て
、
身
体
法
益
は
何
か
の
目
的
の
た
め
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
か

ら
、
法
益
関
係
的
錯
誤
は
な
い
。

し
か
し
、
第
四
に
、
角
膜
移
植
事
例
に
お
い
て
は
被
害
者
の
意
思
が
強
く
抑
圧
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
め
ず
、
被
害
者
の
自
由
意
思
が

制
約
さ
れ
て
い
る
点
で
は
、
脅
迫
的
強
要
事
例
と
同
じ
で
あ
る
、
と
し
て
、
同
意
の
有
効
性
を
否
定
す
る
。

⑹
右
の
諸
見
解
は
、「
法
益
関
係
的
錯
誤
が
な
け
れ
ば
被
害
者
の
意
思
決
定
は
自
由
で
あ
る
」
と
い
う
法
益
関
係
的
錯
誤
説
の
前
提
は

修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
被
害
者
に
お
け
る
、
法
益
放
棄
の
認
識
と
そ
の
意
思
決
定
過
程
と
を
区
分
け
せ
ず
に
、

ま
た
両
者
の
関
係
を
考
慮
す
る
こ
と
な
し
に
、
意
思
決
定
は
自
由
で
あ
る
と
断
定
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
同
説
の
欠
陥
が
あ
る
と
い
え
よ

う
。
こ
の
点
、
山
中
の
見
解
は
理
解
で
き
る
。
緊
急
状
態
の
錯
誤
を
脅
迫
的
強
要
事
例
と
パ
ラ
レ
ル
に
扱
い
被
害
者
の
意
思
決
定
過
程
を

重
視
し
た
山
口
の
見
解
も
首
肯
し
う
る
。

し
か
し
、
山
口
説
に
対
し
て
は
い
く
つ
か
疑
問
が
あ
る
。
第
一
に
、
脅
迫
と
欺
罔
と
を
比
較
し
た
と
き
に
、
法
益
関
係
的
錯
誤
説
は
従

来
か
ら
前
者
の
方
が
処
分
法
益
を
適
切
に
認
識
し
て
い
る
と
捉
え
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
と
の
矛
盾
に
対
し
て
ど
う
考
え
て

い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
第
二
に
、
法
益
関
係
的
錯
誤
の
有
無
を
検
討
し
、
そ
れ
が
な
い
場
合
に
、
さ
ら
に
被
害
者
の
意
思
決
定
過
程

五
九
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を
検
討
す
る
が
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
二
段
構
え
を
採
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
、
で
あ
る
。
第
三
に
、
身
体
法
益
の
保
護
の
在
り
方
で

あ
る
。
人
の
身
体
は
あ
く
ま
で
も
全
体
と
し
て
保
護
対
象
に
な
る
と
さ
れ
る
（
105
）

。
移
植
術
は
、
あ
る
程
度
重
要
な
部
分
を
他
者
に
提
供
す
る

術
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
他
者
の
健
康
状
態
を
よ
り
よ
く
す
る
目
的
の
た
め
に
、
自
己
の
身
体
部
分
を
提
供
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
移
植

術
を
め
ぐ
る
錯
誤
は
法
益
関
係
的
錯
誤
は
な
い
と
す
る
と
、
身
体
の
保
護
に
や
は
り
欠
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑺
被
害
者
の
同
意
の
有
効
性
を
判
断
す
る
上
で
重
要
な
の
は
、
法
益
関
係
的
錯
誤
よ
り
も
む
し
ろ
被
害
者
の
意
思
決
定
過
程
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
問
題
と
な
る
の
は
、
被
害
者
の
意
思
決
定
が
自
由
に
な
さ
れ
た
の
か
否
か
を
決
め

る
基
準
で
あ
る
。
管
見
に
よ
れ
ば
、
行
為
者
側
の
行
為
と
の
関
係
で
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
が
、
拙
稿
に
お
い
て
は
今

後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
し
、
緊
急
避
難
の
法
益
衡
量
が
被
害
者
の
意
思
決
定
の
自
由
を
判
断
す
る
に
役
立
つ
（
106
）

と
の
指
摘
が

な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
こ
と
に
異
を
唱
え
た
い
。

緊
急
避
難
の
法
益
衡
量
的
枠
組
み
が
被
害
者
の
意
思
決
定
の
自
由
を
判
断
す
る
際
に
ど
う
役
立
つ
か
は
、
い
く
つ
か
な
お
検
討
を
要
す

る
と
思
わ
れ
る
。
緊
急
避
難
は
そ
の
性
質
上
、
被
侵
害
法
益
と
保
全
法
益
と
の
均
衡
が
厳
し
く
求
め
ら
れ
る
。

こ
の
図
式
を
、
被
害
者
の
法
益
処
分
、
裏
面
か
ら
い
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
被
害
者
に
対
す
る
法
益
侵
害
行
為
を
正
当
化
で
き
る
か
が
問

わ
れ
て
い
る
場
面
に
当
て
は
め
る
と
、
い
く
つ
か
の
疑
問
が
出
て
く
る
。
第
一
に
、
被
害
者
の
生
命
、
す
な
わ
ち
被
害
者
の
自
死
が
問
題

と
な
る
事
例
に
当
て
は
め
る
と
、
被
害
者
の
同
意
が
無
効
と
な
る
余
地
は
極
め
て
狭
ま
る
と
予
想
さ
れ
る
。
生
命
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
も

保
全
す
る
べ
き
法
益
は
考
え
ら
れ
な
い
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
107
）

。
現
に
、
福
岡
高
宮
崎
支
判
平
成
元
年
三
月
二
四
日
に
つ
い
て
、
三
、

四
ヶ
月
刑
務
所
に
入
る
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
殺
人
罪
と
し
た
判
決
に
疑
問
を
呈
す
る
見
解
が
あ
る
（
108
）

。
ま
た
、
自
殺
の
意
味
に

対
す
る
判
断
能
力
が
鈍
っ
て
い
る
と
は
生
命
と
い
う
法
益
の
性
質
上
考
え
づ
ら
い
と
さ
れ
る
（
109
）

。
第
二
に
、
逆
に
、
保
全
法
益
の
方
が
被
侵
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害
法
益
よ
り
も
価
値
が
高
い
場
合
、
被
害
者
の
同
意
は
自
由
に
な
さ
れ
た
と
い
う
方
向
に
傾
き
や
す
い
が
、
は
た
し
て
そ
う
言
え
る
の
か

は
、
な
お
一
層
の
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
。

法
益
関
係
的
錯
誤
説
が
緊
急
状
態
の
錯
誤
に
お
い
て
自
説
を
貫
徹
す
る
こ
と
を
や
め
る
の
は
、
法
益
に
対
す
る
認
識
だ
け
で
意
思
決
定

の
自
由
を
判
断
し
う
る
と
い
う
前
提
自
体
に
誤
り
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

第
四
章　

ま
と
め

以
上
、
わ
が
国
に
お
け
る
法
益
関
係
的
錯
誤
説
に
対
す
る
疑
問
を
析
出
し
て
き
た
。

第
一
に
、
刑
法
の
行
為
規
範
性
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
眺
め
る
と
き
、
た
と
え
被
害
者
が
放
棄
す
る
べ
き
法
益
を
正
確
に
認
識
し
て
い

た
と
し
て
も
、
欺
く
行
為
を
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
面
は
十
分
に
あ
り
う
る
。
第
二
に
、「
法
益
関
係
的
」
と
さ
れ
る
範
囲
が
著

し
く
拡
張
さ
れ
た
結
果
、
法
益
の
内
実
が
希
薄
化
さ
れ
、
脱
個
人
法
益
化
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
法
益
論
的
観
点
か
ら
許
容
さ
れ

る
の
だ
ろ
う
か
。
第
三
に
、
処
分
法
益
に
対
す
る
行
為
者
の
認
識
を
同
説
は
重
視
し
、
法
益
の
価
値
と
被
害
者
に
よ
る
意
思
決
定
の
自
由

を
連
動
さ
せ
よ
う
と
す
る
が
、
そ
も
そ
も
、
そ
の
手
法
自
体
に
誤
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

右
の
論
点
を
析
出
し
た
と
こ
ろ
で
拙
稿
の
作
業
は
小
休
止
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
右
の
更
な
る
解
明
は
自
己
の
責
務
で
あ
る
。
た
だ
し
、

お
そ
ら
く
、
法
益
関
係
的
錯
誤
説
を
貫
く
こ
と
は
、
管
見
に
よ
れ
ば
、
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。
行
為
規
範
性
に
依
拠
す
る
法
益
保
護
を
目

指
す
刑
法
の
観
点
か
ら
、
被
害
者
の
同
意
論
は
再
構
築
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
欺
罔
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
被
害
者
の
同
意
に
つ
い
て
は
、

重
大
な
錯
誤
説
に
正
し
さ
が
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
序
論
的
考
察
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
必
ず
他
日
に
対
案
を
示
し
て
い

六
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
五
一
八
）

き
た
い
。

（
1
） 
拙
稿
で
は
、
さ
し
あ
た
り
、
構
成
要
件
該
当
性
阻
却
事
由
と
し
て
の
合
意
と
違
法
性
阻
却
事
由
と
し
て
の
同
意
と
を
同
じ
問
題
と
捉
え
、
被
害

者
の
同
意
の
語
を
用
い
る
。

（
2
） 

一
九
八
〇
年
ご
ろ
ま
で
の
わ
が
国
に
お
け
る
議
論
動
向
に
つ
い
て
は
、
川
原
広
美
「
刑
法
に
お
け
る
被
害
者
の
同
意
（
1
）」
北
法
三
一
巻
一

号
（
一
九
八
〇
年
）
二
一
〇
頁
を
参
照
。
川
原
に
よ
る
と
、
三
つ
の
段
階
が
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
第
一
に
、
公
的
利
益
を
侵
害
し
な
い
限
り

で
正
当
化
事
由
と
し
て
の
同
意
を
承
認
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
同
意
の
具
体
的
要
件
の
設
定
、
同
意
効
力
の
限
界
を
画
す
基
準
の
提
示
と
い
っ
た
個

別
的
問
題
に
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
第
三
に
、
よ
り
一
般
的
な
理
論
分
析
に
加
え
て
、
も
う
一
度
そ
の
先
の
前
提
を
洗
い
直
そ
う
と
す
る

こ
と
、
で
あ
る
。
法
益
関
係
的
錯
誤
説
は
第
二
、
第
三
の
段
階
に
関
わ
る
と
い
え
よ
う
。

（
3
） 

山
中
敬
一
「
被
害
者
の
同
意
に
お
け
る
意
思
の
欠
缺
」
関
法
三
三
巻
三･

四･

五
合
併
号
（
一
九
八
三
年
）
二
七
一
頁
以
下
、
佐
伯
仁
志
「
被

害
者
の
錯
誤
に
つ
い
て
」
神
戸
法
学
年
報
一
号
（
一
九
八
五
年
）
五
一
頁
以
下
。

（
4
） 

主
な
研
究
書
と
し
て
、
塩
谷
毅
『
被
害
者
の
承
諾
と
自
己
答
責
性
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
四
年
）、
須
之
内
克
彦
『
刑
法
に
お
け
る
被
害
者

の
同
意
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
5
） 

被
害
者
に
も
焦
点
を
当
て
た
代
表
的
著
作
と
し
て
、
島
田
聡
一
郎
『
正
犯
・
共
犯
論
の
基
礎
理
論
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）
な

ど
が
あ
る
。

（
6
） 

加
藤
摩
耶
「
刑
法
に
お
け
る
自
己
決
定
の
意
義
と
射
程
│
「
共
生
」
を
視
点
に
入
れ
た
序
論
的
考
察
│
」
広
法
二
六
巻
三
号
二
五
一
頁
以
下
。

（
7
） 

深
町
晋
也
「
危
険
引
き
受
け
論
に
つ
い
て
」
本
郷
法
政
紀
要
九
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
一
二
一
頁
以
下
、
同
「
主
観
的
正
当
化
要
素
と
し
て
の
同

意
の
認
識
の
要
否
│
同
意
の
処
罰
阻
却
効
果
の
「
絶
対
性
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
│
」
岡
法
五
一
巻
四
号
七
六
一
頁
以
下
。

（
8
） 

佐
藤
陽
子
『
被
害
者
の
承
諾
│
各
論
的
考
察
に
よ
る
再
構
成
│
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）。

（
9
） A

rzt, W
illensm

ängel bei der E
inw
illigung 

（1970

）.

六
二



わ
が
国
に
お
け
る
法
益
関
係
的
錯
誤
説
に
対
す
る
疑
問
（
野
村
）

（
一
五
一
九
）

（
10
） 

小
林
憲
太
郎
「
い
わ
ゆ
る
「
法
益
関
係
的
錯
誤
」
の
意
義
と
限
界
」
同
『
刑
法
的
帰
責
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
七
年
）
所
収
二
二
七
頁
以
下
は
、

「
法
益
関
係
的
錯
誤
説
の
市
民
権
を
い
っ
そ
う
強
化
」（
二
二
八
頁
）
す
る
こ
と
を
狙
う
。

（
11
） V

gl., z.B
., L
enkner, in: S

chönke/S
chröder, S

tG
B
 K
om
m
entar,18. A

ufl .（1978

）, S
.403, R

n. 50.

（
12
） L

enkner, S
ternberg-L

ieben, in: S
chönke/S

chröder, S
tG
B
 K
om
m
entar, 29. A

ufl .（2014

）, S
.588ff , R

n. 29-31, 32f, 46-48.

（
13
） 

ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
を
捉
え
た
も
の
と
し
て
、
森
永
真
綱
・
後
掲
論
文
（
注
59
）
二
四
四
頁
注
一
八
、
同
「
欺
罔
に
よ
り
得
ら
れ
た
法
益
主

体
の
同
意
」
川
端
・
浅
田
・
山
口
・
井
田
編
『
理
論
刑
法
学
の
探
究
4
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）
所
収
一
三
五
頁
以
下
を
参
照
。

な
お
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
欺
罔
お
よ
び
強
制
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
被
害
者
の
同
意
の
有
効
性
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
を
め
ぐ
り
、
次
の

よ
う
な
見
解
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
（V

gl., T
hom
as R
önnau, in: L

eipziger K
om
m
entar, 12. A

ufl .（2006

）, Z
w
eiter B

and, V
orbem

erkungen 

zu den §§
 32 ff , S

.191ff .
）。
す
な
わ
ち
、
一
律
無
効
説
（A

m
elung

な
ど
。
近
年
有
力
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
さ
れ
る
。
な
お
、A

m
elung

説
に

つ
い
て
は
、
須
之
内
・
前
掲
注
（
4
）
一
〇
六
頁
以
下
を
参
照
。）、
個
別
判
断
説
（
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
や
連
邦
通
常
裁
判
所
の
立
場
）、
法
益
関
係
的

錯
誤
説
（A

rzt, R
udolphi, S

chm
idhäuser

ら
）、
客
観
的
帰
属
説
（H

irsch, R
oxin

ら
）、
が
存
在
す
る
（R

n. 198

）。

こ
の
う
ち
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
有
効
と
す
る
法
益
関
係
的
錯
誤
説
に
対
し
て
は
、
法
益
関
係
的
錯
誤
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
被
害
者
の
意
思

決
定
は
自
由
と
い
え
な
い
場
面
が
あ
り
得
る
と
い
う
指
摘
（R

n. 198

）
や
、
被
害
者
が
法
益
を
犠
牲
に
し
た
目
的
を
同
説
が
度
外
視
し
、
被
害
者

に
と
っ
て
完
全
に
意
味
の
な
い
意
思
決
定
の
責
任
を
被
害
者
に
負
わ
せ
て
い
る
と
の
批
判
、
さ
ら
に
、
法
益
の
交
換
そ
れ
自
体
も
刑
法
に
よ
る
保
護

の
範
囲
に
含
め
な
け
れ
ば
刑
事
政
策
的
に
耐
え
が
た
い
と
の
指
摘
が
あ
る
（R

n. 199

）。
そ
し
て
、
も
は
や
法
益
関
係
的
錯
誤
説
以
外
の
解
決
を
模

索
す
る
動
き
が
有
力
化
し
つ
つ
あ
る
（R

n. 200, 201

）。

な
お
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
益
関
係
的
錯
誤
説
を
め
ぐ
る
議
論
状
況
に
関
す
る
分
析
は
、
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
ず
、
別
稿
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
14
） 

保
険
金
を
詐
取
す
る
た
め
、
愚
鈍
に
し
て
被
告
人
を
厚
く
信
頼
し
て
い
た
被
害
者
を
欺
き
、
被
害
者
に
自
殺
さ
せ
た
事
案
。
弁
護
人
は
、
被
告

人
が
け
し
か
け
た
行
為
が
荒
唐
無
稽
で
あ
り
実
現
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
被
害
者
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
、
生
活
困
窮
の
た
め
す
で
に
自
殺
意
思
を

被
害
者
が
固
め
て
い
た
こ
と
、
被
害
者
は
知
能
の
面
に
も
問
題
が
な
か
っ
た
こ
と
、
を
あ
げ
て
、
一
九
九
条
に
は
該
当
し
な
い
、
と
主
張
し
て
い
た
。

（
15
） 

被
告
人
は
、
自
己
の
犯
し
た
不
倫
を
清
算
す
る
た
め
、
子
四
名
と
無
理
心
中
を
図
り
、
本
人
は
そ
れ
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
事
案
。

六
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
五
二
〇
）

弁
護
人
は
、
子
の
う
ち
、
五
歳
一
一
か
月
の
長
男
は
被
告
人
に
対
し
「
早
く
死
す
べ
き
」
旨
を
催
促
し
た
の
だ
か
ら
、
刑
法
二
〇
二
条
が
成
立
す
る

と
主
張
し
て
い
た
。

（
16
） 
山
中
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
二
七
三
頁
。

（
17
） 
山
中
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
二
七
三
│
二
七
四
頁
。

（
18
） 

緊
急
状
態
の
錯
誤
の
問
題
を
指
摘
し
た
。

（
19
） 

佐
伯
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
五
一
頁
。

（
20
） 

佐
伯
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
五
四
頁
。

（
21
） 

佐
伯
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
五
四
頁
。

（
22
） 

佐
伯
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
五
九
頁
。

（
23
） 

佐
伯
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
五
九
頁
。V
gl., A

rzt, a.a.O
. 

（
前
掲
注
9
）, S

.17f, 20f. 

ア
ル
ツ
ト
は
、
刑
法
は
保
護
法
益
を
個
別
に
設
定
し

て
お
り
、
法
益
を
超
え
た
被
害
者
の
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
を
刑
法
は
断
念
す
る
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
。

（
24
） 

山
口
厚
は
佐
伯
の
こ
の
見
解
（
前
掲
注
23
）
を
よ
り
一
般
化
し
、
法
益
関
係
的
錯
誤
説
の
決
定
的
論
拠
は
保
護
法
益
の
内
実
を
客
観
的
に
限
定

的
に
理
解
す
る
こ
と
で
あ
り
、
処
罰
規
定
の
保
護
目
的
を
逸
脱
す
る
処
罰
を
防
ぐ
役
割
を
同
説
は
担
う
と
す
る
。
山
口
「
欺
罔
に
基
づ
く
「
被
害

者
」
の
同
意
」
廣
瀬
・
多
田
編
『
田
宮
裕
博
士
追
悼
論
集
上
巻
』（
信
山
社
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）
所
収
三
二
二
│
三
二
三
頁
。

（
25
） 

佐
伯
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
六
一
頁
。

（
26
） 

佐
伯
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
六
一
頁
。

（
27
） 

佐
伯
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
六
二
頁
。

（
28
） 

佐
伯
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
六
三
│
六
五
頁
。

（
29
） 

井
田
良
『
刑
法
総
論
の
理
論
構
造
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
五
年
）
一
九
九
頁
以
下
。

（
30
） 

結
果
無
価
値
論
陣
営
か
ら
も
批
判
的
見
解
が
出
さ
れ
て
い
る
。
林
美
月
子
「
錯
誤
に
基
づ
く
同
意
」
松
尾
・
芝
原
編
『
刑
事
法
学
の
現
代
的
状

況
』
内
藤
謙
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
（
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
）
所
収
二
一
頁
以
下
。
林
幹
人
「
錯
誤
に
基
づ
く
被
害
者
の
同
意
」
芝
原
・
西
田
・

六
四



わ
が
国
に
お
け
る
法
益
関
係
的
錯
誤
説
に
対
す
る
疑
問
（
野
村
）

（
一
五
二
一
）

井
上
編
『
松
尾
浩
也
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
上
巻
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
八
年
）
所
収
二
三
四
頁
以
下
、
同
『
刑
法
総
論
〔
第
二
版
〕』（
東
京
大
学

出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
）
一
六
九
頁
以
下
。

林
（
幹
）
の
説
く
主
観
的
自
由
意
思
喪
失
的
錯
誤
説
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。「
被
害
者
が
自
由
意
思
を
喪
失
し
た
か
ど
う
か
を
問
題
と
す

る
に
あ
た
っ
て
は
、
彼
が
そ
の
処
分
し
た
法
益
に
ど
れ
ほ
ど
の
価
値
を
認
め
て
い
た
か
を
問
題
と
し
、
他
方
、
処
分
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
る
と
信
じ
た
利
益
に
ど
れ
ほ
ど
の
価
値
を
認
め
て
い
た
か
を
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
被
害
者
自
身
の
価
値
観
に
と
っ
て
、
も
た
ら
さ
れ

る
と
信
じ
た
利
益
の
価
値
が
処
分
さ
れ
る
法
益
の
価
値
を
は
る
か
に
凌
駕
す
る
た
め
に
、
も
は
や
衡
量
の
余
地
な
く
問
題
の
法
益
を
処
分
せ
ざ
る
を

え
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
れ
ば
、
彼
は
そ
の
法
益
処
分
の
意
思
決
定
に
つ
い
て
、
不
自
由
で
あ
る
。」（
林
（
幹
）・「
錯
誤
に
基
づ
く
被
害
者
の
同

意
」
二
五
〇
頁
）
と
さ
れ
る
。

（
31
） 

最
判
昭
和
三
三
年
の
あ
と
に
次
の
よ
う
な
判
決
が
出
さ
れ
て
い
る
。
仙
台
高
判
昭
和
三
六
年
一
〇
月
二
四
日
（
高
刑
一
四
巻
七
号
五
〇
六
頁
、

判
タ
一
二
七
号
五
九
頁
）
は
、
出
産
さ
れ
て
は
離
別
で
き
な
く
な
る
と
悩
ん
だ
被
告
人
が
内
縁
の
妻
に
対
し
て
、
堕
胎
を
し
な
け
れ
ば
離
別
す
る
が

堕
胎
を
す
れ
ば
籍
を
入
れ
る
、
と
心
に
も
な
い
こ
と
を
申
し
向
け
、
そ
の
結
果
、
妻
が
堕
胎
を
承
諾
し
た
事
案
に
つ
い
て
、
堕
胎
さ
せ
て
身
軽
に
し

た
上
で
離
別
し
よ
う
と
い
う
被
告
人
の
悪
意
を
事
前
に
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
被
害
者
は
堕
胎
に
同
意
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
入
籍
し
て
法
律
上

の
夫
婦
に
な
る
こ
と
は
内
縁
関
係
に
あ
る
妻
が
等
し
く
願
う
こ
と
で
あ
ろ
う
、
と
し
て
、
堕
胎
の
同
意
を
否
定
し
た
。

（
32
） 

新
潟
地
判
昭
和
四
六
年
一
一
月
一
二
日
（
刑
月
三
巻
一
一
号
一
四
七
五
頁
、
判
タ
二
七
四
号
三
五
三
頁
。
暗
黙
の
承
諾
を
認
定
）、
横
浜
地
判

昭
和
五
九
年
一
月
二
六
日
（
判
時
一
一
一
〇
号
一
三
五
頁
。
嘱
託
殺
人
未
遂
。
訴
因
は
普
通
殺
人
未
遂
）、
浦
和
地
判
平
成
四
年
一
二
月
二
五
日

（
判
時
一
五
〇
五
号
一
五
九
頁
）、
横
浜
地
判
平
成
一
七
年
四
月
七
日
（
判
タ
一
一
九
二
号
二
九
九
頁
。
予
備
的
訴
因
の
承
諾
殺
人
罪
を
認
め
る
）
な

ど
。

（
33
） 

前
掲
注
22
、
注
23
。

（
34
） 

例
え
ば
、
大
阪
高
判
昭
和
四
〇
年
六
月
七
日
（
下
刑
七
巻
六
号
一
一
六
六
頁
）、
東
京
地
判
昭
和
五
二
年
六
月
八
日
（
判
時
八
七
四
号
一
〇
三

頁
）、
東
京
高
判
昭
和
五
二
年
一
一
月
二
九
日
（
東
高
刑
時
報
二
八
巻
一
一
号
一
四
三
頁
）、
大
阪
地
判
昭
和
五
二
年
一
二
月
二
六
日
（
判
時
八
九
三

号
一
〇
四
頁
、
判
タ
三
五
九
号
三
〇
九
頁
）
な
ど
。
な
お
、
最
高
裁
も
局
部
の
切
断
に
つ
い
て
被
害
者
の
同
意
が
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
の
違
法
性
は

六
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
五
二
二
）

阻
却
さ
れ
な
い
と
し
て
い
る
（
最
決
昭
和
二
五
年
一
一
月
一
六
日
、
裁
判
集
刑
三
六
号
四
五
頁
）。
な
お
、
中
山
研
一
「
被
害
者
の
同
意
と
暴
行
・

傷
害
の
故
意
（
1
）
│
「
同
意
傷
害
」
に
関
す
る
判
例
の
分
析
│
」
北
陸
七
巻
四
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
一
頁
以
下
、
同
「
被
害
者
の
同
意
と
暴
行
・

傷
害
の
故
意
（
2･

完
）
│
「
同
意
傷
害
」
に
関
す
る
判
例
の
分
析
│
」
北
陸
八
巻
一
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
一
頁
以
下
も
あ
わ
せ
て
参
照
。

た
だ
し
、
性
交
の
手
段
た
る
暴
行
は
被
害
者
の
同
意
に
よ
っ
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
死
亡
し
た
場
合
は
過
失
致
死
罪
に
す
ぎ
な
い

と
す
る
大
阪
高
判
昭
和
二
九
年
七
月
一
四
日
（
高
刑
特
一
巻
四
号
一
三
三
頁
）
が
あ
る
。

（
35
） 

こ
れ
に
対
し
、
最
決
昭
和
五
五
年
一
一
月
一
三
日
（
刑
集
三
四
巻
六
号
三
九
六
頁
）
の
論
理
お
よ
び
結
論
に
は
問
題
が
あ
る
。
同
決
定
に
よ
れ

ば
、
被
害
者
の
承
諾
が
存
在
す
る
事
情
だ
け
で
な
く
、
①
承
諾
を
得
た
動
機
、
目
的
、
②
身
体
傷
害
の
手
段
、
方
法
、
③
損
傷
の
部
位
、
程
度
、
を

考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
本
件
は
保
険
金
騙
取
と
い
う
違
法
な
目
的
の
た
め
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
承
諾
は
違
法
で
あ
る
、

と
し
た
。
し
か
し
、
問
題
と
な
っ
た
傷
害
は
暴
行
罪
と
も
傷
害
罪
と
も
評
価
し
う
る
ほ
ど
軽
微
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
は
被

害
者
の
同
意
を
有
効
と
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

な
お
、
最
高
裁
昭
和
五
五
年
決
定
を
受
け
た
東
京
高
判
平
成
九
年
八
月
四
日
（
高
刑
五
〇
巻
二
号
一
三
〇
頁
）
は
、
非
医
師
に
よ
る
豊
胸
手
術
に

よ
り
被
害
者
が
死
亡
し
た
、
傷
害
致
死
罪
が
争
わ
れ
た
事
案
に
対
し
て
、
①
豊
胸
手
術
に
お
い
て
一
般
に
要
求
さ
れ
る
術
前
・
術
中
・
術
後
の
管
理

が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
②
鼻
部
や
乳
房
に
麻
酔
を
か
け
て
皮
切
し
た
点
、
を
重
要
視
し
、
同
手
術
は
、
身
体
に
対
す
る
重
大
な
損
傷
を
与
え
、

生
命
に
対
す
る
危
難
を
招
来
し
か
ね
な
い
極
め
て
無
謀
か
つ
危
険
な
行
為
で
あ
る
と
し
て
、
被
害
者
の
承
諾
は
無
効
で
あ
る
と
し
た
。

（
36
） 

最
決
平
成
一
九
年
七
月
一
七
日
（
刑
集
六
一
巻
五
号
五
二
一
頁
）、
最
決
平
成
二
二
年
七
月
二
九
日
（
刑
集
六
四
巻
五
号
八
二
九
頁
）、
最
決
平

成
二
六
年
三
月
二
八
日
に
出
さ
れ
た
三
判
例
（
事
件
番
号
は
そ
れ
ぞ
れ
、
平
成
二
五
年
（
あ
）
三
号
〔
刑
集
六
八
巻
三
号
五
八
二
頁
。
無
罪
〕、
平

成
二
五
年
（
あ
）
七
二
五
号
〔
刑
集
六
八
巻
三
号
六
四
六
頁
。
有
罪
〕、
平
成
二
五
年
（
あ
）
九
一
一
号
〔
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
掲
載
判
例
。

D
1-L
aw

判
例ID

28221971

。
無
罪
〕）、
最
決
平
成
二
六
年
四
月
七
日
（
裁
時
一
六
〇
一
号
六
頁
、
判
時
二
二
二
八
号
一
二
九
頁
、
判
タ

一
四
〇
三
号
八
八
頁
）。

（
37
） 

大
決
昭
和
三
年
一
二
月
二
一
日
（
大
審
院
刑
集
七
巻
七
七
二
頁
）。
こ
こ
で
は
、
因
果
関
係
を
超
え
た
限
定
を
加
え
て
、
詐
欺
罪
の
成
立
を
否

定
し
て
い
る
。
偽
医
者
が
相
当
対
価
の
薬
品
を
被
害
者
に
販
売
し
た
事
案
に
つ
い
て
、
弁
護
側
の
上
告
趣
意
を
容
れ
、
詐
欺
罪
の
成
立
を
次
の
よ
う

六
六



わ
が
国
に
お
け
る
法
益
関
係
的
錯
誤
説
に
対
す
る
疑
問
（
野
村
）

（
一
五
二
三
）

な
理
由
に
よ
り
否
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
か
り
に
医
師
で
あ
る
こ
と
を
詐
称
し
て
被
害
者
を
誤
信
さ
せ
、
被
害
者
が
薬
品
を
購
入
し
た
事
実
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、
詐
欺
罪
を
構
成
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
被
害
者
は
毫
も
財
産
上
不
正
の
損
害
を
被
っ
た
事
実
は
な
く
、
被
告
人
に
お
い
て
も
こ
れ
に

よ
り
不
法
の
利
益
を
享
受
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
。

（
38
） 
山
中
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
三
一
〇
頁
。
な
お
、
ア
ル
ツ
ト
に
よ
る
と
、
ま
ず
、
行
為
者
に
よ
る
反
対
給
付
が
例
外
的
に
法
益
関
係
的
と
な
り

う
る
こ
と
を
認
め
る
（
例
え
ば
治
療
行
為
）。
そ
し
て
、
動
機
の
錯
誤
に
つ
い
て
は
、
同
意
者
が
放
棄
し
た
法
益
を
明
確
に
認
識
し
て
い
な
い
と
き

に
限
り
法
益
関
係
的
錯
誤
を
認
め
る
。
同
意
者
が
放
棄
す
る
法
益
を
は
っ
き
り
と
認
識
し
て
い
た
場
合
、
そ
の
者
が
追
求
し
た
目
的
の
錯
誤
は
、
放

棄
し
た
法
益
と
は
無
関
係
で
あ
る
以
上
、
法
益
関
係
的
錯
誤
は
な
い
と
す
る
。
目
的
の
錯
誤
に
つ
い
て
は
、
刑
法
は
強
要
罪
の
範
囲
に
お
い
て
の
み
、

保
護
し
う
る
と
す
る
。V

gl., A
rzt, a.a.O

.

（
前
掲
注
9
）, S

.22f.

（
39
） 

佐
伯
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
六
一
頁
。

（
40
） 

も
っ
と
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
は
挙
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
山
中
の
よ
う
に
、
体
系
的
に
整
理
す
る
と
こ
ろ
ま
で
の
状
況
に
は
な
か
っ
た
印
象
を

受
け
る
。

（
41
） 

山
中
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
三
〇
三
頁
以
下
。
ア
ル
ツ
ト
は
、
被
害
者
の
同
意
を
根
拠
に
反
対
給
付
や
交
換
の
自
由
一
般
の
保
護
を
刑
法
的
に

及
ぼ
す
こ
と
の
不
当
性
を
論
証
す
る
た
め
に
、
平
手
打
ち
事
例
や
輸
血
事
例
を
挙
げ
る
。V

gl., A
rzt, a.a.O

. 

（
前
掲
注
9
）, S

.18, 21.

（
42
） 

山
中
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
三
〇
九
頁
以
下
。

（
43
） 

山
中
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
三
二
四
頁
以
下
。

（
44
） 

山
中
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
三
二
五
頁
以
下
。

（
45
） 

山
中
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
三
三
一
頁
以
下
。
ま
た
、
前
掲
注
（
38
）
も
参
照
。

（
46
） 

山
中
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
三
四
四
頁
以
下
。

（
47
） 

山
中
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
三
〇
三
頁
以
下
。
ま
た
、
前
掲
注
（
41
）
も
参
照
。

（
48
） 

山
中
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
三
三
一
頁
。

（
49
） 

佐
伯
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
六
二
頁
。

六
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
五
二
四
）

（
50
） 

佐
伯
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
六
一
頁
。

（
51
） 

佐
伯
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
七
一
頁
。

（
52
） 
佐
伯
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
八
三
頁
。

（
53
） 
佐
伯
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
九
四
│
九
五
頁
。

（
54
） 

佐
伯
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
一
一
六
│
一
一
七
頁
。

（
55
） 

佐
伯
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
七
一
頁
。

（
56
） 

佐
伯
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
八
四
頁
。

（
57
） 

佐
伯
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
九
四
│
九
五
頁
。

（
58
） 

佐
伯
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
一
一
六
│
一
一
七
頁
。

（
59
） 

森
永
真
綱
「
被
害
者
の
承
諾
に
お
け
る
欺
罔
・
錯
誤
（
一
）」
関
法
五
二
巻
三
号
（
二
〇
〇
二
年
）
二
一
四
│
二
一
五
頁
。

（
60
） 

森
永
・
前
掲
論
文
（
注
59
）
二
一
八
│
二
一
九
頁
、
二
二
八
頁
以
下
。

（
61
） 

森
永
・
前
掲
論
文
（
注
59
）
二
二
八
│
二
二
九
頁
。

（
62
） 

森
永
・
前
掲
論
文
（
注
59
）
二
二
九
│
二
二
九
頁
。

（
63
） 

森
永
・
前
掲
論
文
（
注
59
）
二
三
〇
│
二
三
一
頁
。

（
64
） 

森
永
・
前
掲
論
文
（
注
59
）
二
三
一
│
二
三
二
頁
。

（
65
） 

橋
爪
隆
「
詐
欺
罪
の
成
立
の
限
界
に
つ
い
て
」
植
村
立
郞
判
事
退
官
記
念
論
文
集
『
現
代
刑
事
法
の
諸
問
題
第
一
巻
』（
立
花
書
房
、

二
〇
一
一
年
）
所
収
一
七
五
頁
以
下
。

（
66
） 

橋
爪
・
前
掲
論
文
（
注
65
）
一
七
七
頁
。

（
67
） 

橋
爪
・
前
掲
論
文
（
注
65
）
一
七
九
頁
。

（
68
） 

橋
爪
・
前
掲
論
文
（
注
65
）
一
七
九
頁
。

（
69
） 

橋
爪
・
前
掲
論
文
（
注
65
）
一
八
四
頁
。

六
八



わ
が
国
に
お
け
る
法
益
関
係
的
錯
誤
説
に
対
す
る
疑
問
（
野
村
）

（
一
五
二
五
）

（
70
） 

小
林
・
前
掲
注
（
10
）
二
三
二
頁
以
下
。

（
71
） 

小
林
憲
太
郎
「
被
害
者
の
関
与
と
結
果
の
帰
責
」
千
葉
一
五
巻
一
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
一
六
二
│
一
六
九
頁
。

（
72
） 
小
林
・
前
掲
論
文
（
注
71
）
一
四
二
頁
。

（
73
） 
小
林
・
前
掲
論
文
（
注
71
）
一
四
四
頁
、
一
五
四
│
一
五
五
頁
。

（
74
） 

小
林
・
前
掲
論
文
（
注
71
）
一
四
七
│
一
四
八
頁
。

（
75
） 

深
町
・
前
掲
論
文
（
注
7
）
一
二
六
頁
。

（
76
） 

佐
伯
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
一
一
七
頁
の
「「
客
観
化
可
能
で
具
体
的
給
付
に
内
在
し
、
か
つ
経
済
的
に
重
要
な
目
的
」
を
達
成
す
る
た
め
の

処
分
か
ど
お
か
に
錯
誤
が
あ
る
場
合
に
、
法
益
関
係
的
錯
誤
、
し
た
が
っ
て
詐
欺
罪
の
成
立
を
限
定
し
て
よ
い
と
考
え
る
。」
と
の
発
言
。

（
77
） 

橋
爪
は
「
個
人
の
主
観
的
な
関
心
の
域
に
と
ど
ま
ら
ず
、
当
該
取
引
の
性
質
に
か
ん
が
み
て
、
財
物
交
付
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
べ
き
目
的
と
し

て
一
般
的
に
了
解
さ
れ
て
お
り
、
財
物
そ
の
自
体
の
効
用
と
評
価
で
き
る
よ
う
な
目
的
達
成
」
と
の
絞
り
を
か
け
る
（
橋
爪
・
前
掲
論
文
（
注
65
）

一
八
六
頁
）。

（
78
） 

こ
の
あ
た
り
の
問
題
状
況
を
明
確
化
し
た
の
は
、
量
刑
論
の
展
開
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

（
79
） 

過
失
財
産
犯
は
処
罰
さ
れ
ず
、
客
体
は
財
物
と
財
産
上
の
利
益
に
限
定
し
、
財
産
犯
の
各
罪
は
行
為
態
様
に
よ
っ
て
さ
ら
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

（
80
） 

小
林
・
前
掲
注
（
10
）
二
三
一
│
二
三
二
頁
。

（
81
） 

森
永
・
前
掲
論
文
（
注
59
）
二
二
五
頁
以
下
。

（
82
） 

森
永
・
前
掲
論
文
（
注
59
）
二
一
八
頁
以
下
、
二
二
九
頁
。

（
83
） 

佐
伯
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
七
一
頁
。
山
口
も
「
人
の
生
命
・
身
体
に
つ
い
て
は
、
処
分
価
値
・
交
換
価
値
も
が
保
護
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る

財
産
と
は
異
な
り
、
そ
の
存
在
価
値
の
み
が
（
殺
人
罪
、
傷
害
罪
、
暴
行
罪
な
ど
の
規
定
に
よ
る
）
保
護
の
対
象
と
な
る
」
と
し
、「
人
の
生
命
・

身
体
は
、
他
の
獲
得
手
段
と
事
実
上
な
り
う
る
場
合
が
あ
る
と
し
て
も
、
あ
く
ま
で
も
自
己
目
的
と
し
て
、
そ
れ
自
体
の
価
値
に
お
い
て
保
護
さ
れ

る
べ
き
だ
と
」
と
す
る
。
山
口
・
前
掲
論
文
（
注
24
）
三
二
三
頁
。

（
84
） 

そ
の
他
、
林
美
月
子
「
生
命
は
最
も
重
要
な
法
益
で
あ
る
の
で
、
生
命
を
放
棄
し
て
で
も
守
る
べ
き
法
益
（
暴
行
を
避
け
る
こ
と
に
よ
る
身
体

六
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
五
二
六
）

の
安
全
性
、
脅
迫
を
避
け
る
こ
と
に
よ
る
意
思
決
定
の
自
由
な
い
し
意
思
決
定
の
平
穏
）
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
解
す
る
（
林
（
美
）・

前
掲
論
文
（
注
30
）
四
五
│
四
六
頁
）。

（
85
） 
板
倉
宏
「
結
果
無
価
値
論
と
犯
罪
論
の
主
観
化
」『
西
原
春
夫
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
一
巻
』（
成
文
堂
、
一
九
九
八
年
）
所
収
二
〇
一
頁
以

下
。

（
86
） 

林
幹
人
「
2
項
犯
罪
の
現
状
│
東
京
高
裁
平
成
21
年
11
月
16
日
判
決
を
契
機
と
し
て
│
」
高
橋
他
編
『
曽
根
威
彦
先
生　

田
口
守
一
先
生
古
稀

祝
賀
論
文
集
下
巻
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
四
年
）
所
収
一
四
七
頁
。

（
87
） 

林
・
前
掲
論
文
（
注
86
）
一
四
六
頁
。
法
益
関
係
的
錯
誤
説
を
支
持
す
る
佐
伯
は
す
で
に
詐
欺
罪
の
保
護
法
益
に
つ
い
て
「
財
産
的
意
思
決
定

の
自
由
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
た
。
佐
伯
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
一
〇
四
頁
注
一
三
三
を
参
照
。

（
88
） 

伊
東
研
祐
『
法
益
概
念
史
研
究
』（
成
文
堂
、
一
九
八
四
年
）
四
一
四
頁
。

（
89
） 

山
中
は
、
欺
罔
に
よ
る
同
意
に
関
し
て
、
構
成
要
件
該
当
性
の
存
否
は
被
害
者
の
同
意
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
欺
罔
行
為
に
あ
る
の

で
は
な
い
、
と
す
る
（
山
中
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
三
五
一
頁
）。
し
か
し
な
が
ら
、
被
害
者
が
法
益
処
分
を
行
う
に
際
し
、
欺
罔
行
為
を
も
と
に

判
断
す
る
こ
と
は
否
め
ず
、
か
よ
う
に
ド
ラ
イ
に
割
り
切
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
90
） 

林
（
美
）・
前
掲
論
文
（
注
30
）
二
八
頁
。

（
91
） 

山
中
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
三
四
四
頁
。

（
92
） 

佐
伯
仁
志｢

被
害
者
の
同
意
と
そ
の
周
辺
（
1
）｣
法
教
二
九
五
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
一
七
頁
。

（
93
） 

山
中
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
三
五
二
│
三
五
三
頁
。
な
お
、
ア
ル
ツ
ト
も
山
中
と
同
様
に
、
脅
迫
は
常
に
法
益
関
係
的
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、

被
脅
迫
者
の
現
実
の
意
思
と
そ
の
法
益
侵
害
と
が
矛
盾
す
る
ゆ
え
、
と
説
明
す
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
点
に
つ
き
、
両
者
の
説
明
は
異
な
る
よ
う
に

み
え
る
。
ア
ル
ツ
ト
は
、
被
脅
迫
者
に
法
益
放
棄
に
対
す
る
効
果
意
思
は
あ
る
、
と
は
解
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

加
え
て
、
ア
ル
ツ
ト
は
、
脅
迫
に
よ
る
同
意
を
一
律
に
無
効
と
す
る
こ
と
に
は
批
判
的
で
あ
る
。
法
益
主
体
は
法
益
処
分
権
に
関
し
法
益
に
対
し

て
責
任
を
負
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
、
意
思
活
動
の
自
由
を
保
護
し
、
そ
の
た
め
に
格
別
に
強
度
な
脅
迫
を
必
要
と
す
る
強
要
罪
と
も
整
合

的
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、「
被
害
者
」
に
よ
る
自
己
答
責
的
法
益
放
棄
と
い
う
考
え
を
導
く
。
た
と
え
、
被
害
者
の
同
意
が
完
全
に
自
由
に
な
さ

七
〇



わ
が
国
に
お
け
る
法
益
関
係
的
錯
誤
説
に
対
す
る
疑
問
（
野
村
）

（
一
五
二
七
）

れ
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
脅
迫
の
影
響
下
で
な
さ
れ
、
し
か
し
な
が
ら
そ
の
脅
迫
が
強
要
罪
に
お
け
る
強
さ
に
達
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
法
益

主
体
は
自
己
答
責
的
に
法
益
を
放
棄
し
た
（
そ
の
限
り
に
お
い
て
脅
迫
に
基
づ
く
同
意
は
有
効
）
と
い
う
の
で
あ
る
。V

gl., A
rzt, a.a.O

.

（
前
掲

注
9
）, S

.31ff .

（
94
） 
佐
伯
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
六
八
頁
注
五
一
。

（
95
） 

山
口
厚
「「
法
益
関
係
的
錯
誤
」
説
の
解
釈
論
的
意
義
」
司
研
一
一
一
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
〇
四
│
一
〇
五
頁
。

（
96
） 

主
観
的
自
由
意
思
喪
失
的
錯
誤
説
を
説
く
林
（
幹
）
も
、
処
分
法
益
の
価
値
が
小
さ
け
れ
ば
意
思
決
定
は
自
由
で
あ
る
反
面
、
そ
れ
が
大
き
け

れ
ば
不
自
由
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
同
・
前
掲
論
文
（
注
30
）
二
五
二
頁
）。
し
か
し
、
か
よ
う
な
捉
え
方
に
管
見
は
疑
問
を
も
つ
。

（
97
） 

山
中
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
三
四
五
頁
。

（
98
） 

山
中
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
三
四
五
頁
。

（
99
） 

山
中
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
三
四
五
頁
。

（
100
） 

山
中
敬
一
『
刑
法
総
論
（
第
2
版
）』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
八
年
）
二
一
五
頁
。

（
101
） 

山
口
・
前
掲
論
文
（
注
24
）
三
三
五
頁
注
二
三
。
法
益
の
相
対
的
価
値
の
錯
誤
を
強
調
す
る
と
、
他
の
目
的
実
現
の
た
め
に
法
益
を
処
分
す
る

状
況
に
お
い
て
、「
重
大
な
錯
誤
」
説
に
至
り
う
る
、
と
警
戒
す
る
。

（
102
） 

山
口
・
前
掲
論
文
（
注
24
）
三
二
八
頁
。

（
103
） 

山
口
・
前
掲
論
文
（
注
24
）
三
二
九
頁
以
下
。

（
104
） 

山
口
・
前
掲
論
文
（
注
24
）
三
二
九
頁
以
下
。

（
105
） 

山
口
・
前
掲
論
文
（
注
24
）
三
二
五
│
三
二
六
頁
。

（
106
） 

林
（
美
）・
前
掲
論
文
（
注
30
）
三
四
│
三
五
頁
、
山
中
・
前
掲
論
文
（
注
3
）
三
四
四
頁
。

（
107
） 

林
（
美
）・
前
掲
論
文
（
注
30
）
四
五
│
四
六
頁
。

（
108
） 

林
（
美
）・
前
掲
論
文
（
注
30
）
四
七
頁
。

（
109
） 

林
（
美
）・
前
掲
論
文
（
注
30
）
四
七
頁
。
そ
こ
で
は
、
精
神
的
に
被
害
者
が
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
る
過
程
が
、
生
命
と
い
う
法
益
を
理
由
に
、

七
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
五
二
八
）

考
慮
か
ら
外
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

七
二



『
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
伝
承
』
序
説
抄
（
吉
原
）

（
一
五
二
九
）

『
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
伝
承
』
序
説
抄

Ｊ
・
Ｊ
・
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン　

著

吉　

原　

達　

也　
　

訳

解
題

1
．
本
稿
は
、
Ｊ
・
Ｊ
・
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
（
一
八
一
五
│
一
八
八
七
年
）『
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
伝
承
』（
一
八
七
〇
年
）
の
緒
言
及
び
序
説
の
部

分
を
抄
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
省
略
し
た
箇
所
は
﹇
…
…
﹈
と
記
し
た
。
脚
注
も
原
則
と
し
て
省
略
し
、
部
分
的
に
典
拠
な
ど
を
示
し
た

略
注
を
付
す
る
に
と
ど
め
た
。

底
本
と
し
て
、J.J.B

achofen, D
ie S

age von T
anaquil, E

ine U
ntersuchun

g über d
en O

rientalism
us in R

om
 und

 Italien, 

H
eidelberg 

（A
kadem

ische V
erlagsbuchhandlung J.C

.B
. M
ohr

） 1870.

に
よ
り
、
現
代
の
刊
本
で
あ
る
全
集
版J.J.B

achofen, D
ie 

翻　

訳

七
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
五
三
〇
）

S
age von T

anaquil, E
ine U

ntersuchung über den O
rientalism

us in R
om
 und Italien, in: J.J.B

ach
ofen

s G
esam

m
elte 

W
erke, B

d.6, B
asel, 1951.

を
参
照
し
た
。
な
お
、
抄
訳
に
あ
た
っ
て
、B
achofen, M

u
tterrech

t u
n

d
 U

rreligion, hrsg. von 

R
udolf M

arx, S
tuttgart 

（K
röner

）, 1927; 6., erw
eiterte A

ufl . hrsg. von K
ippernberg, H

ans, S
tuttgart 

（K
röner

）, 1984; 

M
yth

, R
eligion

, &
 M

oth
er R

igh
t. S

elected
 W

ritin
gs of J.J. B

ach
ofen, translated by R

. M
anheim

, and w
ith a preface 

by G
. B
oas and an introduction by J. C

am
pbell, P

rinceton 

（B
ollingen

） 1967.

も
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

2
．
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
（
1
）

は
、
一
八
一
五
年
ス
イ
ス
の
バ
ー
ゼ
ル
で
、
絹
織
物
業
経
営
者
で
あ
り
都
市
貴
族
の
父
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ

た
。
彼
は
バ
ー
ゼ
ル
、
ベ
ル
リ
ン
、
パ
リ
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
各
大
学
法
学
部
で
学
び
、
一
八
四
一
年
、
二
六
歳
に
し
て
バ
ー
ゼ
ル
大
学

ロ
ー
マ
法
教
授
に
就
任
す
る
（
2
）

。
し
か
し
四
四
年
に
は
こ
の
職
を
辞
し
、
以
後
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
し
て
の
生
涯
を
過
ご
す
こ
と
に
な
る
。

一
八
四
二
年
に
行
っ
た
最
初
の
イ
タ
リ
ア
旅
行
は
彼
の
思
索
の
大
き
な
転
機
と
な
っ
た
（
3
）

。
そ
こ
で
古
代
墓
碑
の
装
飾
と
そ
こ
に
現
れ
た
死

者
崇
拝
を
調
べ
る
う
ち
に
、
忘
却
さ
れ
た
ま
ま
の
世
界
の
象
徴
的
遺
物
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
と
っ
た
。
こ
れ
が
母
権
制
の
原

体
験
で
あ
っ
た
。
彼
は
古
代
の
美
術
と
神
話
の
象
徴
を
解
読
し
て
、
そ
れ
ら
は
人
類
が
従
来
の
学
問
的
資
料
と
さ
れ
た
歴
史
的
記
録
に
は

残
さ
れ
な
か
っ
た
、
男
性
で
は
な
く
、
女
性
が
権
力
を
握
っ
て
い
た
時
代
の
忘
却
さ
れ
た
記
憶
＝
観
念
層
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
た
（
4
）

。

そ
の
後
十
数
年
の
時
を
経
て
、『
古
代
墳
墓
象
徴
試
論
（
5
）

』（
一
八
五
九
年
）、『
母
権
制
（
6
）

』（
一
八
六
一
年
）
が
世
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

も
と
よ
り
両
書
と
も
、
専
門
家
か
ら
冷
淡
に
あ
し
ら
わ
れ
、
文
献
学
、
歴
史
学
、
法
律
学
か
ら
は
ま
っ
た
く
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
し
か
し
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
が
描
い
た
壮
大
な
見
取
り
図
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
や
ル
イ
ス
・
Ｈ
・
モ
ル
ガ
ン
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
思
想

傾
向
の
人
々
の
注
意
を
引
き
つ
け
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
そ
の
後
『
オ
ル
ペ
ウ
ス
教
の
不
死
説
（
7
）

』（
一
八
六
七
年
）
を
経
て
、
独
自
の
ロ
ー

マ
史
の
構
想
の
最
終
的
な
展
開
が
『
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
伝
承
（
8
）

』
で
あ
る
。

七
四



『
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
伝
承
』
序
説
抄
（
吉
原
）

（
一
五
三
一
）

3
．
先
に
、『
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
伝
承
（
9
）

』
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
神
話
・
伝
説
・
歴
史
論
に
関
す
る
若
干
の
考
察
の
機
会
を
得
た
（
10
）

の
で
、
詳
細

に
つ
い
て
は
こ
れ
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。
こ
こ
で
序
説
か
ら
要
点
の
み
を
繰
り
返
す
こ
と
を
許
さ
れ
た
い
。『
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
伝
承
』

序
説
は
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
自
身
の
古
代
学
＝
歴
史
研
究
の
一
つ
の
到
達
点
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
当
時
の
批
判
主
義
的
歴
史
学
、

文
献
批
判
的
方
法
に
対
す
る
、
独
自
の
学
問
的
立
場
が
貫
か
れ
て
い
る
。
序
説
は
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
歴
史
学
の
方
法
と
く
に
「
神

話
」
と
「
歴
史
」
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
当
時
の
歴
史
学
方
法
論
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
っ
た
か
を
考

え
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
。
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は｢

歴
史
的
真
実
と
い
う
永
遠
に
望
み
の
な
い
検
証｣

に
対
し
て｢

神
話
の
現
実
性｣

を

対
置
し
て
み
せ
る
。
神
話
は｢
宗
教
的
信
仰
に
関
す
る
民
族
体
験
の
叙
述
で
あ
る
。｣｢

起
こ
り
え
な
い
よ
う
な
こ
と
が
か
な
ら
ず
考
え
ら

れ
て
い
た
。
内
的
真
実
が
外
的
真
実
に
と
っ
て
代
る
。
事
実
性
の
代
り
に
わ
れ
わ
れ
は
精
神
の
営
為
を
発
見
す
る
。
歴
史
の
領
域
か
ら
排

除
さ
れ
て
い
た
伝
説
は
…
思
想
世
界
の
記
念
碑
で
あ
る
。
こ
の
観
念
的
要
素
こ
そ
わ
れ
わ
れ
が
証
明
を
要
す
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
の
比
較
研
究
の
対
象
と
な
る
の
は
、
歴
史
的
な
も
の
で
は
な
く
、
伝
説
の
観
念
圏
で
あ
る
。｣

（B
d.V
I, S
.10

）、
と
さ
れ
る
。

バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
言
葉
を
少
し
敷
衍
し
て
み
よ
う
。
現
世
の
人
間
行
為
の
い
っ
さ
い
が
あ
わ
た
だ
し
い
流
れ
の
う
つ
ろ
い
の
な
か
で

過
ぎ
去
る
の
は
人
の
世
の
つ
ね
で
あ
る
の
で
、
現
実
過
程
自
体
は
、
考
察
の
対
象
に
は
な
り
え
な
い
。
む
し
ろ
う
つ
ろ
い
ゆ
く
も
の
を
固

定
す
る
た
め
に
「
伝
承
は
媒
介
の
役
割
を
果
た
す
」。
し
か
し
伝
承
も
そ
の
根
本
に
な
っ
て
い
る
で
き
ご
と
の
本
性
を
分
有
し
て
い
る
。

外
的
行
為
同
様
、
観
念
や
伝
承
の
形
成
と
い
う
内
的
行
為
も
安
定
的
で
不
可
変
な
能
力
で
は
な
い
。
行
為
が
つ
か
の
ま
の
移
ろ
い
で
あ
る

よ
う
に
、
そ
し
て
生
命
活
動
を
行
う
す
べ
て
の
も
の
と
同
じ
く
内
的
行
為
自
体
歴
史
に
従
属
す
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
次
の
こ
と
が
導
か
れ

る
。
歴
史
的
研
究
の
対
象
は
、「
発
展
及
び
発
展
的
形
成
に
服
す
る
精
神
的
現
象
」
で
あ
り
、
伝
承
の
現
実
的
要
素
と
観
念
的
要
素
は
併

列
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
相
互
に
交
錯
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
過
去
の
歴
史
に
と
っ
て
つ
ね
に
必
要
と
さ
れ
う
る
の
は
現
実
的
真
理

七
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
五
三
二
）

で
は
な
く
、
精
神
的
真
理
で
あ
る
、
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
（C

f. B
d.V
I, S
.50

）。

そ
の
一
方
、
こ
う
し
た
古
代
の
完
結
し
た
観
念
体
系
を
構
成
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
歴
史
的
認
識
を
も
行
い
、
現
実
性
を
付
与
し

よ
う
と
も
す
る
。
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
に
と
っ
て
、
歴
史
研
究
（
歴
史
学
）
と
自
然
探
究
（
自
然
学
）
と
は
、｢

同
質
性｣

を
有
す
る
と
さ
れ
、

歴
史
と
自
然
と
い
う｢

二
つ
の
被
造
物
の
領
域
を
ま
っ
た
く
別
の
も
の
と
し
て
区
別
す
る
古
い
見
解
と
、
歴
史
を
も
物
質
的
諸
力
に
よ
っ

て
動
か
さ
れ
て
い
る
自
然
と
の
混
交
物
と
見
る
新
し
く
流
布
し
て
い
る
見
解｣

と
の
架
橋
が
試
み
ら
れ
る
（B

d.V
I, S
.49

）。
過
去
の
遺
物

の
実
見
か
ら
獲
得
さ
れ
る
観
照
的
方
法
と
文
書
伝
承
と
口
頭
伝
承
に
よ
る
歴
史
認
識
は｢

自
然
探
究
的
方
法｣

に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ

る
。
こ
う
し
た
こ
と
に
も
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
歴
史
を
め
ぐ
る
複
雑
な
思
考
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、｢

研
究
の
成

果
は
ド
グ
マ
に
固
着
し
た
先
入
見
に
よ
っ
て
無
用
と
み
な
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
大
い
な
る
世
界
過
程
の
連
関
に
は
欠
く
べ
か
ら
ざ
る

歴
史
的
事
実
へ
と
わ
れ
わ
れ
を
連
れ
戻
す
。
方
法
は
歴
史
の
本
質
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
観
念
に
依
拠
し
て
お
り
こ
の
聖
な
る
思
想
の

最
高
の
現
象
領
域
﹇
＝
歴
史
﹈
は
低
次
の
自
然
現
象
と
そ
の
絶
対
的
起
源
、
そ
の
合
法
則
性
、
最
終
目
的
つ
ま
り
研
究
の
条
件
を
も
分
有

し
て
い
る
。｣

（ibid., S
.49

）、
と
さ
れ
る
。

4
．
タ
ナ
ク
ィ
ル
伝
説
の
研
究
は
、
断
片
的
な
伝
説
の
な
か
に
い
か
に
ロ
ー
マ
の
伝
承
が
歴
史
構
築
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
か
を
示
し
て
い

る
。『
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
伝
承
』
は
、
副
題
に
「
ロ
ー
マ
と
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
研
究
」
と
あ
る
よ
う
に
、

古
代
イ
タ
リ
ア
文
化
が
、
ギ
リ
シ
ア
か
ら
の
影
響
以
前
に
、
オ
リ
エ
ン
ト
か
ら
の
影
響
を
受
け
た
と
い
う
彼
の
仮
説
を
証
明
し
よ
う
と
す

る
。
タ
ナ
ク
ィ
ル
は
ロ
ー
マ
の
王
統
神
話
に
登
場
す
る
女
性
た
ち
の
一
人
で
あ
り
、
女
性
た
ち
を
め
ぐ
る
伝
説
が
い
か
に
形
成
さ
れ
、
そ

れ
が
歴
史
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
有
す
る
か
が
、
本
書
の
主
要
な
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る
。
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
、
エ
ト
ル
リ
ア

人
や
サ
ビ
ニ
人
な
ど
、
ロ
ー
マ
建
国
以
前
の
近
隣
諸
部
族
に
お
い
て
、
そ
し
て
ロ
ー
マ
建
国
後
の
初
期
の
時
代
に
は
、
エ
ト
ル
リ
ア
と
サ

七
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『
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
伝
承
』
序
説
抄
（
吉
原
）

（
一
五
三
三
）

ビ
ニ
の
王
た
ち
の
あ
い
だ
に
、
不
明
瞭
な
か
た
ち
を
と
っ
て
母
権
制
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
タ
ル
ク
ィ
ニ
ウ
ス
・
プ
リ

ス
ク
ス
の
后
タ
ナ
ク
ィ
ル
に
関
連
す
る
一
連
の
伝
説
﹇C

f. L
iv. 1, 34

﹈、
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
・
ト
ゥ
リ
ウ
ス
と
タ
ル
ク
ィ
ニ
ウ
ス
・
ス
ペ

ル
ブ
ス
と
い
う
二
人
の
王
の
即
位
に
ま
つ
わ
る
物
語
は
そ
の
証
明
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
タ
ナ
ク
ィ
ル
は
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
・
ト
ゥ
リ
ウ
ス
の

誕
生
を
秘
儀
的
儀
式
の
よ
う
に
司
り
、
美
し
い
侍
女
オ
ク
リ
シ
ア
に
、
炉
の
灰
の
な
か
か
ら
あ
ら
わ
れ
る
陽
根
の
幻
と
合
体
す
る
よ
う
に

命
じ
る
﹇C

f. L
iv. 1, 39

﹈。
タ
ル
ク
ィ
ニ
ウ
ス
・
ス
ペ
ル
ブ
ス
は
そ
の
王
権
を
妃
ト
ゥ
リ
ア
の
犯
し
た
罪
に
負
っ
て
い
る
…
﹇C

f. L
iv. 

1, 46ff .

﹈。
こ
う
し
た
伝
説
を
伝
え
る
主
な
文
献
は
、
ロ
ー
マ
時
代
の
歴
史
家
リ
ウ
ィ
ウ
ス
の
書
い
た
『
ロ
ー
マ
建
国
史
』
で
あ
る
（
11
）

。
ピ

エ
ー
ル
・
ク
ロ
ソ
フ
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
、「
リ
ウ
ィ
ウ
ス
に
よ
っ
て
流
布
さ
れ
た
伝
説
に
は
、
ロ
ー
マ
が
一
定
の

好
ま
し
か
ら
ざ
る
要
素
を
嫌
う
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
意
図
的
な
脱
落
が
あ
る
こ
と
を
看
破
し
た
。
彼
は
ほ
か
の
地
方
に
伝
わ
る
伝
説
と
の

照
合
を
お
こ
な
い
な
が
ら
、
そ
こ
に
ア
ジ
ア
的
表
象
の
残
像
が
認
め
ら
れ
る
と
考
え
た
」、
と
さ
れ
る
（
12
）

。

5
．
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
一
八
五
四
年
の
『
自
叙
伝
』
に
お
い
て
新
し
い｢

イ
タ
リ
ア
の
歴
史｣

の
構
想
を
示
し
て
い
る
。『
古
代
墳
墓

象
徴
試
論
』、『
母
権
制
』
は
そ
の
成
立
過
程
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
（
13
）

、
あ
る
意
味
で
、
こ
の｢

イ
タ
リ
ア
の
歴
史｣

の
巨
大
な
習
作
と
し
て

の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、『
自
叙
伝
』
に
示
さ
れ
る
よ
う
に｢

古
代
の
遺
物
を
実
見
し
そ
れ
に
直
接
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

喚
起
さ
れ
、
媒
介
物
な
し
に
一
気
に
真
理
を
把
え
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
方
法｣

に
よ
る
観
照
的
方
法
の
適
用
の
成
果
と
し
て
『
古
代
墳
墓

象
徴
試
論
』
誕
生
し
た
。
つ
い
で
文
献
的
伝
承
の
に
つ
い
て
の
方
法
が
模
索
さ
れ
、
ロ
ー
マ
以
外
の
諸
民
族
の
文
献
的
歴
史
に
こ
れ
を
適

用
し
た
の
が
、『
母
権
制
』
で
あ
る
。
実
際
『
母
権
制
』
の
中
に
も
ロ
ー
マ
史
、
ロ
ー
マ
法
に
言
及
す
る
部
分
は
多
い
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
ら
は
各
所
に
断
片
的
に
は
め
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
仕
方
で
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
一
見
ロ
ー
マ
史
な
い
し
イ
タ
リ
ア
史
と
は
無
縁
で
あ

る
か
の
よ
う
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の｢

イ
タ
リ
ア
の
歴
史｣
構
想
は
、
そ
れ
か
ら
一
〇
年
の
年
月
を
経
て
、『
タ

七
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
五
三
四
）

ナ
ク
ィ
ル
の
伝
承
』
に
お
い
て
具
体
化
し
た
と
い
え
る
。
も
と
よ
り
そ
こ
に
は
な
お
様
々
な
矛
盾
や
歴
史
の｢

内
的
構
成｣

に
つ
い
て
あ

ま
り
に
も
楽
観
的
す
ぎ
る
面
も
あ
る
が
、
そ
の
時
に
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
は
じ
め
て
公
然
と
モ
ム
ゼ
ン
ら
の
批
判
的
方
法
に
対
す
る
攻
撃

の
火
蓋
を
切
る
こ
と
と
な
っ
た
。
具
体
的
に
は
、『
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
伝
承
』
の
補
論
と
い
う
形
で
発
表
さ
れ
た
「
テ
オ
ド
ー
ル
・
モ
ム
ゼ

ン
に
よ
る
グ
ナ
エ
ウ
ス
・
マ
ル
キ
ウ
ス
・
コ
リ
オ
ラ
ヌ
ス
説
話
批
判
」
は
ま
さ
に
モ
ム
ゼ
ン
を
名
宛
人
と
す
る
批
判
的
方
法
に
対
す
る
公

然
た
る
異
議
申
立
で
あ
っ
た
。
コ
リ
オ
ラ
ヌ
ス
説
話
の
大
要
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
コ
リ
オ
ラ
ヌ
ス
、
す
な
わ
ち
コ
リ
オ
リ
の
征

服
者
と
い
う
異
名
を
も
つ
英
雄
が
民
衆
の
不
興
を
買
い
、
国
外
へ
亡
命
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
る
。
か
つ
て
の
仇
敵
の
も
と
に
身
を
寄
せ

た
主
人
公
は
復
讐
心
を
抱
い
て
ロ
ー
マ
に
攻
め
上
が
る
。
そ
の
と
き
母
と
妻
の
懇
願
を
つ
い
に
は
受
け
入
れ
て
ロ
ー
マ
を
去
る
。
そ
の
結

末
は
、
悲
劇
的
な
最
期
を
遂
げ
る
と
い
う
筋
立
て
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
異
伝
が
あ
る
。
ヒ
ロ
イ
ン
の
一
人
ウ
ァ
レ
リ
ア
は
、
バ
ハ
オ
ー

フ
ェ
ン
の
愛
す
る
母
と
同
名
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
に
と
っ
て
き
わ
め
て
愛
着
の
深
い
説
話
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
モ

ム
ゼ
ン
は
、
前
年
一
八
六
九
年
二
月
に
ベ
ル
リ
ン
学
士
院
で
の
講
演
を
も
と
に
、
翌
一
八
七
〇
年
、「
コ
リ
オ
ラ
ヌ
ス
説
話
批
判
」
と
い

う
題
名
の
論
稿
を
、『
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
伝
承
』
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
刊
行
さ
れ
た
『
ヘ
ル
メ
ス
』
誌
に
掲
載
し
て
い
る
（
14
）

。
こ
こ
で
も

バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
に
と
っ
て
重
要
な
コ
リ
オ
ラ
ヌ
ス
説
話
は
、「
虚
構
に
基
づ
く
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
産
物
」
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
史
に
と
っ

て
「
価
値
の
な
い
も
の
」
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
批
判
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
補
論
は
、
標
題
も
体
裁
も
、『
ベ
ル
リ
ン
学
士
院
紀
要
』

の
そ
れ
に
似
せ
て
作
成
さ
れ
た
と
い
わ
れ
、
そ
の
戦
闘
的
な
調
子
は
、
本
論
よ
り
も
舌
鋒
鋭
く
、
批
判
的
方
法
に
対
す
る
他
の
刊
行
物
の

記
述
に
ま
し
て
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
独
自
な
視
点
が
顕
著
に
示
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
（
15
）

。
コ
リ
オ
ラ
ヌ
ス
説
話
を
め
ぐ
る
バ
ハ

オ
ー
フ
ェ
ン
の
モ
ム
ゼ
ン
批
判
に
つ
い
て
は
、
稿
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
（
16
）

。
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『
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
伝
承
』
序
説
抄
（
吉
原
）

（
一
五
三
五
）

（
1
） 

バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
に
つ
い
て
は
、
上
山
安
敏
『
神
話
と
科
学
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
、
二
七
三
頁
以
下
。
吉
原
達
也
「
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン

の
古
代
学
」『
広
島
法
学
』
第
一
〇
巻
四
号
（
一
九
八
七
年
三
月
）
一
四
五
頁
以
下
。
自
叙
伝
つ
い
て
は
、
吉
原
達
也
訳
『
母
権
制
序
説
』
筑
摩
書

房
、
二
〇
〇
二
年
、
七
頁
以
下
所
収
。Johann Jakob B

achofen, E
ine S

elbstbiographie, zugleich ein G
edenkblatt zu seinem

 hunderten 

G
eburtstag 

（22. D
ezem

ber 1915

）, hrsg. von Josef K
ohler, Z

eitsch
rift fü

r vergleich
en

d
e R

ech
tsw

issen
sch

ft, B
d. 34 

（1916

）, 

S
S
.337-380.; A

utobiographische A
ufzeichnungen von P

rof. Johann Jakob B
achofen, hrsg. von H

erm
an B

rocher, B
asler 

Jah
rbu

ch 1917, S
S
.295-348.

（
2
） 

平
田
公
夫
訳
「
自
然
法
と
歴
史
法
の
対
立
（
就
任
講
演
・
一
八
四
一
年
）」『
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
』
第
六
一
巻
四
号
（
二
〇
一
二
年
三
月
）

七
二
三
│
七
五
一
頁
を
参
照
。
こ
の
講
演
は
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
と
歴
史
法
学
、
と
く
に
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
と
の
関
係
を
考
え
る
た
め
の
手
が
か
り
を
与
え

て
く
れ
る
。J.J.B

achofen, D
as N
aturrecht und das G

eschichtliche R
echt in ihren G

egensätzen, in: B
ach

ofen
s G

esam
m

elte W
erke, 

B
d. 1, S

.5.

詳
し
く
は
シ
モ
ニ
ウ
ス
に
よ
る
解
説
（op.cit., S

.469ff .

）
も
参
照
。
他
の
刊
本
と
し
て
、J.J.B

achofen, S
elbstbiograph

ie u
n

d
 

A
n

trittsred
e ü

ber d
as N

atu
rrech

t, hrsg. von A
lfred B

aeum
ler, H

alle /S
aale 

（M
ax N

ieieyer

）, 1927.

（
3
） 

「
自
叙
伝
」『
序
説
』
三
四
頁
。
平
田
・
前
掲
・
訳
者
あ
と
が
き
を
参
照
。

（
4
） 

上
山
・
前
掲
書
。

（
5
） 

平
田
公
夫
・
吉
原
達
也
訳
『
古
代
墳
墓
象
徴
試
論
』
作
品
社
・
二
〇
〇
四
年
が
あ
る
。

（
6
） 

吉
原
達
也
・
平
田
公
夫
・
春
山
清
純
訳
『
母
権
制
』
上
・
下
巻
、
白
水
社
・
一
九
九
二
│
九
三
年
。
吉
原
訳
『
母
権
制
序
説
』
筑
摩
書
房
・

二
〇
〇
二
年
。

（
7
） D

ie U
ntsterblichekeitslehre der orphischen T

heologie, N
ach A

nleitung einer V
ase aus C

anosa im
 B
esitze der H

err 

P
rosper B

iardot in P
aris, 1867, in: B

ach
ofen

s G
esam

m
elte W

erke, B
d. 7, B

asel 1953, S
.5ff .

（
8
） 

『
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
伝
承
』
は
三
部
構
成
か
ら
な
り
、
序
説
に
続
い
て
、
第
一
部　

タ
ル
ク
ィ
ニ
ウ
ス
・
プ
リ
ス
ク
ス
及
び
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
・

ト
ゥ
リ
ウ
ス
両
王
戴
冠
伝
承
、
第
二
部　

セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
・
ト
ゥ
リ
ウ
ス
王
誕
生
譚
、
第
三
部　

ア
ジ
ア
的
伝
承
の
ロ
ー
マ
的
変
容
、
補
論
第
一　

エ
ト
ル
リ
ア
人
家
族
の
母
性
原
理
、
第
二　

Th.　

モ
ム
ゼ
ン
「
コ
リ
オ
ラ
ヌ
ス
説
話
批
判
」
及
び
補
説
か
ら
な
っ
て
い
る
。七

九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
五
三
六
）

（
9
） J.J.B

achofen, D
ie S
age von T

anaquil, E
ine U

ntersuchung über den O
rientalism

us in R
om
 und Italien, in: B

ach
ofen

s 

G
esam

m
elte W

erk, B
d.6, B

asel, 1951. 

バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
に
つ
い
て
は
、
吉
原
・
平
田
・
春
山
訳
『
母
権
制
』
上
・
下
巻
、
白
水
社
・

一
九
九
二
│
九
三
年
、
吉
原
訳
『
母
権
制
序
説
』
筑
摩
書
房
・
二
〇
〇
二
年
、
平
田
・
吉
原
訳
『
古
代
墳
墓
象
徴
試
論
』
作
品
社
・
二
〇
〇
四
年
所

掲
の
解
説
、
解
題
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
10
） 

吉
原
達
也
「
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
に
お
け
る
神
話
・
伝
説
・
歴
史

│
『
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
伝
承
』
を
め
ぐ
っ
て

│
」
広
島
法
学
第
三
一
巻
四
号

（
二
〇
〇
八
年
）
一
六
七
頁
以
下
。

（
11
） 

リ
ウ
ィ
ウ
ス
『
ロ
ー
マ
建
国
史
』
第
一
巻
の
邦
語
訳
と
し
て
、
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
・
鈴
木
一
州
訳
『
ロ
ー
マ
建
国
史
』（
上
）、
岩
波
書
店
・

二
〇
〇
七
年
及
び
岩
谷
智
訳
『
リ
ウ
ィ
ウ
ス
・
ロ
ー
マ
建
国
以
来
の
歴
史
1　

伝
説
か
ら
歴
史
へ
（
1
）』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年

が
あ
る
。

（
12
） P

ierre K
lossow

ski, O
rigin

es cu
ltu

relles et m
yth

iqu
es d

’u
n

 certain
 com

portem
en

t, 1968.

ピ
エ
ー
ル
・
ク
ロ
ソ
フ
ス
キ
ー
／
千

葉
文
夫
訳
『
古
代
ロ
ー
マ
の
女
た
ち
』
平
凡
社
・
二
〇
〇
六
年
、
二
九
頁
以
下
を
参
照
。

（
13
） V

gl. K
. M
euli, N

achw
ort, in: B

ach
ofen

s G
esam

m
elte S

ch
riften, B

d.II, S
.1068ff .: in B

d.II, S
.1079ff 

）

（
14
） T

heodor M
om
m
sen, D

ie E
rzählung von C

n. M
arcium

 C
oriolanus, H

erm
es, B

d. 4 

（1870

）, 1ff .=R
öm

isch
e F

orsch
u

n
gen, 

B
d.2, B

erlin 1879, S
.111ff . K

ienzle, N
achw

ort, in: B
ach

ofen
s G

esam
m

elte W
erke, B

d.6, S
.453 n.6.

モ
ム
ゼ
ン
は
、
論
文
集
へ
の
収

録
に
あ
た
っ
て
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
批
判
に
は
い
っ
さ
い
触
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

（
15
） C

.A
. B
ernoulli, B

ach
ofen

 als R
eligion

sforsch
er, L

eipzig 1924, S
.37f.

（
16
） 

上
山
・
前
掲
書
・
二
七
九
頁
以
下
、
吉
原
「
古
代
学
」
一
四
九
頁
以
下
。L

ionel G
ossm

an, O
rph

eu
s P

h
ilologu

s, B
ach

ofen
 versu

s 

M
om

m
sen

 on
 th

e S
tu

d
y of A

n
th

iqu
ity, P

hiladelphia 1983.
コ
リ
オ
ラ
ヌ
ス
説
話
に
つ
い
て
、
近
時
、
安
井
萌
「
コ
リ
オ
ラ
ヌ
ス
伝
説
考
」

『
岩
手
大
学
教
育
学
部
研
究
年
報
』
第
七
三
巻
（
二
〇
一
四
年
）
三
七
〜
五
五
頁
を
参
照
す
る
機
会
を
得
た
。
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ナ
・
ム
リ
エ
ブ
リ
ス
神

殿
起
源
譚
を
め
ぐ
る
物
語
の
「
古
い
層
」
の
発
掘
を
は
じ
め
、
貴
重
な
示
唆
を
え
る
こ
と
が
出
来
た
。

八
〇



『
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
伝
承
』
序
説
抄
（
吉
原
）

（
一
五
三
七
）

Ｊ
・
Ｊ
・
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
『
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
伝
承
│
ロ
ー
マ
と
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の

研
究
│
』（
一
八
七
〇
年
）

緒
論
及
び
序
説

研
究
の
課
題
、
根
本
観
念
及
び
方
法

イ
タ
リ
ア
の
文
化
は
そ
の
土
地
固
有
の
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
外
来
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
外
来
の
諸
影
響
の
中

で
、
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
影
響
だ
け
を
認
め
る
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
れ
以
前
の
オ
リ
エ
ン
ト
の
影
響
を
受
け
た
時
代
が
存
在
す
る

の
か
。
こ
の
こ
と
こ
そ
、
本
書
が
そ
の
答
え
を
探
求
す
る
と
こ
ろ
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
の
重
要
性
を
否
定
す
る
者
は
誰
も
い

な
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
イ
タ
リ
ア
半
島
の
後
世
の
歴
史
に
正
し
い
視
点
を
持
ち
う
る
か
は
、
ひ
と
え
に
そ
の
起
源
の
理
解
に
か
か
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
明
確
な
解
決
が
可
能
な
の
か
問
わ
れ
れ
ば
、
疑
問
は
深
ま
る
。
古
代
の
伝
承
を
根
こ
そ
ぎ
一
掃
し
て
久
し

い
こ
と
を
誇
る
時
代
が
、
ア
ジ
ア
か
ら
の
移
住
に
関
す
る
記
録
に
い
か
な
る
価
値
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
？　

ロ
ー
マ
人
や
エ
ト

ル
リ
ア
人
の
伝
承
の
一
致
、
そ
し
て
、
両
者
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
稀
少
の
伝
説
圏
と
の
一
致
に
よ
っ
て
、
イ
タ
リ
ア
の
最
も
重
要
な
二
つ
の

民
族
﹇
ロ
ー
マ
人
と
エ
ト
ル
リ
ア
人
﹈
が
オ
リ
エ
ン
ト
起
源
を
信
じ
て
い
た
こ
と
に
高
い
蓋
然
性
が
あ
る
と
指
摘
す
る
こ
と
が
何
の
役
に

立
つ
の
か
？　

こ
れ
ら
の
民
族
が
、
自
ら
の
ア
ジ
ア
起
源
を
か
つ
て
知
っ
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
決
し
て
忘
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
を
、
そ
し
て
、
彼
ら
の
運
命
の
変
転
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
伝
統
を
忠
実
に
守
り
ぬ
い
て
き
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
何
の

役
に
立
つ
の
か
？　

こ
の
よ
う
な
直
接
的
な
証
拠
を
現
代
の
批
判
主
義
的
解
明
は
ず
っ
と
認
め
た
こ
と
は
な
く
、
自
ら
の
知
性
と
才
を
誇

る
多
く
の
学
者
た
ち
の
中
で
、
こ
れ
ら
に
耳
を
傾
け
、
決
定
的
に
重
視
し
よ
う
と
す
る
者
は
誰
一
人
と
し
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
学
者
た

八
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
五
三
八
）

ち
が
求
め
て
い
る
の
は
、
証
明
の
証
明
で
あ
り
、
こ
の
証
明
の
た
め
に
必
要
な
よ
り
高
い
信
頼
性
な
の
で
あ
る
。

こ
の
ま
ま
で
は
前
進
す
べ
く
も
な
い
の
で
、
探
求
は
唯
一
の
情
報
源
と
し
て
記
念
碑
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
文
学
、
言
語
、
建

築
や
さ
ま
ざ
ま
な
芸
術
作
品
が
、
あ
る
民
族
の
特
質
や
由
来
に
つ
い
て
、
多
く
の
解
明
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
こ
と
は
誰
も
否
定
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
学
問
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
用
い
ら
れ
る
比
較
的
方
法
は
、
人
間
精
神
の
最
も
豊
か
な
道
具
に
属
す
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
、
新
し
い
問
題
、
つ
ま
り
、
一
つ
に
は
、
現
存
資
料
に
由
来
す
る
問
題
が
、
ま
た
一
つ
に
は
、
時
代
精
神
の
要
求
に
由
来
す
る
問

題
が
生
じ
る
。
十
分
な
碑
文
資
料
が
な
け
れ
ば
、
比
較
言
語
学
は
何
を
達
成
し
う
る
だ
ろ
う
か
？　

チ
グ
リ
ス
＝
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
の
地

﹇
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
﹈
の
言
語
に
比
べ
、
言
語
に
関
す
る
残
存
資
料
に
乏
し
い
エ
ト
ル
リ
ア
は
我
々
に
何
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う

か
？　

確
か
に
、
絶
滅
し
た
民
族
﹇
エ
ト
ル
リ
ア
人
﹈
が
後
世
に
伝
え
る
建
築
遺
物
や
他
の
遺
物
は
は
る
か
に
豊
富
で
あ
り
、
し
か
も
、

そ
れ
ら
に
は
、
謎
解
き
の
難
し
さ
も
な
け
れ
ば
、
偽
造
の
疑
い
な
ど
ま
っ
た
く
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
も
の
も
、
我
々
の
時
代
精

神
の
要
求
を
満
た
し
て
は
く
れ
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
神
話
的
モ
チ
ー
フ
の
選
択
、
多
く
の
芸
術
形
式
、
神
々
の
観
念
や
表
象
、
度
量
衡
制

度
に
お
け
る
議
論
の
余
地
な
き
オ
リ
エ
ン
ト
の
影
響
の
証
拠
も
、
最
も
信
頼
で
き
粘
り
強
く
自
立
し
た
観
察
者
で
あ
る
コ
ネ
ス
タ
ビ
レ
（
1
）

や 

ノ
エ
ル
＝
デ
＝
ベ
ル
ジ
ェ
（
2
）

や
ド
＝
ウ
ィ
ッ
ト
（
3
）

や
晩
年
に
お
け
る
ミ
カ
リ
（
4
）

の
よ
う
な
権
威
あ
る
人
物
を
も
っ
て
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ

ろ
、
対
立
的
な
歴
史
的
体
系
﹇
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
﹈
に
対
す
る
エ
ト
ル
リ
ア
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
何
ら
か
の
勝
利
も
、
我
々
の
研
究
へ
の

大
き
な
影
響
力
も
手
に
入
れ
て
い
な
い
。
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
擁
護
者
た
ち
に
は
他
に
何
の
反
対
も
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
通
常
の
学
術
研

究
の
対
象
を
ギ
リ
シ
ア
だ
け
に
限
定
し
て
、
か
け
離
れ
た
対
立
物
を
認
め
な
い
十
分
な
理
由
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
我
々
は
最
も
見
込
み
の
あ
る
研
究
手
段
を
騙
し
取
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
文
化
以
前
の

時
代
、
つ
ま
り
オ
リ
エ
ン
ト
文
化
の
時
代
な
ど
、
大
多
数
の
見
解
か
ら
す
れ
ば
、
と
ん
で
も
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
古
代
の
直
接
的
な

八
二



『
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
伝
承
』
序
説
抄
（
吉
原
）

（
一
五
三
九
）

証
拠
が
彼
ら
の
仮
定
の
た
め
に
は
じ
め
か
ら
主
張
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
比
較
言
語
学
が
検
証
の
た
め
の
資
料
を
も
た
ず
、
記
念
碑
に

信
頼
で
き
る
証
明
力
が
与
え
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
い
っ
さ
い
の
解
明
手
段
は
枯
渇
し
、
学
問
は
イ
タ
リ
ア
史
の
枢
要
を
永
遠
に
不
明
の

ま
ま
に
す
る
烙
印
を
押
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
た
と
え
何
世
紀
に
わ
た
っ
て
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
に
し
て
も
、
現
存
の
歴
史
資
料
か
ら
、
何
も
明
ら
か
に
な
ら
な
か
っ
た
よ

う
に
、
我
々
が
利
用
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
用
い
て
真
偽
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
根
本
的
事
実
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
言
語

や
人
間
の
手
に
よ
る
作
品
以
外
に
、
わ
れ
わ
れ
の
比
較
研
究
に
は
、
記
念
碑
の
第
三
部
門
、
つ
ま
り
神
話
も
ま
た
提
供
さ
れ
る
。
ま
さ
に

こ
の
神
話
こ
そ
、
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
の
文
化
的
な
関
係
に
つ
い
て
、
我
々
に
最
も
豊
か
で
信
頼
で
き
る
認
識
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
な
の

で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
民
族
移
動
の
結
果
、
故
郷
と
言
語
を
異
に
す
る
こ
と
も
ま
れ
で
は
な
く
、
他
の
民
族
と
の
接
触
に
よ
っ
て
た
だ

ち
に
わ
か
ら
な
い
く
ら
い
言
語
が
変
形
し
、
芸
術
作
品
や
工
芸
品
は
気
候
や
そ
の
他
の
地
域
的
な
事
情
に
大
き
く
依
存
す
る
と
し
て
も
、

い
か
な
る
民
族
も
、
場
所
が
変
わ
っ
て
も
、
信
仰
す
る
神
や
、
基
本
的
な
宗
教
観
念
、
伝
統
的
な
儀
式
習
慣
な
ど
は
変
わ
ら
な
い
の
で
あ

る
。
神
話
は
、
宗
教
的
信
仰
に
照
ら
し
た
、
そ
の
民
族
経
験
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
相
互
に
ま
っ
た

く
離
れ
た
民
族
間
に
お
け
る
神
話
の
観
念
や
形
式
の
一
致
は
、
文
化
的
関
係
が
そ
れ
自
体
民
族
移
動
に
よ
っ
て
し
か
説
明
で
き
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

ロ
ー
マ
が
エ
ト
ル
リ
ア
を
破
壊
し
、
そ
の
文
化
的
な
痕
跡
を
根
絶
や
し
に
し
た
、
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
怒
り
を
も
っ
て
し
て
も
、
こ

の
種
の
記
念
碑
を
根
絶
や
し
に
し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
民
族
は
も
と
よ
り
そ
の
文
芸
や
言
語
ま
で
何
も
か
も
消

滅
し
た
後
で
さ
え
、
ロ
ー
マ
の
歴
史
の
中
に
、
エ
ト
ル
リ
ア
の
歴
史
の
断
片
は
保
存
さ
れ
て
い
た
。
の
ち
に
勝
利
を
収
め
た
民
族
﹇
ロ
ー

マ
人
﹈
は
、
一
世
紀
に
わ
た
っ
て
、
最
終
的
に
は
征
服
し
た
こ
の
民
族
﹇
エ
ト
ル
リ
ア
人
﹈
に
従
属
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
エ
ト
ル
リ
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ア
出
身
の
三
人
の
権
力
者
た
ち
﹇
タ
ル
ク
ィ
ニ
ウ
ス
・
プ
リ
ス
ク
ス
、
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
・
ト
ゥ
リ
ウ
ス
、
タ
ル
ク
ィ
ニ
ウ
ス
・
ス
ペ
ル
ブ

ス
﹈
は
、
ロ
ー
マ
の
王
統
を
閉
じ
た
。
彼
ら
を
め
ぐ
る
物
語
に
は
、
隣
人
た
る
強
大
な
民
族
﹇
ロ
ー
マ
人
﹈
の
心
象
が
、
彼
ら
の
神
話
に

は
、
当
時
の
思
想
世
界
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
時
代
の
伝
承
の
中
で
際
立
っ
た
地
位
を
占
め
る
の
が
、
タ
ナ
ク
ィ
ル
伝
承
で
あ
る
。
タ
ナ
ク
ィ
ル
伝
承
は
、
初
代
タ
ル
ク
ィ
ニ
ウ

ス
﹇
・
プ
リ
ス
ク
ス
﹈
の
歴
史
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
・
ト
ゥ
リ
ウ
ス
の
歴
史
に
も
、
よ
り
親
密
に
織

り
込
ま
れ
、
さ
ら
に
は
、
ス
ペ
ル
ブ
ス
王
登
極
の
際
に
も
あ
ら
た
め
て
言
及
さ
れ
お
り
、
か
く
し
て
異
民
族
支
配
の
一
世
紀
に
わ
た
っ
て

ま
る
ま
る
広
が
っ
て
い
る
。
そ
の
豊
か
な
内
容
の
展
開
は
、
重
要
な
ら
ざ
る
は
な
い
意
味
を
こ
の
伝
説
に
与
え
て
く
れ
る
。
タ
ナ
ク
ィ
ル

の
意
味
は
、
自
分
の
愛
で
し
者
た
ち
に
王
冠
を
授
け
た
と
い
う
こ
と
に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
タ
ナ
ク
ィ
ル
は
、
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
王

の
出
生
伝
説
に
も
登
場
し
、
そ
こ
で
は
ま
っ
た
く
新
し
い
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
タ
ナ
ク
ィ
ル
は
、
つ
い
に
は
墓
絵
や
神
殿
壁
画
に
も

描
か
れ
、
象
徴
、
慣
習
、
そ
の
起
源
が
理
解
で
き
な
く
な
っ
た
は
る
か
後
ま
で
残
存
す
る
宗
教
的
市
民
的
顕
彰
の
中
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

か
く
し
て
、
分
析
対
象
た
る
資
料
は
、
太
古
の
伝
承
に
関
す
る
第
一
級
の
材
料
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

従
来
の
研
究
﹇
批
判
主
義
の
立
場
に
あ
る
学
者
た
ち
﹈
は
、
無
関
心
に
も
、
こ
の
豊
か
で
よ
く
記
録
さ
れ
た
伝
承
を
無
視
し
て
き
た
。

従
来
の
研
究
は
、
も
っ
ぱ
ら
歴
史
的
真
実
と
い
う
永
久
に
望
み
の
な
い
探
求
に
の
み
向
け
ら
れ
る
あ
ま
り
、
奇
跡
物
語
や
あ
り
え
な
い
話

に
満
ち
て
い
る
た
め
、
歴
史
的
な
出
来
事
と
い
う
領
域
か
ら
は
排
除
さ
れ
る
素
材
に
ま
っ
た
く
関
心
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
従

来
の
研
究
は
、
否
定
し
無
視
す
る
こ
と
で
満
足
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
伝
説
は
、
そ
の
歴
史
性
を
否
定
さ
れ
て
も
、
そ
の
意
味

を
奪
わ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
起
こ
り
え
ぬ
は
ず
の
こ
と
も
、
や
は
り
人
間
が
考
え
た
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
内
的
な

0

0

0

真
実
は

外
的
な

0

0

0

真
実
に
取
っ
て
代
わ
る
。
我
々
が
見
出
そ
う
と
す
る
の
は
、
事
実
性
で
は
な
く
、
精
神
の
活
動
で
あ
る
。
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
伝
承
は
、
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歴
史
の
領
域
か
ら
は
排
除
さ
れ
て
は
い
る
が
、
し
か
し
思
想
世
界
の
記
念
碑

0

0

0

0

0

0

0

0

な
の
で
あ
る
。
こ
の
観
念
的
な
要
素
こ
そ
、
我
々
の
証
明
を

託
す
に
ふ
さ
わ
し
い
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
我
々
の
比
較
研
究
の
対
象
と
な
る
の
は
、
歴
史
的
な
も
の
﹇
出
来
事
、
史
実
的
な
こ
と
が

ら
﹈
で
は
な
く
、
伝
承
の
理
念
圏

0

0

0

0

0

0

﹇
伝
承
の
な
か
に
具
体
化
さ
れ
た
観
念
﹈
で
あ
る
。
同
じ
思
想
世
界
が
、
そ
れ
に
対
応
す
る
表
現
様
式

を
も
た
ら
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
我
々
は
親
密
な
文
化
的
関
連
を
想
定
し
て
も
よ
い
。
も
し
、
我
々
が
、
類
似
の
神
話
圏
の
中
で
、
ど
の
神

話
が
指
導
的
根
本
観
念
に
よ
り
忠
実
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
、
こ
れ
に
対
し
て
、
ど
の
神
話
が
そ
う
し
た
観
念
か
ら
よ
り
離
れ
て
い
る
か

を
決
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
我
々
は
、
ど
の
民
族
が
ど
の
民
族
か
ら
そ
の
神
話
を
受
け
継
い
だ
の
か
と
い
う
問
題
に
も
答
え
ら
れ
る
だ

ろ
う
。
民
族
間
の
親
近
性
や
差
異
の
判
断
を
比
較
言
語
学
者
に
委
ね
る
時
代
で
あ
れ
ば
、
理
念
及
び
神
話
の
比
較
に
も
同
様
に
証
明
力
を

与
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

我
々
は
研
究
を
一
つ
の
記
念
碑
だ
け
に
限
定
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
確
実
な
論
証
は
、
類
比
物
の
数
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
と
く
に
顕

著
な
類
比
物
の
一
つ
を
徹
底
的
に
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
。﹇
…
…
﹈
以
下
の
概
観
に
お
い
て
、
我
々
は
、
読
者
に
、
我
々
の

理
念
の
漸
進
的
な
展
開
を
示
す
と
同
時
に
、
個
々
の
論
証
部
分
が
相
互
に
関
連
づ
け
ら
れ
た
内
的
連
関
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

我
々
が
注
目
す
る
の
は
、
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
注
目
す
べ
き
姿
で
登
場
す
る
伝
説
の
一
場
面
で
あ
る
が
、
そ
の
場
面
は
、
歴
史
叙
述
に
お
い

て
も
、
最
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
タ
ル
ク
ィ
ニ
ウ
ス
・
プ
リ
ス
ク
ス
は
、
一
人
の
女
性
の
助
け
を
得
て
ロ
ー
マ
の
王
位
に
即

く
こ
と
が
で
き
た
。
表
現
形
式
の
違
い
は
あ
る
が
、
同
じ
モ
チ
ー
フ
は
、
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
・
ト
ゥ
リ
ウ
ス
の
即
位
に
つ
い
て
も
繰
り
返
さ

れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
王
冠
は
女
性
か
ら
の
贈
り
物
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
予
期
せ
ぬ
幸
運
の
運
命
で
あ
っ
た
。
最
後
に
、
タ
ル
ク
ィ
ニ
ウ

ス
・
ス
ペ
ル
ブ
ス
は
、
同
じ
理
念
に
即
し
て
、
悪
女
ト
ゥ
リ
ア
の
助
け
で
最
高
権
力
を
獲
得
し
て
い
る
。
ト
ゥ
リ
ア
自
身
、
タ
ナ
ク
ィ
ル

八
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
五
四
二
）

の
似
姿
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
は
、
最
高
権
力
が
女
性
に
由
来
す
る
と
い
う
根
本
観
念
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

ロ
ー
マ
的
観
念
な
の
で
あ
ろ
う
か
？　

そ
う
主
張
す
る
者
は
誰
も
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
観
念
は
ロ
ー
マ
の
政
治
原

則
と
は
ま
っ
た
く
対
照
的
な
の
で
、
オ
リ
エ
ン
ト
的
観
念
が
ロ
ー
マ
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
帝
政
末
に
お
い
て
若
干
の
類

例
が
見
出
さ
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
世
界
も
何
ら
結
節
点
を
提
供
し
て
く
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
ジ
ア
の
神

話
物
語
に
、
非
常
に
多
く
の
類
比
的
関
係
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
ロ
ー
マ
と
オ
リ
エ
ン
ト
の
観
念
と
の
関
連
が
あ
っ
た
と
言

わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
の
王
朝
伝
説
は
タ
ナ
ク
ィ
ル
と
い
う
一
人
の
女
性
よ
り
も
多
く
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
。

ア
ッ
シ
リ
ア
世
界
で
は
つ
ね
に
、
王
座
を
与
え
る
の
は
女
性
で
あ
る
。
伝
承
に
よ
れ
ば
と
く
に
オ
リ
エ
ン
ト
と
の
関
係
が
深
い
と
さ
れ
る
、

三
つ
の
イ
タ
リ
ア
民
族
﹇
エ
ト
ル
リ
ア
人
、
テ
ュ
レ
ニ
ア
＝
リ
ュ
デ
ィ
ア
人
、
サ
ビ
ニ
人
﹈
は
、
た
だ
ち
に
注
目
す
べ
き
対
応
関
係
を
示

し
て
い
る
。
我
々
が
ま
ず
関
心
を
持
つ
の
は
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
民
族
で
あ
る
。
こ
れ
に
続
く
の
が
、
カ
リ
ア
人
と
ミ
ュ
シ
ア
人
、
ア
ラ
マ

ン
ニ
人
と
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
、
ペ
ル
シ
ア
人
と
ア
ッ
シ
リ
ア
人
の
伝
承
で
あ
る
。
神
話
の
形
式
は
多
種
多
様
で
あ
る
が
、
そ
の
観
念
は
つ
ね

に
同
一
で
あ
る
。
非
常
に
多
く
の
民
族
の
間
に
、
こ
の
よ
う
な
共
通
点
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
閉
じ
ら
れ
た
一
大
文
化
時
代
に
顕
著
な

特
徴
と
し
て
、
王
権
が
女
性
に
由
来
す
る
と
い
う
観
念
が
存
在
し
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。

今
や
、
我
々
は
、
以
上
の
よ
う
な
基
礎
に
基
づ
い
て
、
こ
れ
ら
の
よ
う
な
対
応
関
係
を
詳
細
に
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
外
観
的
な
類

似
性
で
は
十
分
で
は
な
い
。
我
々
は
、
ア
ジ
ア
の
王
妃
の
個
性
的
な
特
徴
﹇
王
権
を
授
け
る
女
性
と
い
う
特
徴
﹈
が
タ
ナ
ク
ィ
ル
に
も
繰

り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
以
下
の
よ
う
な
三
つ
の
特
徴
が
随
所
で
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ジ
ア
の
王
朝
の
王
妃
は
例
外
な

く
ヘ
タ
イ
ラ
と
考
え
ら
れ
、
例
外
な
く
ヘ
ラ
ク
レ
ス
と
関
係
が
あ
り
、
そ
し
て
最
後
に
、
例
外
な
く
、
そ
の
娼
婦
的
性
格
ゆ
え
に
、
男
性

パ
ー
ト
ナ
ー
を
支
配
し
て
い
る
。
も
し
、
タ
ナ
ク
ィ
ル
が
、
こ
れ
ら
の
ア
ジ
ア
の
王
妃
た
ち
の
列
に
加
わ
る
な
ら
、
彼
女
の
伝
説
に
も
同
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じ
特
徴
が
繰
り
返
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。

こ
こ
で
、
我
々
の
探
求
は
困
難
に
陥
る
。
ロ
ー
マ
の
伝
承
は
王
権
が
女
性
に
由
来
す
る
と
い
う
理
念
を
そ
の
ま
ま
変
わ
る
こ
と
な
く
受

容
し
た
が
、
オ
リ
エ
ン
ト
世
界
に
お
い
て
王
権
を
授
け
る
女
性
が
そ
な
え
る
か
の
す
べ
て
の
特
徴
を
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
姿
か
ら
奪
っ
て
し

ま
っ
た
。
実
際
、
王
権
史
に
お
け
る
こ
の
崇
高
な
女
性
は
ロ
ー
マ
帝
国
末
期
に
お
い
て
さ
え
非
常
に
尊
敬
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
尊
敬
は
、

何
よ
り
も
、
オ
リ
エ
ン
ト
の
低
次
の
感
覚
的
な
観
念
と
は
相
反
す
る
特
質
の
名
声
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
こ
の
最
後
の
伝

説
の
形
が
最
初
の
も
の
で
あ
り
、
タ
ナ
ク
ィ
ル
が
、
発
展
し
た
ロ
ー
マ
が
こ
の
女
性
に
見
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
の
な
ら
、

大
筋
で
は
一
致
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
対
比
は
無
に
帰
し
、
こ
の
よ
う
な
方
針
で
証
明
す
る
こ
と
を
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
│

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
我
々
は
探
求
の
方
向
を
転
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
、
記
念
碑
か
ら
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
そ
れ
に
付

け
加
え
ら
れ
た
変
化
を
取
り
除
き
、
後
代
の
随
意
的
な
変
更
か
ら
、
そ
の
本
来
の
内
容
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。﹇
…
…
﹈
と
い

う
の
は
、
後
代
の
観
念
に
よ
っ
て
、
記
念
碑
が
い
か
に
徹
底
的
に
変
容
を
加
え
ら
れ
よ
う
と
も
、
決
し
て
根
本
観
念
が
ま
っ
た
く
隠
さ
れ

て
し
ま
う
こ
と
も
な
く
、
そ
の
ひ
び
割
れ
や
隙
間
も
も
と
の
状
況
が
ま
っ
た
く
分
か
ら
な
く
な
る
ほ
ど
に
覆
い
尽
く
さ
れ
る
こ
と
も
な
い

か
ら
で
あ
る
。
タ
ナ
ク
ィ
ル
伝
説
の
個
々
の
場
面
で
は
、
オ
リ
エ
ン
ト
の
ヘ
タ
イ
ラ
の
観
念
や
習
慣
が
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
る
。
ロ
ー

マ
人
は
そ
れ
ら
を
で
き
る
だ
け
隠
蔽
し
、
正
反
対
の
自
分
た
ち
の
感
覚
や
好
み
に
合
わ
せ
て
新
し
く
解
釈
し
直
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
説
明
は
決
し
て
十
分
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
不
十
分
さ
こ
そ
が
、
よ
り
古
く
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
形
成
原

理
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
を
新
し
い
見
地
か
ら
解
釈
す
る
た
め
の
試
み
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を

知
る
こ
と
よ
っ
て
、
我
々
は
後
代
の
観
念
か
ら
初
期
の
観
念
へ
、
ロ
ー
マ
国
家
の
タ
ナ
ク
ィ
ル
か
ら
ア
ジ
ア
の
王
妃
﹇
王
権
を
授
け
る
女

性
﹈
と
い
う
も
と
の
形
へ
、
東
洋
と
西
洋
の
対
立
か
ら
一
致
へ
と
遡
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
女
性
は
、
後
代
で
は
あ
ら
ゆ
る

八
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婦
人
に
ふ
さ
わ
し
い
美
徳
の
化
身
で
あ
っ
た
が
、
も
と
も
と
は
ア
ジ
ア
の
娼
婦
的
王
妃
た
ち
の
仲
間
で
あ
っ
た
。

タ
ナ
ク
ィ
ル
と
ヘ
ラ
ク
レ
ス
と
の
関
連
も
同
様
に
確
実
な
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
史
実
伝
承
に
お
い
て
は
、
は
っ
き
り
と
表
現
さ
れ

る
わ
け
で
は
な
い
が
、
奇
跡
の
力
を
も
た
ら
す
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
像
を
建
立
し
、
彼
女
の
婦
人
用
装
身
具
を
納
め
る
場
所
と
し
て
、
ク
ィ
リ

ナ
リ
ス
丘
に
あ
る
ヘ
ラ
ク
レ
ス
神
殿
が
選
ば
れ
た
こ
と
は
、
王
権
の
担
い
手
に
し
て
授
け
る
女
性
を
随
所
で
ヘ
ラ
ク
レ
ス
の
愛
人
と
す
る

ア
ッ
シ
リ
ア
の
宗
教
体
系
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。﹇
…
…
﹈
そ
し
て
、
も
と
も
と
は
娼
婦
的
な
妻
に
よ
る
配
偶
た
る
夫
に
対
す
る
女
性

支
配
的
な
優
越
が
オ
リ
エ
ン
ト
的
思
想
圏
の
確
実
な
認
識
徴
表
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
点
で
も
、
本
来
の
タ
ナ
ク
ィ
ル
像
に
正

確
な
対
応
物
が
欠
け
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
後
代
の
ロ
ー
マ
の
伝
承
に
な
お
残
さ
れ
る
女
性
の
権
力
や
自
立
は
、
ま
さ
し
く
古
く
か

ら
の
よ
り
徹
底
し
た
女
性
支
配
の
名
残
り
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
タ
ナ
ク
ィ
ル
は
、
ロ
ー
マ
婚
姻
法
の
範
囲
に
お
け
る
「
夫
を
支

配
す
る
妻 im

periosa conjunx （5
）

」
と
さ
れ
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
、
彼
女
の
名
前
自
体
ロ
ー
マ
時
代
末
期
に
ま
で
諺
の
よ
う
に
残
っ
て

い
た
だ
け
で
は
な
い
。
彼
女
と
ヘ
ラ
ク
レ
ス
の
本
来
の
関
係
は
、
リ
ュ
デ
ィ
ア
の
オ
ン
パ
レ
と
そ
の
肉
体
的
魅
力
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
、

堕
落
し
て
し
ま
っ
た
夫
と
の
関
係
と
同
じ
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
西
洋
の
よ
り
崇
高
な
道
徳
感
情
は
、
オ
リ
エ
ン
ト
的
な
態
度
の
こ
の

よ
う
な
側
面
に
断
固
と
し
て
対
立
す
る
。
ロ
ー
マ
の
政
治
思
想
は
、
父
親
や
夫
の
み
に
与
え
ら
れ
る
排
他
的
な
権
利
に
基
づ
い
て
お
り
、

そ
の
よ
う
な
タ
ナ
ク
ィ
ル
を
過
去
の
尊
敬
す
べ
き
女
性
像
の
中
に
置
く
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
オ
ン

パ
レ
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
者
の
本
来
の
姿
が
、
時
代
錯
誤
の
説
明
に
よ
っ
て
徹
底
的
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
隠
蔽
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら

か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
ふ
た
た
び
、
古
い
時
代
へ
の
探
求
に
よ
っ
て
鍛
え
ら
れ
た
目
を
も
て
ば
、
新
し
い
も
の
と
古
い
も
の
と
の

境
界
線
を
容
易
に
発
見
し
、
こ
の
二
つ
の
相
互
に
重
な
り
合
う
理
念
層
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
属
す
べ
き
も
の
を
正
し
く
分
配
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

八
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タ
ナ
ク
ィ
ル
の
故
郷
エ
ト
ル
リ
ア
に
お
い
て
、
オ
ン
パ
レ
│

ヘ
ラ
ク
レ
ス
の
神
話
が
普
及
し
た
と
い
う
こ
と
を
出
発
点
と
し
て
、
他
の

学
者
た
ち
は
リ
ュ
デ
ィ
ア
か
ら
の
移
住
伝
説
へ
と
遡
っ
て
い
っ
た
が
、
我
々
は
、
こ
の
探
求
の
道
標
と
し
て
こ
れ
を
選
択
し
な
か
っ
た
。

そ
の
代
わ
り
に
、
我
々
は
、
タ
ナ
ク
ィ
ル
像
と
装
身
具
が
納
め
ら
れ
て
い
る
ヘ
ラ
ク
レ
ス
神
殿
の
サ
ビ
ニ
起
源
を
結
び
つ
け
、
タ
ナ
ク
ィ

ル
の
ヘ
ラ
ク
レ
ス
と
の
関
係
と
い
う
初
期
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
サ
ビ
ニ
の
伝
承
を
調
べ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
我
々
の

望
み
は
欺
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。
権
力
を
授
け
、
夫
を
従
属
さ
せ
ん
と
す
る
ヘ
タ
イ
ラ
的
な
王
妃
に
関
す
る
オ
リ
エ
ン
ト
的
な
理
念
圏
は
、

ロ
ー
マ
化
さ
れ
た
タ
ナ
ク
ィ
ル
伝
説
よ
り
も
サ
ビ
ニ
神
話
の
中
に
よ
り
純
粋
に
そ
の
ま
ま
保
存
さ
れ
て
い
る
。
権
力
を
授
け
る
タ
ル
ペ
イ

ア
や
、
ヘ
ラ
ク
レ
ス
と
ラ
レ
ン
テ
ィ
ア
と
の
情
事
、
フ
ロ
ー
ラ
と
マ
ル
ス
│

ヘ
ラ
ク
レ
ス
と
の
類
似
し
た
関
係
に
つ
い
て
の
伝
承
や
、
昔

の
娼
婦
的
な
祭
の
始
ま
り
に
つ
い
て
の
伝
説
は
す
べ
て
サ
ビ
ニ
人
に
由
来
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
オ
リ
エ
ン
ト
的
な
記
念
碑
は
、
こ

れ
ま
で
軽
視
さ
れ
誤
解
さ
れ
続
け
て
き
た
伝
説
と
密
接
に
関
係
し
て
お
り
、
こ
の
伝
説
は
、
サ
ビ
ニ
人
家
族
に
お
け
る
ア
マ
ゾ
ン
的
な
も

の
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
女
性
支
配
的
原
理
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
我
々
が
、
初
期
の
文
化
段
階
に
お
け
る
信
仰
の

掟
と
市
民
生
活
の
原
則
と
の
乖
離
が
な
お
ま
っ
た
く
無
縁
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
タ
ナ
ク
ィ
ル
と
サ
ビ
ニ
の
ヘ
ラ
ク
レ
ス
と
の

関
係
は
、
リ
ュ
デ
ィ
ア
の
オ
ン
パ
レ
と
ヘ
ラ
ク
レ
ス
と
の
関
係
に
対
応
し
て
、
女
性
に
服
従
す
る
男
性
と
い
う
意
味
で
の
み
理
解
さ
れ
て

い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
結
論
は
、
我
々
が
ヘ
ラ
ク
レ
ス
神
殿
に
あ
る
タ
ナ
ク
ィ
ル
像
と
共
に
納
め
ら
れ
、
後
代

に
ま
っ
た
く
新
し
い
解
釈
が
な
さ
れ
た
婦
人
用
装
身
具
の
解
明
に
よ
っ
て
ま
っ
た
く
確
実
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
、
我
々

は
タ
ナ
ク
ィ
ル
と
オ
リ
エ
ン
ト
的
な
王
妃
と
を
確
実
に
同
一
視
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
タ
ナ
ク
ィ
ル
神
話
は
、
女
性
か
ら
の
権
力
の
授
与

と
い
う
ア
ジ
ア
の
王
統
伝
説
の
基
本
的
な
モ
チ
ー
フ
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
原
形
は
リ
ュ

デ
ィ
ア
の
オ
ン
パ
レ
で
最
も
明
白
に
例
証
さ
れ
て
い
る
オ
リ
エ
ン
ト
的
な
王
妃
の
あ
ら
ゆ
る
特
徴
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

八
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第
三
に
、
な
お
考
慮
を
要
す
べ
き
点
が
が
あ
る
。
も
し
我
々
の
示
す
対
応
関
係
が
支
持
さ
れ
る
と
す
る
と
、
ち
ょ
う
ど
タ
ナ
ク
ィ
ル
と

ア
ッ
シ
リ
ア
の
リ
ュ
デ
ィ
ア
の
ヘ
タ
イ
ラ
が
一
致
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
ヘ
ラ
ク
レ
ス
と
ヘ
ラ
ク
レ
ス
│

タ
ナ
ク
ィ
ル
の
関
係
と
ア
ッ

シ
リ
ア
の
ベ
ル
│

ヘ
ラ
ク
レ
ス
と
の
関
係
は
あ
ら
ゆ
る
点
で
一
致
す
る
は
ず
で
あ
る
。
サ
ビ
ニ
人
で
あ
る
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
配
偶
者
は
、

ク
ィ
リ
ナ
リ
ス
神
殿
に
祭
ら
れ
て
い
て
、
セ
モ
・
サ
ン
ク
ス
・
デ
ィ
ウ
ス
・
フ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
と
い
う
固
有
の
名
を
有
す
る
。
そ
う
す
る
と
、

こ
こ
で
、
ま
ず
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
問
題
を
定
式
化
す
る
な
ら
ば
、
サ
ビ
ニ
人
や
そ
の
後
の
ロ
ー
マ
人
が
セ
モ
・
サ
ン
ク
ス
に
お
い
て

見
た
神
は
、
ア
ッ
シ
リ
ア
の
ベ
ル
│

ヘ
ラ
ク
レ
ス
と
同
じ
側
に
立
つ
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
と
は
異
な
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
し
そ
う
な
ら
、
ロ
ー
マ
の
タ
ナ
ク
ィ
ル
│

ヘ
ラ
ク
レ
ス
と
、
リ
ュ
デ
ィ
ア
の
ア
ッ
シ
リ
ア
の
オ
ン
パ
レ
│

ヘ
ラ
ク
レ
ス
や
、
類
似
の
オ

リ
エ
ン
ト
の
ペ
ア
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
確
か
に
な
り
、
ア
ジ
ア
の
伝
承
の
断
片
だ
け
で
は
な
く
、
オ
リ
エ
ン
ト
の
ヘ
ラ
ク
レ
ス
に
つ

い
て
の
伝
承
体
系
の
全
体
が
、
イ
タ
リ
ア
に
移
植
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
確
実
に
な
る
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
我
々
の
論
証
は
、
単

に
名
前
の
一
致
に
の
み
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
事
実
上
の
一
致
に
基
づ
い
て
い
な
い
と
い
う
理
由
で
断
念
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

我
々
が
比
較
宗
教
研
究
の
こ
の
部
分
に
、
大
き
な
精
力
を
注
ぐ
の
は
ま
っ
た
く
ゆ
え
な
し
の
こ
と
で
は
な
い
。
読
者
諸
氏
に
お
か
れ
て
は
、

神
話
資
料
を
扱
う
一
般
的
な
方
法
は
、
こ
こ
で
、
ま
っ
た
く
不
十
分
な
も
の
と
し
て
放
棄
さ
れ
た
こ
と
が
お
分
か
り
に
な
ろ
う
。
我
々
は
、

事
実
と
で
き
る
か
ぎ
り
十
分
な
証
拠
の
収
集
に
取
り
組
む
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
何
よ
り
も
理
念
と
理
念
比
較
と
に
結
び
つ
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
何
よ
り
ま
ず
、
ベ
ル
の
宗
教
体
系
に
お
け
る
ア
ッ
シ
リ
ア
の
ヘ
ラ
ク
レ
ス
の
地
位
を
確
定
し
、

最
も
純
粋
な
ヘ
ラ
ク
レ
ス
理
念
が
、
地
母
神
信
仰
の
官
能
性
に
屈
し
て
ヘ
タ
イ
ラ
の
奴
隷
と
な
っ
た
英
雄
へ
と
堕
す
る
に
至
る
さ
ま
ざ
ま

な
段
階
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
か
ら
、
我
々
は
、
サ
ビ
ニ
と
ロ
ー
マ
の
ヘ
ラ
ク
レ
ス
が
ア
ッ
シ
リ
ア
│

フ
ェ
ニ
キ
ア
の
神
に

直
結
し
て
い
る
こ
と
を
論
証
す
る
と
い
う
方
法
で
、
こ
の
複
合
観
念
と
、
サ
ビ
ニ
の
セ
モ
・
サ
ン
ク
ス
・
デ
ィ
ウ
ス
・
フ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
に

九
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ま
つ
わ
る
観
念
を
比
較
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
学
者
が
異
質
な
観
念
に
立
ち
入
ろ
う
と
す
る
と
、
そ
の
能
力
を
最
も
厳
し
く
問
わ
れ
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
我
々
の
苦
労
が
よ
り
豊
か
な
発
見
に
よ
っ
て
報
わ
れ
る
こ
と
も
ま
た
他
の
ど
こ
に
も
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
の
比
較
は
、
派
生

的
で
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
ま
っ
た
く
衰
え
て
し
ま
っ
た
ギ
リ
シ
ア
的
な
ヘ
ラ
ク
レ
ス
理
念
を
通
じ
て
は
得
ら
れ
ず
、
こ
れ
ま
で
理
解
で
き
な

か
っ
た
イ
タ
リ
ア
宗
教
の
最
も
暗
い
部
分
に
光
り
を
投
げ
か
け
た
。
さ
ら
に
、
サ
ビ
ニ
人
は
、
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
一
連
の
オ
リ
エ
ン
タ

リ
ズ
ム
の
担
い
手
た
ち
の
中
で
最
も
重
要
な
地
位
を
占
め
て
お
り
、
か
な
り
以
前
に
、
厳
密
に
は
Ｋ
・
Ｏ
・
ミ
ュ
ラ
ー
に
よ
っ
て
す
で
に

指
摘
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
（
6
）

が
、
こ
れ
ま
で
学
界
か
ら
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
エ
ト
ル
リ
ア
の
ヘ
ラ
ク
レ
ス
崇
拝
と
関
わ
り
を
持
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
│
最
後
に
、
タ
ナ
ク
ィ
ル
と
、
ア
ッ
シ
リ
ア
文
化
圏
の
伝
説
に
登
場
す
る
王
妃
た
ち
が
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
ロ
ー
マ
と
ア
ジ
ア
で
の
夫
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
、
間
違
い
な
く
、
イ
タ
リ
ア
で

オ
リ
エ
ン
ト
文
化
の
時
代
が
あ
っ
た
と
い
う
歴
史
性
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

神
話
と
い
う
唯
一
の
記
念
碑
が
、
我
々
を
こ
の
結
論
に
導
い
た
。
し
か
し
、
オ
リ
エ
ン
ト
的
理
念
が
こ
の
よ
う
に
豊
か
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
オ
リ
エ
ン
ト
民
族
が
イ
タ
リ
ア
の
地
に
い
た
こ
と
を
前
提
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
観
念
が
深
く
根
ざ
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
ア
ッ
シ
リ
ア
文
化
の
時
代
が
長
く
継
続
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ア
ペ
ニ
ン
半
島
は
、
強
力
な
ギ
リ
シ
ア

の
植
民
地
と
な
る
は
る
か
以
前
に
は
、
ア
ジ
ア
の
植
民
地
で
あ
っ
た
。
い
つ
の
時
代
も
イ
タ
リ
ア
で
は
同
じ
よ
う
な
現
象
が
起
こ
っ
て
い

た
。
イ
タ
リ
ア
は
、
常
に
、
衰
え
か
け
た
ど
こ
か
他
の
場
所
の
文
化
や
、
衰
え
つ
つ
あ
る
観
念
や
、
敗
北
し
た
集
団
の
最
終
的
な
避
難
所

で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
、
オ
リ
エ
ン
ト
の
宗
教
は
深
く
、
決
定
的
な
根
を
下
ろ
し
、
ギ
リ
シ
ア
文
化
が
最
も
影
響
力
を
持
っ
た
時
代
で
さ
え
、

ギ
リ
シ
ア
は
そ
れ
を
根
絶
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

九
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ロ
ー
マ
の
伝
承
形
成
が
、
王
権
を
授
け
る
ア
プ
ロ
デ
ィ
テ
│

ミ
ュ
リ
ッ
タ
﹇
イ
シ
ュ
タ
ル
﹈
と
い
う
オ
リ
エ
ン
ト
的
原
型
に
完
全
に
従

属
す
る
こ
と
が
、
我
々
の
研
究
を
通
じ
て
し
だ
い
に
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
二
人
の
伝
説
上
の
女
性
と
ヘ
ラ
ク
レ
ス
と
の
関

係
が
同
一
で
あ
る
こ
と
や
、
ヘ
ラ
ク
レ
ス
に
つ
い
て
の
ア
ッ
シ
リ
ア
│

リ
ュ
デ
ィ
ア
と
サ
ビ
ニ
│

ロ
ー
マ
の
観
念
が
対
応
し
て
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
。
我
々
の
比
較
研
究
の
目
的
で
あ
っ
た
証
明
は
、
も
は
や
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
正
し
さ
を
さ

ら
検
証
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
必
要
な
材
料
は
我
々
に
確
保
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
タ
ナ
ク
ィ
ル
を
め
ぐ
る

伝
説
の
第
二
グ
ル
ー
プ
、
つ
ま
り
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
・
ト
ゥ
リ
ウ
ス
の
出
生
神
話
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
神
話
に
つ
い
て
は
、
本
書
第
二
部

で
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
も
し
王
権
を
授
け
る
女
性
と
し
て
の
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
立
場
が
、
究
極
的
に
は
ア
ッ
シ
リ
ア
の

ミ
ュ
リ
ッ
タ
の
観
念
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
、
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
出
生
伝
説
と
の
関
係
は
、
ミ
ュ
リ
ッ
タ
の
儀
式
の
原
理
や
慣
習
に

起
源
を
持
つ
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
二
つ
の
伝
承
は
、
密
接
な
関
係
で
結
ば
れ
て
い
る
の
で
、
同
じ
起
源
に
由
来
す
る
に
違
い
な
い
。

我
々
が
最
初
の
研
究
で
達
し
た
結
論
は
、
第
二
の
研
究
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
疑
問
を
一
掃
さ
れ
る
か
、
も
し
く
は
論
駁
さ
れ
る
か
い
ず

れ
か
に
な
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
の
探
求
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
の
王
政
期
に
関
す
る
最
も
流
布
し
た
伝
承
の
一
つ
が
、
ア
ッ
シ
リ

ア
宗
教
、
つ
ま
り
、
最
も
無
規
律
な
娼
婦
制
に
顕
現
す
る
自
然
母
神
と
関
係
が
あ
る
こ
と
は
も
は
や
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
あ
り
え
な
い
。

し
か
し
、
ま
た
思
い
も
か
け
ず
、
女
性
原
理
の
ア
プ
ロ
デ
ィ
テ
的
理
解
に
最
も
奔
放
で
西
洋
的
精
神
と
は
最
も
矛
盾
し
た
表
現
を
賦
与
す

る
宗
教
慣
行
が
ま
さ
に
、
ロ
ー
マ
の
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
の
伝
承
の
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
点
を
規
定
し
て
い
る
最
も
直
接
的
な
原
型
で
あ
る
こ
と

を
こ
の
う
え
も
な
く
は
っ
き
り
と
認
識
さ
せ
て
く
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
我
々
の
タ
ナ
ク
ィ
ル
神
話
に
つ
い
て
の
第
二

グ
ル
ー
プ
は
、
単
に
サ
カ
エ
ア
族
や
卑
し
く
官
能
的
な
ミ
ュ
リ
ッ
タ
の
掟
を
完
全
に
表
現
し
た
祝
祭
の
儀
式
を
物
語
化
し
た
も
の
な
の
で

九
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あ
る
。
ロ
ー
マ
の
伝
承
の
特
徴
は
、
バ
ビ
ロ
ニ
ア
や
ア
ッ
シ
リ
ア
の
娼
婦
的
奴
隷
祭
に
も
同
じ
よ
う
に
共
通
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
タ
ナ

ク
ィ
ル
の
機
能
は
、
サ
カ
エ
ア
族
の
神
聖
な
女
王
に
帰
さ
れ
る
機
能
の
似
姿
な
の
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
の
伝
承
を
こ
の
原
型
ま
で
遡
れ
ば
、

多
く
の
矛
盾
は
解
決
さ
れ
よ
う
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
は
相
い
れ
な
い
要
素
が
首
尾
一
貫
し
た
統
一
体
に
な
り
、
外
観
は
変
則
の
よ
う
で

あ
っ
て
も
、
完
全
に
首
尾
一
貫
し
た
構
造
の
一
部
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。﹇
…
…
。﹈

こ
こ
で
次
々
と
行
わ
れ
た
探
求
の
過
程
で
、
本
書
第
一
部
の
類
比
か
ら
明
ら
か
と
な
っ
た
事
実
が
繰
り
返
し
示
さ
れ
て
い
る
。
イ
タ
リ

ア
で
は
、
断
片
的
で
、
非
常
に
様
々
に
手
が
加
え
ら
れ
た
断
片
か
ら
し
か
見
分
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
が
、
オ
リ
エ
ン
ト
で
は
、
完

全
で
首
尾
一
貫
し
た
も
の
と
し
て
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
我
々
が
扱
う
ば
ら
ば
ら
な
断
片
が
、
今
、
本
来
の
場
所
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

の
は
、
こ
の
完
全
に
保
存
さ
れ
て
き
た
ア
ジ
ア
の
先
例
の
お
か
げ
で
あ
る
。﹇
…
…
。﹈

こ
の
よ
う
な
比
較
に
よ
っ
て
確
固
と
し
た
方
針
が
与
え
ら
れ
れ
ば
、
我
々
は
、
こ
れ
ら
の
神
話
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
ロ
ー
マ
の
試
み

な
ど
無
用
の
こ
と
に
冷
静
に
心
を
い
た
す
こ
と
が
で
き
る
。﹇
…
…
。﹈
そ
の
よ
う
な
説
明
は
、
ロ
ー
マ
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
初
期
の

思
想
世
界
と
の
対
比
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
点
で
、
有
用
で
あ
る
。
し
か
し
、
目
下
の
探
求
目
的
に
と
っ
て
は
る
か
に
重
要
な
の
は
、

宗
教
的
祝
祭
と
の
あ
ら
ゆ
る
関
係
と
同
様
に
、
新
し
い
時
代
理
念
の
変
形
的
な
影
響
を
あ
ま
り
受
け
て
い
な
い
宗
教
的
伝
承
の
類
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
の
出
生
に
ま
つ
わ
る
伝
承
が
、
サ
カ
エ
ア
族
の
儀
式
に
起
源
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
が
、
こ
の
種

の
祝
祭
が
イ
タ
リ
ア
や
ロ
ー
マ
に
お
い
て
も
開
催
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
て
は
じ
め
て
、
蓋
然
的
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
一
般
的
な
イ
タ
リ
ア
の
民
族
精
神
は
、
固
有
の
慣
行
か
ら
は
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
宗
教
的
な
原
型
に
し
た
が
っ
て
、
愛
で
ら
れ
し

王
の
出
生
に
つ
い
て
の
観
念
を
い
か
に
し
て
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
﹇
…
…
。﹈

我
々
の
神
話
学
が
与
え
て
く
れ
る
も
の
は
、
事
実
的
な
も
の
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
創
造
的
な
根
本
観
念
や
根
本
理
念

九
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に
つ
い
て
は
何
も
語
ら
ず
、
す
べ
て
は
謎
に
包
み
隠
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。﹇
…
…
。﹈
我
々
は
、
ま
ず
、
ロ
ー
マ
や
ラ
テ
ィ
ウ
ム
に
お
け

る
多
く
の
サ
カ
エ
ア
族
類
似
の
祝
祭
に
注
目
す
る
。
ノ
ナ
エ
・
カ
プ
ロ
テ
ィ
ナ
エ
祭
、
ク
ィ
ン
ク
ァ
ト
ル
ス
・
ミ
ノ
レ
ス
、
ト
ゥ
ビ
ル
ス

ト
リ
ア
﹇
喇
叭
の
清
め
﹈
祭
、
フ
ロ
ラ
リ
ア
祭
、
ア
ン
ナ
・
ペ
レ
ン
ナ
の
日
や
市
外
の
テ
ベ
レ
川
の
土
手
沿
い
で
祝
わ
れ
る
セ
ル
ウ
ィ
ウ

ス
の
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ナ
の
日
が
現
在
に
も
伝
わ
る
。
そ
れ
ら
は
、
古
い
観
念
や
古
い
精
神
か
ら
離
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
祭
り
が
近
年
に
至
る

ま
で
な
お
人
気
が
あ
る
の
は
、
貴
賤
を
問
わ
ず
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
人
々
を
無
規
律
な
快
楽
が
ひ
き
つ
け
た
か
ら
で
あ
る
が
、
た
と
え
そ
う

で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
祝
祭
す
べ
て
に
サ
カ
エ
ア
族
の
祝
祭
を
確
か
に
見
出
し
得
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
は
何
も
な
い
。
我
々
は
、
文

化
的
諸
慣
行
の
十
全
た
る
内
的
発
展
に
心
を
留
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
主
に
、
西
洋
の
健
全
な
精
神
か
ら
は
許
さ
れ
ぬ
慣

習
の
抑
制
に
よ
っ
て
、
オ
リ
エ
ン
ト
の
先
例
と
は
異
な
る
も
の
と
な
っ
た
。

以
上
の
二
つ
の
特
徴
に
加
え
て
さ
ら
に
第
三
の
も
の
、
す
な
わ
ち
、
儀
式
の
起
源
が
語
ら
れ
る
一
方
、
個
々
の
驚
く
べ
き
祝
祭
慣
行
を

正
当
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
重
要
な
神
話
を
取
り
上
げ
る
な
ら
ば
、
対
応
関
係
を
構
成
す
る
た
め
に
、
こ
れ
以

上
豊
か
で
一
貫
し
た
信
頼
で
き
る
も
の
は
な
い
ほ
ど
の
素
材
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
ふ
た
た
び
ロ
ー
マ
末
期
の
試
み
た
説
明
な

し
で
も
や
っ
て
い
け
る
こ
と
を
納
得
す
る
。
こ
う
し
た
説
明
は
、
奇
妙
に
思
え
て
き
た
儀
式
を
新
し
い
時
代
精
神
と
一
致
さ
せ
る
こ
と
を

意
図
し
た
応
急
措
置
で
あ
り
、
説
明
が
行
わ
れ
た
時
代
に
関
す
る
知
識
の
源
と
な
っ
て
も
、
起
源
の
理
念
に
と
っ
て
は
無
意
味
な
の
で
あ

る
。
古
き
も
の
が
保
存
さ
れ
て
き
た
の
は
、
し
ば
し
ば
、
そ
の
根
本
観
念
が
失
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
し
て
失
わ
れ
た
か
ら
こ
そ

保
存
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
根
本
観
念
が
理
解
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
や
ラ
テ
ィ
ウ
ム
に
お
け
る
サ

カ
エ
ア
族
の
痕
跡
の
研
究
の
最
後
に
は
、
東
洋
と
西
洋
の
対
応
関
係
が
、
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
伝
承
自
体
に
我
々
が
期
待
し
て
い
た
よ
り
も
は

る
か
に
広
範
に
及
ぶ
。
し
か
し
、
当
該
の
神
話
が
属
す
る
思
想
圏
を
越
え
る
こ
と
を
、
非
難
す
る
者
は
誰
も
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
厳
密
な

九
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論
証
を
行
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
思
想
圏
を
越
え
る
こ
と
を
注
意
深
く
避
け
て
い
る
が
、
一
方
で
、
事
実
に
関
し
て
は
、
タ
ナ
ク
ィ
ル
と

共
通
の
起
源
を
持
つ
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
健
全
な
思
考
の
価
値
は
、
そ
れ
が
よ
く
分
か
ら
な

い
部
分
を
照
ら
す
こ
と
に
あ
り
、
探
求
の
価
値
は
、
そ
れ
が
一
見
関
連
の
な
い
事
柄
の
精
神
的
な
関
係
を
発
見
す
る
こ
と
に
あ
る
。

第
二
部
に
お
け
る
諸
探
求
か
ら
導
か
れ
る
最
終
的
な
成
果
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ー
マ
共
同
体
の
樹
立
者
に

し
て
、
民
族
の
自
由
の
創
始
者
た
る
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
王
は
、
彼
を
敬
愛
し
た
同
時
代
の
人
々
の
観
念
で
は
、
娼
婦
的
奴
隷
祭
か
ら
生
ま
れ

た
子
供
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
奴
隷
祭
と
は
、
ア
ッ
シ
リ
ア
の
文
化
圏
の
諸
民
族
が
、
人
々
が
生
命
の
大
母
の
掟
へ
の
回
帰
、
全
員

の
自
由
と
平
等
へ
の
回
帰
を
陶
酔
的
な
熱
狂
で
祝
っ
た
も
の
で
あ
る
。
神
話
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
は
こ
の
観
念
と
一
致
す
る
の
で
あ
り
、
そ

し
て
こ
の
観
念
は
、
た
と
え
こ
の
上
な
く
謎
め
い
て
い
よ
う
と
も
す
べ
て
報
告
に
説
明
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
命
や
王
権
に
つ
い

て
恣
意
的
に
取
り
決
め
る
娼
婦
、
我
々
が
タ
ル
ク
ィ
ニ
ウ
ス
・
プ
リ
ス
ク
ス
の
王
妃
に
見
た
娼
婦
は
、
豊
満
か
つ
奔
放
な
自
然
生
活
を
自

ら
に
顕
現
す
る
サ
カ
エ
ア
族
の
娼
婦
的
女
神
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
し
て
、
幼
年
の
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
の
養
母
に
し
て
守
護
神
と
し
て
現
れ
る

の
も
こ
の
女
神
で
あ
る
。
彼
女
が
双
方
の
神
話
で
果
た
す
役
割
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
異
な
っ
た
結
末
へ
と
展
開
さ
れ
よ
う
と
も
、
同
じ

宗
教
体
系
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
同
じ
根
本
観
念
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
い
つ
も
の
よ
う
に
、
伝
承
に
形
式
を
与
え

た
民
衆
の
精
神
は
完
全
に
首
尾
一
貫
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
然
創
造
の
合
法
性
に
匹
敵
す
る
合
法
性
を
表
し
、
も
う
一
度
、
そ

れ
が
見
え
て
こ
な
い
原
始
の
文
化
的
段
階
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
に
要
約
さ
れ
た
探
求
に
お
い
て
、
我
々
は
、
語
源
学
や
比
較
言
語
学
の
助
け
な
し
で
、
タ
ナ
ク
ィ
ル
神
話
の
オ
リ
エ
ン
ト
起
源
を

論
証
し
て
き
た
。
我
々
の
目
的
は
、
理
念
の
一
致
に
の
み
基
づ
い
た
対
応
関
係
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
も
は
や
こ
の
目

的
は
達
成
さ
れ
た
と
見
な
さ
れ
る
と
す
る
と
、
今
や
、
事
実
に
即
し
た
推
論
が
神
々
の
名
称
に
よ
る
推
論
に
も
対
応
す
る
か
ど
う
か
と
い

九
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
五
五
二
）

う
問
題
が
、
密
接
に
関
連
し
た
関
心
事
と
な
る
の
で
あ
る
。﹇
…
…
。﹈

こ
の
言
語
的
な
補
論
に
続
い
て
、
本
書
第
二
部
は
、
ロ
ー
マ
の
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
・
ト
ゥ
リ
ウ
ス
と
明
ら
か
に
類
似
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
ス
パ
ル
タ
の
デ
マ
ラ
ト
ス
王
の
出
生
神
話
が
考
察
さ
れ
る
。﹇
…
…
。﹈
我
々
の
課
題
は
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
に
よ
っ
て
き
わ
め
て
正
確
に

伝
え
ら
れ
る
彼
の
神
話
（
7
）

の
個
々
の
点
を
、
ヘ
ラ
ク
レ
ス
│

ベ
ル
の
宗
教
体
系
へ
と
還
元
し
、
ス
パ
ル
タ
の
出
生
伝
説
が
、
も
う
一
方
の

ロ
ー
マ
の
伝
説
と
同
様
に
、
作
り
話
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
は
な
く
、
い
ず
れ
も
が
自
然
的
形
成
の
合
法
則
性
に
則
り
、
民
族
の
宗
教
的
観

念
か
ら
生
ま
れ
た
こ
と
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
比
較
の
過
程
で
、
ス
パ
ル
タ
と
ロ
ー
マ
の
神
話
の
対
応
関
係
や
、
そ
れ
ら
が
ア
ジ
ア

の
原
型
に
由
来
す
る
こ
と
が
完
全
に
明
ら
か
に
な
る
。
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
の
出
生
伝
説
の
あ
ら
ゆ
る
特
徴
が
、
ふ
た
た
び
我
々
の
前
に
登
場

す
る
。
│
母
系
出
自
と
父
系
出
自
の
観
念
は
同
じ
な
の
で
あ
る
。
異
な
っ
た
表
現
の
中
に
、
我
々
は
、
イ
タ
リ
ア
神
話
の
観
念
の
各
段
階

に
め
ぐ
り
会
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
方
や
ス
パ
ル
タ
と
ア
ジ
ア
本
土
と
、
方
や
西
方
の
イ
タ
リ
ア
と
の
間
に
、
民
族
的
な
関
係
が
明
ら
か
と
な
れ
ば
、
こ
れ

と
関
連
し
た
伝
承
の
価
値
、
は
た
ま
た
そ
れ
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
我
々
が
神
話
の
比
較
に
よ
っ
て

達
す
る
結
論
は
、
古
代
人
に
と
っ
て
は
、
歴
史
上
の
信
念
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
サ
ビ
ニ
人
は
、
我
々
が
、
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
オ
リ
エ

ン
タ
リ
ズ
ム
の
主
な
継
承
者
の
一
つ
と
し
て
認
識
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
部
族
の
神
で
あ
る
セ
モ
・
サ
ン
ク
ス
や
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
の
守

護
神
で
あ
る
タ
ナ
ク
ィ
ル
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
が
、
こ
の
同
じ
サ
ビ
ニ
人
は
、
今
や
、
サ
カ
エ
ア
族
の
ア
ジ
ア
に
お
け
る
故
郷

と
、
同
時
に
デ
マ
ラ
ト
ゥ
ス
神
話
の
故
郷
ス
パ
ル
タ
と
関
連
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
神
話
と
は

全
く
関
係
の
な
い
よ
う
に
見
え
た
探
求
が
、
最
後
に
は
タ
ナ
ク
ィ
ル
神
話
に
戻
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。﹇
…
…
。﹈ 九
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『
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
伝
承
』
序
説
抄
（
吉
原
）

（
一
五
五
三
）

次
に
、
我
々
は
、
オ
リ
エ
ン
ト
的
伝
承
が
イ
タ
リ
ア
の
地
に
お
い
て
被
っ
た
運
命
に
全
面
的
に
注
目
す
る
。
こ
の
こ
と
を
探
求
す
る
第

三
部
の
目
的
は
、
人
間
の
文
化
的
発
展
が
依
拠
す
る
最
も
強
力
な
要
因
の
う
ち
の
第
二
の
も
の
を
十
全
た
る
意
味
に
お
い
て
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
我
々
は
、
イ
タ
リ
ア
民
族
が
オ
リ
エ
ン
ト
か
ら
き
わ
め
て
広
範
に
観
念
や
習
慣
を
自
ら
の
も
と
に
受
容
し

て
き
た
こ
と
を
見
て
き
た
。
今
や
、
我
々
は
、
こ
の
受
容
力
に
、
こ
れ
ら
の
導
入
さ
れ
た
要
素
を
変
化
さ
せ
、
自
分
た
ち
の
考
え
方
に
適

応
さ
せ
た
そ
の
変
成
力
に
対
応
す
る
こ
と
を
確
信
す
る
。
と
い
う
の
は
、
ア
ジ
ア
の
王
妃
に
し
て
オ
ン
パ
レ
に
も
匹
敵
す
る
ア
マ
ゾ
ン
的

娼
婦
た
ち
の
同
行
者
、
乱
交
祭
で
崇
拝
さ
れ
る
サ
カ
エ
ア
族
の
母
神
ア
ナ
イ
ス
﹇
ア
ナ
ヒ
タ
﹈
が
、
ロ
ー
マ
の
作
家
た
ち
に
描
写
さ
れ
て

現
代
に
伝
わ
る
タ
ナ
ク
ィ
ル
へ
の
変
身
ほ
ど
注
目
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
ほ
か
に
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
タ
ナ
ク
ィ
ル
は
、
ラ
テ
ン
語
学
校

の
ベ
ン
チ
以
来
、
我
々
の
心
に
、
あ
ら
ゆ
る
娼
婦
的
痕
跡
や
ア
マ
ゾ
ン
的
な
傲
慢
さ
が
消
し
去
ら
れ
、
あ
ら
ゆ
る
婦
人
と
し
て
の
美
徳
と

尊
厳
を
持
ち
、
純
然
た
る
家
庭
生
活
に
お
け
る
道
徳
的
な
観
点
を
完
全
に
表
す
も
の
と
い
う
印
象
を
与
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

内
的
な
宗
教
的
観
念
が
歴
史
上
の
性
格
へ
と
変
質
し
、
宗
教
的
な
観
念
や
習
慣
が
人
間
関
係
や
運
命
の
組
織
へ
と
変
質
し
た
こ
と
も
、
同

じ
よ
う
に
驚
く
に
は
値
し
な
い
思
考
過
程
で
は
な
い
の
か
？

こ
の
点
、
我
々
は
こ
の
歴
史
的
過
程
そ
れ
自
体
の
解
明
や
、
人
類
の
発
展
の
秘
密
の
説
明
を
試
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
歴
史
科
学
や

自
然
科
学
の
方
法
で
は
発
展
の
謎
を
解
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
植
物
が
土
壌
に
よ
っ
て
変
わ
る
こ
と
、
│
新
し

い
国
土
で
は
果
物
は
異
な
っ
た
味
が
す
る
こ
と
、
完
全
な
発
展
に
は
一
回
以
上
の
気
候
の
変
化
が
必
要
で
あ
ろ
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
こ
と
だ
け
で
は
、
発
展
そ
れ
自
体
の
本
質
を
見
極
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
我
々
は
た
だ
、
変
化
の
事
実
を
証
明
し
、

そ
れ
を
我
々
の
科
学
的
経
験
の
一
部
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ま
考
え
て
い
る
事
柄
に
お
い
て
は
、
東
洋
版

の
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
伝
承
と
西
洋
版
の
そ
れ
を
比
べ
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
新
し
い
観
念
が
当
然
の
変
化
の
中
で
よ
り
古
い
観
念
に

九
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
五
五
四
）

由
来
す
る
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。﹇
…
…
。﹈
そ
の
変
化
に
は
二
つ
の
側
面
が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
、
そ
れ
ら
を
別
々
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
に
、
娼
婦
的
な
王
権
を
与
え
る
女
性
か
ら
全
て
の
品
格
あ
る
女
性
の
徳
の
モ
デ
ル
へ
の
変
化
を
考
え
て
み
る
。
こ
の
点
我
々
は
、

娼
婦
的
観
念
の
抑
制
に
も
か
か
わ
ら
ず
ロ
ー
マ
の
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
中
に
オ
リ
エ
ン
ト
的
娼
婦
の
特
徴
が
ま
だ
認
め
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
新

し
い
観
念
は
た
だ
初
期
の
観
念
の
見
方
の
下
で
の
み
理
解
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
。
傲
慢
に
も
女
性
支
配
に
よ
り
男
性
を

奴
隷
と
化
し
、
女
性
へ
と
貶
め
た
オ
ン
パ
レ
と
し
て
、
タ
ナ
ク
ィ
ル
は
、
ロ
ー
マ
民
族
の
記
憶
と
尊
崇
の
中
に
留
ま
り
え
た
わ
け
で
な

か
っ
た
。
タ
ナ
ク
ィ
ル
は
、
娼
婦
的
性
格
や
ア
マ
ゾ
ン
的
性
格
を
脱
ぎ
捨
て
、
男
性
が
厳
し
く
主
張
す
る
実
定
的
な
市
民
法
か
ら
与
え
ら

れ
た
妻
及
び
家
族
へ
の
権
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム

力
に
対
す
る
母
権
制
の
保
護
者
と
な
り
、
そ
の
威
信
は
、
ロ
ー
マ
国
法
が
徐
々
に
母
な
る
も
の
を
排
除
す
る

に
つ
れ
て
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
。
彼
女
の
ヘ
ラ
ク
レ
ス
と
の
関
連
は
、
同
じ
よ
う
に
解
釈
さ
れ
、
そ
の
重
要
性
を
保
持
し
た
。

も
は
や
男
性
は
、
肉
体
的
な
官
能
の
濫
用
に
よ
り
女
性
の
虜
と
は
な
ら
ず
、
残
っ
た
の
は
、
家
庭
内
の
仕
事
を
厳
格
に
行
う
婦
人
に
対
す

る
男
性
側
か
ら
の
敬
意
で
あ
っ
た
。
糸
巻
き
棒
を
持
ち
サ
ン
ダ
ル
を
履
い
た
、
デ
ィ
ウ
ス
・
フ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
神
殿
の
タ
ナ
ク
ィ
ル
像
は
、

義
務
に
忠
実
な
ロ
ー
マ
の
女
性
た
ち
に
と
り
、
男
性
の
横
暴
や
不
正
に
対
す
る
復
讐
者
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
保
護
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ

た
。
伝
統
的
な
関
係
は
残
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
ロ
ー
マ
は
、
固
有
の
精
神
と
、
よ
り
高
度
な
道
徳
を
吹
き
込
ん
だ
。
そ
し
て
新
し
い
タ
ナ

ク
ィ
ル
は
、
依
然
と
し
て
、
サ
カ
エ
ア
で
具
体
化
さ
れ
た
よ
う
な
、
一
人
の
母
か
ら
生
ま
れ
た
子
た
ち
と
し
て
、
人
類
に
お
け
る
の
普
遍

的
な
自
由
と
平
等
の
原
則
の
表
現
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
ア
ジ
ア
が
こ
の
理
念
に
与
え
た
、
低
次
の
感
覚
的
な
表
現
形
式
は
、
ロ
ー
マ
人

の
間
に
は
残
り
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
奴
隷
階
級
の
子
供
の
養
母
は
、
厳
格
な
国
家
法
に
対
す
る
奴
隷
階
級
の
自
然
的
権
利
の
擁

護
者
と
し
て
も
、
一
般
民
衆
の
記
憶
の
中
で
厚
く
敬
わ
れ
つ
づ
け
た
。
│
娼
婦
的
な
ア
プ
ロ
デ
ィ
テ
主
義
か
ら
の
脱
却
が
決
定
的
に
な
る

九
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『
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
伝
承
』
序
説
抄
（
吉
原
）

（
一
五
五
五
）

に
つ
れ
、
高
尚
な
愛
と
献
身
の
理
念
は
こ
の
ア
ジ
ア
起
源
の
サ
カ
エ
ア
の
母
神
の
姿
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
印
象
を
深
め
て
い
っ
た
。
厳
格

な
実
定
的
な
国
家
制
度
に
囚
わ
れ
た
社
会
の
中
で
、
彼
女
は
随
所
で
博
愛
の
擁
護
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

我
々
は
続
け
て
、
い
か
に
し
て
他
の
古
代
サ
カ
エ
ア
の
制
度
の
後
継
者
が
同
様
の
変
化
を
経
た
の
か
、
い
か
に
し
て
一
般
の
人
々
は
、

ノ
ナ
エ
・
カ
プ
ロ
テ
ィ
ナ
エ
に
お
い
て
彼
ら
の
行
進
を
率
い
た
ト
ゥ
テ
ラ
・
ピ
ロ
テ
ィ
ス
や
、
自
由
を
切
望
す
る
平
民
の
優
し
い
養
母
ボ

ウ
ィ
ラ
エ
の
ア
ン
ナ
を
タ
ナ
ク
ィ
ル
や
オ
ク
リ
シ
ア
に
対
す
る
の
と
同
様
の
感
情
を
も
っ
て
見
た
の
か
、
最
後
に
、
い
か
に
し
て
厳
格
な

国
法
を
通
し
て
母
神
に
対
し
て
犯
さ
れ
た
罪
の
意
識
が
、
多
く
の
宗
教
的
儀
式
や
神
話
の
中
に
お
い
て
、
ま
た
ま
っ
た
く
の
歴
史
上
の
出

来
事
の
中
に
お
い
て
さ
え
表
現
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
。
そ
の
よ
う
な
罪
の
贖
い
の
祭
は
、
ア
ジ
ア
の
サ
カ
エ
ア
族
を

貶
め
た
娼
婦
的
過
剰
を
、
完
全
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も

│
サ
ビ
ニ
人
の
フ
ロ
ラ
リ
ア
祭
を
考
え
て
み
れ
ば
よ
い

│
、
ほ
ぼ
大
部
分
は

払
拭
し
て
い
た
。
し
か
し
、
初
期
の
自
然
に
か
な
っ
た
社
会
秩
序
の
幸
福
へ
の
断
続
的
回
帰
の
観
念
は
、
ま
だ
、
伝
統
的
形
態
の
中
に
そ

の
表
現
を
見
出
し
た
。
オ
リ
エ
ン
ト
の
考
え
方
や
宗
教
的
慣
習
は
、
捨
て
ら
れ
ず
に
、
よ
り
節
度
あ
る
形
へ
と
変
え
ら
れ
た
。
世
界
中
に

そ
の
宗
教
を
広
め
た
、
よ
り
情
熱
的
な
ア
ジ
ア
は
、
よ
り
深
く
感
じ
、
よ
り
激
し
く
そ
の
自
然
な
ま
ま
の
感
情
を
表
現
し
た
。
そ
れ
自
体

非
生
産
的
な
西
方
世
界
で
は
一
切
が
冷
静
で
、
す
べ
て
の
も
の
が
よ
り
高
貴
な
生
活
観
に
資
す
る
よ
う
に
作
り
直
さ
れ
た
。
そ
し
て
ア
ジ

ア
的
な
伝
統
は
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
精
神
世
界
の
下
で
生
き
残
る
こ
と
が
で
き
た
。

我
々
は
、
か
く
も
注
目
す
べ
き
思
考
の
発
展
を
比
較
し
な
い
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
確
か
に
我
々
の
研
究
は
、
そ
の
難

解
な
性
格
の
大
部
分
を
一
掃
し
た
が
、
我
々
が
類
似
の
現
象
を
証
拠
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
で
こ
の
一
貫
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
限
り
、

我
々
は
そ
れ
を
完
全
に
は
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
奇
妙
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
我
々
は
、
そ
の
望
ま
れ
た
対
比
を
い
く

つ
か
の
あ
い
ま
い
な
二
次
的
領
域
に
で
は
な
く
、
神
官
法
の
最
も
重
要
な
局
面
の
一
つ
に
見
出
す
。
フ
ラ
メ
ン
神
官
ほ
ど
国
民
的
な
神
官

九
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
五
五
六
）

職
は
な
く
、
神
官
階
級

0

0

0

0

に
お
い
て
第
一
の
地
位
を
占
め
、
神
祇
官
団
に
す
ら
優
越
す
る
、
三
大
フ
ラ
メ
ン
神
官
の
神
官
法
ほ
ど
、
起
源
的

で
純
粋
に
ロ
ー
マ
的
な
も
の
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
土
着
性
は
幻
想
で
あ
る
。
タ
ナ
ク
ィ
ル
及
び
そ
の
神
話
圏
と
同
様
に
、
フ
ラ
メ
ン

神
官
は
、
そ
の
儀
式
と
と
も
に
、
彼
ら
が
奉
じ
る
三
神
に
よ
っ
て
も
、
そ
し
て
、
ロ
ー
マ
的
な
い
し
ギ
リ
シ
ア
的
観
念
で
は
ま
っ
た
く
説

明
が
つ
か
な
い
多
く
の
儀
式
規
則
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
オ
リ
エ
ン
ト
起
源
を
示
す
。
そ
の
上
、
ロ
ー
マ
の
神
官
職
は
、
そ
の
規
則
と
と
も

に
、
タ
ナ
ク
ィ
ル
と
同
様
、
ベ
ル
│

ヘ
ラ
ク
レ
ス
の
体
系
、
す
な
わ
ち
、
我
々
が
以
前
の
研
究
に
お
い
て
そ
の
最
も
高
次
の
段
階
と
最
も

低
次
の
段
階
を
知
り
得
た
体
系
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
書
第
一
部
及
び
第
二
部
に
お
い
て
見
出
さ
れ
た
す
べ
て
が
登
場
す
る
。

母
の
優
位
、
娼
婦
的
観
念
、
夫
に
優
位
す
る
娼
婦
的
な
妻
に
よ
る
権イ
ン
ヴ
ェ
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ル

力
の
授
け
や
、
オ
ン
パ
レ
の
よ
う
な
女
性
支
配
者
と
ヘ
ラ
ク
レ
ス
に

帰
依
す
る
男
性
配
偶
者
と
の
関
連
、
こ
れ
ら
の
ア
ッ
シ
リ
ア
の
ヘ
ラ
ク
レ
ス
信
仰
の
特
徴
は
ど
れ
も
、
フ
ラ
メ
ン
女
官
の
フ
ラ
メ
ン
神
官

と
の
原
型
的
な
関
連
に
お
い
て
も
ふ
た
た
び
認
識
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
各
々
が
、
そ
の
オ
リ
エ
ン
ト
的
な
背
景
か
ら
遠
く
離
れ
て

発
展
し
た
後
代
に
お
い
て
は
も
は
や
そ
れ
に
対
し
て
適
切
な
解
釈
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
神
官
規
則
の
出
発
点
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
れ
ら
の
伝
承
の
要
素
は
、
タ
ナ
ク
ィ
ル
神
話
の
基
礎
を
な
す
伝
承
の
要
素
と
同
様
、
変
形
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
イ

タ
リ
ア
で
は
、
古
い
も
の
に
は
新
し
い
精
神
が
吹
き
込
ま
れ
、
そ
の
結
果
、
完
全
な
変
化
を
経
験
し
た
。﹇
…
…
﹈
フ
ラ
メ
ン
女
官
は
、

オ
ン
パ
レ
の
よ
う
な
娼
婦
か
ら
、
そ
の
徳
性
に
よ
り
尊
敬
さ
れ
る
ロ
ー
マ
婦
人
の
原
型
と
な
っ
た
。
娼
婦
的
ア
マ
ゾ
ン
主
義
の
痕
跡
は
す

べ
て
消
し
去
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
崇
高
な
独
立
性
だ
け
が
残
っ
た
。
そ
の
独
立
性
は
、
フ
ラ
メ
ン
女
官
が
フ
ラ
メ
ン
神
官
と
の
関
係
に
お

い
て
保
持
し
、
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
類
似
の
地
位
と
同
じ
く
、
す
べ
て
の
婦
人
が
、
忠
実
な
妻
が
厳
格
な
市
民
法
に
侵
さ
れ
る
こ
と
な
い
証
と

し
て
、
喜
び
と
自
尊
心
を
も
っ
て
み
な
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
対
応
関
係
は
完
全
で
あ
る
。﹇
…
…
。﹈

耐
え
が
た
く
な
る
に
至
っ
た
異
国
の
観
念
に
対
す
る
意
識
的
な
反
動
が
与
え
る
力
を
考
慮
せ
ず
し
て
、
ロ
ー
マ
の
諸
規
則
の
厳
格
さ
が

一
〇
〇



『
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
伝
承
』
序
説
抄
（
吉
原
）

（
一
五
五
七
）

説
明
さ
れ
評
価
さ
れ
え
な
い
と
い
う
広
範
な
経
験
は
、
承
認
さ
れ
た
真
実
で
あ
る
。
我
々
は
た
び
た
び
、
ロ
ー
マ
人
の
い
わ
ゆ
る
歴
史
的

装
飾
に
つ
い
て
論
じ
る
。
そ
の
と
き
我
々
は
、
こ
の
無
意
味
な
言
葉
で
説
明
し
て
い
る
と
誤
っ
て
信
じ
て
い
る
も
の
は
闘
争
の
産
物
で
あ

る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
闘
争
な
く
し
て
は
、
民
族
も
個
々
人
も
そ
の
強
さ
や
特
性
を
完
全
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

い
う
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。
も
し
我
々
が
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
を
ロ
ー
マ
的
背
景
か
ら
切
り
離
し
て
考
え
、
ま
た
、
そ
の
オ
リ
エ
ン
タ

リ
ズ
ム
が
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
根
を
下
ろ
し
て
き
た
深
い
ル
ー
ツ
を
忘
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
ロ
ー
マ
が
情
け
容
赦

な
く
、
国
家
を
宗
教
よ
り
上
位
に
、
父
権
制
を
母
権
制
よ
り
上
位
に
、
嫁
資
の
支
度
を
売
春
に
よ
っ
て
少
女
が
自
分
で
支
度
す
る
よ
り
も

上
位
に
置
き
、
フ
ラ
メ
ン
女
官
の
行
為
作
法
が
、
非
常
に
モ
ー
セ
的
な
厳
格
さ
で
規
定
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
我
々
は
ど
う

し
て
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
？

極
端
な
も
の
は
、
そ
の
正
反
対
の
も
の
に
よ
っ
て
し
か
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
う
す
る
こ
と
は
抵
抗
を
生
み
出
す
。
極
端
な
娼

婦
主
義
は
、
同
様
に
極
端
な
純
潔
主
義
を
生
み
出
す
。
人
類
文
化
の
発
展
が
両
極
端
の
衝
突
を
通
し
て
の
み
促
進
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

矛
盾
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
歴
史
を
通
し
て
証
明
さ
れ
た
偉
大
な
真
理
で
あ
る
。
貧
弱
な
理
屈
で
は
あ
る
が
膨
大
な
人
生
経
験
を
持
っ
た

ロ
ー
マ
人
だ
け
が
、
こ
の
真
理
を
悟
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
私
が
間
違
っ
て
な
け
れ
ば
、
最
も
幅
広
く
全
て
の
ロ
ー
マ
人
著

述
家
た
ち
を
読
ん
だ
結
果
が
、
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
フ
ラ
メ
ン
神
官
や
オ
リ
エ
ン
ト
文
化
の
歴
史
に
つ
い
て
の
私
の
見
解
を
十
分
に
支
持

し
て
い
る
。
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
は
そ
の
叙
事
詩
に
お
い
て
、
ア
エ
ネ
ア
ス
を
フ
ラ
メ
ン
神
官
と
し
て
、
デ
ィ
ド
を
フ
ラ
メ
ン
女
官
と
し
て

描
い
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
、
ロ
ー
マ
と
カ
ル
タ
ゴ
の
人
物
に
聖
な
る
性
格
を
付
与
し
、
そ
の
背
後
に
国
家
的
な
性
格
を
包
み
隠
す
こ
と

で
は
十
分
で
な
か
っ
た
。
そ
の
描
写
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
フ
ラ
メ
ン
神
官
が
す
べ
て
の
神
官
職
の
中
で
第
一
位
に
し
て
最
高
位

で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ア
エ
ネ
ア
ス
と
デ
ィ
ド
は
と
も
に
そ
の
ル
ー
ツ
を
オ
リ
エ
ン
ト
に
持
ち
、
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
考
え
の

一
〇
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
五
五
八
）

中
で
彼
ら
は
テ
ュ
リ
ア
人
（
8
）

と
ト
ロ
イ
ア
人
の
間
の
親
族
関
係
を
通
し
て
親
密
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
、
詩
人
は
、
フ
ラ
メ
ン
神
官

を
前
ロ
ー
マ
的
起
源
、
す
な
わ
ち
ア
ジ
ア
起
源
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

カ
ル
タ
ゴ
に
お
け
る
二
人
の
邂
逅
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
決
定
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
古
く
は
結
び
つ
い
て
い
た
文
化
の
分
岐
点
を
示

し
て
い
る
。
デ
ィ
ド
は
、
そ
の
娼
婦
的
な
術
策
を
も
っ
て
男
を
虜
に
し
よ
う
と
す
る
、
オ
リ
エ
ン
ト
の
王
権
を
授
け
る
女
性
で
あ
っ
た
。

彼
女
は
、
オ
ン
パ
レ
が
ヘ
ラ
ク
レ
ス
を
、
セ
ミ
ラ
ミ
ス
が
ニ
ヌ
ス
を
、
デ
リ
ラ
が
サ
ム
ソ
ン
の
支
配
し
た
よ
う
に
、
ア
エ
ネ
ア
ス
を
支
配

し
よ
う
と
す
る
。
彼
女
は
、
ア
ジ
ア
が
そ
の
娼
婦
的
な
女
王
に
与
え
た
権
力
を
夫
の
人
生
や
王
座
の
上
に
具
現
化
し
よ
う
と
努
め
る
。

デ
ィ
ド
が
そ
の
逃
亡
し
た
不
誠
実
な
恋
人
を
責
め
る
と
き
、
彼
女
の
非
難
は
ま
っ
た
く
伝
統
的
な
ア
ジ
ア
的
法
的
見
地
に
基
づ
い
て
お
り
、

ま
た
、
デ
ィ
ド
は
そ
れ
以
外
の
も
の
は
知
ら
な
い
。
し
か
し
、
ア
エ
ネ
ア
ス
は
新
し
い
生
き
方
を
代
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ロ
ー
マ
は
、

人
間
を
そ
の
新
し
い
生
き
方
に
高
め
る
こ
と
を
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
（
9
）

。
彼
の
す
べ
て
の
過
去
が
ア
ジ
ア
文
化
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ

り
、
彼
の
ヘ
ラ
ク
レ
ス
的
な
性
格
が
、
そ
こ
か
ら
デ
ィ
ド
が
彼
女
の
法
を
引
き
出
し
た
と
て
も
深
い
宗
教
観
念
に
基
づ
い
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
彼
の
目
は
、
彼
の
新
し
い
家
や
新
し
い
時
代
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
、
そ
れ
を
よ
り
高
い
定
め
の
中
で
新
し

く
開
く
こ
と
を
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
甘
い
思
い
出
や
彼
ら
に
共
通
の
ア
ジ
ア
起
源
と
い
う
認
識
は
、
彼
を
動
揺
さ
せ
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
ロ
ー
マ
の
国
民
的
英
雄
の
衝
撃
の
下
、
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
が
再
び
樹
立
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
オ
リ
エ
ン
ト
的
娼
婦
の
王
権
は
滅
び
去

る
。
ゾ
ガ
ネ
ス
と
そ
の
原
型
で
あ
る
ヘ
ラ
ク
レ
ス
を
結
び
つ
け
る
た
め
に
燃
や
さ
れ
た
ア
ッ
シ
リ
ア
の
サ
カ
エ
ア
族
の
薪
の
山
は
、
征
服

さ
れ
た
デ
ィ
ド
を
破
滅
さ
せ
る
。
し
か
し
ア
エ
ネ
ア
ス
は
、
生
命
の
な
い
肖
像
だ
け
が
燃
や
さ
れ
る
。
こ
れ
は
転
換
点
で
あ
る
。
古
い
フ

ラ
メ
ン
神
官
職
の
上
に
新
し
い
フ
ラ
メ
ン
神
官
職
が
立
ち
上
が
り
、
ア
エ
ネ
ア
ス
は
新
し
い
フ
ラ
メ
ン
神
官
職
を
勝
利
に
導
き
、
デ
ィ
ド

は
西
方
世
界
で
古
い
フ
ラ
メ
ン
神
官
職
を
永
遠
に
し
よ
う
と
む
な
し
く
努
力
す
る
。
ラ
テ
ィ
ウ
ム
に
お
い
て
、
フ
ラ
メ
ン
女
官
は
、
命
令

一
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『
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
伝
承
』
序
説
抄
（
吉
原
）

（
一
五
五
九
）

す
る
オ
ン
パ
レ
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、
清
浄
な
る
光
の
聖
職
者
の
純
粋
な
配
偶
者
と
な
る
。
ア
ジ
ア
の
娼
婦
的
母
性
は
、
時
代
精
神
が
新

時
代
の
生
誕
地
と
し
て
選
ん
だ
こ
の
地
に
決
し
て
到
達
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
は
こ
の
観
念
に
最
も
大
き
な
広
が
り
を
与
え
る
。
彼
は
一
つ
の
神
官
職
に
だ
け
そ
の
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

ト
ロ
イ
ア
の
英
雄
が
テ
ィ
ベ
ル
川
の
河
口
に
到
着
す
る
時
、
す
べ
て
の
ア
ジ
ア
的
な
も
の
は
破
壊
さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
ア
エ
ネ
ア
ス
は
ヘ

ラ
ク
レ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
が
、
彼
は
ア
ッ
シ
リ
ア
人
の
先
祖
と
、
彼
女
自
身
は
娼
婦
的
な
王
権
を
与
え
る
女
性
で
あ
る
デ
ィ
ド
を
、

死
者
が
治
め
る
ク
マ
エ
王
国
に
訪
ね
る
。
こ
の
人
た
ち
は
、
ア
ジ
ア
の
過
去
の
歴
史
の
外
で
は
生
命
の
な
い
影
以
上
の
何
者
で
も
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
彼
ら
も
、
彼
ら
の
住
む
死
の
世
界
も
、
再
び
、
ラ
テ
ィ
ウ
ム
で
生
活
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ア
ン
キ
セ

ス
、
ク
レ
ウ
サ
、
乳
母
カ
イ
エ
タ
、
パ
リ
ヌ
ル
ス
と
い
っ
た
オ
リ
エ
ン
ト
的
な
観
念
の
全
代
表
者
た
ち
は
約
束
の
地
に
到
達
す
る
こ
と
は

な
い
。
ア
エ
ネ
ア
ス
は
娼
婦
キ
ル
ケ
の
魅
力
的
な
小
島
を
避
け
て
い
る
。
結
局
、
最
初
の
ラ
テ
ン
王
国
を
築
く
の
は
ア
エ
ネ
ア
ス
で
は
な

く
、
子
供
の
頃
に
誘
拐
さ
れ
た
ア
ス
カ
ニ
ウ
ス
で
あ
る
。『
ア
エ
ネ
イ
ス
』
を
そ
の
観
念
を
求
め
て
読
む
と
、
我
々
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
、

あ
る
一
つ
の
観
念
を
見
出
す
。
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
は
、
す
べ
て
の
文
化
的
発
展
の
根
底
に
あ
る
二
つ
の
要
素
、
す
な
わ
ち
、
伝
承
と
の
結

合
と
、
伝
承
を
超
え
る
将
来
の
発
展
を
そ
れ
ぞ
れ
等
し
く
強
調
し
て
い
る
。
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
は
た
だ
イ
タ
リ
ア
と
ア
ジ
ア
の
繋
が
り
だ

け
を
考
え
て
い
た
と
い
う
近
年
の
通
説
的
見
解
は
、
ま
っ
た
一
面
的
な
も
の
で
あ
る
。
オ
リ
エ
ン
ト
的
伝
承
の
束
縛
か
ら
の
ロ
ー
マ
世
界

の
解
放
も
同
様
に
重
要
で
あ
る
。
実
際
、
叙
事
詩
の
全
体
に
行
き
渡
っ
て
い
る
中
心
的
観
念
は
、
東
方
世
界
で
打
ち
破
ら
れ
た
オ
リ
エ
ン

ト
文
化
は
遠
く
離
れ
た
西
方
世
界
で
よ
り
高
度
な
運
命
を
実
現
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
的
な
基
礎
の
上
に
建
て
ら
れ
た
ロ
ー

マ
は
ア
ジ
ア
の
究
極
の
征
服
者
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
『
ア
エ
ネ
イ
ス
』
の
本
質
が
あ
る
。「
ト
ロ
イ
ア
は
、
そ
の
名
と
と
も
に
滅
ん
だ
し
、

滅
ん
だ
こ
と
に
し
て
お
く
よ
う
（
10
）

」。

一
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
五
六
〇
）

ロ
ー
マ
の
歴
史
に
つ
い
て
の
こ
の
詩
人
の
解
釈
は
正
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？　

彼
の
物
語
は
ロ
ー
マ
的
西
方
世
界
の
現
実
の
発
展

と
一
致
し
た
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？　

ま
た
、
彼
の
物
語
は
ロ
ー
マ
民
族
の
観
念
を
表
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？　

こ
の
問
題
は

我
々
の
研
究
と
は
関
連
性
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
も
し
、
タ
ナ
ク
ィ
ル
や
フ
ラ
メ
ン
神
官
職
の
変
化
が
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
オ
リ
エ
ン
ト

の
伝
承
の
運
命
を
表
し
て
い
る
の
な
ら
ば
、
ロ
ー
マ
の
全
歴
史
も
同
様
の
変
化
に
従
う
に
違
い
な
い
。
部
分
は
全
体
と
同
じ
法
則
を
ど
う

し
て
も
持
た
な
い
と
し
て
、
外
部
の
発
展
と
内
部
の
発
展
は
絶
対
に
一
致
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
？　

我
々
は
オ
リ
エ
ン
ト
の
精
神
的
征

服
を
、
同
様
の
方
向
﹇
西
↓
東
﹈
で
な
さ
れ
た
民
族
的
闘
争
な
く
し
て
想
像
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
イ
タ
リ

ア
と
オ
リ
エ
ン
ト
の
関
係
が
ロ
ー
マ
の
歴
史
の
一
般
的
外
観
を
構
成
し
て
い
る
。
こ
の
発
展
に
お
け
る
最
大
の
成
果
と
重
要
な
こ
と
は
、

世
界
の
文
化
の
中
心
を
東
方
世
界
か
ら
西
方
世
界
へ
移
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
べ
て
の
決
定
的
転
換
点
が
こ
う
し
た
中
心
的
観
念
の
周
り

に
集
ま
っ
て
く
る
。

何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
イ
タ
リ
ア
は
、
永
遠
に
ア
ジ
ア
に
従
属
す
べ
く
定
め
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
陸
や
海
、
ヘ
レ
ス
ポ
ン
ト
海
峡

や
ア
ド
リ
ア
海
、
イ
ベ
リ
ア
半
島
を
通
っ
て
、
オ
リ
エ
ン
ト
の
民
族
な
い
し
オ
リ
エ
ン
ト
文
化
圏
の
民
族
が
イ
タ
リ
ア
へ
押
し
寄
せ
た
。

海
岸
地
帯
や
島
々
を
備
え
、
地
中
海
域
の
中
心
に
位
置
す
る
イ
タ
リ
ア
の
港
は
半
島
を
民
族
の
出
会
い
の
場
に
す
る
こ
と
を
運
命
づ
け
ら

れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
初
期
と
同
様
、
中
期
の
イ
タ
リ
ア
の
歴
史
の
先
駆
け
と
な
っ
た
大
移
動
の
波
乱
に
富
ん
だ
時
代
の
後
に
は
、
ア
ジ

ア
の
人
々
と
信
仰
が
ア
ル
プ
ス
の
麓
か
ら
ナ
ポ
リ
の
肥
沃
な
原
野
に
い
た
る
全
土
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ロ
ー
マ
の
北
と
南
で

は
、
エ
ト
ル
リ
ア
人
の
大
多
数
は
、
太
古
か
ら
の
文
化
的
伝
統
に
基
づ
き
、
イ
タ
リ
ア
、
と
く
に
ロ
ー
マ
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

中
部
山
岳
部
の
サ
ビ
ニ
人
は
、
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
以
上
に
エ
ト
ル
リ
ア
人
と
関
係
が
あ
る
が
、
オ
リ
エ
ン
ト
文
化
の
主
要
な
担
い

手
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
西
部
の
平
野
に
お
い
て
、
ア
ル
バ
王
国
は
同
様
の
王
国
群
の
中
で
最
も
重
要
で
あ
っ
た
。
す
べ
て
の
も
の
が
起
源

一
〇
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『
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
伝
承
』
序
説
抄
（
吉
原
）

（
一
五
六
一
）

や
伝
承
に
お
い
て
純
粋
に
ア
ジ
ア
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ロ
ー
マ
は
彼
ら
の
内
部
か
ら
生
じ
、
彼
ら
か
ら
強
さ
や
考
え
方
を
引
き
出
し
た
。

ロ
ー
マ
も
ま
た
そ
の
歴
史
を
、
輝
か
し
い
ギ
リ
シ
ア
文
化
よ
り
も
、
む
し
ろ
死
に
つ
つ
あ
る
ア
ジ
ア
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
ギ

リ
シ
ア
の
血
統
や
文
化
が
最
も
そ
の
名
を
高
ら
し
め
て
い
た
時
代
に
お
い
て
さ
え
、
こ
の
考
え
方
を
保
持
し
た
。
ミ
ュ
リ
ッ
タ
の
息
子
、

そ
し
て
神
官
王
で
あ
り
ロ
ー
マ
の
国
民
的
英
雄
で
あ
る
ト
ロ
イ
ア
人
ア
エ
ネ
ア
ス
は
、
ま
さ
し
く
神
政
的
な
ア
ジ
ア
を
象
徴
し
、
彼
の
中

の
オ
リ
エ
ン
ト
的
な
部
分
は
ギ
リ
シ
ア
化
さ
れ
た
英
雄
像
に
よ
り
決
し
て
覆
い
隠
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
ず
っ
と
そ
の
ま
ま
に
維
持
さ
れ

た
。
ま
た
、
こ
こ
で
忘
れ
る
べ
き
で
な
い
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
植
民
活
動
は
決
し
て
テ
ィ
べ
ル
川
北
部
に
足
が
か
り
を
得
る
こ
と
は
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
ル
バ
か
ら
荒
れ
果
て
た
湿
地
帯
へ
の
移
住
は
、
将
来
の
繁
栄
の
希
望
を
約
束
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
伝
統
的
束
縛
か
ら
の
解
放
の
最
初
の
試
み
を
表
わ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
サ
ビ
ニ
の
神
官

王
の
王
朝
や
、
彼
ら
の
追
放
後
は
エ
ト
ル
リ
ア
の
王
た
ち
の
王
家
は
、
未
来
に
満
ち
た
都
市
に
お
い
て
、
オ
リ
エ
ン
ト
的
観
念
に
新
た
な

そ
し
て
多
く
の
援
助
を
与
え
た
。
キ
ケ
ロ
（
11
）

が
我
々
に
、
タ
ル
ク
ィ
ニ
ウ
ス
の
時
代
に
お
い
て
さ
え
ギ
リ
シ
ア
文
化
は
オ
リ
エ
ン
ト
的
観
念

に
対
す
る
闘
争
を
ロ
ー
マ
に
お
い
て
真
剣
に
引
き
継
い
で
い
た
、
と
語
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
マ
ス
タ
ル
ナ
の
命
令
が
、
古

い
時
代
は
す
で
に
、
む
し
ろ
、
い
ま
だ
崩
壊
寸
前
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
の
伝
承
が
も
っ
ぱ
ら

ア
ジ
ア
の
原
型
に
の
み
基
づ
い
て
構
想
さ
れ
発
展
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
オ
リ
エ
ン
ト
的
信
仰
が
イ
タ
リ
ア
に
深
く
根
づ
き
、
何

世
紀
に
も
わ
た
っ
て
そ
の
影
響
力
が
保
持
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
尋
常
な
ら
ぬ
長
く
苦
し
い
徒
弟
期
間
が
、
人
間
を
よ
り
高
度
な

存
在
の
段
階
へ
と
持
続
的
に
上
昇
さ
せ
る
と
い
う
ロ
ー
マ
の
使
命
の
た
め
に
十
分
に
準
備
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
西
方
世

界
の
国
々
の
第
一
国
ロ
ー
マ
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
。

長
く
続
け
ら
れ
て
来
た
反
動
の
最
初
の
巨
大
な
爆
発
は
、
最
後
の
タ
ル
ク
ィ
ニ
ウ
ス
│
彼
は
真
に
オ
リ
エ
ン
ト
的
特
徴
を
備
え
た
支
配

一
〇
五
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（
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五
六
二
）

者
で
あ
り
、
歴
史
は
両
極
端
の
お
か
げ
で
最
も
偉
大
な
発
展
を
遂
げ
る
こ
と
を
我
々
に
も
う
一
度
示
し
て
い
る
│
の
没
落
に
明
ら
か
に
示

さ
れ
て
い
る
。﹇
…
…
。﹈
ロ
ー
マ
発
展
の
す
べ
て
の
歩
み
は
、
西
洋
精
神
の
よ
り
純
粋
な
生
活
観
の
勝
利
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
的
│

西
方
的

な
国
家
観
、
エ
ト
ル
リ
ア
人
の
王
政
復
古
に
対
す
る
闘
争
の
中
で
強
固
な
も
の
に
な
っ
た
。
ロ
ー
マ
人
は
、
彼
ら
と
そ
の
周
り
の
外
国
の

文
化
と
の
対
立
、
同
時
に
彼
ら
の
歴
史
的
使
命
を
ま
す
ま
す
明
確
に
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
ア
ジ
ア
的
要
素
の
破
壊
は
、
第

一
に
ロ
ー
マ
の
存
在
に
、
次
に
そ
の
権
力
に
、
一
般
的
に
は
同
時
に
両
方
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
新
し
い
観
念
に
同
化
さ
れ
得
な
か
っ
た
す
べ
て
の
も
の
を
地
球
上
か
ら
一
掃
し
た
比
較
し
よ
う
も
な
い
激
し
さ
と
、
つ
ね

に
同
じ
目
標
に
向
か
っ
て
中
途
半
端
な
手
段
も
妥
協
も
認
め
な
い
、
同
様
に
驚
く
べ
き
頑
固
さ
と
頑
強
さ
が
そ
こ
に
あ
る
。
ポ
ル
セ
ン
ナ

の
一
時
的
な
成
功
も
何
も
成
し
遂
げ
え
な
か
っ
た
。
タ
ル
ク
ィ
ニ
ウ
ス
家
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
も
、
ロ
ー
マ
か
ら
平
和
な
取
引
と
産
業
の

地
と
い
う
意
味
を
奪
う
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
ア
ル
バ
が
没
落
し
た
よ
う
に
、
ウ
ェ
イ
イ
や
他
の
エ
ト
ル
リ
ア
の
諸
都
市
と
い
っ
た
オ

リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
拠
点
が
次
々
に
没
落
し
た
。
カ
プ
ア
は
、
そ
の
近
さ
ゆ
え
に
二
重
に
危
険
で
あ
る
が
、
歴
史
が
い
か
に
軽
蔑
し
て
そ

の
最
も
う
ぬ
ぼ
れ
た
富
や
芸
術
や
優
雅
さ
の
居
所
を
粉
砕
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
我
々
に
教
え
て
く
れ
る
。
た
っ
た
一

年
の
間
に
、
二
つ
の
世
界
の
交
差
点
で
あ
り
、
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
由
来
の
コ
リ
ン
ト
と
フ
ェ
ニ
キ
ア
が
破
壊
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、

人
類
│
そ
の
生
活
の
よ
り
純
粋
な
段
階
へ
の
進
歩
の
た
め
に
古
い
官
能
主
義
的
文
明
と
彼
ら
の
商
業
的
、
産
業
的
基
盤
の
破
壊
が
必
要
で

あ
っ
た
│
の
た
め
に
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
廃
墟
の
よ
う
に
、
見
捨
て
ら
れ
た
古
い
文
明
の
諸
都
市
は
、
断
罪
さ
れ
た

世
界
時
代
の
終
焉
を
表
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
多
く
は
ロ
ー
マ
の
軍
門
に
下
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

ポ
エ
ニ
戦
争
は
、
こ
の
偉
大
な
歴
史
的
過
程
に
結
び
つ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
、
適
切
に
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
、
す
な
わ
ち

西
方
世
界
に
お
い
て
、
ア
ジ
ア
の
最
後
の
軍
勢
が
決
戦
に
向
け
て
集
め
ら
れ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
は
ふ
た
た
び
、
そ
し
て
い
ま
や
永

一
〇
六



『
タ
ナ
ク
ィ
ル
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伝
承
』
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抄
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原
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五
六
三
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遠
に
オ
リ
エ
ン
ト
の
生
活
原
理
に
屈
す
る
運
命
で
あ
っ
た
の
か
？　

ア
ジ
ア
に
隣
接
す
る
ギ
リ
シ
ア
は
、
よ
り
早
く
、
よ
り
完
全
に
ア
ジ

ア
の
支
配
を
振
り
払
っ
た
。
し
か
し
地
域
的
な
利
益
追
求
が
、
い
か
な
る
偉
大
な
国
家
的
理
念
か
ら
も
す
ぐ
に
彼
ら
の
方
向
を
そ
ら
さ
せ

た
。
偉
大
性
よ
り
も
天
才
の
ひ
ら
め
き
に
耽
る
こ
と
で
、
彼
ら
は
触
れ
る
も
の
す
べ
て
を
、
そ
し
て
何
よ
り
も
よ
り
完
全
に
彼
ら
自
身
の

手
で
崩
壊
さ
せ
た
。
彼
ら
ギ
リ
シ
ア
人
の
英
雄
た
ち
が
オ
リ
エ
ン
ト
の
権
力
に
対
し
て
行
っ
た
業
績
は
、
我
々
に
、
若
く
し
て
名
声
を
得

て
そ
の
後
す
ぐ
に
忘
れ
去
ら
れ
た
あ
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
優
勝
者
た
ち
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
ギ
リ
シ
ア
人
の
天
才
の
典
型
は
、
ア
キ
レ
ウ

ス
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
、
ピ
ュ
ロ
ス
で
あ
り
、
彼
ら
は
歴
史
の
地
平
線
の
上
の
流
星
の
よ
う
に
名
を
上
げ
、
忘
れ
去
ら
れ
た
。
ギ
リ
シ

ア
は
、
仕
事
は
始
め
る
が
そ
れ
を
完
結
さ
せ
る
だ
け
の
決
定
的
な
精
神
的
な
強
靱
さ
を
欠
い
て
い
た
。
マ
ケ
ド
ニ
ア
は
そ
の
生
気
あ
ふ
れ

る
生
命
力
で
ア
ジ
ア
世
界
や
ギ
リ
シ
ア
世
界
に
同
様
の
破
滅
を
も
た
ら
し
た
。
そ
し
て
最
後
に
は
自
分
自
身
に
も
。
ピ
ュ
ロ
ス
戦
争
と
同

時
代
を
生
き
た
リ
ュ
コ
プ
ロ
ン
が
考
え
た
こ
と
（
12
）

と
は
反
対
に
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
『
歴
史
』
の
主
題
で
あ
っ
た
東
方
世
界
に
対
す
る
千
年
戦
争

を
終
結
さ
せ
た
の
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
で
は
な
く
ロ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
普
遍
的
君
主
制
を
東
方
世
界
か
ら
西
方
世
界
に

移
動
さ
せ
、
古
来
の
世
界
を
終
わ
ら
せ
た
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
で
は
な
く
ロ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
ハ
ン
ニ
バ
ル
戦
争
と
比
較
し
て
、
マ
ラ
ト
ン

の
戦
い
や
サ
ラ
ミ
ス
及
び
プ
ラ
タ
イ
ア
イ
の
戦
い
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
？　

ア
テ
ナ
イ
の
権
力
の
数
十
年
間
と
い
う
非
常
な
短

さ
は
ロ
ー
マ
の
永
遠
性
と
比
べ
れ
ば
儚
い
も
の
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
の
戦
闘
と
比
較
し
て
、
カ
ル
タ
ゴ
に
対
す
る
ア
ガ
ト
ク
レ
ス
﹇
前
四
│

三
世
紀
の
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
の
僣
主
﹈
の
戦
い
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
？　

こ
の
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
、
か
の
フ
ェ
ニ
キ
ア

都
市
を
征
服
す
る
の
は
容
易
な
こ
と
と
思
わ
れ
た
。
で
は
彼
は
何
を
成
し
遂
げ
た
の
か
？　

カ
ル
タ
ゴ
の
破
壊
、
こ
の
人
類
の
運
命
に
お

け
る
最
も
重
大
な
分
岐
点
は
、
共
和
政
ロ
ー
マ
の
指
導
の
下
に
組
織
さ
れ
た
イ
タ
リ
ア
民
族
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ

れ
は
、
他
の
ど
ん
な
功
績
以
上
に
西
洋
的
精
神
の
最
も
深
い
核
心
部
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
そ
の
都
市
は
そ
の
真
の
歴

一
〇
七
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史
的
使
命
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
西
方
世
界
は
東
方
世
界
の
遺
産
を
永
遠
に
手
中
に
収
め
、
勝
利
を
得
た
民
族
は
そ
の
倫
理

的
頂
点
を
極
め
た
。

大
い
な
る
叡
智
と
経
験
が
ア
フ
リ
カ
の
女
王
﹇
カ
ル
タ
ゴ
﹈
の
滅
亡
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
こ
と
を
我
々
は
嘆
き
は
し
な
い
。
そ
の
地
球

規
模
の
事
業
が
復
興
さ
れ
た
の
は
よ
う
や
く
一
五
〇
〇
年
以
上
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ア
ジ
ア
の
卑
し
い
官
能
主
義
に
対
す
る

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
の
高
次
の
倫
理
原
則
の
勝
利
は
、
我
々
に
こ
の
ア
ジ
ア
的
官
能
主
義
の
貧
弱
さ
を
忘
れ
さ
せ
る
。
ロ
ー
マ
国
民
は

そ
の
決
戦
の
最
中
、
ロ
ー
マ
が
ア
ジ
ア
に
起
源
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
二
重
の
意
味
で
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ハ
ン
ニ
バ
ル
の
災
難

か
ら
イ
タ
リ
ア
を
救
う
た
め
、
形
な
き
隕
石
が
母
国
で
あ
る
フ
リ
ギ
ア
か
ら
ロ
ー
マ
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
ア
プ
ロ
デ
ィ
テ
の
都
市
ロ
ー
マ

は
、
そ
の
母
な
る
も
の
へ
の
全
く
の
無
関
心
と
政
治
的
原
理
で
あ
る
父
権
制
へ
の
疑
い
な
き
信
仰
に
お
び
え
た
。
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
は
、

ポ
エ
ニ
戦
争
と
ア
エ
ネ
ア
ス
の
神
話
の
親
密
な
関
係
を
悟
り
、
そ
れ
ら
を
何
千
年
も
昔
に
始
ま
っ
た
発
展
の
絶
頂
だ
と
み
な
し
た
最
初
の

ロ
ー
マ
人
で
も
、
唯
一
の
ロ
ー
マ
人
で
も
な
か
っ
た
（
13
）

。
ス
キ
ピ
オ
と
同
時
代
の
人
々
は
す
べ
て
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
正

し
く
判
断
し
た
い
な
ら
、
等
し
く
、
広
範
な
時
代
区
分
で
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
歴
史
は
い
つ
も
長
大
な
展
望
の
中

で
作
用
す
る
か
ら
で
あ
る
。
何
が
食
べ
た
い
の
か
、
飲
み
た
い
の
か
、
ど
の
よ
う
に
服
を
着
て
楽
し
む
か
を
知
っ
て
い
る
な
ら
大
部
分
の

も
の
に
は
満
足
し
て
い
る
我
々
一
九
世
紀
の
人
間
は
、
ア
エ
ネ
ア
ス
の
伝
説
の
よ
う
な
一
般
的
な
伝
承
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
高
尚
な
目

的
に
よ
り
す
べ
て
の
人
に
与
え
ら
れ
る
活
力
を
正
し
く
評
価
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
我
々
は
、
そ
れ
ら
一
般
的
伝
承
を
、
文
学
的
創
作

物
、
文
学
的
論
争
の
主
題
、
後
世
の
お
と
ぎ
話
も
し
く
は
歴
史
的
出
来
事
の
神
話
的
原
型
と
み
な
す
。
し
か
し
、
古
代
の
人
々
に
と
っ
て

そ
れ
ら
一
般
的
伝
承
は
、
活
力
の
要
素
で
あ
り
、
我
々
に
馴
染
み
深
い
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
テ
ル
の
伝
説
の
よ
う
に
民
族
の
志
気
や
歴
史
の
方

向
性
に
重
大
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
。
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
詩
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
中
に
ロ
ー
マ
人
が
自
分
自
身
や
自
ら
の
運
命
、

一
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民
族
的
観
念
の
指
針
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
由
で
、
ロ
ー
マ
人
の
お
気
に
入
り
で
あ
っ
た
。

ロ
ー
マ
は
ハ
ン
ニ
バ
ル
と
の
戦
闘
の
後
は
対
外
的
な
戦
闘
の
み
を
行
っ
た
。
東
方
世
界
に
お
け
る
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
軍
、
西
方
世
界

に
お
け
る
カ
ル
タ
ゴ
軍
が
一
時
的
に
し
か
占
領
で
き
な
か
っ
た
も
の
を
、
永
久
に
西
洋
の
ア
エ
ネ
ア
ス
の
後
裔
が
手
に
入
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
ロ
ー
マ
の
頽
廃
が
増
大
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
西
洋
は
ど
こ
で
で
も
そ
の
精
神
の
強
さ
の
長
所
を
持
っ
て
、
よ
り
高
次

の
観
念
を
強
要
し
た
。
内
乱
の
時
代
の
大
き
な
混
乱
の
中
に
お
い
て
で
さ
え
、
東
洋
か
、
西
洋
か
、
と
い
う
世
界
問
題
は
、
ど
ち
ら
の
党

派
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
密
接
に
関
連
し
て
い
た
。
ポ
ン
ペ
イ
ウ
ス
、
ブ
ル
ト
ゥ
ス
、
カ
シ
ウ
ス
、
と
り
わ
け
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
と
共
に
東

方
世
界
は
西
方
世
界
に
敗
れ
、
彼
ら
の
破
滅
は
ア
ジ
ア
の
没
落
を
決
定
的
な
も
の
に
し
た
。
歴
史
精
神
が
帝
権
の
確
立
と
い
う
仕
事
を
任

せ
た
の
は
、
エ
ジ
プ
ト
の
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
の
恋
人
同
様
、
伝
説
が
メ
ロ
エ
の
カ
ン
ダ
ケ
と
め
ぐ
り
あ
わ
せ
た
彼
の
前
任
者
で
あ
る
ア
レ
ク

サ
ン
ド
ロ
ス
で
は
な
く
、
東
洋
の
王
権
を
与
え
る
女
性
の
第
二
の
征
服
者
で
、
親
殺
し
の
復
讐
者
、
新
し
い
オ
レ
ス
テ
ス
（
14
）

で
あ
る
オ
ク
タ

ウ
ィ
ア
ヌ
ス
│

ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
で
あ
っ
た
。
そ
の
西
洋
的
観
念
は
現
代
文
明
の
根
底
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
オ
リ
エ
ン
ト
世
界
の
戦
士

た
ち
は
我
々
に
は
異
質
で
不
可
解
に
見
え
る
。
我
々
は
、
ハ
ン
ニ
バ
ル
、
ミ
ト
リ
ダ
テ
ス
、
ユ
グ
ル
タ
の
よ
う
な
男
た
ち
か
ら
我
々
を
引

き
離
す
超
え
が
た
い
溝
が
あ
る
の
を
感
じ
る
。
し
か
し
、
ス
キ
ピ
オ
一
族
や
カ
ト
ー
一
族
、
ユ
リ
ウ
ス
一
族
の
中
に
、
我
々
が
理
解
す
る

こ
と
の
で
き
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
は
生
き
て
い
る
。
彼
ら
が
作
り
上
げ
た
国
家
と
法
の
中
に
、
今
日
で
も
な
お
我
が
物
と
す
る
こ
と
が
可

能
な
観
念
の
核
心
が
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
つ
ね
に
そ
れ
を
求
め
続
け
る
と
と
も
に
、
し
ば
し
ば
慰
め
を
与
え
ら
れ
る
こ

と
に
も
な
る
。

ロ
ー
マ
は
、
何
か
全
く
新
し
い
も
の
を
世
界
に
導
入
し
た
。
ロ
ー
マ
国
民
は
誇
り
を
持
っ
て
イ
ダ
山
麓
の
平
原
を
振
り
返
っ
た
に
違
い

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
の
ト
ロ
イ
ア
起
源
は
単
な
る
妄
想
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
ア
イ
ア
コ
ス
の
末
裔
で
あ
る
ピ
ュ
ロ

一
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ス
が
自
分
自
身
に
言
い
聞
か
せ
よ
う
と
し
た
よ
う
に
、
テ
ベ
レ
川
の
川
岸
で
生
ま
れ
変
わ
っ
た
の
は
ト
ロ
イ
ア
人
で
も
ア
ッ
シ
リ
ア
の
ヘ

ラ
ク
レ
ス
の
後
裔
で
も
な
か
っ
た
（
15
）

。
む
し
ろ
東
方
世
界
の
遺
跡
か
ら
、
新
し
い
西
洋
政
治
思
想
は
生
ま
れ
た
。
カ
エ
サ
ル
が
そ
の
起
源
へ

の
回
帰
を
意
図
し
て
い
た
と
信
じ
る
人
々
は
理
解
を
欠
い
て
い
た
（
16
）

。
確
か
に
彼
の
家
系
の
発
祥
地
は
ア
ジ
ア
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
オ
リ
エ

ン
ト
的
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
の
息
子
は
西
洋
の
帝
国
を
創
っ
た
。
カ
エ
サ
ル
は
際
立
っ
て
西
洋
的
な
英
雄
で
あ
っ
た
。
彼
が
築
い
た
ロ
ー
マ
帝

国
は
、
西
洋
的
基
盤
に
全
く
依
拠
し
て
い
て
、
こ
の
よ
う
に
二
千
年
の
間
に
わ
た
っ
て
西
洋
と
同
一
視
さ
れ
て
き
た
。
ロ
ー
マ
の
使
命
は
、

克
服
さ
れ
た
生
活
原
理
へ
人
間
を
後
退
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
く
、
オ
リ
エ
ン
ト
の
ギ
リ
シ
ア
化
に
よ
っ
て
二
重
に
危
険
と
な
っ
た
東
方
世

界
の
強
大
な
反
動
に
対
す
る
新
し
い
原
理
を
守
り
、
補
強
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

東
方
世
界
は
、
そ
の
宗
教
を
通
じ
て
、
西
方
世
界
に
ふ
た
た
び
軛
を
課
そ
う
と
し
た
。
ア
ジ
ア
と
エ
ジ
プ
ト
の
母
神
た
ち
は
凱
旋
の
道

を
止
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
帝
国
西
部
の
最
遠
の
地
に
至
る
ま
で
、
西
方
精
神
は
、
ギ
リ
シ
ア
民
族
宗
教
の
擬
人
神
た
ち
が
決
し

て
持
つ
こ
と
が
な
か
っ
た
力
を
振
る
う
、
こ
の
き
わ
め
て
娼
婦
的
な
女
神
た
ち
に
動
揺
し
た
。
ア
ジ
ア
的
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
│

サ
ン
ド
ン

の
密
儀
の
堕
落
は
、
一
度
は
イ
タ
リ
ア
の
荒
廃
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
の
は
避
け
ら
れ
ぬ
必
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
今
や
、
皇
帝
エ
ラ
ガ

バ
ル
ス
﹇
ヘ
リ
オ
ガ
バ
ル
ス
﹈
は
帝
国
の
ま
さ
に
中
心
に
お
い
て
セ
ミ
ラ
ミ
ス
信
仰
に
匹
敵
す
る
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
ミ
ュ
リ
ッ
タ
原
理
の
影

響
力
を
全
面
的
に
復
活
さ
せ
る
に
至
っ
た
。
ニ
ト
ク
リ
ス
の
如
き
女
性
た
ち
が
、
ロ
ー
マ
皇
帝
の
玉
座
を
取
り
巻
き
、
国
家
生
活
の
基
盤

を
揺
る
が
せ
た
。
し
か
し
、
反
撃
は
、
あ
ら
ゆ
る
高
次
の
原
理
が
い
か
な
る
堕
落
に
も
必
ず
や
勝
利
さ
せ
る
内
的
力
に
よ
っ
て
つ
い
に
は

輝
か
し
い
勝
利
を
収
め
る
。
パ
ル
ミ
ュ
ラ
の
カ
ン
ダ
ケ
た
る
ゼ
ノ
ビ
ア
は
、
ア
ウ
レ
リ
ア
ヌ
ス
帝
に
よ
っ
て
意
気
揚
々
と
ロ
ー
マ
市
中
引

き
回
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
三
五
〇
年
前
に
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
の
自
殺
に
よ
り
挫
折
し
た
オ
ク
タ
ウ
ィ
ア
ヌ
ス
の
望
み
を
実
現
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。

一
一
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我
々
は
こ
の
発
展
を
支
配
す
る
内
な
る
法
則
性
を
理
解
し
て
い
る
の
で
、
今
や
、
カ
ル
タ
ゴ
の
陥
落
及
び
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
破
壊
以
来

最
大
の
出
来
事
を
、
ロ
ー
マ
の
歴
史
の
中
の
適
切
な
場
所
へ
割
り
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
ヤ
ー
ヴ
ェ
神
殿
の
破
壊
は
、
ロ
ー
マ
に
、
そ

し
て
こ
れ
を
通
じ
て
、
西
方
世
界
に
、
新
し
い
絶
対
的
支
配
権
を
、
つ
ま
り
宗
教
に
対
す
る
そ
れ
を
相
続
さ
せ
た
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
フ

ラ
ウ
ィ
ウ
ス
家
が
ユ
リ
ウ
ス
家
以
来
の
カ
エ
サ
ル
主
義
﹇
皇
帝
崇
拝
﹈
を
完
成
さ
せ
、
ユ
リ
ウ
ス
・
キ
ウ
ィ
リ
ス
を
打
破
し
て
、
北
部
国

家
﹇
ガ
リ
ア
帝
国
﹈
を
建
設
せ
ん
と
し
て
ロ
ー
マ
か
ら
の
独
立
を
は
か
っ
た
の
最
初
の
企
図
を
く
じ
い
た
の
と
同
じ
時
期
の
こ
と
で
あ
る
。

カ
ル
タ
ゴ
と
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
陥
落
は
、
ロ
ー
マ
の
歴
史
の
全
ド
ラ
マ
の
中
で
最
も
注
目
す
べ
き
も
の
の
な
か
で
と
り
わ
け
悲
劇
的
な
出

来
事
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
世
界
史
の
二
大
転
換
点
で
も
あ
っ
た
。
ス
キ
ピ
オ
の
功
績
が
東
洋
か
ら
の
西
洋
の
政
治
的
解
放
を
永
遠
に
保

証
す
る
一
方
で
、
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
家
の
勝
利
と
今
日
も
な
お
残
る
記
念
碑
│
古
代
の
記
念
碑
の
中
で
最
重
要
の
も
の
﹇
テ
ィ
ト
ゥ
ス
門
﹈

は
こ
れ
を
記
念
し
て
造
ら
れ
た
│
は
、
将
来
の
宗
教
の
モ
ー
セ
的
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
か
ら
の
解
放
を
意
味
し
、
東
方
世
界
に
対
す
る

ロ
ー
マ
の
精
神
的
相
続
権
を
告
げ
て
い
る
。
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
の
は
、
ビ
ザ
ン
チ
ウ
ム
で
も
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
で
も
な

く
、
ま
た
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
や
ア
フ
リ
カ
の
ヒ
ッ
ポ
ー
で
も
な
く
、
ま
さ
に
ロ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
は
西
洋
的
に
な
り
、
こ

の
同
化
を
通
し
て
ロ
ー
マ
は
西
方
世
界
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
以
後
の
時
代
の
オ
リ
エ
ン
ト
に
対
す
る
闘
い
は
す
べ
て
そ
の
共

同
作
業
と
見
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

イ
タ
リ
ア
は
、
か
つ
て
東
方
世
界
由
来
の
宗
教
観
念
を
自
ら
に
受
け
入
れ
保
持
し
た
親
密
さ
を
あ
ら
た
め
て
キ
リ
ス
ト
教
に
も
示
し
た
。

次
い
で
、
ロ
ー
マ
は
こ
の
外
来
の
も
の
を
わ
が
も
の
の
ご
と
く
慈
し
み
、
自
ら
の
個
性
に
沿
う
べ
く
決
定
的
に
改
変
し
、
か
く
て
、
こ
の

輸
入
品
は
や
が
て
国
産
品
た
る
様
相
を
呈
す
る
ま
で
に
な
り
、
最
後
に
、
こ
れ
ら
の
伝
来
の
観
念
の
中
で
最
古
の
も
の
、
つ
ま
り
オ
リ
エ

ン
ト
的
な
神
官
観
念
を
長
き
に
わ
た
っ
て
、
ひ
い
て
は
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
世
界
観
の
も
と
に
あ
る
現
代
に
至
る
ま
で
、
保
持
す
る
こ

一
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と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
こ
の
観
念
の
上
に
、
ギ
リ
シ
ア
が
早
く
に
福
音
書
を
受
け
入
れ
な
が
ら
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
世

界
支
配
を
樹
立
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
考
察
は
い
か
に
有
益
で
あ
ろ
う
と
も
、
目
下
の
研
究
の
範
囲
外
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
が
、
古
代

史
の
過
程
を
通
じ
て
、
我
々
が
見
て
き
た
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
神
話
の
歴
史
に
具
体
化
さ
れ
て
い
た
の
と
同
じ
オ
リ
エ
ン
ト
世
界
と
の
二
重
の

関
連
を
、
つ
ま
り
、
一
方
で
オ
リ
エ
ン
ト
へ
の
従
属
、
他
方
で
内
面
的
な
並
び
に
外
面
的
な
意
味
に
お
け
る
ア
ジ
ア
的
な
人
間
観
及
び
世

界
観
の
克
服
と
い
う
二
重
の
関
連
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
。﹇
…
…
。﹈
ロ
ー
マ
の
雄
々
し
き
軍
隊
は
、
わ
が
ア

ル
プ
ス
山
脈
に
到
達
す
る
よ
り
も
早
く
チ
グ
リ
ス
＝
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
川
に
到
達
し
た
。
イ
タ
リ
ア
の
門
に
接
す
る
北
の
世
界
は
、
ロ
ー
マ

に
と
り
、
新
た
な
予
感
は
あ
る
が
い
ま
だ
知
ら
れ
ざ
る
ま
ま
の
よ
り
高
次
の
時
代
の
隠
さ
れ
た
種
子
で
あ
っ
た
。
本
研
究
の
目
下
の
目
的

が
必
要
と
す
る
と
思
わ
れ
る
以
上
に
、
こ
う
し
た
一
般
的
な
歴
史
的
考
察
に
留
ま
る
こ
と
は
、
本
書
の
最
終
的
な
目
的
に
よ
っ
て
正
当
化

さ
れ
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
我
々
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
あ
る
一
つ
の
記
念
碑
の
分
析
を
通
し
て
歴
史
の
普
遍
的
法
則
の
認
識
を
見
出
す

こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
お
け
る
ロ
ー
マ
の
発
展
過
程
を
理
解
す
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
り
な
が
ら
、
今
日
に
至

る
ま
で
ま
っ
た
く
無
視
さ
れ
て
き
た
観
点
を
構
築
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
タ
ナ
ク
ィ
ル
像
の
変
容
は
、
マ
ト
ロ
ナ
﹇
ロ
ー
マ
貴
婦
人
﹈
的
観
念
に
よ
る
娼
婦
的
観
念
の
排
除
に
と
ど
ま
ら
な

か
っ
た
。
西
方
世
界
の
新
し
い
精
神
は
さ
ら
に
別
の
方
向
に
向
か
う
。
タ
ナ
ク
ィ
ル
は
、
ア
ジ
ア
の
王
朝
の
娼
婦
的
王
妃
か
ら
、
ロ
ー
マ

人
の
婦
女
の
徳
と
尊
敬
の
モ
デ
ル
と
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
内
的
な
宗
教
的
形
象
か
ら
歴
史
的
人
物
へ
と
も
変
質
す
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
思
考
過
程
は
、
ロ
ー
マ
人
の
精
神
の
本
質
及
び
ア
ジ
ア
の
古
い
文
化
に
対
す
る
関
係
に
新
し
い
光
を
投
げ
か
け
る
。
東
方
世

界
は
自
然
的
観
点
を
奉
じ
、
西
方
世
界
は
そ
れ
を
歴
史
的
観
点
に
置
き
換
え
た
。
ロ
ー
マ
は
、
と
り
わ
け
す
べ
て
の
も
の
を
、
そ
の
国
家

一
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生
活
と
緊
密
な
関
係
に
置
い
た
。
本
研
究
は
、
物
質
的
観
念
か
ら
歴
史
的
政
治
的
観
念
へ
の
移
行
を
明
ら
か
に
す
る
多
く
の
実
例
を
示
す
。

タ
ナ
ク
ィ
ル
と
同
様
に
、
サ
カ
エ
ア
に
由
来
す
る
す
べ
て
の
人
物
像
は
、
ロ
ー
マ
国
家
及
び
そ
の
内
的
外
的
発
展
に
お
け
る
転
回
点
と
結

び
つ
け
ら
れ
る
。
ト
ゥ
テ
ラ
・
ピ
ロ
テ
ィ
ス
も
、
ボ
ウ
ィ
ラ
エ
の
ア
ン
ナ
・
ペ
レ
ン
ナ
も
、
そ
の
尊
崇
を
、
も
は
や
彼
女
た
ち
と
そ
の
儀

式
を
生
み
出
し
た
ア
ジ
ア
的
自
然
観
念
に
で
は
な
く
、
神
話
が
語
る
よ
う
に
、
何
よ
り
も
彼
女
た
ち
が
政
治
的
出
来
事
に
及
ぼ
し
た
影
響

力
に
拠
っ
て
お
り
、
同
様
の
こ
と
は
、
他
の
す
べ
て
の
祭
祀
領
域
に
も
示
さ
れ
る
。
い
か
な
る
神
殿
も
重
要
な
宗
教
儀
式
も
、
結
局
の
と

こ
ろ
そ
の
威
信
が
歴
史
的
動
機
に
基
づ
か
な
い
も
の
は
一
つ
と
し
て
な
い
。
こ
う
し
た
人
間
理
念
へ
の
神
理
念
の
従
属
を
、
初
期
の
崇
高

な
観
点
か
ら
の
堕
落
過
程
に
お
け
る
最
終
段
階
と
み
な
そ
う
と
し
た
と
感
じ
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
生
命
と

王
権
を
授
け
る
女
性
と
い
う
観
念
を
生
み
出
し
、
世
界
規
模
に
ま
で
広
ま
っ
た
ベ
ル
│

ヘ
ラ
ク
レ
ス
信
仰
と
比
べ
て
、
日
々
の
生
活
に
適

合
さ
れ
た
運
命
に
よ
り
、
ロ
ー
マ
の
伝
承
の
な
か
で
擬
人
化
さ
れ
た
タ
ナ
ク
ィ
ル
は
、
貧
弱
で
あ
り
、
巨
大
な
オ
リ
エ
ン
ト
的
観
念
と
は

比
べ
物
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
誰
が
否
定
す
る
こ
と
で
き
よ
う
か
。
し
か
し
、
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
こ
の
よ
う
な
退
行
は
、
き
わ
め
て

重
要
な
進
歩
の
萌
芽
を
含
ん
で
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
自
体
、
宇
宙
的
│

自
然
的
生
活
観
念
と
い
う
不
自
由
な
軛
か
ら
の
精
神
の
解
放

と
み
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

最
も
広
範
で
崇
高
な
自
然
体
系
は
、
人
間
を
歴
史
の
第
一
に
し
て
最
も
重
要
な
要
因
と
認
め
る
精
神
的
意
味
に
到
達
で
き
な
い
。
何
が

オ
リ
エ
ン
ト
の
文
化
を
、
娼
婦
的
女
性
の
崇
拝
と
い
う
低
次
元
の
官
能
主
義
に
変
容
さ
せ
た
の
か
、
そ
し
て
、
こ
れ
に
対
し
て
、
何
が

ロ
ー
マ
を
し
て
、
こ
れ
を
克
服
さ
せ
、
巨
大
な
破
壊
作
業
を
正
当
化
す
る
優
越
性
を
授
け
た
の
か
、
を
問
う
な
ら
ば
、
前
者
に
つ
い
て
は
、

自
然
的
諸
力
の
支
配
の
ゆ
え
で
あ
る
と
答
え
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
自
然
的
観
念
に
対
す
る
歴
史
的
意
識
の
優
越
に
よ
る
品
位
な
き
軛
の

破
壊
を
本
質
的
な
原
因
と
答
え
る
こ
と
に
、
誰
が
異
を
唱
え
る
者
が
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
も
ロ
ー
マ
は
ふ
た
た
び
ま
っ
た
く
新
し
い
も

一
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の
を
世
界
に
も
た
ら
し
た
。
ギ
リ
シ
ア
の
天
才
た
ち
は
、
そ
の
最
も
偉
大
の
業
績
の
領
域
に
お
い
て
、
物
質
的
生
活
の
外
的
な
現
象
と
の

関
係
を
決
し
て
棄
て
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ギ
リ
シ
ア
人
は
、
そ
の
美
の
理
想
を
通
じ
て
い
か
な
る
時
代
に
も
官
能
主
義
を
惹
起
し
、
倫

理
的
に
衰
え
た
人
々
の
基
準
た
る
審
美
的
判
断
に
生
命
を
吹
き
込
ん
だ
。
他
方
、
ロ
ー
マ
の
中
心
的
観
念
、
す
な
わ
ち
そ
の
歴
史
的
国
家

や
法
律
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
観
念
は
、
物
質
か
ら
ま
っ
た
く
独
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
倫
理
的
賜
物
で
あ
り
、
古
代
が
も
た

ら
し
、
後
世
に
残
し
た
も
の
の
中
で
最
も
精
神
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
あ
ら
た
め
て
、
我
々
の
西
洋
的
生
活
が
ま
さ
に
ロ
ー
マ

か
ら
始
ま
る
と
い
う
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
自
ら
の
足
跡
を
地
球
全
体
に
刻
む
こ
と
を
準
備
し
た
観
念
、
す
な
わ
ち
、
諸
民
族
の
運
命
を
決
め
る
の
は
自
然
法
則

で
は
な
く
精
神
の
自
由
な
活
動
の
み
と
す
る
観
念
は
ロ
ー
マ
的
で
あ
る
。
エ
ト
ル
リ
ア
人
が
自
ら
の
種
族
の
儚
さ
を
思
っ
て
悲
嘆
に
暮
れ

る
の
に
対
し
て
、
ロ
ー
マ
人
は
、
ま
っ
た
く
疑
う
余
地
な
き
、
国
家
の
永
遠
性
を
享
受
し
た
。
ウ
ェ
イ
イ
の
陥
落
の
伝
説
（
17
）

の
中
で
、
オ
リ

エ
ン
ト
の
人
々
は
無
気
力
な
運
命
論
に
身
を
委
ね
る
の
に
対
し
て
、
ロ
ー
マ
人
は
意
識
的
に
未
知
な
る
自
然
現
象
に
立
ち
向
か
い
、
物
質

的
必
然
の
掟
を
拒
絶
し
、
オ
リ
エ
ン
ト
の
人
々
を
恐
懼
さ
せ
た
洪
水
を
克
服
し
た
。
ま
さ
に
同
じ
原
理
に
よ
り
、
ア
ジ
ア
の
人
々
が
些
細

極
ま
り
な
い
自
然
現
象
に
受
動
的
に
従
い
、
そ
の
精
神
の
力
を
自
然
の
微
か
な
動
き
に
こ
わ
ご
わ
費
や
し
た
の
に
対
し
て
、
ロ
ー
マ
人
は
、

卜
占
の
拒
絶
に
よ
り
、
人
間
精
神
の
優
越
性
を
擁
護
し
た
。
随
所
で
ロ
ー
マ
人
は
自
身
を
歴
史
的
生
活
の
第
一
原
因
と
み
な
し
、
オ
リ
エ

ン
ト
の
自
然
主
義
に
よ
り
課
さ
れ
た
鎖
を
い
や
い
や
耐
え
な
が
ら
、
宗
教
を
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
虚
構
を
も
っ
て
、
国
家
目
的
に
役
立
た
し

め
る
と
と
も
に
、
宗
教
が
次
第
に
凶
暴
化
す
る
国
家
に
と
っ
て
い
よ
い
よ
不
可
欠
と
な
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
。
最
初
で
は
な
く
最
後

の
言
葉
が
決
定
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
原
理
や
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
特
質
で
あ
る
た
ゆ
み
な
き
苦
闘
と
闘
争
は
ロ
ー
マ
と
と
も
に
支
配

す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
ロ
ー
マ
人
の
古
代
世
界
に
対
す
る
勝
利
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
的
方
向
を
規
定
す
る
、
自
然
的
必

一
一
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然
性
か
ら
の
自
由
の
た
め
の
偉
大
な
闘
争
の
端
緒
を
な
す
の
で
あ
る
。

こ
の
観
点
に
お
い
て
、
我
々
は
タ
ナ
ク
ィ
ル
神
話
の
歴
史
化
を
考
え
る
。
こ
の
歴
史
化
は
、
伝
統
的
理
念
の
不
動
性
を
人
間
の
行
為
及

び
運
命
の
生
命
感
あ
る
形
象
に
変
質
さ
せ
、
宗
教
的
観
念
を
国
家
の
発
展
史
の
中
に
組
み
込
み
、
自
然
観
念
を
、
そ
の
要
請
に
合
わ
せ
て

す
べ
て
を
変
え
る
政
治
的
観
念
に
よ
っ
て
排
除
す
る
。
我
々
は
、
同
様
の
現
象
が
、
多
く
の
よ
く
知
ら
れ
た
歴
史
的
神
話
の
中
に
も
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
伝
承
は
、
歴
史
化
を
も
た
ら
し
た
精
神
的
過
程
に
他
の
伝
承
に
ま
し
て
深
い
洞
察
力
を
与
え

て
く
れ
る
。
祭
祀
的
要
因
と
歴
史
的
要
因
を
か
く
も
明
確
に
分
け
る
も
の
は
他
に
は
な
い
。
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
場
合
、
そ
の
宗
教
的
意
味
が
、

理
念
及
び
起
源
の
上
で
親
近
性
を
有
す
る
他
の
母
神
、
す
な
わ
ち
、
プ
ラ
エ
ネ
ス
テ
の
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ナ
に
移
さ
れ
た
結
果
、
エ
ト
ル
リ
ア

の
王
妃
の
歴
史
化
に
自
由
な
道
が
開
か
れ
る
、
と
い
う
事
情
が
注
目
さ
れ
る
。
我
々
は
、
ま
ず
、
こ
の
よ
う
な
、
異
国
の
女
神
像
か
ら
土

着
の
女
神
像
へ
の
変
化
を
探
求
す
る
。
我
々
は
、
い
か
に
し
て
将
来
的
な
ラ
テ
ィ
ニ
的
要
素
が
タ
ナ
ク
ィ
ル
か
ら
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ナ
に
転
じ

た
の
か
、
い
か
に
し
て
、
ラ
テ
ィ
ニ
的
要
素
が
、
そ
の
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
伝
承
か
ら
エ
ト
ル
リ
ア
的
要
素
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
と
親
近
性
を

有
す
る
サ
ビ
ニ
的
要
素
を
も
排
除
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
ま
た
、
い
か
に
し
て
、
そ
の
寵
児
に
し
て
自
由
の
創
設
者
た
る
セ
ル
ウ
ィ
ウ

ス
・
ト
ゥ
リ
ウ
ス
王
を
、
タ
ナ
ク
ィ
ル
と
の
関
係
か
ら
解
放
し
、
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ナ
の
息
子
と
し
て
ロ
ー
マ
の
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ナ
崇
拝
の
感
謝

さ
れ
る
べ
き
創
設
者
と
す
る
に
至
っ
た
の
か
を
証
明
す
る
。
し
か
し
、
原
初
の
観
念
を
ロ
ー
マ
人
は
脱
ぎ
捨
て
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

ア
ジ
ア
の
王
妃
の
顕
著
な
特
徴
は
、
我
々
が
す
で
に
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
中
に
見
た
よ
う
に
、
す
べ
て
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ナ
に
お
い
て
復
活
す
る
。

﹇
…
…
。﹈
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
と
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ナ
の
関
係
に
関
す
る
神
話
の
中
に
、
ア
ジ
ア
的
ミ
ュ
リ
ッ
タ
原
理
の
娼
婦
的
根
本
理
念
が
忠
実

に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
歴
史
化
さ
れ
た
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
伝
承
の
中
で
は
物
語
の
生
き
生
き
と
し
た
副
次
的
な
状
況
と
な
っ
た
娼
婦
的
慣
習

は
、
そ
の
宗
教
的
性
格
を
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ナ
の
伝
承
の
中
で
保
持
し
た
。
サ
カ
エ
ア
族
で
さ
え
、
タ
ナ
ク
ィ
ル
神
話
の
中
で
は
も
は
や
単
な

一
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る
断
片
的
な
記
憶
に
留
ま
っ
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
ラ
テ
ィ
ニ
的
女
神
の
崇
拝
の
中
に
生
き
残
っ
た
の
で
あ
る
。

我
々
は
、﹇
…
…
﹈
オ
リ
エ
ン
ト
の
娼
婦
的
原
理
に
対
す
る
マ
ト
ロ
ナ
的
ロ
ー
マ
的
観
念
の
闘
争
、
官
能
主
義
に
対
す
る
よ
り
高
次
の

倫
理
性
の
闘
争
が
い
か
に
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ナ
崇
拝
の
歴
史
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
し
て
こ
こ
で
も
同
じ
成
果
を
収
め
た
か
、
そ
し
て
、

い
か
に
母
性
の
娼
婦
的
観
念
と
と
も
に
女
性
優
位
自
体
も
破
壊
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ナ
・
ム
リ
エ
ブ
リ
ス
が
、
タ
ナ
ク
ィ
ル
及

び
フ
ラ
メ
ン
女
官
と
同
じ
く
、
貞
節
な
妻
た
ち
を
男
性
の
傲
慢
さ
か
ら
守
護
神
と
し
て
の
意
味
を
分
か
ち
持
っ
た
か
を
証
明
す
る
。
も
し

我
々
の
思
慮
が
足
り
な
け
れ
ば
、
他
の
誰
よ
り
も
ロ
ー
マ
の
政
治
的
発
展
に
寄
与
し
た
王
が
同
時
に
宗
教
及
び
神
話
に
お
け
る
母
性
の
尊

重
が
着
せ
ら
れ
る
の
と
同
じ
王
で
あ
る
こ
と
に
注
目
で
き
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
母
性
の
尊
厳
は
、
ロ
ー
マ
国
法
か
ら
排
除
さ
れ
、
宗
教

及
び
宗
教
的
理
念
か
ら
生
じ
た
歴
史
的
神
話
の
中
に
お
い
て
保
持
さ
れ
る
。
こ
こ
で
母
性
は
、
市
民
法
の
容
赦
な
い
制
約
に
対
す
る
有
効

な
防
御
壁
、
す
な
わ
ち
、
ロ
ー
マ
人
の
頑
是
な
い
徹
底
性
と
い
う
特
性
に
倍
す
る
必
要
的
な
防
御
壁
を
見
出
す
。
宗
教
に
お
い
て
フ
ォ
ル

ト
ゥ
ナ
が
タ
ナ
ク
ィ
ル
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
我
々
の
研
究
は
、
最
後
に
そ
の
こ
と
が
ロ
ー
マ
の
本
質
に
つ
い
て
の
洞
察

に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
有
す
る
こ
と
知
る
。
ロ
ー
マ
民
族
は
、
彼
ら
の
経
験
を
何
一
つ
棄
て
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ロ
ー
マ
は
、
お
よ

そ
そ
の
精
神
に
反
す
る
も
の
す
べ
て
を
抑
制
し
よ
う
と
努
め
た
。
し
か
し
、
ロ
ー
マ
は
、
当
初
激
し
く
戦
っ
た
も
の
を
、
ひ
と
た
び
こ
れ

に
勝
利
し
た
あ
と
は
、
そ
の
目
的
に
役
立
て
る
す
べ
を
心
得
て
い
た
。
古
い
要
素
は
、
国
家
観
念
の
下
に
置
か
れ
た
が
、
そ
れ
が
及
ば
な

い
と
こ
ろ
で
、
な
お
、
そ
の
影
響
力
や
威
厳
を
保
持
し
続
け
た
。

タ
ナ
ク
ィ
ル
の
宗
教
的
意
味
の
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ナ
へ
の
完
全
な
移
行
と
、
セ
モ
・
サ
ン
ク
ス
神
殿
の
奇
跡
を
行
う
タ
ナ
ク
ィ
ル
像
が
次
第

に
宗
教
的
崇
拝
の
対
象
で
は
な
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
伝
統
的
な
宗
教
的
観
念
の
歴
史
化
は
、
も
は
や
何
も
の
に
も
妨
げ
ら
れ
る
こ
と

は
な
い
。
こ
の
発
展
は
二
つ
の
段
階
に
区
別
さ
れ
る
。
第
一
段
階
に
お
い
て
は
、
宗
教
的
観
念
の
み
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
第
二
段
階
に

一
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お
い
て
、
そ
れ
は
単
に
人
間
の
歴
史
的
可
能
性
だ
け
を
考
え
る
貧
弱
な
実
用
主
義
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。
以
下
で
は
こ
れ
ら
の
段
階
を
そ

れ
ぞ
れ
別
々
に
考
察
し
た
い
。

歴
史
的
タ
ナ
ク
ィ
ル
伝
承
の
形
態
は
、
そ
の
宗
教
的
原
型
の
正
確
な
コ
ピ
ー
で
あ
る
。
そ
の
正
確
な
写
像
は
、
物
語
の
大
ま
か
な
概
略

に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
細
部
に
至
る
ま
で
明
ら
か
で
あ
る
。﹇
…
…
。﹈
民
族
精
神
は
ま
だ
、
伝
承
の
形
象
に
人
間
的
に
理
解
可
能
な
動

機
づ
け
を
与
え
る
必
要
性
を
示
さ
な
い
。
人
物
や
出
来
事
は
、
人
間
関
係
の
中
に
置
か
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
生
み
出
し
た

超
自
然
的
な
発
祥
地
を
か
い
ま
見
せ
る
。
人
間
と
神
は
分
け
隔
て
な
く
、
歩
み
を
と
も
に
す
る
。
人
間
の
寿
命
と
い
う
時
間
的
限
界
は
重

要
で
は
な
い
。
年
代
的
関
係
は
無
視
さ
れ
る
。
ま
だ
、
物
語
を
仕
上
げ
る
こ
と
推
敲
す
る
こ
と
も
必
要
は
な
い
。
太
古
の
世
代
の
建
造
物

に
お
け
る
よ
う
に
、
群
れ
な
し
て
立
ち
、
モ
ル
タ
ル
で
固
め
ら
れ
る
こ
と
も
、
技
巧
的
に
仕
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
ら
は
古
代

の
雄
大
さ
と
永
続
性
を
印
象
づ
け
る
。
宗
教
観
念
が
そ
の
構
想
力
を
保
持
し
理
解
さ
れ
つ
づ
け
る
限
り
、
何
も
変
わ
る
こ
と
な
く
、
不
足

も
感
じ
ら
れ
な
い
。

宗
教
観
念
が
曖
昧
に
な
り
、
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
の
手
が
か
り
が
失
わ
れ
る
と
、
発
展
の
第
二
段
階
が
始
ま
る
。
今
こ
そ
人
間
の
実

用
主
義
の
樹
立
が
求
め
ら
れ
る
。
超
自
然
的
な
も
の
、
奇
跡
的
な
も
の
、
彼
岸
的
信
仰
の
残
滓
は
抵
抗
を
呼
び
起
こ
す
。
そ
れ
ら
は
、
理

性
的
な
因
果
関
係
に
置
き
換
え
ら
れ
る
か
、
愚
か
な
過
去
の
幼
稚
な
産
物
と
し
て
嘲
笑
さ
れ
る
。﹇
…
…
。﹈
古
代
の
建
物
の
ひ
び
割
れ
や

裂
け
目
は
小
石
で
ふ
さ
が
れ
、
人
気
の
な
い
場
所
に
生
命
が
吹
き
込
ま
れ
、
年
代
的
な
不
可
能
が
取
り
除
か
れ
、
系
譜
が
改
良
さ
れ
、
以

前
に
は
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
名
前
が
付
け
ら
れ
る
。
お
よ
そ
こ
う
し
た
方
法
に
よ
り
物
語
が
創
り
出
さ
れ
、
近
代
精
神
は
そ
れ
を
楽
し
む

こ
と
が
で
き
る
。

物
語
形
成
の
第
一
段
階
に
比
べ
る
と
、
こ
の
第
二
段
階
は
、
そ
の
方
法
に
お
い
て
小
器
用
で
、
わ
ざ
と
ら
し
く
、
些
事
へ
の
こ
だ
わ
り

一
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に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
神
的
真
理
の
代
わ
り
に
、
人
間
的
真
理
が
求
め
ら
れ
る
結
果
、
ど
ち
ら
に
も
中
途
半
端
と
な
る
。
古
い
ア
ジ
ア
的
人

間
の
宗
教
的
形
象
か
ら
最
新
型
の
死
す
べ
き
人
間
存
在
へ
の
一
連
の
変
容
の
行
き
着
く
先
は
結
局
の
と
こ
ろ
些
末
な
経
験
的
実
用
主
義
で

あ
る
。﹇
…
…
﹈
原
初
の
物
語
化
は
も
っ
ぱ
ら
民
族
の
作
品
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
代
の
加
工
は
個
々
の
批
判
家
の
産
物
で
あ
る
。
前

者
は
無
意
識
的
自
然
活
動
の
創
造
物
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
合
理
化
を
は
か
る
時
代
悟
性
の
産
物
で
あ
る
。
ま
た
、
前
者
は
、
原

初
の
山
々
と
同
じ
く
、
荒
削
り
の
素
材
に
お
い
て
法
則
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
谷
底
の
花
園
の
よ
う
に
技
巧
的
に
ア
レ
ン
ジ
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

か
か
る
対
立
は
、
そ
れ
が
ロ
ー
マ
人
の
気
質
を
示
す
闘
争
の
結
末
を
我
々
に
教
え
て
く
れ
る
こ
と
で
と
り
わ
け
示
唆
的
で
あ
る
。
合
理

主
義
は
そ
の
目
的
を
遂
げ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
も
個
別
的
な
試
み
の
一
つ
に
留
ま
り
、
こ
う
し
た
試
み
だ
け
で
は
総
合
的
な
認
識
を
獲
得
で

き
な
い
。
民
族
精
神
は
、
そ
の
創
造
物
を
保
護
し
、
宗
教
的
性
格
が
そ
の
産
物
を
神
聖
不
可
侵
に
よ
っ
て
覆
う
。
い
か
な
る
年
代
記
作
家

も
こ
の
民
族
的
財
産
を
敢
え
て
侵
害
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
当
時
の
人
間
の
や
り
方
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
出
来
事

の
理
解
を
、
不
完
全
で
偽
造
さ
れ
た
不
確
か
な
も
の
と
考
え
る
の
は
愚
か
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
理
解
は
、
完
全
無
欠
の
産
物
で
あ
り
、

絶
対
的
に
完
全
か
つ
徹
底
的
に
真
正
な
伝
承
を
、
そ
の
実
、
宗
教
的
な
伝
承
だ
け
を
伝
え
る
こ
と
の
で
き
る
文
化
段
階
の
産
物
で
あ
り
特

徴
で
あ
る
。
正
確
な
写
実
主
義
を
生
み
出
し
そ
し
て
こ
れ
に
支
持
す
る
の
は
よ
う
や
く
後
代
に
な
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
の
た
め

に
こ
れ
を
始
め
た
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
人
の
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
で
あ
り
、
彼
自
身
の
祖
国
は
す
で
に
発
展
の
限
界
に
達
し
て
い
た
。
よ
り
古
い

精
神
段
階
は
、
す
べ
て
の
も
の
を
信
仰
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
て
判
断
し
、
人
間
的
真
理
よ
り
も
宗
教
的
真
理
に
優
位
を
置
い
て
い
る
。

ロ
ー
マ
は
、
決
し
て
完
全
に
こ
の
観
念
を
克
服
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
初
期
に
お
い
て
は
、
こ
の
観
念
だ
け
が
唯
一
支
配
的

な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
伝
承
が
含
む
も
の
の
中
で
、
ま
っ
た
く
の
虚
構
に
基
づ
い
て
い
る
も
の
は
何
一
つ
な
く
、
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一
筆
た
り
と
も
無
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
は
な
く
、
ギ
リ
シ
ア
の
神
話
作
家
の
む
や
み
な
空
想
か
ら
は
生
ま
れ
た
も
の
は
何
も
な
い
。

す
べ
て
は
、
宗
教
的
観
念
に
準
拠
し
て
形
作
ら
れ
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
、
ロ
ー
マ
の
年
代
記
作
家
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
、
後
世
の
た
め
に

記
録
さ
れ
た
。
イ
タ
リ
ア
民
族
は
、
た
だ
一
種
類
の
想フ
ァ
ン
タ
ジ
ー

像
力
を
、
つ
ま
り
宗
教
的
な
想
像
力
を
所
有
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
勝
手
な

空
想
は
こ
れ
を
慎
み
、
歴
史
的
伝
承
の
形
成
に
は
何
の
役
割
も
演
じ
な
か
っ
た
。
信
仰
か
ら
、
総
じ
て
最
古
の
伝
承
を
特
徴
づ
け
る
厳
粛

の
気
風
は
生
ま
れ
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
後
世
の
正
確
な
歴
史
的
写
実
主
義
が
決
し
て
ふ
た
た
び
成
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
タ
ナ
ク
ィ
ル

の
伝
承
を
全
体
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
、
神
の
恩
寵
と
怒
り
、
罪
と
罰
、
罪
悪
と
破
局
の
理
念
が
満
ち
て
い
る
。
す
べ
て
が
審

判
で
あ
り
、
民
族
的
良
心
の
充
足
で
あ
る
。
こ
の
悲
劇
の
中
で
は
、
現
世
的
な
も
の
は
、
神
と
の
関
係
に
よ
っ
て
の
み
評
価
さ
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
民
族
の
運
命
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
崇
高
で
な
く
正
し
く
な
い
な
ど
と
誰
が
い
え
よ
う
か
？　

我
々
は
そ
の
よ
う
な
主
張
を
一
方

的
と
呼
ん
で
よ
い
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
的
真
理
が
な
け
れ
ば
、
神
的
真
理
が
西
洋
的
精
神
を
満
た
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
、
今
日
、
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
賞
賛
さ
れ
る
そ
の
対
極
の
考
え
、
人
間
的
真
理
だ
け
の
強
調
な
ど
、
神
的
真
理
が
な
け
れ
ば
不
毛

で
尊
重
さ
れ
え
な
い
以
上
、
思
い
上
が
り
も
は
な
は
だ
し
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

以
上
に
終
え
た
本
書
の
分
析
に
何
ら
か
の
注
意
力
を
持
っ
て
付
き
添
っ
て
き
た
読
者
な
ら
、
本
書
が
支
配
的
な
見
解
と
矛
盾
し
た
立
場

に
立
つ
こ
と
を
見
過
ご
す
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
こ
の
矛
盾
は
、
こ
れ
以
上
顕
著
な
も
の
は
考
え
ら
れ
ず
、
結
論
及
び
方
法
論
に

お
い
て
徹
底
的
な
も
の
で
あ
る
。
結
論
は
、
ド
グ
マ
と
化
し
た
偏
見
に
よ
っ
て
根
拠
な
し
と
み
な
さ
れ
な
が
ら
、
実
際
の
と
こ
ろ
偉
大
な

る
世
界
過
程
の
連
関
に
と
っ
て
不
可
欠
な
歴
史
的
事
実
を
我
々
に
想
起
さ
せ
る
（
18
）

。
方
法
は
、
我
々
の
歴
史
の
本
質
に
つ
い
て
の
考
え
方

に
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
、
神
の
観
念
の
最
高
の
領
域
と
、
低
次
の
自
然
現
象
と
が
、
そ
の
絶
対
的
起
源
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
法
則
性
に

一
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よ
っ
て
も
、
そ
の
究
極
目
的
に
よ
っ
て
も
、
ひ
い
て
は
そ
の
探
求
の
条
件
に
よ
っ
て
も
、
並
び
立
つ
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
く
。
私
は
、

こ
う
し
た
類
似
性
が
、
一
方
で
、
そ
の
創
造
の
二
つ
の
領
域
を
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
る
と
す
る
古
い
考
え
と
も
、
他
方
で
、
歴
史
を
も
物

質
的
諸
力
に
よ
っ
て
運
動
を
引
き
起
こ
さ
れ
た
自
然
の
漂
積
物
と
し
て
の
み
把
握
し
、
そ
の
結
果
、
神
的
│

観
念
的
啓
示
と
神
的
│

現
実

的
な
啓
示
の
間
の
い
か
な
る
区
別
を
も
排
除
す
る
新
し
く
広
く
共
通
な
考
え
と
も
、
異
な
る
こ
と
を
哲
学
的
に
論
証
す
る
つ
も
り
は
な
い

し
、
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
及
び
不
朽
な
る
も
の
の
啓
示
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
後
代
の
人
間
と
比
較
し
て
、
古
代
人
が
存
在
の
自
然
的
側
面

に
大
い
に
親
し
み
、
物
質
的
な
軛
か
ら
の
解
放
の
た
め
の
闘
い
の
中
に
お
い
て
さ
え
、
こ
の
性
格
を
捨
て
去
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
と
い
う
つ
も
り
も
な
い
。
た
だ
、
私
が
自
分
の
責
務
と
感
じ
る
の
は
、
こ

の
措
定
さ
れ
た
対
応
関
係
が
我
々
の
研
究
に
も
た
ら
す
結
論
の
論
理
的
必
然
性
を
可
能
な
限
り
明
ら
か
に
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

我
々
の
自
然
探
求
的
方
法
と
、
好
ん
で
自
ら
を
批
判
的
と
称
す
る
現
代
的
方
法
と
を
区
別
す
る
も
の
は
、
主
と
し
て
研
究
対
象
に
対
す

る
我
々
の
考
え
方
と
態
度
で
あ
る
。
研
究
対
象
に
つ
い
て
言
え
ば
、
以
下
の
こ
と
は
争
わ
れ
え
な
い
。
現
世
に
お
け
る
人
間
の
営
み
は
す

べ
て
束
の
間
の
う
ち
に
過
ぎ
去
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
出
来
事
の
現
実
的
な
経
過
は
決
し
て
我
々
の
研
究
の
対
象
に
は
な
り
え
な
い
。
む

し
ろ
こ
の
儚
い
も
の
を
固
定
す
る
た
め
に
、
伝
承
が
手
段
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
伝
承
は
根
本
を
な
す
出
来
事
と
い
う
性
質

を
も
併
せ
も
っ
て
い
る
。
外
的
活
動
と
同
様
、
観
念
及
び
伝
承
形
成
と
い
う
内
的
活
動
は
、
つ
か
の
間
の
不
安
定
で
永
遠
に
移
ろ
い
ゆ
く

力
の
産
物
で
あ
り
、
行
為
が
流
動
的
か
つ
一
時
的
で
あ
る
ご
と
く
、
す
べ
て
の
生
命
活
動
に
属
す
る
の
と
同
じ
く
、
歴
史
の
対
象
と
な
る

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
第
一
に
、
歴
史
的
研
究
は
発
展
及
び
発
展
的
形
成
に
服
す
る
精
神
的
現
象
を
つ
ね
に
対
象
と
す
る
こ
と
、

第
二
に
、
伝
承
の
現
実
的
要
素
と
観
念
的
要
素

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
、
並
列
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
い
か
な
る
区
別
の
試
み
も
受
け
入
れ
な
い
ほ
ど
に
交

錯
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
最
後
に
、
過
去
の
歴
史
に
関
し
て
我
々
が
到
達
し
得
る
真
理
は
、
現
実
的
な
も
の
で
は
な
く
、
純
粋
に
精
神

一
二
〇
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七
）

的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
導
か
れ
る
。
自
惚
れ
た
学
者
が
、
い
か
に
「
す
べ
て
が
現
実
に
生
起
し
た
の
か
？
」
の
か
と
い
う
疑
問

を
持
っ
て
伝
承
（
例
え
ば
、
タ
ル
ク
ィ
ヌ
ス
・
プ
リ
ス
ク
ス
及
び
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
・
ト
ゥ
リ
ウ
ス
の
即
位
に
関
す
る
よ
う
な
）
に
取
り
組
み
、
い
わ

ゆ
る
批
判
的
に
手
元
の
資
料
を
吟
味
す
る
こ
と
で
出
来
事
の
現
実
の
経
過
を
見
定
め
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
原
理
的
に
正
し
く
な
い
こ
と

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
の
事
実
性
に
関
す
る
否
定
﹇
二
つ
の
伝
承
の
内
容
を
「
批
判
的
方
法
」
は
そ
の
よ
う
に
判
断
す
る
﹈
に
事
実
性

の
肯
定
を
も
っ
て
反
証
し
、
基
本
的
な
連
関
の
可
能
性
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
新
た
に
考
え
出
さ
れ
た
歴
史
仮
説
を
吟
味
す
べ
く
、﹇
私
か

ら
﹈
闘
争
を
求
め
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
も
っ
て
無
駄
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
ん
な
議
論
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
過
去
の
時

代
に
関
す
る
探
求
が
、
精
神
的
真
理
よ
り
も
む
し
ろ
事
実
に
基
づ
く
真
理
の
発
見
を
中
心
に
、
ま
た
、
伝
承
の
中
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
よ
う
な
時
代
の
精
神
よ
り
も
む
し
ろ
経
験
的
出
来
事
を
中
心
に
展
開
し
て
い
る
、
と
い
う
誤
っ
た
考
え
を
容
認
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら

で
あ
る
。

ま
さ
に
上
に
述
べ
た
こ
と
よ
り
も
強
力
に
経
験
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
真
理
は
な
い
。
正
統
派
の
歴
史
家
と
異
端
の
歴
史
家
の
過
熱
し

た
論
争
は
ど
れ
も
、
出
来
事
の
記
述
が
事
実
に
基
づ
く
こ
と
も
基
づ
か
な
い
こ
と
も
誰
に
も
納
得
さ
せ
た
こ
と
は
な
く
彼
ら
の
証
明
も
反

証
も
ま
っ
た
く
人
を
信
じ
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
う
ぬ
ぼ
れ
た
懐
疑
者
が
す
べ
て
の
時
制
を
変
化
さ
せ
る
よ
う
な
無
目
的

な
主
観
的
な
歴
史
づ
く
り
が
た
ち
ま
ち
煙
と
な
っ
て
消
え
て
し
ま
う
与
太
話
以
外
の
何
も
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
こ
と
、
天
国
と
地
獄
の
間

を
ふ
ら
ふ
ら
し
て
一
途
に
信
じ
る
勇
気
も
断
固
と
し
て
否
定
す
る
勇
気
も
な
く
し
て
し
ま
い
、
い
く
つ
か
主
要
な
特
徴
だ
け
を
受
け
入
れ

て
他
の
す
べ
て
捨
て
去
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
つ
の
相
矛
盾
す
る
精
神
的
傾
向
を
調
停
し
よ
う
と
す
る
多
く
の
現
代
の
物
書
き
た
ち
の
中

身
の
な
い
話
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
こ
と
が
、
伝
承
、
結
果
的
に
は
観
念
し
創
造
す
る
人
間
精
神
を
媒
体
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
知
識
に
つ
い

て
、
重
要
な
の
は
、﹇
伝
承
の
中
の
﹈
事
実
の
実
在
性
で
は
な
く
、
観
念
の
実
在
性
で
あ
り
、
す
べ
て
の
行
動
及
び
そ
れ
に
付
随
的
状
況

一
二
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の
蓋
然
性
の
大
小
で
は
な
く
、
媒
介
す
る
要
素
﹇
と
し
て
の
伝
承
﹈
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
？

そ
れ
で
は
、
自
然
探
求
的
方
法
は
、
こ
の
伝
承
と
い
う
対
象
を
ど
の
よ
う
な
に
観
察
す
る
の
か
？　

も
し
こ
こ
で
か
か
る
観
察
が
何
を

要
求
し
何
を
排
除
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
具
体
的
に
挙
げ
る
必
要
が
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
質
問
に
は
一
言
で
、
純
粋
に
客
観
的
な
観
察
と

だ
け
答
え
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
以
下
の
す
べ
て
に
出
発
点
と
し
て
役
立
つ
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
客
観
的
歴
史
的
研
究
は
、
ま
ず
探
求
対

象
を
そ
の
偽
り
な
い
純
正
さ
に
お
い
て
示
す
こ
と
に
注
意
を
向
け
る
。
伝
承
は
、
そ
の
発
展
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
を
通
じ
て
唯
一
著
作
物
か

ら
す
く
い
取
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
で
、
我
々
は
、
各
々
の
著
者
が
述
べ
た
こ
と
を
探
求
し
、
典
拠
の
真
正
性
な
い
し
解
釈
の
正
し

さ
に
向
け
ら
れ
た
あ
ら
ゆ
る
反
論
か
ら
、
そ
の
作
業
の
成
果
を
守
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
文
献
学
的
批
判
は
厳
格
に
こ
の
範
囲
に
限
定
さ

れ
る
。
自
然
探
求
的
方
法
の
本
質
に
よ
れ
ば
、
語
ら
れ
た
こ
と
が
そ
れ
自
体
蓋
然
性
を
有
す
る
か
否
か
、
理
性
的
で
あ
る
か
否
か
、
あ
り

う
る
の
か
否
か
、
論
理
的
か
否
か
と
い
っ
た
問
い
を
評
価
の
領
域
に
引
き
入
れ
る
こ
と
は
文
献
学
的
批
判
に
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ

な
ら
、
記
録
の
存
在
は
、
そ
の
内
容
の
信
頼
性
の
な
さ
、
不
可
能
性
な
い
し
論
理
的
破
綻
に
よ
っ
て
は
反
論
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
同

様
に
、
機
械
的
な
形
式
主
義
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
る
操
作
、
つ
ま
り
、
史
料
批
判
と
か
史
料
管
理
と
い
う
輝
か
し
い
名
称
の
も
と
に
推
奨

さ
れ
、
つ
ね
に
科
学
的
調
査
の
高
次
の
機
能
の
一
つ
と
さ
れ
る
中
に
分
類
さ
れ
て
い
る
操
作
は
、
す
べ
て
排
除
さ
れ
る
、
す
な
わ
ち
、
伝

承
の
無
価
値
宣
告
、
比
較
的
後
世
に
属
す
る
と
か
、
よ
り
古
い
史
料
の
欠
缺
、
そ
れ
ゆ
え
の
証
明
不
可
能
性
、
不
注
意
な
利
用
と
い
う
理

由
で
の
著
作
家
に
対
す
る
嫌
疑
、
他
の
典
拠
を
犠
牲
に
し
て
一
つ
だ
け
を
典
拠
と
し
て
選
択
す
る
こ
と
、
一
つ
の
特
徴
だ
け
を
大
事
に
し

て
記
録
を
捨
て
去
る
こ
と
、
他
を
捨
て
承
認
さ
れ
た
断
片
だ
け
を
継
ぎ
合
わ
せ
て
ま
っ
た
く
新
し
い
話
を
作
り
出
す
こ
と
、
著
者
が
実
際

に
匿
名
で
あ
っ
た
り
そ
う
装
っ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
な
ど
も
が
す
べ
て
排
除
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
外
的
手
段
を
用
い
て
決
定
し
よ
う
と

一
二
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す
る
問
題
は
す
べ
て
、
そ
の
解
決
策
を
文
献
学
の
領
域
に
で
は
な
く
、
理
解
あ
る
者
に
よ
っ
て
も
理
解
な
き
者
に
よ
っ
て
も
伝
え
ら
れ
る

素
材
の
す
ぐ
れ
て
完
全
無
欠
な
認
識
を
有
無
を
言
わ
せ
ず
前
提
す
る
理
念
の
解
明
と
い
う
高
次
の
領
域
に
見
出
す
か
ら
で
あ
る
。
私
は
、

古
代
研
究
を
ま
す
ま
す
単
調
な
も
と
す
る
究
極
の
原
因
の
一
つ
を
、
古
代
研
究
を
言
語
学

│
字
句
の
詮
索
や
文
字
の
が
ら
く
た
を
最
初

で
は
な
く
、
む
し
ろ
究
極
の
最
高
の
目
的
と
考
え
さ
せ
る
に
至
っ
た

│
の
単
な
る
一
付
属
物
と
す
る
態
度
や
、
仮
説
上
の
イ
ン
ド
＝
ゲ

ル
マ
ン
語
族
の
語
形
の
中
に
確
か
な
歴
史
的
発
展
過
程
の
正
確
な
認
識
の
た
め
の
守
護
神
を
大
ま
じ
め
に
想
定
し
よ
う
と
す
る
態
度
に
見

出
す
。
若
さ
ゆ
え
の
横
柄
さ
で
増
長
し
た
言
語
学
の
こ
う
し
た
不
当
な
権
力
拡
大
に
抗
し
て
、
我
々
は
、
真
の
歴
史
研
究
の
究
極
の
目
標

が
達
せ
ら
れ
る
べ
き
方
法
を
よ
り
正
確
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
に
よ
り
、
私
は
真
に
客
観
的
な
歴
史
観
察
の
最
重
要
課
題
、
す
な
わ
ち
、
如
上
の
仕
方
で
検
証
さ
れ
た
伝
承
資
料
へ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
の
問
題
に
到
達
す
る
。
こ
の
点
で
も
、
正
反
対
の
方
法
に
顧
慮
せ
ず
に
自
然
探
求
的
方
法
﹇
科
学
的
方
法
﹈
の
結
果
を
説
明
す
る
の
は

私
に
は
困
難
で
あ
る
。
我
々
は
、
伝
承
に
示
さ
れ
る
現
象
の
す
べ
て
を
、
独
立
し
、
そ
の
存
在
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
、
そ
れ
自
体
で
完

結
し
た
精
神
的
有
機
体
と
み
な
し
、
す
べ
て
を
そ
の
発
生
の
法
則
に
従
っ
て
理
解
し
、
い
か
な
る
理
念
も
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
の
み
説
明

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
す
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
こ
の
原
理
に
対
す
る
最
大
の
犯
罪
行
為
は
、
観
察
対
象
に
接
す
る
に
当
た
っ

て
、
自
分
の
考
え
を
他
の
事
物
に
押
し
つ
け
、
こ
れ
ら
の
事
物
の
理
念
を
自
ら
の
も
の
と
し
な
い
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
我
々
自
身
を
現

象
に
従
属
さ
せ
て
そ
の
現
象
に
特
有
の
性
質
を
見
極
め
る
努
力
の
代
わ
り
に
、
非
難
と
理
屈
で
も
っ
て
い
わ
ば
自
然
に
対
峙
す
る
こ
と
で

あ
る
と
も
、
付
け
加
え
て
お
こ
う
。
以
上
の
全
体
的
考
察
に
個
別
的
適
用
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
伝
承
の
性
質
に
つ
い
て
先
に
記

し
た
と
こ
ろ
の
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
常
住
な
ら
ざ
る
出
来
事
は
、
我
々
の
推
論
か
ら
す
れ
ば
、
伝
承
と
い
う
媒
体
を
必
要
と
す
る
が
、

伝
承
の
形
成
に
は
、
あ
る
特
定
の
時
代
の
思
考
様
式
及
び
知
的
教
養
に
、
そ
の
結
果
、
一
定
の
確
固
た
る
法
則
に
従
う
精
神
的
行
為
を
要

一
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す
る
の
で
、
真
の
客
観
主
義
は
、
現
象
を
厳
密
に
経
験
的
に
観
察
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
そ
の
現
象
を
生
み
出
し
た
形
成
法
則
の
認
識
に

到
達
す
る
こ
と
に
の
み
あ
り
得
る
。
そ
の
精
神
的
性
質
の
た
め
、
伝
承
は
、
変
化
や
発
展
を
免
れ
ず
、
む
し
ろ
思
想
の
変
化
に
従
わ
ざ
る

を
え
な
い
。

か
く
し
て
何
世
紀
も
の
間
に
、
さ
ま
ざ
ま
伝
承
形
式
が
生
ま
れ
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
形
成
法
則
に
従
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、

我
々
が
先
に
客
観
性
の
問
題
と
し
た
解
明
と
い
う
課
題
は
、
一
度
き
り
で
な
く
、
現
象
が
変
化
す
る
度
に
果
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
際
、
こ
う
し
た
連
続
の
各
部
分
を
一
つ
一
つ
注
意
深
く
区
別
し
、
各
々
の
伝
承
の
形
成
法
則
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
か
ら
認
識
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
の
言
葉
で
語
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
伝
承
の
発
展
は
、
人
間
精
神
の
発
展
と
同
様
、
漸
進
的
に
し
か
起
こ
り
得
ず
、

そ
れ
ゆ
え
部
分
的
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、（
伝
承
の
発
展
の
）
ど
の
段
階
に
も
古
い
伝
統
的
な
観
念
と
新
来
の
観
念
が
混
在
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
、
真
の
客
観
的
研
究
は
、
決
し
て
唯
一
つ
の
現
象
や
特
定
の
時
代
に
留
ま
る
こ
と
を
許
さ
れ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
を
前

後
の
時
代
と
関
連
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
個
別
の
研
究
を
つ
ね
に
全
体
の
精
神
に
お
い
て
営
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

我
々
の
至
高
の
根
本
法
則
よ
り
導
か
れ
る
三
つ
の
帰
結
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
精
神
の
は
る
か
に
大
き
な
深
化
及
び
、
今
日
ま
す
ま

す
日
常
的
関
心
事
の
婢
女
成
り
下
が
り
つ
つ
あ
る
学
問
の
愛
好
さ
れ
る
現
代
化
原
理
よ
り
は
る
か
に
大
き
な
労
苦
を
必
要
と
す
る
こ
と
は

否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
近
代
自
然
科
学
が
暗
闇
の
中
で
の
長
い
手
探
り
の
後
に
そ
の
偉
業
と
威
信
を
確
立
し
た
そ
の
成
果
と
同
じ
よ

う
に
、
我
々
は
他
の
方
法
で
は
確
固
た
る
成
果
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
我
々
の
方
法
の
主
な
利
点
は
、
歴
史
の
内
的
構
造
へ
と
我
々

を
到
達
さ
せ
て
く
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
的
自
然
探
求
は
、
次
第
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
精
神
様
式
の
重
な
り
合
っ
た
層
を
認
識
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
層
に
そ
れ
ぞ
れ
に
付
随
し
た
現
象
を
割
り
当
て
る
こ
と
で
、
理
念
の
起
源
を
示
す
。
こ
の
よ
う
に
現
実
の
す
べ
て
の
段
階
を

一
二
四



『
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
伝
承
』
序
説
抄
（
吉
原
）

（
一
五
八
一
）

渉
猟
し
な
が
ら
、
科
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
時
代
の
移
り
変
わ
り
を
通
し
て
も
は
や
存
在
し
な
い
我
々
の
精
神
が
か
つ
て
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
我
々
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
学
問
的
構
築
物
は
、
い
か
な
る
仮
説
、
見

込
み
、
推
測
に
よ
っ
て
も
動
揺
さ
せ
ら
れ
た
り
不
安
定
に
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
そ
の
科
学
的
体
系
は
、
全
て
の
主
観
的

判
断
や
意
見
の
支
配
を
受
け
ず
、
徹
底
的
に
完
全
な
確
言
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
観
念
的
な
啓
示
の
世
界
は
、
法
則
的
構

造
の
様
相
を
呈
し
、
物
質
的
な
発
展
が
従
っ
て
い
る
物
質
的
領
域
と
同
様
、
確
固
と
し
て
、
グ
ラ
つ
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
真
理
は
、
全

部
分
の
必
然
的
結
合
体
、
す
な
わ
ち
、
断
片
で
は
な
く
全
体
の
文
脈
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
無
常
の
事
物
を
そ
れ
ら
に
表

さ
れ
て
い
る
理
念
に
ま
で
高
め
る
の
は
、
も
は
や
外
的
事
実
と
い
う
た
ん
に
経
験
的
な
真
理
で
は
な
く
、
よ
り
高
次
の
真
理
、
す
な
わ
ち
、

本
質
的
に
唯
一
本
当
の
精
神
的
な
真
理
の
仕
業
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
成
果
は
方
法
の
根
本
観
念
に
即
応
す
る
。
我
々
の
研
究
は
学
問

的
原
理
を
帯
び
、
そ
れ
を
も
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
批
判
的
学
派
の
知
ら
ぬ
確
た
る
目
的
を
有
す
る
。

タ
ナ
ク
ィ
ル
神
話
に
つ
い
て
の
我
々
の
研
究
は
、
一
つ
の
断
片
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
か
に
ロ
ー
マ
の
伝
承
が
将
来
の
歴
史

構
築
の
た
め
に
利
用
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
我
々
の
研
究
は
、
そ
の
指
導
的
理
念
の
域
ま
で

に
は
達
し
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
勇
気
と
決
断
を
持
っ
て
し
て
も
、
完
全
な
客
観
性
に
は
少
し
ず
つ
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
初
め
て
到

達
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
一
冊
の
書
物
で
も
、
完
全
に
な
し
え
な
い
こ
と
で
も
、
そ
の
穴
を
埋
め
る
こ
と
は
で
き
る

の
で
あ
っ
て
、
い
か
な
る
書
物
が
、
そ
れ
以
上
の
高
い
要
求
を
掲
げ
た
こ
と
が
あ
ろ
う
か
？　

我
々
は
、
力
が
許
す
限
り
目
標
を
遠
く
に

設
定
し
、
そ
の
目
標
に
向
か
っ
て
、
渾
身
の
力
を
振
る
っ
て
邁
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
八
六
九
年
夏
、
バ
ー
ゼ
ル
に
て

一
二
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
五
八
二
）

（
1
） G

iancarlo C
onte C

onstabile 

（1824-1877

）、
イ
タ
リ
ア
の
考
古
学
者
、
エ
ト
ル
リ
ア
学
者
、
ペ
ル
ー
ジ
ア
大
学
教
授
。

（
2
） Joseph M

arin A
dolphe N

oël des V
ergers 

（1805-1867

）、
フ
ラ
ン
ス
の
考
古
学
者
、
ト
ス
カ
ナ
に
お
け
る
発
掘
者
。

（
3
） Jean Jos. A

ntoine M
arie D

e W
itte 

（1808-1889

）、
ベ
ル
ギ
ー
の
古
銭
学
者
。

（
4
） G

iussepe M
icali 

（1767-1844

）.

イ
タ
リ
ア
の
考
古
学
者
。

（
5
） O

vid, Ibis 536;

（
6
） K

.O
. M
üller, D

ie E
tru

sker, vol.1, p.103; vol., pp.44, 66ff .

（
7
） H

erodotus 6, 61-75.

（
8
） V

irgil, A
en

eid 1,574.

（
9
） V

irgil, A
en

eid 4,338; 4,373.

（
10
） V

irgil, A
en

eid 12,828: O
ccidit occideritique sinas cum

 nom
ine T

roia.

訳
文
は
泉
井
久
之
助
訳
『
ア
エ
ネ
イ
ス
』
岩
波
文
庫
に
よ
る
。

（
11
） C

icero, D
e re pu

blica 2, 34.

（
12
） L

ycophron, C
assan

d
ra 

﹇A
lexandra
﹈ 1439ff .

（
13
） V

irgil, A
en

eid 10, 11-15; 4,622ff .

（
14
） P

ausanias 2,17,3.

（
15
） P

ausanias 1,12,1.

（
16
） S

uetonius, Ju
liu

s C
aesar 79.

（
17
） L

ivy 5, 15-22.

（
18
） H
erodotus 1, 94; S

trabo 5,221; T
ertullian, d

e spectacu
lis 5.

本
稿
は
、
二
〇
一
四
年
度
科
学
研
究
助
成
基
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
研
究
課
題
番
号 25380013 

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
深

一
二
六



『
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
伝
承
』
序
説
抄
（
吉
原
）

（
一
五
八
三
）

甚
な
る
謝
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
二
七





ド
イ
ツ
私
法
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
私
法
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
に
お
い
て
予
防
目
的
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る

例
と
し
て
の
消
費
者
契
約
及
び
普
通
取
引
約
款
に
お
け
る
濫
用
条
項
の
無
効
（
永
田
（
誠
）・
永
田
（
洋
））

（
一
五
八
五
）

ド
イ
ツ
私
法
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
私
法
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
に

お
い
て
予
防
目
的
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
例
と
し
て
の

消
費
者
契
約
及
び
普
通
取
引
約
款
に
お
け
る
濫
用
条
項
の
無
効

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ホ
イ
プ
ラ
イ
ン

永　

田　
　
　

誠　

翻
訳
監
修

永　

田　

洋　

平　
　
　

翻
訳

Ⅰ　

導
入

日
本
で
は
、
現
在
債
権
法
の
改
正
作
業
中
で
あ
る
と
伺
い
ま
し
た
。
そ
の
関
連
で
、
普
通
取
引
約
款
（
約
款
）
の
組
み
入
れ
及
び
有
効

性
に
関
し
て
の
規
定
が
設
け
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
以
下
の
考
察
が
、
皆
様
の
関
心
を
引
く
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

一
二
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
五
八
六
）

こ
こ
で
は
、
二
つ
の
観
点
を
中
心
に
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

第
一
に
、
タ
イ
ト
ル
で
述
べ
た
法
秩
序
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
条
項
規
制
」（K

lauselkontrolle

）
に
つ
い
て
の
特
別
規
定
は
、
部
分

的
に
、
消
費
者
保
護
の
手
段
と
見
受
け
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
る
べ
き
で
す
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
約
款
が
使

用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
事
業
者
と
消
費
者
の
間
で
契
約
が
結
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
法
律
上
の
規
制
基
準
の
中
心
的
な
前

提
要
件
に
な
り
ま
す
。
ド
イ
ツ
の
法
秩
序
は
そ
の
点
で
は
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
選
び
ま
し
た
。
即
ち
、
基
本
的
に
は
、
条
項
規
制
を
約
款

の
存
在
に
結
合
さ
せ
て
い
る
の
で
す
。

第
二
に
、
こ
の
分
野
が
特
に
私
の
関
心
事
な
の
で
す
が
、
濫
用
条
項
の
無
効
の
射
程
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
内
容

規
制
（Inhaltskontrolle

）
の
法
律
効
果
に
関
わ
る
問
題
で
す
。
濫
用
条
項
は
、
そ
れ
が
濫
用
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
に
お
い
て
の

み
無
効
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
の
条
項
全
て
が
無
効
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
問
題
は
ド
イ
ツ
及
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は

「
効
力
維
持
的
縮
小
解
釈
」（geltungserhaltende R

eduktion

）
と
い
う
標
語
で
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
。
ド
イ
ツ
及
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
立

法
者
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
立
法
者

（
1
）

」
と
同
様
に
こ
の
問
題
を
過
小
評
価
し
て
い
ま
し
た
。
と
も
あ
れ
、
欧
州
司
法
裁
判
所
（E

uG
H

）
は

こ
の
件
に
関
し
て
、
こ
の
数
ヶ
月
の
間
に
興
味
深
い
判
決
を
い
く
つ
か
出
し
ま
し
た
。
私
に
与
え
ら
れ
た
短
い
時
間
内
で
、
法
律
効
果
の

評
価
の
問
題
を
論
じ
つ
く
す
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
の
で
、
私
の
立
場
か
ら
最
も
決
定
的
な
観
点
、
即
ち
予
防
の
観
点
、
こ
れ
は
、
よ
り
具

象
的
に
威
嚇
と
も
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
に
焦
点
を
絞
る
こ
と
に
致
し
ま
す
。

一
三
〇



ド
イ
ツ
私
法
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
私
法
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
に
お
い
て
予
防
目
的
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る

例
と
し
て
の
消
費
者
契
約
及
び
普
通
取
引
約
款
に
お
け
る
濫
用
条
項
の
無
効
（
永
田
（
誠
）・
永
田
（
洋
））

（
一
五
八
七
）

Ⅱ　

消
費
者
の
保
護
、
も
し
く
は
均
衡
の
取
れ
て
い
な
い
約
款
か
ら
の
保
護

1　

歴
史
的
回
顧

ａ

一
九
七
〇
年
代
に
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
レ
ベ
ル
で
も
、
濫
用
的
な
契
約
条
項
か
ら
の
保
護
に
焦
点
を

当
て
る
立
法
者
の
努
力
が
強
く
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
企
業
が
、
法
律
上
の
任
意
規
定
を
自
ら
の
有

利
に
変
更
す
る
と
い
う
実
務
が
広
範
に
見
受
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
実
務
の
無
謀
な
行
き
過
ぎ
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
国
内
の
裁
判
所
は
、
当
時
、
契
約
法
の
一
般
的
な
法
規
、
例
え
ば
契
約
解
釈
や

法
律
行
為
の
公
序
良
俗
に
関
す
る
規
定
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
事
業
者
が
私
的
自
治
を
一
方
的
に

悪
用
す
る
こ
と
に
対
し
て
の
効
率
の
良
い
保
護
は
、
こ
の
様
な
方
法
で
は
樹
立
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
し
た
。
一
般
的
な
法
律

の
規
定
は
、
当
事
者
の
取
り
決
め
へ
の
介
入
を
例
外
的
に
し
か
認
め
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
両
当
事
者
が
契
約
の

規
則
を
、
締
結
の
自
由
、
形
成
の
自
由
に
基
づ
い
て
自
由
に
取
り
決
め
た
、
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
当

時
か
ら
す
で
に
、
文
献
、
及
び
部
分
的
に
は
裁
判
所
に
お
い
て
も
、
当
事
者
の
一
方
が
契
約
形
成
に
全
く
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
と
き
に
は
、

私
的
自
治
の
機
能
条
件
が
害
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
そ
の
当
事
者
の
無
関
心
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
理
由
が
客
観
的
に
も
っ
と
も
で
あ
る
と
見
受
け
ら
れ
る
と
き
に
は

（
2
）

、
立
法
者
は
こ
の
問
題
に
取
り
組
み
、
濫
用
条
項
か
ら
の
保
護
を

樹
立
す
る
動
機
が
確
立
す
る
の
で
す
。

ｂ
先
ず
、
焦
点
は
消
費
者
保
護
に
当
て
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
七
四
年
の
第
五
〇
回
ド
イ
ツ
法
曹
大
会
（D

eutscher 

一
三
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
五
八
八
）

Juristentag

）
は
、
予
定
さ
れ
て
い
た
法
律
上
の
規
定
を
最
終
消
費
者
に
限
定
す
る
こ
と
に
対
し
て
反
対
の
立
場
を
取
り
ま
し
た

（
3
）

。
ペ
ー

タ
ー
・
ウ
ル
マ
ー
（P

eter U
lm

er

）
は
当
時
、
ド
イ
ツ
法
曹
大
会
の
本
会
議
で
報
告
者
と
し
て
、
特
別
な
消
費
者
立
法
に
は
「
こ
れ
ら
の

人
々
の
典
型
的
な
保
護
必
要
性
及
び
消
費
者
保
護
対
策
の
政
治
的
牽
引
力
に
も
拘
ら
ず
、
基
本
的
な
疑
念
を
抱
く
」
と
言
及
し
ま
し
た
。

そ
の
ウ
ル
マ
ー
の
疑
念
は
、
と
り
わ
け
以
下
の
理
由
に
よ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、「
消
費
者
の
経
済
的
劣
勢
は
、
普
通
取
引
約
款
の
使
用
の

結
果
で
は
な
く
、
構
造
的
な
理
由
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
特
別
法
は
、
個
別
的
取
り
決
め
を
も
組
み
入
れ
な
が
ら
拡

大
し
て
し
ま
う
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
消
費
者
保
護
と
し
て
の
約
款
規
定
は
、
包
括
的
な
民
法
上
の
消
費
者

法
へ
の
第
一
歩
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
私
的
自
治
を
大
幅
に
押
し
の
け
る
形
で
、
事
業
者
と
最
終
消
費
者
の
、
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の

取
引
を
統
括
的
に
形
成
し
て
し
ま
う

（
4
）

。」

立
法
者
は
こ
の
批
判
を
受
け
容
れ
、
ド
イ
ツ
で
一
九
七
七
年
に
施
行
さ
れ
た
普
通
取
引
約
款
法
（A

G
B
-G

esetz （
5
）

）
は
消
費
者
の
み
を
保

護
す
る
と
い
う
形
を
取
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
基
本
的
方
向
性
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
法
は
現
在
も
、
不
相
当
な
約
款
に
よ
っ
て
不
利
益

を
被
る
全
て
の
者
を
保
護
し
て
い
ま
す
。

欧
州
経
済
共
同
体
レ
ベ
ル
で
の
発
展
は
、
ド
イ
ツ
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
努
力
は
一
九
九
三
年
に
、
事
業
者
と
の
契

約
に
お
け
る
濫
用
条
項
か
ら
消
費
者
の
み
を
保
護
す
る
と
い
う
内
容
の
指
令
（R

ichtlinie

）
と
な
っ
て
姿
を
現
し
ま
し
た

（
6
）

。
オ
ー
ス
ト
リ

ア
は
い
わ
ば
中
間
的
な
道
を
歩
み
ま
し
た
。
許
容
さ
れ
な
い
規
定
に
つ
い
て
の
広
範
な
カ
タ
ロ
グ
を
含
む
消
費
者
保
護
法

（K
onsum

entenschutzgesetz

│K
S
chG

）
が
一
九
七
九
年
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
著
し
く
不
利
益
を
与
え
る
約
款
は
無
効

で
あ
る
と
規
定
す
る
第
八
七
九
条
第
三
項
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
民
法
典
（A

B
G
B

）
に
新
た
に
加
え
ら
れ
ま
し
た
。

一
三
二



ド
イ
ツ
私
法
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
私
法
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
に
お
い
て
予
防
目
的
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る

例
と
し
て
の
消
費
者
契
約
及
び
普
通
取
引
約
款
に
お
け
る
濫
用
条
項
の
無
効
（
永
田
（
誠
）・
永
田
（
洋
））

（
一
五
八
九
）

2　

現
行
法
規
範
の
概
観

ａ
欧
州
経
済
共
同
体
閣
僚
理
事
会
指
令
九
三
／
一
三
（
条
項
指
令
│K

lauselrichtlinie （7
））

一
九
九
三
年
に
公
布
さ
れ
た
当
時
の

（
8
）

欧
州
経
済
共
同
体
の
条
項
指
令
第
六
条
第
一
項
に
よ
る
と
、
加
盟
国
は
、
事
業
者

（
9
）

と
消
費
者
間
の

契
約
に
お
け
る
濫
用
条
項
は
消
費
者
に
と
っ
て
拘
束
力
が
な
い
と
い
う
規
定
を
設
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
他
の
点
で
は
、
濫
用

条
項
を
取
り
除
い
て
も
契
約
が
存
続
で
き
る
場
合
は
、
そ
の
契
約
は
、
両
当
事
者
に
対
し
て
、
契
約
自
体
を
根
拠
と
し
て
、
拘
束
力
を
保

た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
品
、
人
、
サ
ー
ビ
ス
及
び
資
本
を
自
由
に
、
即
ち
一
切
の
制
限
な
く
、
交
流
す
る

こ
と
の
で
き
る
欧
州
単
一
市
場
を
実
現
す
る
こ
と
が
追
及
さ
れ
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
規
範
立
法
者
の
観
点
で
は
、
そ
の
よ
う
な
単
一

市
場
は
、
他
の
加
盟
国
で
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
消
費
者
が
あ
る
程
度
の
保
護
レ
ベ
ル
を
有
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
り
ま
す

（
10
）

。
そ
の

よ
う
な
保
護
な
く
し
て
は
、
消
費
者
は
即
ち
他
の
加
盟
国
で
物
品
を
購
入
し
た
り
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
り
す
る
こ
と
を
た
め
ら
う
こ
と
が

あ
る
か
ら
で
す
。

こ
の
指
令
に
よ
り
、
欧
州
経
済
共
同
体
の
加
盟
国
は
、
そ
の
よ
う
な
法
律
が
ま
だ
国
内
で
存
在
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
一
九
九
四
年

末
ま
で
に
相
応
な
法
律
を
制
定
す
る
義
務
が
あ
り
ま
し
た
（
条
項
指
令
第
一
〇
条
参
照
）。
こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
指
令
と
い

う
も
の
は
、
規
則
（V
erordnungen

）
と
異
な
り
（
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
作
業
方
法
に
関
す
る
条
約
＝A

E
U
V

＝
第
二
八
八
条
第
二
項
参
照
）、
加
盟
国

の
国
内
私
法
に
お
い
て
、
直
接
効
力
を
発
揮
す
る
も
の
で
は
な
く
、
国
内
法
化
が
必
要
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ

り
ま
す
（
加
盟
国
はA

E
U
V

第
二
八
八
条
第
三
項
及
び
第
四
条
第
三
項
に
含
ま
れ
る
連
合
に
対
す
る
忠
誠
の
要
請
に
よ
り
、
そ
の
よ
う
に
す
る
義
務
が

あ
り
ま
す
）。

契
約
条
項
は
、
こ
の
指
令
に
よ
る
と
、
そ
れ
が
信
義
誠
実
の
要
請
に
反
し
て
、
当
該
契
約
の
下
で
生
じ
る
当
事
者
の
権
利
及
び
義
務
の

一
三
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
五
九
〇
）

重
大
な
不
均
衡
に
よ
っ
て
消
費
者
に
損
害
を
も
た
ら
す
場
合
に
、
濫
用
的
と
み
な
さ
れ
ま
す
（
第
三
条
第
一
項
）。
こ
の
一
般
条
項
を
具
体

化
す
る
た
め
に
、
指
令
は
付
則
を
設
け
て
、
そ
こ
に
条
項
の
規
範
を
例
示
的
に
挙
げ
て
い
ま
す

（
11
）

。
こ
れ
に
よ
る
と
、
例
え
ば
消
費
者
が
死

亡
し
た
と
き
、
も
し
く
は
身
体
的
な
侵
害
を
受
け
た
と
き
に
、
事
業
者
の
法
的
責
任
が
排
除
も
し
く
は
制
限
さ
れ
る
場
合
は
、
信
義
則
の

違
反
だ
と
見
な
さ
れ
得
ま
す
。
さ
ら
に
、
契
約
に
書
か
れ
た
適
切
な
理
由
な
く
し
て
、
事
業
者
に
、
契
約
条
項
を
一
方
的
に
変
更
す
る
権

利
を
与
え
る
条
項
も
、
そ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す

（
12
）

。
こ
れ
は
、
お
お
む
ね
消
費
者
に
特
に
不
利
に
な
る
条
項
で
、
広
く
使
わ
れ
て
い
る

も
の
で
す
。

指
令
は
当
初
は
、
個
々
的
に
交
渉
し
て
決
め
ら
れ
た
規
定
に
も
適
用
さ
れ
る
は
ず
で
し
た
。
し
か
し
最
終
的
に
は
そ
れ
ら
は
適
用
範
囲

か
ら
除
外
さ
れ
ま
し
た
（
指
令
第
三
条
第
一
項
及
び
第
一
三
検
討
理
由
参
照

（
13
）

）。
と
い
え
ど
も
、
指
令
は
、
そ
の
適
用
範
囲
を
普
通
取
引
約
款

の
存
在
と
は
連
結
さ
せ
て
い
ま
せ
ん
。「
条
項
」
と
い
う
概
念
が
使
わ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
消
費
者
は
、
事
業
者
が
普
通
取
引
約
款

を
使
用
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、
指
令
は
、
事
業
者
が
条
項
を
多
数
の
契
約
に
用
い
る
意
図
が
あ
る

こ
と
、
及
び
、
事
業
者
が
条
項
を
ド
イ
ツ
法
の
意
味
合
い
に
お
い
て
「
設
定
」
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
要
求
し
て
い
な
い
か
ら
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
指
令
に
よ
っ
て
規
制
の
対
象
と
な
る
契
約
条
件
は
、
少
な
く
と
も
予
め
定
型
化
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
か
と
い
う
問

題
に
つ
い
て
、
議
論
が
あ
り
ま
す
。
欧
州
司
法
裁
判
所
も
こ
の
問
題
を
ま
だ
取
り
扱
っ
て
い
ま
せ
ん

（
14
）

。
そ
れ
を
肯
定
す
る
な
ら
ば
、
消
費

者
は
、
そ
の
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

多
大
な
実
務
的
な
重
要
性
を
持
つ
規
定
と
し
て
、
透
明
性
の
要
請
（T

ransparenzgebot

）
が
あ
り
ま
す
。
指
令
に
よ
る
と
（
第
五
条
第

一
文
）、
書
面
に
記
載
さ
れ
た
条
項
は
、
全
て
常
に
明
確
で
平
易
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
濫
用
規
制
が
適
用
さ
れ

な
い
、
契
約
の
主
た
る
部
分
を
定
め
る
条
項
に
関
し
て
も
同
じ
こ
と
で
す
（
第
四
条
第
二
項
参
照
）。
と
り
わ
け
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
つ

一
三
四



ド
イ
ツ
私
法
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
私
法
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
に
お
い
て
予
防
目
的
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る

例
と
し
て
の
消
費
者
契
約
及
び
普
通
取
引
約
款
に
お
け
る
濫
用
条
項
の
無
効
（
永
田
（
誠
）・
永
田
（
洋
））

（
一
五
九
一
）

い
最
近
こ
の
透
明
性
の
要
請
か
ら
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
ガ
ス
供
給
契
約
で
広
範
に
使
用
さ
れ
て
い
る
条
項
に
つ
い
て
、
あ
る
結
論
を
導
き

出
し
ま
し
た
。
こ
の
条
項
は
、
供
給
者
に
ガ
ス
の
価
格
を
一
方
的
に
変
更
さ
せ
る
権
利
を
認
め
る
と
い
う
も
の
で
す
が
、
欧
州
司
法
裁
判
所

（
15
）

は
、
透
明
性
の
要
請
に
よ
り
、
そ
れ
ら
の
条
項
が
濫
用
的
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
は
、
以
下
の
基
準
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
、
と
い
う
こ

と
を
結
論
付
け
ま
し
た
。
即
ち
、
対
価
が
変
更
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
動
因
と
様
式
に
つ
い
て
、
契
約
に
透
明
に
記
載
さ
れ
て
い
る
か
、
つ

ま
り
消
費
者
が
そ
の
対
価
の
変
更
を
、
明
確
で
分
か
り
や
す
い
判
断
基
準
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
察
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
基
準
に

な
り
ま
す
。
ド
イ
ツ
連
邦
裁
判
所
（B

G
H

）
は
こ
の
基
準
に
依
拠
し
て
、
該
当
す
る
条
項
は
不
透
明
な
の
で
無
効
だ
と
判
示
し
ま
し
た

（
16
）

。

ｂ
ド
イ
ツ
民
法
典
（BGB

）
第
三
〇
五
条
な
い
し
第
三
一
〇
条

ド
イ
ツ
法
は
、
指
令
と
は
異
な
り
、
条
項
規
制
を
普
通
取
引
約
款
の
概
念
と
結
び
付
け
て
い
ま
す

（
17
）

。
普
通
取
引
約
款
と
は
、
契
約
当
事

者
の
一
方
（
使
用
者
）
が
契
約
の
締
結
に
際
し
て
相
手
方
に
対
し
て
設
定
す
る
、
多
数
の
契
約
に
用
い
る
た
め
に
予
め
定
型
化
さ
れ
た
あ

ら
ゆ
る
契
約
条
件
を
い
い
ま
す

（
18
）

。
こ
の
定
義
に
お
い
て
、
悩
ま
し
い
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
多
数
と
い
う
も
の
の
判
断
基
準

（
19
）

及
び
契
約
条
件

の
設
定

（
20
）

で
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
に
お
け
る
国
内
法
化
の
要
請
（
上
記
2
．
ａ
参
照
）
に
従
っ
て
、
ド
イ
ツ
は
消
費
者
契
約

（
21
）

の
規
制
を
普
通
取
引
約
款
と
い

う
要
件
要
素
か
ら
切
り
離
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
事
業
者
は
通
常
、
契
約
規
定
を
普
通
取
引
約
款
と
い
う
形
で
設
定
し
ま
す

が
、
そ
う
で
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
消
費
者
が
、
普
通
取
引
約
款
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
証
明
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

ド
イ
ツ
法
は
、
消
費
者
保
護
の
不
備
を
避
け
る
た
め
に
、
契
約
内
容
の
審
査
に
関
す
る
規
則
（
内
容
規
制
│
第
三
〇
七
条
な
い
し
第
三
〇
九
条

参
照
）
は
、
予
め
定
型
化
さ
れ
た
契
約
条
件
が
一
回
限
り
の
使
用
を
予
定
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
、

一
三
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
五
九
二
）

一
九
九
六
年
か
ら
定
め
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
は
、
契
約
条
件
が
予
め
定
型
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
消
費
者
が
そ
の
契
約
条

件
の
内
容
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
限
り
ま
す
（
民
法
典
第
三
一
〇
条
第
三
項
第
二
号
参
照
）。

こ
の
ド
イ
ツ
法
の
規
定
は
、
今
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
普
通
取
引
約
款
が
使
用
さ
れ
な
い
場
合
で
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
お
お
む
ね
「
普
通
取
引
約
款
法
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
心
に
あ
る
の
は
強
化
さ
れ
た
内
容
規
制
で
す
。
そ
の

基
本
法
規
は
民
法
典
第
三
〇
七
条
第
一
項
第
一
文
（
以
前
の
普
通
取
引
約
款
法
第
九
条
第
一
項
）
で
す
。
こ
の
（
大
き
な
）
一
般
条
項
に
よ
る

と
、
普
通
取
引
約
款
に
含
ま
れ
る
規
定
は
、
当
該
規
定
が
信
義
誠
実
の
要
請
に
反
し
て
約
款
使
用
者
の
契
約
相
手
方
を
不
相
当
に
不
利
益

に
取
り
扱
う
と
き
は
、
無
効
と
な
り
ま
す
。

「
不
相
当
に
不
利
益
に
取
り
扱
う
」
と
い
う
不
確
定
な
概
念
は
、
さ
ら
な
る
二
つ
の
（
小
さ
な
）
一
般
条
項
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
て
い

ま
す
。
不
相
当
な
の
は
、
第
一
に
、
疑
わ
し
い
と
き
は
、
法
律
の
規
定
を
回
避
し
、
そ
の
法
律
の
本
質
的
基
本
思
想
と
相
容
れ
な
い
契
約

条
件
で
す
（
民
法
典
第
三
〇
七
条
第
二
項
第
一
号
）。
立
法
者
は
つ
ま
り
規
制
尺
度
と
し
て
、
任
意
成
文
法
（dispositives G

esetzesrecht

）
に

立
ち
返
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
適
切
な
利
益
調
整
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、「
本
質
的
基
本
思
想
」
か
ら
逸
脱
す
る

場
合
に
限
り
、
疑
わ
し
い
場
合
は
、
契
約
条
件
の
無
効
が
導
き
出
さ
れ
ま
す
。
ど
の
法
律
規
定
が
そ
の
よ
う
な
基
本
思
想
を
含
ん
で
い
る

の
か
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
う
容
易
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

（
22
）

。

次
に
、
法
律
は
、
契
約
の
性
質
か
ら
生
じ
る
本
質
的
な
権
利
又
は
義
務
を
著
し
く
制
限
し
、
契
約
目
的
の
達
成
を
危
殆
な
ら
し
め
る
規

定
は
、
疑
わ
し
き
は
、
不
相
当
で
、
つ
ま
り
無
効
で
あ
る
と
定
め
て
い
ま
す
（
民
法
典
第
三
〇
七
条
第
二
項
第
二
号
）。
こ
の
法
規
の
本
来
の

意
義
は
、
本
質
的
な
権
利
及
び
義
務
が
法
律
上
定
め
ら
れ
て
い
な
い
と
き
に
あ
り
ま
す
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
即
ち
、
原
則
と
し
て
前
に
述

べ
た
ケ
ー
ス
グ
ル
ー
プ
（
民
法
典
第
三
〇
七
条
第
二
項
第
一
号
）
が
適
用
さ
れ
ま
す

（
23
）

。

一
三
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ド
イ
ツ
私
法
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
私
法
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
に
お
い
て
予
防
目
的
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る

例
と
し
て
の
消
費
者
契
約
及
び
普
通
取
引
約
款
に
お
け
る
濫
用
条
項
の
無
効
（
永
田
（
誠
）・
永
田
（
洋
））

（
一
五
九
三
）

立
法
者
の
見
地
か
ら
、
何
が
不
相
当
で
、
つ
ま
り
無
効
で
あ
る
か
は
、
二
つ
の
詳
細
な
カ
タ
ロ
グ
に
さ
ら
に
具
体
化
さ
れ
て
い
ま
す

（
民
法
典
第
三
〇
八
条
、
第
三
〇
九
条
）。
こ
こ
で
立
法
者
は
、
実
務
で
広
範
に
使
用
さ
れ
て
い
る
、
契
約
相
手
方
に
著
し
く
不
利
益
を
与
え

る
規
定
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
そ
の
際
、
常
に
無
効
と
な
る
条
項
と
、
裁
判
官
の
査
定
的
量
定
に
よ
っ
て
無
効
と
判
断
さ
れ
る
条
項
と

区
別
さ
れ
ま
す
。
最
初
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
、
契
約
相
手
方
の
生
命
、
身
体
及
び
健
康
の
侵
害
か
ら
生
じ
る
損
害
に
対
す
る
約
款
使
用
者

の
責
任
を
排
除
し
若
し
く
は
制
限
す
る
条
項
が
含
ま
れ
ま
す
（
民
法
典
第
三
〇
九
条
第
七
ａ
号
）。
二
つ
目
の
部
類
に
は
、
約
款
使
用
者
が
、

合
意
さ
れ
た
給
付
を
変
更
し
又
は
こ
れ
と
異
な
る
給
付
を
す
る
権
利
の
合
意
が
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
よ
う
な
条
項
は
、
約
款
使
用

者
の
利
益
を
考
慮
し
た
変
更
又
は
逸
脱
が
契
約
相
手
方
に
と
っ
て
期
待
可
能
で
あ
る
場
合
は
有
効
で
あ
り
得
る
か
ら
で
す
（
民
法
典
第

三
〇
八
条
第
四
号
）。
指
令
と
は
異
な
り
、
ド
イ
ツ
法
の
カ
タ
ロ
グ
は
単
な
る
指
摘

（
24
）

、
な
い
し
は
条
項
が
無
効
で
あ
る
こ
と
の
示
唆
を
含
ん

で
い
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
違
反
し
た
場
合
は
、（
民
法
典
第
三
〇
八
条
に
関
し
て
は
先
ほ
ど
述
べ
た
価
値
留
保
を
前
提
と
し
て
）

当
然
に
無
効
と
判
断
さ
れ
ま
す
。

最
後
に
、
ド
イ
ツ
民
法
典
は
、
指
令
の
国
内
法
化
の
際
に
透
明
性
の
要
請
を
明
記
し
ま
し
た
が
（
民
法
典
第
三
〇
七
条
第
一
項
第
二
文
）、

こ
れ
に
よ
る
と
、
契
約
規
定
が
、
明
確
か
つ
平
易
に
書
か
れ
て
い
な
い
場
合
に
も
、
不
相
当
で
不
利
益
な
取
り
扱
い
と
な
り
ま
す
。

ｃ
オ
ー
ス
ト
リ
ア
消
費
者
保
護
法
第
六
条
及
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
般
民
法
典
第
八
七
九
条
第
三
項

先
ほ
ど
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
（
上
記
Ⅱ
．
1
．
ｂ
）、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
二
重
路
線
的
解
決
（zw

eigleisige L
ösung

）
を
創
設
し
ま
し
た
。

一
方
で
、
消
費
者
保
護
法
（K

S
chG

）
に
よ
る
内
容
規
制
に
お
い
て
消
費
者
が
保
護
さ
れ
、
も
う
一
方
で
一
般
民
法
典
（A

B
G
B

）
は
、
全
て

の
人
を
、
即
ち
事
業
者
も
、
不
利
益
な
普
通
取
引
約
款
か
ら
保
護
し
て
い
ま
す
。
以
上
述
べ
た
こ
と
を
背
景
に
、
以
下
の
こ
と
を
強
調
し

一
三
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
五
九
四
）

た
い
と
思
い
ま
す
。

消
費
者
保
護
法
第
六
条
は
一
般
条
項
を
定
め
て
い
ま
せ
ん
。
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
い
て
、
消
費
者
に
対
し
て
拘
束
力
を
持
た
な
い

契
約
規
定
を
詳
細
に
明
示
し
て
い
ま
す
（
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
参
照
）。
こ
こ
で
規
制
に
か
か
る
規
定
事
項
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
第

三
〇
八
条
及
び
第
三
〇
九
条
に
近
似
し
て
い
ま
す
（
例
え
ば
、
消
費
者
保
護
法
第
六
条
第
一
項
第
九
号
に
は
、
事
業
者
の
人
的
損
害
の
賠
償
義
務
を

排
除
若
し
く
は
制
限
す
る
条
項
を
明
記
し
て
い
ま
す

（
25
）

）。
し
か
し
な
が
ら
ド
イ
ツ
と
は
異
な
り
、
事
業
者
と
消
費
者
の
間
で
の
契
約
規
定
が
、

個
別
に
取
り
決
め
ら
れ
た
場
合
で
も
、
内
容
規
制
は
行
わ
れ
ま
す
（
消
費
者
保
護
法
第
六
条
第
一
項

（
26
）

）。
そ
の
点
に
お
い
て
は
、
オ
ー
ス
ト

リ
ア
に
お
け
る
消
費
者
保
護
は
、
条
項
指
令
第
三
条
を
超
え
た
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
結
果
は
指
令
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ

て
い
ま
す
（
条
項
指
令
第
八
条
）。
し
か
し
、
国
内
に
お
け
る
透
明
性
要
請
の
規
定
は
、
指
令
と
は
異
な
り
、
普
通
取
引
約
款
の
み
に
適
用

さ
れ
る
の
で
（
消
費
者
保
護
法
第
六
条
第
三
項
参
照
）、
こ
の
点
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
的
な
適
合
性
が
疑
わ
れ
ま
す

（
27
）

。

消
費
者
契
約
で
あ
る
か
ど
う
か
に
拘
ら
ず
、
一
般
民
法
典
第
八
七
九
条
第
三
項
の
一
般
条
項
に
よ
る
と
、
普
通
取
引
約
款

（
28
）

に
お
け
る
契

約
規
定
は
、
全
て
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
一
方
当
事
者
に
著
し
い
不
利
益
を
も
た
ら
す
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
基
本
的
に
無
効
と
な
り
ま

す
。
い
つ
そ
の
よ
う
な
不
利
益
が
認
め
ら
れ
る
の
か
は
、
法
律
に
は
定
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
の
関
連
に
お
い
て
、
任
意
成
文

法
か
ら
の
回
避
は
重
要
な
意
味
を
持
ち
、
つ
ま
り
こ
の
点
、
ド
イ
ツ
民
法
典
第
三
〇
七
条
第
二
項
と
軌
を
一
に
し
ま
す

（
29
）

。
ド
イ
ツ
法
と
は

異
な
り
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
は
、
何
が
普
通
取
引
約
款
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
詳
し
く
定
め
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
今
日
に
お
い

て
も
、
約
款
の
概
念
を
ど
う
理
解
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
不
確
実
さ
が
残
り
ま
す

（
30
）

。
こ
の
点
に
関
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
最
高
裁
判
所

（
Ｏ
Ｇ
Ｈ
）
も
含
め
、
通
説
は
ド
イ
ツ
法
の
定
義
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
て
い
ま
す

（
31
）

。

一
三
八



ド
イ
ツ
私
法
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
私
法
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
に
お
い
て
予
防
目
的
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る

例
と
し
て
の
消
費
者
契
約
及
び
普
通
取
引
約
款
に
お
け
る
濫
用
条
項
の
無
効
（
永
田
（
誠
）・
永
田
（
洋
））

（
一
五
九
五
）

Ⅲ　

法
律
上
の
法
律
効
果
指
定
の
射
程
問
題

1　

問
題
状
況
の
意
義

概
観
で
述
べ
た
こ
と
か
ら
（
上
記
Ⅱ
．
2
参
照
）、
法
律
効
果
の
面
で
以
下
の
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
契
約
相

手
方
を
不
相
当
に
不
利
益
に
取
り
扱
う
約
款
は
、
無
効
と
な
り
ま
す
（
民
法
典
第
三
〇
七
条
な
い
し
第
三
〇
九
条
）。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
法
は
、

著
し
い
不
利
益
を
基
準
と
し
、
法
律
効
果
と
し
て
条
項
は
無
効
で
あ
る
と
定
め
て
い
ま
す
（
一
般
民
法
典
第
八
七
九
条
第
三
項
）。
こ
の
点
、

非
常
に
ド
イ
ツ
法
と
似
て
い
ま
す
。
他
方
で
条
項
指
令
は
、
濫
用
条
項
は
「
消
費
者
に
対
し
て
拘
束
力
を
持
た
な
い
」
と
規
定
し
て
い
ま

す
（
条
項
指
令
第
六
条
第
一
項
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
消
費
者
保
護
法
第
六
条
第
一
項
の
文
言
も
非
常
に
相
似
し
て
い
ま
す
）。
こ
の
表
現
は
、
加
盟
国
の

国
内
法
秩
序
を
考
慮
し
た
上
で
、
妥
協
的
に
選
ば
れ
た
も
の
で
す

（
32
）

。
私
法
的
ド
グ
マ
上
、
こ
の
法
律
効
果
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
は
、
簡

単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
欧
州
司
法
裁
判
所

（
33
）

は
、
条
項
が
拘
束
力
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
消
費
者
が
自
ら
の
権
利
を
知
り
、
そ
れ
を

援
用
す
る
か
ど
う
か
に
影
響
さ
れ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
裁
判
所
は
職
権
に
よ
り
そ
れ
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

す
。
こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
に
よ
る
無
効
と
同
じ
こ
と
で
す

（
34
）

。
他
方
に
お
い
て
、
約
款
使
用
者
が
、
自
分
の
有
利
に
な
る
よ
う
に
条
項

の
無
効
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
指
令
の
文
言
は
よ
り
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
も
内
容
的
に

は
ド
イ
ツ
法
と
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で

（
35
）

、
実
体
法
上
は
、
こ
の
点
も
同
様
で
、
相
違
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
条
項
が
無
効
で
あ
る
こ
と
、
も
し
く
は
拘
束
力
を
持
た
な
い
と

い
う
こ
と
の
射
程
範
囲
が
し
ば
し
ば
問
題
に
な
り
、
そ
れ
を
明
瞭
に
す
る
必
要
性
が
伺
わ
れ
ま
す
。
こ
の
問
題
は
、
判
例
の
事
例
を
手
が

か
り
に
明
白
に
す
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

一
三
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
五
九
六
）

・
ス
ペ
イ
ン
の
あ
る
銀
行
の
普
通
取
引
約
款
は
、
貸
付
金
の
返
金
が
遅
滞
し
た
場
合
、
年
間
二
九
％
の
金
利
を
定
め
て
い
ま
し
た
（
実

質
金
利
は
九
％
未
満
で
し
た
）。

・
あ
る
オ
ラ
ン
ダ
の
賃
貸
人
の
普
通
取
引
約
款
に
よ
る
と
、
賃
借
人
が
賃
借
料
の
支
払
い
期
日
を
守
ら
な
か
っ
た
場
合
に
、
月
一
％
及

び
毎
日
二
五
ユ
ー
ロ
の
違
約
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
及
び
ド
イ
ツ
で
は
、
賃
貸
人
の
多
く
は
、
住
居
を
賃
貸
す
る
際
に
賃
借
人
に
、
そ
の
よ
う
な
義
務
は
任
意
成
文
法
に

は
見
受
け
ら
れ
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
修
復
す
る
義
務
を
課
そ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
条
項
は
例
え
ば
以
下
の
よ
う
に
表
現
さ

れ
ま
す
│
住
居
は
契
約
の
終
了
時
に
修
復
を
し
た
状
態
で
返
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

全
て
の
事
例
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
こ
こ
で
紹
介
し
た
内
容
規
制
の
規
定
の
意
味
に
お
い
て
、
各
条
項
が
不
利
益
を
与
え
る
も
の
だ

と
判
断
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
法
的
な
見
解
が
ど
の
よ
う
に
理
由
付
け
ら
れ
た
の
か
は
問
題
に
し
な
い
こ
と
に
し
ま
す
。
こ
こ
で

取
り
上
げ
る
の
は
、
各
契
約
規
定
が
部
分
的
に
維
持
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
れ
は
完
全
に
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
い
け

な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
で
す
。
後
者
が
当
て
は
ま
る
場
合
は
、
契
約
上
の
取
り
決
め
が
な
く
な
る
た
め
、
消
費
貸
借
の
借
主
及
び
使
用

賃
借
人
の
義
務
は
、
法
律
に
依
拠
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

最
初
の
二
つ
の
事
例
に
お
い
て
は
、
条
項
の
部
分
的
維
持
は
、
金
利
も
し
く
は
違
約
金
を
減
額
す
る
こ
と
と
同
じ
意
味
を
持
ち
ま
す
。

第
三
の
例
に
お
い
て
は
、
使
用
賃
借
人
の
不
利
益
と
は
、
例
外
な
く
、
つ
ま
り
契
約
開
始
時
の
住
居
の
状
態
及
び
契
約
の
存
続
期
間
に
関

係
な
く
、
修
復
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
に
あ
り
ま
す

（
36
）

。
こ
こ
で
は
部
分
的
維
持
と
は
、
例
え
ば
、
賃
借
人
に
、
入
居
時
に
修
復
さ
れ
た
住

居
が
引
き
渡
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
返
却
す
る
時
点
で
更
な
る
修
復
が
必
要
な
状
態
に
あ
る
と
き
に
限
り
、
賃
借
人
は
修
復
義
務
を
負
う
、

一
四
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ド
イ
ツ
私
法
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
私
法
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
に
お
い
て
予
防
目
的
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る

例
と
し
て
の
消
費
者
契
約
及
び
普
通
取
引
約
款
に
お
け
る
濫
用
条
項
の
無
効
（
永
田
（
誠
）・
永
田
（
洋
））

（
一
五
九
七
）

と
い
う
形
で
可
能
で
す
。
他
方
に
お
い
て
、
も
し
条
項
が
部
分
的
に
維
持
さ
れ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
銀
行
の
顧
客
、
ま
た
は
賃
借
人
は
、

法
律
で
定
め
る
遅
延
利
息
の
み
を
払
う
義
務
を
有
し
、
違
約
金
を
支
払
っ
た
り
住
居
を
修
復
を
し
た
り
す
る
義
務
は
負
わ
な
い
こ
と
に
な

り
ま
す
。

2　

各
法
秩
序
に
お
け
る
こ
の
問
題
の
法
的
解
決
に
つ
い
て
の
概
観

各
法
規
立
法
者
は
、
部
分
的
に
法
律
に
違
反
し
た
契
約
条
項
の
問
題
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
そ
の
適
用
範
囲
全
体
に
つ
い
て
の
認
識

は
し
て
い
な
か
っ
た
で
し
ょ
う

（
37
）

。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
一
方
で
は
、
い
わ
ゆ
る
効
力
維
持
的
縮
小
解
釈
を
禁
止
す
る
見
解
│
こ
れ
は
ド
イ

ツ
で
は
通
説
な
の
で
す
が

（
38
）

│
、
他
方
で
は
、
条
項
は
そ
の
全
部
が
効
力
を
失
う
の
で
は
な
く
、
法
的
に
許
さ
れ
る
範
囲
ま
で
そ
の
内
容
を

（
効
力
を
維
持
し
な
が
ら
）
縮
小
解
釈
す
る
と
い
う
見
解
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
あ
り
ま
す
。
後
者
の
見
解
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い

て
、
消
費
者
保
護
法
を
除
く
範
囲
で
、
通
説
と
な
っ
て
い
ま
す

（
39
）

。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
及
び
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
通
説
と
な
っ
て
い

る
見
解
は
全
く
正
反
対
な
の
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
消
費
者
契
約
に
関
し
て
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
も
、
効
力
維
持
的
縮
小
解
釈
を
禁
止

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
概
ね
透
明
性
の
要
請
（
消
費
者
保
護
法
第
六
条
第
三
項
）
を
も
っ
て
理
由
付
け
ら
れ
ま
す

（
40
）

。

オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
ド
イ
ツ
で
見
解
が
異
な
る
た
め
、
欧
州
司
法
裁
判
所
が
、
条
項
指
令
の
解
釈
に
関
し
て
、
ど
の
よ
う
な
立
場
を
表
明

す
る
の
か
、
今
や
遅
し
と
待
ち
受
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
極
く
、
最
近
、
縮
小
解
釈
禁
止
の
立
場
を
取
り
、
そ
の

理
由
を
│
こ
れ
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
の
議
論
を
背
景
に
強
調
す
べ
き
こ
と
な
の
で
す
が
│
透
明
性
の
要
請
に
求
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
欧
州

司
法
裁
判
所
は
そ
の
法
的
見
解
の
起
点
と
し
て
以
下
の
こ
と
を
強
調
し
ま
し
た
。
即
ち
、
加
盟
国
は
条
項
指
令

（
41
）

に
基
づ
き
、
濫
用
条
項
の

使
用
に
終
止
符
を
打
つ
た
め
に
、
相
当
か
つ
有
効
な
手
段
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
も
し
裁
判
所
の
裁
量
で
、
濫
用
条
項
の

一
四
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
五
九
八
）

内
容
を
変
更
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
目
的
の
達
成
が
危
ぶ
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
い
う
の
は
、
も
し
そ

う
で
あ
れ
ば
、
約
款
使
用
者
に
と
っ
て
、
濫
用
条
項
が
全
く
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
生
じ
る
威
嚇
的
効
果
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら

で
す
。
他
方
で
は
、
条
項
の
部
分
的
維
持
が
許
さ
れ
る
場
合
は
、
事
業
者
は
該
当
す
る
条
項
を
使
用
し
た
が
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
そ
の
条

項
が
無
効
だ
と
判
断
さ
れ
た
場
合
で
も
、
事
業
者
は
、
裁
判
所
に
よ
る
効
力
維
持
に
よ
っ
て
、
自
ら
に
と
っ
て
有
利
な
条
項
が
維
持
で
き

る
こ
と
を
期
待
で
き
る
か
ら
で
す

（
42
）

。

こ
れ
を
も
っ
て
、
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
完
全
に
予
防
目
的
に
照
準
を
合
わ
せ
た
の
で
す
。
し
か
も
、
判
決

（
43
）

が
出
さ
れ
た
裁
判
は
い
わ

ゆ
る
個
別
訴
訟
、
つ
ま
り
契
約
当
事
者
間
の
争
い
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
す
。
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
威
嚇
／
予
防
の
観
念
を
、
団

体
訴
訟
（V

erbandsklage

）
の
制
度
│
こ
れ
は
条
項
指
令
で
も
、
濫
用
条
項
を
防
止
す
る
た
め
の
一
手
段
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で

す
が
│
に
委
ね
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
個
別
訴
訟
に
お
け
る
法
の
適
用
の
際
に
こ
そ
、
そ
れ
を
要
求
す
る
の
で
す
。
効
力
維
持
的
縮
小

解
釈
の
禁
止
に
つ
い
て
、
そ
れ
以
外
の
観
点
も
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が

（
44
）

、
国
内
法
秩
序
に
お
い
て
も
、
禁
止
を
決
定
的
に
正
当
化
す
る
観

点
は
こ
の
予
防
目
的
で
あ
る
と
私
は
確
信
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
（
Ⅲ
．
1
）
事
例
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
し
ま
す
。
消
費
者
行
為
が
問
題
と
な
っ
て

い
る
場
合
は
、
濫
用
条
項
は
基
本
的
に
そ
の
全
部
が
な
く
な
り
ま
す
。
約
款
使
用
者
は
、
法
定
利
息
を
超
え
る
額
の
遅
延
利
息
を
請
求
す

る
こ
と
も
、
違
約
金
を
請
求
す
る
こ
と
も
、
住
居
を
修
復
し
た
状
態
で
返
却
す
る
よ
う
に
求
め
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
後
者
は
、
契
約

に
適
し
た
使
用
に
よ
り
住
居
が
修
復
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
状
態
に
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
で
す
。
と
い
う
の
は
、（
ド
イ
ツ
及
び
オ
ー
ス

ト
リ
ア
の
）
任
意
成
文
法
に
よ
る
と
、
通
常
の
使
用
に
よ
る
消
耗
は
賃
借
料
の
支
払
い
で
賄
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

ド
イ
ツ
と
異
な
り
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
は
、
銀
行
は
消
費
貸
借
の
借
主
が
消
費
者
で
な
い
場
合
に
限
り
、
高
額
す
ぎ
る
遅
延
利
息

一
四
二



ド
イ
ツ
私
法
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
私
法
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
に
お
い
て
予
防
目
的
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る

例
と
し
て
の
消
費
者
契
約
及
び
普
通
取
引
約
款
に
お
け
る
濫
用
条
項
の
無
効
（
永
田
（
誠
）・
永
田
（
洋
））

（
一
五
九
九
）

が
容
認
で
き
る
程
度
ま
で
引
き
下
げ
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
で
き
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
事
業
者
の
賃
借
の
場
合
に
も
準
用
さ
れ
ま
す

（
45
）

。

3　

縮
小
解
釈
禁
止
の
限
界

効
力
維
持
的
縮
小
解
釈
の
禁
止
の
限
界
（
限
度
）
の
問
題
は
、
こ
こ
で
は
示
唆
す
る
こ
と
し
か
で
き
ま
せ
ん
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、

若
干
の
例
外
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す

（
46
）

。
欧
州
司
法
裁
判
所
で
も
、
こ
れ
ま
で
は
少
数
の
事
例
し
か
そ
の
判
断
の
対
象
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
遅
か
れ
早
か
れ
そ
の
よ
う
な
例
外
を
認
め
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
測
さ
れ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
例
外
は
、
部
分
的
に
物
事
の

本
性
に
よ
っ
て
条
件
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

縮
小
解
釈
の
禁
止
は
、
例
え
ば
、
条
項
の
部
分
的
維
持
が
契
約
の
相
手
方
の
有
利
に
な
る
と
き
に
は
、
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。
と
い
う
の

は
、
保
護
さ
れ
る
者
の
負
担
で
予
防
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
説
得
力
が
欠
け
る
か
ら
で
す
。
さ
ら
な
る
限
界
は
、
契
約
条
項
を
ど
う
理
解

す
る
か
を
確
定
す
る
必
要
性
か
ら
導
き
出
さ
れ
ま
す
。
価
値
判
断
的
に
物
事
を
考
え
る
法
律
家
に
と
っ
て
は
、
条
項
が
外
見
上
ど
う
形
成

さ
れ
て
い
る
か
、
例
え
ば
あ
る
規
定
が
独
立
し
た
ひ
と
つ
の
文
章
を
形
成
し
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
ひ
と
つ
の
段
落
を
形
成
し
て
い
る
か
、

の
み
を
基
準
と
し
て
判
断
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
受
け
容
れ
難
い
こ
と
で
す
。
連
邦
裁
判
所
は
、
確
立
し
た
判
例
で
以
下
の
よ
う
に
述

べ
て
い
ま
す
。
言
語
的
、
内
容
的
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
条
項
は
、
規
定
の
無
効
で
あ
る
部
分
の
み
を
単
純
に
削
除
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
分
離
で
き
る
場
合
、
残
り
の
部
分
を
維
持
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（
い
わ
ゆ
る
ブ
ル
ー
ペ
ン
シ
ル
テ
ス
ト

（
47
）

）。
縮
小
解
釈
の
禁
止

は
、
条
項
を
許
容
で
き
る
規
定
部
分
と
許
容
で
き
な
い
規
定
部
分
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
、
許
容
で
き
る
部
分
が
そ
れ
自
体
で
意
味
を
な

す
場
合
は
、
適
用
さ
れ
な
い
、
と
。

連
邦
裁
判
所
は
、
こ
の
条
項
の
部
分
削
除
の
際
に
常
に
首
尾
一
貫
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く

（
48
）

、
分
離
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
条
項
に
お

一
四
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
〇
〇
）

い
て
も
さ
え
も
、
補
充
的
な
契
約
解
釈
（ergänzende V

ertragsauslegung

）
に
よ
っ
て
約
款
使
用
者
に
対
す
る
過
酷
さ
を
軽
減
す
る
用
意

が
あ
り
ま
す

（
49
）

。
こ
れ
は
つ
ま
り
効
力
維
持
的
縮
小
解
釈
に
他
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
こ
れ
に
対
す
る
批
判
者
か
ら
は
、
禁
止
の
ド
グ
マ
が

到
底
支
持
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
も
は
や
放
棄
す
べ
き
こ
と
の
例
証
と
し
て
見
ら
れ
て
い
ま
す

（
50
）

。
し
か
し
、
私
の
見
解
か
ら
す
る
と
、

こ
の
要
求
は
行
き
過
ぎ
て
い
ま
す
。
個
別
訴
訟
を
通
じ
て
も
予
防
を
促
進
す
る
と
い
う
懇
望
は
正
当
な
も
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
過
去
数

十
年
の
経
験
が
物
語
る
よ
う
に
、
団
体
訴
訟
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
も
全
面
的
に
投
入
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で

す
。
消
費
者
保
護
組
織
は
人
事
的
、
財
政
的
な
リ
ソ
ー
ス
が
限
ら
れ
て
お
り
、
市
場
全
体
に
目
を
付
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
で
す
か

ら
、
小
さ
い
企
業
は
通
常
、
約
款
を
問
題
に
訴
え
を
起
こ
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。
小
企
業
に
対
し
て
は
、
そ
の
契

約
条
件
が
一
方
的
す
ぎ
る
場
合
、
具
体
的
な
契
約
関
係
に
お
い
て
不
利
益
を
脅
か
す
方
が
効
果
的
な
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
法
律
学
の

課
題
は
、
縮
小
解
釈
禁
止
の
限
界
に
つ
い
て
で
き
る
限
り
整
合
的
な
シ
ス
テ
ム
を
創
出
し
、
そ
れ
を
立
法
者
が
必
要
に
応
じ
て
、
土
台
と

し
て
利
用
で
き
る
環
境
を
作
り
出
す
こ
と
に
あ
る
と
私
は
確
信
し
て
い
ま
す
。

Ⅳ　

特
に
法
政
策
的
な
価
値
を
考
慮
し
て
の
結
論

オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
ド
イ
ツ
の
法
秩
序
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
国
に
お
い
て
、
普
通
取
引
約
款
を
使
用
す
る
際
に
形
成
の
自
由
の
内

容
を
制
限
す
る
規
定
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
普
通
取
引
約
款
と
い
う
概
念
が
成
文
法
上
存
在

し
な
い
の
は
マ
イ
ナ
ス
点
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
意
味
、
法
的
不
安
定
な
状
態
に
あ
り
ま
す
。
強
化
さ
れ
た
内
容
規
制
は
、

両
国
に
お
い
て
、
消
費
者
が
契
約
当
事
者
で
な
い
場
合
も
行
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
該
当
す
る
規
範
は
、
約
款
使
用
者
の
契
約
相
手
が
、

類
型
的
な
考
察
に
お
い
て
よ
り
弱
い
立
場
に
あ
る
か
ら
保
護
す
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
立
法
者
は
む
し
ろ
、
契
約
規
定
の
一
方
的
定
型

一
四
四



ド
イ
ツ
私
法
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
私
法
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
に
お
い
て
予
防
目
的
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る

例
と
し
て
の
消
費
者
契
約
及
び
普
通
取
引
約
款
に
お
け
る
濫
用
条
項
の
無
効
（
永
田
（
誠
）・
永
田
（
洋
））

（
一
六
〇
一
）

化
及
び
個
別
的
取
り
決
め
の
欠
如
に
よ
っ
て
私
的
自
治
の
機
能
条
件
が
乱
さ
れ
る
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
の
で
す
。

事
業
者
が
消
費
者
に
対
し
て
契
約
規
定
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
は
、
契
約
が
個
別
に
取
り
決
め
ら
れ
た
場

合
で
も
強
化
さ
れ
た
内
容
規
制
が
行
わ
れ
ま
す
（
消
費
者
保
護
法
第
六
条
第
一
項
）。
そ
の
背
景
に
は
、
条
項
が
個
別
に
取
り
決
め
ら
れ
た
こ

と
に
よ
っ
て
も
、
当
事
者
間
の
不
均
衡
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
法
政
策
的
な
価
値
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
他
方
に
お
い

て
、
条
項
指
令
は
個
別
的
取
り
決
め
を
適
用
範
囲
か
ら
除
外
し
て
い
ま
す
（
第
三
条
第
一
項

（
51
）

）。

ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
ま
す
。
指
令
の
国
内
法
化
に
お
い
て
、
消
費
者
契
約
の
内
容
規
制
は
、
契
約
規
定
が
予
め
定

型
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
消
費
者
が
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

条
件
が
当
て
は
ま
る
場
合
、
約
款
使
用
者
が
そ
の
条
項
を
多
数
の
契
約
に
使
用
す
る
意
図
が
な
い
場
合
も
規
制
は
行
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り

規
制
の
対
象
は
普
通
取
引
約
款
に
制
限
さ
れ
な
い
の
で
す
（
民
法
典
第
三
一
〇
条
第
三
項
第
二
号
）。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
と
、
立
法
者

の
介
入
は
、
あ
る
特
定
の
人
々
の
典
型
的
な
劣
勢
か
ら
導
か
れ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
の
当
事
者
が
条
項
を
予
め
定
型
化
す
る
こ

と
、
及
び
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
他
方
の
当
事
者
が
契
約
形
成
の
際
に
全
く
影
響
を
及
ぼ
せ
な
い
こ
と
が
、
私
的
自
治
の
機
能
条
件
を
妨
害

し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
規
制
が
正
当
化
さ
れ
る
の
で
す
。

重
大
な
実
務
上
の
意
味
を
持
つ
の
は
、
法
律
上
の
効
果
の
評
価
で
す
。
予
防
の
観
点
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
、
消
費
者
法
の
範

囲
の
外
で
有
力
で
あ
る
見
解
、
即
ち
条
項
の
規
定
内
容
は
法
律
上
許
容
さ
れ
る
範
囲
ま
で
縮
小
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
と

対
立
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
立
法
者
は
、
こ
の
複
雑
な
問
題
を
包
括
的
に
規
定
で
き
な
い
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
個
別
訴
訟
に
お
い
て

も
予
防
と
い
う
考
え
方
に
意
味
を
持
た
せ
、
か
つ
特
に
法
律
上
の
効
果
の
評
価
を
通
じ
て
、
相
当
に
し
て
透
明
な
契
約
形
成
へ
と
導
き
た

い
の
か
否
か
を
、
は
っ
き
り
さ
せ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

一
四
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
〇
二
）

あ
と
が
き

本
稿
は
イ
ン
ス
ブ
ル
ッ
ク
大
学
教
授
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ホ
イ
プ
ラ
イ
ン
博
士
が
日
本
大
学
法
学
部
の
招
へ
い
を
受
け
て
、
平
成
二
五
年

一
二
月
一
八
日
に
行
っ
た
特
別
講
義
の
翻
訳
で
あ
る
。
翻
訳
は
永
田
洋
平
が
行
い
、
そ
の
監
修
の
任
に
永
田
誠
が
当
た
っ
た
。

翻
訳
に
当
た
っ
て
は
、
本
稿
が
講
義
の
形
で
行
わ
れ
た
た
め
、
本
文
は
口
語
体
に
し
て
お
い
た
。

な
お
、
ド
イ
ツ
語
の
原
稿
は
日
本
大
学
法
学
部
比
較
法
研
究
所
のC

om
parative L

aw
 V

ol. 31

に
掲
載
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
六
年
一
月
一
八
日

（
1
） 

こ
れ
は
当
時
の
欧
州
経
済
共
同
体
（E

uropäische W
irtschaftsgem

einschaft

│E
W

G

）
の
機
関
を
指
す
。
一
九
七
六
年
に
欧
州
経
済
共
同

体
閣
僚
理
事
会
の
閣
議
で
可
決
さ
れ
た
決
議
は
、
加
盟
国
に
、
不
当
な
取
引
約
款
か
ら
消
費
者
を
保
護
す
る
た
め
の
有
効
な
処
置
を
取
る
こ
と
を
推

奨
し
た
。
こ
れ
に
関
し
て
、K
apnopoulou, E

lissavet, D
as R

echt der m
issbräuchlichen K

lauseln in der E
uropäischen U

nion, 1997, 

S
. 53

（
決
議
は
、
二
七
四
頁
以
下
に
掲
載
）。

（
2
） M

iethaner, T
obias, A

G
B
-K

ontrolle versus Individualvereinbarung, 2010, S
. 63 ff .

は
、
具
象
的
に
、
契
約
相
手
方
の
「
正
当
な
無

知
」（„legitim

e Ignoranz“

）
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
簡
略
し
て
言
う
と
、
と
り
わ
け
約
款
に
つ
い
て
協
議
す
る
際
に
多
大
な
取
引
コ
ス
ト
が

生
じ
る
上
、
約
款
使
用
者
は
約
款
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
合
理
化
の
利
益
を
失
い
か
ね
な
い
が
故
に
、
成
功
の
見
込
み
が
確
実
で
は
な
い
こ
と

か
ら
導
き
出
さ
れ
る
。

（
3
） V

erhandlungen des 50. D
JT

, 1974, B
and II, S

. H
 221, 225

を
参
照
。

（
4
） U

lm
er, P

eter, a.a.O
., S

. H
 40

を
参
照
。

（
5
） 

二
〇
〇
二
年
一
月
一
日
よ
り
、
こ
の
法
律
に
総
合
さ
れ
て
い
た
規
定
は
と
り
わ
け
民
法
典
第
三
〇
五
条
か
ら
第
三
一
〇
条
に
取
り
込
ま
れ
た
。

一
四
六



ド
イ
ツ
私
法
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
私
法
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
に
お
い
て
予
防
目
的
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る

例
と
し
て
の
消
費
者
契
約
及
び
普
通
取
引
約
款
に
お
け
る
濫
用
条
項
の
無
効
（
永
田
（
誠
）・
永
田
（
洋
））

（
一
六
〇
三
）

手
続
法
的
規
定
は
、
そ
れ
以
降
、
差
止
訴
訟
法
（U

K
laG

）
の
中
に
存
在
す
る
。

（
6
） 

消
費
者
契
約
に
お
け
る
濫
用
的
条
項
に
関
す
る
一
九
九
三
年
四
月
五
日
の
欧
州
経
済
共
同
体
閣
僚
理
事
会
指
令
九
三
／
一
三
（
条
項
指
令
）
│

http://eur-lex.europa.eu/L
exU

riS
erv/L

exU
riS

erv.do?uri=C
E
L
E
X
:31993L

0013:D
E
:N

O
T

を
参
照
。

（
7
） 
こ
の
指
令
の
発
足
に
関
し
て
は
、K

apnopoulou, E
lissavet, R

echt der m
issbräuchlichen K

lauseln, 1997, S
. 52 ff .; K

retschm
ar, 

C
hristian, D

ie R
ichtlinie 93/13/E

W
G
 des R

ates vom
 05.04.1993 über m

issbräuchliche K
lauseln in V

erbraucherverträgen und 

das deutsche A
G
B
-G

esetz, 1998, S
. 53 ff .; N

obis, S
teffi  , M

issbräuchliche V
ertragsklauseln in D

eutschland und F
rankreich, 

2005, S
. 91 ff .

等
に
詳
し
い
。

（
8
） 

マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
（
一
九
九
二
年
）
と
リ
ス
ボ
ン
（
二
〇
〇
七
年
）
の
条
約
に
よ
り
、
欧
州
経
済
共
同
体
は
一
九
九
三
年
に
欧
州
共
同
体

（E
uropäische G

em
einschaft

│E
G

）
に
な
り
、
そ
の
後
二
〇
〇
九
年
に
欧
州
連
合
（E

uropäische U
nion

│E
U

）
に
な
っ
た
。

（
9
） 

公
式
な
ド
イ
ツ
語
訳
で
は
「
商
業
人
」（„G

ew
erbetreibender”

）
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
本
質
的
に
は
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
事

業
者
（U

nternehm
er

）
の
概
念
と
同
一
で
あ
る
│
条
項
指
令
第
二
ｃ
条
及
び
ド
イ
ツ
民
法
典
一
四
条
を
参
照
。

（
10
） 

こ
れ
に
関
し
て
、
条
項
指
令
の
第
一
、
第
二
、
第
五
及
び
第
六
検
討
理
由
参
照
。
国
内
法
を
水
準
化
す
る
際
の
欧
州
経
済
共
同
体
の
権
限
際
限

（「
限
定
さ
れ
た
個
別
授
権
の
原
則
」„P

rinzip der begrenzten E
inzelerm

ächtigung“

│
概
観
は
、S

chroeder, W
erner, G

rundkurs 

E
uroparecht, 3. A

ufl . 2013, §
 7 R

n. 5 ff .
参
照
）
か
ら
、
条
項
指
令
の
規
定
必
要
性
が
導
き
出
さ
れ
た
│M

iethaner, T
obias, A

G
B
-

K
ontrolle versus Individualvereinbarung, 2010, S

. 102 ff .

参
照
。

（
11
） 

こ
れ
に
関
し
て
は
、
二
〇
〇
四
年
四
月
一
日
欧
州
司
法
裁
判
所
（C

-237/02

）「F
reiburger K

om
m
unalbauten/H

ofstetter

」
参
照
│
第

三
条
第
三
項
が
指
摘
す
る
付
則
に
は
条
項
が
リ
ス
ト
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
リ
ス
ト
は
無
効
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
得
る
条
項
を
指
摘
す
る
に
止
ま
り
、

そ
の
条
項
全
て
を
列
挙
し
た
も
の
で
も
な
い
。
リ
ス
ト
に
挙
げ
ら
れ
た
条
項
は
必
ず
し
も
無
効
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
そ
れ

と
反
対
に
、
リ
ス
ト
に
含
ま
れ
て
い
な
い
条
項
で
も
無
効
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
得
る
。

（
12
） 

条
項
指
令
第
三
条
第
三
項
へ
の
付
則
一
．
ａ
及
び
一
．
ｊ
参
照
。

（
13
） 

こ
の
変
更
は
一
九
九
二
年
九
月
に
、
理
事
会
の
共
同
見
解
（Z

IP
 1992, 1591 ff .

に
掲
載
）
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
個
別
的
取
り

一
四
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
〇
四
）

決
め
の
内
容
規
制
を
強
化
す
る
こ
と
に
、
ド
イ
ツ
の
通
説
が
消
極
的
な
見
解
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
（
こ
れ
に
関
し
て
、
脚
注（
4
）の
引
用
参

照
）、
妥
協
の
必
要
性
（
脚
注（
51
）参
照
）
が
生
じ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
14
） 
条
項
の
定
型
化
の
意
味
合
い
に
つ
い
て
、
条
項
指
令
第
三
条
第
二
項
参
照
。
あ
る
見
解
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
個
別
の
取
り
決
め
が
な
い
場
合
は

条
項
は
定
型
化
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
法
的
定
義
を
含
み
、
別
の
見
解
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
定
型
化
の
単
な
る
一
つ
の
例
に
過
ぎ
な
い
│

M
iethaner, T

obias, A
G
B
-K

ontrolle versus Individualvereinbarung, 2010, S
. 106 f.

に
そ
の
旨
の
記
載
が
あ
る
。

（
15
） 

二
〇
一
三
年
三
月
二
一
日
欧
州
司
法
裁
判
所
（C

-92/11

）「R
W

E
 V

ertrieb A
G
/V

erbraucherzentrale N
ordrhein-W

estfalen e.V
.

」。

以
前
に
も
既
に
似
た
よ
う
な
判
例
が
存
在
す
る
│
二
〇
一
二
年
四
月
二
六
日
欧
州
司
法
裁
判
所
（C

-472/10

）「N
em

zeti F
ogyasztovedelm

i 

H
atosag/Invitel T

avközlesi Z
rt

」。

（
16
） 

二
〇
一
三
年
七
月
三
一
日
連
邦
裁
判
所
（V
III Z

R
 162/09

）, Z
IP

 2013, 1964

参
照
。

（
17
） 

民
法
典
第
三
〇
五
条
か
ら
第
三
一
〇
条
に
は
「
普
通
取
引
約
款
に
よ
る
法
律
行
為
上
の
債
務
関
係
の
形
成
」
と
い
う
題
目
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

（
18
） 

こ
の
民
法
典
第
三
〇
五
条
第
一
項
第
一
文
の
法
的
定
義
を
、
同
第
二
文
及
び
第
三
文
は
以
下
の
よ
う
に
補
っ
て
い
る
。
即
ち
、「
普
通
取
引
約

款
の
諸
規
定
が
、
外
見
上
は
契
約
書
と
は
分
離
さ
れ
て
い
る
か
又
は
契
約
書
自
体
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
か
、
い
か
な
る
範
囲
を
有
す
る
も
の

か
、
ど
の
よ
う
な
字
体
で
記
載
さ
れ
て
い
る
か
、
及
び
、
契
約
が
い
か
な
る
形
式
を
と
っ
て
い
る
か
は
、
問
わ
な
い
。
契
約
条
件
が
契
約
当
事
者
間

で
個
別
に
交
渉
し
て
取
り
決
め
ら
れ
た
場
合
は
、
普
通
取
引
約
款
と
は
な
ら
な
い
。」

（
19
） 

こ
の
判
断
基
準
は
、
判
例
に
よ
る
と
、
一
般
的
に
使
用
者
が
予
め
定
型
化
さ
れ
た
条
件
を
少
な
く
と
も
三
回
使
用
す
る
意
図
が
あ
れ
ば
、
満
た

さ
れ
る
│
こ
れ
に
関
し
て
、
二
〇
〇
一
年
九
月
二
七
日
連
邦
裁
判
所
（V

II Z
R
 388/00

）, N
JW

 2002, 138

等
参
照
。
同
じ
契
約
当
事
者
に
対
し

て
、
少
な
く
と
も
三
回
使
用
す
る
と
い
う
意
図
が
あ
れ
ば
足
り
る
│
二
〇
〇
三
年
一
二
月
一
一
日
連
邦
裁
判
所
（V

II Z
R
 31/03

）, N
JW

 2004, 1454

（
20
） B

esedow
, Jürgen, in: M

ünchener K
om

m
entar zum

 B
G
B
, 6. A

ufl age 2012, §
 305 R

n. 20 ff .; S
chlosser, P

eter, in: S
taudinger 

（2013

）, §
 305 R

n. 26 ff .

等
参
照
。

（
21
） 

こ
れ
は
、
民
法
典
第
三
一
〇
条
第
三
項
に
、
事
業
者
と
消
費
者
と
の
間
の
契
約
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

（
22
） 

こ
の
点
に
関
し
て
、W

urm
nest, W

olfgang, in: M
ünchener K

om
m
entar zum

 B
G
B
, 6. A

ufl age 2012, §
 307 R

n. 64 ff .

等
参
照
。

一
四
八



ド
イ
ツ
私
法
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
私
法
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
に
お
い
て
予
防
目
的
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る

例
と
し
て
の
消
費
者
契
約
及
び
普
通
取
引
約
款
に
お
け
る
濫
用
条
項
の
無
効
（
永
田
（
誠
）・
永
田
（
洋
））

（
一
六
〇
五
）

（
23
） W

urm
nest, W

olfgang, in: M
ünchener K

om
m
entar zum

 B
G
B
, 6. A

ufl age 2012, §
 307 R

n. 70

を
参
照
。

（
24
） 

前
掲
脚
注（
11
）参
照
。

（
25
） 
消
費
者
保
護
法
第
六
条
が
ド
イ
ツ
普
通
取
引
約
款
法
の
要
件
を
参
考
に
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、Krejci, H

einz, in: R
um

m
el, A

B
G
B
, 3. 

A
ufl . 2002, §

 6 K
S
chG

 R
n. 6

参
照
。

（
26
） 

し
か
し
な
が
ら
、
第
六
条
第
二
項
に
含
ま
れ
る
条
項
カ
タ
ロ
グ
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
は
、
契
約
規
定
が
個
別
に
取
り
決
め
ら
れ
た
と
い
う
こ

と
を
証
明
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
。

（
27
） 

こ
れ
に
関
し
て
、K

athrein, G
eorg, in: K

oziol/B
ydlinski/B

ollenberger, A
B
G
B
, 3. A

ufl . 2010, §
 6 K

S
chG

 R
n. 31

等
参
照
。
こ

れ
に
よ
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
に
適
合
す
る
よ
う
な
法
の
適
用
を
通
じ
て
、
全
て
の
定
型
化
さ
れ
た
契
約
条
件
が
こ
こ
に
含
ま
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
28
） 

同
法
は
普
通
取
引
約
款
だ
け
で
な
く
、
契
約
の
定
型
用
紙
も
挙
げ
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
通
説
に
よ
る
と
約
款
の
定
義
に
含
ま
れ
る
。

（
29
） 

二
〇
〇
四
年
八
月
一
二
日
オ
ー
ス
ト
リ
ア
最
高
裁
判
所
（1O

b144/04i

）
は
、
著
し
い
不
利
益
の
「
主
な
事
例
」
に
、
任
意
成
文
法
か
ら
の

回
避
を
挙
げ
て
い
る
│
こ
れ
に
関
し
て
、
二
〇
〇
三
年
八
月
五
日
オ
ー
ス
ト
リ
ア
最
高
裁
判
所
（7O

b179/03d

）, S
Z
 2003/91

も
参
照
。
こ
こ
で

は
、
任
意
成
文
法
か
ら
の
回
避
は
、
そ
れ
が
事
物
の
性
質
に
照
ら
し
て
正
当
化
さ
れ
な
い
場
合
は
、
著
し
い
不
利
益
に
な
り
得
る
と
す
る
確
立
さ
れ

た
判
例
に
依
拠
し
て
い
る
。

（
30
） L

eitner, M
ax, im

m
olex 2012, 242

を
参
照
。
こ
の
タ
イ
ト
ル
は
「
普
通
取
引
約
款
と
は
厳
格
に
は
何
で
あ
る
の
か
」（„W

as genau sind 

eigentlich A
G
B
 

…?“

）
で
あ
る
。

（
31
） 

二
〇
〇
八
年
四
月
二
八
日
オ
ー
ス
ト
リ
ア
最
高
裁
判
所
（7 O

B
 89/08a

）, JB
l 2008, 789; B

ollenberger, R
aim

und, in: K
oziol/

B
ydlinski/B

ollenberger, A
B
G
B
, 3. A

ufl . 2010, §
 864a R

n. 1; R
um

m
el, P

eter, in: R
um

m
el, A

B
G
B
, 3. A

ufl . 2000, §
 864a R

n. 1

。

（
32
） 

条
項
指
令
第
六
条
第
一
項
の
沿
革
に
つ
い
て
、T

enreiro, M
ário/K

arsten, Jens, in: E
uropäische R

echtsangleichung und nationale 

P
rivatrechte, 1999, S

. 223, 245

を
参
照
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
文
言
は
欧
州
議
会
に
よ
っ
て
、
加
盟
国
が
承
認
で
き
る
程
度
ま
で
薄
め
ら
れ
て
し

ま
っ
た
、
と
考
え
て
い
る
。

（
33
） 

二
〇
〇
六
年
一
〇
月
二
六
日
欧
州
司
法
裁
判
所
（C

-168/05

）「E
lisa M

aría M
ostaza C

laro/C
entro M

óvil M
ilenium

 S
L

」。
こ
こ
に

一
四
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
〇
六
）

は
、
多
く
の
参
考
文
献
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
二
〇
一
二
年
六
月
一
四
日
欧
州
司
法
裁
判
所
（C

-618/10

）「B
anco E

spañol de C
rédito, S

A
/

Joaquín C
alderón C

am
ino

」。
こ
れ
は
確
立
し
た
判
例
で
あ
る
。

（
34
） 
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
通
説
は
、
一
般
民
法
典
第
八
七
九
条
第
三
項
は
、「
相
対
的
無
効
」
の
結
果
を
も
た
ら
す
、
つ
ま
り
、
他
方
の
契
約
当
事
者

は
、
条
項
の
無
効
を
援
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
九
九
六
年
五
月
二
九
日
オ
ー
ス
ト
リ
ア
最
高
裁
判
所
（3O

b2004/96v

）, S
Z
 67/127

を
参

照
。
消
費
者
保
護
法
第
六
条
に
お
い
て
も
同
様
の
見
解
が
取
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、B

ydlinski, P
eter, B

ürg. R
echt B

d. I: A
llg. T

eil, 

6. A
ufl . 2013, R

n. 7/44

を
見
れ
ば
分
か
る
。
た
だ
し
こ
の
文
献
は
通
説
を
当
然
の
こ
と
な
が
ら
批
判
し
て
い
る
。
と
も
か
く
指
令
の
適
用
範
囲
に

お
い
て
は
、
国
内
の
裁
判
所
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
上
、
条
項
が
効
力
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
を
職
権
を
も
っ
て
考
量
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ

に
関
し
て
、K

athrein, G
eorg, in: K

oziol/B
ydlinski/B

ollenberger, A
B
G
B
, 3. A

ufl . 2010, §
 6 K

S
chG

 R
n. 5

を
参
照
。

（
35
） 

一
九
九
七
年
一
二
月
四
日
連
邦
裁
判
所
（V
II Z

R
 187/96

）, N
JW

-R
R
 1998, 594, 595

参
照
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
約
款
使
用
者
は
条
項
の

無
効
を
援
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
今
日
で
は
、
民
法
典
に
お
い
て
消
費
者
を
不
利
益
に
取
り
扱
う
あ
る
特
定
の
規
定
を
事
業
者
が
援
用
で
き
な

い
と
す
る
表
現
も
部
分
的
に
見
受
け
ら
れ
る
│
民
法
典
第
四
七
五
条
第
一
項
参
照
。

（
36
） 

無
効
の
理
由
を
逐
一
論
述
す
る
こ
と
は
、
こ
の
講
演
の
範
囲
を
遥
か
に
超
え
て
し
ま
う
。
連
邦
裁
判
所
及
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
最
高
裁
判
所
が
ド

イ
ツ
及
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
最
終
修
復
条
項
を
無
効
だ
と
判
断
す
る
論
法
に
つ
い
て
、S

chrader, P
aul, w

obl 2013, 127

の
比
較
法
的
記
述
を
参

照
。

（
37
） 

こ
れ
に
関
し
て
ド
イ
ツ
法
に
つ
い
て
は
、H

einrichs, H
elm

ut, in: 10 Jahre A
G
B
-G

esetz, 1987, S
. 23, 35

を
参
照
。H

einrichs

は
、

立
法
者
は
部
分
的
に
条
項
禁
止
に
違
反
す
る
普
通
取
引
約
款
の
問
題
を
全
く
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
述
べ
る
。

（
38
） 

と
り
わ
け
、
判
例
は
ほ
ぼ
例
外
な
く
し
て
効
力
維
持
的
縮
小
解
釈
を
禁
止
す
る
。
他
方
で
、
文
献
で
は
注
目
に
値
す
る
反
対
の
立
場
が
有
力
に

な
っ
て
き
て
い
る
。
見
解
の
状
況
に
関
し
て
、U

ff m
ann, K

atharina, D
as V

erbot der geltungserhaltenden R
eduktion, 2010, S

. 2 f.

を
参

照
。
縮
小
解
釈
を
禁
止
す
る
判
例
の
原
点
と
し
て
、
主
にB

G
H
Z
 84, 109

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
判
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
連
邦
裁
判
所
は

そ
れ
以
前
か
ら
幾
度
と
な
く
、
条
項
を
補
充
的
な
契
約
解
釈
に
よ
っ
て
、
一
方
で
約
款
使
用
者
に
で
き
る
限
り
有
利
に
、
他
方
で
法
的
に
許
容
さ
れ

る
ぎ
り
ぎ
り
の
範
囲
に
理
解
す
る
こ
と
は
、
裁
判
官
の
役
目
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
│
一
九
七
八
年
一
二
月
一
〇
日
連
邦
裁
判
所
（V

II 

一
五
〇



ド
イ
ツ
私
法
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
私
法
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
に
お
い
て
予
防
目
的
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る

例
と
し
て
の
消
費
者
契
約
及
び
普
通
取
引
約
款
に
お
け
る
濫
用
条
項
の
無
効
（
永
田
（
誠
）・
永
田
（
洋
））

（
一
六
〇
七
）

Z
R
 220/77

）, B
G
H
Z
 72, 206, 208

│B
G
H
Z
 62, 323, 327

を
引
用
し
て
い
る
│
等
を
参
照
。

（
39
） 

違
約
金
の
減
額
を
明
示
的
に
判
断
し
た
例
と
し
て
、
一
九
八
三
年
四
月
一
三
日
オ
ー
ス
ト
リ
ア
最
高
裁
判
所
（1O

b581/83

） S
Z
 56/62 = 

JB
l 1983, 534

│B
ydlinski, F

ranz

の
評
釈
。
さ
ら
に
、
一
九
九
六
年
五
月
二
九
日
オ
ー
ス
ト
リ
ア
最
高
裁
判
所
（3O

b2004/96v

）, S
Z
 67/127

及
び
そ
こ
に
掲
げ
て
あ
る
文
献
も
参
照
。
他
の
文
献
で
は
異
な
る
見
解
も
部
分
的
に
見
受
け
ら
れ
る
│F

itz, H
anns, F

estschrift für S
chnorr, 

1988, S
. 645

参
照
。

（
40
） 

特
に
、
二
〇
〇
八
年
八
月
五
日
オ
ー
ス
ト
リ
ア
最
高
裁
判
所
（7O

b179/03d

）, S
Z
 2003/91

（
傍
論
）、L

eitner, M
ax, Ö

JZ
 2002, 711

。

B
ydlinski, P

eter, B
ürg. R

echt B
d. I: A

llg. T
eil, 6. A

ufl . 2013, R
n. 7/9

は
こ
れ
に
批
判
的
で
あ
る
。

（
41
） 

指
令
第
七
条
第
一
項
及
び
検
討
理
由
第
二
四
か
ら
そ
の
こ
と
が
伺
え
る
。

（
42
） 

二
〇
一
二
年
六
月
一
四
日
欧
州
司
法
裁
判
所
（C

-618/10

）「B
anco E

spañol de C
rédito, S

A
/Joaquín C

alderón C
am

ino

」。
こ
れ
は
、

二
〇
一
三
年
五
月
三
〇
日
欧
州
司
法
裁
判
所
（C

-488/11

）「D
irk F

rederik A
sbeek B

russe/Jahani B
V

」
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
。

（
43
） 

前
掲
脚
注
（
42
）。

（
44
） 

例
え
ば
、
約
款
使
用
者
は
条
項
が
完
全
に
無
効
に
な
る
リ
ス
ク
を
負
う
（
い
わ
ゆ
る
使
用
者
の
リ
ス
ク
│A

ugenhofer, S
usanne, JZ

 2007, 

792, 794

を
参
照
）、
も
し
く
は
「
一
方
で
約
款
使
用
者
に
で
き
る
限
り
有
利
に
、
他
方
で
法
的
に
許
容
さ
れ
る
ぎ
り
ぎ
り
の
範
囲
に
、
普
通
取
引

約
款
を
見
出
す
こ
と
は
、
裁
判
官
の
役
目
で
は
な
い
」
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
（
一
九
八
二
年
五
月
一
七
日
連
邦
裁
判
所
﹇V

II Z
R
 316/81

﹈, 

B
G
H
Z
 84, 109, 117

）。
し
か
し
な
が
ら
私
の
考
え
で
は
、
ど
ち
ら
の
論
拠
も
縮
小
解
釈
の
禁
止
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
45
） 

賃
借
人
が
消
費
者
で
は
な
く
事
業
者
で
あ
る
場
合
、
不
相
当
／
重
大
な
不
利
益
を
認
め
る
た
め
の
前
提
が
異
な
る
か
と
う
い
う
問
題
は
こ
こ
で

は
取
り
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
46
） U
ff m

ann, K
atharina, D

as V
erbot der geltungserhaltenden R

eduktion, 2010, S
. 57 ff .

に
概
観
が
あ
る
。

（
47
） 

特
に
、
一
九
九
七
年
九
月
一
〇
日
連
邦
裁
判
所
（V

III A
R
Z
 1/97

）, B
G
H
Z
 136, 314, 322

、
二
〇
一
三
年
一
〇
月
一
〇
日
連
邦
裁
判
所

（III Z
R
 325/12

）, M
D
R
 2013, 1388

。
連
邦
裁
判
所
は
、
普
通
取
引
約
款
法
施
行
直
後
に
こ
の
道
を
歩
ん
だ
│
一
九
八
一
年
一
〇
月
七
日
連
邦

裁
判
所
（V

III Z
R
 214/80

）, N
JW

 1982, 178, 181

及
びS

chm
idt, H

arry, V
ertragsfolgen der N

ichteinbeziehung und der U
nw

irksam
keit 

一
五
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
〇
八
）

A
llg. G

eschäftsbedingungen, 1986, S. 69 in F
n. 99

に
お
け
る
広
範
な
文
献
を
参
照
。

（
48
） 

例
え
ば
使
用
貸
借
法
で
広
範
に
使
用
さ
れ
て
い
る
修
復
条
項
に
お
い
て
。H
äublein, M

artin, in: M
ünchener K

om
m
entar zum

 B
G
B
, 6. 

A
ufl . 2012, §

 535 R
n. 122

を
参
照
。

（
49
） 
こ
れ
に
関
し
て
は
、
比
較
的
新
し
い
二
〇
一
三
年
一
月
二
三
日
連
邦
裁
判
所
（V

III Z
R
 80/12

）, N
JW

 2013, 991

を
参
照
。

（
50
） 

全
体
の
一
部
分
（pars pro toto

）
と
し
て
、U

ff m
ann, K

atharina, D
as V

erbot der geltungserhaltenden R
eduktion, 2010, S

. 147 

f.

及
び
各
所
の
広
範
な
文
献
を
参
照
。

（
51
） 

こ
れ
は
、
と
り
わ
け
当
時
の
ド
イ
ツ
普
通
取
引
約
款
法
と
フ
ラ
ン
ス
法
が
歩
み
寄
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
│B

asedow
, Jürgen, in: 

M
ünchener K

om
m
entar zum

 B
G
B
, 6. A

ufl age 2012, §
 310 R

n. 67

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
ド
イ
ツ
の
文
献
に
お
い
て
は
、
指
令

の
法
政
策
的
な
目
標
に
つ
い
て
の
重
要
な
結
論
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
│M

iethaner, T
obias, A

G
B
-K

ontrolle versus 

Individualvereinbarung, 2010, S
. 103

。
即
ち
、
弱
者
を
一
括
し
て
保
護
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

一
五
二



英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺
（
加
藤
・
菊
池
）

（
一
六
〇
九
）

英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺

│
「
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
に
お
け
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
教
育
に
学
ぶ
」

│

Ａ
・
Ｖ
・
ダ
イ
シ
ー　

著

加　

藤　

紘　

捷　
　

訳

菊　

池　

肇　

哉　
　
　

訳
者
解
題

本
稿
で
翻
訳
の
対
象
に
し
た
の
は
、
一
八
九
九
年
の
十
一
月
に
英
国
の
雑
誌
で
あ
るT

he C
ontem

porary R
eview

誌
に
掲
載
さ
れ

た
Ａ
・
Ｖ
・
ダ
イ
シ
ー
の
論
文
（
原
題
）“T

he T
eaching of E

nglish L
aw
 at H

arvard ”

で
あ
る
。
原
文
か
ら
は
単
に
「
ハ
ー
ヴ
ァ
ー

ド
に
お
け
る
英
国
法
教
育
」
と
訳
す
べ
き
で
あ
る
が
、
内
容
を
取
っ
て
こ
の
よ
う
に
訳
し
た
。
一
つ
に
は
、
当
論
文
の
テ
ー
マ
は
、
ア
メ

（
i）

一
五
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
一
〇
）

リ
カ
の
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
に
お
け
る
教
育
で
あ
る
の
に
、
な
ぜ
英
国
法
を
教
授
し
て
い
る
の
か
と
い
う
読
者
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
で

あ
り
、
英
米
法
と
い
う
用
語
は
避
け
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
い
う
語
を
使
用
し
た
。
ま
た
、
本
邦
で
は
英
国
法
と
い
う
表
現
は
ほ
と
ん
ど
姿

を
消
し
て
い
る
と
い
う
事
情
も
あ
る
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
一
九
世
紀
末
か
ら
一
九
三
〇
年
代
当
時
の
ア
メ
リ
カ
及
び
英
国
の
法
学
者
は
、
ア
メ
リ
カ
法A

m
erican L

aw

と

い
う
表
現
を
ほ
と
ん
ど
使
用
せ
ず
、「
英
国
法
」
と
い
う
表
現
を
好
ん
で
使
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
方
で
、
周
知
の
通
り
、
当
時
の
ア
メ

リ
カ
法
は
既
に
、
英
国
法
と
独
立
し
た
重
要
な
差
異
を
含
ん
で
い
た
。
こ
の
事
は
、
国
民
法
や
国
家
主
権
に
対
す
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
法
学

者
の
自
ら
の
法
体
系
に
対
す
る
（
大
陸
法
と
は
お
そ
ら
く
は
異
な
る
）
自
意
識
の
問
題
と
し
て
、
将
来
の
研
究
・
分
析
の
対
象
と
も
な
り
え

よ
う
。

ま
た
、
そ
の
一
方
で
、
当
論
文
は
、
先
に
訳
出
し
た
ダ
イ
シ
ー
の
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
教
授
就
任
論
文
「
英
国
法
は
大
学
で
教
え
る
こ
と
は
可

能
か
？
」
の
内
容
を
明
確
に
受
け
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、
論
文
の
連
続
性
を
示
す
た
め
に
は
、
原
題
通
り
、「
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
に
お
け

る
英
国
法
教
育
」
と
し
た
方
が
、
各
種
論
文
相
互
間
の
相
関
関
係
が
明
確
に
な
り
、
通
り
が
良
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
存
在
し
て
い
る
。

当
訳
文
を
読
む
際
の
「
英
国
法
」
の
含
意
に
、
読
者
諸
賢
の
問
題
意
識
を
乞
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
論
文
が
生
み
出
さ
れ
た
背
景
に
は
ダ
イ
シ
ー
の
次
の
経
験
が
あ
る
。
ダ
イ
シ
ー
は
一
八
九
八
年
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
学
長

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
エ
リ
オ
ッ
トC

harles E
liot

（M
arch 20, 1834 ‒ A

ugust 22, 1926

）
の
要
請
に
よ
り
、
同
学
に
招
聘
さ
れ
、
同
大
学
の

学
生
に
向
け
て
同
年
一
〇
月
か
ら
一
一
月
に
か
け
て
英
国
法
を
講
じ
た
。
コ
ス
グ
ロ
ー
ブ
に
よ
れ
ば
、
ダ
イ
シ
ー
は
当
時
「
比
較
憲
法
論
」

の
構
想
に
行
き
詰
ま
っ
て
お
り
、
エ
リ
オ
ッ
ト
が
そ
れ
に
対
し
気
分
転
換
と
し
て
十
九
世
紀
に
お
け
る
法
と
世
論
の
関
係
を
ハ
ー
ヴ
ァ
ー

ド
で
講
義
す
る
こ
と
を
薦
め
た
と
さ
れ
る
。
周
知
の
通
り
、
後
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
於
け
る
五
年
間
の
講
義
に
よ
る
洗
練
を
経
て

（
ii）

（
iii）

一
五
四



英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺
（
加
藤
・
菊
池
）

（
一
六
一
一
）

『
法
律
と
世
論
』
と
し
て
一
九
〇
五
年
に
公
刊
の
日
の
目
を
見
た
の
は
当
講
義
で
あ
る
。
こ
こ
で
訳
出
し
た
論
文
は
、
そ
こ
で
の
経
験
に

基
づ
い
て
、
翌
一
八
九
九
年
の
十
一
月
に
上
に
述
べ
た
英
国
の
雑
誌T

he C
ontem

porary R
eview

誌
に“T

he T
eaching of E

nglish 

L
aw
 at H

arvard ”

と
し
て
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
論
文
は
、
翌
一
九
〇
〇
年
一
月
、H

arvard L
aw
 R
eview

第
五
号
に
同
名

の
タ
イ
ト
ル
で
掲
載
さ
れ
た
。
当
訳
文
に
あ
た
り
、
日
本
大
学
経
済
学
部
所
蔵
の
一
八
九
九
年
刊C

ontem
porary R

eview

誌
の
論
文

を
使
用
し
な
が
ら
も
、
確
認
の
た
め
同
大
学
法
学
部
所
蔵
のH
arvard L

aw
 R
eview

の
リ
プ
リ
ン
ト
版
を
底
本
と
し
た
。
両
者
に
は

二
ヶ
月
間
と
い
う
時
期
の
近
接
性
か
ら
、
当
時
は
船
便
で
あ
っ
た
事
を
考
慮
す
る
と
再
掲
載
で
あ
り
な
が
ら
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
原
稿
を

送
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

既
に
、
我
々
は
前
稿
で
ダ
イ
シ
ー
の
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
教
授
位
着
任
記
念
論
文
「
英
国
法
は
大
学
で
教
え
る
こ
と
が
可
能
か
？
」
と
二
六
年

後
の
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
教
授
位
離
任
記
念
論
文
「
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
『
英
法
釈
義
』」
を
訳
出
し
て
き
た
。
両
者
と
も
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
大
学

教
育
に
根
付
か
せ
る
と
い
う
「
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
教
授
位
」
職
責
に
応
じ
た
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
教
育
改
革
論
」
も
し
く
は
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の

学
識
化
・
法
科
学
化
論
」
と
も
い
う
べ
き
特
質
が
極
め
て
色
濃
い
こ
と
を
指
摘
し
、
両
者
を
阿
形
吽
形
に
例
え
た
。
本
稿
に
訳
出
す
る
ダ

イ
シ
ー
論
文
は
、
彼
の
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
教
授
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
の
丁
度
中
頃
に
属
す
る
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
就
任
後
一
七
年
に
発
表

し
た
「
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
に
お
け
る
英
国
法
教
育
」
で
あ
る
。

前
稿
「
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
に
お
け
る
英
国
法
教
育
」
に
お
け
る
解
題
中
で
説
明
し
た
通
り
、
伝
統
的
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
実
務
法
曹

教
育
を
担
っ
て
き
た
の
は
法
曹
学
院Inns of C

ourt

で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
上
辺
だ
け
の
記
念
講
義
の
ほ
か
、
現
在
で
言
う
Ｏ
Ｊ
Ｔ

（O
n the Job T

raining

）
に
あ
た
る
「
弁
護
士
事
務
所
で
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グR

eading in C
ham
bers

」
の
類
し
か
一
九
世
紀
に
は
存
在
し

な
か
っ
た
。
オ
ッ
ク
ス
ブ
リ
ッ
ジ
を
代
表
と
す
る
大
学
に
お
け
る
「
学
問
・
科
学
」
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
教
育
の
導
入
は
、
ブ
ラ
ッ

（
iv）

一
五
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
一
二
）

ク
ス
ト
ン
に
よ
る
『
英
法
釈
義
』
が
一
時
的
に
成
功
を
収
め
た
の
も
束
の
間
、
本
来
、
法
廷
弁
護
士
は
「
弁
論
家narratores

」
で
あ
り

大
学
で
は
古
典
教
養
を
学
ぶ
べ
き
で
あ
っ
て
、
大
学
で
何
年
も
職
業
訓
練
を
す
る
な
ど
無
意
味
で
あ
る
と
の
風
潮
も
強
か
っ
た
た
め
、

一
九
世
紀
中
に
何
度
も
司
法
教
育
改
革
を
し
た
も
の
の
、
ダ
イ
シ
ー
ら
の
世
代
以
降
に
至
る
ま
で
、
成
功
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
現
在

で
こ
そ
、
英
語
圏
の
ど
の
大
学
で
も
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
大
学
で
学
習
し
、
そ
の
学
位
を
取
る
の
が
キ
ャ
リ
ア
上
当
た
り
前
と
な
っ
て
い

る
が
、
そ
れ
は
、
英
国
で
は
決
し
て
当
然
の
事
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
。

前
稿
「
英
国
法
は
大
学
で
教
え
る
こ
と
が
可
能
か
？
」
の
解
題
中
で
、
我
々
は
二
六
年
と
い
う
長
い
年
月
に
も
か
か
わ
ら
ず
ダ
イ
シ
ー

の
一
九
世
紀
当
時
の
英
国
法
学
の
状
況
把
握
は
、
多
少
の
精
緻
化
を
含
み
な
が
ら
一
貫
し
て
い
る
こ
と
に
驚
き
を
も
っ
て
言
及
し
た
が
、

当
論
文
で
も
問
題
意
識
の
継
続
性
は
明
確
で
あ
り
、
論
文
冒
頭
で
、「
英
国
法
は
大
学
で
教
え
る
こ
と
が
可
能
か
？
」
を
引
用
し
論
を
進

め
て
お
り
、
こ
こ
で
も
議
論
に
一
貫
性
・
継
続
性
が
感
知
さ
れ
る
。

ダ
イ
シ
ー
は
、
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
教
授
位
の
辞
任
と
も
に
直
ち
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
を
去
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
後
三
年
、
徳
俵
の
よ
う

に
別
の
「
国
際
私
法
」
を
講
ず
る
教
授
職
に
つ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
の
記
念
論
文
が
「
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
お
け
る
法
学
教
育
の

拡
張“T

he E
xtension of L

aw
 T
eaching at O

xford ”
」
で
あ
り
、
こ
れ
も
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
・
ロ
ー
・
レ
ヴ
ュ
ー
に
一
九
一
〇
年
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
提
案
さ
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
革
案
を
受
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
本
稿
の
タ
イ
ト
ル
を
か
ら
、
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
当
論
文
を
「
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
に
お
い
て
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
・

ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
の
英
国
法
教
育
を
褒
め
称
え
た
ダ
イ
シ
ー
の
着
任
記
念
講
演
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
理
解
を

仄
め
か
す
先
行
研
究
は
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
し
か
し
、
当
論
文
は
、
そ
う
で
は
な
く
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
学
生
に
あ
て
て

な
さ
れ
た
講
演
と
い
う
形
で
、「
ア
メ
リ
カ
の
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
・
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
に
よ
る
英
国
法
教
育
か
ら
、
英
国
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド

（
v
）

（
vi）

（
vii）

一
五
六



英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺
（
加
藤
・
菊
池
）

（
一
六
一
三
）

大
学
法
学
部
の
我
々
の
学
べ
る
こ
と
は
な
に
か
？
」
と
い
う
視
点
で
、
書
か
れ
て
い
る
。
ダ
イ
シ
ー
自
身
も
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
本
講
演
に
お
け
る
私
の
目
的
は
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
に
お
け
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
教
育
の
現
状
及
び
特
質
を
詳
説
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に

よ
り
そ
の
成
功
の
原
因
を
説
明
し
た
上
で
、
も
し
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
に
お
け
る
経
験
か
ら
我
々
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
ロ
ー
・
ス
ク
ー

ル
が
学
び
得
る
教
訓
が
（
仮
に
も
し
あ
る
な
ら
）
何
で
あ
る
か
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。」

本
論
文
の
特
質

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
と
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
：
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
教
授
位
と
デ
ー
ン
教
授
位
：

近
代
英
米
法
の
ル
ー
ツ
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
「
科
学
化
」

そ
れ
で
は
ダ
イ
シ
ー
は
こ
の
論
文
を
通
じ
て
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
の
法
学
教
育
か
ら
何
を
学
ぶ
べ
き
だ
と
い
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
論
文
で
ま
ず
ダ
イ
シ
ー
は
、
一
六
年
前
の
一
八
八
三
年
の
自
身
の
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
教
授
就
任
記
念
論
文
で
理
論
的
に
論
じ
た
「
英
国
法
は

大
学
で
教
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
？
」
と
い
う
命
題
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
体
系
的
把
握
と
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー

ド
大
学
に
お
け
る
教
育
は
初
代
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
教
授
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
に
よ
り
先
鞭
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
実
務
教
育
は
法
曹

学
院
で
徒
弟
的
に
行
わ
れ
る
と
い
う
伝
統
が
ま
だ
ま
だ
強
く
、
十
九
世
紀
中
な
ん
ど
も
試
み
ら
れ
た
法
学
教
育
改
革
に
も
関
わ
ら
ず
形
骸

化
し
て
い
た
。
そ
の
流
れ
を
変
え
た
の
が
一
八
八
三
年
の
ダ
イ
シ
ー
の
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
教
授
位
就
任
と
そ
の
同
僚
た
る
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
ー
ド
フ
、

ア
ン
ソ
ン
、
ホ
ラ
ン
ド
ら
の
協
力
で
あ
っ
た
。

一
五
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
一
四
）

ダ
イ
シ
ー
は
、
本
論
文
冒
頭
で
「
英
国
法
が
大
学
で
教
育
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
経
験
に
よ
り
確
信
的
で

あ
り
真
実
で
あ
る
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
英
国
に
お
い
て
は
、
未
だ
そ
れ
は
「
二
律
背
反
」
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て

い
る
と
す
る
。
ダ
イ
シ
ー
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
お
け
る
「
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
教
授
位V

iner P
rofessorship

」
と
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー

ド
大
学
に
お
け
る
「
デ
ー
ン
教
授
位D

ane P
rofessorship

」
と
を
並
置
・
同
格
化
す
る
。
実
は
、
ダ
イ
シ
ー
が
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に

お
け
る
自
己
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
教
育
改
革
を
実
行
す
る
上
で
、
模
範
と
し
た
の
は
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
・
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
に
お
け
る
ス

ト
ー
リ
ー
以
来
の
中
興
の
祖
で
あ
っ
た
ラ
ン
グ
デ
ル
の
一
八
七
〇
年
か
ら
の
改
革
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ダ
イ
シ
ー
の
英
国
に
お
け
る
改

革
を
一
三
年
先
取
り
し
て
お
り
、
ラ
ン
グ
デ
ル
自
身
の
言
は
、
本
論
文
で
長
く
引
用
さ
れ
る
。
ラ
ン
グ
デ
ル
は
ケ
ー
ス
・
メ
ソ
ッ
ド
の
創

始
者
で
あ
り
、
か
つ
、「
科
学
と
し
て
の
法
学law
 as science

」
の
唱
道
者
で
も
あ
っ
た
。

「
科
学
と
し
て
の
法
学
」
論
は
、
な
に
も
、
ア
メ
リ
カ
の
み
の
特
質
で
は
な
く
、
ダ
イ
シ
ー
に
影
響
を
与
え
た
一
八
六
一
年
の
メ
イ
ン

『
古
代
法
』
第
一
章
の
中
で
著
者
に
よ
り
す
で
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。

「
そ
れ
ら
原
初
的
司
法
概
念
に
対
し
て
、
概
し
て
、
極
め
て
皮
相
的
な
調
査
し
か
許
し
て
こ
な
か
っ
た
拙
速
さ
及
び
偏
見
と
い
う
も
の

に
鑑
み
れ
ば
、「
法
律
学
と
い
う
科
学the science of jurisprudence

」
が
未
だ
不
満
足
な
状
況
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
と
の
謗
り
を

ま
ぬ
か
れ
え
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
観
察observation
が
仮
説
的
提
言assum

ption

と
し
て
の
位
置
に
な
る
ま
で
は
、
法
学
者
の

探
究
と
い
う
も
の
は
、
物
理
学
者
や
生
理
学
者
の
探
究
と
同
様
に
遂
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
社
会
や
法
の
原
始
の
歴
史
と
い
う
も
の
に

関
し
て
、
自
然
法
論
や
社
会
契
約
論
と
い
っ
た
、
あ
り
そ
う
で
は
あ
り
理
解
も
し
う
る
が
全
く
実
証
を
経
て
い
な
い
諸
理
論
と
い
っ
た
も

の
が
、
普
遍
的
に
、
現
実
的
な
さ
め
た
研
究
に
対
し
て
﹇
目
下
の
と
こ
ろ
﹈
好
ま
れ
て
お
り
、
か
か
る
﹇
非
科
学
的
・
非
実
証
的
な
﹈
諸

理
論
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
よ
う
な
真
実
が
見
出
さ
れ
得
る
唯
一
の
﹇
実
証
的
歴
史
研
究
と
い
う
﹈
分
野
か
ら
注
意
を
逸
ら
さ
せ
る
こ
と

（
viii）

（
ix）

（
x
）

一
五
八



英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺
（
加
藤
・
菊
池
）

（
一
六
一
五
）

に
よ
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
一
旦
、
享
受
し
信
念
を
得
た
な
ら
、
後
代
の
発
展
段
階
の
法
律
学
に
対
し
て
極
め
て
現
実
的
か
つ
極
め
て
重
大

な
影
響
力
を
行
使
す
る
そ
の
影
響
力
を
通
じ
て
、
真
理
を
隠
蔽
す
る
も
の
で
あ
る
。」

し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
ラ
ン
グ
デ
ル
の
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
建
学
二
五
〇
周
年
記
念
講
演
（
一
八
八
七
年
）
に
お
け
る
図
書
館
論
に
よ
れ
ば
、

「
我
々
は
、
図
書
館
と
は
常
に
、
法
学
教
授
の
み
な
ら
ず
学
生
に
と
り
最
適
な
工
房
で
あ
り
、
科
学
者
や
物
理
学
者
に
と
っ
て
の
大
学
の

実
験
室
、
動
物
学
者
に
と
っ
て
の
自
然
史
博
物
館
、
植
物
学
者
に
と
っ
て
の
植
物
園
に
あ
た
る
も
の
が
、
我
ら
全
員
に
と
っ
て
の
図
書
館

で
あ
る
と
い
う
考
え
を
折
に
触
れ
、
新
た
に
し
て
参
り
ま
し
た
。」
と
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
自
然
科
学
」
に
模
倣
し
た
「
科
学
性
」
は
多
く
の
分
野
で
一
種
の
一
九
世
紀
的
時
代
精
神
で
も
あ
っ
た
。

特
筆
す
べ
き
は
、
こ
こ
で
の
「
科
学
と
し
て
の
法
学
」
の
内
実
中
に
大
陸
法
の
大
学
で
教
育
さ
れ
る
法
学
と
し
て
の
「
学
識
法L

earned 

L
aw
: D
roit S

avant, G
elehrtes R

echt
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
明
確
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ダ
イ
シ
ー
は
「
英
国
法
は
大

学
で
教
え
る
こ
と
が
可
能
か
？
」
に
お
い
て
、
大
学
で
教
え
ら
れ
る
べ
き
法
学
の
要
素
と
し
て
（
1
）「
法
全
体
の
体
系
的
把
握
及
び
論

理
一
貫
性
」、（
2
）「
法
原
則legal principle
」
の
強
調
、（
3
）「
法
律
用
語
の
定
義
の
明
確
化
」
を
挙
げ
た
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
こ

れ
ら
は
、
当
時
の
大
陸
法
学
に
み
ら
れ
る
特
徴
と
言
っ
て
よ
い
。
周
知
の
通
り
、
第
三
の
点
に
つ
い
て
は
。
二
〇
世
紀
に
は
自
由
法
学
派

か
ら
パ
ン
デ
ク
テ
ン
法
学
は
「
概
念
法
学
」
と
の
批
判
を
浴
び
る
が
、
極
め
て
一
九
世
紀
的
な
著
作
家
で
あ
っ
た
ダ
イ
シ
ー
に
は
、
そ
の

よ
う
な
欠
陥
は
ま
だ
必
ず
し
も
認
識
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。

ダ
イ
シ
ー
に
よ
れ
ば
、「
し
か
し
な
が
ら
、
仮
に
こ
れ
ら
三
者
（
メ
イ
ン
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
、
マ
コ
ー
レ
ー
）
の
影
響
は
「
大
学
教
授
の
教

育
」
の
影
響
を
「
間
接
的
に
」
例
示
す
る
も
の
で
し
か
な
い
と
い
わ
れ
る
な
ら
、
我
々
は
よ
り
広
い
見
解
を
持
つ
た
め
に
そ
の
視
座
を
広

げ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
ポ
テ
ィ
エP

othier

、
サ
ヴ
ィ
ニ
ーS

avigny

、
フ
ァ
ン
ゲ
ロ
ウV

angerow

、
マ
ン
チ
ー
ニM

ancini

、
ブ

（
xi）

（
xii）

一
五
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
一
六
）

ル
ン
チ
ュ
リB

luntschili

と
い
っ
た
令
名
は
、
海
外
の
法
学
者
に
よ
る
偉
大
な
作
品
を
想
起
す
る
に
十
分
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
教
説
の

結
果
も
し
く
は
体
現
で
あ
る
と
こ
ろ
の
各
種
「
理
論
書
」（treatises

）
及
び
「
法
典
」（codes

）
と
い
っ
た
も
の
は
、
多
く
の
場
合
、
多

か
れ
少
な
か
れ
、
彼
ら
の
「
講
義
」
か
ら
直
接
的
に
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
我
ら
が
視
点
を
よ
り
近
く
英
国
内
に
戻
し
そ

の
法
的
状
況
を
検
証
す
る
と
、
確
か
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
本
来
受
け
て
し
か
る
べ
き
そ
の
注
意
よ
り
遥
か
に
少
な
い
注
意
し
か
、
英
国

内
で
は
、
受
け
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。」
と
さ
れ
る
。

比
較
法
的
に
も
こ
の
点
は
極
め
て
重
要
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
の
理
解
に
は
英
国
憲
法
学
に
と
ど
ま
ら
ぬ
非
常
に
浩
瀚
な
視
点
が
必
要
と

さ
れ
る
。
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
ス
ト
ー
リ
ー
（
一
八
三
〇
年
代
か
ら
改
革
）
や
ラ
ン
グ
デ
ル
（
一
八
七
〇
年
代
か
ら
改
革
）
に
し
て
も
、
オ
ッ
ク

ス
フ
ォ
ー
ド
の
ダ
イ
シ
ー
（
一
八
八
〇
年
代
か
ら
改
革
）
に
し
て
も
、
一
九
世
紀
当
時
の
仏
民
法
典
（
一
八
〇
五
年
）
と
そ
の
解
釈
学
派
に
代

表
さ
れ
る
啓
蒙
的
理
性
的
フ
ラ
ン
ス
法
学
及
び
、
ド
イ
ツ
法
学
に
お
け
る
「R

echtsw
issenschaft

法
科
学
（
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
造
語
と
さ
れ

る
）」
論
を
自
覚
的
に
意
識
し
な
が
ら
、
土
着
法
、
職
業
法
と
し
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
学
術
化
、
大
学
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
編
入
、

す
な
わ
ち
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
教
育
の
近
代
化
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

一
方
で
、
フ
ラ
ン
ス
法
学
の
影
響
を
鑑
み
れ
ば
、
近
代
的
分
野
と
し
て
、
ポ
テ
ィ
エ
『
債
権
債
務
論
』
に
代
表
さ
れ
る
「
契
約
法
」
が
、

ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
ケ
ー
ス
・
メ
ソ
ッ
ド
に
よ
る
教
育
中
心
に
な
っ
た
事
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
一
九
世
紀
に
「
世
界
化
さ
れ
た
契
約

法
」
は
謂
わ
ば
新
し
い
「
実
定
法
ベ
ー
ス
に
基
づ
く
自
然
法
」（
内
部
矛
盾
を
含
む
言
葉
で
あ
る
が
：
ド
マ
の
「
法
論
」
な
ど
に
お
い
て
「
法
」

「
法
律
」
は
一
種
の
契
約
、
合
意
と
も
観
念
さ
れ
た
こ
と
も
想
起
さ
れ
た
い
。）
の
よ
う
な
機
能
を
有
し
て
い
た
。
ま
た
、
ス
ト
ー
リ
ー
や
ダ
イ

シ
ー
の
国
際
私
法
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
「
国
際
私
法
論
」
と
『
占
有
権
論
』
を
コ
モ
ン
・
ロ
ー
的
に
消
化
し
直
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

加
え
て
、
ダ
イ
シ
ー
に
影
響
を
与
え
た
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
「
法
理
学
」
は
、
チ
ボ
ー
の
「
論
理
的
法
解
釈
論
」
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
て
い

（
xiii）

（
xiv）

（
xv）

一
六
〇



英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺
（
加
藤
・
菊
池
）

（
一
六
一
七
）

る
。
も
っ
と
も
、
む
ろ
ん
、
か
か
る
知
的
交
流
が
大
陸
法
か
ら
英
米
法
へ
と
一
方
的
に
行
わ
れ
た
と
見
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
一
九
世
紀

に
お
け
る
英
国
国
制
論
や
「
議
会
制
度
」「
陪
審
制
度
」
な
ど
の
影
響
力
は
瞠
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
し
、
ベ
ン
サ
ム
の
難
渋
な
著
作
は

単
純
化
し
た
読
み
や
す
い
フ
ラ
ン
ス
語
版
で
こ
そ
初
め
て
人
口
に
膾
炙
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
殊
に
、
一
六
世
紀
以
降
成
立
し
た
「
国

民
法
学
」
の
「
学
識
化
」、「
近
代
化
」
に
関
す
る
限
り
、
英
米
法
は
大
陸
法
を
範
型
と
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

大
学
制
度
が
近
代
国
家
に
取
り
込
ま
れ
て
い
く
に
際
し
て
、
経
験
主
義
的
な
「
判
例
法
」
に
基
礎
を
お
き
、
職
業
集
団
に
よ
る
徒
弟
制

教
育apprenticeship
に
任
さ
れ
て
き
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
教
育
と
い
う
も
の
を
大
学
が
受
け
持
ち
国
家
統
制
す
べ
き
か
と
、
い
う
な
れ
ば

本
来
は
仲
間
団
体
内
の
親
方
資
格
に
近
い
存
在
で
あ
っ
た
「
弁
護
士
資
格
」
を
「
国
家
資
格
」「
国
家
試
験
」
と
し
て
統
一
化
す
る
か
と

い
う
問
題
が
ア
メ
リ
カ
で
も
英
国
で
も
も
ち
あ
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
解
決
に
関
し
て
は
、
実
務
法
曹
と
い
うprofession

の

長
い
伝
統
を
引
き
ず
る
英
国
の
方
が
遥
か
に
立
ち
遅
れ
て
い
た
。

英
国
で
は
、
既
に
初
代
ヴ
ァ
ィ
ナ
ー
教
授
で
あ
る
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
に
よ
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
大
学
教
育
の
先
鞭
が
つ
け
ら
れ
た
が
、

以
降
、
ダ
イ
シ
ー
の
登
場
ま
で
は
同
教
授
位
は
有
名
無
実
化
さ
れ
て
お
り
、
教
育
改
革
は
進
ま
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
に

お
い
て
初
代
デ
ー
ン
教
授
に
任
命
さ
れ
た
ス
ト
ー
リ
ー
の
改
革
は
、
一
八
二
九
年
に
始
ま
り
、
一
定
の
成
果
を
見
せ
、
一
九
世
紀
中
葉
に

は
一
時
停
滞
し
た
も
の
の
、
一
八
七
〇
年
か
ら
の
ラ
ン
グ
デ
ル
の
デ
ー
ン
教
授
就
任
に
よ
り
更
な
る
飛
躍
的
発
展
を
遂
げ
て
い
た
。

当
論
文
で
ダ
イ
シ
ー
自
身
に
引
用
さ
れ
て
い
る
一
八
八
七
年
の
ラ
ン
グ
デ
ル
に
よ
る
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
建
学
二
五
〇
年
祭
に
お
け
る

「
記
念
講
演A
ddress

」（
当
講
演
は
ラ
ン
グ
デ
ル
の
ケ
ー
ス
・
メ
ソ
ッ
ド
に
関
し
て
必
ず
引
用
さ
れ
る
有
名
な
作
品
で
あ
る
。
前
掲
注（
ix
）松
浦
論
文

参
照
。）
の
別
の
一
部
分
（
当
ダ
イ
シ
ー
論
文
で
は
引
用
さ
れ
ず
）
を
見
て
み
よ
う
。

「
当
時
（
※
ラ
ン
グ
デ
ル
の
デ
ー
ン
教
授
位
就
任
記
念
講
演
時
：
一
八
七
〇
年
）
は
、
英
語
圏
に
お
け
る
法
学
教
育
の
「
非
典
型
性
」
と
い
う

一
六
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
一
八
）

も
の
に
注
意
を
喚
起
い
た
し
た
。
そ
の
非
典
型
性
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
英
語
圏
諸
国
に
お
き
ま
し
て
は
、
法
学
識
と
い
う
の
は
、
概
し

て
、
法
実
務
及
び
司
法
、
も
し
く
は
、
そ
れ
ら
と
の
接
触
を
通
じ
て
初
め
て
取
得
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
他
の
全
て
の
キ
リ
ス
ト
教
圏
諸

国
に
お
き
ま
し
て
は
、
法
は
常
に
大
学
に
お
い
て
教
授
学
・
学
習
さ
れ
て
き
た
と
い
う
事
で
す
。
そ
の
折
に
、
大
胆
に
も

4

4

4

4

私
は
、
本
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
の
法
学
教
育
の
真
の
利
益
の
た
め
に
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
我
々
は
最
早
、
英
国
の
足
跡
を
辿
る
の
を
や
め
、
英
国
以

外
の
文
明
圏
諸
国
と
調
和
的
に
な
る
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
を
表
明
し
た
。」（
傍
点
訳
者
）

上
記
で
、
明
確
に
ラ
ン
グ
デ
ル
は
、「
大
胆
に
も
」
と
留
保
し
つ
つ
も
、
英
国
法
型
法
学
教
育
を
捨
て
去
り
、
大
陸
法
型
法
学
教
育
へ

の
舵
取
り
を
模
索
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
ラ
ン
グ
デ
ル
は
一
八
七
〇
年
か
ら
一
八
九
五
年
の
長
期
（
歴
代
最
長
）
に
渡
っ
て
、

デ
ー
ン
教
授D

ane P
rofessor

と
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
・
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
の
学
長D

ean

を
務
め
た
が
、
ダ
イ
シ
ー
が
当
論
文
を
書
い
た

一
九
〇
〇
年
当
時
に
は
既
に
学
長
を
や
め
て
五
年
が
経
ち
、
一
八
九
五
年
か
ら
そ
の
死
の
一
九
一
〇
年
ま
で
デ
ー
ン
教
授
及
び
学
長
は
、

ラ
ン
グ
デ
ル
の
弟
子
の
エ
イ
ム
ズJam
es B
arr A

m
es

（June 22, 1846 ‒ January 8, 1910

）
が
務
め
て
い
た
。

ダ
イ
シ
ー
に
よ
れ
ば
、「
他
の
高
名
な
人
々
が
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
助
け
、
か
つ
、
そ
の
後
ろ
に
続
い
た
の
で
あ
る
が
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー

ド
に
お
け
る
法
学
教
育
の
「
中
興
の
祖
」、
も
し
く
は
、「
第
二
の
創
立
者
」
と
ま
で
我
々
が
言
っ
て
よ
い
の
は
ラ
ン
グ
デ
ル
教
授
で
あ
ろ

う
。
ラ
ン
グ
デ
ル
教
授
の
努
力
は
同
僚
た
る
ゼ
ア
ーT

hayer
、
グ
レ
イG

ray

、
エ
イ
ム
ズA

m
es

他
諸
氏
に
よ
り
気
高
く
も
支
援
を
受

け
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
諸
氏
は
み
な
、
英
国
の
教
養
あ
る
法
律
家
み
な
に
そ
の
名
や
作
品
が
知
ら
れ
て
お
り
、
完
全
な
成
功
を
収
め

て
い
る
。」
と
さ
れ
る
。

ダ
イ
シ
ー
の
当
論
文
と
同
じ
一
九
〇
〇
年
に
発
表
さ
れ
た
そ
の
エ
イ
ム
ズ
の
論
文
『
法
学
教
授
の
使
命T

he V
ocation of the L

aw
 

P
rofessor

』
で
は
、
英
国
の
教
育
改
革
と
と
も
に
ア
メ
リ
カ
の
法
学
教
育
の
実
情
と
有
り
得
べ
き
姿
が
語
ら
れ
て
お
り
、
ダ
イ
シ
ー
と

（
xvi）

（
xvii）

一
六
二



英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺
（
加
藤
・
菊
池
）

（
一
六
一
九
）

同
じ
問
題
関
心
が
読
み
と
れ
る
。
本
ダ
イ
シ
ー
論
文
の
み
な
ら
ず
、
エ
イ
ム
ズ
論
文
で
も
、
ど
こ
で
ア
メ
リ
カ
の
話
を
し
て
い
る
の
か
、

ど
こ
か
ら
英
国
の
話
が
始
ま
る
の
か
、
し
ば
し
ば
混
乱
す
る
ほ
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
ダ
イ
シ
ー
が
し
ば
し
ば
名
前
を
上
げ
る
証
拠
法
学
の

大
家
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ブ
ラ
ッ
ド
レ
ー
・
ゼ
ア
ーJam

es B
radley T

hayer

も
本
論
文
の
五
年
前
、
一
八
九
五
年
に
『
大
学
に
お
け
る
コ

モ
ン
・
ロ
ー
教
育T

eaching of E
nglish L

aw
 at U

niversities

』
と
い
う
同
趣
旨
の
論
文
を
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
・
ロ
ー
・
レ
ヴ
ュ
ー
に
書

い
て
お
り
、
ダ
イ
シ
ー
と
共
通
す
る
問
題
関
心
を
提
示
し
て
い
る
。

本
邦
で
、
我
々
が
所
謂
「
英
米
法
」、
す
な
わ
ちA
nglo A

m
erican L

aw

の
共
通
の
特
質
と
し
て
理
解
し
て
い
る
様
々
な
性
質
は
、

こ
の
よ
う
な
一
八
七
〇
年
代
か
ら
一
九
三
〇
年
代
に
ま
で
至
る
、
ダ
イ
シ
ー
や
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
ー
ド
フ
や
ホ
ー
ム
ズ
な
ど
と
の
交
流
か
ら
パ

ウ
ン
ド
へ
と
至
る
人
的
交
流
の
中
で
、
抽
出
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
ホ
ー
ム
ズ
『
コ
モ
ン
・
ロ
ーT

he C
om
m
on L

aw

（1881

）』

や
パ
ウ
ン
ド
『
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
精
神T
he S

pirits of the C
om
m
on L

aw

（1921

）』
な
ど
の
古
典
的
名
著
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
法

科
学
化
と
い
う
近
代
化
の
要
請
の
中
で
、
大
陸
法
と
比
較
・
対
決
し
て
い
く
渦
中
で
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
固
有
の
特
質
を
抽
出
し
、
描
か
れ

て
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
返
す
刀
で
、A

nglo A
m
erican L

aw

と
言
わ
れ
る
も
の
の
実
質
が
、
果
た
し
て
大
西
洋
を

挟
ん
で
英
国
と
ア
メ
リ
カ
の
内
に
ど
の
程
度
存
在
す
る
の
か
と
の
偏
差
と
同
一
性
の
難
問
を
我
々
の
喉
元
に
つ
き
つ
け
て
も
い
る
。
ハ
ー

ヴ
ァ
ー
ド
を
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
お
け
る
法
学
教
育
改
革
の
一
モ
デ
ル
と
し
て
提
示
し
よ
う
と
し
た
ダ
イ
シ
ー
の
本
論
文
も
、
か
か
る

国
際
的
思
潮
と
法
文
化
的
相
互
干
渉
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
中
で
位
置
付
け
が
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ダ
イ
シ
ー
論
文
に
は
、「
英
国
法
大
学
教
育
論
」
の
系
譜
と
い
う
べ
き
、
論
文
の
系
譜
が
存
在
し
、
そ
の
こ
と
は
、
彼
の
ヴ
ア
ィ
ナ
ー

教
授
位
の
職
責
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
本
解
題
で
は
、「
英
国
法
の
大
学
教
育
」
と
い
う
、
と
も
す
れ
ば
、
地
味
で
等
閑

視
さ
れ
が
ち
な
主
題
が
、
大
陸
法
と
英
米
法
の
比
較
法
学
に
と
っ
て
も
、
本
邦
英
米
法
学
の
講
学
上
の
基
礎
に
と
っ
て
も
一
大
鉱
脈
に
な

（
xviii）

（
xix）

（
xx）

一
六
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
二
〇
）

り
う
る
の
で
は
無
い
か
と
い
う
点
を
指
摘
さ
せ
て
頂
き
た
い
。
ダ
イ
シ
ー
に
よ
る
「
英
国
国
制
史
」
か
ら
抽
出
さ
れ
た
原
則
に
則
し
た

「
不
文
憲
法
習
律
」
の
実
定
法
化
に
よ
る
「
英
国
憲
法
学
」
の
創
設
や
、
大
英
帝
国
の
取
引
準
拠
法
と
し
て
の
契
約
法
延
長
と
し
て
の

「
英
国
流
国
際
私
法
の
構
築
」
は
か
か
る
文
脈
を
離
れ
て
は
あ
り
得
な
い
。
先
例
が
あ
ま
り
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
か
ら
の
「
新
し
い
法
学
」

の
創
造
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
ダ
イ
シ
ー
の
無
人
の
荒
野
を
渉
猟
せ
ん
と
す
る
「
進
取
の
精
神
」
が
感
じ
ら
れ
る
。

む
ろ
ん
、
複
雑
な
原
典
の
価
値
は
か
か
る
視
点
の
み
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
評
価
は
、
読
者
諸
賢
各
自
の
読
後
感
に
委
ね
た
い
。

（
i
） A

. V
. D
icey, “T

he T
eaching of E

nglish L
aw
 at H

arvard”, T
h

e C
on

tem
porary R

eview
, 76 

（N
ov., 1899

）, pp. 742-58, Ibid, 

H
arvard L

aw
 R
eview

, N
o. 5. V

ol 13, 

（Jan., 1900

）, pp. 422-440.

（
ii
） C

osgrove 

（1980

）, pp. 170-1.
こ
の
時
の
講
義
は
後
に
ダ
イ
シ
ー
の
代
表
作
の
一
つ
『L

ectures on the R
elation betw

een L
aw
 and 

P
ublic O

pinion in E
ngland during the N

ineteenth C
entury

一
九
世
紀
英
国
に
お
け
る
法
と
世
論
の
関
係
性
に
関
す
る
講
義
集
』（
初
版

一
九
〇
五
年；

第
二
版
最
終
版
一
九
一
四
年
）
と
し
て
結
実
し
た
。
清
水
金
次
郎
訳
・
菊
地
勇
夫
監
修
Ａ
・
Ｖ
・
ダ
イ
シ
ー
『
法
律
と
世
論
』（
法

律
文
化
社
：
一
九
七
二
年
）, p. 3

を
参
照
。

（
iii
） 

こ
の
構
想
は
未
完
の
ま
ま
終
わ
っ
た
も
の
のW

. F
. A
llison ed. O

xford
 E

d
ition

 of D
icey II: A

. V
. D
icey, C

om
parative 

C
on

stitu
tion

alisim
, 

（O
U
P
, 2013

）
と
し
て
近
時
公
刊
さ
れ
陽
の
目
を
見
た
。

（
iv
） 

加
藤
紘
捷
、
菊
池
肇
哉
「
英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺
│
Ａ
・
Ｖ
・
ダ
イ
シ
ー
「
英
国
法
は
大
学
で
教
え
る
こ
と
が
可
能

か
？
」『
日
本
法
学
』
第
八
〇
巻
第
一
号, 

（2014, 6

）, pp. 85-141;
「
英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺
│
Ａ
・
Ｖ
・
ダ
イ
シ
ー
「
ブ

ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
英
法
釈
義
」」『
日
本
法
学
』
第
七
八
巻
第
四
号, 

（2013, 3
）, pp. 65-118.

（
v
） 

深
尾
祐
造
「
一
九
世
紀
後
半
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
曹
養
成
制
度
の
展
開
と
そ
の
帰
結
：
セ
ル
ボ
ー
ン
卿
総
合
法
科
学
校
設
立
法
案
に
関
連
し
て
」

『
法
と
政
治
』
第
五
五
巻
三
号
（2004

）, pp. 307-359.

一
六
四



英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺
（
加
藤
・
菊
池
）

（
一
六
二
一
）

（
vi
） A

. V
. D
icey, “T

he E
xtension of L

aw
 T
eaching at O

xford”, H
arvard

 L
aw

 R
w

view
, 24 

（1910

）, pp. 1-5.
（
vii
） 

た
だ
し
、
か
か
る
講
演
は
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
の
「
着
任
記
念
演
説
」
と
し
て
、
存
在
し
た
可
能
性
が
高
い
が
公
刊
さ
れ
て

い
な
い
。（
ダ
イ
シ
ー
の
遺
言
執
行
人
で
あ
り
友
人
で
あ
り
そ
の
伝
記
作
家
で
も
あ
っ
た
ラ
イ
トR

ait

博
士
（R

obert S
. R
ait, M

em
orials of 

A
lbert V

en
n

 D
icey, bein

g ch
iefl y letters an

d
 d

iaries, 

（M
acm
illan, 1925

））
に
よ
り
ダ
イ
シ
ー
の
所
属
し
た
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
・

オ
ー
ル
・
ソ
ー
ル
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
・
コ
ド
リ
ン
ド
ン
図
書
館
に
生
前
の
手
稿
は
信
託
さ
れ
て
お
り
（D

icey P
apers in the C

odrington L
ibrary 

of A
ll S
ouls C

ollege, O
xford

）、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
は
あ
るW

. F
. A
llison ed, O

xford
 E

d
ition

 of D
icey I:T

h
e L

aw
 of th

e 

C
on

stitu
tion, 

（O
U
P
, 2013

）, p. vii.

（
viii
） 

七
代
目
の
ダ
イ
シ
ー
に
至
る
ま
で
の
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
教
授
位
の
軌
跡
に
つ
い
て
は
、H

arold G
renville H

anbury, T
h

e V
in

erian
 C

h
air 

an
d

 L
egal E

d
u

cation, 

（O
xford: O

U
P
, 1958

）, pp. 1-97.

を
参
照
。
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
教
授
位
を
ア
メ
リ
カ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
含
ん
だ
大
西
洋
的
、

国
際
的
視
点
で
分
析
し
た
貴
重
な
論
文
と
し
て
、M

. D
. G
ordon, “T

he V
inerian C

hair: A
n A
tlantic P

erspective”, in P
eter B

irks ed, 

T
h

e L
ife of th

e L
aw

: P
roceed

in
gs of th

e T
en

th
 B

ritish
 L

egal H
istory C

on
feren

ce O
xford

 1991, 

（L
ondon, 1993

）, pp. 195-209.

（
ix
） 

デ
ー
ン
教
授
位
及
び
ス
ト
ー
リ
ー
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
田
中
英
夫
『
ア
メ
リ
カ
法
の
歴
史
（
上
）』（
一
九
六
八
年
）, pp. 278-280. R

obert 

B
ocking S

teven, L
aw

 S
ch

ool: L
egal E

d
u

cation
 in

 A
m

erica from
 th

e 1850s to th
e 1980s, 

（T
he U

niversity of N
orth C

arolina 

P
ress, 1983

）.

（
x
） 

松
浦
好
治
「‘L
aw
 as S

cience’

論
と
一
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
法
思
想
（
一
）：
ラ
ン
グ
デ
ル
法
学
の
意
義
」『
中
亰
法
學
』, 16

（2

）（1981

）, pp. 

50-76; 

「‘L
aw
 as S

cience’

論
と
一
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
法
思
想
（
二
）：
ラ
ン
グ
デ
ル
法
学
の
意
義
」『
中
亰
法
學
』, 16

（4

）（1982

）, pp. 24-53; 

「‘L
aw
 as S

cience’

論
と
一
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
法
思
想
（
三
）：
ラ
ン
グ
デ
ル
法
学
の
意
義
」『
阪
大
法
学
』, 125 

（1982

）, pp. 51-86.

（
未
完
）

（
xi
） S
ir H
enry M

aine, T
h

e A
n

cien
t L

aw
, 

（L
ondon, E

verym
an’s L

ibrary ed, 1965

）, p. 3.

現
在
の
標
準
的
訳
で
あ
る
安
西
文
夫
訳
メ
イ
ン
『
古
代
法
』（
一
九
四
八
年
）
は
、
非
常
に
練
り
込
ん
だ
優
れ
た
味
の
あ
る
翻
訳
で
あ
る
も
の
の
、

こ
の
部
分
に
関
し
て
は
多
少
の
誤
訳
が
見
ら
れ
た
の
で
文
意
が
明
瞭
で
な
く
訳
し
直
し
た
。
大
陸
法
・
ロ
ー
マ
法
の
有
す
る
法
学
教
育
に
お
け
る
意

義
に
つ
い
て
、
メ
イ
ン
の
最
初
期
の
論
文
で
あ
るH

enry M
aine, R

om
an

 L
aw

 an
d

 L
egal E

d
u

cation, in C
am
bridge E

sssays, 

（C
U
P
, 

一
六
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
二
二
）

1856

）, pp. 1-29.

M
ichael H

. H
oefl ich, R

om
an

 an
d

 C
ivil L

aw
 an

d
 th

e D
evelopm

en
t of A

n
glo-A

m
erican

 Ju
rispru

d
en

ce in
 th

e N
in

eteen
th

 

C
en

tu
ry, 

（U
niversity of G

eorgia P
ress, 1997

）, p. 81.

（
xii
） P

eter S
tein, R

egu
lae Iu

ris, 

（E
dinburgh, 1966

）.

（
xiii
） 

加
藤
紘
捷
、
菊
池
肇
哉
「
英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺
│
Ａ
・
Ｖ
・
ダ
イ
シ
ー
「
英
国
法
は
大
学
で
教
え
る
こ
と
が
可
能

か
？
」『
日
本
法
学
』
第
八
〇
巻
第
一
号, 

（2014, 6

）, p. 122.

（
xiv
） 

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
と
同
概
念
に
つ
い
て
は
、
世
良
晃
志
郎
『
歴
史
学
方
法
論
の
諸
問
題
』（
木
鐸
社
：
一
九
七
三
年
）, pp. 23-4.

ド
イ
ツ
歴
史
学
派

の
ア
メ
リ
カ
法
学
へ
影
響
関
係
に
つ
い
て
の
近
時
の
研
究
と
し
て
、M

arthias R
eim
ann, H

istorisch
e S

ch
u

le u
n

d
 C

om
m

on
 L

aw
: D

ie 

d
eu

tsch
e R

ech
tsw

issen
sch

aft d
es 19. Jah

rh
u

n
d

erts im
 am

erikan
isch

en
 R

ech
tsd

en
ken, 

（B
erlin, 1993

）.

（
xv
） B

ernard S
chw
artz, T

h
e C

od
e N

apoleon
 an

d
 th

e C
om

m
on

-L
aw

 W
orld

: T
h

e S
esqu

icen
ten

n
ial L

ectu
res D

elivered
 at th

e 

L
aw

 C
en

ter of N
ew

 York U
n

iversity, D
ecem

ber 13-15, 1954.

（
xvi
） 

ゼ
イ
ヤ
、
サ
イ
ヤ
、
セ
イ
ヤ
、
セ
ア
と
も
。
田
中
英
夫
『
英
米
法
辞
典
』
で
は
サ
イ
ヤ
、
小
山
貞
夫
『
英
米
法
律
用
語
辞
典
』
で
は
「
セ
ア
の

推
定T

hayer P
resum

ption

」
を
扱
い
セ
ア
と
読
ま
れ
る
。
も
と
も
と
、「
民
衆
」
を
意
味
す
る
苗
字
で
英
語
のT

hey

と
同
語
源
で
あ
る
ら
し
い

の
で
経
験
か
ら
「
ゼ
ア
ー
」
と
読
む
。
し
か
し
、
つ
づ
り
字
か
らT

h

を
「
セ
」
と
澄
ん
で
読
む
人
物
も
多
い
。
中
間
の
音
はpain

の
「ai

エ
イ
」

と
同
じ
で
基
本
読
む
が
、
濁
音
と
と
も
に
は
実
際
は
聞
こ
え
な
い
場
合
も
多
い
の
で
、
ゼ
ア
ー
と
し
た
。

（
xvii
） Jam

es B
arr A

m
es, “T

he V
ocation of the L

aw
 P
rofessor”, T

h
e A

m
erican

 L
aw

 R
egister, 48, no. 3 

（1900, 3

）, pp. 129-146.

（
xviii
） Jam

es B
radley T

hayer, “T
he T

eaching of E
nglish L

aw
 at U

niversities”, H
arvard

 L
aw

 R
eview

, 9

（3

）（1895, 10

）, pp. 169-84.

（
xix
） 

ダ
イ
シ
ー
の
伝
記
研
究
者
で
あ
っ
た
コ
ス
グ
ロ
ー
ブ
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
を
出
発
点
と
し
て
、R

ichard C
osgrove, O

u
r L

ad
y th

e 

C
om

m
on

 L
aw

: A
n

 A
n

glo-A
m

erican
 L

egal C
om

m
u

n
ity 1870-1930, 

（N
ew
 Y
ork U

P
, 1986

）.

を
書
い
て
い
る
が
、
正
に
、
こ
こ
で
も
私

の
視
点
と
重
な
る
。
も
っ
と
も
当
書
は
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
い
。

（
xx
） 

英
国
法
と
ア
メ
リ
カ
法
の
偏
差
に
つ
い
て
は
、R

oscoe P
ound, “T

he D
evelopm

ent of A
m
erican L

aw
 and It’s D

eviation from
 

一
六
六



英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺
（
加
藤
・
菊
池
）

（
一
六
二
三
）

E
nglish L

aw
”, L

aw
 Q

u
arterly R

eview
, 67 

（January, 1951

）, pp. 49-66.

邦
語
訳
と
し
て
、
内
田
力
蔵
訳
パ
ウ
ン
ド
「
ア
メ
リ
カ
法
の
発
展

と
そ
の
イ
ギ
リ
ス
法
か
ら
の
離
脱
点
」、『
社
会
科
学
研
究
』
二
巻
三
号
（1950

）;

三
巻
二
号
、
三
号
（1951

）、『
内
田
力
蔵
著
作
集
第
三
巻
』（
信

山
社
：
二
〇
〇
六
年
）, pp. 317-377.

に
再
掲
。

一
六
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
二
四
）

英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺

「
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
に
お
け
る
英
国
法
教
育
に
学
ぶ
」

Ａ
・
Ｖ
・
ダ
イ
シ
ー　

著

加
藤
紘
捷　

訳

菊
池
肇
哉　
　

「
英
国
法
は
大
学
で
教
え
る
こ
と
は
可
能
か
？
」
こ
の
問
い
は
十
六
年
ほ
ど
前
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
お
け
る
わ
が
﹇
ヴ
ァ
イ

ナ
ー
教
授
位
﹈
就
任
記
念
演
説
で
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
に
理
論
的
根
拠
に
基
づ
い
て
与
え
ら
れ
た
解
答
と
い
う
も
の
は
、

し
か
る
べ
き
資
格
を
有
し
た
教
員
に
よ
り
、
し
か
る
べ
き
知
性
を
有
し
た
生
徒
に
対
し
な
さ
れ
る
な
ら
、
英
国
法
は
各
大
学
に
お
い
て
効

率
的
に
教
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
今
で
は
、
合
衆
国
に
お
け
る
経
験
の
反
駁
能
わ
ざ
る
成
果
に
よ
り
、
思
索

に
よ
り
導
き
出
さ
れ
た
こ
の
我
が
結
論
の
正
し
さ
が
証
明
さ
れ
た
と
自
信
を
も
っ
て
私
は
主
張
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
ア
メ
リ
カ
大
陸
に

お
い
て
英
国
法
の
優
勢
な
地
域
に
お
い
て
は
、
最
良
の
教
育
を
受
け
た
最
も
有
能
な
法
曹
と
い
う
も
の
は
、
法
学
教
授
に
よ
り
コ
モ
ン
・

ロ
ー
の
諸
原
則
の
基
礎
を
教
え
こ
ま
れ
た
者
た
ち
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー･

ヨ
ー
ク
、
シ
カ
ゴ
、
オ
ン
タ
リ
オ
、
ノ
バ
・
ス
コ
シ
ア
、
ボ
ス
ト

ン
、
そ
し
て
な
か
ん
ず
く
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
は
か
か
る
事
実
を
証
し
て
お
り
、
英
国
法
は
大
学
に
お
い
て
教
授
可
能
で
、

か
つ
、
大
学
教
授
に
よ
り
教
授
可
能
で
あ
る
と
い
う
（
我
が
英
国
の
古
臭
い
学
派
の
弁
護
士
の
言
い
そ
う
な
言
葉
で
い
う
と
こ
ろ
の
）
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
に
対
し
信
憑
性
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
大
西
洋
の
向
こ
う
側
で
は
、
こ
の
結
論
の
真
実
は
決
着
の
つ
い
た
過
去
の
論
争
と

し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ア
メ
リ
カ
全
土
を
と
お
し
て
、
こ
の
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
に
お
け
る
ほ
ど
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
徹
底
的
に

（
i）

一
六
八



英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺
（
加
藤
・
菊
池
）

（
一
六
二
五
）

教
授
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
無
い
こ
と
は
全
て
の
有
能
な
裁
判
官
た
ち
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
・
ロ
ー･

ス
ク
ー
ル

は
米
国
の
他
の
機
関
と
比
較
し
て
「
古
い
歴
史
」
を
有
し
て
い
る
。
実
質
的
に
、
そ
の
存
在
は
ス
ト
ー
リ
ー
の
努
力
に
負
っ
て
お
り
、
そ

し
て
、
ヴ
ァ
イ
ナ
ーV

iner

の
高
潔
な
寄
付
行
為endow

m
ent

が
、
英
国
法
学
習
に
与
え
る
そ
の
効
果
に
お
い
て
、
か
の
基
金
創
設
者

の
当
初
の
期
待
、
夢
を
凌
駕
し
た
と
い
う
事
実
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
に
よ
り
講
義
が
行
わ
れ
た
そ
の
カ
レ
ッ
ジ
の
メ
ン
バ
ー
全
員
に

と
っ
て
関
心
の
的
で
あ
る
。
な
に
し
ろ
、
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
氏
の
寄
付
金
は
、
直
接
的
に
は
、
高
名
な
『
英
法
釈
義
』
を
産
み
、
間
接
的
に
は
、

ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
・
ロ
ー･
ス
ク
ー
ル
の
今
日
の
繁
栄
を
導
い
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
の
範
例
の
影
響
に
よ
り
デ
ー
ン

D
ane

氏
は
│
彼
も
興
味
深
い
こ
と
に
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
同
様
「
法
要
録
」A

bridgem
ent of L

aw

の
作
者
で
あ
っ
た
の
だ
が
│
ス
ト
ー
リ
ー

に
よ
り
最
初
に
占
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
教
授
位
を
創
設
し
た
か
ら
で
あ
る
。
他
の
高
名
な
人
々
が
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
助
け
、
か
つ
、

そ
の
後
ろ
に
続
い
た
の
で
あ
る
が
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
に
お
け
る
法
学
教
育
の
中
興
の
祖
、
も
し
く
は
、
第
二
の
創
立
者
と
ま
で
我
々
が

言
っ
て
よ
い
の
は
ラ
ン
グ
デ
ル
教
授
で
あ
ろ
う
。
ラ
ン
グ
デ
ル
教
授
の
努
力
は
同
僚
た
る
ゼ
ア
ーT

hayer

、
グ
レ
イG

ray

、
エ
イ
ム
ズ

A
m
es

他
諸
氏
に
よ
り
気
高
き
支
援
を
受
け
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
諸
氏
は
み
な
、
英
国
の
教
養
あ
る
法
律
家
み
な
に
そ
の
名
や

著
作
が
知
ら
れ
て
お
り
、
完
璧
な
成
功
の
栄
冠
を
手
に
し
て
い
る
人
々
で
あ
る
。
当
ロ
ー･

ス
ク
ー
ル
の
繁
栄
と
偉
大
さ
は
ま
さ
に
目
を

み
は
る
ほ
ど
あ
る
。
そ
の
名
声
に
よ
り
、
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
に
は
惜
し
み
な
い
寄
付
金
が
集
め
ら
れ
、
大
規
模
な
財
政
資
源
を
獲
得
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。
同
ロ
ー･

ス
ク
ー
ル
は
一
種
の
「
大
学
内
大
学
」
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
の
法
学
図
書
館
は
、
世
界
中
の
英
語
を
話
す

地
域
に
お
け
る
英
民
族
の
最
も
完
全
な
法
的
記
録
の
収
集
を
擁
し
て
い
る
。
し
か
る
に
、
英
国
に
お
い
て
は
、
匹
敵
す
る
も
の
を
我
々
は

有
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
図
書
館
に
お
い
て
は
、
英
国
及
び
ア
メ
リ
カ
の
法
学
著
作
者
の
全
作
品
を
見
出
す
こ
と

が
出
来
る
。
そ
こ
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
判
例
集
│
こ
れ
に
は
連
邦
裁
判
所
判
例
集
及
び
四
五
州
す
べ
て
の
判
例
集
が
含
ま
れ
る
│
の
み
な

（
ii）

（
iii）

（
iv）

一
六
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
二
六
）

ら
ず
、
英
国
の
判
例
集
及
び
制
定
法
集
、
並
び
に
、
英
国
の
植
民
地
及
び
属
国
の
判
例
集
及
び
制
定
法
集
の
完
全
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
所

蔵
さ
れ
て
い
る
。
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
も
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
お
い
て
も
、
枢
密
院
司
法
委
員
会
に
お
い
て
も
、
植
民
地
統
括
事
務

所C
olonial O

ffi  ce

に
お
い
て
す
ら
、
ア
メ
リ
カ
法
の
完
璧
な
判
例
集
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
も
、（
驚
く
べ
き
こ
と
に
聞
こ
え
よ
う
が
）
英
国
植

民
地
の
判
例
集
の
完
璧
な
収
集
も
、
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
法
学
図
書
館
は
訓
練
さ
れ
た
法
律
家
及
び
学
生
双

方
の
需
要
（
も
っ
と
も
、
両
者
は
ま
っ
た
く
異
な
る
）
を
満
た
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
私
は
長
々
と
図
書
館
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
の
だ

が
、
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
・
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
に
生
命
を
与
え
る
研
究
精
神
及
び
研
究
へ
の
情
熱
の
外
的
な
目
に
し
得
る

「
象
徴
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
に
お
け
る
真
の
栄
光
は
、
そ
の
学
生
及
び
教
授
、
混
雑
し
た
講
義
室
、

賞
賛
す
べ
き
教
育
活
動
の
内
に
見
出
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
教
育
の
徹
底
性
を
誇
る
教
師
陣
が
過
去
十
五
年
以
内
の
間
に
学
生
数
を

一
五
〇
人
か
ら
約
五
五
〇
人
に
ま
で
引
き
上
げ
た
こ
と
は
、
現
行
の
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
・
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
更
な
る
進
展
へ
の
障
害
、
そ

れ
も
ま
さ
に
真
の
障
害
は
学
生
数
に
存
す
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
を
め
ぐ
ら
せ
れ
ば
、
ま
さ
に
偉
大
な
事
で
あ
る
。
目
下
の
と
こ
ろ
、
学

生
数
の
多
さ
は
、
教
師
陣
の
体
力
的
限
界
を
今
に
も
上
回
ら
ん
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
に
お
け
る
教
授

活
動
が
最
終
的
に
成
功
を
お
さ
め
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
英
国
法
の
伝
統
に
精
通
す
る
英
国
人
の
み
が
正
に
そ
の
偉
大
性
を
評
価
し
得
る
。

コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
い
う
の
は
大
雑
把
な
や
り
か
た
で
修
練
す
べ
き
「
手
工
芸
」handicraft

で
あ
り
、
弁
護
士
事
務
所cham

bers

や
法

律
事
務
所offi  ces

に
お
け
る
徒
弟
制
度
を
通
し
て
、
初
め
て
習
得
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
の
根
深
い
誤
解
を
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
教
授

陣
は
ア
メ
リ
カ
全
土
で
つ
い
に
は
雲
散
霧
消
し
、
実
務
法
曹
に
向
け
勉
強
す
る
者
た
ち
に
、
英
国
法
と
い
う
も
の
は
、
理
性
的
根
拠
に
立

脚
し
そ
の
一
般
原
則
に
精
通
し
た
人
物
に
よ
り
法
実
務
で
成
功
し
よ
う
と
す
る
生
徒
た
ち
が
徹
底
的
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
解
説
さ
れ
る

こ
と
の
可
能
な
、
一
つ
の
科
学science

で
あ
る
と
、
確
信
さ
せ
る
に
至
っ
た
。

一
七
〇



英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺
（
加
藤
・
菊
池
）

（
一
六
二
七
）

本
講
演
に
お
け
る
私
の
目
的
は
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
に
お
け
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
教
育
の
現
状
及
び
特
質
を
詳
説
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ

り
そ
の
成
功
の
原
因
を
説
明
し
た
上
で
、
も
し
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
に
お
け
る
経
験
か
ら
我
々
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
が

学
び
得
る
教
訓
が
（
仮
に
も
し
あ
る
な
ら
）
何
で
あ
る
か
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
・
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
実
務
教
育
を
目
的
と
す
る
「
職
業
的
学
校
」professional school

で
あ
り
、

そ
の
運
営
は
教
授
陣
に
よ
り
行
わ
れ
る
。

上
の
命
題
は
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
に
対
す
る
批
評
家
が
決
し
て
見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
根
本
的
事
実
を
体
現
し
、
そ
れ
ら
に
は
二
つ

の
異
な
る
論
点
が
含
ま
れ
る
が
、
そ
れ
ら
各
論
点
は
異
な
っ
た
扱
い
を
要
す
る
。

1
．「
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
・
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
は
「
職
業
的
学
校
」（professional school

）
で
あ
る
。」

そ
の
教
室
に
参
加
す
る
の
は
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
も
し
く
は
他
の
大
学
で
の
自
由
学
芸
学
士
（
Ｂ
Ａ
）
で
あ
り
、
既
に
適
切
な
一
般
的
教
育

を
受
け
て
い
る
者
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
必
ず
し
も
、
も
し
く
は
私
の
信
ず
る
と
こ
ろ
で
は
、
概
し
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
基
礎
さ
え

習
得
し
た
こ
と
の
無
い
者
た
ち
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
彼
ら
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
法
学
部Jurisprudence S

chool

に
お
い
て
勉
強

を
開
始
す
る
学
部
学
生
と
同
位
置
に
い
る
。
し
か
し
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
・
ロ
ー･

ス
ク
ー
ル
の
学
生
は
他
の
点
に
お
い
て
、
オ
ッ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
の
学
部
生
と
は
異
な
る
。
彼
は
二
二
歳
か
ら
二
三
歳
の
男
性
で
学
部
教
育
の
課
程
を
終
え
た
後
、
実
務
法
曹
界
へ
向
け
準
備
し

よ
う
と
し
て
い
る
者
で
あ
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
学
識
を
得
る
と
い
う
実
務
的
目
的
を
持
っ
て
ロ
ー･

ス
ク
ー
ル
に
参
加
し
て
い
る
。﹇
英

国
で
法
曹
学
院
の
正
式
メ
ン
バ
ー
た
る
法
廷
弁
護
士
と
な
る
た
め
に
要
求
さ
れ
る
﹈
所
定
回
数
、
先
輩
バ
リ
ス
タ
と
夕
食
を
消
化
し
な
が

ら
「
弁
護
士
事
務
所
で
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
」
を
開
始
し
よ
う
と
し
て
い
る
法
曹
学
院
の
学
生
や
、
事
務
弁
護
士
事
務
所
の
若
い
短
期
事
務

（
v
）

一
七
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
二
八
）

員
で
最
終
試
験
合
格
の
た
め
に
「
事
務
弁
護
士
組
合
」（the Incorporated L

aw
 S
ociety

）
の
講
義
に
参
加
し
て
い
る
者
た
ち
と
、
彼
は

比
肩
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
る
。
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
学
生
た
ち
は
ロ
ー･

ス
ク
ー
ル
に
最
低
三
年
間
は
と
ど
ま
り
、
入
念
に
準
備
さ
れ
た

三
年
コ
ー
ス
を
体
験
す
る
。
学
位
取
得
に
は
最
低
一
五
種
の
授
業
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
講
義
は
各
学
年
の
学
生
の
需
要
を
満

た
す
べ
く
配
分
さ
れ
て
い
る
が
、
残
り
二
年
間
、
学
生
に
は
自
由
教
科
選
択
が
許
さ
れ
る
。
各
学
年
末
に
、
彼
が
参
加
し
た
教
室
の
教
授

に
よ
り
そ
の
講
義
科
目
の
考
査
を
受
け
、
試
験
官
を
満
足
さ
せ
な
け
れ
ば
次
学
年
進
級
は
許
さ
れ
な
い
。「
学
位
」
は
毎
年
度
の
試
験
に

合
格
す
る
こ
と
に
よ
り
与
え
ら
れ
、
特
別
の
成
績
で
試
験
合
格
し
た
生
徒
に
は
英
国
の
「
席
次
表
」class list

の
よ
う
な
も
の
に
お
け

る
「
優
等
」m

erits

が
認
定
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
英
国
と
は
違
い
学
位
そ
れ
も
優
等
学
位
取
得
が
ロ
ー

･

ス
ク
ー
ル
学
生
の
主
目
的
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
合
衆
国
の
ロ
ー･

ス
ク
ー
ル
学
生
の
野
心
と
は
、
英
国
法
習
得
の
後
、
教

授
陣
と
仲
間
の
学
生
内
の
双
方
で
法
学
識
の
「
高
い
評
判
」
を
得
る
こ
と
な
の
で
あ
る
（
1
）

。

ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
学
生
た
ち
が
注
意
を
向
け
る
広
大
な
法
領
域
を
支
配
す
る
「
諸
原
則
」
を
習
得
し
た
者
な
ら
誰
で
も
、
そ
し
て
、
根

気
の
要
る
仕
事
を
達
成
し
た
か
か
る
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
学
生
の
大
半
は
、
英
国
の
有
能
な
法
廷
弁
護
士
が
、
弁
護
士
業
に
足
を
踏
み
入
れ

る
に
あ
た
っ
て
、
習
得
し
て
い
る
こ
と
な
ど
め
っ
た
に
な
い
か
、「
弁
護
士
事
務
所
で
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
」
を
開
始
す
る
に
あ
た
っ
て
英

国
の
若
者
が
、
一
般
に
、
決
し
て
有
し
て
は
い
な
い
量
の
学
識
と
と
も
に
実
務
家
生
活
を
疑
い
無
く
開
始
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

な
が
ら
、
即
時
法
実
務
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
か
か
る
「
予
備
的
学
識
」
の
有
用
性
は
明
白
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
英

国
法
曹
界
の
伝
統
と
慣
習
が
染
み
付
い
た
英
国
法
律
家
は
経
験
か
ら
あ
る
「
好
奇
心
に
あ
ふ
れ
た
疑
問
」
を
必
ず
言
い
だ
す
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
一
体
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
人
生
の
戦
い
に
お
け
る
現
実
の
成
功
に
敏
感
極
ま
り
な
い
合
衆
国
の
若
者
が
、
例
え
ば
、
二
二

歳
か
ら
二
五
、
六
歳
と
い
う
三
年
な
い
し
四
年
と
い
う
人
生
最
良
の
期
間
を
「
予
備
的
職
業
学
習
」
な
ど
と
い
う
も
の
に
自
発
的
に
費
や

（
vi）
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し
よ
う
と
し
、
あ
ま
つ
さ
え
、
熱
望
さ
え
す
る
の
か
？
英
国
法
曹
界
で
高
名
を
得
よ
う
と
躍
起
な
英
国
の
若
者
な
ら
そ
の
よ
う
な
こ
と
は

夢
想
す
ら
せ
ぬ
で
あ
ろ
う
に
、
訳
が
わ
か
ら
ぬ
と
。
換
言
す
る
な
ら
、
英
国
の
若
者
に
と
り
「
弁
護
士
事
務
所
に
お
け
る
リ
ー
デ
ィ
ン

グ
」
が
占
め
る
の
と
ほ
ぼ
同
じ
地
位
を
、
米
国
の
若
者
に
と
っ
て
「
ロ
ー･

ス
ク
ー
ル
に
お
け
る
勉
学
」
が
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は

一
体
全
体
な
ぜ
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

完
璧
と
は
言
わ
ぬ
ま
で
も
部
分
的
な
そ
の
理
由
を
与
え
る
と
は
出
来
よ
う
が
、
そ
の
説
明
は
英
国
の
批
判
者
に
と
っ
て
は
い
つ
で
も

「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
と
感
じ
ら
れ
る
に
違
い
な
い
。

高
位
の
法
学
位
、
い
や
む
し
ろ
、
実
の
と
こ
ろ
、
大
学
で
取
得
す
る
全
て
の
学
位
は
、
英
国
で
も
合
衆
国
で
も
「
弁
護
士
業
入
門
の
方

策
」
と
し
て
は
ほ
ぼ
無
用
の
長
物
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
で
得
ら
れ
た
広
域
か
つ
正
確
な
法
学
識
や
、
法
的
議

論
の
巧
さ
の
「
評
判
」
は
合
衆
国
で
は
、
実
際
に
法
曹
と
し
て
の
そ
の
若
者
の
成
功
を
実
社
会
で
十
分
に
後
押
し
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
に
対
し
、
英
国
の
大
学
に
お
け
る
学
生
の
「
評
判
」
は
彼
の
実
務
法
曹
界
に
お
け
る
成
功
を
そ
の
よ
う
に
後
押
し
す
る
こ
と
は
無
い
。

合
衆
国
に
お
い
て
は
「
法
廷
弁
護
士
」
と
「
事
務
弁
護
士
」
の
区
分
は
存
せ
ず
、「
法
廷
弁
護
士
」
と
「
事
務
弁
護
士
」
を
あ
わ
せ
た
仕

事
を
法
律
事
務
所fi rm
s

が
取
り
扱
う
。
ま
た
、
合
衆
国
に
お
け
る
弁
護
士
数
は
膨
大
な
も
の
で
、
実
業
家
で
も
宗
教
家
で
も
な
い
人
間

は
み
な
法
律
家
で
あ
る
と
い
っ
て
も
誇
張
で
は
無
い
ほ
ど
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
で
そ
の
法
的
才
能
に
つ
い
て
「
評
判
」
を

得
た
学
生
は
、
大
学
同
期
生
の
間
で
の
名
声
に
、
い
ろ
い
ろ
と
、
彼
の
職
業
に
お
い
て
彼
に
と
っ
て
現
実
的
価
値
を
持
つ
よ
う
に
す
る
方

策
を
見
つ
け
出
す
の
で
あ
る
（
2
）

。
か
く
し
て
、
遠
方
に
ま
で
広
く
彼
の
同
級
生
に
よ
っ
て
彼
の
名
は
広
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
学
生

時
代
の
仲
間
と
い
う
の
は
、
実
質
上
、
英
国
の
我
々
で
言
う
と
こ
ろ
の
地
方
事
務
弁
護
士country solicitors

の
よ
う
な
立
場
に
お
り
、

き
っ
と
、
彼
が
法
律
事
務
所
の
正
式
メ
ン
バ
ー
に
な
っ
た
り
、
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
自
身
で
独
立
し
た
折
に
は
、
彼
に
仕
事
を

一
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も
っ
て
来
る
傾
向
が
あ
る
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
私
が
確
信
し
て
い
る
の
は
、
他
面
に
お
け
る
そ
の
利
点
及
び
欠
点

が
な
ん
で
あ
れ
、
こ
れ
ら
﹇
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
英
国
で
の
「
法
廷
弁
護
士
」
と
「
事
務
弁
護
士
」
と
い
う
﹈「
二
法
実
務
部
門
の
融
合
」

と
い
う
も
の
が
、
有
能
か
つ
そ
の
同
世
代
人
の
評
判
の
高
い
合
衆
国
の
若
者
が
仕
事
を
得
る
こ
と
を
容
易
に
さ
せ
て
お
り
、
そ
の
程
度
は
、

英
国
に
お
い
て
実
務
に
従
事
し
て
い
る
法
律
家
が
容
易
に
想
像
で
き
な
い
程
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
あ
な
た
が
こ
の
問
題
に

つ
き
熟
考
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
結
論
の
正
し
さ
が
浮
き
彫
り
と
な
ろ
う
。
顧
客
は
相
談
す
る
弁
護
士
に
経
験
と
能
力
の
双
方
を
要
求
す
る

が
、
そ
の
う
ち
で
は
経
験
が
よ
り
重
要
で
あ
る
。
目
下
の
と
こ
ろ
、
英
国
で
敷
衍
し
て
い
る
法
学
教
育
制
度
下
で
は
、
駆
け
出
し
の
法
廷

弁
護
士
は
、
よ
し
ん
ば
彼
が
エ
ル
ド
ン
の
法
学
識
と
ア
ー
ス
キ
ン
の
弁
論
術
の
天
才
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
、
経
験
に
関
し
て
は
何
の

主
張
も
為
し
得
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
の
同
じ
若
い
法
廷
弁
護
士
が
「
有
名
な
法
律
事
務
所
」
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
法
律
事
務
所
が
よ
り
年
か
さ
で
指
導
的
な
共
同
経
営
者
た
る
人
物
か
ら
経
験
を
補
充
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
特
別
の
才
能
を
有
し
た
若

者
の
方
で
は
、
彼
の
新
し
い
も
し
く
は
特
異
な
才
能
を
法
律
事
務
所
の
中
に
持
ち
こ
む
こ
と
と
な
ろ
う
。
実
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
合
衆
国

の
実
情
な
の
で
あ
る
。
仮
に
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
氏
が
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
で
彼
の
学
年
で
も
っ
と
も
頭
の
切
れ
る
同
輩
の
一
人
だ
と
依
頼
人
が

知
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
法
律
事
務
所
に
来
る
依
頼
人
が
そ
の
案
件
を
ジ
ョ
ー
ン
ズ
氏
に
信
任
す
る
と
は
期
待
で
き
な
い
が
、
も
し

ジ
ョ
ー
ン
ズ
氏
の
未
熟
さ
が
ブ
ラ
ウ
ン
や
ロ
ビ
ン
ソ
ン
と
い
っ
た
年
上
の
共
同
経
営
者
た
ち
の
成
熟
し
た
思
慮
分
別
に
よ
り
矯
正
さ
れ
る

と
す
れ
ば
、
彼
が
ジ
ョ
ー
ン
ズ
氏
に
そ
の
案
件
を
信
任
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
加
え
、
よ
く
よ
く
道
理
に
則
っ
て
考
え
て
み

れ
ば
、
事
務
員
と
し
て
で
あ
れ
共
同
経
営
者
と
し
て
で
あ
れ
、
若
い
才
能
を
取
り
入
れ
る
こ
と
は
、
法
律
事
務
所
に
と
り
有
益
で
も
あ
る
。

こ
の
法
則
は
実
効
性
が
あ
る
が
、
英
国
の
実
務
法
曹
間
で
は
注
目
を
受
け
て
い
な
い
。
確
か
に
、
ご
く
最
近
に
な
り
、
英
国
で
も
優
れ
た

「
事
務
弁
護
士
事
務
所
」
で
は
そ
の
人
物
の
才
能
と
性
格
の
み
に
基
づ
い
て
彼
を
共
同
経
営
者
に
と
り
た
て
る
こ
と
も
時
に
は
あ
り
、
こ

一
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の
習
慣
は
法
廷
弁
護
士
の
間
で
は
「
下
働
き
弁
護
士
」“devils ”

の
雇
用
と
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
明
ら
か
に
法
的
共
同
経
営

制
度
（a system

 of legal partnership

）
の
発
展
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
何
で
あ
れ
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は

「
大
学
で
の
評
判
」
と
い
う
も
の
は
、
英
国
よ
り
遥
か
に
職
業
上
、
口
を
利
く
。
ボ
ー
ウ
ェ
ン
卿L

ord B
ow
en

の
魅
力
的
な
伝
記
を
読

ん
だ
こ
と
の
あ
る
者
は
、
実
務
法
曹
と
し
て
の
彼
の
成
功
が
数
年
間
疑
問
視
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
約
束
さ
れ
た
文
学
界
に
お
け
る
成
功
の

輝
か
し
さ
に
よ
り
法
廷
弁
護
士
と
い
う
報
わ
れ
ぬ
労
苦
か
ら
場
合
に
よ
っ
て
は
身
を
引
く
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
か
っ
た
瞬
間
が
あ
っ
た

こ
と
に
お
気
づ
き
に
な
ろ
う
。
ボ
ー
ウ
ェ
ン
卿
の
よ
う
な
天
才
的
才
覚
を
有
し
た
人
物
が
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
に
現
れ
た

な
ら
、
彼
は
﹇
そ
の
小
説
家
と
し
て
の
高
い
評
判
の
故
に
﹈
法
曹
資
格
を
得
て
後
も
数
年
間
も
そ
の
法
的
才
能
が
知
ら
れ
実
業
と
い
う
実

際
的
形
態
で
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
を
待
つ
こ
と
を
強
要
さ
れ
る
こ
と
は
合
衆
国
で
は
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
私
は
確
信
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ロ
ー･

ス
ク
ー
ル
に
お
い
て
得
ら
れ
る
「
評
判
」
の
価
値
と
い
う
も
の
が
、
な
ぜ
若
者
た
ち
が
彼
の
若
い
最
良
の
時
期
の

三
年
間
を
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
の
課
程
に
進
ん
で
捧
げ
よ
う
と
す
る
の
か
の
ま
さ
に
第
一
の
理
由
な
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
第
二
の
理
由

と
い
う
も
の
は
、
彼
ら
が
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
で
受
け
る
教
育
と
い
う
も
の
が
ま
さ
に
彼
ら
の
知
的
需
要
を
満
た
し
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
る
。

2
．「
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
・
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
は
「
大
学
教
授
に
よ
る
学
校
」（professorial school

）
で
あ
る
。」

こ
の
言
葉
は
、
単
に
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
法
学
教
育
が
教
授
陣
に
よ
り
運
営
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
の
以
上
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
に
お
け
る
教
育
の
目
標
は
学
生
に
対
し
て
英
国
法
を
一
つ
の
「
科
学
」
と
し
て
解
説
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の

こ
と
に
よ
り
、
各
種
の
法
の
「
根
本
的
諸
原
則
」
を
彼
ら
の
心
に
刻
み
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。

ラ
ン
グ
デ
ル
教
授
は
、
そ
の
有
名
な
演
説
の
中
で
、
彼
の
み
ち
び
き
に
よ
り
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
・
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
の
シ
ス
テ
ム
が
構

一
七
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築
さ
れ
て
き
た
各
指
針
を
定
義
す
る
。

「
私
は
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
に
お
け
る
法
学
教
育
と
研
究
を
大
学
の
名
に
相
応
し
か
ら
し
む
べ
く
、
今
日
生
誕
二
五
〇
年
を
祝
う
尊
敬
す

べ
き
機
関
を
真
の
大
学
の
名
に
相
応
し
か
る
べ
く
す
べ
く
、
そ
し
て
、
そ
の
学
部
中
で
少
な
か
ら
ぬ
評
判
の
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
を
、
合
衆

国
の
様
々
な
異
な
っ
た
状
況
の
許
す
範
囲
内
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
諸
国
の
各
法
学
部
と
伍
す
る
存
在
の
地
位
に
置
く
べ
く
、
今

日
ま
で
我
が
微
力
を
尽
く
し
て
き
た
。」

「
か
か
る
目
標
達
成
の
た
め
、
…
以
下
の
二
つ
の
事
柄
の
確
立
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
第
一
に
「
法
は
科
学
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

第
二
に
、
そ
の
科
学
に
使
用
可
能
な
素
材
は
全
て
「
印
刷
さ
れ
た
書
籍
」
の
中
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
仮
に
、
法
が
科
学
で
無
い
と

す
る
な
ら
ば
、
大
学
は
そ
の
威
信
に
か
け
て
そ
の
教
育
を
固
辞
し
た
方
が
よ
い
。
な
ぜ
な
ら
、
法
が
科
学
で
は
な
く
、
な
ん
ら
か
の
手
工

芸
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
実
務
家
へ
弟
子
入
り
に
よ
り
習
い
覚
え
た
方
が
良
か
ろ
う
か
ら
。
し
か
る
に
、
い
や
し
く
も
、
科
学
で
あ
る

と
す
る
な
ら
ば
、
法
は
様
々
な
科
学
の
中
で
法
が
最
も
偉
大
で
困
難
な
も
の
で
あ
り
、
最
も
啓
蒙
さ
れ
た
学
問
の
中
心
地
が
与
え
得
る
知

性
の
輝
き
す
べ
て
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
論
争
の
余
地
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
大
学
に
お
い
て
法
は
印
刷
さ
れ
た
書
籍

を
通
じ
て
初
め
て
学
習
・
教
育
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
も
し
印
刷
さ
れ
た
書
籍
を
通
じ
て
学
習
す
る
以
上
の
他
の
よ
り
良
い
方
法
が

あ
っ
た
り
、
印
刷
さ
れ
た
書
籍
が
他
の
方
法
│
弁
護
士
事
務
所
で
の
仕
事
や
法
廷
手
続
き
へ
の
随
伴
│
と
あ
わ
せ
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
最

も
効
果
的
な
ら
ば
、
か
か
る
手
段
は
大
学
で
は
供
給
不
能
で
あ
る
こ
と
を
白
状
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
し
か
る
に
、
印
刷
さ
れ
た
書
籍
が
全

て
の
法
学
識
の
究
極
の
淵
源
で
あ
り
、
科
学
と
し
て
の
法
に
通
暁
し
よ
う
と
す
る
全
て
の
学
生
が
こ
れ
ら
究
極
の
淵
源
に
依
拠
せ
ざ
る
を

得
ず
、
そ
の
よ
う
な
学
生
が
得
る
こ
と
の
出
来
る
支
援
は
彼
以
前
に
か
か
る
旅
路
を
旅
し
て
き
た
教
員
た
ち
に
よ
っ
て
の
み
与
え
得
る
と

一
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す
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
、
大
学
、
そ
し
て
、
大
学
の
み
が
、
法
の
学
習
・
教
育
に
奉
仕
し
う
る
す
べ
て
の
設
備
を
提
供
可
能
で
あ
る
。

法
学
教
員
と
い
う
も
の
は
学
生
に
と
っ
て
見
知
ら
ぬ
旅
路
に
付
き
し
た
が
い
、
以
前
に
し
ば
し
ば
そ
こ
を
旅
を
し
た
経
験
か
ら
そ
の
路
に

よ
く
通
暁
し
た
人
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
私
は
強
調
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
ゆ
え
に
、
か
か
る
法
教
育
の
資
格
は
、
弁
護
士
事
務
所

で
の
仕
事
の
経
験
で
も
な
け
れ
ば
、
対
人
交
渉
の
経
験
で
も
な
け
れ
ば
、
審
理
も
し
く
は
請
願
理
由
主
張
の
経
験
で
も
な
い
。
端
的
に
言

え
ば
、
か
か
る
資
格
は
、「
法
使
用
」
の
経
験
で
は
な
く
、「
法
学
習
」
の
経
験
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。
い
わ
ば
、
ロ
ー
マ
の
法
廷
弁
論

家
や
法
務
官
、
い
わ
ん
や
属
州
長
官
の
経
験
で
は
な
く
、
ロ
ー
マ
法
学
者
の
経
験
に
よ
り
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。」

「
ゆ
え
に
こ
そ
、
わ
が
同
僚
と
私
自
身
は
、
法
は
科
学
で
あ
り
、
本
か
ら
学
習
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
信
念
に
基
づ
き
常
に
行
動
し

て
き
た
の
で
あ
る
（
3
）

。」

そ
れ
ゆ
え
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド･

ロ
ー･
ス
ク
ー
ル
を
支
え
る
中
核
的
理
論
は
二
つ
の
言
述
に
纏
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
第
一
に
、

英
国
法
は
単
な
る
手
工
芸
や
技
芸
で
は
な
く
限
ら
れ
た
諸
原
則
か
ら
演
繹
さ
れ
る
べ
き
科
学
で
あ
る
、
こ
と
。
第
二
に
、
こ
れ
ら
諸
原
則

の
本
質
及
び
適
用
は
書
籍
か
ら
、
つ
ま
り
、
こ
の
格
律m

axim

が
実
際
に
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
で
解
釈
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
判

例
集
か
ら
習
得
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ラ
ン
グ
デ
ル
教
授
及
び
彼
の
著
名
な
同
僚
た
ち
は
こ
の
理
論
に
徹
底
的
に
こ
だ
わ
る
こ
と
に
よ
り
彼
ら
の
法
学
教
育
に
科
学
的
（
つ
ま

り
、
論
理
的
）
で
あ
る
と
同
時
に
実
務
的
で
あ
る
と
い
う
特
質
を
与
え
て
き
た
。

彼
ら
の
法
学
教
育
は
、
そ
の
総
体
的
目
的
が
英
国
法
の
諸
原
則
を
明
確
化
す
る
こ
と
に
あ
る
が
ゆ
え
に
科
学
的
で
あ
る
。

彼
ら
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
法
学
教
授
た
ち
は
、「
弁
護
士
事
務
所
に
お
け
る
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
点
を
軽
視
す
る
、
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も
し
く
は
、
我
ら
が
英
国
の
制
度
で
育
っ
て
き
た
法
律
家
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
軽
視
し
す
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
る
（
4
）

。
彼
ら
は
法
と
い
う
も
の

は
常
に
部
分
的
に
は
「
手
工
芸
」
た
る
こ
と
を
ま
ぬ
が
れ
得
ず
、
法
曹
界
の
徒
弟
制
度
に
参
加
す
る
こ
と
で
現
実
の
法
運
用
に
良
く
な
じ

み
親
し
む
こ
と
か
ら
科
学
的
な
法
学
識
で
さ
え
増
加
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
些
か
忘
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け

ら
れ
る
。
法
実
務
が
知
的
に
理
解
可
能
で
あ
る
た
め
に
理
論
を
必
要
と
す
る
な
ら
ば
、
科
学
理
論
の
方
は
非
現
実
性
回
避
た
め
に
法
実
務

を
必
要
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
質
上
は
、
か
の
ロ
ー･

ス
ク
ー
ル
の
教
授
た
ち
の
論
は
正
当
で
あ
る
。
大
雑

把
な
方
法
で
の
純
粋
な
経
験
に
よ
る
法
格
律legal m
axim

s

と
「
実
務
」
の
習
得
と
い
う
も
の
は
、﹇
特
に
英
国
に
お
い
て
は
長
い
間
﹈

過
度
に
強
調
さ
れ
す
ぎ
て
き
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、﹇
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
い
う
﹈
あ
る
偉
大
な
法
制
度
の
論
理
的
側
面
を
前
面
に
出
し

著
名
な
も
の
と
せ
ん
が
た
め
に
﹇
彼
ら
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
﹈
法
学
教
授
た
ち
は
し
か
る
べ
く
適
切
な
努
力
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
上
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
教
授
職
の
教
授
活
動
と
い
う
も
の
は
科
学
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
抽
象
的
で
あ
る
こ
と
と
は
、
可
能
な

限
り
、
ほ
ど
遠
く
、
そ
の
言
葉
の
最
も
良
い
意
味
で
、
現
実
的
・
実
務
的
で
あ
る
。

ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
法
学
教
授
た
ち
は
、
弁
護
士
と
し
て
の
成
功
と
い
う
職
業
上
の
決
定
的
目
的
の
た
め
に
自
分
た
ち
が
生
徒
を
教
育
と

い
う
こ
と
を
認
識
し
て
お
り
、
英
国
コ
モ
ン
・
ロ
ー
へ
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
英
民
族
﹇
の
生
活
様
式
の
あ
り
か
た
そ
の
も
の
の
探
求
﹈
に

激
し
い
情
熱
を
有
し
て
い
る
の
で
、
思
索
的
法
学
者
が
陥
り
や
す
い
非
現
実
性
や
曖
昧
性
か
ら
無
縁
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
は
英

国
法
の
使
徒
で
あ
る
。
事
実
、
彼
ら
の
自
由
な
精
神
は
異
な
っ
た
法
制
度
の
比
較
か
ら
得
ら
れ
る
教
訓
を
不
当
に
低
く
評
価
す
る
こ
と
を

許
さ
ぬ
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
理
学
や
ロ
ー
マ
法
と
い
っ
た
科
目
は
結
局
の
と
こ
ろ
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
課
程
で
は
副
次
的
な
位
置
を
占
め

る
に
過
ぎ
な
い
。
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
教
授
た
ち
の
意
識
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
諸
原
則
の
明
確
化
に
傾
注
さ
れ
て
お
り
、
合
衆
国
で
発
達
し

た
形
体
で
の
、
そ
れ
ら
諸
原
則
の
歴
史
及
び
充
全
な
意
義
を
生
徒
た
ち
の
心
に
刻
み
込
む
こ
と
に
日
々
腐
心
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
か
か
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る
英
国
法
の
基
礎
的
諸
概
念
へ
の
執
心
は
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
・
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
に
お
い
て
支
配
的
な
思
考
様
式
そ
の
も
の
に
あ
る
特
定
の

傾
向
を
与
え
て
い
る
。
ホ
ー
ム
ズ
『
コ
モ
ン
・
ロ
ーC

om
m
on L

aw

』、
ラ
ン
グ
デ
ル
『
契
約
法
要
諦S

um
m
ary of the L

aw
 of 

C
ontracts

』、
グ
レ
イ
『
永
久
保
有
禁
止
原
則R

ule against P
erpetuities

』、
ゼ
ア
ー
『
コ
モ
ン
・
ロ
ー
証
拠
法
入
門P

relim
inary 

T
reatise on E

vidence in the C
om
m
on L

aw

』、
例
え
ば
「
約
因
」
な
ど
の
様
々
な
主
題
に
関
す
る
エ
イ
ム
ズ
教
授
の
極
め
て
興
味
深

い
諸
論
考
な
ど
を
見
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
作
者
ら
が
並
は
ず
れ
た
知
的
能
力
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
が
（
い
や
し
く
も
、
か
か
る
証
明
が
必
要

で
あ
る
と
さ
れ
る
な
ら
ば
）
証
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
同
時
に
こ
れ
ら
の
作
品
は
彼
ら
の
理
論
的
思
索
が
英
国
法
の
深
遠
な
研
究

よ
り
生
じ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド･

ロ
ー･

ス
ク
ー
ル
の
教
育
の
み
な
ら
ず

思
索
・
研
究
さ
え
も
見
間
違
え
よ
う
も
な
い
、
ラ
ン
グ
デ
ル
教
授
の
天
才
の
刻
印
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
の
『
契
約
法
』
を
み
て

み
よ
う
。
そ
れ
は
、
し
ば
し
ば
極
め
て
明
瞭
な
表
現
で
あ
ら
わ
さ
れ
た
鋭
敏
な
論
理
的
思
考
に
満
ち
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
一
方
で
、
法

的
な
根
拠
付
け
に
お
い
て
教
授
ほ
ど
熟
練
し
て
も
お
ら
ず
、
教
授
の
よ
う
な
英
国
判
例
法
の
歴
史
に
対
す
る
詳
細
か
つ
比
類
無
き
知
識
を

持
つ
が
ご
と
く
自
任
す
る
こ
と
も
能
わ
な
い
も
の
の
そ
れ
な
り
の
訓
練
を
積
ん
だ
弁
護
士
す
ら
当
惑
さ
せ
る
粗
野
さ
と
簡
潔
さ
を
時
に
垣

間
見
せ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
あ
る
が
。
そ
れ
は
疑
い
無
く
思
想
家
の
作
品
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
ラ
ン
グ
デ
ル
教
授
自
身
の
す
ば
ら
し

い
分
析
能
力
は
英
国
法
研
究
に
よ
り
刺
激
さ
れ
磨
き
抜
か
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
事
と
、
同
時
に
、
ラ
ン
グ
デ
ル
教
授
は
弟
子
た
ち
の
英

国
法
研
究
に
も
依
拠
し
て
も
い
る
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
徒
（
あ
だ
）
と
は
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
教
訓
の
中
で
最
も
大
切
な
教
訓
、
自
ら

の
た
め
に
思
索
す
る
こ
と
を
、
彼
ら
に
教
育
す
る
手
段
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
随
所
か
ら
感
知
さ
れ
る
。

ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
か
ら
我
々
の
手
元
に
送
ら
れ
て
き
た
最
新
か
つ
最
も
完
成
さ
れ
た
ゼ
ア
ー
教
授
の
著
作
も
注
意
深
く
み
て
み
よ
う
。
彼

の
『
証
拠
法
入
門
』
は
法
的
博
学
の
重
量
に
お
い
て
ほ
ぼ
過
酷
と
さ
え
言
え
る
も
の
で
あ
り
、
自
身
の
知
的
能
力
の
半
分
も
も
た
ず
、
そ

一
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の
徹
底
性
の
半
分
を
も
っ
て
す
ら
証
拠
法
を
探
求
し
た
も
の
が
誰
も
い
な
い
よ
う
な
、
裁
判
官
た
ち
や
理
論
家
た
ち
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ

て
き
た
様
々
な
見
解
を
解
説
し
た
り
、
調
和
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
に
、
こ
の
教
科
を
自
ら
の
も
の
と
し
決
定
的
な
権
威
を
持
っ
て
語
る
こ

と
の
出
来
る
著
作
家
た
る
ゼ
ア
ー
教
授
は
努
力
す
べ
き
だ
と
、
揚
げ
足
と
り
も
し
く
は
怠
惰
な
批
評
家
た
ち
は
嘆
き
得
も
し
よ
う
。
彼
の

陪
審
制
に
関
連
し
た
証
拠
法
準
則
の
発
達
の
入
念
な
解
説
は
法
史
へ
の
彼
の
熟
練
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
の
証
拠
法
諸
原
則
の

論
理
的
叙
述
は
そ
の
鋭
敏
な
分
析
能
力
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
が
、
そ
の
結
論
自
体
が
表
明
さ
れ
る
仕
方
が
あ
ま
り
に
も
明
晰
で
あ
る
と

い
う
事
実
そ
の
も
の
の
た
め
過
小
評
価
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
面
の
目
的
の
た
め
に
私
が
最
も
強
調
し
て
詳
論
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
要
点
は
、
ラ
ン
グ
デ
ル
同
様
ゼ
ア
ー
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
耽
溺
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
両
者
は
と
も
に
徹
底
し
た
法
律

家
で
自
ら
の
た
め
に
法
哲
学
の
体
系
と
い
う
も
の
を
案
出
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
例
え
ば
、
サ
ー
・
ヘ
ン
リ
ー･

メ
イ
ン
の

よ
う
な
法
学
者
は
そ
の
法
理
論
及
び
歴
史
問
題
に
対
す
る
興
味
に
後
押
し
さ
れ
て
英
国
法
の
諸
原
則
を
研
究
す
る
よ
う
に
至
っ
た
の
で
あ

る
が
、
そ
の
一
方
で
、
ラ
ン
グ
デ
ル
や
ゼ
ア
ー
に
典
型
的
に
代
表
さ
れ
る
一
団
の
ア
メ
リ
カ
の
教
育
者
も
し
く
は
思
想
家
た
ち
は
、
そ
の

英
国
法
へ
の
情
熱
に
後
押
し
さ
れ
て
法
哲
学
及
び
法
史
学
の
達
人
と
な
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

当
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
・
ロ
ー･

ス
ク
ー
ル
の
指
導
者
た
ち
に
よ
っ
て
持
た
れ
て
い
る
こ
の
英
国
人
民
の
具
体
的
な
法
に
対
す
る
特
別
の
愛

着
と
い
う
も
の
は
特
筆
の
価
値
が
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
か
か
る
特
別
の
愛
着
と
い
う
も
の
は
、「
科
学
的
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
実

務
的
」
で
あ
る
と
い
う
そ
の
特
異
な
教
育
方
式
を
彼
ら
を
し
て
維
持
せ
し
め
る
こ
と
に
優
れ
て
裨
益
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
ハ
ー

ヴ
ァ
ー
ド
の
教
授
た
ち
は
、
根
本
的
諸
原
則
を
学
習
し
、
法
的
問
題
の
解
決
に
論
理
学
を
厳
密
に
適
用
す
る
よ
う
に
、
学
生
を
訓
練
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
す
る
に
際
し
て
、
彼
ら
は
学
生
を
し
て
常
に
法
的
事
実
か
ら
遊
離
し
な
い
よ
う
に
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら

自
身T

he R
eports

の
存
在
を
忘
れ
る
こ
と
は
無
い
し
、
学
生
に
忘
れ
さ
せ
る
こ
と
も
無
い
。
彼
ら
は
常
に
心
中
の
目
前
に
ア
メ
リ
カ

（
vii）
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の
各
裁
判
所
の
記
録
さ
れ
た
様
々
な
判
決
を
解
説
・
調
和
さ
せ
る
必
要
性
を
感
じ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
彼
ら
の
生
徒
た
ち
は
思
考
す
る
こ

と
の
み
な
ら
ず
、
か
か
る
表
現
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
法
的
に
思
考
す
る
こ
と
を
教
育
さ
れ
、
計
り
知
れ
ぬ
ほ
ど
貴
重
な
判
例
の
知
識
の
み

な
ら
ず
、
い
か
に
適
切
に
議
論
の
根
拠
と
し
て
判
例
を
使
用
す
る
か
と
い
う
知
識
を
獲
得
す
る
。

こ
こ
に
至
り
、
我
々
は
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
教
育
メ
ソ
ッ
ド
の
最
も
明
瞭
か
つ
根
源
的
な
特
質
に
触
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
指
導
の
特

質
も
し
く
は
特
色
は
判
例
研
究
に
基
礎
を
お
く
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
・
ロ
ー･

ス
ク
ー
ル
に
存
在
し
、
形
式
と
し
て
は
教
理
問
答
的
で
あ
る
。

こ
の
シ
ス
テ
ム
の
運
用
方
法
は
興
味
深
い
。
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
・
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
に
入
学
し
た
ば
か
り
の
殆
ど
の
学
生
が
そ
う
で
あ
る
よ

う
に
、
ま
っ
た
く
法
的
予
備
知
識
を
持
た
ぬ
学
生
が
、
筆
者
が
そ
の
幸
運
を
得
た
よ
う
に
、
エ
イ
ム
ズ
教
授
の
契
約
法
の
講
義
に
参
加
し

た
こ
と
と
想
定
し
よ
う
。
そ
の
講
義
に
参
加
す
る
や
い
な
や
、
ま
ず
彼
の
手
に
は
ラ
ン
グ
デ
ル
教
授
編
集
の
分
厚
い
契
約
法
判
例
集
が
渡

さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
判
例
は
「
申
込
み
と
承
諾
」
と
い
っ
た
よ
う
な
項
目
ご
と
に
分
類
さ
れ
、
各
項
目
下
の
判
例
は
時
系
列
順
に
配
列
さ

れ
て
い
る
。
わ
れ
ら
が
学
生
は
印
刷
さ
れ
た
評
釈
の
援
助
を
こ
う
む
る
こ
と
も
無
け
れ
ば
、
同
時
に
そ
れ
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
の
無
い
よ

う
な
状
態
に
置
か
れ
る
。
彼
は
判
例
頭
注
の
補
助
す
ら
な
い
ま
ま
に
放
置
さ
れ
る
の
だ
が
、
彼
は
、
授
業
の
予
習
、
例
え
ば
、
最
初
の
九

つ
か
十
ほ
ど
の
判
例
を
、
時
に
適
切
に
そ
う
称
さ
れ
る
よ
う
に
、「
実
習
」“exercise ”

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
理
解
は
し
て
い
る
。

可
能
な
ら
、
彼
は
そ
れ
ら
判
例
の
論
点
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
察
す
る
と
こ
ろ
、
彼
は
問
題
と
な
る
項
目
を
有
す
る
契
約
法
の

な
ん
ら
か
の
書
籍
を
自
身
で
読
む
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
上
で
彼
は
百
名
か
ら
二
百
名
の
同
輩
ら
と
と
も
に
講
義
に
望
む
。
エ
イ
ム

ズ
教
授
は
受
講
者
名
簿
を
眼
前
に
有
し
て
お
り
、
特
定
の
判
例
の
成
果
を
述
べ
る
よ
う
に
順
繰
り
に
学
生
を
指
名
し
て
い
く
。
エ
イ
ム
ズ

教
授
は
、
質
問
の
形
式
で
、
当
該
判
例
の
応
用
例
を
示
唆
し
た
上
で
、
観
察
所
見
の
形
式
で
、
そ
の
真
の
意
義
を
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

い
き
な
り
生
徒
を
判
例
の
山
の
中
に
頭
か
ら
突
っ
込
ま
せ
る
と
い
う
方
法
を
、
人
が
初
め
て
聞
い
た
な
ら
ば
、
絶
望
的
な
も
の
と
感
じ
ら

一
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れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
エ
イ
ム
ズ
教
授
の
よ
う
な
達
人
の
手
に
よ
る
か
か
る
方
法
論
の
成
功
と
い
う
も
の
は
明
白
で

あ
る
。
そ
れ
は
法
に
適
用
さ
れ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
・
メ
ソ
ッ
ド
で
あ
り
、
刺
激
的
こ
の
上
な
い
。
常
に
教
室
全
体
が
活
気
に
満
ち
た
も
の
と

さ
れ
る
。
馬
鹿
げ
た
解
答
や
生
意
気
で
場
違
い
な
解
答
│
後
者
に
つ
い
て
は
私
は
つ
い
ぞ
聞
い
た
こ
と
も
無
い
が
│
と
い
っ
た
も
の
は
、

教
授
の
能
力
及
び
教
室
全
体
の
意
見
に
よ
り
阻
止
さ
れ
る
。
誰
も
自
ら
の
級
友
ら
の
前
で
好
き
好
ん
で
馬
鹿
を
晒
そ
う
と
は
思
わ
ぬ
で
あ

ろ
う
。
私
に
と
り
、
よ
り
驚
き
で
あ
っ
た
の
は
、
熟
練
し
た
教
理
問
答
が
あ
ら
ゆ
る
判
例
を
尽
く
す
の
み
な
ら
ず
、
当
該
諸
判
例
や
一
対

の
判
例
が
例
証
す
る
一
般
的
原
則
を
導
き
出
す
そ
の
方
法
で
あ
っ
た
。
す
べ
て
の
契
約
法
教
授
が
徹
底
的
に
知
悉
し
て
い
る
と
考
え
る
判

例
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
対
カ
ワ
デ
ィ
ン
事
件
で
あ
ろ
う
が
、
私
が
は
じ
め
て
教
室
に
参
加
し
た
際
に
は
、
こ
の

ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
対
カ
ワ
デ
ィ
ン
事
件
を
エ
イ
ム
ズ
教
授
と
そ
の
学
生
た
ち
は
愛
情
を
込
め
て
じ
っ
く
り
と
論
じ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
こ
で

の
議
論
を
私
は
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
こ
で
の
議
論
は
完
全
に
秩
序
だ
っ
て
行
わ
れ
、
熱
意
に
満
ち
て
い
た
。
そ
の
議
論
に
含
ま

れ
て
い
た
原
則
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
ま
で
見
た
事
も
な
い
も
の
で
あ
り
、
私
は
感
銘
を
受
け
た
。
と
い
う
の
も
、
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
対
カ

ワ
デ
ィ
ン
事
件
ほ
ど
の
手
垢
の
つ
い
た
判
例
が
、
私
が
こ
れ
ま
で
思
い
も
し
な
か
っ
た
よ
う
な
更
な
る
「
法
」
を
包
摂
し
て
い
る
こ
と
が

提
示
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
契
約
法
や
不
法
行
為
法
と
い
っ
た
法
分
野
に
こ
の
よ
う
な
教
理
問
答
方
式
を
適
用
す
る
こ
と
は
極
め
て
容
易
で
あ
る
が
、

一
方
で
、
物
的
財
産
法
の
よ
う
な
他
の
分
野
に
は
そ
れ
ほ
ど
適
し
て
い
な
い
。
ゆ
え
に
、
こ
こ
で
の
方
法
論
が
問
題
と
混
和
さ
れ
る
そ
の

配
合
率
と
い
う
も
の
は
、
教
え
ら
れ
る
べ
き
論
題
の
特
質
に
基
づ
き
そ
の
教
授
の
判
断
に
従
い
調
整
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、

か
か
る
問
答
形
式
に
依
拠
す
べ
き
程
度
に
は
講
義
に
よ
り
相
当
な
差
が
あ
る
も
の
の
、
判
例
学
習
に
基
づ
い
た
か
か
る
教
理
問
答
の
方
法

論
と
い
う
も
の
は
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
に
お
い
て
、
多
か
れ
少
な
か
れ
ほ
ぼ
す
べ
て
の
英
国
法
の
分
野
に
適
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
高

（
viii）
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名
な
法
律
家
に
よ
っ
て
運
用
さ
れ
る
当
制
度
に
は
二
つ
の
特
別
な
利
点
が
存
在
す
る
。

第
一
に
、
若
人
た
ち
は
自
ら
を
教
え
ら
れ
る
が
ま
ま
に
お
く
と
い
う
よ
り
自
身
の
学
習
せ
ん
と
す
る
努
力
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、

こ
の
こ
と
は
詰
込
勉
強
の
弊
害
に
対
す
る
大
い
な
る
予
防
策
と
な
る
に
違
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
学
生
た
ち
に
、
弁
護

士
に
な
る
た
め
に
勉
学
を
開
始
し
弁
護
士
事
務
所
に
入
り
、
初
め
て
、
権
利
請
求
の
草
案
や
鑑
定
意
見
を
作
っ
た
り
す
る
英
国
の
若
人
た

ち
に
対
す
る
の
と
同
種
の
刺
激
を
与
え
る
。
そ
の
権
利
請
求
は
間
違
っ
た
方
式
で
草
案
さ
れ
て
い
る
し
、
鑑
定
意
見
な
ど
無
価
値
で
あ
ろ

う
が
、
学
生
自
身
の
与
え
ら
れ
た
事
件
に
自
己
の
精
神
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
識
を
得
よ
う
と
す
る
努
力
の
方
が
二
〇
ほ
ど
の
講

義
よ
り
も
上
な
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
こ
の
制
度
は
教
室
全
体
の
人
間
の
論
争
本
能
を
掻
き
立
て
る
。
ま
さ
に
、
対
立
意
見
を
ぶ
つ
け
合
わ
せ
る

技
術
の
価
値
は
偉
大
で
あ
る
。
若
者
は
読
書
よ
り
論
争
か
ら
多
く
を
学
ぶ
。
教
室
で
の
問
題
が
学
生
寮
で
の
論
争
に
発
展
し
、
オ
ッ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
で
は
│
﹇
私
の
学
ん
だ
﹈
四
〇
年
ほ
ど
前
に
は
、
そ
う
し
て
い
た
し
今
で
も
そ
う
し
て
い
る
も
の
と
私
は
信
じ
る
の
で
あ
る
が

│
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
や
『
政
治
学
』
に
よ
り
提
示
さ
れ
た
諸
問
題
を
若
者
た
ち
が
論
じ
て
い
た
の
と
同
様
の
活

気
と
無
知
と
を
も
っ
て
、
論
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
純
粋
に
教
育
的
視
点
か
ら
も
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
自
由
学
芸
学
士
は
オ
ッ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
の
学
部
学
生
が
論
争
か
ら
得
る
の
と
同
等
の
も
の
を
得
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
あ
る
合
意
が
詐
欺
防
止
法
の
第
四
節
に
該
当
す

る
の
か
ど
う
か
と
か
、
契
約
上
の
債
権
債
務
の
真
の
基
礎
は
実
際
の
精
神
に
よ
る
合
意
か
単
な
る
意
思
表
示
か
と
か
、
恩
恵
授
与
者
は
、

見
か
え
り
と
し
て
自
己
が
愛
さ
れ
る
こ
と
以
上
に
恩
恵
授
与
の
対
象
を
愛
し
て
い
る
の
か
を
決
定
し
た
り
、
良
き
市
民
は
良
き
人
間
で
常

に
あ
る
の
か
と
か
い
っ
た
論
題
は
等
し
く
知
的
に
刺
激
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
職
業
的
見
地
か
ら
言
え
ば
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
自
由

学
芸
学
士
が
確
か
に
最
良
の
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
私
が
未
だ
ぼ
ん
や
り
と
覚
え
て
い
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
問
題
と
い
う
の
は
そ

一
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れ
自
身
の
利
点
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
対
す
る
解
答
と
言
う
も
の
は
現
実
の
生
活
に
と
り
な
ん
の
重
要
性
を
持
た
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
、
実
務
法
曹
に
と
っ
て
、
詐
欺
防
止
法
の
解
釈
や
契
約
の
諸
要
素
の
徹
底
的
理
解
と
い
っ
た
も
の
は
大
い
に
裨
益
す
る
こ
と

と
な
ろ
う
。

か
か
る
目
的
の
達
成
は
両
者
と
も
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
特
有
の
も
の
で
あ
る
二
制
度
に
よ
り
促
進
さ
れ
る
。

第
一
の
も
の
は
、
法
学
ク
ラ
ブthe L

aw
 C
lubs

と
模
擬
法
廷the M

oot C
ourts

で
あ
る
。

実
際
に
、
私
が
そ
の
会
合
の
一
つ
へ
の
参
加
招
待
の
栄
誉
を
得
た
パ
ウ
・
ワ
ウP

ow
 W
ow

と
い
う
法
学
ク
ラ
ブ
を
例
に
取
っ
て
み
よ

う
。
そ
れ
は
学
生
に
よ
り
創
立
・
運
営
さ
れ
る
ク
ラ
ブ
で
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
夕
べ
に
行
わ
れ
る
宗
教
、
倫
理
、
政
治
、
芸
術
に
関

す
る
小
論
発
表
会
の
団
体
と
似
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
ク
ラ
ブ
は
真
剣
な
も
の
で
、
実
際
そ
の
よ
う
に
運
営
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
目
的
は
法
的
議
論
を
な
す
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
は
可
能
な
限
り
現
実
の
法
廷
で
為
さ
れ
る
の
と
同
様
の
形
式
性
と
条
件

に
基
づ
い
て
執
り
行
わ
れ
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
パ
ウ
・
ワ
ウ
は
「
一
法
廷
」
と
い
う
よ
り
「
一
団
の
諸
法
廷
」
の
入
念
な
模
倣
で
あ
る
。

パ
ウ
・
ワ
ウ
の
複
雑
な
組
織
体
制
の
習
熟
に
は
骨
が
折
れ
、
そ
の
細
部
を
正
確
に
説
明
す
れ
ば
、
読
者
諸
君
の
興
味
を
削
ぐ
こ
と
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
そ
の
組
織
の
本
質
を
知
る
た
め
に
、
二
、
三
の
事
実
は
言
及
に
値
す
る
。
第
一
学
年
の
八
人
が
高
等
裁
判
所
判
事
に
、
第

二
学
年
の
八
人
が
最
高
裁
判
所
判
事
に
、
第
三
学
年
の
八
人
が
上
訴
裁
判
所
判
事
に
と
言
う
風
に
、
ク
ラ
ブ
は
三
法
廷
を
選
出
す
る
。
こ

れ
ら
三
法
廷
に
お
け
る
各
段
取
り
は
、
最
高
度
の
真
剣
さ
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
が
、
そ
こ
で
目
標
と
さ
れ
達
成
さ
れ
る
目
的
は
法
廷
の
前

で
ク
ラ
ブ
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
り
法
的
討
論
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
う
す
る
に
際
し
裁
判
官
役
の
学
生
は
、
法
廷
の
面
前
で
論
争

を
展
開
す
る
弁
護
士
役
の
学
生
よ
り
は
、
そ
の
地
位
か
ら
よ
り
優
れ
た
法
学
識
を
有
し
て
い
る
べ
き
で
あ
る
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
権
威
を

彼
ら
に
対
し
て
有
し
て
い
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
そ
こ
で
の
議
論
に
堅
固
さ
と
真
剣
さ
を
あ
た
え
る
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
な
さ
れ

（
ix）
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る
。
第
一
に
、
非
常
な
注
意
を
持
っ
て
案
件
が
創
作
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
合
意
事
実
の
陳
述an agreed statem

ents of facts

か
、

特
別
票
決special verdict

か
、
防
訴
抗
弁dem

urrer

か
の
い
ず
れ
か
の
形
式
を
と
る
。
案
件
は
議
論
中
に
議
長
役
を
務
め
る
人
物
に

よ
り
「
裁
決
」“settled ”

さ
れ
る
が
、
彼
は
概
し
て
当
該
案
件
が
聴
聞
さ
れ
る
裁
判
所
の
す
ぐ
上
の
審
級
裁
判
所
の
裁
判
官
役
で
あ
る
。

ク
ラ
ブ
の
会
員
か
ら
法
廷
弁
護
士
役
と
し
て
二
人
が
議
論
に
お
い
て
案
件
の
主
張
（
そ
こ
で
は
常
に
な
ん
ら
か
の
難
し
い
論
点
が
提
示
さ
れ
る

の
で
あ
る
が
）
を
為
す
べ
く
割
り
当
て
ら
れ
る
。
法
廷
弁
論
の
一
週
間
前
に
法
廷
弁
護
士
役
は
自
ら
の
引
用
す
る
で
あ
ろ
う
権
威
的
典
籍

の
リ
ス
ト
を
提
出
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
法
廷
に
立
っ
た
と
き
に
は
裁
判
長
役
と
そ
の
同
僚
裁
判
官
役
に
当
該
案
件
の
も
つ
す
べ
て

の
意
味
合
い
が
事
前
に
周
知
さ
れ
、
裁
判
長
役
は
法
的
議
論
を
理
知
的
に
導
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
（
5
）

。
か
く
し
て
、
弁
論
前
日

に
は
大
部
分
の
ク
ラ
ブ
会
員
が
案
件
に
つ
き
了
解
し
て
い
る
。
会
員
ら
は
法
的
議
論
に
徹
底
し
た
批
判
精
神
で
望
む
。
法
廷
の
面
前
で
当

案
件
は
非
常
に
注
意
深
く
主
張
が
為
さ
れ
、
各
裁
判
官
の
「
判
決
」judgem

ent

│
ア
メ
リ
カ
流
に
言
え
ば
、「
裁
判
官
見
解
」opinion

│

の
言
い
渡
し
に
よ
り
終
審
す
る
が
、
裁
判
長
役
は
一
週
間
程
度
で
書
面
で
の
判
決
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
す
べ
て
は
、

一
聴
、
児
戯
に
も
聞
こ
え
よ
う
が
、
断
じ
て
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
法
廷
弁
護
士
役
も
聴
衆
も
み
な
一
様
に
真
剣
で
あ
る
。
弁
護

士
役
の
方
は
自
己
の
法
学
識
と
議
論
の
巧
み
さ
で
評
判
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
し
、
聞
き
役
の
方
は
自
身
の
法
的
批
判
力
及
び
理
解
力
を

研
ぎ
澄
ま
そ
う
と
来
会
す
る
。
そ
の
成
果
は
極
め
て
満
足
な
も
の
で
あ
る
。
幸
い
に
私
が
臨
席
す
る
幸
運
を
得
た
聴
聞
で
は
、
す
べ
て
の

物
事
が
極
め
て
秩
序
だ
っ
て
行
わ
れ
た
。
部
外
者
な
ら
あ
た
か
も
法
廷
手
続
き
を
傍
聴
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
錯
覚
し
た
か
も
し
れ
な
い
。

実
の
と
こ
ろ
、
何
ら
の
特
筆
す
べ
き
賢
明
さ
を
持
っ
た
見
解
は
そ
こ
で
は
何
も
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
聴
衆
は
間
違

い
な
く
関
心
を
示
し
て
い
た
し
、
そ
こ
で
の
法
的
理
由
付
け
は
健
全
か
つ
ビ
ジ
ネ
ス
・
ラ
イ
ク
で
あ
っ
た
。
事
実
、
そ
こ
で
の
主
張
は
も

し
若
い
法
廷
弁
護
士
に
よ
り
為
さ
れ
て
い
た
ら
英
国
の
裁
判
官
た
ち
が
注
意
を
向
け
る
よ
う
な
類
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
法
的
主
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年
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月
）

（
一
六
四
二
）

張
を
為
し
た
青
年
ら
が
み
な
初
年
度
の
若
人
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
は
じ
め
て
、
批
評
家
は
か
か
る
一
連
の
作
業
の
効
果
を
充
分

に
認
識
で
き
よ
う
。
適
切
な
指
導
下
で
、
若
人
た
ち
が
い
か
に
迅
速
に
精
神
の
法
的
習
慣
を
吸
収
会
得
す
る
か
を
目
の
当
た
り
に
し
、
私

は
驚
嘆
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
。

教
授
陣
の
支
持
を
受
け
て
い
る
と
は
い
え
、
法
学
ク
ラ
ブ
が
学
生
の
創
立
に
よ
る
の
に
対
し
て
、
模
擬
法
廷the M

oot C
ourts

は
大

学
の
制
度
で
あ
る
。
模
擬
法
廷
で
は
ロ
ー･

ス
ク
ー
ル
全
体
が
招
集
さ
れ
る
。
一
人
の
法
学
教
授
が
裁
判
官
役
を
す
る
の
に
対
し
て
、
概

し
て
第
三
学
年
の
若
者
ら
が
あ
る
法
律
上
の
難
題
を
例
え
ば
合
衆
国
最
高
裁
判
所
に
法
廷
弁
護
士
が
出
頭
し
た
際
に
要
求
さ
れ
る
よ
う
な

方
法
で
論
ず
る
。
合
衆
国
全
域
の
ロ
ー･

ス
ク
ー
ル
に
こ
の
よ
う
な
模
擬
法
廷
が
存
在
し
、
彼
ら
が
法
実
務
を
開
始
し
た
際
に
、
参
加
す

る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
議
論
に
関
し
て
若
者
ら
を
訓
練
す
べ
く
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
そ
の
目
的

が
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
に
比
べ
れ
ば
よ
り
直
接
的
に
実
務
的
で
あ
る
も
の
の
優
れ
た
機
関
で
あ
る
ボ
ス
ト
ン
・
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
の
模
擬
裁
判

に
お
い
て
、
私
は
、
二
人
の
若
い
紳
士
が
訴
答
の
修
正
を
要
求
す
る
の
を
傍
聴
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
の
や
り
と
り
も
こ
れ
以
上

な
い
ほ
ど
良
く
執
り
行
わ
れ
て
い
た
。
実
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
法
学
ク
ラ
ブ
で
あ
れ
模
擬
裁
判
で
あ
れ
計
り
知
れ
ぬ
ほ
ど
の
実
務
的
訓
練

を
若
者
ら
は
受
け
て
お
り
、
か
か
る
経
験
の
欠
如
ゆ
え
に
、
い
か
に
彼
が
有
能
で
学
し
く
豊
か
で
あ
っ
て
も
、
初
め
て
本
物
の
陪
審
員
に

む
け
演
説
し
た
り
、
本
物
の
裁
判
官
の
面
前
で
法
的
主
張
を
為
し
た
り
す
る
に
際
し
て
す
べ
て
の
英
国
の
法
廷
弁
護
士
は
躊
躇
さ
せ
ら
れ

る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
学
ク
ラ
ブ
や
模
擬
法
廷
が
学
生
た
ち
の
法
律
問
題
へ
の
熱
烈
な
関
心
に
火
を
つ
け
る
こ
と
と
比
べ

れ
ば
、
こ
れ
ら
の
制
度
か
ら
得
ら
れ
る
実
務
的
利
点
な
ど
と
言
う
も
の
は
存
在
し
な
い
無
い
も
同
然
の
も
の
と
な
ろ
う
。

第
二
の
も
の
は
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
・
ロ
ー
・
レ
ヴ
ュ
ー
で
あ
る
。

法
学
ク
ラ
ブ
が
討
論
を
刺
激
す
る
と
す
れ
ば
、
レ
ヴ
ュ
ー
は
研
究
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
る
。
レ
ヴ
ュ
ー
に
は
ア
メ
リ
カ
の
弁
護
士
や

一
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池
）

（
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）

法
学
教
授
の
錚
々
た
る
面
々
か
ら
の
賞
賛
す
べ
き
作
品
が
含
ま
れ
て
い
る
。
法
的
思
索
に
関
心
の
あ
る
す
べ
て
の
英
国
人
に
当
レ
ヴ
ュ
ー

は
知
ら
れ
る
一
方
で
、
か
の
重
要
な
季
刊
学
術
雑
誌
が
ロ
ー･

ス
ク
ー
ル
の
学
生
に
よ
り
運
営
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
認
識
す
る
英

国
人
は
殆
ど
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
六
名
か
ら
一
七
名
か
ら
な
る
そ
の
編
集
グ
ル
ー
プ
に
参
加
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
上
級
学
年
の
学
生

ら
の
当
然
の
目
標
と
な
っ
て
い
る
。
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
・
ロ
ー
・
レ
ヴ
ュ
ー
の
編
集
作
業
に
携
わ
る
こ
と
は
、
二
四
歳
か
ら
二
五
歳
の
年
齢

に
達
し
健
全
な
法
学
識
習
得
の
道
程
を
そ
こ
ま
で
進
級
し
た
第
三
学
年
の
学
生
に
と
っ
て
の
最
高
の
仕
事
で
あ
る
。
著
名
な
法
律
家
た
ち

の
指
導
に
よ
る
継
続
的
か
つ
科
学
的
な
判
例
研
究
、
法
学
ク
ラ
ブ
や
模
擬
法
廷
に
お
け
る
実
習
、
ロ
ー
・
レ
ヴ
ュ
ー
編
集
に
お
け
る
根
気

強
い
努
力
：
こ
れ
ら
す
べ
て
の
手
段
を
通
じ
て
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
教
授
た
ち
は
英
国
及
び
ア
メ
リ
カ
の
「
生
き
る
法
」
に
よ
り
提
示
さ
れ

る
諸
問
題
に
対
し
て
の
生
徒
の
生
き
生
き
と
し
た
関
心
を
維
持
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
ご
と
く
し
て
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
・
ロ
ー
・

ス
ク
ー
ル
の
輝
か
し
い
真
の
成
功
は
齎
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
氏
は
「
学
生
の
情
熱
」
に
つ
き
描
写
す
る
。」
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
・
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
に
つ
い
て
エ
イ
ム
ズ
教
授
は
一
〇

年
前
（
※
一
八
八
四
年
）
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
実
際
、
今
日
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
・
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
に
横
溢
す
る
勤
勉
精
神
と

情
熱
は
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
歴
史
上
の
い
か
な
る
時
代
の
い
か
な
る
学
部
を
も
凌
駕
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
未
だ
過
ぎ
た
誇
張
に
は
程
遠

い
。」
当
時
真
実
で
あ
っ
た
こ
と
は
少
な
く
と
も
今
日
で
も
同
様
に
真
実
で
あ
る
。
学
生
た
ち
は
法
的
思
考
の
雰
囲
気
の
中
で
生
活
を
し

て
い
る
。
彼
ら
の
法
学
へ
の
関
心
は
熱
病
の
ご
と
く
滾
（
た
ぎ
）
っ
て
い
る
。
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
・
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
の
あ
る
教
授
は
自
身

の
学
生
の
九
割
は
熱
心
に
勉
強
し
て
い
る
と
私
に
告
げ
た
。
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
に
お
い
て
彼
ら
が
怠
惰
な
時
間
を
過
ご
す
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
自
由
学
芸
課
程
の
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
へ
の
入
学
を
彼
ら
は
実
社
会
へ
入
る
出
発
点
と
と
ら
え
て
い
る
（
6
）

。」

（
x
）

一
八
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
四
四
）

で
は
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
範
例
か
ら
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
が
学
ぶ
べ
き
教
訓
は
何
で
あ
ろ
う
か
？

『
あ
る
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
人
の
目
か
ら
見
た
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
・
カ
レ
ッ
ジH

arvard C
ollege by an O

xionian

』
に
よ
る
描
写
で
私

が
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
大
学
を
良
く
知
る
よ
う
に
な
っ
た
特
に
わ
が
友
人
バ
ー
ク
ベ
ッ
ク
・
ヒ
ル
博
士
の
よ
う
な
一
部
の
観
察
者
た
ち
や
、

ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
・
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
の
魅
力
と
そ
の
生
活
の
虜
と
な
っ
た
私
自
身
の
よ
う
な
者
に
と
っ
て
、
自
然
に
示
唆
さ
れ
得
る
と
思

わ
れ
る
結
論
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
法
学
教
授
た
ち
は
合
衆
国
で
達
成
さ
れ
た
事
柄
に
注
意
を
払
い
同

様
の
こ
と
を
為
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼
に
取
り
比
較
的
容
易
と
思
わ
れ
る
様
々
な
改
革
を
通
じ
て
で
あ
り
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
・

ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
の
名
声
に
比
肩
し
そ
れ
を
共
に
す
る
よ
う
な
制
度
を
立
ち
上
げ
る
べ
き
で
あ
る
（
7
）

。
か
か
る
見
識
は
、
外
部
者
か
ら
は
ご

く
当
然
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
加
え
て
、
│
私
は
大
胆
に
も
我
が
批
評
家
に
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
が
│
そ
れ
が
任

期
制
教
授
で
あ
れ
、
チ
ュ
ー
タ
ー
で
あ
れ
、
リ
ー
ダ
ー
で
あ
れ
、
講
師
で
あ
れ
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
教
員
で
熱
意
を
持
っ
て
そ
の

作
品
に
傾
注
す
る
者
な
ら
誰
で
も
、
も
し
可
能
な
ら
、
喜
ん
で
受
け
入
れ
る
で
あ
ろ
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ヒ
ル
博
士
の
理
論
は
当
然
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
も
、
内
部
か
ら
ア
メ
リ
カ
や
英
国
の
ロ
ー･

ス
ク
ー
ル
の
働
き
を
吟
味
し
た
こ
と
の
あ

る
合
衆
国
及
び
英
国
の
い
か
な
る
弁
護
士
た
ち
に
も
受
け
入
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
。
該
当
頁
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、

両
校
の
位
置
付
け
に
は
根
本
的
差
異
が
存
す
る
。
確
か
に
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
に
お
け
る
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
の
目
的
は
科
学
的
法
学
教
育
の

促
進
で
あ
り
、
そ
れ
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
お
け
る
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
の
目
的
で
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
に
お
け

る
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
の
目
的
は
職
業
的
で
あ
り
、
そ
の
学
生
は
実
務
法
法
曹
業
に
向
け
勉
学
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
オ
ッ
ク
ス

フ
ォ
ー
ド
に
お
け
る
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
の
目
的
は
、
相
当
程
度
、
教
育
的
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
オ
ッ

（
xi）
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ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
の
参
加
者
は
大
学
教
育
の
課
程
を
通
過
せ
ん
と
す
る
若
者
た
ち
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
前
者
に
お
け

る
努
力
の
契
機
は
法
原
則
を
会
得
し
職
業
弁
護
士
と
し
て
成
功
す
る
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
に
お
け
る
努
力
の
契
機
は
席
次
表

に
お
い
て
良
い
席
次
を
取
る
と
い
う
願
望
│
そ
れ
は
ま
っ
た
く
合
法
的
願
望
で
は
あ
る
の
だ
が
│
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
加
う
る
に
、
職

業
的
名
声
を
求
め
て
現
実
的
学
識
を
得
よ
う
と
す
る
願
望
の
方
が
、「
優
等
学
位
」the F

irst C
lass

を
得
よ
う
と
す
る
熱
望
よ
り
も
、

概
し
て
、
遥
か
に
強
力
か
つ
遥
か
に
健
全
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
差
異
は
根
源
的
で
あ
り
、
我
々
の
願
望
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
に
関
わ

ら
ず
、
見
落
と
す
こ
と
能
わ
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
は
、
相
当
程
度
、
そ
の
教
育
課
程
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

ロ
ー
マ
法
、
法
理
学
、
国
際
法
と
い
っ
た
、
高
い
教
育
的
価
値
を
有
す
る
が
、
一
般
に
法
廷
弁
護
士
が
自
身
の
職
業
的
義
務
を
遂
行
す
る

の
に
は
大
し
て
役
に
立
た
ぬ
よ
う
な
思
索
的
教
科
が
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
に
比
べ
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
は
遥
か
に
幅
を
聞
か
せ
て
い
る
事
実

を
こ
れ
ら
両
者
の
差
異
は
説
明
も
し
よ
う
。
法
廷
弁
護
士
は
幸
い
に
も
大
き
な
実
務
経
験
を
得
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
向
こ
う
十

年
間
、
ロ
ー
マ
法
や
国
際
法
の
知
識
を
そ
の
解
決
に
必
要
と
す
る
よ
う
な
事
件
に
出
く
わ
す
こ
と
は
無
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
こ
で
指

摘
さ
れ
た
両
者
の
差
異
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
考
査
と
席
次
表
の
大
き
な
力
点
と
、
そ
れ
に
対
し
て
、
合
衆
国

に
お
い
て
そ
れ
ら
に
与
え
ら
れ
る
比
較
的
軽
微
な
力
点
を
も
説
明
し
、
お
お
い
に
正
当
化
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
が
は
じ
め
て
の
熱
心

な
職
業
的
野
望
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
る
時
に
、
若
者
に
優
等
学
位
を
望
ん
だ
り
落
第
を
恐
れ
て
勉
強
す
る
よ
う
強
制
し
た
り
し
む
け
た

り
し
た
り
す
る
必
要
は
ま
っ
た
く
な
い
。
自
己
の
眼
を
見
開
い
て
い
る
教
員
な
ら
だ
れ
で
も
、
大
学
を
修
了
し
法
廷
弁
護
士
事
務
所
や
事

務
弁
護
士
事
務
所
に
移
っ
た
多
く
の
若
者
た
ち
の
勤
勉
さ
の
み
な
ら
ず
知
的
活
力
に
感
銘
を
受
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

英
国
の
大
学
が
法
学
教
育
に
関
し
て
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
を
そ
の
ま
ま
真
似
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
言
う
こ
と
は
、
そ
の
偉
大
な
ア
メ
リ
カ

の
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
の
経
験
が
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
我
々
に
価
値
の
あ
る
教
訓
を
含
ん
で
な
い
と
言
う
こ
と
と
は
ま
っ
た
く
別
で
あ
る
。

一
八
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
四
六
）

ラ
ン
グ
デ
ル
教
授
に
よ
り
始
め
ら
れ
、
教
授
自
身
と
そ
の
同
僚
ら
に
よ
り
遂
行
さ
れ
て
き
て
い
る
実
験
は
判
例
研
究
に
適
用
さ
れ
た
教

義
問
答
的
シ
ス
テ
ム
の
極
め
て
高
い
価
値
を
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
で
追
及
さ
れ
て
い
る
教
育
制
度
に
対
し
て
な
ん
ら
か

の
批
判
が
あ
り
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
せ
い
ぜ
い
、
英
国
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
諸
国
の
大
学
で
聴
講
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
講
義
に
よ
り

そ
の
制
度
が
よ
り
高
い
程
度
に
補
填
さ
れ
る
な
ら
ば
、
現
状
よ
り
そ
の
利
点
は
大
き
な
も
の
と
な
ろ
う
と
い
う
こ
と
ぐ
ら
い
で
あ
る
。

ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
教
授
た
ち
は
法
理
論
の
賞
賛
す
べ
き
解
説
者
で
あ
り
、
教
理
問
答
方
式
の
実
習
に
自
ら
を
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

理
由
は
な
に
も
な
い
。
友
人
と
し
て
加
え
て
言
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
教
授
と
学
生
間
の
個
人
的
関
係
の
存
在
を
現
在
観
察
さ

れ
る
以
上
に
推
し
進
め
る
こ
と
さ
え
出
来
れ
ば
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
に
お
け
る
法
学
教
育
│
恐
ら
く
他
学
科
の
教
育
も
そ
う
で
あ
ろ
う
が
│

は
、
教
育
手
段
と
し
て
の
役
割
を
よ
り
高
め
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
親
密
な
個
人
的
関
係
と
言
う
も

の
は
そ
れ
自
体
が
学
寮
生
活
に
お
け
る
果
実
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
﹇
オ
ッ
ク
ス
ブ
リ
ッ
ジ
﹈
に
お
け
る
チ
ュ
ー
ト
リ
ア
ル
制
度
の
偉
大
な

る
利
点
な
の
で
あ
る
。
か
か
る
留
保
に
は
服
す
る
も
の
の
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド･

メ
ソ
ッ
ド
は
、
適
用
可
能
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
端
的

に
賞
賛
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
教
室
で
生
徒
が
与
え
ら
れ
た
質
問
に
口
頭
で
解
答
し
、
講
義
参
加
前
に
あ
ら
か
じ
め
各
判
例
を
注
意
深

く
準
備
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
こ
れ
以
上
に
刺
激
的
で
教
訓
に
満
ち
た
法
学
教
育
の
プ
ラ
ン
は
な
い
。
ま
た
、
た
と
え
望
ま
れ
る
目
的

を
達
成
す
る
困
難
が
相
当
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
学
部
学
生
が
要
式
手
続
き
に
の
っ
と
っ
た
法
学
的
議
論
の
た

め
の
団
体
を
自
ら
の
た
め
に
設
立
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
に
違
い
な
い
と
言
う
よ
う
な
理
由
は
決
し
て
何
も
無
い
。
教
理
問
答
方
式

の
拡
張
及
び
法
学
ク
ラ
ブ
設
立
の
奨
励
は
、
我
ら
が
オ
ッ
ク
ス
ブ
リ
ッ
ジ
双
方
の
大
学
の
熱
心
な
法
学
教
授
団
が
決
し
て
そ
の
視
野
か
ら

見
失
っ
て
は
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
ア
メ
リ
カ
の
経
験
は
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
な
ら
、
英
国
に
お
け
る
そ
の
教
育
が
科
学
的
で
あ
る
と
同
時
に
職
業
的
で
あ
る

（
xii）

一
九
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英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺
（
加
藤
・
菊
池
）

（
一
六
四
七
）

法
学
教
育
の
大
学
院
課
程
設
立
の
要
請
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
現
状
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の

目
的
を
部
分
的
に
達
成
す
る
手
段
の
一
つ
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。「
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
法
学
部
」jurisprudence school

に

進
学
す
る
学
部
学
生
の
多
く
は
極
め
て
前
途
有
望
な
生
徒
た
ち
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
大
学
の
課
程
を
履
修
中
で
未
だ
学
位
を
と
っ
て
お
ら

ぬ
の
だ
が
、
実
務
法
曹
の
門
戸
を
た
た
こ
う
と
し
て
い
る
。「
市
民
法
学
士
」
Ｂ
．Ｃ
．Ｌ
．
に
進
も
う
と
す
る
「
自
由
学
芸
学
士
」
Ｂ
Ａ

は
、
大
体
に
お
い
て
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
学
生
と
同
じ
く
、
大
学
の
学
部
課
程
を
成
功
裏
に
修
了
し
、
ま
さ
に
弁
護
士
の
な
ろ
う
と
す
る
者

た
ち
で
あ
る
。
市
民
法
学
士
試
験
は
、
我
が
友
人
た
る
ブ
ラ
イ
ス
氏
と
ホ
ラ
ン
ド
教
授
の
努
力
に
よ
り
、
賞
賛
す
べ
き
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
市
民
法
学
士
に
取
得
に
向
け
る
人
々
は
、
法
原
則
習
熟
の
た
め
に
真
剣
に
傾
注
す
る
学
生
に
対
し
推
薦
可
能
た
る
べ
く
、
健
全
な
法

学
識
の
基
礎
形
成
に
む
け
入
念
に
計
画
付
け
ら
れ
た
、
そ
の
教
育
課
程
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
る
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
に
関
す
る
限

り
、
当
該
教
育
課
程
に
一
つ
あ
る
欠
陥
は
、
市
民
法
学
士
に
取
得
に
熱
意
を
持
つ
彼
ら
は
、「
弁
護
士
事
務
所
で
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
」
の

必
要
か
ら
、
め
っ
た
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
留
ま
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
可
能
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
真
摯
な
大
学
院
教

育
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
可
能
な
学
生
の
一
団
を
形
成
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
全
教
授
は
、

Ｂ
Ｃ
Ｌ
学
位
に
向
け
勉
学
に
励
む
学
生
を
し
て
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
お
け
る
彼
ら
の
研
究
を
せ
め
て
一
年
で
も
継
続
さ
せ
る
よ
う
に
し

む
け
る
こ
と
が
出
来
る
か
を
慎
重
に
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
将
来
、
ロ
ン
ド
ン
に
法
的
大
学
が
設
置
さ
れ
た
暁
に
は
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
実
務
法
曹
業
開
始
条
件
と
し
て
の
あ
ら
ゆ
る
試
験
を
Ｂ
Ｃ
Ｌ
学
位
保
持
者
に
は
免
除
さ
せ
る
べ
き
だ
と
の
要
求
│
か
か

る
要
求
の
認
知
の
対
し
て
は
既
に
我
々
は
十
分
な
合
理
的
か
つ
倫
理
的
権
利
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
│
を
実
現
す
る
こ
と
が
期
待
出

来
よ
う
。
し
か
し
、
か
か
る
成
果
は
我
々
自
身
の
努
力
に
よ
っ
て
は
到
達
不
可
能
な
も
の
で
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
に
と
り
よ
り
直
近

の
問
題
は
、
他
大
学
で
自
由
学
芸
教
育
を
受
け
た
人
間
の
多
く
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
の
Ｂ
Ｃ
Ｌ
学
位
取
得
を
高
く
評
価
す
る
こ
と
で

（
xiii）
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
四
八
）

あ
ろ
う
が
、
我
々
の
制
度
の
小
手
先
の
改
革
で
は
、
彼
ら
が
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
と
ど
ま
り
研
究
す
る
よ
う
に
誘
致
で
き
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
は
こ
の
問
題
を
詳
細
に
議
論
す
る
機
会
で
は
な
か
ろ
う
。
少
な
く
と
も
こ
こ
で
確
実
に
主
張
し
得
る
事
は
、

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
と
そ
の
教
授
陣
は
、
Ｂ
．Ｃ
．Ｌ
．
学
位
取
得
の
た
め
の
研
究
を
支
援
す
べ
く
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
講
ず
る
べ
き
で

あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
各
自
の
大
学
の
学
部
課
程
を
修
了
し
た
学
生
に
よ
る
真
摯
な
法
学
研
究
の
場
を
、
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
作
る
べ
き
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
に
お
け
る
経
験
が
齎
す
最
良
の
成
果
は
、
こ
の
経
験
が
、
英
国
法
を
真
摯
に
教
育
し
よ
う
と
す

る
す
べ
て
の
者
に
と
り
大
き
な
励
み
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
で
の
経
験
か
ら
、
良
好
な
条
件
下
で
は
、
英
国
法
は

大
学
の
教
授
及
び
教
員
ら
に
よ
っ
て
限
り
な
い
成
功
と
共
に
教
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
我
々
は
知
る
。
ま
た
、
こ
の
問

題
を
公
平
に
考
慮
す
る
な
ら
、
我
々
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
法
学
部
の
学
生
数
が
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
よ
り
少
な
く
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
・
ロ
ー
・

ス
ク
ー
ル
ほ
ど
は
成
功
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
も
、
な
ん
ら
気
落
ち
す
る
真
の
理
由
に
は
な
ら
ぬ
。
私
が
主
張
し
た
よ
う
に
、
英
国
及

び
合
衆
国
で
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
基
礎
的
諸
条
件
は
異
な
っ
て
お
り
、
我
々
は
み
な
我
が
英
国
の
学
識
の
場
に
お
い
て
コ
モ
ン
・
ロ
ー
研
究

の
意
欲
的
再
生
が
為
さ
れ
た
の
が
い
か
に
ほ
ん
の
最
近
で
あ
る
か
を
失
れ
が
ち
で
あ
る
。
興
味
深
い
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
よ
り
、
コ
モ
ン
・

ロ
ー
研
究
の
再
生
で
は
英
国
よ
り
ア
メ
リ
カ
の
方
が
古
い
の
で
あ
る
。
大
西
洋
の
向
こ
う
側
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
研
究

の
再
生
は
少
な
く
と
も
ス
ト
ー
リ
ー
の
時
代
に
ま
で
は
遡
る
。
も
し
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
後
に
「
注
釈
者
（
※
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
異

名
）」
同
様
の
名
声
と
熱
意
を
持
っ
た
一
連
の
後
継
者
が
続
い
て
い
れ
ば
、
今
ご
ろ
英
国
の
状
況
は
ア
メ
リ
カ
の
現
状
と
ほ
ぼ
同
じ
で

あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
三
十
年
少
し
の
期
間
で
英
国
で
為
さ
れ
た
改
革
は
偉
大
な
も
の
で

あ
る
。
か
か
る
期
間
の
う
ち
に
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
と
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
お
け
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
教
育
は
現
実
の
も
の
と
な
り
、
今
で

一
九
二



英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺
（
加
藤
・
菊
池
）

（
一
六
四
九
）

は
大
学
生
活
の
重
要
な
一
部
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
お
け
る
大
学
教
授
た
ち
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
も
っ
と
も
懸
命
な
こ
と
に
各
理
論
的

初
等
教
科
書institutional w

orks

の
改
善
へ
と
向
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ポ
ロ
ッ
ク
と
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
に
よ
り
は
じ
め
ら
れ
た
記

念
碑
的
作
品
『
英
国
法
の
歴
史
』
や
、
デ
ィ
グ
ビ
ー
『
物
的
財
産
権
法
の
歴
史
』、
ホ
ラ
ン
ド
『
法
理
学
』、
モ
イ
ル
版
『
ユ
帝
法
学
提

要
』
な
ど
の
各
書
│
そ
れ
ら
の
長
所
は
英
国
の
み
な
ら
ず
合
衆
国
全
土
に
わ
た
っ
て
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
│
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー

を
英
国
文
学
の
一
部
と
せ
ん
と
す
る
活
動
の
表
徴
で
あ
る
。
こ
れ
は
時
代
精
神
を
反
映
し
て
い
る
。
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
の
歴
史
は
結
局

の
と
こ
ろ
か
か
る
時
代
精
神
の
影
響
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
英
国
に
お
け
る
ロ
ー･

ス
ク
ー
ル
は
ア
メ
リ
カ
の
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
の

そ
の
ま
ま
の
写
し
と
は
な
り
得
ぬ
が
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
お
け
る
真
摯
な
学
生
が
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
に
お
け
る
最
良
の
学
生
同
様
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
教
育
の
真
の
目
的
を
達
成
し
、「
法
的
思
索
の
雰
囲
気
の
中
で
生
活
す
る
」
よ
う
教
わ
る
こ
と
が
出
来
ぬ
理
由
な
ど
と
い

う
も
の
は
決
し
て
何
も
存
し
な
い
。

了

原
注

（
1
） 

ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
・
ロ
ー･

ス
ク
ー
ル
の
学
生
に
よ
り
追
及
さ
れ
る
研
究
と
い
う
も
の
は
、
あ
る
非
常
に
傑
出
し
た
生
徒
に
よ
り
遂
行
さ
れ
た
学

習
課
程
の
短
い
要
覧
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
恐
ら
く
最
も
よ
く
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
一
年
次

（
1
）
契
約
法　
（
2
）
不
法
行
為
法　
（
3
）
物
権
法
（
物
的
及
び
人
的
財
産
権；

地
主
と
借
主
の
関
係
、
等
）（
4
）
刑
事
法　
（
5
）
コ
モ

ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
民
事
手
続
法

一
九
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
五
〇
）

第
二
年
次

（
1
）
証
拠
法　
（
2
）
物
権
法
（
物
権
移
転；

遺
言
及
び
遺
言
執
行
人
、
等
）　
（
3
）
手
形
小
切
手
法　
（
4
）
信
託　
（
5
）
衡
平
法
の
管
轄
権

及
び
そ
の
手
続
法
（
改
革
前
の
英
国
の
大
法
官
府
裁
判
所
に
お
け
る
手
続
法
等
）

第
三
年
次

（
1
）
憲
法　
（
2
）
会
社
法　
（
3
）
協
同
組
合
法　
（
4
）
物
権
法
（
封
建
条
件
付
物
権；

永
久
保
持
禁
止
原
則
、
等
）　
（
5
）
衡
平
法
、
そ
の

管
轄
権
と
手
続
き
法
（
特
定
履
行
等
）

（
2
） 

こ
の
問
題
に
つ
い
て
徹
底
し
て
良
く
情
報
を
持
っ
て
い
る
あ
る
私
の
友
人
は
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
か
ら
の
私
宛
の
手
紙
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
我
々
の
優
等
を
取
っ
た
生
徒
た
ち
は
そ
の
法
的
問
題
を
扱
う
能
力
ゆ
え
に
好
ま
し
い
人
材
と
し
て
認
識
さ
れ
、
概
し
て
、
最
初
は
給
料
の
安
い

「
職
掌
・
職
業
上
の
地
位
」（offi  ces

）
を
ま
ず
確
保
す
る
。
私
は
毎
年
ボ
ス
ト
ン
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
シ
カ
ゴ
な
ど
の
都
市
の
弁
護
士
か
ら
私
が
彼

ら
の
事
務
所
で
の
「
職
業
上
の
地
位
」（offi  ce

）
に
推
薦
で
き
る
「
優
等
でcum

 laude

（
※
ラ
テ
ン
語
「
賞
賛
と
と
も
に
」
の
意
味
）」
卒
業
し
そ

う
な
人
間
の
名
前
を
教
え
て
ほ
し
い
と
い
う
手
紙
を
受
け
取
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
優
等
卒
業
生
」
は
一
ク
ラ
ス
の
八
分
の
一
か
ら
五
分
の

一
を
占
め
る
。」

（
3
） 

ラ
ン
グ
デ
ル
教
授
の
記
念
演
説
『
ハ
ー
バ
ー
ド
・
カ
レ
ッ
ジ
創
立
二
五
〇
周
年
記
念
祝
典
記
録
一
八
八
六
年
一
一
月
五
日
か
ら
八
日
』、
八
四

│
八
六
頁
。（
※
原
テ
キ
ス
ト
で
はT

w
o hundred

のT
w
o

が
飛
ん
で
お
り
一
五
〇
周
年
記
念
に
な
っ
て
い
る
が
誤
り
。）

（
4
） 

か
か
る
推
測
は
ソ
リ
シ
タ
ー
事
務
所
と
似
て
い
る
弁
護
士
事
務
所law

yer’s offi  ce

に
お
け
る
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
が
、
一
流
バ
リ
ス
タ
ー
の
事
務

所cham
bers

に
お
け
る
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
や
（
学
生
ら
に
と
っ
て
大
い
な
る
損
失
で
あ
る
こ
と
に
今
日
で
は
不
可
能
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
）
特
別
訴

答
人
の
事
務
所
に
お
け
る
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
と
は
知
的
な
同
等
物
で
は
な
い
と
い
う
事
実
に
よ
り
危
殆
化
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
5
） 

模
擬
裁
判
の
一
例
。
ス
ト
ー
リ
ー
対
タ
ウ
ゼ
ン
ト
事
件　

ス
ト
ー
リ
ー
は
一
画
の
土
地
を
保
有
し
て
い
た
が
、
タ
ウ
ゼ
ン
ト
は
そ
の
土
地
の
権

原
を
彼
の
友
人
た
る
イ
ー
ト
ン
が
取
得
す
る
こ
と
を
望
ん
で
、
ス
ト
ー
リ
ー
が
同
地
を
イ
ー
ト
ン
に
引
き
渡
す
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
ス
ト
ー
リ
ー

に
対
し
千
ド
ル
を
支
払
う
む
ね
合
意
し
た
。
契
約
両
当
事
者
は
履
行
を
約
束
し
た
。
合
理
的
期
間
経
過
の
後
、
ス
ト
ー
リ
ー
は
同
地
の
執
行
及
び
引

き
渡
し
を
申
し
出
た
の
で
あ
る
が
、
タ
ウ
ゼ
ン
ト
は
ス
ト
ー
リ
ー
を
引
き
渡
し
の
義
務
か
ら
開
放
し
た
上
で
、
千
ド
ル
の
支
払
い
を
拒
絶
し
た
。
そ

一
九
四
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（
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（
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五
一
）

れ
に
対
し
、
ス
ト
ー
リ
ー
は
契
約
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
訴
訟
を
提
起
し
た
。

（
6
） B

irkbeck H
ill, H

arvard
 C

ollege by an
 O

xon
ian 

（1894

）, p. 261.
（
7
） 

H
arvard

 C
ollege by an

 O
xon

ian, pp. 246, 265.

訳
注

（
i
） 

後
に
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
当
論
文
は
英
国
に
お
い
て
英
国
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
お
け
る
人
間
の
目
線
で
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学

ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
に
お
け
る
法
学
教
育
の
成
功
の
秘
訣
を
分
析
す
べ
く
書
か
れ
て
い
る
の
で
「
大
西
洋
の
向
こ
う
側
」
と
は
こ
の
文
脈
で
は
英
国
で

は
な
く
ア
メ
リ
カ
の
こ
と
で
あ
る
。

（
ii
） endow

m
ent

はendow

寄
付
す
る
・
贈
与
す
る
と
い
う
動
詞
の
名
詞
形
で
あ
る
が
、
寄
付
行
為
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
基
金
も
し
く
は
財
団

も
含
意
す
る
。
現
実
の
ヴ
ァ
イ
ナ
ー
教
授
位
の
設
定
は
信
託
設
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
具
体
的
に
は
「
信
託
基
金
」
の
事
で

あ
る
。

（
iii
） 

ダ
イ
シ
ー
自
身
の
所
属
し
そ
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
っ
た
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
オ
ー
ル
・
ソ
ー
ル
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
の
こ
と
。

（
iv
） 

デ
ー
ン
教
授
位
は
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
卒
業
生
ナ
ー
サ
ン
・
デ
ー
ン
の
寄
付
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
教
授
位
。

（
v
） 

実
際
に
現
在
に
至
る
ま
で
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
存
在
し
て
い
る
の
は
「
法
科
大
学
院
」
と
訳
さ
れ
る
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
で
は
な
く
「
法

学
部
」
の
方
で
あ
る
が
、
ダ
イ
シ
ー
の
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
異
常
な
愛
情
が
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
と
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
を
等
値
化
さ
せ
そ
う
呼
ば
せ

た
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
今
日
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
も
、
正
式
で
な
い
カ
ジ
ュ
ア
ル
な
名
称
と
し
て
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
・
ロ
ー
・
ス

ク
ー
ル
と
自
称
す
る
こ
と
も
あ
る
。

（
vi
） 

小
山
貞
夫
『
英
米
法
律
語
辞
典
』
の
訳
語
に
よ
る
。

（
vii
） T

he R
eports

は
定
冠
詞
付
き
で
通
常
、
ク
ッ
ク
『
判
例
集
』
を
い
う
が
、
一
九
世
紀
の
こ
の
文
脈
で
は
近
代
判
例
集
を
意
味
し
た
可
能
性
も

あ
り
不
明
。
ア
メ
リ
カ
の
判
例
集
で
あ
る
可
能
性
も
文
脈
上
あ
り
得
る
。

一
九
五
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（
viii
） 

こ
こ
で
ダ
イ
シ
ー
が
言
及
し
て
い
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
対
カ
ワ
デ
ィ
ン
事
件W
illiam

s v C
arw
ardine 

﹇1833

﹈ E
W
H
C
 K
B
 J44

は
、

一
八
三
三
年
に
出
さ
れ
た
有
名
な
契
約
法
に
関
す
る
判
例
で
あ
る
。

（
ix
） P

ow
 W
ow

パ
ウ
ワ
ウ
は
ア
メ
リ
カ
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
言
葉
で
呪
術
師
を
元
来
意
味
し
た
が
、
今
日
で
は
族
長
会
議
な
ど
現
実
の
重
要
な
会
議

を
除
く
、
歌
や
踊
り
を
含
む
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
交
歓
会
や
お
祭
り
の
よ
う
な
も
の
で
外
部
者
で
も
誰
で
も
参
加
で
き
る
も
の
を
さ
す
。
こ
こ
で
言
及

さ
れ
る
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
・
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
で
の
パ
ウ
ワ
ウ
は
一
八
七
〇
年
代
か
ら
一
九
三
〇
年
代
に
ま
で
か
け
存
在
し
た
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
族
長

会
議
に
引
っ
掛
け
た
学
生
用
の
法
学
討
論
ク
ラ
ブ
で
あ
る
。
学
生
ら
し
い
冗
談
で
あ
る
が
、
今
日
か
か
る
名
称
を
使
用
す
れ
ば
人
種
差
別
の
謗
り
を

ま
ぬ
が
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
。

（
x
） 

ル
イ
ス
・
デ
ン
ビ
ッ
ツ
・
ブ
ラ
ン
ダ
イ
スL

ouis D
em
bitz B

randeis 

（N
ovem

ber 13, 1856 ‒ O
ctober 5, 1941

）
は
、
ボ
ヘ
ミ
ア
か
ら

移
住
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
両
親
の
間
に
ケ
ッ
タ
ッ
キ
ー
州
ル
イ
ス
ビ
ル
で
生
ま
れ
た
ユ
ダ
ヤ
系
ア
メ
リ
カ
人
。
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
・
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
を

卒
業
し
た
の
ち
に
、
ボ
ス
ト
ン
に
法
律
会
社
を
設
立
。
一
八
九
〇
年
代
を
中
心
に
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
・
ロ
ー
・
レ
ヴ
ュ
ー
で
初
め
て
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

権
」
を
提
唱
し
た
こ
と
で
も
有
名
。
社
会
主
義
法
的
な
概
念
も
唱
え
、
大
企
業
に
よ
る
独
占
や
大
量
消
費
へ
の
反
対
、
労
働
法
の
違
憲
性
の
主
張
な

ど
様
々
な
社
会
主
義
運
動
を
、
法
曹
活
動
を
通
じ
て
推
進
し
た
運
動
家
で
も
あ
っ
た
。
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
・
ブ
リ
ー
フ
と
い
う
趣
意
書
の
形
式
を
発
明

し
た
こ
と
で
も
有
名
。
ホ
ー
ム
ズ
と
も
親
友
で
あ
り
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
で
教
鞭
を
と
っ
た
。
急
進
派
の
両
者
と
もG

reat D
issenter

「
偉
大
な
る

反
対
者
」
と
し
て
令
名
を
博
し
た
。
一
九
一
六
年
に
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
と
の
関
係
を
構
築
し
た
の
ち
は
一
八
一
六
年
か
ら
一
八
三
九
年
ま
で
合
衆

国
最
高
裁
判
所
陪
席
判
事
を
務
め
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
を
支
持
す
る
判
決
を
出
し
つ
づ
け
た
。
晩
年
は
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
（
一
九
三
三
│

四
五
）
の
非
公
式
顧
問
と
し
て
影
響
力
を
維
持
し
た
。
ア
メ
リ
カ
国
内
で
は
人
道
的
運
動
に
尽
力
し
た
一
方
で
、
パ
レ
ス
チ
ナ
に
侵
略
・
入
植
し
ユ

ダ
ヤ
人
国
家
イ
ス
ラ
エ
ル
を
建
設
す
す
る
シ
オ
ニ
ズ
ム
運
動
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
中
心
的
指
導
者
で
も
あ
っ
た
。

（
xi
） 

こ
の
場
合
の
カ
レ
ッ
ジ
は
オ
ク
ス
ブ
リ
ッ
ジ
の
学
寮
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
特
有
の
総
合
大
学university

内
の
単
科
大
学
た
る
カ
レ
ッ
ジ
を

含
意
し
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
内
の
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
・
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
の
こ
と
を
指
す
。

（
xii
） 

現
在
で
も
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
及
び
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
は
、
学
部
及
び
大
学
院
の
学
生
一
人
一
人
に
教
授
が
三
〇
分
か
ら
一
時
間
ほ

ど
定
期
的
に
個
人
的
指
導
を
与
え
る
「
チ
ュ
ー
ト
リ
ア
ル
制
度
」tutorial system
と
い
う
非
常
に
贅
沢
な
教
育
制
度
が
機
能
し
て
い
る
。
訳
者
の

一
九
六
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三
）

一
人
も
長
年
お
世
話
に
な
っ
た
制
度
で
あ
り
、
内
実
を
知
る
こ
と
は
外
部
か
ら
は
困
難
で
あ
る
の
で
こ
の
機
会
の
説
明
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

「
学
寮
生
活
の
成
果
」
と
ダ
イ
シ
ー
に
言
わ
れ
る
の
は
、
オ
ッ
ス
ブ
リ
ッ
ジ
で
の
学
生
は
た
い
て
い
親
元
を
離
れ
て
「
学
寮
」
と
も
訳
さ
れ
る
各

「
カ
レ
ッ
ジ
」
に
寄
宿
し
て
お
り
、
彼
ら
の
生
活
指
導
や
ケ
ア
も
含
め
て
、
多
く
は
、
教
授
自
身
の
起
居
す
る
カ
レ
ッ
ジ
の
私
室
で
研
究
指
導
を
受

け
る
か
ら
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
そ
こ
で
師
弟
関
係
が
形
成
さ
れ
る
。
学
部
生
に
対
し
て
も
こ
の
よ
う
な
手
間
を
か
け
た
指
導
が
行
わ
れ
る
が
、

教
授
自
身
も
優
秀
な
若
者
た
ち
と
の
対
話
か
ら
知
的
刺
激
を
受
け
る
こ
と
が
多
い
制
度
だ
と
さ
れ
る
。
オ
ッ
ク
ス
ブ
リ
ッ
ジ
以
外
に
現
代
の
英
国
大

学
に
は
チ
ュ
ー
タ
ー
制
度
は
存
在
せ
ず
、
個
人
的
に
は
こ
の
制
度
が
維
持
さ
れ
て
い
る
の
は
、
英
国
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
が
貴
族
主
義
的
な
身
分
社
会
で

あ
る
こ
と
の
名
残
で
外
国
で
は
か
か
る
贅
沢
な
制
度
の
実
施
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
と
も
感
じ
て
い
る
。
ダ
イ
シ
ー
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
誇
る
こ

の
チ
ュ
ー
タ
ー
制
度
を
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
制
度
に
勝
る
も
の
と
胸
を
張
っ
て
の
で
あ
る
。
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
で
の
教
授
と
学
生
の
関
係
は
、
師
弟
関
係

と
い
う
よ
り
、
昔
か
ら
良
く
も
悪
く
も
ビ
ジ
ネ
ス
・
ラ
イ
ク
で
あ
っ
た
よ
う
で
そ
の
点
が
ダ
イ
シ
ー
は
少
し
物
足
り
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
xiii
） 

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
法
学
部
の
正
式
名
称
。

（
xiv
） 

「
法
的
大
学
」
と
翻
訳
し
た
原
文
はlegal university

で
あ
り
ダ
イ
シ
ー
の
意
図
せ
ん
と
し
た
内
実
は
不
明
。
ロ
ン
ド
ン
に
そ
の
よ
う
な
も
の

を
要
求
し
た
の
は
、
当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
法
実
務
は
ロ
ン
ド
ン
を
中
心
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
既
に
ベ
ン
サ
ム
の
設
立
し
た
ロ
ン
ド
ン
大
学

Ｕ
Ｃ
Ｌ
法
学
部
に
お
い
て
一
九
世
紀
前
半
に
そ
の
よ
う
な
試
み
が
お
こ
な
わ
れ
成
功
し
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
が
、
ダ
イ
シ
ー
か
ら
は
一
貫
し

て
ベ
ン
サ
ム
の
設
立
に
よ
る
Ｕ
Ｃ
Ｌ
の
活
動
は
無
視
さ
れ
て
い
る
。
現
在
で
は
高
等
法
院
の
近
く
のthe S

trand

に
あ
る
ロ
ン
ド
ン
大
学
連
合
の

キ
ン
グ
ス
・
カ
レ
ッ
ジ
が
法
廷
弁
護
始
業
を
兼
務
す
る
Ｑ
Ｃ
の
称
号
を
持
つ
大
学
教
授
を
多
数
擁
し
、
比
較
的
法
実
務
に
密
着
し
た
教
育
を
し
て
い
る
。

一
九
七





解
釈
か
、
改
憲
か
？
ド
イ
ツ
で
は
誰
が
基
本
法
（
憲
法
）
を
支
配
す
る
か
（
小
林
）

（
一
六
五
五
）

問
題
提
起
：

ド
イ
ツ
で
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
占
領
時
代
の
状
況
を
引

き
ず
っ
て
、
憲
法
（V

erfassung

）
が
未
だ
に
基
本
法

（G
rundgesetz

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
現
在
憲
法
理
論
の
中
で
問

題
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
一
つ
に
「
法
律
国
家
か
ら
裁
判
官
（
判

例
）
国
家
へ
」
と
の
認
識
が
あ
る
。
何
故
な
ら
、
連
邦
憲
法
裁
判

所
が
そ
の
管
轄
を
逸
脱
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
が
生

じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
具
体
的
に
は
、
連
邦
憲
法
裁
判

所
が
基
本
法
（
憲
法
）
を
保
護
・
維
持
す
る
代
わ
り
に
、
専
断
的

に
改
正
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

周
知
の
如
く
、
憲
法
改
正
権
限
は
、
立
法
者
の
み
に
与
え
ら
れ
て

い
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
上
記
の
傾
向
を
問
題
視
し
た
識
者
の

一
人
が
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
大
学
定
年
法
学
教
授
ベ
ル
ン
ト
・
リ
ュ

タ
ー
ズ
（
1
）
で
あ
る
。
氏
は
そ
の
見
解
を
二
〇
一
三
年
一
〇
月
フ
ラ
ン

ク
フ
ル
タ
ー
・
ア
ル
ゲ
マ
イ
ネ
（
Ｆ
Ａ
Ｚ
）
紙
に
発
表
し
た
。
氏

の
論
旨
を
紹
介
し
、
氏
が
批
判
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷

の
二
〇
一
三
年
五
月
七
日
付
判
決
を
吟
味
し
、
両
者
の
対
立
点
を

対
比
し
な
が
ら
、
こ
の
問
題
の
論
点
を
分
析
し
、
同
時
に
日
本
の

最
高
裁
の
最
近
の
判
例
へ
の
示
唆
も
試
み
た
い
。

本
稿
で
は
、
Ｅ
Ｕ
法
適
用
諸
国
に
お
け
る
同
性
婚
の
扱
い
の
比

解
釈
か
、
改
憲
か
？
ド
イ
ツ
で
は
誰
が
基
本
法
（
憲
法
）
を
支
配
す
る
か

小　
　

林　
　

宏　
　

晨

研
究
ノ
ー
ト

一
九
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
五
六
）

2
．
基
本
法
の
永
続
規
定
：

そ
こ
か
ら
生
ず
る
問
い
と
し
て
、
リ
ュ
タ
ー
ズ
は
、「
憲
法
判

例
法
に
対
す
る
法
的
限
界
が
存
在
す
る
の
か
、
そ
し
て
何
処
に
そ

れ
が
存
在
す
る
の
か
？
」
と
の
自
問
を
提
示
す
る
。

曰
く
、
一
般
的
に
諸
憲
法
は
、
憲
法
制
定
権
者
に
よ
っ
て
信
頼

の
お
け
る
法
的
枠
組
み
を
長
期
に
わ
た
っ
て
保
障
す
る
意
図
を
以

て
制
定
さ
れ
て
い
る
。
基
本
法
は
第
七
九
条
の
中
で
、
一
定
の
中

核
領
域
（
第
一
条
と
第
二
〇
条
）
の
改
正
を
排
除
す
る
言
わ
ば
永

久
条
項
を
内
包
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
れ
に
加
え
、
許
さ
れ
る
憲

法
改
正
で
も
連
邦
議
会
と
連
邦
参
議
院
の
定
数
の
三
分
の
二
の
多

数
を
通
し
て
困
難
化
さ
れ
て
い
る
（
3
）
。

こ
こ
で
は
改
正
不
可
能
な
「
永
久
条
項
」
と
改
正
困
難
条
項
が

並
列
的
に
提
示
さ
れ
る
。

3
．
基
本
法
の
継
続
形
成
と
補
足
の
為
の
常
設
機
関
と
し
て
の

連
邦
憲
法
裁
判
所
：

他
方
現
代
社
会
は
、
あ
ら
ゆ
る
生
活
領
域
に
お
い
て
急
激
に
変

化
し
て
い
る
。
そ
の
事
は
、
生
活
状
況
（
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
経
済

的
・
社
会
的
諸
構
造
）
及
び
価
値
観
に
も
該
当
す
る
。
こ
の
状
況

較
法
的
考
察
も
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
（
憲
法
改
正
と
憲
法
変
遷
に

関
わ
る
）
一
般
的
権
限
に
対
す
る
一
般
的
考
察
も
検
討
対
象
と
は

せ
ず
、
対
象
を
専
ら
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
の
二
〇
一
三
年

五
月
七
日
付
判
決
と
リ
ュ
タ
ー
ズ
教
授
の
論
考
に
限
定
し
た
い
。

な
お
本
稿
の
「
見
出
し
」
は
、
リ
ュ
タ
ー
ズ
論
文
の
そ
れ
で
も
、

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
そ
れ
で
も
な
く
、
筆
者
が
内
容
を
勘
案
し
て

表
示
し
た
事
実
を
指
摘
し
た
い
。
従
っ
て
詳
し
く
は
、「
註
」
を

通
し
、
原
文
を
指
針
と
し
て
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
た
い
。

Ⅰ
．
リ
ュ
タ
ー
ズ
の
論
点
：

1
．
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
機
能
：

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
ド
イ
ツ
の
争
い
あ
る
憲
法
問
題
に
つ
い

て
最
終
審
と
し
て
決
定
し
、
し
か
も
そ
の
判
決
を
以
て
基
本
法
の

内
容
を
連
邦
及
び
諸
ラ
ン
ト
の
全
て
の
憲
法
諸
機
関
、
全
て
の
裁

判
所
な
ら
び
に
諸
官
庁
に
対
し
て
拘
束
的
に
確
定
す
る
（
基
本
法

第
九
三
条
及
び
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
第
三
一
条
第
一
項
）。

つ
ま
り
ド
イ
ツ
で
は
憲
法
が
基
本
法
か
ら
の
み
な
ら
ず
、
本
質

的
部
分
に
お
い
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
「
裁
判
官
法
（
判
例
法
）」

か
ら
成
っ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
（
2
）
。

二
〇
〇



解
釈
か
、
改
憲
か
？
ド
イ
ツ
で
は
誰
が
基
本
法
（
憲
法
）
を
支
配
す
る
か
（
小
林
）

（
一
六
五
七
）

よ
れ
ば
、
司
法
の
正
当
な
永
続
的
任
務
で
あ
る
。

曰
く
、
基
本
法
の
短
い
文
章
に
鑑
み
て
、
憲
法
に
お
い
て
も
確

認
（
定
）
が
不
可
欠
で
あ
る
事
は
疑
い
が
な
い
。
判
例
法
は
我
々

の
運
命
そ
の
も
の
な
の
だ
。
憲
法
適
合
的
秩
序
に
お
け
る
権
力
構

造
に
対
す
る
卓
越
し
た
帰
結
故
に
、
こ
の
事
実
に
対
す
る
高
い
関

心
が
不
可
欠
で
あ
る
（
5
）
。

こ
こ
で
は
、
憲
法
条
文
の
確
認
作
業
の
不
可
欠
性
と
そ
れ
に
関

連
す
る
権
力
構
造
へ
の
関
心
の
不
可
欠
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

5
．
継
続
形
成
と
憲
法
改
正
と
の
間
の
境
界
が
不
明
確
：

し
か
し
問
題
は
、
リ
ュ
タ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
裁
判
官
に
よ
る
憲

法
の
継
続
形
成
と
憲
法
改
正
と
の
間
の
境
界
が
不
明
確
な
事
実
に

あ
る
。

曰
く
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
に
際
し
て
は
、
憲
法
制
定
権

者
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
規
定
さ
れ
得
な

か
っ
た
諸
問
題
に
お
け
る
基
本
法
の
（
不
可
欠
な
）
継
続
形
成
を

目
的
と
す
る
決
定
と
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
基
本
法
の
中
で
規
定
さ

れ
た
価
値
基
準
か
ら
離
れ
る
か
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
ら
の
価
値
基

準
を
他
の
価
値
基
準
に
替
え
る
、
つ
ま
り
憲
法
を
変
え
る
決
定
と

は
、
基
本
法
が
そ
の
成
立
以
来
二
〇
〇
九
年
ま
で
に
五
七
回
改

正
・
補
足
さ
れ
る
と
言
う
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
リ
ュ
タ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
事
に
よ
っ
て
、

実
際
の
憲
法
改
正
の
実
数
が
把
握
さ
れ
て
い
る
事
に
は
な
ら
な
い
。

曰
く
、
多
く
の
大
小
の
変
革
は
、
管
轄
諸
機
関
に
よ
っ
て
そ
れ

自
体
と
し
て
認
識
さ
れ
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
公
の
意
識
に
現
れ

な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
例
え
ば
連
邦
最
高
諸
裁
判
所
の
規
範

設
定
の
拡
大
な
ら
び
に
こ
れ
と
結
び
つ
い
た
ド
イ
ツ
国
家
の
法
律

国
家
か
ら
判
例
国
家
へ
の
争
わ
れ
得
な
い
暗
黙
の
変
遷
が
見
ら
れ

る
事
に
な
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
自
ら
の
法
的
管
轄
の
確
認

に
際
し
て
、
的
確
に
も
自
身
を
基
本
法
の
継
続
形
成
と
補
足
を
目

的
と
す
る
常
設
機
関
と
理
解
し
て
い
る
（
4
）
。

こ
こ
で
は
、
連
邦
最
高
諸
裁
判
所
、
と
り
わ
け
判
例
法
の
育
成

に
お
け
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
卓
越
し
た
権
限
・
業
績
が
強
調
さ

れ
て
い
る
。

4
．
裁
判
官
に
よ
る
法
の
継
続
形
成
は
不
可
避
か
つ
正
当
な
永

続
的
任
務
：

裁
判
官
に
よ
る
法
の
不
可
避
な
継
続
形
成
は
、
リ
ュ
タ
ー
ズ
に

二
〇
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
五
八
）

⑶　

連
邦
の
諸
ラ
ン
ト
に
よ
る
構
成
、
立
法
に
於
け
る
諸
ラ
ン
ト

の
原
則
的
協
働
、
あ
る
い
は
、
第
一
条
及
び
第
二
〇
条
に
規
定

さ
れ
る
諸
原
則
に
触
れ
る
基
本
法
の
改
正
は
許
さ
れ
な
い
（
7
）
。

7
．
基
本
法
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
基
本
法
改
正
権
限
を
排
除
：

つ
ま
り
リ
ュ
タ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
基
本
法
は
、
基
本
法
改
正
へ

の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
権
限
を
排
除
し
て
い
る
。
そ
の
事
は
、
憲

法
制
定
権
者
の
一
致
し
た
見
解
に
合
致
し
て
い
る
。

曰
く
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
憲
法
の
自
律
的
改
正
で
は
な
く
、

憲
法
の
保
護
を
目
的
と
す
る
国
家
機
関
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反

対
す
る
見
解
は
、
基
本
法
第
七
九
条
の
明
白
な
語
句
な
ら
び
に
基

本
目
的
を
無
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
憲
法
改
正
に
対
す
る
更
な
る
極
め
て

高
い
制
限
は
、
基
本
法
第
七
九
条
第
三
項
で
あ
る
。
こ
の
規
定
に

よ
れ
ば
、「
立
法
に
於
け
る
諸
ラ
ン
ト
の
原
則
的
協
働
、
あ
る
い

は
、
第
一
条
及
び
第
二
〇
条
に
規
定
さ
れ
る
諸
原
則
に
触
れ
る
」

あ
ら
ゆ
る
基
本
法
の
改
正
は
許
さ
れ
な
い
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
に

よ
る
、
憲
法
改
正
に
は
諸
ラ
ン
ト
が
参
加
し
て
い
な
い
の
だ
（
8
）
。

こ
こ
で
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
憲
法
の
改
正
で
は
な
く
、
憲

を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
区
別
は
、
基
本
法
内
容
の

支
配
に
対
し
て
根
本
的
意
味
を
有
す
る
（
6
）
。

こ
こ
で
は
、
憲
法
の
継
続
形
成
と
憲
法
改
正
の
概
念
的
区
別
の

必
要
性
が
強
調
さ
れ
る
。

6
．
基
本
法
第
二
〇
条
と
第
七
九
条
：

出
発
点
は
、
基
本
法
第
二
〇
条
の
諸
原
則
で
あ
る
。

⑴　

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
は
、
民
主
的
か
つ
社
会
的
連
邦
国
家
で

あ
る
。

⑵　

全
て
の
国
家
権
力
は
人
民
か
ら
発
せ
ら
れ
る
。
こ
の
権
力
は
、

人
民
に
よ
っ
て
、
選
挙
と
投
票
を
通
し
て
行
使
さ
れ
る
。

⑶　

立
法
者
は
、
憲
法
適
合
的
規
定
に
、
執
行
権
力
及
び
裁
判
は
、

法
律
と
法
に
拘
束
さ
れ
る
。

憲
法
改
正
は
基
本
法
第
七
九
条
に
完
結
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

⑴　

基
本
法
は
、
基
本
法
の
語
句
を
明
示
的
に
変
更
あ
る
い
は
補

足
す
る
法
律
を
通
し
て
の
み
改
正
で
き
る
。

⑵　

こ
の
様
な
法
律
は
、
連
邦
議
会
の
定
数
の
三
分
の
二
、
及
び

連
邦
参
議
院
の
票
数
の
三
分
の
二
の
賛
同
を
必
要
と
す
る
。

二
〇
二
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釈
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改
憲
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ド
イ
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で
は
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が
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憲
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か
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小
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六
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九
）

保
護
者
た
る
裁
判
所
の
憲
法
改
正
権
限
問
題
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

9
．
憲
法
裁
判
所
判
事
の
宣
誓
形
式
：

そ
こ
で
リ
ュ
タ
ー
ズ
は
、
以
下
の
憲
法
裁
判
所
判
事
の
宣
誓
形
式

「
私
は
、
公
正
な
判
事
と
し
て
常
に
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
基

本
法
を
忠
実
に
守
り
、
か
つ
全
て
の
人
々
に
対
す
る
私
の
判
事
と

し
て
の
義
務
を
良
心
に
従
っ
て
遂
行
す
る
事
を
誓
う
。
神
の
御
加

護
あ
ら
ん
事
を
！
」
を
提
示
し
、「
基
本
法
の
維
持
は
、
こ
の
裁

判
所
の
管
轄
を
根
拠
付
け
、
し
か
も
限
定
す
る
。」
と
結
論
付
け
、

更
に
そ
の
若
干
の
諸
判
決
に
対
し
て
、
不
断
に
以
下
の
問
い
が
呈

示
さ
れ
た
事
実
を
強
調
す
る
。

「
こ
の
裁
判
所
は
未
だ
現
状
に
留
ま
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
裁

判
官
に
よ
る
憲
法
改
正
を
通
し
て
憲
法
の
支
配
者
に
な
る
の

か
？
」

曰
く
、
四
人
の
国
法
学
者
が
、
こ
の
裁
判
所
の
創
立
六
〇
周
年

記
念
論
文
集
の
中
で
こ
の
裁
判
所
に
以
下
の
タ
イ
ト
ル
を
与
え
た
。

「
限
定
を
越
え
た
裁
判
所
：
六
〇
年
後
の
批
判
的
総
括
」。
こ
の
タ

イ
ト
ル
は
、
こ
の
裁
判
所
の
限
定
逸
脱
問
題
、
つ
ま
り
自
ら
の
管

轄
限
定
違
反
の
問
題
が
益
々
ド
イ
ツ
の
国
法
学
者
達
の
関
心
事
と

な
っ
て
い
る
事
実
を
追
認
し
て
い
る
。
新
た
な
諸
論
文
の
多
く
が

法
の
保
護
を
目
的
と
す
る
国
家
機
関
で
あ
る
事
が
確
認
さ
れ
、
更

に
憲
法
改
正
へ
の
諸
ラ
ン
ト
の
参
加
義
務
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

8
．
憲
法
規
範
設
定
権
の
限
界
：

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
自
律
的
憲
法
規
範
設
定
権
限
の
限
界
に
付

い
て
、
リ
ュ
タ
ー
ズ
は
、
既
に
過
去
に
、
新
た
な
「
諸
基
本
権
」

に
付
い
て
の
一
連
の
諸
判
決
に
際
し
て
活
発
に
論
議
さ
れ
た
と
述

べ
る
。

曰
く
、
そ
れ
ら
は
、
情
報
上
の
自
決
権
、
個
人
的
名
誉
の
保
護

（
基
本
法
第
五
条
第
二
項
）
な
ら
び
に
婚
姻
と
家
族
の
他
の
共
同

体
形
体
と
の
同
置
（
基
本
法
第
六
条
第
一
項
）
の
問
題
で
あ
っ
た
。

こ
の
為
の
切
っ
掛
け
を
与
え
た
も
の
は
、
制
定
さ
れ
た
諸
法
律
の

憲
法
適
合
性
に
限
定
せ
ず
、
将
来
制
定
さ
れ
る
べ
き
諸
法
律
の
内

容
を
も
あ
ら
か
じ
め
規
定
す
る
諸
判
決
で
あ
っ
た
。
真
剣
に
遂
行

さ
れ
た
論
議
の
背
景
に
あ
る
中
核
問
題
は
、「
憲
法
の
保
護
者
と

し
て
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
基
本
法
改
正
の
権
限
を
有
す
る

か
？
」
で
あ
る
（
9
）
。

こ
こ
で
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
権
限
拡
大
の
実
践
に
付
い
て
の

懸
念
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
中
核
問
題
と
し
て
憲
法
の

二
〇
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11
．
政
治
的
形
成
・
規
範
設
定
権
力
者
は
議
会
か
、
連
邦
憲
法

裁
判
所
か
？

更
に
リ
ュ
タ
ー
ズ
は
、
こ
こ
で
重
要
な
中
心
問
題
と
し
て
、

「
誰
が
民
主
的
法
治
国
家
に
お
い
て
政
治
的
形
成
・
規
範
設
定
権

力
を
有
し
て
い
る
の
か
？
議
会
か
、
あ
る
い
は
連
邦
憲
法
裁
判
所

か
？
具
体
的
に
は
：
裁
判
所
の
こ
の
決
議
は
、
基
本
法
を
「
解
釈

し
た
」
の
か
、
あ
る
い
は
変
え
た
の
か
？
こ
れ
ま
で
の
憲
法
状
況

と
反
対
に
、
同
性
ペ
ア
の
生
活
共
同
体
の
「
婚
姻
と
家
族
」
と
の

完
全
な
平
等
化
を
憲
法
的
拘
束
効
果
を
伴
っ
て
命
令
す
る
事
が
裁

判
所
の
権
限
に
所
属
す
る
の
か
？
（
12
）
と
自
問
す
る
。

12
．
憲
法
内
容
の
変
更
の
先
例
：

こ
の
根
本
問
題
は
リ
ュ
タ
ー
ズ
に
と
っ
て
、
新
し
い
事
項
で
は

な
い
。

曰
く
、
こ
の
事
は
既
に
、
人
格
保
護
と
名
誉
保
護
に
関
す
る
裁

判
所
の
判
決
で
示
さ
れ
、
し
か
も
強
く
批
判
さ
れ
た
。
基
本
法
は
、

そ
の
第
五
条
第
二
項
で
「
個
人
的
名
誉
の
権
利
」
と
規
定
し
て
い

る
。
こ
の
基
本
権
は
、
諸
判
決
の
帰
結
の
中
で
、
裁
判
所
の
言
語

慣
用
か
ら
ほ
ぼ
消
え
去
り
、
し
か
も
一
般
的
人
格
権
と
言
う
不
明

確
な
法
概
念
の
中
に
埋
没
し
た
。「
兵
士
は
殺
人
者
」
判
決
、
十

こ
の
テ
ー
マ
の
現
実
性
と
衝
撃
性
を
証
明
し
て
い
る
（
10
）
。

こ
こ
で
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
憲
法
改
正
行
為
に
基
づ
く
憲

法
の
支
配
者
と
な
る
傾
向
に
対
し
て
危
惧
が
表
明
さ
れ
、
こ
の
傾

向
に
対
す
る
著
名
な
国
法
学
者
の
批
判
の
事
実
も
提
示
さ
れ
て
い

る
。10

．
二
〇
一
三
年
五
月
七
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
判

決
：

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
の
二
〇
一
三
年
五
月
七
日
付
ホ
モ

ペ
ア
の
為
の
「
夫
婦
合
算
課
税
適
用
判
決
」
は
、
リ
ュ
タ
ー
ズ
に

よ
れ
ば
、
再
び
こ
の
論
議
を
先
鋭
化
し
た
。

曰
く
、
事
物
の
明
確
化
の
為
に
言
う
な
ら
ば
、
こ
こ
で
は
、
管

轄
問
題
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
事
物
内
容
（
婚
姻
と
同
性
婚
の

平
等
）
で
も
、
こ
れ
に
付
い
て
の
裁
判
所
の
決
定
が
重
要
な
の
で

は
な
い
。
婚
姻
と
同
性
婚
の
平
等
化
の
公
共
体
に
対
す
る
望
ま
し

さ
、
合
目
的
性
な
ら
び
に
予
測
さ
れ
る
帰
結
に
付
い
て
、
人
は
、

宗
教
的
、
世
界
観
的
及
び
社
会
政
策
的
事
前
理
解
か
ら
し
て
、
異

な
っ
た
見
解
を
持
ち
得
る
（
11
）
。

二
〇
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釈
か
、
改
憲
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？
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イ
ツ
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は
誰
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憲
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（
小
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）

（
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六
一
）

ナ
ー
と
の
不
平
等
な
扱
い
は
、
基
本
法
第
三
条
第
一
項
の
一
般
的

平
等
規
定
と
相
容
れ
な
い
。
基
本
法
第
六
条
第
一
項
に
お
け
る
婚

姻
と
家
族
の
特
別
保
護
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
広
が
っ
て
い
る
見

解
に
よ
れ
ば
、「
古
臭
い
」
と
宣
言
さ
れ
、「
裁
判
所
の
判
決
に
よ

り
廃
止
さ
れ
」、
し
か
も
「
屑
物
」
と
な
っ
た
の
だ
（
14
）
。

14
．
第
二
法
廷
は
憲
法
制
定
権
者
の
意
図
を
無
視
：

自
ら
の
判
決
を
根
拠
と
し
て
、
第
二
法
廷
は
以
下
の
様
に
述
べ

る
。婚

姻
と
家
族
の
特
別
保
護
は
全
く
侵
害
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ

は
、
婚
姻
と
家
族
へ
の
他
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（
同
性
婚
）・

モ
デ
ル
の
適
応
が
行
わ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。

法
廷
の
上
記
の
主
張
に
対
し
、
リ
ュ
タ
ー
ズ
は
以
下
の
様
に
反

論
す
る
。

法
廷
は
、
憲
法
制
定
権
者
が
婚
姻
と
他
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
・
モ
デ
ル
と
の
正
に
こ
の
適
応
を
、
自
ら
の
観
点
か
ら
し
て
、

社
会
と
国
家
の
維
持
の
為
に
婚
姻
と
家
族
の
唯
一
か
つ
不
動
の
意

義
故
に
、
排
除
し
よ
う
と
し
た
事
実
を
無
視
し
て
い
る
の
だ
。
基

本
法
第
六
条
の
成
立
に
関
わ
る
憲
法
制
定
審
議
会
の
議
事
録
を
見

た
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
疑
念
が
排
除
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
（
15
）
。

字
架
判
決
な
ら
び
に
絵
の
中
に
呈
示
さ
れ
、
し
か
も
憲
法
裁
判
所

判
事
に
よ
っ
て
「
芸
術
」
と
評
価
さ
れ
、
か
つ
保
護
さ
れ
た
「
連

邦
国
旗
へ
の
小
水
か
け
行
為
」
に
関
す
る
判
決
裁
判
所
の
管
轄
限

界
に
該
当
す
る
。

ま
た
変
化
す
る
時
代
精
神
に
沿
っ
て
裁
判
官
が
実
行
し
た
憲
法

内
容
の
変
更
の
更
な
る
用
例
は
、
刑
法
上
の
強
制
（
刑
法
第

二
四
〇
条
）
の
検
査
の
枠
内
に
於
け
る
「
座
り
込
み
」
に
関
す
る

判
決
が
提
供
し
て
い
る
。「
暴
力
」
概
念
の
裁
判
官
に
よ
る
変
更

と
八
〇
年
に
わ
た
る
判
決
伝
統
か
ら
の
離
反
は
、
第
一
法
廷
に
お

け
る
僅
か
一
票
の
多
数
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
（
13
）
。

こ
こ
で
は
、
憲
法
内
容
変
更
の
用
例
と
し
て
、
一
連
の
判
例
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

13
．
婚
姻
者
と
同
性
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
不
平
等
扱
い
は
一

般
的
平
等
規
定
と
相
容
れ
な
い
か
：

更
に
リ
ュ
タ
ー
ズ
は
、
憲
法
政
策
的
形
成
効
果
の
用
例
と
し
て
、

基
本
法
第
六
条
第
一
項
に
関
す
る
二
〇
一
三
年
五
月
七
日
付
判
決

を
挙
げ
る
。

曰
く
、
こ
の
判
決
に
よ
れ
ば
、
婚
姻
者
と
同
性
生
活
パ
ー
ト

二
〇
五
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い
」
と
確
定
し
た
事
実
で
あ
る
（
16
）
。

こ
こ
で
は
、
平
等
規
定
の
適
用
に
際
し
て
、
同
じ
事
項
が
同
じ

く
扱
わ
れ
る
場
合
に
の
み
説
得
的
で
あ
る
と
さ
れ
、
更
に
、「
平

等
」
概
念
が
利
用
者
と
そ
の
基
準
の
世
界
観
的
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
）
予
備
理
解
を
含
ん
で
い
る
事
実
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
指
摘
さ
れ
、
し
か
も
。「
平
等
」
問
題
の
決
定
的
点
と
し
て
、

憲
法
制
定
権
者
が
一
九
四
九
年
「
婚
姻
と
家
族
が
国
家
秩
序
の
特

別
の
保
護
下
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
確
定
し
た
事
実

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

16
．
婚
姻
の
「
特
別
保
護
」
は
一
般
的
平
等
規
定
に
よ
る
均
等

化
を
許
さ
な
い
：

つ
ま
り
婚
姻
と
家
族
は
、
リ
ュ
タ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
憲
法
制
定

権
者
の
評
価
の
中
で
、
同
性
の
生
活
共
同
体
に
対
し
て
、
根
本
的

に
異
な
っ
て
い
る
（
つ
ま
り
同
じ
で
は
な
い
）
の
で
あ
る
。

曰
く
、
婚
姻
の
「
特
別
保
護
」
は
、
勘
違
い
さ
れ
た
「
よ
り
高

い
」
一
般
的
平
等
規
定
の
援
用
を
通
し
て
均
等
化
さ
れ
て
は
な
ら

な
い
の
だ
。
そ
の
反
対
が
基
本
法
第
六
条
第
一
項
で
明
示
的
に
規

定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
対
し
て
も
、
自
ら
の

婚
姻
と
家
族
へ
の
他
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（
同
性
婚
）
モ
デ

ル
の
適
応
可
能
性
に
関
し
、
第
二
法
廷
は
、
こ
れ
を
肯
定
し
、

リ
ュ
タ
ー
ズ
は
否
定
す
る
。

15
．
第
二
法
廷
の
根
拠
は
一
般
的
平
等
条
項
：
し
か
し
平
等
と

は
？

リ
ュ
タ
ー
ズ
は
更
に
、
裁
判
所
の
根
拠
付
け
が
一
般
的
平
等
規

定
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
、
同
じ
事
項
が
同
じ
く

扱
わ
れ
る
場
合
に
の
み
説
得
的
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

曰
く
、
平
等
規
定
の
適
用
に
際
し
て
は
、「
平
等
」
概
念
が　

│　
「
理
性
」
と
同
様
に　

│　

不
可
避
的
に
、
利
用
者
と
そ
の

基
準
の
世
界
観
的
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
）
予
備
理
解
を
含
ん
で
い

る
事
実
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
事
は
既
に
グ
ス
タ

フ
・
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
が
的
確
に
記
述
し
て
い
る
（
15a
）
。
決
定
的
問
題

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
如
何
な
る
価
値
評
価
の
下
で
何
が
「
同

じ
」
で
、
何
が
「
同
じ
で
な
い
」
の
か
？
平
等
も
し
く
は
差
別
に

関
す
る
判
定
は
、
何
時
で
も
、
世
界
観
的
に
事
前
刻
印
さ
れ
た
諸

基
準
下
の
既
存
の
不
平
等
の
抽
象
化
で
あ
る
。「
平
等
」
問
題
の

為
の
決
定
的
点
は
、
憲
法
制
定
権
者
が
一
九
四
九
年
「
婚
姻
と
家

族
が
国
家
秩
序
の
特
別
の
保
護
下
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

二
〇
六
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（
憲
法
）
を
支
配
す
る
か
（
小
林
）

（
一
六
六
三
）

法
及
び
刑
法
規
定
に
鑑
み
、
婚
姻
と
家
族
の
同
性
生
活
共
同
体
と

の
急
進
的
で
完
全
な
同
置
が
可
能
と
考
え
ら
れ
る
と
か
、
あ
る
い

は
意
図
さ
れ
た
と
す
る
事
は
、
考
え
難
い
ば
か
り
か
不
適
当
で
あ

る
（
18
）
。こ

こ
で
は
憲
法
制
定
権
者
の
本
来
的
意
図
が
規
範
目
的
と
し
て

提
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
婚
姻
と
家
族
の
同
性
生
活
共
同
体
と

の
完
全
な
同
置
が
不
適
切
で
あ
っ
た
と
さ
れ
た
の
だ
。

18
．
法
比
較
及
び
法
史
の
概
観
：
国
連
の
関
連
諸
宣
言

更
に
リ
ュ
タ
ー
ズ
は
、
法
比
較
及
び
法
史
の
概
観
も
有
用
で
あ

る
と
し
て
、
国
連
の
以
下
の
関
連
諸
宣
言
「
家
族
は
社
会
の
自
然

的
基
本
単
位
で
あ
る
。」、「
家
族
は
社
会
の
自
然
的
中
核
細
胞
で

あ
る
。」
を
挙
げ
、
以
下
の
様
に
結
論
付
け
る
。

曰
く
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
そ
の
決
定
を
以
て
、
基
本
法
第

六
条
第
一
項
の
本
来
的
基
本
目
的
か
ら
離
れ
て
い
る
。
し
か
し
正

に
こ
の
目
的
こ
そ
が
、
あ
ら
ゆ
る
方
法
に
対
応
す
る
憲
法
解
釈
の

放
棄
で
き
な
い
出
発
点
な
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
婚
姻
と
家
族
の

優
先
的
保
障
を
除
去
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
（
19
）
。

判
例
に
よ
り
、
た
と
え
平
等
規
定
を
超
法
律
的
自
然
法
の
レ
ベ
ル

に
高
め
よ
う
と
し
て
も
、
そ
の
均
等
化
は
、
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の

だ
。
敢
え
て
こ
れ
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
憲
法
を
改
正
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
一
般
的
平
等
規
定
は
、
た
と
え
裁
判
所
が
平
等

の
可
変
的
内
容
を
変
遷
し
た
時
代
精
神
に
向
け
よ
う
と
も
、
基
本

法
第
七
九
条
の
変
更
を
目
的
と
す
る
一
般
的
投
入
可
能
な
闘
争
条

項
で
は
な
い
（
17
）
。

こ
こ
で
は
、「
同
じ
で
な
い
」
事
項
に
、
た
と
え
法
廷
で
あ
っ

て
も
、
安
易
に
平
等
条
項
が
適
用
で
き
な
い
点
が
強
調
さ
れ
て
い

る
。
敢
え
て
平
等
条
項
を
適
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
憲
法

条
項
の
改
正
が
必
要
と
さ
れ
る
と
看
做
さ
れ
て
い
る
。

17
．
婚
姻
保
護
条
項
の
規
範
目
的
は
？
：

リ
ュ
タ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
基
本
法
第
六
条
第
一
項
の
保
障
内
容

の
適
切
な
解
釈
に
は
、
基
本
法
の
始
祖
（
制
定
者
）
達
に
よ
っ
て

一
致
し
て
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
、
先
ず
は
こ
の
規
定
の
内
容
と
立

法
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
る
規
範
目
的
が
問
わ
れ
る
事
が
所
属
し
た

は
ず
で
あ
る
。

曰
く
、
一
九
四
九
年
に
支
配
し
た
社
会
的
確
信
な
ら
び
に
家
族

二
〇
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
六
四
）

か
ら
離
反
し
、
憲
法
を
判
例
法
的
に
「
柔
軟
化
」
し
、
婚
姻
と
同

性
婚
と
を
同
置
す
る
事
に
よ
っ
て
、
憲
法
変
更
機
関
と
化
し
て
い

る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

20
．
憲
法
の
規
範
目
的
、
規
定
目
標
及
び
制
度
保
障
の
無
視
は

許
さ
れ
な
い
：

こ
の
指
摘
は
リ
ュ
タ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
婚
姻
と
家
族
な
ら
び
に

同
性
の
生
活
共
同
体
を
そ
れ
ぞ
れ
の
憲
法
秩
序
及
び
法
秩
序
の
限

界
内
で
相
互
に
接
近
さ
せ
る
か
、
あ
る
い
は
同
置
す
る
事
が
立
法

者
あ
る
い
は
憲
法
制
定
権
者
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
事
を
意
味
す
る

の
で
は
な
く
、
憲
法
の
規
範
目
的
、
規
定
目
標
及
び
制
度
保
障
を

無
視
す
る
事
、
つ
ま
り
基
本
法
を
自
律
的
に
判
例
法
的
に
変
更
す

る
事
が
、
そ
の
判
決
の
枠
内
で
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
帰
属
す
る
か

否
か
の
問
題
に
他
な
ら
な
い
の
だ
。

曰
く
、
こ
の
配
慮
な
し
に
憲
法
改
正
に
お
け
る
権
力
移
行
を
目

的
と
し
て
行
わ
れ
た
『
戦
闘
条
項
』
と
し
て
の
平
等
原
則
の
適
用

は
、
そ
の
時
々
の
時
代
精
神
の
変
更
的
解
釈
に
任
意
に
規
範
効
果

を
付
与
す
る
危
険
を
含
む
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
し
て
投
入
さ
れ
た

平
等
概
念
は
、
意
図
す
る
と
否
と
に
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
解

釈
者
の
世
界
観
的
事
前
理
解
を
実
現
す
る
事
に
な
る
（
21
）
。

国
連
が
家
族
を
「
社
会
の
自
然
的
基
本
単
位
、
自
然
的
中
核
細

胞
」
と
指
摘
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
廷
判
決
が
基
本
法

第
六
条
第
一
項
の
本
来
的
基
本
目
的
か
ら
離
反
し
て
い
る
事
実
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

19
．
裁
判
所
は
『
憲
法
の
保
護
者
』
の
地
位
か
ら
離
れ
て
い
る
：

リ
ュ
タ
ー
ズ
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
「
憲
法
の
保
護
者
」
と

し
て
の
機
能
を
個
別
ケ
ー
ス
に
お
い
て
ば
か
り
か
、
役
割
変
更
の

意
味
で
、
益
々
変
更
し
、
且
つ
こ
れ
か
ら
離
れ
て
い
る
と
主
張
す

る
。曰

く
、
裁
判
所
は
、
憲
法
を
社
会
的
変
革
の
エ
ン
ジ
ン
と
し
て

判
例
法
的
に
「
柔
軟
化
し
」、
変
形
し
、
し
か
も
基
本
法
的
諸
保

障
を
古
臭
い
（
時
代
錯
誤
）
と
宣
言
し
続
け
て
い
る
。
こ
の
様
に

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
憲
法
の
保
護
者
か
ら
、
基
本
法
で
予
定
さ

れ
て
い
な
い
憲
法
変
更
機
関
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
決
定

は
、
憲
法
的
序
列
を
伴
っ
て
判
例
法
的
に
命
じ
ら
れ
た
婚
姻
と
同

性
婚
の
同
置
な
の
だ
。
憲
法
裁
判
所
自
体
あ
る
い
は
立
法
機
関
の

憲
法
改
正
多
数
の
み
が
こ
の
状
況
を
変
更
で
き
る
の
だ
が
（
20
）
。

こ
こ
で
は
、
裁
判
所
が
、「
憲
法
の
保
護
者
」
と
し
て
の
機
能

二
〇
八



解
釈
か
、
改
憲
か
？
ド
イ
ツ
で
は
誰
が
基
本
法
（
憲
法
）
を
支
配
す
る
か
（
小
林
）

（
一
六
六
五
）

族
」
に
到
達
し
た
の
だ
。
法
基
本
諸
概
念
の
こ
の
様
な
解
釈
変
更

は
、
近
年
の
ド
イ
ツ
法
史
に
お
け
る
警
告
的
「
モ
デ
ル
」
に
他
な

ら
な
い
（
22
）
。

こ
こ
で
は
、
平
等
規
定
に
よ
る
根
拠
付
け
は
、
裁
判
所
が
目
標

と
す
る
「
婚
姻
と
家
族
」
の
同
性
的
生
活
共
同
体
と
の
広
範
囲
な

同
置
の
結
果
が
、「
事
実
の
規
範
力
」
の
原
則
か
、
あ
る
い
は

「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
規
範
力
」
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、
つ
ま
り
、
そ

の
時
々
の
時
代
精
神
の
意
味
に
お
け
る
「
平
等
」
の
可
変
的
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
に
従
う
事
に
な
る
と
言
う
中
核
問
題
を
隠
ぺ
い
す
る
危

険
を
孕
む
事
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

22
．
差
別
と
は
？
：

リ
ュ
タ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
婚
姻
と
同
性
婚
の
同
置
に
対
す
る
法

廷
の
主
根
拠
は
、
異
な
っ
た
扱
い
が
、
そ
の
性
性
向
を
理
由
と
す

る
同
性
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
の
差
別
に
あ
る
と
す
る
そ
の
見
解
で
あ

る
。し

か
し
な
が
ら
差
別
は
、
リ
ュ
タ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
婚
姻
と
同

性
的
生
活
共
同
体
が
本
質
的
諸
点
に
於
い
て
異
な
っ
て
い
る
場
合

に
は
、
除
外
さ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
憲
法
の
規
範
目
的
、
規
定
目
標
及
び
制
度
保
障
へ

の
配
慮
を
無
視
し
た
、「
闘
争
条
項
」
と
し
て
の
平
等
原
則
の
安

易
な
適
用
が
、
解
釈
者
（
法
廷
）
の
世
界
観
的
事
前
理
解
を
実
現

す
る
危
険
を
孕
む
事
に
な
る
と
警
告
さ
れ
て
い
る
。

21
．
時
代
精
神
に
満
ち
た
「
平
等
」
の
可
変
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

へ
の
従
属
が
問
題
：

リ
ュ
タ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
種
の
決
定
資
料
の
中
核
で
は
、

い
か
な
る
方
式
で
社
会
構
造
、
行
動
方
式
及
び
価
値
観
が
憲
法
秩

序
の
内
容
に
影
響
す
べ
き
か
が
重
要
で
あ
る
。

曰
く
、
平
等
規
定
に
よ
る
根
拠
付
け
は
、
以
下
の
中
核
問
題
を

隠
ぺ
い
す
る
。
つ
ま
り
裁
判
所
が
目
標
と
す
る
「
婚
姻
と
家
族
」

の
同
性
的
生
活
共
同
体
と
の
広
範
囲
な
同
置
の
結
果
が
、
疑
念
の

あ
る
「
事
実
の
規
範
力
」
の
原
則
か
、
あ
る
い
は
同
様
に
問
題
の

あ
る
、
勘
違
い
さ
れ
た
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
規
範
力
」
の
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
、
つ
ま
り
、
そ
の
時
々
の
時
代
精
神
の
意
味
に
お
け
る

「
平
等
」
の
可
変
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
従
う
事
に
な
る
の
だ
。
法

廷
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
基
本
法
の
解
釈
変
更
（
基
本
法
第
六
条
第

一
項
及
び
第
三
条
第
一
項
）
は
、
並
行
す
る
内
容
の
本
来
的
規
範

目
的
か
ら
離
れ
た
設
定
を
通
し
て
基
本
概
念
た
る
「
婚
姻
及
び
家

二
〇
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
六
六
）

23
．
憲
法
的
唯
一
重
要
問
題
は
「
誰
が
憲
法
を
支
配
し
て
い
る

か
？
」
だ
：

そ
こ
で
リ
ュ
タ
ー
ズ
は
、
最
後
に
、
憲
法
的
重
要
問
題
と
し
て
、

「
誰
が
憲
法
を
支
配
し
て
い
る
か
？
」
と
の
問
い
を
発
す
る
。

曰
く
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
判
決
の
中
で
、
基
本
法
は
維
持
さ

れ
ず
、
変
更
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
ラ
ン
ダ
ウ
判
事
と

ケ
ッ
サ
ル
・
ヴ
ル
フ
判
事
の
反
対
意
見
の
中
で
確
認
さ
れ
る
。
つ

ま
り
法
廷
は
、「
こ
の
為
に
唯
一
正
当
な
立
法
者
に
代
っ
て
自
ら

の
見
解
を
設
定
し
て
い
る
。
社
会
的
変
遷
を
取
り
入
れ
、
評
価
し
、

し
か
も
場
合
に
よ
っ
て
こ
の
為
の
法
的
形
体
を
用
意
す
る
事
は
、

立
法
者
の
事
項
で
あ
っ
て
、
憲
法
裁
判
所
の
事
項
で
は
あ
り
得
な

い
（
24
）
。」結

論
と
し
て
、「
社
会
的
変
遷
を
取
り
入
れ
、
評
価
し
、
し
か

も
場
合
に
よ
っ
て
こ
の
為
の
法
的
形
体
を
用
意
す
る
事
は
、
立
法

者
の
（
管
轄
）
事
項
で
あ
っ
て
、
憲
法
裁
判
所
の
事
項
で
は
あ
り

得
な
い
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
は
、

そ
の
判
決
の
中
で
、
自
ら
の
見
解
を
設
定
し
、
基
本
法
の
変
更
を

行
い
、
結
果
的
に
、
憲
法
を
支
配
し
て
い
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

曰
く
、
こ
れ
に
加
え
、
事
実
的
に
も
、
又
社
会
的
意
識
に
於
い

て
も
子
供
は
ド
イ
ツ
で
は
今
日
に
至
る
ま
で
多
数
は
婚
姻
か
ら
生

じ
て
い
る
事
実
が
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
性
婚
か
ら

は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
子
供
は
期
待
で
き
な
い
。
こ
の
事
実
を
連
邦

憲
法
裁
判
所
も
変
え
る
事
が
で
き
な
い
。
こ
の
根
本
的
生
物
学
的

相
違
は
、
そ
こ
に
基
本
法
第
六
条
第
一
項
の
主
根
拠
と
国
家
側
か

ら
の
婚
姻
及
び
家
族
に
対
す
る
財
政
的
優
遇
措
置
の
正
当
化
を
認

め
る
べ
き
か
否
か
を
検
査
す
る
き
っ
か
け
を
裁
判
所
に
与
え
得
る

し
、
し
か
も
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
。
こ
の
相

違
の
比
重
は
、
指
摘
さ
れ
た
憲
法
条
文
と
国
際
法
的
諸
規
範
に
も

反
映
さ
れ
て
い
る
（
23
）
。

こ
こ
で
は
、
婚
姻
と
同
性
的
生
活
共
同
体
が
本
質
的
諸
点
に
於

い
て
異
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
差
別
が
除
外
さ
れ
る
旨
が
指
摘
さ

れ
、
更
に
婚
姻
内
部
に
於
け
る
子
供
の
存
在
、
つ
ま
り
婚
姻
と
同

性
婚
間
の
生
物
学
的
相
違
も
指
摘
さ
れ
、
異
な
る
対
象
の
異
な
る

扱
い
が
正
当
化
さ
れ
て
い
る
。

二
一
〇



解
釈
か
、
改
憲
か
？
ド
イ
ツ
で
は
誰
が
基
本
法
（
憲
法
）
を
支
配
す
る
か
（
小
林
）

（
一
六
六
七
）

を
試
み
よ
う
。Ⅱ

．
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
の
判
例
：

は
じ
め
に
：

二
〇
一
三
年
五
月
七
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
は
、
合
算

課
税
方
式
に
お
け
る
婚
姻
と
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
（
い
わ
ゆ

る
同
性
婚
）
間
の
不
平
等
な
扱
い
を
憲
法
違
反
と
判
定
し
た
（
26
）
。
連

立
与
党
の
自
由
民
主
党
（
Ｆ
Ｄ
Ｐ
）
は
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
・
社

会
同
盟
へ
の
厳
し
い
警
告
で
あ
る
と
述
べ
た
。
何
故
な
ら
ド
イ
ツ

の
諸
政
党
の
中
で
、
与
党
キ
リ
ス
ト
教
民
主
・
社
会
同
盟
の
み
が
、

婚
姻
と
い
わ
ゆ
る
同
性
婚
の
税
制
上
の
完
全
平
等
に
反
対
し
て
い

た
か
ら
で
あ
る
（
27
）
。

登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
関
係
に
あ
る
同
性
婚
も
合
算
課
税
の

受
益
者
と
な
る
べ
き
だ
と
言
う
の
が
第
二
法
廷
の
結
論
で
あ
る
。

従
っ
て
、
婚
姻
と
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
関
係
の
不
平
等
な
扱

い
が
違
憲
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

判
決
の
根
拠
と
し
て
、
第
二
法
廷
は
、
性
的
性
向
を
根
拠
と
す

る
不
平
等
な
扱
い
が
基
本
法
の
平
等
条
項
に
違
反
す
る
と
し
た
。

24
．
裁
判
官
は
本
業
に
徹
す
べ
き
：

付
加
的
注
目
の
対
象
と
し
て
リ
ュ
タ
ー
ズ
は
、
最
近
し
ば
し
ば

手
続
き
の
外
側
に
お
け
る
将
来
の
諸
決
定
に
関
す
る
裁
判
所
判
事

の
注
釈
あ
る
い
は
予
測
を
挙
げ
る
。

曰
く
、
ラ
ン
メ
ル
ト
・
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
議
長
は
、
こ
れ
に
関

連
し
て
、「
基
本
法
の
解
釈
を
越
え
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
形
成

渇
望
が
存
在
し
て
い
る
様
な
」
印
象
を
受
け
る
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
裁
判
所
の
判
事
が
そ
の
判
決
に
付
い
て
、
専
ら
判
決
と
反
対

意
見
に
限
定
し
、
手
続
き
の
外
側
で
、
記
者
会
見
、
専
門
誌
、
あ

る
い
は
「
背
景
対
話
」
の
中
で
発
言
し
な
い
方
が
裁
判
所
の
威
信

を
高
め
る
事
に
な
ろ
う
。
こ
の
裁
判
所
が
自
ら
を
基
本
法
の
変
更

要
素
と
誤
解
す
る
な
ら
ば
、
時
代
精
神
を
指
向
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
を
歓
喜
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
憲
法
の

保
護
者
と
し
て
の
任
務
に
は
失
敗
す
る
事
に
な
ろ
う
（
25
）
。

「
裁
判
官
は
本
業
に
徹
す
べ
き
」
と
す
る
リ
ュ
タ
ー
ズ
の
主
張

は
、
誠
に
そ
の
通
り
で
あ
り
、
コ
メ
ン
ト
の
必
要
が
認
め
ら
れ
な

い
。以

下
、
リ
ュ
タ
ー
ズ
の
批
判
対
象
と
さ
れ
て
い
る
、
連
邦
憲
法

裁
判
所
第
二
法
廷
の
二
〇
一
三
年
五
月
七
日
付
判
決
自
体
の
検
討

二
一
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
六
八
）

平
等
の
為
に
熟
し
て
い
る
現
実
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
。」
と
述

べ
た
。

緑
の
党
の
連
邦
議
会
事
務
局
長
フ
ォ
ル
カ
ー
・
べ
ッ
ク
は
、
こ

の
判
決
は
、「
同
権
、
同
等
の
愛
、
そ
し
て
平
等
な
婚
姻
」
関
係

を
明
確
化
し
、
ホ
モ
や
レ
ズ
に
対
す
る
最
良
の
日
で
あ
る
と
表
明

し
た
。

左
派
党
は
、
な
か
ん
ず
く
、
婚
姻
が
レ
ズ
・
ホ
モ
に
も
開
か
れ

る
べ
き
と
主
張
し
た
。

キ
リ
ス
ト
教
民
主
・
社
会
同
盟
の
中
に
も
、
既
に
以
前
か
ら
ホ

モ
・
レ
ズ
ペ
ア
の
権
利
強
化
に
賛
同
し
、
今
般
の
法
廷
判
決
を
支

持
す
る
集
団
が
存
在
す
る
。

ド
イ
ツ
・
レ
ズ
・
ホ
モ
連
盟
（
Ｌ
Ｓ
Ｖ
Ｄ
）
は
、
第
二
法
廷
の

判
決
を
歓
迎
し
、
性
的
性
向
に
関
わ
り
な
く
、
平
等
原
則
が
全
て

の
市
民
に
妥
当
す
る
と
し
、
婚
姻
の
扉
が
完
全
に
開
か
れ
る
べ
き

と
の
見
解
を
強
調
し
た
。

同
性
婚
の
税
制
上
の
平
等
化
へ
の
法
廷
判
決
は
既
に
早
く
か
ら

予
測
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
平
等
化
要
求
は
、
更
に
養
子
縁
組
か
ら

土
地
取
得
税
に
ま
で
至
る
。

法
廷
は
更
に
、
こ
の
違
憲
法
律
が
二
〇
〇
一
年
八
月
一
日
ま
で
遡

及
し
て
改
正
さ
れ
る
事
を
要
求
し
た
。
し
か
も
法
廷
は
、
夫
婦
の

為
の
合
算
課
税
規
定
（
夫
婦
の
収
入
を
合
算
し
て
二
分
し
た
額
に

課
税
）
が
新
た
な
規
定
が
成
立
す
る
ま
で
の
間
、
過
渡
的
に
登
録

済
パ
ー
ト
ナ
ー
関
係
（
い
わ
ゆ
る
同
性
婚
）
に
も
適
用
さ
れ
る
と

し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
第
二
法
廷
は
、
税
法
に
於
い
て
、
婚
姻

者
と
同
性
の
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
を
（
い
わ
ゆ
る
ホ
モ
・
レ
ズ
婚
姻

者
）
を
完
全
に
同
置
し
た
。

こ
れ
ま
で
キ
リ
ス
ト
教
民
主
・
社
会
同
盟
を
例
外
と
し
て
、
連

邦
議
会
に
代
表
さ
れ
る
全
て
の
諸
政
党
が
こ
の
様
な
平
等
化
に
賛

同
し
て
い
た
。

連
立
与
党
で
あ
る
自
由
民
主
党
書
記
長
パ
ト
リ
ッ
ク
・
ド
ェ
ー

リ
ン
グ
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
民
主
・
社
会
同
盟
が
こ
れ
ま
で
自
発

的
に
法
改
正
と
取
組
ま
な
か
っ
た
事
は
悲
劇
だ
！
」
と
ま
で
述
べ

た
。野

党
社
会
民
主
党
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
の
院
内
総
務
ト
ー
マ
ス
・
オ
ッ

パ
ー
マ
ン
は
、
判
決
が
連
邦
政
府
に
対
す
る
ビ
ン
タ
を
意
味
す
る

と
見
做
し
、「
メ
ル
ケ
ル
の
連
立
は
、
第
二
法
廷
に
よ
っ
て
追
い

込
ま
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、
時
代
が
既
に
婚
姻
と
同
性
婚
の
完
全
な

二
一
二



解
釈
か
、
改
憲
か
？
ド
イ
ツ
で
は
誰
が
基
本
法
（
憲
法
）
を
支
配
す
る
か
（
小
林
）

（
一
六
六
九
）

で
あ
る
。

こ
れ
を
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
が
今
日
公
表
し
た
決
議
の

中
で
決
定
し
た
。
こ
の
法
的
状
況
は
、
二
〇
〇
一
年
八
月
一
日
の

生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
関
係
法
ま
で
遡
及
し
て
変
更
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
過
渡
的
に
夫
婦
合
算
課
税
の
現
行
規
定
が
登
録
済
生
活

パ
ー
ト
ナ
ー
制
に
も
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
決
定

は
、
賛
成
六
、
反
対
二
の
多
数
で
行
わ
れ
た
。

ラ
ン
ダ
ウ
判
事
と
ケ
ッ
セ
ル
‐
ヴ
ル
フ
判
事
は
、
共
同
で
反
対

意
見
を
提
出
し
た
（
30
）
。

判
決
の
背
景
と
さ
れ
る
諸
根
拠
：

1
．
合
算
査
定
を
巡
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
へ
の
異
議
申
立
：

所
得
税
法
は
、
夫
婦
が
い
わ
ゆ
る
合
算
税
率
の
適
用
に
導
く
所

得
税
の
合
算
選
択
を
可
能
に
し
て
い
る
（
所
得
税
法
第
二
六
条
、

二
六
条
ｂ
、
三
二
条
ａ
第
五
項
）。
異
議
申
立
人
は
、
登
録
済
生

活
パ
ー
ト
ナ
ー
関
係
の
創
設
後
二
〇
〇
一
年
と
二
〇
〇
二
年
の
為

に
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
合
算
査
定
を
申
請
し
た
。

税
務
行
政
は
、
こ
れ
に
対
し
て
個
別
査
定
を
実
行
し
た
。
こ
れ
に

夫
婦
所
得
合
算
制
（
税
制
上
の
夫
婦
優
遇
措
置
）
は
、
夫
婦
の

所
得
を
合
算
・
二
分
し
、
本
来
は
累
進
課
税
に
対
応
す
る
。
両
者

の
ど
ち
ら
側
が
所
得
に
寄
与
す
る
か
は
重
要
で
は
な
い
。
夫
婦
の

一
方
の
み
が
稼
ぎ
手
の
場
合
に
最
も
有
利
に
作
用
す
る
。
こ
れ
に

対
し
、
夫
婦
双
方
が
同
等
の
所
得
を
有
す
る
場
合
に
は
、
如
何
な

る
優
遇
措
置
も
期
待
で
き
な
い
。
従
っ
て
家
族
政
策
者
の
中
に
は
、

夫
婦
合
算
制
度
を
廃
止
し
、
こ
れ
に
代
っ
て
（
子
供
も
含
む
）
家

族
合
算
制
度
の
導
入
を
主
張
す
る
者
も
存
在
す
る
（
28
）
。

以
下
第
二
法
廷
判
決
自
体
を
紹
介
し
よ
う
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
二
〇
一
三
年
五
月
七
日
付
判
決
（
29
）
：

「
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
の
夫
婦
合
算
課
税
制
度
か
ら
の

排
除
は
違
憲
。」

夫
婦
合
算
課
税
制
度
に
お
け
る
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
と

婚
姻
の
不
平
等
な
扱
い
は
違
憲
で
あ
る
。
所
得
税
法
の
こ
れ
に
関

連
す
る
諸
規
定
は
一
般
的
平
等
規
定
に
違
反
す
る
。
何
故
な
ら
、

こ
の
不
平
等
な
扱
い
に
対
す
る
充
分
な
根
拠
が
欠
け
て
い
る
か
ら

二
一
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
七
〇
）

登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
に
対
す
る
こ
の
決
定
は
、
性
的
性
向

と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

曰
く
、
人
的
諸
集
団
の
不
平
等
な
扱
い
の
ケ
ー
ス
で
は
、
通
常

比
例
適
合
原
則
の
必
要
に
対
す
る
立
法
者
の
厳
し
い
拘
束
が
存
在

す
る
。
人
的
関
連
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
基
本
法
第
三
条
第
三
項
に
接

近
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
つ
ま
り
不
平
等
な
扱
い
が
少
数
派
の
差
別

に
導
く
危
険
が
大
き
い
ほ
ど
、
正
当
化
へ
の
要
求
は
厳
し
く
な
る
。

こ
の
事
は
、
性
的
性
向
に
従
っ
た
差
別
の
場
合
に
該
当
す
る
（
33
）
。

b）　

婚
姻
の
特
別
保
護
命
令
の
指
示
だ
け
で
は
生
活
パ
ー
ト

ナ
ー
制
度
差
別
の
根
拠
と
は
な
ら
な
い
：

法
廷
に
よ
れ
ば
、
基
本
法
第
六
条
第
一
項
に
お
け
る
婚
姻
と
家

族
の
特
別
保
護
だ
け
で
は
、
婚
姻
と
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制

の
不
平
等
扱
い
を
正
当
化
で
き
な
い
。
基
本
法
第
六
条
第
一
項
の

価
値
決
定
は
婚
姻
を
相
互
義
務
拘
束
の
低
さ
に
よ
っ
て
刻
印
さ
れ

る
他
の
生
活
共
同
体
に
対
し
て
よ
り
よ
い
地
位
を
付
与
す
る
事
に

適
合
す
る
客
観
的
区
別
根
拠
を
形
成
す
る
。
婚
姻
の
特
権
化
が
他

の
比
較
的
に
法
拘
束
的
に
規
定
さ
れ
た
生
活
形
態
の
冷
遇
と
並
行

し
て
現
れ
る
場
合
、
婚
姻
の
保
護
命
令
へ
の
指
示
だ
け
で
は
、
こ

反
対
す
る
訴
え
は
、
財
務
裁
判
所
に
於
い
て
も
、
連
邦
財
務
裁
判

所
に
於
い
て
も
成
功
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
判
決
に
対
し
、

異
議
申
立
人
は
、
憲
法
異
議
申
立
を
行
っ
た
（
31
）
。

2
．
所
得
税
法
規
定
の
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
へ
の
夫
婦
と
異
な
る

適
用
は
平
等
条
項
に
違
反
：

第
二
法
廷
は
、「
所
得
税
法
第
二
六
条
、
二
六
条
ｂ
、
三
二
条

ａ
第
五
項
は
、
夫
婦
と
は
異
な
っ
て
、
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー

達
に
合
算
査
定
の
可
能
性
と
こ
れ
と
関
連
す
る
合
算
手
続
の
適
用

を
開
か
な
い
限
り
、
基
本
法
第
三
条
第
一
項
と
相
容
れ
な
い
。」

と
し
、
攻
撃
対
象
諸
判
決
を
破
棄
し
、
事
案
を
再
審
の
為
に
連
邦

財
務
裁
判
所
に
差
し
戻
し
た
（
32
）
。

a）　

婚
姻
と
同
性
婚
間
の
不
平
等
扱
い
は
性
的
性
向
を
理
由
と

す
る
少
数
派
の
差
別
：

法
廷
に
よ
れ
ば
、
夫
婦
合
算
課
税
方
式
の
規
定
に
於
け
る
既
婚

者
と
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
間
の
不
平
等
扱
い
は
、
基
本
法
第

三
条
第
一
項
の
一
般
的
平
等
規
定
を
基
準
と
す
べ
き
性
的
性
向
を

理
由
と
す
る
間
接
的
不
平
等
扱
い
を
提
示
し
、
た
と
え
こ
れ
自
体

が
家
族
内
身
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
し
て
も
、
婚
姻
あ
る
い
は

二
一
四



解
釈
か
、
改
憲
か
？
ド
イ
ツ
で
は
誰
が
基
本
法
（
憲
法
）
を
支
配
す
る
か
（
小
林
）

（
一
六
七
一
）

得
に
同
一
課
税
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。

曰
く
、
合
算
課
税
手
続
は
、
婚
姻
の
民
法
的
基
本
思
想
を
収
入

と
消
費
の
共
同
体
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
。
登
録
済
生
活
パ
ー

ト
ナ
ー
制
度
も
収
入
と
消
費
の
共
同
体
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。

既
に
そ
の
二
〇
〇
一
年
の
導
入
以
来
、
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
は
、

税
法
上
の
設
定
に
と
っ
て
本
質
的
な
そ
の
基
本
的
様
相
で
、
婚
姻

と
比
較
可
能
で
あ
る
。
生
活
必
要
の
充
足
の
為
の
業
務
に
お
け
る

相
互
義
務
権
限
な
ら
び
に
自
ら
の
財
産
に
対
す
る
処
置
権
の
制
限

は
、
両
制
度
に
お
い
て
同
一
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
、

既
に
二
〇
〇
一
年
以
来
、
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
達
は
、
生
活
パ
ー
ト

ナ
ー
契
約
の
締
結
意
思
が
な
い
場
合
、（
夫
婦
財
産
の
）
剰
余
共

同
制
の
為
の
規
定
が
妥
当
す
る
い
わ
ゆ
る
調
整
共
同
制
に
合
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
二
〇
〇
五
年
一
月
一
日
に
は
、
明
示

的
に
剰
余
共
同
制
が
通
常
の
財
産
分
配
規
定
と
し
て
導
入
さ
れ
た
。

更
に
離
婚
に
際
し
て
、
一
九
七
七
年
以
来
導
入
さ
れ
た
、
扶
養
調

整
が
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
の
廃
止
に
も
及
ん
だ
（
36
）
。

合
算
課
税
手
続
で
婚
姻
と
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
の
不
平
等
扱

い
は
正
当
化
で
き
な
い
：

法
廷
に
よ
れ
ば
、
家
族
政
策
的
意
図
は
、
合
算
課
税
手
続
に
関

の
区
別
を
正
当
化
し
な
い
。

曰
く
、
立
法
者
は
、
こ
の
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
を
当
初
か
ら
婚

姻
と
比
較
可
能
な
方
式
で
包
括
的
に
制
度
化
さ
れ
た
責
任
共
同
体

と
し
て
把
握
し
、
し
か
も
既
存
の
相
違
を
継
続
的
に
削
減
し
た
。

婚
姻
と
同
様
に
、
こ
の
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
は
、
非
拘
束
的
パ
ー

ト
ナ
ー
関
係
と
も
、
親
戚
間
の
法
関
係
と
も
異
な
っ
て
い
る
（
34
）
。

c）　

生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
に
対
す
る
婚
姻
の
優
遇
を
正
当
化

す
る
根
拠
無
し
：

従
っ
て
法
廷
に
よ
れ
ば
、
基
本
法
第
六
条
第
一
項
の
指
摘
を
越

え
て
、
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
に
対
す
る
婚
姻
の
優
遇
を
そ
れ
ぞ
れ

の
規
定
対
象
及
び
規
定
目
標
を
基
準
と
し
て
正
当
化
す
る
に
は
、

十
分
な
根
拠
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
根
拠
は
合
算
課
税
手

続
き
に
対
し
、
所
得
税
に
お
け
る
規
範
目
的
か
ら
も
、
立
法
者
の

類
型
化
権
限
か
ら
も
引
き
出
し
得
な
い
（
35
）
。

aa）　

生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
は
税
法
上
の
設
定
に
際
し
基
本
的

様
相
で
婚
姻
と
比
較
可
能
：

法
廷
に
よ
れ
ば
、
一
九
五
八
年
に
導
入
さ
れ
た
合
算
課
税
手
続

の
目
的
は
、
夫
婦
間
の
所
得
配
分
に
関
わ
り
無
く
、
同
一
総
合
所

二
一
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し
か
も
全
て
の
婚
姻
が
子
供
を
指
向
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

他
方
で
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
に
於
い
て
も
益
々
子
供
が
育
成
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
形
成
が
考
え
ら
れ
る
し
、
し
か
も
生
活

パ
ー
ト
ナ
ー
の
一
方
が
重
点
的
に
子
供
の
養
育
を
引
受
け
る
事
は

全
く
稀
な
事
で
は
な
い
（
38
）
。

bb）　

立
法
者
は
婚
姻
の
特
権
化
を
類
型
化
権
限
を
以
て
正
当
化

で
き
な
い

法
廷
に
よ
れ
ば
、
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
と
の
関
係
に
お
け
る

婚
姻
の
特
権
化
は
、
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
し
て
、
税
法
に
お
け

る
立
法
者
の
類
型
化
権
限
を
以
て
根
拠
づ
け
る
事
は
出
来
な
い
。

曰
く
、
類
型
化
と
は
本
質
的
諸
要
素
に
於
け
る
一
定
の
同
質
の

生
活
関
係
を
規
範
的
に
要
約
す
る
こ
と
で
あ
る
。
現
実
の
諸
設
定

は
、
規
範
目
的
を
指
向
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
類
型
化
は
、
そ

こ
か
ら
生
ず
る
苦
境
や
不
公
正
の
回
避
が
極
め
て
困
難
で
あ
り
、

比
較
的
少
数
が
こ
れ
に
該
当
し
、
し
か
も
平
等
規
定
へ
の
違
反
が

必
ず
し
も
高
密
度
で
な
い
事
が
前
提
と
さ
れ
る
。

類
型
化
に
対
す
る
立
法
者
の
余
地
は
、
基
本
法
第
三
条
第
一
項

の
外
側
の
憲
法
的
課
題
が
重
け
れ
ば
重
い
程
、
狭
く
な
る
。
そ
の

余
地
は
、
基
本
法
第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
特
別
差
別
禁
止

す
る
婚
姻
と
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
の
不
平
等
扱
い
を
正
当

化
で
き
な
い
。
所
得
税
法
に
よ
れ
ば
、
合
算
課
税
利
点
の
付
与
は
、

夫
婦
が
永
続
的
に
別
居
し
て
い
な
い
婚
姻
の
み
に
依
存
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
子
供
の
存
在
な
ら
び
に
婚
姻
中
の
夫
婦
間
の
共
同
の

子
供
が
生
ま
れ
る
可
能
性
は
関
わ
り
が
な
い
（
37
）
。

合
算
課
税
制
は
、
婚
姻
内
部
の
任
務
配
分
に
際
し
て
、
夫
婦
の

活
動
余
地
を
広
げ
る
：
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
も
同
様；

法
廷
に
よ
れ
ば
、
合
算
課
税
制
は
、
婚
姻
内
部
の
任
務
配
分
に

際
し
て
、
夫
婦
の
活
動
余
地
を
広
げ
、
し
か
も
、
と
り
わ
け
一
方

の
側
が
（
子
供
の
教
育
あ
る
い
は
養
育
故
の
）
家
族
内
労
働
故
に
、

就
業
し
て
い
な
い
か
、
あ
る
い
は
部
分
的
に
し
か
就
業
し
て
い
な

い
家
族
の
為
に
考
え
ら
れ
た
規
定
と
も
見
做
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
法
も
婚
姻
法
と
同
様
に
当
事
者

に
自
ら
の
個
人
的
及
び
掲
載
的
生
活
遂
行
に
関
し
て
形
成
の
自
由

を
承
認
し
、
し
か
も
家
族
内
労
働
と
就
業
活
動
の
同
価
値
か
ら
出

発
し
て
い
る
。

不
平
等
扱
い
を
正
当
化
出
来
る
様
な
婚
姻
者
と
生
活
パ
ー
ト

ナ
ー
間
の
生
活
状
況
の
相
違
は
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
確
認
で
き

な
い
。
一
方
で
全
て
の
婚
姻
に
子
供
が
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、

二
一
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を
見
落
と
す
事
は
、
パ
ー
ト
ナ
ー
達
の
正
に
性
的
性
向
を
理
由
と

す
る
間
接
的
差
別
に
導
い
て
行
く
（
39
）
。

3
．
立
法
者
は
憲
法
違
反
状
態
を
二
〇
〇
一
年
八
月
一
日
に
遡

及
し
て
排
除

立
法
者
は
、
確
認
さ
れ
た
憲
法
違
反
を
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度

の
導
入
時
点
の
二
〇
〇
一
年
八
月
一
日
ま
で
遡
及
し
て
排
除
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
立
法
者
は
こ
の
為
に
多
様
な
可
能
性
を
有
し

て
い
る
の
で
、
両
立
不
能
宣
言
の
み
が
考
え
ら
れ
る
。
立
法
者
が

迅
速
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
新
規
定
の
発
効
ま
で
の
間
、
所

得
税
法
第
二
六
条
、
二
六
条
ｂ
、
三
二
条
ａ
第
五
項
は
、
法
的
状

況
に
関
す
る
不
安
定
を
回
避
す
る
為
に
、
登
録
済
み
生
活
パ
ー
ト

ナ
ー
も
二
〇
〇
一
年
八
月
一
日
以
降
、
夫
婦
に
有
効
な
諸
前
提
下

に
、
合
算
及
び
合
算
課
税
手
続
の
適
用
を
請
求
で
き
る
と
の
条
件

を
伴
っ
て
適
用
で
き
る
（
40
）
。

が
該
当
す
る
と
こ
ろ
で
終
わ
る
。

登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
と
婚
姻
が
同
等
に
、
消
費
と
収
入

の
共
同
と
し
て
設
定
さ
れ
た
状
況
は
、
類
型
化
す
る
集
団
形
成
に

際
し
て
、
税
制
上
の
平
等
な
扱
い
を
命
ず
る
。

子
供
の
育
成
奨
励
の
観
点
か
ら
し
て
も
、
合
算
課
税
手
続
に
お

け
る
夫
婦
の
登
録
済
パ
ー
ト
ナ
ー
に
対
す
る
類
型
的
優
遇
措
置
は

考
え
ら
れ
な
い
。
連
邦
財
務
省
の
算
定
に
よ
れ
ば
、
合
算
課
税
総

額
の
九
一
％
が
現
状
も
し
く
は
か
つ
て
の
税
関
連
の
子
供
達
を

伴
っ
た
夫
婦
に
該
当
す
る
。
合
算
課
税
制
度
の
利
点
は
、
パ
ー
ト

ナ
ー
間
の
所
得
差
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
程
大
き
い
の
で
、
登
録

済
パ
ー
ト
ナ
ー
制
は
、
婚
姻
と
同
様
に
、
内
部
で
子
供
が
成
長
し
、

し
か
も
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ペ
ア
の
一
方
が
就
業
し
て
い
な
い
か
、

あ
る
い
は
部
分
的
に
し
か
就
業
し
て
い
な
い
場
合
、
合
算
課
税
制

か
ら
利
益
を
得
る
事
に
な
る
。
登
録
済
パ
ー
ト
ナ
ー
制
に
お
け
る

子
供
の
割
合
が
夫
婦
の
割
合
よ
り
も
は
る
か
に
低
い
事
実
は
、
合

算
課
税
手
続
を
婚
姻
ペ
ア
に
類
型
的
に
限
定
す
る
に
は
十
分
で
は

な
い
。
合
算
課
税
手
続
に
お
け
る
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
の
冷
遇
は
、

立
法
者
と
行
政
に
対
す
る
大
き
な
困
難
な
し
に
回
避
が
可
能
で
あ

る
。
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
内
で
も
子
供
達
が
成
長
し
て
い
る
事
実

二
一
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立
法
者
は
、
こ
の
合
算
課
税
手
続
を
（
夫
婦
財
産
の
）
剰
余
共

同
制
の
「
反
映
」
と
見
做
し
た
。
こ
の
合
算
課
税
手
続
は
、
基
本

法
第
六
条
第
一
項
の
保
護
課
題
に
従
い
、
収
入
と
消
費
の
婚
姻
共

同
体
を
維
持
・
強
化
し
て
い
る
。
婚
姻
の
一
方
側
に
対
し
、
税
制

上
の
損
失
無
し
に
永
続
的
あ
る
い
は
過
渡
的
に
パ
ー
ト
労
働
を
す

る
か
、
あ
る
い
は
専
ら
、
家
族
労
働
に
従
事
す
る
か
の
決
定
を
可

能
に
し
て
い
る
（
42
）
。

b）　

過
渡
規
定
は
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
に
対
し
て
強
制
的
遡
及

延
長
を
規
定
し
て
い
な
い
：

従
っ
て
比
較
可
能
性
の
基
準
に
対
し
て
は
、
財
産
法
及
び
扶
養

調
整
法
が
と
り
わ
け
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
社
会
保
険
法
に
お
け

る
、
と
り
わ
け
遺
族
扶
養
の
為
の
補
助
的
諸
規
定
が
付
加
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
設
立
的
特
徴
は
、
し
か
し
な
が
ら
二
〇
〇
五
年
一
月
一

日
の
効
力
を
以
て
初
め
て
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
に
拡
大
さ

れ
た
。
過
渡
規
定
は
、
既
存
の
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
に
対
し
て
強

制
的
遡
及
延
長
を
規
定
し
て
い
な
い
（
43
）
。

Ⅲ 

．
ラ
ン
ダ
ウ
判
事
と
ケ
ッ
サ
ル-

ヴ
ル
フ
判

事
の
共
同
反
対
意
見
：

1
．
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
は
二
〇
〇
五
年
一
月
一
日
ま
で
婚

姻
と
比
較
可
能
な
収
入
と
消
費
の
共
同
と
見
做
さ
れ
て
い
な

い
：

登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
が
二
〇
〇
五
年
一
月
一
日
の
生

活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
法
修
正
法
の
発
効
ま
で
立
法
者
の
明
示
的
意

思
に
従
い
、
婚
姻
と
比
較
可
能
な
収
入
と
消
費
の
共
同
と
し
て
形

成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
事
実
を
法
廷
は
誤
認
し
て
い
る
。
既
に
こ

の
事
実
は
、
基
本
法
第
六
条
第
一
項
を
引
き
合
い
に
出
す
必
要
な

し
に
、
訴
訟
対
象
た
る
課
税
対
象
額
査
定
年
二
〇
〇
一
年
、

二
〇
〇
二
年
の
み
に
お
け
る
婚
姻
の
特
権
化
を
正
当
化
す
る
（
41
）
。

a）　

婚
姻
は
憲
法
に
よ
り
収
入
と
消
費
の
共
同
と
看
做
さ
れ
る
：

婚
姻
は
憲
法
に
よ
っ
て
収
入
と
消
費
の
共
同
と
構
想
さ
れ
、
そ

こ
で
は
夫
婦
の
一
方
側
が
他
の
側
の
収
入
と
負
担
の
そ
れ
ぞ
れ
半

分
に
参
加
し
て
い
る
。
所
得
税
法
第
二
六
条
、
第
二
六
条
ｂ
及
び

第
三
二
条
ａ
は
、
婚
姻
の
民
事
法
制
及
び
社
会
保
険
法
制
を
取
り

入
れ
、
し
か
も
こ
れ
ら
を
所
得
税
法
の
領
域
の
為
に
継
続
し
た
。

二
一
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規
模
で
さ
え
存
在
し
な
い
状
態
で
、
収
入
と
消
費
の
共
同
の
所
得

税
法
上
の
利
点
の
付
与
を
目
的
と
し
て
い
る
。
法
廷
の
根
拠
付
け

は
、
立
法
者
が
意
識
的
に
完
全
な
同
置
を
見
合
わ
せ
、
し
か
も
正

に
両
パ
ー
ト
ナ
ー
の
経
済
的
自
立
を
法
的
指
導
像
と
し
て
際
立
た

せ
た
事
実
も
曖
昧
に
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
法
廷
は
、
こ
の

為
に
唯
一
招
聘
さ
れ
て
い
る
立
法
者
に
代
っ
て
自
ら
の
判
断
を
設

定
し
て
い
る
（
45
）
。

2
．
立
法
者
の
類
型
化
権
限
が
不
平
等
扱
い
を
正
当
化
し
な
い

と
の
推
定
は
根
拠
に
欠
け
る
：

立
法
者
の
類
型
化
権
限
が
婚
姻
と
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
の
確
認

さ
れ
た
不
平
等
扱
い
を
正
当
化
し
な
い
と
す
る
法
廷
の
推
定
は
、

充
分
な
根
拠
に
欠
け
る
（
46
）
。

a）　

婚
姻
の
類
型
的
特
権
化
は
正
当
化
さ
れ
る
：

確
か
に
法
廷
は
、
立
法
者
が
一
九
五
八
年
の
合
算
課
税
手
続
の

導
入
を
以
て
、
家
族
政
策
的
目
的
も
追
求
し
た
事
実
を
追
認
し
た
。

し
か
し
法
廷
は
、
そ
こ
か
ら
、
た
と
え
婚
姻
が
比
較
方
式
で
法
的

に
拘
束
的
に
規
定
さ
れ
て
い
て
も
、
こ
の
家
族
政
策
的
機
能
で

あ
っ
て
も
原
則
的
に
他
の
生
活
形
態
に
対
し
て
婚
姻
の
類
型
的
特

c）　

異
議
申
立
人
の
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
は
課
税
対
象
額
査
定

年
二
〇
〇
一
年
、
二
〇
〇
二
年
に
は
合
算
課
税
規
定
の
意
味

に
お
け
る
収
入
と
消
費
の
共
同
と
は
見
做
さ
れ
得
な
い

従
っ
て
、
異
議
申
立
人
の
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
は
、
い
ず
れ
に

せ
よ
、
訴
訟
対
象
た
る
課
税
対
象
額
査
定
年
二
〇
〇
一
年
、

二
〇
〇
二
年
だ
け
は
、
合
算
課
税
規
定
の
意
味
に
お
け
る
収
入
と

消
費
の
共
同
と
は
見
做
さ
れ
得
な
い
。
遺
産
相
続
税
、
贈
与
税
、

土
地
取
得
税
及
び
給
与
法
的
家
族
手
当
に
関
す
る
連
邦
憲
法
裁
判

所
判
例
へ
の
法
廷
の
指
摘
は
、
こ
れ
に
対
立
す
る
結
果
を
根
拠
づ

け
る
事
に
向
い
て
い
な
い
。
指
摘
さ
れ
た
諸
判
決
の
ど
れ
も
が
、

所
得
税
法
の
領
域
に
対
し
、
た
め
ら
い
な
く
適
用
可
能
な
諸
原
則

を
設
定
し
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
判
決
へ
の
指
摘
を
通
し
て
法
廷

は
、
こ
れ
ま
で
の
諸
判
例
の
単
な
る
純
粋
に
型
ど
お
り
の
継
続
と

の
批
判
に
晒
さ
れ
て
い
る
（
44
）
。

法
廷
は
唯
一
の
権
限
者
た
る
立
法
者
に
代
っ
て
自
ら
の
判
断
を

設
定
：

二
〇
〇
五
年
以
前
の
課
税
対
象
額
査
定
年
へ
の
登
録
済
生
活

パ
ー
ト
ナ
ー
達
へ
の
合
算
課
税
手
続
の
延
長
は
、
そ
こ
か
ら
鏡
像

的
に
生
ず
る
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
間
の
諸
義
務
が
比
較
可
能
に
近
い

二
一
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
七
六
）

子
供
を
教
育
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
教
育
し
た
登
録
済
生
活

パ
ー
ト
ナ
ー
制
の
有
り
得
る
不
平
等
扱
い
は
、
こ
の
限
定
さ
れ
た

合
算
課
税
手
続
の
開
始
を
通
し
て
考
慮
さ
れ
得
た
。

こ
の
よ
う
な
解
決
の
発
端
は
、
専
ら
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
の
類

型
化
の
導
入
に
視
点
を
置
く
法
廷
に
よ
っ
て
深
化
さ
れ
な
か
っ
た
（
49
）
。

3
．
法
廷
は
遡
及
的
不
両
立
宣
言
を
以
て
立
法
者
の
評
価
余
地

を
狭
め
た
：

最
後
に
合
算
課
税
手
続
の
家
族
政
策
的
規
範
目
的
に
鑑
み
て
、

立
法
者
に
対
し
先
ず
は
家
族
と
世
代
帰
結
の
為
の
登
録
済
生
活

パ
ー
ト
ナ
ー
の
事
前
活
動
に
対
し
彼
等
を
評
価
し
、
し
か
も
そ
こ

か
ら
場
合
に
よ
っ
て
は
税
制
上
の
帰
結
を
引
出
す
事
を
承
認
す
べ

き
で
あ
っ
た
。
立
法
者
の
こ
の
様
な
評
価
余
地
を
法
廷
は
、
そ
の

遡
及
的
不
両
立
宣
言
を
以
て
無
視
し
、
し
か
も
立
法
者
の
形
成
可

能
性
を
付
加
的
に
狭
め
て
い
る
。
そ
の
際
に
法
廷
は
、
憲
法
状
況

が
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
立
法
者
が
基
本
法
と
相
容

れ
な
い
法
的
状
態
を
遡
及
的
に
排
除
す
る
必
要
が
な
い
と
す
る
連

邦
憲
法
裁
判
所
の
従
来
の
判
例
を
無
視
し
た
（
50
）
。

権
化
を
正
当
化
す
る
事
に
適
し
て
い
る
と
言
う
必
要
な
結
論
を
引

き
出
し
て
い
な
い
。
社
会
的
現
実
に
応
じ
て
立
法
者
は
、
合
算
課

税
手
続
の
導
入
に
際
し
て
、
婚
姻
の
極
め
て
大
き
な
多
数
が
子
供

の
教
育
を
指
向
し
、
し
か
も
こ
れ
が
類
型
化
さ
れ
、
婚
姻
の
存
続

に
掛
け
ら
れ
て
は
い
る
が
、
子
供
の
存
在
に
は
掛
け
ら
れ
て
は
い

な
い
事
実
か
ら
出
発
で
き
た
（
47
）
。

b）　

類
型
化
方
式
で
の
合
算
課
税
手
続
の
遡
及
適
用
は
説
得
的

に
あ
ら
ず
：

今
日
で
は
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
に
お
い
て
も
子
供
の
育

成
が
増
加
傾
向
に
あ
る
。

し
か
し
、
そ
こ
か
ら
必
然
的
に
、
既
に
課
税
対
象
額
査
定
年

二
〇
〇
一
年
と
二
〇
〇
二
年
に
、
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
全

体
に
類
型
化
方
式
で
合
算
課
税
手
続
を
開
く
べ
き
で
あ
っ
た
と
す

る
結
論
は
引
き
出
し
得
な
い
。
税
制
上
の
利
点
が
生
活
パ
ー
ト

ナ
ー
制
に
お
い
て
も
、
特
別
に
子
供
を
伴
っ
た
パ
ー
ト
ナ
ー
制
に

プ
ラ
ス
に
な
る
と
の
法
廷
の
推
定
は
証
明
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ

に
加
え
、
子
供
を
教
育
す
る
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
の
割
合
が
ど
の

程
度
で
あ
る
か
と
言
う
、
類
型
化
に
と
っ
て
決
定
的
な
問
い
に
も

答
え
ら
れ
て
い
な
い
（
48
）
。

二
二
〇



解
釈
か
、
改
憲
か
？
ド
イ
ツ
で
は
誰
が
基
本
法
（
憲
法
）
を
支
配
す
る
か
（
小
林
）

（
一
六
七
七
）

に
規
定
さ
れ
た
生
活
形
態
の
冷
遇
と
並
行
し
て
現
れ
る
場
合
、
婚

姻
の
保
護
命
令
へ
の
指
示
だ
け
で
は
、
こ
の
区
別
を
正
当
化
し
な

い
。
立
法
者
は
、
こ
の
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
を
当
初
か
ら
婚
姻
と

比
較
可
能
な
方
式
で
包
括
的
に
制
度
化
さ
れ
た
責
任
共
同
体
と
し

て
把
握
し
、
し
か
も
既
存
の
相
違
を
継
続
的
に
削
減
し
た
（
52
）
。

3）　

生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
に
対
す
る
婚
姻
の
優
遇
を
正
当
化

す
る
根
拠
無
し
：

基
本
法
第
六
条
第
一
項
の
指
摘
を
越
え
て
、
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー

制
に
対
す
る
婚
姻
の
優
遇
を
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
対
象
及
び
規
定
目

標
を
基
準
と
し
て
正
当
化
す
る
に
は
、
十
分
な
根
拠
を
必
要
と
す

る
。
こ
の
よ
う
な
根
拠
は
合
算
課
税
手
続
き
に
対
し
、
所
得
税
に

お
け
る
規
範
目
的
か
ら
も
、
立
法
者
の
類
型
化
権
限
か
ら
も
引
き

出
し
得
な
い
（
53
）
。

4）　

生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
は
税
法
上
の
設
定
に
際
し
基
本
的

様
相
で
婚
姻
と
比
較
可
能
：

合
算
課
税
手
続
は
、
婚
姻
の
民
法
的
基
本
思
想
を
収
入
と
消
費

の
共
同
体
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
。
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー

制
度
も
収
入
と
消
費
の
共
同
体
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
既
に

Ⅳ 

．
三
者
（
第
二
法
廷
、
反
対
意
見
及
び
リ
ュ

タ
ー
ズ
）
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
の
要
点
：

1
．
第
二
法
廷
の
見
解

1）　

婚
姻
と
同
性
婚
間
の
不
平
等
扱
い
は
性
的
性
向
を
理
由
と

す
る
少
数
派
の
差
別
：

夫
婦
合
算
課
税
方
式
の
規
定
に
於
け
る
既
婚
者
と
登
録
済
生
活

パ
ー
ト
ナ
ー
の
不
平
等
扱
い
は
、
基
本
法
第
三
条
第
一
項
の
一
般

的
平
等
規
定
を
基
準
と
す
べ
き
性
的
性
向
を
理
由
と
す
る
間
接
的

不
平
等
扱
い
を
提
示
す
る
。

人
的
関
連
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
基
本
法
第
三
条
第
三
項
に
接
近
す

れ
ば
す
る
ほ
ど
、
つ
ま
り
不
平
等
な
扱
い
が
少
数
派
の
差
別
に
導

く
危
険
が
大
き
い
ほ
ど
、
正
当
化
へ
の
要
求
は
厳
し
く
な
る
。
こ

の
事
は
、
性
的
性
向
に
従
っ
た
差
別
の
場
合
に
該
当
す
る
（
51
）
。

2）　

婚
姻
の
特
別
保
護
命
令
の
指
示
だ
け
で
は
生
活
パ
ー
ト

ナ
ー
制
度
差
別
の
根
拠
と
は
な
ら
な
い
：

基
本
法
第
六
条
第
一
項
に
お
け
る
婚
姻
と
家
族
の
特
別
保
護
だ

け
で
は
、
婚
姻
と
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
の
不
平
等
扱
い
を

正
当
化
で
き
な
い
。
婚
姻
の
特
権
化
が
他
の
比
較
的
に
法
拘
束
的

二
二
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
七
八
）

不
平
等
扱
い
を
正
当
化
出
来
る
様
な
婚
姻
者
と
生
活
パ
ー
ト

ナ
ー
間
の
生
活
状
況
の
相
違
は
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
確
認
で
き

な
い
（
56
）
。

7）　

立
法
者
は
婚
姻
の
特
権
化
を
類
型
化
権
限
を
以
て
正
当
化

で
き
な
い

生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
と
の
関
係
に
お
け
る
婚
姻
の
特
権
化
は
、

こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
し
て
、
税
法
に
お
け
る
立
法
者
の
類
型
化

権
限
を
以
て
根
拠
づ
け
る
事
は
出
来
な
い
（
57
）
。

8）　

登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
と
婚
姻
が
同
等
に
、
消
費
と

収
入
の
共
同
と
し
て
設
定
さ
れ
た
状
況
は
税
制
上
の
平
等
な

扱
い
を
命
ず
る

登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
と
婚
姻
が
同
等
に
、
消
費
と
収
入

の
共
同
と
し
て
設
定
さ
れ
た
状
況
は
、
類
型
化
す
る
集
団
形
成
に

際
し
て
、
税
制
上
の
平
等
な
扱
い
を
命
ず
る
。
子
供
の
育
成
奨
励

の
観
点
か
ら
し
て
も
、
合
算
課
税
手
続
に
お
け
る
夫
婦
の
登
録
済

パ
ー
ト
ナ
ー
に
対
す
る
類
型
的
優
遇
措
置
は
考
え
ら
れ
な
い
。
合

算
課
税
手
続
に
お
け
る
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
の
冷
遇
は
、
立
法
者

と
行
政
に
対
す
る
大
き
な
困
難
な
し
に
回
避
が
可
能
で
あ
る
（
58
）
。

そ
の
二
〇
〇
一
年
の
導
入
以
来
、
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
は
、
税

法
上
の
設
定
に
と
っ
て
本
質
的
な
そ
の
基
本
的
様
相
で
、
婚
姻
と

比
較
可
能
で
あ
る
。
二
〇
〇
五
年
一
月
一
日
に
は
、
明
示
的
に
剰

余
共
同
制
が
通
常
の
財
産
分
配
規
定
と
し
て
導
入
さ
れ
た
（
54
）
。

5）　

合
算
課
税
手
続
で
婚
姻
と
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
の
不
平
等

扱
い
は
正
当
化
で
き
な
い
：

家
族
政
策
的
意
図
は
、
合
算
課
税
手
続
に
関
す
る
婚
姻
と
登
録

済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
の
不
平
等
扱
い
を
正
当
化
で
き
な
い
（
55
）
。

6）　

合
算
課
税
制
は
、
婚
姻
内
部
の
任
務
配
分
に
際
し
て
、
夫

婦
の
活
動
余
地
を
広
げ
る
：
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
も
同
様；

合
算
課
税
制
は
、
婚
姻
内
部
の
任
務
配
分
に
際
し
て
、
夫
婦
の

活
動
余
地
を
広
げ
、
し
か
も
、
と
り
わ
け
一
方
の
側
が
（
子
供
の

教
育
あ
る
い
は
養
育
故
の
）
家
族
内
労
働
故
に
、
就
業
し
て
い
な

い
か
、
あ
る
い
は
部
分
的
に
し
か
就
業
し
て
い
な
い
家
族
の
為
に

考
え
ら
れ
た
規
定
と
も
見
做
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
生
活

パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
法
も
婚
姻
法
と
同
様
に
当
事
者
に
自
ら
の
個
人

的
生
活
遂
行
に
関
し
て
形
成
の
自
由
を
承
認
し
、
し
か
も
家
族
内

労
働
と
就
業
活
動
の
同
価
値
か
ら
出
発
し
て
い
る
。

二
二
二



解
釈
か
、
改
憲
か
？
ド
イ
ツ
で
は
誰
が
基
本
法
（
憲
法
）
を
支
配
す
る
か
（
小
林
）

（
一
六
七
九
）

成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
法
廷
が
誤
認
し
て
い
る
こ
の
事
実
は
、

基
本
法
第
六
条
第
一
項
を
引
き
合
い
に
出
す
必
要
な
し
に
、
訴
訟

対
象
た
る
課
税
対
象
額
査
定
年
二
〇
〇
一
年
、
二
〇
〇
二
年
に
限

定
し
た
婚
姻
の
特
権
化
を
正
当
化
す
る
（
60
）
。

2）　

婚
姻
は
憲
法
に
よ
り
収
入
と
消
費
の
共
同
と
看
做
さ
れ
る
：

婚
姻
は
憲
法
に
よ
っ
て
収
入
と
消
費
の
共
同
と
構
想
さ
れ
、
立

法
者
は
、
こ
の
合
算
課
税
手
続
を
（
夫
婦
財
産
の
）
剰
余
共
同
制

の
「
反
映
」
と
見
做
し
た
。
こ
の
合
算
課
税
手
続
は
、
基
本
法
第

六
条
第
一
項
の
保
護
課
題
に
従
い
、
収
入
と
消
費
の
婚
姻
共
同
体

を
維
持
・
強
化
し
て
い
る
（
61
）
。

3）　

過
渡
規
定
は
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
に
対
し
強
制
的
遡
及
延

長
を
規
定
し
て
い
な
い
：

比
較
可
能
性
の
基
準
に
対
し
て
は
、
財
産
法
及
び
扶
養
調
整
法

が
と
り
わ
け
重
要
で
あ
る
。
過
渡
規
定
は
、
既
存
の
生
活
パ
ー
ト

ナ
ー
制
に
対
し
て
強
制
的
遡
及
延
長
を
規
定
し
て
い
な
い
（
62
）
。

9）　

登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
の
夫
婦
合
算
課
税
制
度
か
ら

の
排
除
は
違
憲
。

夫
婦
合
算
課
税
制
度
に
お
け
る
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
と

婚
姻
の
不
平
等
な
扱
い
は
違
憲
で
あ
る
。
所
得
税
法
の
こ
れ
に
関

連
す
る
諸
規
定
は
一
般
的
平
等
規
定
に
違
反
す
る
。
何
故
な
ら
、

こ
の
不
平
等
扱
い
に
対
す
る
充
分
な
根
拠
が
欠
け
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

こ
の
法
的
状
況
は
、
二
〇
〇
一
年
八
月
一
日
の
生
活
パ
ー
ト

ナ
ー
関
係
法
ま
で
遡
及
し
て
変
更
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
過

渡
的
に
夫
婦
合
算
課
税
の
現
行
規
定
が
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー

制
に
も
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
攻
撃
対
象
諸
判
決
は
破

棄
さ
れ
、
再
審
の
為
に
連
邦
財
務
裁
判
所
に
差
し
戻
さ
れ
る
（
59
）
。

2
．
反
対
意
見
：

1）　

生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
は
二
〇
〇
五
年
一
月
一
日
ま
で
婚

姻
と
比
較
可
能
な
収
入
と
消
費
の
共
同
と
見
做
さ
れ
て
い
な

い
：

登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
は
二
〇
〇
五
年
一
月
一
日
の
生

活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
法
修
正
法
の
発
効
ま
で
立
法
者
の
明
示
的
意

思
に
従
い
、
婚
姻
と
比
較
可
能
な
収
入
と
消
費
の
共
同
と
し
て
形

二
二
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
八
〇
）

6）　

立
法
者
の
類
型
化
権
限
が
不
平
等
扱
い
を
正
当
化
し
な
い

と
の
判
定
は
根
拠
に
欠
け
る
：

立
法
者
の
類
型
化
権
限
が
婚
姻
と
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
の
確
認

さ
れ
た
不
平
等
扱
い
を
正
当
化
し
な
い
と
す
る
法
廷
の
推
定
は
、

充
分
な
根
拠
に
欠
け
て
い
る
（
65
）
。

7）　

婚
姻
の
類
型
的
特
権
化
は
正
当
化
さ
れ
る
：

法
廷
は
、
立
法
者
が
一
九
五
八
年
の
合
算
課
税
手
続
の
導
入
を

以
て
、
家
族
政
策
的
目
的
も
追
求
し
た
事
実
を
追
認
し
た
が
、
こ

の
家
族
政
策
的
機
能
で
あ
っ
て
も
原
則
的
に
他
の
生
活
形
態
に
対

し
て
婚
姻
の
類
型
的
特
権
化
を
正
当
化
す
る
事
に
適
し
て
い
る
と

言
う
結
論
を
引
き
出
し
て
い
な
い
（
66
）
。

8）　

類
型
化
方
式
で
の
合
算
課
税
手
続
の
遡
及
適
用
は
説
得
的

に
あ
ら
ず
：

今
日
で
は
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
に
お
い
て
も
子
供
の
成

長
が
増
加
傾
向
に
あ
る
。

し
か
し
、
そ
こ
か
ら
必
然
的
に
、
既
に
課
税
対
象
額
査
定
年

二
〇
〇
一
年
と
二
〇
〇
二
年
に
、
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
全

体
に
類
型
化
方
式
で
合
算
課
税
手
続
を
開
く
べ
き
で
あ
っ
た
と
す

4）　

生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
は
課
税
対
象
額
査
定
年
二
〇
〇
一
年
、

二
〇
〇
二
年
に
は
合
算
課
税
規
定
の
意
味
に
お
け
る
収
入
と

消
費
の
共
同
と
は
見
做
さ
れ
得
な
い

異
議
申
立
人
の
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
は
、
訴
訟
対
象
た
る
課
税

対
象
額
査
定
年
二
〇
〇
一
年
、
二
〇
〇
二
年
だ
け
は
、
合
算
課
税

規
定
の
意
味
に
お
け
る
収
入
と
消
費
の
共
同
と
は
見
做
さ
れ
得
な

い
（
63
）
。5）　

法
廷
は
唯
一
の
権
限
者
た
る
立
法
者
に
代
っ
て
自
ら
の
判

断
を
設
定
：

二
〇
〇
五
年
以
前
の
課
税
対
象
額
査
定
年
へ
の
登
録
済
生
活

パ
ー
ト
ナ
ー
達
へ
の
合
算
課
税
手
続
の
延
長
は
、
そ
こ
か
ら
鏡
像

的
に
生
ず
る
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
間
の
諸
義
務
が
比
較
可
能
に
近
い

規
模
で
さ
え
存
在
し
な
い
状
態
で
、
収
入
と
消
費
の
共
同
の
所
得

税
法
上
の
利
点
の
付
与
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
法

廷
は
、
こ
の
為
に
唯
一
招
聘
さ
れ
て
い
る
立
法
者
に
代
っ
て
自
ら

の
判
断
を
設
定
し
て
い
る
（
64
）
。

二
二
四



解
釈
か
、
改
憲
か
？
ド
イ
ツ
で
は
誰
が
基
本
法
（
憲
法
）
を
支
配
す
る
か
（
小
林
）

（
一
六
八
一
）

釈
し
た
」
の
か
、
あ
る
い
は
変
え
た
の
か
？
こ
れ
ま
で
の
憲
法
状

況
と
反
対
に
、
同
一
性
の
生
活
共
同
体
の
「
婚
姻
と
家
族
」
と
の

完
全
な
平
等
化
を
憲
法
的
拘
束
効
果
を
伴
っ
て
命
令
す
る
事
が
裁

判
所
の
権
限
に
所
属
す
る
の
か
？
（
69
）

2）　

第
二
法
廷
は
、
婚
姻
者
と
同
性
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
不

平
等
扱
い
は
一
般
的
平
等
規
定
と
相
容
れ
な
い
と
す
る
：

こ
の
二
〇
一
三
年
五
月
七
日
付
判
決
に
よ
れ
ば
、
婚
姻
者
と
同

性
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
不
平
等
な
扱
い
は
、
基
本
法
第
三
条
第

一
項
の
一
般
的
平
等
規
定
と
相
容
れ
な
い
。
基
本
法
第
六
条
第
一

項
に
お
け
る
婚
姻
と
家
族
の
特
別
保
護
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
広

が
っ
て
い
る
見
解
に
よ
れ
ば
、「
古
臭
い
」
と
宣
言
さ
れ
、「
裁
判

所
の
判
決
に
よ
り
廃
止
さ
れ
」、
し
か
も
「
屑
物
」
と
な
っ
た
の

だ
（
70
）
。3）　

第
二
法
廷
は
憲
法
制
定
権
者
の
意
図
を
無
視
：

第
二
法
廷
の
見
解
に
よ
れ
ば
：

婚
姻
と
家
族
の
特
別
保
護
は
全
く
侵
害
さ
れ
て
い
な
い
。
判
決

は
、
婚
姻
と
家
族
へ
の
他
の
パ
ー
ト
ナ
ー
制
（
同
性
婚
）
モ
デ
ル

の
適
応
を
行
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。

る
結
論
は
引
き
出
し
得
な
い
（
67
）
。

9）　

法
廷
は
遡
及
的
不
両
立
宣
言
を
以
て
立
法
者
の
評
価
余
地

を
狭
め
た
：

合
算
課
税
手
続
の
家
族
政
策
的
規
範
目
的
に
鑑
み
て
、
法
廷
は
、

先
ず
は
家
族
と
世
代
帰
結
の
為
の
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
の
事

前
活
動
に
対
し
彼
等
を
評
価
し
、
そ
こ
か
ら
税
制
上
の
帰
結
を
引

出
す
事
を
立
法
者
に
対
し
承
認
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
法
廷
は
、
立

法
者
の
こ
の
様
な
評
価
余
地
を
そ
の
遡
及
的
不
両
立
宣
言
を
以
て

無
視
し
、
形
成
可
能
性
を
付
加
的
に
狭
め
て
い
る
。
そ
の
際
に
法

廷
は
、
憲
法
状
況
が
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
立
法
者

が
基
本
法
と
相
容
れ
な
い
法
的
状
態
を
遡
及
的
に
排
除
す
る
必
要

が
な
い
と
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
従
来
の
判
例
を
無
視
し
た
（
68
）
。

3
．
リ
ュ
タ
ー
ズ
の
見
解
：

1）　

政
治
的
形
成
・
規
範
設
定
権
力
者
は
議
会
か
、
連
邦
憲
法

裁
判
所
か
？

誰
が
民
主
的
法
治
国
家
に
於
い
て
、
政
治
的
形
成
・
規
範
設
定

権
力
を
有
し
て
い
る
の
か
？
議
会
か
、
あ
る
い
は
連
邦
憲
法
裁
判

所
か
？
具
体
的
に
は
：
裁
判
所
の
こ
の
決
議
は
、
基
本
法
を
「
解

二
二
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
八
二
）

考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

グ
ス
タ
フ
・
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
の
的
確
な
記
述
：
決
定
的
問
題

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
如
何
な
る
価
値
評
価
の
下
で
何
が
「
同

じ
」
で
、
何
が
「
同
じ
で
な
い
」
の
か
？
平
等
も
し
く
は
差
別
に

関
す
る
判
定
は
、
何
時
で
も
、
世
界
観
的
に
事
前
刻
印
さ
れ
た
諸

基
準
下
の
既
存
の
不
平
等
の
抽
象
化
で
あ
る
。「
平
等
」
問
題
の

為
の
決
定
的
点
は
、
憲
法
制
定
権
者
が
一
九
四
九
年
「
婚
姻
と
家

族
が
国
家
秩
序
の
特
別
の
保
護
下
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
確
定
し
た
事
実
で
あ
る
（
72
）
。

5）　

婚
姻
の
「
特
別
保
護
」
は
一
般
的
平
等
規
定
に
よ
る
均
等

化
を
許
さ
な
い
：

婚
姻
と
家
族
は
、
リ
ュ
タ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
憲
法
制
定
権
者
の

評
価
の
中
で
、
同
性
の
生
活
共
同
体
に
対
し
て
、
根
本
的
に
異

な
っ
て
い
る
（
つ
ま
り
同
じ
で
は
な
い
）
の
で
あ
る
。

婚
姻
の
「
特
別
保
護
」
は
、
勘
違
い
さ
れ
た
「
よ
り
高
い
」
一

般
的
平
等
規
定
の
援
用
を
通
し
て
均
等
化
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の

だ
。
そ
の
事
は
、
そ
の
反
対
が
基
本
法
第
六
条
第
一
項
で
明
示
的

に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
対
し
て
も
、
自

ら
の
判
例
に
よ
り
、
た
と
え
平
等
規
定
を
超
法
律
的
自
然
法
の
レ

リ
ュ
タ
ー
ズ
の
見
解
に
よ
れ
ば
：
法
廷
は
、
憲
法
制
定
権
者
が

婚
姻
と
他
の
パ
ー
ト
ナ
ー
制
モ
デ
ル
と
の
正
に
こ
の
適
応
を
、
自

ら
の
観
点
か
ら
し
て
、
社
会
と
国
家
の
維
持
の
為
に
婚
姻
と
家
族

の
唯
一
か
つ
不
動
の
意
義
故
に
、
排
除
し
よ
う
と
し
た
事
実
を
無

視
し
て
い
る
の
だ
。
基
本
法
第
六
条
の
成
立
に
関
わ
る
憲
法
制
定

審
議
会
の
議
事
録
を
見
た
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
疑
念
が
排
除
さ
れ

た
は
ず
で
あ
る
（
71
）
。

つ
ま
り
、
婚
姻
と
家
族
へ
の
他
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（
同
性

婚
）
モ
デ
ル
の
適
応
可
能
性
に
関
し
、
法
廷
は
、
こ
れ
を
肯
定
し
、

リ
ュ
タ
ー
ズ
は
否
定
す
る
。

4）　

第
二
法
廷
の
根
拠
は
一
般
的
平
等
条
項
：
し
か
し
平
等
と

は
？

第
二
法
廷
の
根
拠
付
け
が
一
般
的
平
等
規
定
に
基
づ
い
て
い
る

が
、
し
か
し
こ
れ
は
同
じ
事
項
が
同
じ
く
扱
わ
れ
る
場
合
に
の
み

説
得
的
で
あ
る
。

平
等
規
定
の
適
用
に
際
し
て
は
、「
平
等
」
概
念
が　

│　
「
理

性
」
と
同
様
に　

│　

不
可
避
的
に
、
利
用
者
と
そ
の
基
準
の
世

界
観
的
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
）
事
前
理
解
を
含
ん
で
い
る
事
実
を

二
二
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解
釈
か
、
改
憲
か
？
ド
イ
ツ
で
は
誰
が
基
本
法
（
憲
法
）
を
支
配
す
る
か
（
小
林
）

（
一
六
八
三
）

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
法
廷
は
、
そ
の
決
定
を
以
て
、

基
本
法
第
六
条
第
一
項
の
本
来
的
基
本
目
的
か
ら
離
れ
た
。
し
か

し
正
に
こ
の
目
的
こ
そ
が
、
あ
ら
ゆ
る
方
法
に
対
応
す
る
憲
法
解

釈
の
放
棄
で
き
な
い
出
発
点
な
の
で
あ
る
。
法
廷
は
、
婚
姻
と
家

族
の
優
先
的
保
障
を
除
去
し
た
（
75
）
。

8）　

第
二
法
廷
は
『
憲
法
の
保
護
者
』
の
地
位
か
ら
離
れ
て
い

る
：

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
は
、「
憲
法
の
保
護
者
」
と
し
て

の
機
能
を
個
別
ケ
ー
ス
に
お
い
て
ば
か
り
か
、
役
割
変
更
の
意
味

で
、
益
々
変
更
し
、
且
つ
こ
れ
か
ら
離
れ
て
い
る
。

法
廷
は
、
憲
法
を
社
会
的
変
革
の
エ
ン
ジ
ン
と
し
て
判
例
法
的

に
「
柔
軟
化
し
」、
変
形
し
、
し
か
も
基
本
法
的
諸
保
障
を
古
臭

い
と
宣
言
し
続
け
て
い
る
。
こ
の
様
に
法
廷
は
、
憲
法
の
保
護
者

か
ら
、
基
本
法
で
予
定
さ
れ
て
い
な
い
憲
法
変
更
機
関
と
な
っ
て

い
る
。

し
か
も
こ
の
決
定
は
、
憲
法
的
序
列
を
伴
っ
て
判
例
法
的
に
命

じ
ら
れ
た
婚
姻
と
同
性
婚
の
同
置
な
の
だ
。
憲
法
裁
判
所
自
体
あ

る
い
は
立
法
機
関
の
憲
法
改
正
多
数
の
み
が
こ
の
状
況
を
変
更
で

き
る
の
だ
が
（
76
）
。

ベ
ル
に
高
め
よ
う
と
し
て
も
、
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
を

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
憲
法
を
改
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
般
的
平
等
規
定
は
、
た
と
え
第
二
法
廷
が
平
等
の
可
変
的
内

容
を
変
遷
し
た
時
代
精
神
に
向
け
よ
う
と
も
、
基
本
法
第
七
九
条

の
変
更
を
目
的
と
す
る
一
般
的
投
入
可
能
な
闘
争
条
項
で
は
な
い
（
73
）
。

6）　

婚
姻
保
護
条
項
の
規
範
目
的
は
？
：

基
本
法
第
六
条
第
一
項
の
保
障
内
容
の
適
切
な
解
釈
に
は
、
基

本
法
の
始
祖
達
に
よ
っ
て
一
致
し
て
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
、
先
ず

は
こ
の
規
定
の
内
容
と
立
法
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
る
規
範
目
的
が

問
わ
れ
る
事
が
所
属
し
た
は
ず
で
あ
る
。

一
九
四
九
年
に
支
配
し
た
社
会
的
確
信
な
ら
び
に
家
族
法
及
び

刑
法
規
定
に
鑑
み
、
婚
姻
と
家
族
の
同
性
生
活
共
同
体
と
の
急
進

的
で
完
全
な
同
置
が
可
能
と
考
え
ら
れ
る
と
か
、
あ
る
い
は
意
図

さ
れ
た
と
す
る
事
は
、
考
え
難
い
ば
か
り
か
不
適
当
で
あ
る
（
74
）
。

7）　

法
比
較
及
び
法
史
の
概
観
：
国
連
の
関
連
諸
宣
言

法
比
較
及
び
法
史
の
概
観
も
有
用
で
あ
る
。
国
連
の
関
連
諸
宣

言
「
家
族
は
、
社
会
の
自
然
的
基
本
単
位
で
あ
る
。」、「
家
族
は
、

社
会
の
自
然
的
中
核
細
胞
で
あ
る
。」
は
重
要
で
あ
る
。

二
二
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
八
四
）

き
か
が
重
要
で
あ
る
。

平
等
規
定
に
よ
る
根
拠
付
け
は
、
以
下
の
中
核
問
題
を
隠
ぺ
い

す
る
。
つ
ま
り
裁
判
所
が
目
標
と
す
る
「
婚
姻
と
家
族
」
の
同
性

的
生
活
共
同
体
と
の
広
範
囲
な
同
置
の
結
果
が
、「
事
実
の
規
範

力
」
の
疑
念
の
あ
る
原
則
か
、
あ
る
い
は
同
様
に
問
題
の
あ
る
、

勘
違
い
さ
れ
た
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
規
範
力
」
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、

つ
ま
り
、
そ
の
時
々
の
時
代
精
神
の
意
味
に
お
け
る
「
平
等
」
の

可
変
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
従
う
事
に
な
る
の
だ
。
法
廷
に
よ
っ
て

行
わ
れ
た
基
本
法
の
解
釈
変
更
（
基
本
法
第
六
条
第
一
項
及
び
第

三
条
第
一
項
）
は
、
並
行
す
る
内
容
の
本
来
的
規
範
目
的
か
ら
離

れ
た
設
定
を
通
し
て
基
本
概
念
た
る
「
婚
姻
及
び
家
族
」
に
到
達

し
た
の
だ
。
法
基
本
諸
概
念
の
こ
の
様
な
解
釈
変
更
は
、
近
年
の

ド
イ
ツ
法
史
に
お
け
る
警
告
的
「
モ
デ
ル
」
に
他
な
ら
な
い
（
78
）
。

11）　

差
別
と
は
？
：

婚
姻
と
同
性
婚
の
同
置
に
対
す
る
法
廷
の
主
根
拠
は
、
異
な
っ

た
扱
い
が
、
そ
の
性
性
向
を
理
由
と
す
る
同
性
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー

の
差
別
に
あ
る
と
す
る
そ
の
見
解
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
差
別
は
、
婚
姻
と
同
性
的
生
活
共
同
体
が
本
質

的
諸
点
に
於
い
て
異
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
除
外
さ
れ
る
。

9）　

憲
法
の
規
範
目
的
、
規
定
目
標
及
び
制
度
保
障
の
無
視
は

許
さ
れ
な
い
：

婚
姻
と
家
族
な
ら
び
に
同
性
の
生
活
共
同
体
を
そ
れ
ぞ
れ
の
憲

法
秩
序
及
び
法
秩
序
の
限
界
内
で
相
互
に
接
近
さ
せ
る
か
、
あ
る

い
は
同
置
す
る
事
は
、
立
法
者
あ
る
い
は
憲
法
制
定
権
者
に
禁
じ

ら
れ
て
い
る
事
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
憲
法
の
規
範
目
的
、

規
定
目
標
及
び
制
度
保
障
を
無
視
す
る
事
、
つ
ま
り
基
本
法
を
自

律
的
に
判
例
法
的
に
変
更
す
る
事
が
、
そ
の
判
決
の
枠
内
で
連
邦

憲
法
裁
判
所
に
帰
属
す
る
か
否
か
が
問
題
な
の
だ
。

こ
の
配
慮
な
し
に
憲
法
改
正
に
於
け
る
権
力
移
行
を
目
的
と
し

て
行
わ
れ
た
『
戦
闘
条
項
』
と
し
て
の
平
等
原
則
の
適
用
は
、
そ

の
時
々
の
時
代
精
神
の
変
更
的
解
釈
に
任
意
に
規
範
効
果
を
付
与

す
る
危
険
を
含
む
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
し
て
投
入
さ
れ
た
平
等
概

念
は
、
意
図
す
る
と
否
と
に
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
者
の

世
界
観
的
事
前
理
解
を
実
現
す
る
事
に
な
る
（
77
）
。

10）　

時
代
精
神
に
満
ち
た
「
平
等
」
の
可
変
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

へ
の
従
属
が
問
題
：

こ
の
種
の
決
定
資
料
の
中
核
で
は
、
い
か
な
る
方
式
で
社
会
的

構
造
、
行
動
方
式
及
び
価
値
観
が
憲
法
秩
序
の
内
容
に
影
響
す
べ

二
二
八



解
釈
か
、
改
憲
か
？
ド
イ
ツ
で
は
誰
が
基
本
法
（
憲
法
）
を
支
配
す
る
か
（
小
林
）

（
一
六
八
五
）

を
設
定
し
て
い
る
。
社
会
的
変
遷
を
取
り
入
れ
、
評
価
し
、
し
か
も

場
合
に
よ
っ
て
こ
の
為
の
法
的
形
体
を
用
意
す
る
事
は
、
立
法
者

の
事
項
で
あ
っ
て
、
憲
法
裁
判
所
の
事
項
で
は
あ
り
得
な
い
（
80
）
。」

Ｖ
．
争
点
：

争
点
の
対
象
：

本
件
で
は
、
争
点
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
テ
ー
マ
は
三
つ
あ
り
、

そ
の
第
一
は
平
等
原
則
の
適
用
問
題
、
そ
の
第
二
は
婚
姻
及
び
家

族
の
憲
法
に
よ
る
特
別
保
護
の
問
題
、
そ
の
第
三
は
、
連
邦
憲
法

裁
判
所
の
機
能
の
問
題
で
あ
る
。

1
．
平
等
原
則
の
適
用
問
題
：

こ
こ
で
は
、
第
二
法
廷
が
極
め
て
積
極
的
に
平
等
原
則
の
適
用

を
推
し
進
め
て
い
る
に
対
し
、
反
対
意
見
と
リ
ュ
タ
ー
ズ
は
、
こ

の
適
用
に
対
し
て
消
極
的
な
態
度
を
示
す
。

1）　

第
二
法
廷
：

第
二
法
廷
に
よ
れ
ば
、
婚
姻
と
ホ
モ
婚
姻
間
の
不
平
等
扱
い
は

性
的
性
向
を
理
由
と
す
る
少
数
派
の
差
別
に
該
当
し
、
婚
姻
の
特

別
保
護
命
令
の
指
示
だ
け
で
は
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
差
別
の
根

こ
れ
に
加
え
、
事
実
的
に
も
、
又
社
会
的
意
識
に
於
い
て
も
子

供
は
ド
イ
ツ
で
は
今
日
に
至
る
ま
で
婚
姻
か
ら
生
じ
て
い
る
事
実

が
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
性
婚
か
ら
は
、
い
ず
れ
に

せ
よ
子
供
は
期
待
で
き
な
い
。
こ
の
事
実
を
連
邦
憲
法
裁
判
所
も

変
え
る
事
が
で
き
な
い
。
こ
の
根
本
的
生
物
学
的
相
違
は
、
そ
こ

に
基
本
法
第
六
条
第
一
項
の
主
根
拠
と
国
家
側
か
ら
の
婚
姻
及
び

家
族
に
対
す
る
財
政
的
優
遇
措
置
の
正
当
化
を
認
め
る
べ
き
か
否

か
を
検
査
す
る
き
っ
か
け
を
裁
判
所
に
与
え
得
る
し
、
し
か
も
与

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
。
こ
の
相
違
の
比
重
は
、

指
摘
さ
れ
た
憲
法
条
文
と
国
際
法
的
諸
規
範
に
も
反
映
さ
れ
て
い

る
（
79
）
。12）　

憲
法
的
唯
一
重
要
問
題
は
「
誰
が
憲
法
を
支
配
し
て
い
る

か
？
」
だ
：

最
後
に
、
憲
法
的
重
要
問
題
と
し
て
、「
誰
が
憲
法
を
支
配
し

て
い
る
か
？
」
が
問
わ
れ
る
。

問
題
と
な
っ
て
い
る
決
議
の
中
で
、
基
本
法
は
維
持
さ
れ
ず
、

変
更
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
ラ
ン
ダ
ウ
判
事
と
ケ
ッ
サ

ル
・
ヴ
ル
フ
判
事
の
反
対
意
見
の
中
で
確
認
さ
れ
る
。
つ
ま
り
法

廷
は
、「
こ
の
為
に
唯
一
正
当
な
立
法
者
に
代
っ
て
自
ら
の
見
解

二
二
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
八
六
）

算
課
税
手
続
野
遡
及
適
用
は
説
得
的
で
は
な
い
。

3）　

リ
ュ
タ
ー
ズ
の
見
解
：

リ
ュ
タ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
第
二
法
廷
の
根
拠
付
け
が
一
般
的
平

等
規
定
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
同
じ
事
項
が
同
じ

く
扱
わ
れ
る
場
合
に
の
み
説
得
的
で
あ
る
。
平
等
規
定
の
適
用
に

際
し
て
は
、「
平
等
」
概
念
が
不
可
避
的
に
、
利
用
者
と
そ
の
基

準
の
世
界
観
的
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
）
事
前
理
解
を
含
ん
で
い
る

事
実
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
．
婚
姻
及
び
家
族
の
憲
法
に
よ
る
特
別
保
護
の
問
題
：

こ
こ
で
は
、
平
等
原
則
の
場
合
と
は
反
対
に
、
第
二
法
廷
は
、

極
め
て
消
極
的
、
反
対
意
見
及
び
リ
ュ
タ
ー
ズ
は
、
積
極
的
態
度

を
示
し
て
い
る
。

1）　

第
二
法
廷
：

第
二
法
廷
に
よ
れ
ば
、
婚
姻
の
特
別
保
護
命
令
の
指
示
だ
け
で

は
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
差
別
の
根
拠
と
は
な
ら
ず
、
し
か
も
生

活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
は
税
法
上
の
設
定
に
際
し
基
本
的
様
相
で
婚

姻
と
比
較
可
能
で
あ
り
、
合
算
課
税
制
が
婚
姻
内
部
の
任
務
配
分

拠
と
は
な
ら
ず
、
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
に
対
す
る
婚
姻
の
優
遇

を
正
当
化
す
る
根
拠
は
存
在
せ
ず
、
合
算
課
税
手
続
で
婚
姻
と
生

活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
の
不
平
等
扱
い
は
正
当
化
で
き
な
い
。
従
っ
て
、

夫
婦
合
算
課
税
制
度
に
お
け
る
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
と
婚

姻
の
不
平
等
な
扱
い
は
一
般
的
平
等
規
定
に
違
反
し
、
違
憲
と
な

る
。2）　

反
対
意
見
：

反
対
意
見
に
よ
れ
ば
、
婚
姻
は
憲
法
に
よ
り
収
入
と
消
費
の
共

同
と
看
做
さ
れ
る
。
し
か
も
立
法
者
は
、
こ
の
合
算
課
税
手
続
を

（
夫
婦
財
産
の
）
剰
余
共
同
制
の
「
反
映
」
と
見
做
し
た
。
こ
れ

に
対
し
、
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
は
二
〇
〇
五
年
一
月
一
日
の
生

活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
度
法
修
正
法
の
発
効
ま
で
、
立
法
者
の
明
示
的

意
思
に
従
い
、
婚
姻
と
比
較
可
能
な
収
入
と
消
費
の
共
同
と
し
て

形
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
第
二
法
廷
が
誤
認
し
た
こ
の
事
実
は
、

基
本
法
第
六
条
第
一
項
を
引
き
合
い
に
出
す
必
要
さ
え
な
し
に
、

課
税
対
象
額
査
定
年
二
〇
〇
一
年
、
二
〇
〇
二
年
に
限
定
し
た
婚

姻
の
特
権
化
を
正
当
化
す
る
。
立
法
者
の
類
型
化
権
限
が
不
平
等

扱
い
を
正
当
化
し
な
い
と
の
第
二
法
廷
判
定
は
根
拠
に
欠
け
る
。

婚
姻
の
類
型
的
特
権
化
は
正
当
化
さ
れ
る
。
類
型
化
方
式
で
の
合

二
三
〇



解
釈
か
、
改
憲
か
？
ド
イ
ツ
で
は
誰
が
基
本
法
（
憲
法
）
を
支
配
す
る
か
（
小
林
）

（
一
六
八
七
）

の
パ
ー
ト
ナ
ー
制
モ
デ
ル
と
の
正
に
こ
の
適
応
を
、
自
ら
の
観
点

か
ら
し
て
、
社
会
と
国
家
の
維
持
の
為
に
婚
姻
と
家
族
の
唯
一
か

つ
不
動
の
意
義
故
に
、
排
除
し
よ
う
と
し
た
事
実
を
無
視
し
て
い

る
の
だ
。
基
本
法
第
六
条
の
成
立
に
関
わ
る
憲
法
制
定
審
議
会
の

議
事
録
を
見
た
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
疑
念
が
排
除
さ
れ
た
は
ず
で

あ
る
。

グ
ス
タ
フ
・
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
の
的
確
な
記
述
に
よ
れ
ば
、
決

定
的
問
題
は
、
如
何
な
る
価
値
評
価
の
下
で
何
が
「
同
じ
」
で
、

何
が
「
同
じ
で
な
い
」
の
か
？
平
等
も
し
く
は
差
別
に
関
す
る
判

定
は
、
何
時
で
も
、
世
界
観
的
に
事
前
刻
印
さ
れ
た
諸
基
準
下
の

既
存
の
不
平
等
の
抽
象
化
で
あ
る
。「
平
等
」
問
題
の
為
の
決
定

的
点
は
、
憲
法
制
定
権
者
が
一
九
四
九
年
「
婚
姻
と
家
族
が
国
家

秩
序
の
特
別
の
保
護
下
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
確
定

し
た
事
実
で
あ
る
。

婚
姻
の
「
特
別
保
護
」
は
、
一
般
的
平
等
規
定
に
よ
る
均
等
化

を
許
さ
な
い
。

3
．
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
機
能
：

こ
こ
で
は
当
然
の
事
に
、
第
二
法
廷
は
自
ら
を
憲
法
改
正
権
力

と
は
見
做
し
て
い
な
い
し
、
従
っ
て
自
ら
が
そ
の
判
決
を
通
し
て

に
際
し
、
夫
婦
の
活
動
余
地
を
広
げ
る
な
ら
ば
、
生
活
パ
ー
ト

ナ
ー
制
も
同
様
で
あ
る
。
従
っ
て
立
法
者
は
、
婚
姻
の
特
権
化
を

自
ら
の
類
型
化
権
限
を
以
て
正
当
化
で
き
な
い
。
生
活
パ
ー
ト

ナ
ー
制
と
婚
姻
が
同
等
に
、
消
費
と
収
入
の
共
同
と
し
て
設
定
さ

れ
た
状
況
は
、
税
制
上
の
平
等
な
扱
い
を
命
ず
る
。

2）　

反
対
意
見
：

反
対
意
見
に
よ
れ
ば
、
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
は
、
課
税
対
象
額

査
定
年
二
〇
〇
一
年
、
二
〇
〇
二
年
に
は
合
算
課
税
規
定
の
意
味

に
お
け
る
収
入
と
消
費
の
共
同
と
は
見
做
さ
れ
得
な
い
。
し
か
も

過
渡
規
定
は
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
に
対
し
強
制
的
遡
及
延
長
を
規

定
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
に
対
す
る
合
算

課
税
手
続
の
遡
及
適
用
は
説
得
的
で
は
な
い
。

3）　

リ
ュ
タ
ー
ズ
の
見
解
：

リ
ュ
タ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
第
二
法
廷
は
、「
婚
姻
と
家
族
の
特

別
保
護
は
全
く
侵
害
さ
れ
て
い
な
い
。
判
決
は
、
婚
姻
と
家
族
へ

の
他
の
パ
ー
ト
ナ
ー
制
（
同
性
婚
）
モ
デ
ル
の
適
応
を
行
っ
た
に

過
ぎ
な
い
。
婚
姻
と
家
族
の
特
別
保
護
は
全
く
侵
害
さ
れ
て
い
な

い
。」
と
主
張
す
る
が
、
法
廷
は
、
憲
法
制
定
権
者
が
婚
姻
と
他

二
三
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
八
八
）

法
者
の
こ
の
様
な
評
価
余
地
を
そ
の
遡
及
的
不
両
立
宣
言
を
以
て

無
視
し
、
形
成
可
能
性
を
付
加
的
に
狭
め
て
い
る
。
そ
の
際
に
法

廷
は
、
憲
法
状
況
が
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
立
法
者

が
基
本
法
と
相
容
れ
な
い
法
的
状
態
を
遡
及
的
に
排
除
す
る
必
要

が
な
い
と
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
従
来
の
判
例
を
無
視
し
た
。

3）　

リ
ュ
タ
ー
ズ
の
見
解
：

リ
ュ
タ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
婚
姻
と
家
族
な
ら
び
に
同
性
の
生
活

共
同
体
を
そ
れ
ぞ
れ
の
憲
法
秩
序
及
び
法
秩
序
の
限
界
内
で
相
互

に
接
近
さ
せ
る
か
、
あ
る
い
は
同
置
す
る
事
は
、
立
法
者
あ
る
い

は
憲
法
制
定
権
者
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
事
を
意
味
す
る
の
で
は
な

く
、
憲
法
の
規
範
目
的
、
規
定
目
標
及
び
制
度
保
障
を
無
視
す
る

事
、
つ
ま
り
基
本
法
を
自
律
的
に
判
例
法
的
に
変
更
す
る
事
が
、

そ
の
判
決
の
枠
内
で
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
帰
属
す
る
か
否
か
が
問

題
な
の
だ
。

最
後
に
、
憲
法
的
重
要
問
題
と
し
て
、「
誰
が
憲
法
を
支
配
し

て
い
る
か
？
」
が
問
わ
れ
る
。

問
題
と
な
っ
て
い
る
決
議
の
中
で
、
基
本
法
は
維
持
さ
れ
ず
、

変
更
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
、
ラ
ン
ダ
ウ
判
事
と
ケ
ッ
サ

ル
・
ヴ
ル
フ
判
事
の
反
対
意
見
の
中
で
確
認
さ
れ
る
。
つ
ま
り
法

憲
法
を
改
正
し
た
と
も
見
做
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
反
対
意

見
と
リ
ュ
タ
ー
ズ
は
、
第
二
法
廷
と
は
異
な
っ
た
見
解
を
提
示
す

る
。1）　

第
二
法
廷
：

第
二
法
廷
に
よ
れ
ば
、
夫
婦
合
算
課
税
制
度
に
お
け
る
登
録
済

生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
と
婚
姻
の
不
平
等
な
扱
い
は
一
般
的
平
等
規

定
に
違
反
す
る
が
故
に
違
憲
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
こ
の
不
平
等

扱
い
に
対
す
る
充
分
な
根
拠
が
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
法
的
状
況
は
、
二
〇
〇
一
年
八
月
一
日
の
生
活
パ
ー
ト

ナ
ー
関
係
法
ま
で
遡
及
し
て
変
更
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
過

渡
的
に
夫
婦
合
算
課
税
の
現
行
規
定
が
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー

制
に
も
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
攻
撃
対
象
諸
判
決
は
破

棄
さ
れ
、
再
審
の
為
に
連
邦
財
務
裁
判
所
に
差
し
戻
さ
れ
る
。

2）　

反
対
意
見
：

合
算
課
税
手
続
の
家
族
政
策
的
規
範
目
的
に
鑑
み
て
、
法
廷
は
、

先
ず
は
家
族
と
世
代
帰
結
の
為
の
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
の
事

前
活
動
に
対
し
彼
等
を
評
価
し
、
そ
こ
か
ら
税
制
上
の
帰
結
を
引

出
す
事
を
立
法
者
に
対
し
承
認
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
法
廷
は
、
立

二
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遡
及
是
正
命
令
を
以
て
、
憲
法
改
正
を
正
式
に
立
法
者
に
課
す
る

事
無
し
に
、「
婚
姻
及
び
家
族
」
の
「
特
別
保
護
」
を
実
質
的
に

無
視
す
る
行
為
に
は
疑
義
が
提
示
さ
れ
る
。

た
と
え
場
合
に
よ
っ
て
は
、
方
向
と
し
て
、
第
二
法
廷
判
決
と

同
一
結
果
と
な
ろ
う
と
も
、
憲
法
改
正
立
法
者
に
、
決
定
の
余
地

を
与
え
る
た
め
の
配
慮
が
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。

同
様
に
、
最
近
の
日
本
の
最
高
裁
の
「
非
嫡
出
子
」
に
関
す
る

判
決
も
、
欧
米
と
は
異
な
る
、
非
嫡
出
子
の
割
合
が
極
め
て
少
な

い
社
会
的
背
景
か
ら
し
て
、
最
高
裁
の
「
勇
み
足
」
と
は
見
做
さ

れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
判
例
の
本
格
的
評
価
は
別
の
機
会
に
試

み
た
い
。

（
1
） B

ernd R
üthers,W

er herrscht über das G
rundgesetz,

in:F
A
Z
 vom

 17.11.2013

参
照
。

（
2
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.1

参
照
。

（
3
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.1f.

参
照
。

（
4
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.2

参
照
。

（
5
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.2

参
照
。

（
6
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.2f.

参
照
。

（
7
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.3

参
照
。

廷
は
、「
こ
の
為
に
唯
一
正
当
な
立
法
者
に
代
っ
て
自
ら
の
見
解

を
設
定
し
て
い
る
。
社
会
的
変
遷
を
取
り
入
れ
、
評
価
し
、
し
か

も
場
合
に
よ
っ
て
こ
の
為
の
法
的
形
体
を
用
意
す
る
事
は
、
立
法

者
の
権
限
事
項
で
あ
っ
て
、
憲
法
裁
判
所
の
事
項
で
は
あ
り
得
な

い
。

Ⅵ
．
結
論
：

民
主
的
法
治
国
家
に
お
い
て
は
、
東
京
裁
判
の
様
な
例
外
的
悪

例
が
見
ら
れ
る
と
し
て
も
、
刑
法
の
遡
及
適
用
は
原
則
的
に
禁
じ

ら
れ
て
い
る
。
民
事
・
社
会
・
労
働
法
領
域
に
お
い
て
も
、
不
利

益
・
冷
遇
扱
い
の
遡
及
適
用
も
原
則
的
に
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
個
人
あ
る
い
は
一
定
集
団
の
不
平
等
あ
る
い
は
冷

遇
措
置
の
遡
及
的
是
正
措
置
は
、
原
則
的
に
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

本
件
は
、
正
に
個
人
あ
る
い
は
一
定
（
少
数
）
集
団
の
不
平
等
あ

る
い
は
冷
遇
措
置
の
遡
及
的
是
正
措
置
に
該
当
す
る
。
し
か
も
本

件
で
は
、
一
定
少
数
集
団
の
保
護
の
観
点
も
関
連
し
て
い
る
。

し
か
し
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
憲
法
に
よ
っ
て
特
別
保
護
対
象
と

さ
れ
る
婚
姻
及
び
家
族
を
登
録
済
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
制
と
を
、

「
比
較
可
能
」
で
あ
る
事
実
を
理
由
に
、
同
置
し
、
し
か
も
憲
法

原
則
た
る
「
平
等
原
則
」
を
適
用
し
て
、
不
両
立
宣
言
を
行
い
、

二
三
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
九
〇
）

909/06 u.a. ; B
V
erfG

,2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bsatz-

N
r.1-151

参
照
。

（
30
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.1 ; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,S
.1-3

参
照
。

（
31
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.1 ; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.19

参
照
。

（
32
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.1 ; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.72

参
照
。

（
33
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.1f..; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.77,78,79

参
照
。

（
34
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.2 ; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.80,84,

参
照
。

（
35
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.2 ; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.80,89

参
照
。

（
36
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.2 ; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.93ff .

参
照
。

（
37
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.2 ; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.96,97

参
照
。

（
38
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.2f. ; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.98

参
照
。

（
39
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.3 ; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.101ff .

参
照
。

（
40
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.3f ; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.107ff ..

参
照
。

（
8
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.3f.

参
照
。

（
9
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.4

参
照
。

（
10
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.4

参
照
。

（
11
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.4f.

参
照
。

（
12
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.5

参
照
。

（
13
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.5

参
照
。

（
14
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.6

参
照
。

（
15
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.6

参
照
。

（
15a
） R

adbruch’sche F
orm
el aus W

ikipedia

参
照
。

（
16
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.6

参
照
。

（
17
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013
）,S.6f.

参
照
。

（
18
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013
）,S.7

参
照
。

（
19
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013
）,S.7
参
照
。

（
20
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.7f.
参
照
。

（
21
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.8

参
照
。

（
22
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.8f.

参
照
。

（
23
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.9

参
照
。

（
24
） B

ernd R
üthers,（
註
．1
）（2013

）,S.9

参
照
。

（
25
） B

ernd R
üthers,（
註
．1
）（2013

）,S.9f.

参
照
。

（
26
） A

Z
.:2B
vR
 909/06 u.a.

（
27
） E
hegattensplitting gilt auch für H

om
o-E
he,in:

S
üddeutsche.de vom

 6.Juni 2013

参
照
。

（
28
） E

hegattensplitting,（
註
．27
）（2013

）,S.1-3

参
照
。

（
29
） P

ressem
itteilung N

r.41/2013 vom
 6.Juni 2013 : 2B

vR
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（
55
） P
ressem

itteilung N
r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.2

（
56
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.2f.

（
57
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.3

（
58
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.3

（
59
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.1

（
60
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.4

（
61
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.4

（
62
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.4

（
63
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.4

（
64
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.4

（
65
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.4f.

（
66
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.5

（
67
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.5

（
68
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.5

（
69
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.5

参
照
。

（
70
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.6

参
照
。

（
71
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.6

参
照
。

（
72
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.6

参
照
。

（
73
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.6f.

参
照
。

（
74
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.7

参
照
。

（
75
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.7

参
照
。

（
76
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.7f.

参
照
。

（
77
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.8

参
照
。

（
78
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.8f.

参
照
。

（
41
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.4 ; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.117ff .

参
照
。

（
42
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.4 ; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.120-126

参
照
。

（
43
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.4 ; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.128f.

参
照
。

（
44
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.4 ; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.133ff .

参
照
。

（
45
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.4 ; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.136f.

参
照
。

（
46
） P

ressem
itteilung N

r.41
（
註
．29
）（2013

）,S.4f. ; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.138

参
照
。

（
47
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.5 ; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.140-143
参
照
。

（
48
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013
）,S.5 ; B

V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.144

参
照
。

（
49
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.5 ; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.145

参
照
。

（
50
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.5 ; B
V
erfG

,
2B
vR
 909/06 vom

 7.5.2013,A
bs.147-151

参
照
。

（
51
） P
ressem

itteilung N
r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.1f..

（
52
） P
ressem

itteilung N
r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.2

（
53
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.2

（
54
） P

ressem
itteilung N

r.41

（
註
．29
）（2013

）,S.2

二
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
九
二
）

（
79
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.9

参
照
。

（
80
） B

ernd R
üthers,（

註
．1
）（2013

）,S.9

参
照
。

二
三
六



社
会
を
変
え
た
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
一
六
九
三
）

ウ
ォ
ー
レ
ン
は
、
一
八
九
一
年
三
月
一
九
日
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
州
ロ
サ
ン
ジ
ェ
ル
ス
で
ノ
ル
ウ
ェ
ー
移
民
の
父
親
と
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
移
民
の
母
親
の
間
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
（U

niversity of C
alifornia, B

erkeley

）

を
経
て
、
そ
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
を
卒
業
し
、
一
九
一
四
年
に
法
曹

資
格
を
得
た

（
1
）

。

第
一
次
大
戦
に
従
軍
後
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
議
会
司
法
委
員

会
書
記
官
と
な
り
、
一
九
一
九
年
か
ら
オ
ー
ク
ラ
ン
ド

（O
akland

）
市
の
検
事
補
を
務
め
、
つ
い
で
一
九
二
〇
年
、
ア

社
会
を
変
え
た
最
高
裁
判
所

│
ウ
ォ
ー
レ
ン
第
一
四
代
長
官
の
時
代

│

甲　
　

斐　
　

素　
　

直

﹇
は
じ
め
に
﹈

ヴ
ィ
ン
ソ
ン
長
官
が
一
九
五
三
年
九
月
八
日
に
急
死
し
た
の
を

受
け
て
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
（D

w
ight D

avid E
isenhow

er
）

第
三
四
代
大
統
領
に
よ
り
、
第
一
四
代
長
官
に
任
命
さ
れ
た
の
が
、

ウ
ォ
ー
レ
ン
（E

arl W
arren

）
で
あ
る
。
一
九
五
三
年
一
〇
月

二
日
に
就
任
し
た
。
こ
の
時
点
で
は
、
上
院
は
閉
会
中
で
あ
っ
た

た
め
、
彼
の
就
任
が
上
院
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
の
は
、
翌

一
九
五
四
年
四
月
一
日
で
あ
っ
た
。

二
三
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
九
四
）

あ
っ
た

（
4
）

。

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
知
事
在
職
中
の
一
九
四
八
年
に
、
ウ
ォ
ー

レ
ン
は
デ
ュ
ー
イ
（T

hom
as E

. D
ew

ey

）
の
副
大
統
領
候
補
と

し
て
合
衆
国
大
統
領
選
挙
に
出
馬
し
た
。
し
か
し
、
彼
ら
は
民
主

党
の
ト
ル
ー
マ
ン
に
敗
北
し
た
。

一
九
五
二
年
に
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
は
、
今
度
は
自
ら
共
和
党
の
大

統
領
候
補
の
一
人
と
し
て
予
備
選
に
出
馬
し
た
。
地
元
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
州
の
予
備
選
で
は
勝
利
し
た
が
、
党
大
会
で
ア
イ
ゼ
ン
ハ

ワ
ー
に
敗
れ
た
。

翌
一
九
五
三
年
に
、
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
の
急
死
を
受
け
て
ウ
ォ
ー
レ

ン
は
、
前
述
の
通
り
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
大
統
領
に
よ
っ
て
最
高

裁
判
所
長
官
に
指
名
さ
れ
た
。
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
は
、
ウ
ォ
ー
レ

ン
が
前
述
の
通
り
、
日
系
人
の
強
制
収
用
な
ど
の
人
種
差
別
的
な

政
策
を
推
し
進
め
た
の
で
「
穏
健
」、
即
ち
保
守
的
な
判
決
を
下

す
で
あ
ろ
う
と
い
う
読
み
か
ら
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
を
最
高
裁
長
官
に

指
名
し
た
と
い
う

（
5
）

。
し
か
し
、
実
は
ウ
ォ
ー
レ
ン
は
、
戦
後
、
日

系
人
に
対
す
る
差
別
政
策
は
誤
っ
て
い
た
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、

深
く
後
悔
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
の
判

例
の
流
れ
は
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
の
期
待
し
た
も
の
と
は
全
く
違

う
も
の
と
な
っ
た
。

ラ
ミ
ダ
郡

（
2
）

の
地
方
検
事
補
と
な
り
、
一
九
二
五
年
、
同
郡
検
事
が

他
の
公
職
に
就
く
た
め
任
期
途
中
で
辞
職
し
た
後
を
受
け
て
、
そ

の
職
に
任
命
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
有
能
な
検
事
と
し
て
人
気
を
集

め
、
四
年
任
期
の
こ
の
職
に
三
度
ま
で
選
出
さ
れ
た
た
め
、

一
九
三
九
年
ま
で
在
職
す
る
こ
と
に
な
る
。

一
九
三
九
年
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
司
法
長
官
の
選
挙
に
、
共

和
党
か
ら
出
馬
し
て
当
選
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
業
務
を
当
時
の

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
知
事
が
妨
害
す
る
こ
と
か
ら
、
一
九
四
二
年

一
一
月
に
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
知
事
選
挙
に
出
馬
し
て
、
当
選

し
た
。
一
九
四
六
年
の
再
選
時
に
は
、
共
和
党
、
民
主
党
お
よ
び

革
新
党
の
予
備
選
挙
に
勝
利
す
る
と
い
う
珍
し
い
結
果
と
な
り
、

投
票
総
数
の
実
に
九
〇
％
以
上
の
票
を
集
め
る
と
い
う
圧
勝
で

あ
っ
た
。
一
九
五
〇
年
に
も
知
事
に
当
選
し
た
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
州
知
事
で
三
期
続
け
て
知
事
に
な
っ
た
人
物
は
、
彼
が
最
初
で

あ
っ
た
。
な
お
、
一
九
九
〇
年
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
憲
法
が
改

正
さ
れ
、
今
後
は
二
期
ま
で
と
さ
れ
た
の
で
、
今
後
は
出
る
こ
と

は
な
い

（
3
）

。

彼
が
、
自
ら
、
そ
の
生
涯
の
汚
点
と
し
て
い
る
の
は
、
第
二
次

世
界
大
戦
中
、
司
法
長
官
及
び
知
事
と
し
て
、
日
系
ア
メ
リ
カ
人

に
対
す
る
強
制
収
容
を
積
極
的
に
支
持
し
、
推
進
し
た
こ
と
で

二
三
八



社
会
を
変
え
た
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
一
六
九
五
）

米
国
最
高
裁
判
所
の
最
大
の
汚
点
と
い
わ
れ
る
、
一
八
九
六
年
に

下
さ
れ
た
プ
レ
ッ
シ
ー
対
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
事
件

（
9
）

判
決
を
、
半
世
紀

ぶ
り
に
書
き
直
し
た
重
要
判
決
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
決
し

て
ウ
ォ
ー
レ
ン
が
最
高
裁
判
所
長
官
に
な
っ
た
事
か
ら
、
突
然
に

下
さ
れ
た
判
決
で
は
無
か
っ
た
。

第
二
次
大
戦
の
激
闘
の
中
で
、
白
人
と
肩
を
並
べ
て
戦
い
、
互

い
に
命
を
預
け
合
っ
た
経
験
は
、
黒
人
に
、
米
国
民
と
し
て
の
権

利
意
識
を
明
確
に
植
え
付
け
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
な
差
別
を
も
は

や
許
さ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

公
民
権
運
動
は
、
こ
の
時
期
大
き
な
盛
り
上
が
り
を
見
せ
、
そ
の

影
響
を
受
け
て
、
判
例
の
流
れ
は
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
長
官
の
時
代
に
、

既
に
徐
々
に
か
わ
り
始
め
て
い
た
。

1　

ス
ウ
ェ
ッ
ト
対
ペ
イ
ン
タ
ー
事
件

こ
のS

w
eatt v. P

ainter, 339 U
.S

. 629 

（1950

）
事
件
で

問
題
と
な
っ
た
の
は
、
テ
キ
サ
ス
州
憲
法
が
、
白
人
と
黒
人
の
統

合
教
育
を
禁
止
し
て
い
た
こ
と
を
理
由
に
、
テ
キ
サ
ス
大
学
ロ
ー

ス
ク
ー
ル
総
長
の
ペ
イ
ン
タ
ー
（T

heophilus P
ainter

）
が
、

黒
人
学
生
ス
ウ
ェ
ッ
ト
（H

em
an M

arion S
w
eatt

）
の
入
学
を

拒
否
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

ス
ウ
ェ
ッ
ト
が
職
務
執
行
令
状
（w

rit of m
andam

us

）
の
発

ウ
ォ
ー
レ
ン
は
、
辣
腕
の
政
治
家
の
技
量
を
発
揮
し
、
ま
れ
に

見
る
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
で
最
高
裁
判
所
を
率
い
た
。
ウ
ォ
ー

レ
ン
・
コ
ー
ト
は
、
歴
代
の
ど
の
最
高
裁
判
所
長
官
の
下
で
の
法

廷
よ
り
も
リ
ベ
ラ
ル
な
傾
向
を
持
ち
、
人
権
擁
護
の
た
め
の
画
期

的
判
決
を
相
次
い
で
下
す
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
結
果
、
彼
は

「
社
会
を
変
え
た
最
高
裁
判
所
長
官
（C

hief Justice for S
ocial 

C
hange

）」
と
呼
ば
れ
る
ま
で
に
な
る
の
で
あ
る

（
6
）

。
ウ
ォ
ー
レ
ン

は
、
最
高
裁
判
所
長
官
以
外
に
も
、
様
々
な
社
会
活
動
を
行
っ
て

い
る

（
7
）

。
ウ
ォ
ー
レ
ン･

コ
ー
ト
に
よ
る
、
社
会
を
変
え
た
判
決
は
、
多

方
面
に
わ
た
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
分
野
別
に
そ
れ
を
紹
介

し
て
い
き
た
い
。

一　

人
種
隔
離
政
策
へ
の
違
憲
判
決

（
一
）　

そ
の
前
史

ブ
ラ
ウ
ン
対
ト
ピ
ー
カ
教
育
委
員
会
事
件
（B

row
n v. B

oard 
of E

ducation of T
opeka, K

ansas,347 U
.S

. 483 

（1954

））

判
決
は
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
に
お
い
て
、
長
年
合
憲
性
が
認

め
ら
れ
て
き
た
人
種
隔
離
政
策
へ
下
さ
れ
た
違
憲
判
決
と
し
て
名

高
い
。
こ
れ
は
、
ド
レ
ッ
ド･

ス
コ
ッ
ト
事
件
判
決

（
8
）

と
並
ん
で
、

二
三
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
九
六
）

す
な
わ
ち
、
大
学
院
教
育
を
考
え
る
際
に
は
、
実
質
的
平
等
の

一
部
と
し
て
、
無
形
固
定
資
産
（intangible factors

）
が
考
慮

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
白
人
校
と
黒
人
校
で
は
、
次
の
よ

う
な
違
い
が
あ
る
。

○　

テ
キ
サ
ス
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
は
一
六
人
の
常
勤
教
授
と

三
人
の
非
常
勤
教
授
が
い
る
の
に
対
し
、
黒
人
ロ
ー
ス
ク
ー

ル
に
は
常
勤
教
授
五
人
が
い
る
だ
け
で
あ
る
。

○　

テ
キ
サ
ス
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
は
八
五
〇
人
の
学
生
が
お

り
、
そ
の
図
書
館
に
は
六
五
、〇
〇
〇
冊
の
蔵
書
が
あ
る
の

に
対
し
、
黒
人
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
は
二
三
人
の
学
生
と

一
六
、五
〇
〇
冊
の
図
書
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

○　

テ
キ
サ
ス
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
は
多
数
の
模
擬
法
廷
が
あ

り
、
ま
た
民
間
や
官
庁
で
弁
護
士
実
務
に
就
い
て
い
る
多
数

の
卒
業
生
い
る
の
に
対
し
、
黒
人
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
は
、
模

擬
法
廷
は
一
つ
し
か
無
く
、
ま
た
テ
キ
サ
ス
弁
護
士
会
に
加

入
し
て
い
る
卒
業
生
が
一
名
い
る
だ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
実
質
的
に
平
等
と
い
う
条
件
を
満
た
さ
な
い
の
で
、

入
学
拒
否
は
違
憲
で
あ
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

2　

マ
ク
ロ
ー
リ
ン
対
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
理
事
会
事
件

オ
ク
ラ
ホ
マ
州
法
で
は
、
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
場
合
に

行
を
求
め
た
ト
ラ
ビ
ス
郡
（T

ravis C
ounty

）
州
地
方
裁
判
所

は
、
そ
の
審
議
を
な
ん
と
六
ヶ
月
も
行
っ
た
。
こ
れ
は
、
テ
キ
サ

ス
州
に
、
テ
キ
サ
ス
州
大
学
黒
人
校
（T

exas S
tate U

niversity 
for N

egroes （
10
）

）
と
い
う
、
黒
人
専
用
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
を
ヒ
ュ
ー

ス
ト
ン
に
作
る
時
間
的
余
裕
を
与
え
る
た
め
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
黒
人
専
用
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
存
在
を
理
由
に
、

職
務
執
行
令
状
の
発
行
を
拒
否
し
た
第
一
審
裁
判
所
の
決
定
は
、

控
訴
裁
判
所
及
び
テ
キ
サ
ス
州
最
高
裁
判
所
に
よ
っ
て
も
支
持
さ

れ
た
。
全
米
有
色
人
種
地
位
向
上
協
会
（N

ational A
ssociation 

for the A
dvancem

ent of C
olored P

eople

＝ N
A
A
C
P

）
に

よ
っ
て
支
援
さ
れ
て
い
た
ス
ウ
ェ
ッ
ト
は
、
こ
れ
に
対
し
て
連
邦

裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
し
た
が
、
プ
レ
ッ
シ
ー
事
件
と
い
う
先
例

を
根
拠
に
敗
訴
し
た
の
で
、
さ
ら
に
連
邦
最
高
裁
判
所
に
上
告
し

た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
全
員
一
致
で
、
下
級
審

判
決
を
覆
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
分
離
教
育
が
合
憲
と
さ
れ
た
の

は
、
そ
の
質
が
白
人
校
と
実
質
的
に
平
等
（substantive 

equality

）
で
あ
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
の
に
、
黒
人
ロ
ー
ス

ク
ー
ル
は
、
そ
の
設
備
と
教
育
水
準
と
い
う
両
面
に
お
い
て
、
白

人
校
と
は
明
確
な
差
異
が
あ
る
と
判
断
し
た
た
め
で
あ
る
。

二
四
〇



社
会
を
変
え
た
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
一
六
九
七
）

書
館
内
の
指
定
さ
れ
た
机
及
び
講
堂
の
ド
ア
の
す
ぐ
外
に
置
か
れ

た
机
と
、
き
わ
め
て
限
定
し
た
形
で
施
設
を
提
供
し
た
の
み
で

あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
マ
ク
ロ
ー
リ
ン
は
、
改
め
て
連
邦
地
方
裁
判
所
に
対

し
、
彼
が
他
の
学
生
と
完
全
に
対
話
で
き
る
よ
う
に
、
利
用
施
設

の
限
定
を
解
除
す
る
よ
う
に
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
大
学
に
命
ず
る
よ
う

申
し
立
て
た
。
し
か
し
、
裁
判
所
は
、
そ
の
申
立
て
を
却
下
し
た
。

そ
こ
で
、
マ
ク
ロ
ー
リ
ン
は
連
邦
最
高
裁
判
所
に
上
告
し
た
。

判
決
は
、
前
述
の
ス
ウ
ェ
ッ
ト
対
ペ
イ
ン
タ
ー
事
件
と
同
日
の

一
九
五
〇
年
六
月
五
日
に
、
同
じ
く
全
員
一
致
で
下
さ
れ
た
。
そ

し
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
高
等
教
育
を
行
う
公
的
機
関
が
学

生
の
人
種
に
の
み
基
づ
い
て
、
学
生
を
別
異
に
扱
う
こ
と
は
、
第

一
四
修
正
の
要
求
す
る
平
等
保
護
条
項
に
違
反
す
る
と
判
決
し
た

の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
分
離
す
れ
ど
も
平
等
（S

eparate but equal

）

は
、
高
等
教
育
と
い
う
一
角
に
お
い
て
は
、
こ
の
二
つ
の
判
決
に

よ
っ
て
明
確
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
残
る
問

題
は
、
初
等
中
等
教
育
で
あ
っ
た
。

3　

ブ
リ
ッ
グ
ス
対
エ
リ
オ
ッ
ト
事
件

こ
のB

riggs v. E
lliott, 342 U

.S
. 350 

（1952

）
事
件
は
、

は
、
州
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
大
学
に
進
学
す
る
に
当
た
り
、

白
人
と
黒
人
が
混
合
し
て
教
育
を
受
け
る
学
校
か
ら
の
進
学
を
禁

じ
て
い
た
。M

cL
aurin v. O

klahom
a S

tate R
egents, 339 

U
.S

. 637 
（1950
） 

事
件
で
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
こ
の
州

法
を
合
憲
と
し
た
下
級
審
判
決
を
覆
し
た
。

こ
の
事
件
の
原
告
で
あ
る
マ
ク
ロ
ー
リ
ン
（G

eorge 
M

cL
aurin

）
は
、
す
で
に
教
育
学
の
修
士
号
を
持
っ
て
い
た
。

そ
こ
で
、
教
育
学
博
士
号
を
取
る
た
め
に
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
大
学
へ

の
入
学
を
求
め
た
が
、
上
述
の
州
法
を
理
由
に
、
同
大
学
理
事
会

に
入
学
を
拒
否
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
マ
ク
ロ
ー
リ
ン
は
、
同
法
が

第
一
四
修
正
に
違
反
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
、
同
大
学
へ
の
入

学
許
可
を
得
る
た
め
に
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
西
部
地
区
連
邦
地
方
裁

判
所
に
提
訴
し
た
。
裁
判
所
が
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
オ
ク
ラ
ホ
マ

州
法
を
満
た
す
別
の
施
設
を
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
は
提
供
し
て
い
な
い

と
い
う
怠
慢
に
よ
り
、
彼
の
憲
法
上
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
判
明
し
た
。
し
か
し
、
裁
判
所
は
原
告
が
要
求
し
た
、
差

止
命
令
に
よ
る
救
済
を
行
わ
ず
、
単
に
「
法
律
が
宣
言
し
た
こ
と

を
、
州
は
遵
守
す
る
べ
き
で
あ
る
」
と
判
決
し
た
。

こ
の
判
決
を
受
け
て
、
同
大
学
は
マ
ク
ロ
ー
リ
ン
の
入
学
を
認

め
た
が
、
彼
に
は
カ
フ
ェ
テ
リ
ア
に
お
け
る
特
別
テ
ー
ブ
ル
、
図

二
四
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
六
九
八
）

は
、
学
校
内
の
暖
房
の
た
め
、
し
ば
し
ば
森
に
薪
を
集
め
に
入
ら

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
他
方
、
白
人
用
の
学
校
に
は
、
ク
ラ
レ
ン

ド
ン
郡
の
場
合
、
合
計
三
三
台
の
バ
ス
が
通
学
用
に
提
供
さ
れ
て

い
た
。

そ
こ
で
、
ブ
リ
ッ
グ
ス
夫
妻
（H

arry and E
liza B

riggs

）

は
、
他
の
二
一
の
家
族
と
共
に
、
児
童
の
通
学
用
に
バ
ス
を
、
一

台
だ
け
で
も
提
供
す
る
よ
う
に
求
め
た
。
し
か
し
、
地
域
の
学
校

監
督
官
（local school superintendent

）
の
エ
リ
オ
ッ
ト

（R
.M

. E
lliott

）
は
、
バ
ス
の
提
供
を
拒
ん
だ
。
そ
の
理
由
は
、

黒
人
市
民
は
、
バ
ス
を
購
入
す
る
の
に
十
分
な
税
金
を
払
っ
て
は

お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
白
人
の
納
税
者
に
黒
人
用
の
バ
ス
代
を
負

担
す
る
よ
う
に
求
め
る
の
は
不
公
平
だ
、
と
い
う
事
で
あ
っ
た
。

一
九
四
九
年
に
、
Ｎ
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｐ
は
、
こ
の
訴
訟
を
支
援
す
る
こ

と
を
承
諾
し
た
。
そ
こ
で
、
ク
ラ
レ
ン
ド
ン
郡
に
住
む
一
〇
〇
名

以
上
の
者
が
ク
ラ
ス･

ア
ク
シ
ョ
ン
（C

lass A
ction

）
を
起
こ

し
た
。
Ａ
Ｂ
Ｃ
順
か
ら
、
ブ
リ
ッ
グ
ス
の
名
が
最
初
に
あ
げ
ら
れ

た
た
め
、
訴
訟
に
夫
妻
の
名
が
冠
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
訴
訟

に
名
を
連
ね
た
者
達
は
、
次
々
に
解
雇
さ
れ
た
。
例
え
ば
ブ
リ
ッ

グ
ス
夫
妻
は
と
も
に
職
を
失
い
、
そ
の
後
の
一
〇
年
間
は
、
ブ

リ
ッ
グ
ス
は
、
フ
ロ
リ
ダ
州
に
転
居
し
て
家
族
を
養
わ
ね
ば
な
ら

一
九
五
四
年
の
ブ
ラ
ウ
ン
事
件
の
前
哨
戦
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
事

件
で
あ
る
。
事
件
の
舞
台
と
な
っ
た
の
は
、
サ
ウ
ス･

カ
ロ
ラ
イ

ナ
州
の
ク
ラ
レ
ン
ド
ン
郡
で
あ
っ
た

（
11
）

。

こ
の
当
時
、
全
米
で
一
七
の
州
が
白
人
と
黒
人
の
分
離
教
育
を

要
求
し
て
お
り
、
サ
ウ
ス･

カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
は
そ
の
一
つ
だ
っ
た
。

同
州
の
一
八
九
五
年
憲
法
一
一
条
七
節
は
「
分
離
さ
れ
た
学
校
が

白
人
及
び
有
色
人
の
児
童
に
提
供
さ
れ
る
。
い
か
な
る
児
童
も
、

他
の
人
種
の
た
め
に
提
供
さ
れ
た
学
校
に
出
席
す
る
こ
と
は
許
さ

れ
な
い
。」
と
定
め
て
い
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
同
州
一
九
四
一

年
法
五
三
七
七
節
は
「
あ
る
人
種
の
生
徒
が
、
教
育
委
員
会
に

よ
っ
て
他
の
人
種
の
た
め
に
提
供
さ
れ
た
学
校
に
出
席
す
る
こ
と

は
違
法
で
あ
る
」
と
定
め
て
い
た
。

こ
の
訴
訟
で
は
、
上
述
の
高
等
教
育
の
場
合
と
は
異
な
り
、
ク

ラ
レ
ン
ド
ン
郡
の
学
校
設
備
が
不
平
等
か
否
か
は
問
題
に
な
ら
な

か
っ
た
。
こ
の
訴
訟
で
、
当
初
、
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
通
学
用

の
バ
ス
で
あ
る
。
黒
人
用
の
学
校
は
、
単
に
分
離
さ
れ
、
設
備
的

に
劣
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
通
学
用
の
バ
ス
が
提
供
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
例
え
ば
あ
る
児
童
は
学
校

ま
で
一
八
マ
イ
ル
も
毎
日
歩
い
て
通
学
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
な
ど
、
長
距
離
の
徒
歩
通
学
を
必
要
と
し
て
い
た
。
ま
た
児
童

二
四
二



社
会
を
変
え
た
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
一
六
九
九
）

（O
liver B

row
n

）
の
娘
で
、
小
学
三
年
生
の
リ
ン
ダ
・
ブ
ラ
ウ

ン
（L
inda B

row
n

）
は
、
カ
ン
ザ
ス
州
法
が
黒
人
と
白
人
の
通

学
校
を
分
離
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
た
め
、
自
宅
か
ら
わ
ず
か

五
ブ
ロ
ッ
ク
離
れ
た
所
に
白
人
の
小
学
校
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

二
一
ブ
ロ
ッ
ク
（
約
一
・
六
㎞
）
も
離
れ
た
黒
人
小
学
校
ま
で
通

学
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
オ
リ
バ
ー
は
、
娘
を
近

く
の
白
人
校
に
入
学
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
拒
否
さ
れ
た
。

一
九
五
〇
年
、
Ｎ
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｐ
は
、
オ
リ
バ
ー
・
ブ
ラ
ウ
ン
な
ど
の

黒
人
の
親
た
ち
に
、
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ
す
よ
う
依
頼
し

た
。
そ
こ
で
一
九
五
一
年
に
、
オ
リ
バ
ー
な
ど
一
三
家
族
三
三
人

が
、
ト
ピ
ー
カ
市
教
育
委
員
会
を
提
訴
し
た
の
が
こ
の
事
件
で
あ

る
。連

邦
最
高
裁
判
所
に
よ
る
、
い
わ
ゆ
る
ブ
ラ
ウ
ン
事
件
判
決
に

お
い
て
は
、
こ
の
ブ
ラ
ウ
ン
事
件
及
び
上
述
の
ブ
リ
ッ
グ
ス
事
件

に
加
え
て
、
な
お
次
の
三
件
の
事
件
が
併
合
し
て
審
理
さ
れ
た
。

2 　

デ
ィ
ヴ
ィ
ス
対
プ
リ
ン
ス･

エ
ド
ワ
ー
ド
郡
教
育
委
員
会

事
件

ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
に
お
け
る
こ
のD

avis v. C
ounty S

chool 
B
oard of P

rince E
dw

ard C
ounty 

（D
ocket num

ber: C
iv. 

A
. N

o. 1333; C
ase citation: 103 F

. S
upp. 337 

（1952

）） 

事

な
か
っ
た
。

一
九
五
二
年
に
連
邦
最
高
裁
が
事
件
を
審
理
し
た
と
こ
ろ
、
ク

ラ
レ
ン
ド
ン
郡
学
校
監
督
官
は
、
設
備
を
等
し
く
す
る
措
置
を
実

施
し
て
い
る
最
中
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
、
最
高
裁
判
所
は
、

再
調
査
の
た
め
地
方
裁
判
所
に
事
件
を
差
し
戻
し
た
。
地
方
裁
判

所
が
再
調
査
を
し
た
と
こ
ろ
、
確
か
に
平
等
に
向
か
っ
て
一
定
の

進
捗
が
認
め
ら
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
マ
ー
シ
ャ
ル
（T

hurgood M
arshall

）
弁
護

士
は
、
改
善
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
真
実
か
も
し
れ
な
い
が
、

本
当
の
問
題
は
、
分
離
教
育
が
存
在
し
て
い
る
限
り
、
学
校
は
不

平
等
な
点
で
あ
る
と
主
張
し
、
最
高
裁
判
所
に
再
上
訴
し
た
。

こ
の
上
告
を
受
け
て
、
こ
の
事
件
は
、
ブ
ラ
ウ
ン
事
件
に
併
合

し
て
審
理
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
二
）　

ブ
ラ
ウ
ン
事
件
の
概
要

1　

ブ
ラ
ウ
ン
対
ト
ピ
ー
カ
市
教
育
委
員
会
事
件

こ
の
事
件
も
、
上
記
ブ
リ
ッ
グ
ス
事
件
と
同
じ
く
、
ク
ラ
ス･

ア
ク
シ
ョ
ン
で
、
そ
の
た
め
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
順
の
最
初
に
来
る
ブ
ラ
ウ

ン
の
名
が
訴
訟
の
名
と
な
っ
た
。

カ
ン
ザ
ス
州
ト
ピ
ー
カ
市

（
12
）

に
住
む
オ
リ
バ
ー
・
ブ
ラ
ウ
ン

二
四
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
〇
〇
）

3　

ゲ
バ
ー
ト
対
ベ
ル
ト
ン
事
件

デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
こ
のG

ebhart v. B
elton, 33 D

el. C
h. 144, 

87 A
.2d 862 

（D
el. C

h. 1952

）, aff ’d, 91 A
.2d 137 

（D
el. 

1952

） 

事
件
は
、
ブ
ラ
ウ
ン
事
件
で
一
括
審
理
と
な
っ
た
事
件
の

う
ち
で
、
唯
一
、
原
審
段
階
で
、
原
告
が
勝
利
し
て
い
た
事
件
で

あ
る
。

こ
の
事
件
は
、
正
確
に
言
う
と
、
二
つ
の
事
件
が
複
合
し
て
い

る
。訴

訟
の
名
称
と
な
っ
たB

elton v. G
ebhart

事
件
は
、
デ
ラ

ウ
ェ
ア
州
ク
レ
イ
モ
ン
ト
地
区

（
14
）

に
住
む
八
人
の
ア
フ
リ
カ
系
米
国

人
の
高
校
生
の
親
で
あ
る
、
ベ
ル
ト
ン
（E

thel B
elton

）
及
び

六
組
の
両
親
が
提
起
し
た
訴
訟
で
あ
る
。
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
は
、
南

北
戦
争
で
は
北
軍
側
に
属
し
た
州
で
あ
る
が
、
そ
の
州
憲
法
は
、

明
確
に
黒
白
分
離
教
育
を
定
め
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
ベ
ル
ト
ン

等
の
子
ど
も
達
は
、
至
近
距
離
に
設
備
の
整
っ
た
白
人
用
の
高
校

が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
ウ
ィ
ル
ミ
ン
ト
ン
（W

ilm
ington

）
に

あ
る
黒
人
用
の
ハ
ワ
ー
ド
高
校
（H

ow
ard H

igh S
chool

）
ま

で
バ
ス
通
学
を
強
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
ハ
ワ
ー
ド
校
は
、
デ
ラ

ウ
ェ
ア
州
内
で
た
だ
一
つ
、
黒
人
用
の
大
学
に
進
学
す
る
こ
と
が

可
能
な
高
校
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

件
の
場
合
、
プ
リ
ン
ス･

エ
ド
ワ
ー
ド
郡

（
13
）

の
黒
人
校
で
あ
る
郡
立

モ
ー
ト
ン
高
校
（R

.R
. M

oton H
igh S

chool

）
の
施
設
が
、
き

わ
め
て
劣
悪
で
あ
っ
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
。
同
校
に
は
体
育

館
も
カ
フ
ェ
テ
リ
ア
も
、
教
員
用
ト
イ
レ
も
な
か
っ
た
。
教
室
に

は
机
も
黒
板
も
な
か
っ
た
。
本
来
一
八
〇
人
の
生
徒
の
た
め
に
設

置
さ
れ
た
施
設
で
あ
る
の
に
、
四
五
〇
人
も
在
学
し
て
い
る
と
い

う
大
幅
な
定
員
超
過
状
況
の
た
め
、
一
部
の
生
徒
は
、
校
外
に
放

置
さ
れ
て
い
る
老
朽
化
し
た
バ
ス
の
中
で
授
業
を
受
け
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
学
校
側
の
設
備
充
実
要
求
は
、

全
員
が
白
人
で
構
成
さ
れ
て
い
る
郡
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
拒
否

さ
れ
た
。

そ
こ
で
、
一
六
歳
の
ジ
ョ
ー
ン
ズ
（B

arbara Johns

）
が

リ
ー
ダ
ー
と
な
っ
て
、
一
九
五
一
年
四
月
に
抗
議
の
た
め
に
ス
ト

ラ
イ
キ
を
決
行
し
た
。
こ
の
活
動
に
対
し
、
Ｎ
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｐ
が
援
助

を
行
う
こ
と
を
決
め
た
こ
と
か
ら
、
訴
訟
に
移
行
し
た
。
訴
訟
の

名
称
が
、
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
ジ
ョ
ー
ン
ズ
で
は
な
く
、
デ
ィ
ヴ
ィ

ス
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
例
に
よ
っ
て
Ａ
Ｂ
Ｃ
順
に
記
載
し
た
際

に
、
最
初
に
来
た
の
がD

orothy D
avis

と
い
う
第
九
学
年
の
女

生
徒
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

二
四
四



社
会
を
変
え
た
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
一
七
〇
一
）

ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．の
法
律
が
定
め
て
い
た
、
白
人
と
黒
人
の
別

学
条
項
の
違
憲
性
で
あ
っ
た
。
他
の
事
件
は
州
法
の
違
憲
性
が
問

題
な
の
で
、
第
一
四
修
正
の
平
等
保
障
条
項
が
焦
点
と
な
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．の
場
合
に
は
、
連
邦
直
轄
で

あ
る
た
め
、
第
一
四
修
正
は
適
用
が
無
く
、
第
五
修
正
の
問
題
に

な
る
。
し
か
し
、
第
五
修
正
に
は
、
第
一
四
修
正
と
違
っ
て
平
等

保
障
条
項
が
無
い
た
め
、
理
論
的
に
は
別
の
問
題
に
な
る
。
そ
の

結
果
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
ブ
ラ
ウ
ン
事
件
と
併
合
審
理
さ
れ

た
も
の
の
、
ブ
ラ
ウ
ン
事
件
と
は
切
り
離
し
て
判
決
が
下
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。

一
九
四
九
年
以
降
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．の
ア
ナ
コ
ス
テ
ィ
ア

（A
nacostia

）
地
区
に
住
む
親
の
グ
ル
ー
プ
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
教

育
委
員
会
に
、
近
日
開
校
さ
れ
る
予
定
の
ジ
ョ
ン
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
・

ス
ー
ザ
中
学
校
（John P

hillip S
ousa Junior H

igh school

）

を
人
種
統
合
学
校
と
す
る
よ
う
陳
情
し
た
。
し
か
し
、
教
育
委
員

会
は
、
陳
情
を
受
け
入
れ
ず
、
同
校
は
白
人
校
と
し
て
オ
ー
プ
ン

し
た
。
そ
こ
で
、
一
九
五
〇
年
に
親
の
グ
ル
ー
プ
が
一
一
人
の
ア

フ
リ
カ
系
米
国
人
の
入
学
を
申
請
し
た
が
、
拒
否
さ
れ
た
。
そ
こ

で
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
。
入
学
を
申
請
し
た
学
生
の
う
ち
、

Ａ
Ｂ
Ｃ
順
で
最
初
に
来
た
の
が
ボ
ー
リ
ン
グ
（S

pottsw
ood 

今
ひ
と
つ
のB

ulah v. G
ebhart

事
件
は
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州

ホ
ー
カ
シ
ン
地
区

（
15
）

に
住
む
サ
ラ
・
ブ
ラ
ー
（S

arah B
ulah

）
と

い
う
女
性
が
、
そ
の
娘
の
シ
ャ
ー
リ
ィ
（S

hirley

）
が
、
設
備

の
整
っ
た
白
人
専
用
校
へ
の
進
学
を
拒
否
さ
れ
、
同
校
の
傍
に
あ

る
一
ク
ラ
ス
し
か
無
い
有
色
人
種
用
校
に
進
学
さ
せ
ら
れ
た
事
に

対
し
て
提
起
し
た
訴
訟
で
あ
る
。
白
人
校
に
は
通
学
用
の
バ
ス
が

走
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
シ
ャ
ー
リ
ィ
は
、
ア
フ
リ
カ
系
米
国
人

は
乗
せ
な
い
と
し
て
、
そ
れ
へ
の
乗
車
を
拒
ま
れ
、
学
校
ま
で
徒

歩
通
学
を
強
い
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
両
事
件
は
、
Ｎ
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｐ
に
よ
り
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
衡
平

裁
判
所
に
一
九
五
一
年
に
提
起
さ
れ
た
。
同
裁
判
所
は
、
分
離
す

れ
ど
も
平
等
原
則
は
、
プ
レ
ッ
シ
ィ
対
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
事
件
に
お

い
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
に
よ
り
合
憲
と
判
断
さ
れ
て
い
る
の
で
、

下
級
審
と
し
て
こ
れ
を
覆
す
こ
と
は
出
来
な
い
と
し
つ
つ
、
黒
人

校
と
白
人
校
の
設
備
が
同
等
で
な
い
事
を
理
由
に
、
黒
人
校
の
生

徒
を
直
ち
に
白
人
校
に
統
合
す
る
べ
き
だ
と
判
決
し
た
。

4　

ボ
ー
リ
ン
グ
対
シ
ャ
ー
プ
事
件

い
わ
ゆ
る
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
で
、
直
接
に
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る

の
は
以
上
の
四
件
で
あ
る
が
、
併
合
審
理
さ
れ
た
第
五
の
事
件
が

あ
る
。
そ
れ
が
こ
の
事
件
で
、
こ
の
事
件
で
問
題
に
な
っ
た
の
は

二
四
五
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八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
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五
年
二
月
）

（
一
七
〇
二
）

結
果
、
一
ヵ
月
く
ら
い
入
院
し
て
い
た
ロ
バ
ー
ト･

ジ
ャ
ク

ソ
ン
判
事
が
、
こ
の
判
決
公
表
の
た
め
、
ぜ
ひ
身
支
度
し
て

出
頭
す
る
と
い
っ
て
き
か
ず
、
私
た
ち
全
員
を
驚
か
せ
た
こ

と
で
も
わ
か
る
だ
ろ
う
。
無
理
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
、
と
私
は
気
が
か
り
だ
っ
た
。
し
か
し
、
当
の
訴

訟
は
至
極
重
大
な
の
で
、
最
高
裁
全
員
の
顔
ぶ
れ
が
そ
ろ
う

必
要
が
あ
る
。
│
相
手
は
口
を
す
っ
ぱ
く
し
て
い
っ
た
も
の

だ
。
そ
し
て
結
局
、
そ
の
主
張
が
通
っ
た
わ
け
で
あ
る

（
17
）

。」

こ
れ
に
対
し
て
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
が
述
べ
る
よ
う
な
各
判
事
の
自

発
的
判
断
で
は
な
く
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
の
強
い
働
き
か
け
の
結
果
で

あ
る
と
主
張
す
る
者
も
あ
る

（
18
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
前
述
の
通
り
、

ブ
ラ
ウ
ン
判
決
は
突
然
に
下
さ
れ
た
も
の
で
は
無
く
、
ス
ウ
ェ
ッ

ト
対
ペ
イ
ン
タ
ー
事
件
以
降
、
全
員
一
致
の
判
決
が
積
み
上
げ
ら

れ
て
き
た
流
れ
か
ら
考
え
る
と
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
の
こ
の
記
述
を
信

用
し
た
い
。

1　

ブ
ラ
ウ
ン
判
決
の
内
容

こ
う
し
て
全
員
一
致
と
な
っ
た
裁
判
所
の
意
見
を
ウ
ォ
ー
レ
ン

長
官
自
身
が
執
筆
し
た
。
こ
の
判
決
文
は
、
最
高
裁
判
決
に
よ
く

見
ら
れ
る
難
解
な
言
い
回
し
が
少
な
く
、
複
雑
な
事
実
関
係
は
す

べ
て
脚
注
に
落
と
し
、
簡
明
に
見
解
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。

B
olling

）
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
訴
訟
名
と
な
っ
た
。

（
三
）　

第
一
次
ブ
ラ
ウ
ン
判
決

こ
の
判
決
が
下
る
ま
で
の
、
こ
の
事
件
を
取
り
巻
く
最
高
裁
判

所
内
外
の
状
況
に
は
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
点
が
あ
る
。
こ
の
判

決
は
、
そ
れ
が
下
さ
れ
る
以
前
か
ら
激
し
い
政
治
圧
力
が
加
わ
っ

た
。
例
え
ば
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
大
統
領
は
、
わ
ざ
わ
ざ
ウ
ォ
ー

レ
ン
を
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
に
招
い
て
、
人
種
隔
離
に
合
憲
判
決
を

下
す
よ
う
、
露
骨
に
働
き
か
け
て
い
た

（
16
）

。

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
全
員
一
致
で
違
憲
判
決
が
下
っ
た
経
緯
を
、

ウ
ォ
ー
レ
ン
自
身
は
、
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

「
最
高
裁
判
所
と
い
う
団
体
組
織
の
実
に
す
ば
ら
し
い
伝
統

に
従
っ
て
、
裁
判
官
が
一
人
残
ら
ず
自
主
的
に
考
え
て
下
し

た
判
断
の
象
徴
が
、
こ
の
判
決
な
の
だ
。
公
務
員
と
し
て
の

私
の
生
涯
で
、
こ
れ
ほ
ど
、
情
勢
が
重
大
だ
と
い
う
意
識
を

持
ち
、
構
成
員
が
で
き
る
だ
け
ば
ら
ば
ら
に
な
ら
な
い
で
、

す
な
わ
ち
な
ん
と
か
み
ん
な
が
一
つ
に
ま
と
ま
り
た
い
と
い

う
気
持
ち
で
、
一
心
不
乱
に
事
件
を
解
決
し
た
人
た
ち
に

あ
っ
た
た
め
し
は
な
い
。
全
員
が
い
か
に
統
一
戦
線
を
張
り

た
い
と
思
っ
て
い
た
か
。
そ
れ
は
、
心
臓
麻
痺
に
襲
わ
れ
た

二
四
六
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る
公
教
育
の
重
要
性
を
論
じ
、
次
の
様
に
言
う
。

「
こ
の
問
題
に
対
処
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
我
々
は
、
時
計

の
針
を
第
一
四
修
正
が
採
択
さ
れ
た
一
八
六
八
年
に
、
あ
る

い
は
プ
レ
ッ
シ
ー
対
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
判
決
の
書
か
れ
た

一
八
九
六
年
に
戻
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
我
々
は
、
公
教
育

を
そ
の
完
全
な
発
展
と
全
国
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
人
の
生
活

の
中
で
の
今
日
的
位
置
に
照
ら
し
て
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
の
み
、
公
立
校
に
お
け

る
分
離
が
上
告
人
か
ら
法
の
平
等
保
護
を
奪
っ
て
い
る
か
否

か
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。」

こ
う
述
べ
て
、
先
に
紹
介
し
た
ス
ウ
ェ
ッ
ト
事
件
や
マ
ク
ロ
ー

リ
ン
事
件
の
判
例
を
紹
介
し
た
上
で
教
育
学
の
議
論
を
展
開
し
、

「
人
種
だ
け
を
理
由
に
彼
ら
（
黒
人
）
を
年
齢
も
資
格
も
同

じ
他
の
者
か
ら
隔
離
す
る
こ
と
は
、
社
会
に
お
け
る
彼
ら
の

地
位
に
つ
い
て
劣
等
感
を
与
え
、
彼
ら
の
心
に
い
や
し
が
た

い
影
響
を
及
ぼ
す
か
も
し
れ
な
い
。」

こ
う
し
た
議
論
の
積
み
重
ね
の
上
に
、
次
の
様
に
結
論
を
下
す
。

「
我
々
は
、
公
教
育
の
分
野
で
は
、『
分
離
す
れ
ど
も
平
等
』

政
策
は
も
は
や
適
用
す
べ
き
場
面
が
な
い
と
結
論
す
る
。
独

立
し
た
教
育
施
設
は
、
本
質
的
に
平
等
で
は
な
い
。
そ
れ
故

こ
れ
は
、
政
治
家
と
し
て
の
訓
練
か
ら
生
じ
た
文
体
と
言
え
そ
う

で
あ
る
。

ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．を
舞
台
す
る
も
の
を
除
く
こ
れ
ら
四
件
の

事
件
を
併
合
審
理
す
る
理
由
に
つ
い
て
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
は
次
の
様

に
述
べ
て
い
る
。

「
こ
れ
ら
の
事
件
は
、
そ
れ
ぞ
れ
カ
ン
ザ
ス
州
、
サ
ウ
ス
カ

ロ
ラ
イ
ナ
州
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
及
び
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
各

地
か
ら
上
告
さ
れ
た
。
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
事
実
と

異
な
っ
た
地
域
の
状
況
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
統
合

意
見
に
お
い
て
は
、
共
通
す
る
法
的
問
題
を
ま
と
め
て
判
断

す
る
。
各
事
件
に
お
い
て
は
、
黒
人
種
の
未
成
年
者
が
、
そ

の
法
定
代
理
人
を
通
じ
て
、
自
分
た
ち
の
地
域
に
お
け
る
、

分
離
教
育
で
は
な
い
公
立
学
校
へ
の
入
学
許
可
を
得
る
た
め

の
裁
判
所
の
援
助
を
求
め
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
下
級
審
で

は
、
彼
ら
は
人
種
に
応
じ
て
分
離
教
育
を
要
求
し
て
い
る
法

律
の
下
で
、
白
人
の
子
供
が
通
学
す
る
学
校
へ
の
入
学
を
拒

否
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
分
離
教
育
は
、
憲
法
第
一
四
修
正
の

定
め
る
法
の
平
等
な
保
護
を
、
原
告
か
ら
奪
っ
て
い
る
と
主

張
し
た
。」

こ
の
よ
う
に
併
合
審
理
す
る
理
由
を
述
べ
た
後
、
今
日
に
お
け

二
四
七
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い
渡
さ
れ
た
こ
と
に
は
違
い
が
無
い
。

ウ
ォ
ー
レ
ン
は
言
う
。

「
我
々
は
今
日
、
第
一
四
修
正
の
平
等
保
護
条
項
は
、
人
種

的
に
分
離
さ
れ
た
公
立
学
校
を
州
が
設
置
す
る
こ
と
を
禁
止

し
て
い
る
と
判
決
し
た
。
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．の
法
的
問
題

は
、
し
か
し
な
が
ら
若
干
異
な
っ
て
い
る
。
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．

Ｃ
．に
は
第
五
修
正
が
適
用
に
な
る
が
、
同
修
正
に
は
平
等

保
護
条
項
が
な
く
、
他
方
、
第
一
四
修
正
は
州
に
の
み
適
用

に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
平
等
保
護
と
適
正
手
続
き
と

い
う
概
念
は
、
い
ず
れ
も
、
我
々
ア
メ
リ
カ
の
公
平
性
の
理

想
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
相
互
に
排
他
的
な
も
の
で

は
無
い
。『
法
の
平
等
保
護
』
は
、
不
公
平
さ
を
防
ぐ
た
め

の
、『
適
正
手
続
き
』
よ
り
も
明
確
な
保
護
手
段
で
あ
り
、

そ
れ
故
に
我
々
は
両
者
が
常
に
相
互
互
換
的
な
条
項
で
あ
る

と
暗
示
し
た
り
は
し
な
い
。
し
か
し
、
当
法
廷
が
認
識
し
た

と
お
り
、
概
念
区
別
は
、
適
正
手
続
き
を
侵
害
し
た
こ
と
に

な
る
ほ
ど
、
厳
密
な
も
の
で
は
無
い
。」

こ
の
様
な
少
々
強
引
な
論
法
で
、
適
正
手
続
き
を
平
等
保
護
と

読
み
替
え
て
、
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
が
こ
の
場
合
に
も
適
用
可
能
で
あ

る
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。

に
、
我
々
は
、
原
告
及
び
他
の
同
様
の
状
況
に
あ
り
、
ク
ラ

ス･

ア
ク
シ
ョ
ン
の
効
力
の
及
ぶ
す
べ
て
の
者
は
、
分
離
さ

れ
て
い
る
と
い
う
理
由
に
お
い
て
、
第
一
四
修
正
に
よ
っ
て

保
障
さ
れ
て
い
る
法
の
平
等
な
保
護
を
奪
わ
れ
て
い
る
と
す

る
。
こ
の
処
分
に
は
、
こ
の
よ
う
な
分
離
が
、
第
一
四
修
正

の
適
正
手
続
き
条
項
に
も
違
反
し
た
か
否
か
を
論
じ
る
こ
と

は
不
要
で
あ
る
。」

し
か
し
、
影
響
す
る
範
囲
が
大
き
い
た
め
、
具
体
的
な
救
済
方

法
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
審
理
す
る
、
と
し
た
。

2　

ボ
ー
リ
ン
グ
対
シ
ャ
ー
プ
事
件
判
決
の
内
容

併
合
審
理
さ
れ
た
五
件
の
事
件
の
う
ち
、
こ
の
事
件
だ
け
は
、

連
邦
直
轄
地
で
あ
る
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．で
あ
る
た
め
、
州
を
対

象
と
す
る
第
一
四
修
正
で
は
な
く
、
連
邦
を
対
象
と
す
る
第
五
修

正
が
問
題
と
な
る
。
第
一
四
修
正
と
違
っ
て
、
第
五
修
正
に
は
平

等
保
護
条
項
が
存
在
し
て
い
な
い
た
め
、
原
告
を
救
済
す
る
に
は
、

ブ
ラ
ウ
ン
判
決
に
お
い
て
は
、
議
論
は
不
要
で
あ
る
と
述
べ
た
適

正
手
続
き
条
項
に
頼
る
ほ
か
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
、
結
論
に
至

る
憲
法
理
論
に
違
い
が
生
じ
る
の
で
、
切
り
離
し
て
別
に
判
決
が

下
さ
れ
た
（B

olling v. S
harpe, 347 U

.S
. 497 

（1954

））。
し

か
し
、
同
じ
日
に
、
同
じ
く
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
長
官
に
よ
っ
て
、
言

二
四
八



社
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変
え
た
最
高
裁
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五
）

こ
れ
ら
の
事
件
は
異
な
る
地
域
的
条
件
か
ら
生
じ
て
お
り
、

そ
の
性
質
に
は
様
々
な
地
域
的
問
題
を
含
ん
で
い
る
の
で
、

我
々
は
、
そ
の
救
済
の
問
題
を
さ
ら
な
る
議
論
に
委
ね
る
こ

と
に
し
た
。

各
州
等
の
陳
述
は
、
当
法
廷
に
と
り
、
人
種
差
別
か
ら
公

教
育
シ
ス
テ
ム
を
解
放
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
移
行
時
に
発

生
す
る
複
雑
な
問
題
を
検
討
す
る
上
で
、
有
益
で
役
立
つ
も

の
で
あ
っ
た
。
陳
述
で
は
、
公
立
学
校
に
お
け
る
人
種
差
別

を
な
く
す
た
め
の
実
質
的
な
ス
テ
ッ
プ
は
、
単
に
本
件
事
件

が
生
じ
た
諸
州
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
法
廷
助
言
者

（am
ici curiae

）
と
し
て
出
廷
し
た
諸
州
に
お
い
て
も
、
す

で
に
踏
み
出
さ
れ
て
い
る
事
を
明
ら
か
に
し
た
。
実
質
的
な

進
展
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．に
お
い
て
も
、
こ
の
訴
訟
に

関
係
す
る
カ
ン
ザ
ス
州
及
び
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
地
域
社
会
に

お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
る
。
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
と

ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
か
ら
我
々
の
助
け
を
求
め
て
き
た
者
は
、

当
法
廷
の
救
援
に
関
す
る
決
定
を
待
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
憲
法
原
則
の
完
全
実
施
に
は
、
様
々
な
地
域
に
お

け
る
学
校
の
問
題
を
解
決
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
が
あ
る
で

あ
ろ
う
。
学
校
当
局
は
、
そ
の
問
題
を
評
価
し
、
解
決
す
る

（
四
）　

第
二
次
ブ
ラ
ウ
ン
判
決

ジ
ャ
ク
ソ
ン
判
事
が
一
九
五
四
年
一
〇
月
に
死
亡
し
た
た
め
、

ハ
ー
ラ
ン
（John M

arshall H
arlan

）
判
事
が
任
命
さ
れ
た
。

そ
の
関
係
で
ブ
ラ
ウ
ン
事
件
に
関
す
る
最
終
的
な
判
決
が
下
さ
れ

る
の
は
、
遅
れ
て
、
翌
一
九
五
五
年
五
月
三
一
日
と
な
っ
た
（
第

二
次
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
＝349 U

.S
. 294 

（1955

））。
第
一
次
ブ
ラ

ウ
ン
判
決
か
ら
こ
の
時
ま
で
の
間
に
、
最
高
裁
判
所
は
、
連
邦
法

務
長
官
に
加
え
、
公
共
教
育
に
お
い
て
分
離
教
育
を
実
施
し
て
い

る
州
の
法
務
長
官
か
ら
も
そ
の
見
解
を
質
し
た
。
ま
た
、
政
党
、

連
邦
及
び
フ
ロ
リ
ダ
州
、
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
、
ア
ー
カ
ン

ソ
ー
州
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
及
び
テ
キ
サ
ス
州

も
口
頭
弁
論
に
参
加
し
た
。

そ
れ
ら
の
主
張
も
考
慮
し
た
上
で
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
は
、
第
一
次

ブ
ラ
ウ
ン
判
決
で
、
分
離
教
育
は
違
憲
で
あ
る
と
し
た
大
原
則
を

ベ
ー
ス
に
、
次
の
よ
う
に
宣
言
す
る
。

「
連
邦
、
州
、
ま
た
は
地
方
自
治
体
の
法
で
あ
っ
て
、
そ
の

よ
う
な
差
別
を
要
求
し
た
り
、
許
容
し
た
り
す
る
あ
ら
ゆ
る

条
項
は
、
こ
の
原
則
の
前
に
放
棄
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
に
考
慮
す
べ
き
問
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
は
、
い
か

な
る
方
法
で
救
済
を
与
え
る
か
で
あ
る
。

二
四
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
〇
六
）

連
邦
地
裁
の
指
示
と
監
督
の
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
管
轄
区
域
内
の

公
立
学
校
の
人
種
統
合
を
実
現
す
る
義
務
を
負
わ
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
換
言
す
れ
ば
、
裁
判
所
が
、
立
法
府
や
行
政
府
に
代
わ
っ
て

人
種
隔
離
制
度
の
撤
廃
に
向
け
て
の
推
進
者
と
し
て
の
役
割
を
引

き
受
け
た
こ
と
に
な
る
。

「
下
記
の
判
断
は
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
の
事
件
を
除
け
ば
、
状

況
に
応
じ
て
好
転
し
て
お
り
、
事
件
が
地
方
裁
判
所
に
差
し

戻
さ
れ
、
こ
の
判
決
の
意
見
に
し
た
が
い
、
必
要
か
つ
適
切

に
、
人
種
的
無
差
別
を
基
本
と
し
て
公
立
学
校
に
、
適
切
な

速
度
で
（w

ith all deliberate speed （
19
）

）
適
用
さ
れ
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。」

（
五
） 　

ス
ウ
ォ
ン
対
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
・
メ
ク
レ
ン
バ
ー
グ
教
育

委
員
会
事
件

南
部
諸
州
は
、
こ
の
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
に
強
い
拒
絶
反
応
を
示
し
、

「
司
法
権
の
明
確
な
乱
用
」
を
し
た
と
し
て
非
難
す
る
南
部
宣
言

（S
outhern M

anifesto

）
が
、
南
北
戦
争
で
南
軍
側
だ
っ
た

一
一
州
選
出
の
、
一
九
名
の
上
院
議
員
と
八
二
名
の
下
院
議
員
に

よ
っ
て
署
名
さ
れ
た

（
20
）

。
ま
た
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
大
統
領
も
、
こ

の
判
決
の
実
効
性
確
保
に
全
く
協
力
し
な
か
っ
た
。

第
一
義
的
な
責
任
を
有
し
て
い
る
。
裁
判
所
は
学
校
当
局
の

行
動
が
、
憲
法
原
則
の
実
施
を
、
忠
実
に
実
現
す
る
か
ど
う

か
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
地
域
の
状
況
や
、
さ
ら
な
る

聴
聞
の
必
要
性
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
も
と
も
と

こ
の
問
題
に
か
か
わ
っ
て
い
た
裁
判
所
が
も
っ
と
も
適
切
に

司
法
的
な
鑑
定
評
価
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、

我
々
は
そ
れ
ら
の
裁
判
所
に
事
件
を
差
し
戻
す
こ
と
が
適
切

と
考
え
て
い
る
。」

こ
の
よ
う
に
問
題
状
況
を
整
理
し
、
実
際
の
解
決
は
連
邦
地
方

裁
判
所
に
委
ね
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
は
、

次
に
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
裁
判
所
が
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
べ

き
か
を
述
べ
る
。

「
命
令
を
形
成
し
、
施
行
す
る
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、

衡
平
の
原
則
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
。
伝
統
的
に
、
衡
平
法

〈
エ
ク
ィ
テ
ィ
〉
は
、
公
的
・
私
的
必
要
性
を
調
整
す
る
た

め
の
施
設
に
関
し
、
救
済
方
法
を
形
成
す
る
上
に
お
け
る
実

用
的
な
柔
軟
性
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
て
い
る
。」

す
な
わ
ち
、
こ
の
問
題
の
解
決
に
当
た
っ
て
は
、
エ
ク
ィ
テ
ィ

裁
判
所
と
し
て
の
権
限
に
よ
り
、
法
令
に
と
ら
わ
れ
な
い
柔
軟
な

解
決
方
法
を
模
索
す
る
と
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。
教
育
委
員
会
は
、

二
五
〇



社
会
を
変
え
た
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
一
七
〇
七
）

判
所
は
、
校
区
内
の
白
人
対
黒
人
の
人
口
比
で
あ
る
七
一
対
二
九

の
比
率
を
各
学
校
で
実
現
さ
せ
る
た
め
の
対
策
を
教
育
委
員
会
に

検
討
さ
せ
る
と
と
も
に
、
外
部
の
専
門
家
に
も
検
討
を
依
頼
し
た
。

教
育
委
員
会
は
十
分
な
対
案
を
提
出
し
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
外

部
専
門
家
は
バ
ス
通
学
を
提
案
し
た
の
で
、
地
裁
は
こ
れ
を
採
用

し
て
、
同
校
区
に
あ
る
一
〇
五
校
に
上
る
学
校
を
人
種
的
に
統
合

す
る
よ
う
命
じ
た
（
こ
の
た
め
、
事
件
を
担
当
し
た
マ
ク
ミ
ラ
ン

（Jam
es B

. M
cM

illan

）
地
裁
判
事
は
地
域
か
ら
阻
害
さ
れ
、
彼

の
事
務
所
や
自
宅
、
車
は
爆
破
さ
れ
た
。）。

連
邦
最
高
裁
は
バ
ー
ガ
ー
・
コ
ー
ト
の
時
代
に
入
っ
て
い
た
が
、

こ
の
命
令
の
当
否
を
巡
る
上
告
審
で
、
最
高
裁
判
所
は
や
は
り
九

対
〇
で
、
地
裁
の
決
定
を
支
持
し
た
（S

w
ann v. C

harlotte-
M

ecklenburg B
oard of E

ducation 402 U
.S

. 1 

（1971

））。

判
決
は
、
問
題
の
地
域
が
、
第
二
次
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
が
出
た
後
も
、

故
意
に
人
種
隔
離
を
維
持
し
、
地
裁
判
事
の
忍
耐
強
い
努
力
に
も

拘
わ
ら
ず
、
承
認
を
得
ら
れ
る
よ
う
な
独
自
案
を
推
し
進
め
る
明

白
な
義
務
の
履
行
を
怠
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

こ
の
判
決
に
よ
り
、
全
米
に
バ
ス
通
学
が
広
が
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
ブ
ラ
ウ
ン
事
件
の
地
元
で
あ
る
ト
ピ
ー
カ
市
で
は
、
こ

の
連
邦
最
高
裁
判
所
の
第
二
次
判
決
後
に
選
挙
が
あ
り
、
政
治
状

況
に
変
化
が
生
じ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
ト
ピ
ー
カ
市
教
育
委
員

会
で
は
、
一
九
五
三
年
八
月
に
は
学
校
の
統
合
作
業
に
着
手
し
て

お
り
、
一
九
五
六
年
一
月
に
は
全
て
の
統
合
が
完
了
し
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
第
二
次
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
は
ト
ピ
ー
カ
市
に
お
い
て

は
実
際
に
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
は
、
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
南
部
諸
州
に
お
い
て
は
、
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
中
の
「
適

切
な
ス
ピ
ー
ド
で
（w

ith all deliberate speed

）」
と
い
う
言

葉
は
絶
好
の
逃
げ
口
上
と
な
り
、
白
人
校
と
黒
人
校
の
統
合
は

遅
々
と
し
て
進
ま
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
Ｎ
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｐ
は
、
第
二

次
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
の
発
動
を
狙
っ
た
訴
訟
を
計
画
し
た
。

ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
は
穏
和
な
地
域
で
、
統
合
へ
の
抵
抗
も
他

に
比
べ
る
と
弱
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
・
メ
ク
レ

ン
バ
ー
グ
教
育
委
員
会
の
校
区
を
み
る
と
、
若
干
の
黒
人
は
白
人

校
に
通
学
し
て
い
た
が
、
大
多
数
は
依
然
と
し
て
黒
人
校
に
通
学

し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
公
民
権
グ
ル
ー
プ
で
は
、
六
歳
の
ス
ウ
ォ

ン
（Jam
es S

w
ann

）
に
訴
え
を
提
起
さ
せ
た
。
ス
ウ
ォ
ン
が
選

ば
れ
た
の
は
、
彼
の
父
親
が
神
学
の
教
授
で
あ
り
、
地
域
か
ら
の

仕
返
し
を
受
け
に
く
い
立
場
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
連
邦
地
方
裁

二
五
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
〇
八
）

こ
の
末
文
が
弁
護
人
条
項
（A

ssistance of C
ounsel C

lause

）

と
呼
ば
れ
る
規
定
で
、
こ
れ
に
よ
り
、
連
邦
レ
ベ
ル
で
あ
れ
ば
、

弁
護
人
を
求
め
る
権
利
が
存
在
す
る
こ
と
に
対
す
る
憲
法
上
の
保

障
が
存
在
し
て
い
た
。

1　

そ
の
前
史

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
弁
護
人
条
項
を
受
け
て
、
す
で
に

Johnson v. Z
erbst,

（304 U
.S

. 458 

（1938

））
事
件
に
お
い
て
、

重
罪
事
件
に
お
い
て
、
弁
護
士
を
求
め
る
権
利
を
承
認
し
て
い
た

（
21
）

。

そ
れ
に
対
し
、
州
レ
ベ
ル
に
お
け
る
裁
判
に
対
し
て
は
、
連
邦

最
高
裁
は
、
上
記
ジ
ョ
ン
ソ
ン
事
件
よ
り
前
の
一
九
三
二
年
に
、

パ
ウ
エ
ル
対
ア
ラ
バ
マ
州
事
件

（
22
）

に
お
い
て
、
死
刑
判
決
を
受
け
て

い
る
よ
う
な
特
別
の
条
件
（special circum

stances

）
が
あ
れ

ば
、
第
一
四
修
正
の
適
正
手
続
条
項
を
媒
介
に
、
第
六
修
正
の
弁

護
士
条
項
を
州
レ
ベ
ル
に
適
用
で
き
る
と
判
決
し
て
い
た
と
理
解

さ
れ
て
い
た
。

一
九
四
二
年
の
ベ
ッ
ツ
対
ブ
レ
イ
デ
ィ
事
件
に
お
い
て
は
、
裁

判
所
は
、
死
刑
事
件
で
は
な
い
事
件
で
も
、
特
に
弁
護
人
が
い
な

い
こ
と
が
適
正
手
続
き
の
否
定
に
つ
な
が
る
よ
う
な
場
合
に
は
、

そ
の
審
理
は
不
公
平
に
運
用
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
パ
ウ
エ
ル
事

件
の
「
特
別
の
事
情
」
ル
ー
ル
を
拡
張
で
き
る
可
能
性
を
示
し
た

（
23
）

。

二　

刑
事
被
告
人
等
の
権
利

ウ
ォ
ー
レ
ン
は
、
地
方
検
事
補
、
地
方
検
事
、
司
法
長
官
と
、

長
い
こ
と
刑
事
司
法
の
領
域
で
活
躍
し
て
き
た
人
物
で
あ
る
か
ら
、

当
然
な
が
ら
刑
事
司
法
に
造
詣
が
深
く
、
そ
の
結
果
、
ウ
ォ
ー
レ

ン
・
コ
ー
ト
の
重
要
な
判
例
は
、
そ
の
領
域
に
数
多
く
存
在
し
て

い
る
。

（
一
）　

ギ
デ
オ
ン
対
ウ
ェ
イ
ン
ラ
イ
ト
事
件

こ
のG

ideon v. W
ainw

right, 372 U
.S

. 335 

（1963

）
事
件

は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
歴
史
に
残
る
画
期
的
な
判
決
で
あ
る
。

第
六
修
正
は
次
の
様
に
定
め
て
い
る
。

「
す
べ
て
の
刑
事
上
の
訴
追
に
お
い
て
、
被
告
人
は
、
犯
罪

が
行
わ
れ
た
州
の
陪
審
で
あ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
法
律
で
定

め
た
地
区
の
公
平
な
陪
審
に
よ
る
迅
速
か
つ
公
開
の
裁
判
を

受
け
る
権
利
を
有
す
る
。
被
告
人
は
、
訴
追
の
性
質
と
理
由

に
つ
い
て
告
知
を
受
け
、
自
己
に
不
利
な
証
人
と
の
対
質
を

求
め
、
自
己
に
有
利
な
証
人
を
得
る
た
め
に
強
制
的
手
続
き

を
利
用
し
、
か
つ
、
自
己
の
防
禦
の
た
め
に
弁
護
人
の
援
助

を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。」

二
五
二



社
会
を
変
え
た
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
一
七
〇
九
）

法
廷
で
、
ギ
デ
オ
ン
は
、
自
分
が
貧
し
す
ぎ
て
弁
護
士
を
雇
え
な

い
と
述
べ
、
彼
の
た
め
に
弁
護
士
を
選
任
し
て
く
れ
る
よ
う
裁
判

所
に
依
頼
し
た
。

連
邦
最
高
裁
判
所
判
決
は
、
ギ
デ
オ
ン
の
依
頼
に
、
裁
判
所
が

次
の
様
に
答
え
た
と
書
い
て
い
る
。

「
ギ
デ
オ
ン
さ
ん
、
申
し
訳
な
い
が
、
こ
の
事
件
で
あ
な
た

を
代
理
す
る
弁
護
士
を
任
命
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
フ

ロ
リ
ダ
州
法
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
を
代
理
す
る
弁
護
士
を
法

廷
が
任
命
出
来
る
の
は
、
被
告
人
が
死
刑
を
求
刑
さ
れ
て
い

る
場
合
だ
け
で
す
。
申
し
訳
な
い
が
、
こ
の
事
件
で
あ
な
た

を
守
る
た
め
に
弁
護
士
を
任
命
す
る
よ
う
に
と
い
う
あ
な
た

の
請
求
は
却
下
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。」

こ
の
結
果
、
ギ
デ
オ
ン
は
自
己
弁
護
を
強
い
ら
れ
、
審
理
の
結

果
、
陪
審
は
有
罪
と
評
決
し
、
懲
役
五
年
の
判
決
が
下
さ
れ
た
。

フ
ロ
リ
ダ
州
の
獄
中
か
ら
、
ギ
デ
オ
ン
は
、
刑
務
所
の
図
書
館

を
利
用
し
、
刑
務
所
の
備
品
で
あ
る
鉛
筆
と
紙
を
使
用
し
て
、
フ

ロ
リ
ダ
州
更
正
課
（D

epartm
ent of C

orrections

＝
有
罪
と

な
っ
た
犯
罪
者
の
処
置
を
管
理
す
る
州
政
府
の
部
門
）
の
長
（
そ

の
時
点
で
は
コ
ッ
ク
ラ
ン
（H

.G
. C

ochran

）
で
あ
っ
た
が
、
後

に
退
職
し
、
代
わ
っ
て
ウ
ェ
イ
ン
ラ
イ
ト
（L

ouie L
. 

し
か
し
、
文
盲
と
か
痴
愚
な
ど
の
特
別
な
条
件
が
あ
る
か
、
あ
る

い
は
特
に
複
雑
な
事
件
で
無
い
限
り
裁
判
所
と
し
て
特
に
弁
護
士

を
任
命
す
る
必
要
は
無
い
と
し
て
い
た
。

そ
し
て
、
そ
の
後
の
二
〇
年
間
に
、
最
高
裁
は
、
さ
ら
に
い
く

つ
か
の
事
件
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
事
件
で
は
弁
護
士
が
必
要

だ
っ
た
、
と
の
個
別
の
判
決
を
下
し
た
。
し
か
し
適
正
手
続
き
の

否
定
に
つ
な
が
る
と
い
う
高
い
基
準
を
ク
リ
ア
し
て
い
る
こ
と
を

証
明
す
る
こ
と
が
困
難
な
た
め
、
救
済
さ
れ
た
の
は
、
す
べ
て
死

刑
が
申
し
渡
さ
れ
て
い
た
事
件
で
あ
っ
た
。

2　

事
件
の
概
要

フ
ロ
リ
ダ
州
パ
ナ
マ
市
の
港
の
ビ
リ
ア
ー
ド
場
で
、
一
九
六
一

年
六
月
三
日
の
真
夜
中
か
ら
午
前
八
時
ま
で
の
間
に
、
事
件
は
起

き
た
。
何
者
か
が
ド
ア
を
破
り
、
た
ば
こ
販
売
機
と
レ
コ
ー
ド･

プ
レ
ー
ヤ
ー
を
破
壊
し
、
レ
ジ
か
ら
現
金
を
盗
ん
だ
の
で
あ
る
。

そ
の
日
の
う
ち
に
、
ギ
デ
オ
ン
（C

larence E
arl G

ideon
）
が

朝
の
五
時
半
頃
、
ワ
イ
ン
の
瓶
を
持
ち
、
現
金
を
ポ
ケ
ッ
ト
に
入

れ
て
そ
こ
か
ら
歩
み
去
る
の
を
見
た
と
い
う
証
人
が
現
れ
た
。
こ

の
告
発
の
み
に
基
づ
い
て
、
ギ
デ
オ
ン
は
住
居
侵
入
窃
盗
で
逮
捕

さ
れ
、
起
訴
さ
れ
た
。
住
居
侵
入
窃
盗
は
、
フ
ロ
リ
ダ
州
法
で
は
、

重
罪
（felony

）
と
さ
れ
る
が
、
死
刑
に
繋
が
る
犯
罪
で
は
な
い
。

二
五
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
一
〇
）

ギ
デ
オ
ン
と
同
様
に
、
ベ
ッ
ツ
も
人
身
保
護
令
状
の
発
布
を
求
め

た
が
、
適
正
手
続
条
項
は
、
必
ず
し
も
重
罪
に
対
し
て
弁
護
士
を

任
命
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
な
い
と
さ
れ
て
、
す
べ
て
の
救
済
を

絶
た
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ベ
ッ
ツ
事
件
を
紹
介
し
た
上
で
、「
我
々
は
徹

底
的
に
見
直
し
た
結
果
、
ベ
ッ
ツ
事
件
判
例
を
変
更
す
べ
き
で
あ

る
と
結
論
し
た
」
と
述
べ
る
。

「
我
々
は
、
ベ
ッ
ツ
事
件
に
お
い
て
当
法
廷
が
、
連
邦
に
よ

る
権
利
侵
害
か
ら
の
本
質
的
な
防
御
と
し
て
権
利
章
典
に
書

か
れ
た
保
障
が
、
等
し
く
第
一
四
修
正
の
適
正
手
続
条
項
に

よ
っ
て
、
州
に
対
す
る
侵
害
か
ら
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

認
め
る
に
十
分
な
先
例
が
あ
っ
た
と
思
う
。」

こ
う
述
べ
て
、
ブ
ラ
ッ
ク
は
パ
ウ
エ
ル
事
件
判
決
等
を
引
用
す

る
。
パ
ウ
エ
ル
事
件
で
、
サ
ザ
ラ
ン
ド
判
事
は
次
の
様
に
述
べ
て

い
た
。「

主
張
を
聴
取
さ
れ
る
権
利
は
、
多
く
の
場
合
、
弁
護
士
に

相
談
す
る
権
利
を
包
括
し
な
い
場
合
、
ほ
と
ん
ど
役
に
立
た

な
い
で
あ
ろ
う
。
知
的
で
教
養
の
あ
る
者
で
あ
っ
て
も
、
素

人
は
法
律
学
で
は
わ
ず
か
な
技
能
し
か
持
っ
て
お
ら
ず
、
と

き
に
は
全
く
持
っ
て
い
な
い
。
犯
罪
で
起
訴
さ
れ
た
場
合
、

W
ainw

right

）
に
な
っ
た
。）
を
相
手
取
っ
て
、
彼
の
弁
護
人
依

頼
権
と
い
う
、
第
一
四
修
正
を
媒
介
し
て
州
レ
ベ
ル
に
適
用
さ
れ

る
第
六
修
正
で
保
障
さ
れ
て
い
る
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
、
と
す
る

人
身
保
護
令
状
の
発
布
を
求
め
た
。

最
高
裁
判
所
は
、
こ
の
問
題
に
新
た
な
光
を
当
て
る
意
図
で
、

サ
ー
シ
オ
レ
ー
ラ
イ
と
し
て
取
り
上
げ
た
。
当
然
、
そ
こ
で
の
問

題
は
、
ベ
ッ
ツ
事
件
判
決
を
再
検
討
す
る
べ
き
か
否
か
で
あ
る
。

3　

判
決
の
内
容

最
終
判
決
は
、 

一
九
六
三
年
三
月
一
八
日
に
下
さ
れ
た
。
判
決

文
は
ブ
ラ
ッ
ク
（H

ugo B
lack

）
判
事
が
執
筆
し
た
。
全
員
一

致
の
判
決
で
あ
っ
た
が
、
ク
ラ
ー
ク
、
ダ
グ
ラ
ス
及
び
ハ
ー
ラ
ン

が
補
足
意
見
を
執
筆
し
た
。

ブ
ラ
ッ
ク
は
、
冒
頭
、
ベ
ッ
ツ
事
件
と
ギ
デ
オ
ン
事
件
の
類
似

性
を
指
摘
し
て
い
る
。

ベ
ッ
ツ
も
、
ギ
デ
オ
ン
と
同
じ
く
、
貧
し
く
て
、
自
分
で
は
弁

護
士
を
雇
え
な
い
と
し
て
、
裁
判
所
に
弁
護
士
を
選
任
す
る
よ
う

に
求
め
た
。
し
か
し
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
法
は
、
殺
人
又
は
強
姦

の
場
合
以
外
に
は
裁
判
所
は
弁
護
士
を
選
任
出
来
な
い
と
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
じ
く
無
罪
を
主
張
し
た
が
、
陪
審
に

よ
っ
て
有
罪
と
さ
れ
、
八
年
の
懲
役
を
宣
告
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

二
五
四



社
会
を
変
え
た
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
一
七
一
一
）

さ
れ
た
と
き
に
、
既
に
時
代
錯
誤
』
だ
っ
た
し
、
今
で
は
そ

れ
は
却
下
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
我
々
は
、

そ
れ
に
同
意
す
る
。」

こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
事
件
を
フ
ロ
リ
ダ
州
に
差
し
戻
し
た
の

で
あ
る
。

ク
ラ
ー
ク
（T

om
 C

. C
lark

）
判
事
は
補
足
意
見
で
、
憲
法

は
死
刑
事
件
か
否
か
は
全
く
述
べ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
弁
護
士

へ
の
相
談
権
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
件
で
保
障
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。

ハ
ー
ラ
ン
判
事
の
補
足
意
見
は
、
単
な
る
重
大
な
犯
罪
の
告
発
は
、

そ
れ
自
体
、
特
別
な
事
情
に
当
た
る
と
し
て
い
る
。
な
お
、
ダ
グ

ラ
ス
（W

illiam
 O

. D
ouglas

）
判
事
の
補
足
意
見
は
、
権
利
章

典
と
第
一
四
修
正
の
関
係
に
関
す
る
歴
史
を
簡
略
に
紹
介
し
た
も

の
で
あ
る
。

4　

そ
の
後

こ
の
ギ
デ
オ
ン
事
件
判
決
に
よ
り
、
フ
ロ
リ
ダ
州
だ
け
で
約

二
〇
〇
〇
人
の
人
間
が
釈
放
さ
れ
た
。

ギ
デ
オ
ン
自
身
は
、
弁
護
士
付
き
の
新
し
い
裁
判
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
た
。
彼
の
弁
護
士
は
、
ギ
デ
オ
ン
を
目
撃
し
た
と
い
う

証
人
が
信
頼
出
来
な
い
こ
と
を
証
明
し
、
ま
た
ギ
デ
オ
ン
を
そ
の

ビ
リ
ア
ー
ド
場
か
ら
運
ん
だ
タ
ク
シ
ー
運
転
手
を
見
つ
け
出
し
、

普
通
の
人
は
、
起
訴
が
良
い
の
か
悪
い
の
か
を
、
自
分
自
身

の
た
め
に
決
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
彼
は
証
拠
法

に
慣
れ
て
い
な
い
。
弁
護
士
の
助
け
を
借
り
ず
に
は
、
彼
は

適
切
な
保
護
も
無
し
に
裁
判
に
か
け
ら
れ
、
不
当
な
証
拠
や
、

問
題
と
は
無
関
係
、
あ
る
い
は
排
除
さ
れ
る
べ
き
証
拠
に

よ
っ
て
、
有
罪
判
決
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
無
罪
で

あ
っ
て
も
、
自
ら
を
防
御
す
る
技
能
と
知
識
の
両
者
を
欠
い

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
、
自
ら
に
対
す
る
刑
事
手
続
の

あ
ら
ゆ
る
段
階
で
弁
護
士
の
導
き
の
手
を
必
要
と
し
て
い
る
。

そ
れ
無
し
に
は
、
例
え
無
罪
で
あ
っ
て
も
、
自
ら
の
無
実
を

確
立
す
る
方
法
を
知
ら
な
い
の
で
有
罪
判
決
を
受
け
る
危
険

に
直
面
し
て
い
る
。」

こ
の
サ
ザ
ラ
ン
ド
判
事
の
言
葉
を
紹
介
し
た
上
で
、
ブ
ラ
ッ
ク

判
事
は
次
の
様
に
結
論
を
下
し
て
い
る
。

「
ベ
ッ
ツ
対
ブ
レ
イ
デ
ィ
事
件
で
、
当
裁
判
所
は
、
パ
ウ
エ

ル
対
ア
ラ
バ
マ
州
事
件
で
当
裁
判
所
が
保
有
し
て
い
た
健
全

な
知
恵
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
。
フ
ロ
リ
ダ
州
で
は
、
他
の

二
つ
の
州
と
同
様
に
、
ベ
ッ
ツ
対
ブ
レ
イ
デ
ィ
判
決
を
そ
の

ま
ま
遵
守
す
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
当
法

廷
の
友
人
で
あ
る
二
二
州
で
は
、
ベ
ッ
ツ
事
件
判
決
は
『
下

二
五
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
一
二
）

容
が
、
最
高
裁
判
所
判
決
に
よ
っ
て
宣
言
さ
れ
た
と
い
う
の
は
、

信
じ
ら
れ
な
い
気
が
す
る
。

日
本
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
草
案
三
六

条
三
項
に
由
来
す
る
。

“A
t all tim

es the accused shall have the assistance 
of com

petent counsel w
ho shall, if the accused be 

unable to secure the sam
e by his ow

n efforts, be 
assigned to his use by the governm

ent. ”

人
権
に
関
す
る
章
は
、
ロ
ウ
ス
ト
（P

ieter K
. R

oest

）
陸
軍

中
佐
が
リ
ー
ダ
ー
と
な
り
、
ワ
イ
ル
ズ

（
24
）

と
シ
ロ
タ
（B

eate 
S
irota

）
の
三
人
の
チ
ー
ム
が
担
当
し
た
が
、
刑
事
基
本
権
に
関

す
る
条
項
は
、
ワ
イ
ル
ズ
に
よ
る
と
言
わ
れ
る
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー

草
案
に
書
か
れ
て
い
た
の
は
、
極
め
て
先
駆
的
な
理
想
で
あ
っ
た

こ
と
が
判
る
。

6　

米
国
の
公
選
弁
護
制
度

ギ
デ
オ
ン
判
決
に
直
ち
に
追
随
し
た
の
は
、
事
件
の
舞
台
と

な
っ
た
フ
ロ
リ
ダ
州
で
あ
る
。
同
州
で
は
、
一
六
あ
る
州
巡
回
裁

判
所
（circuit court

）
の
す
べ
て
に
公
選
弁
護
人
（public 

defender
）
を
設
置
し
た
。
ま
た
、
被
告
人
が
公
平
な
裁
判
を
受

け
る
に
ふ
さ
わ
し
い
能
力
を
公
選
弁
護
人
が
持
つ
よ
う
に
訓
練
制

ギ
デ
オ
ン
が
そ
の
時
ワ
イ
ン
の
瓶
ど
こ
ろ
か
何
も
持
っ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
を
証
言
さ
せ
る
の
に
成
功
し
た
。
陪
審
は
、
わ
ず
か

一
時
間
の
審
理
で
ギ
デ
オ
ン
を
釈
放
し
た
。

5　

日
本
と
の
対
比

一
九
四
七
年
に
制
定
さ
れ
た
日
本
国
憲
法
三
七
条
三
項
は
次
の

様
に
規
定
し
て
い
る
。

「
刑
事
被
告
人
は
、
い
か
な
る
場
合
に
も
、
資
格
を
有
す
る

弁
護
人
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
被
告
人
が
自
ら
こ
れ

を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
国
で
こ
れ
を
附
す

る
。」

さ
ら
に
、
一
九
四
八
年
に
制
定
さ
れ
た
わ
が
国
刑
事
訴
訟
法

二
八
九
条
は
、
次
の
様
に
規
定
し
て
い
る
。

「
死
刑
又
は
無
期
若
し
く
は
長
期
三
年
を
超
え
る
懲
役
若
し

く
は
禁
錮
に
あ
た
る
事
件
を
審
理
す
る
場
合
に
は
、
弁
護
人

が
な
け
れ
ば
開
廷
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」

つ
ま
り
、
米
国
で
言
う
重
罪
に
当
た
る
犯
罪
の
場
合
に
は
、
例

え
被
告
人
が
弁
護
士
を
付
け
ず
に
訴
訟
し
た
い
と
言
っ
て
も
、
強

制
的
に
弁
護
士
が
付
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
規
定
に
な
じ
ん
で
い
る
我
々
か
ら
見
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
に

お
い
て
一
九
六
三
年
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
こ
の
規
定
と
同
じ
内

二
五
六



社
会
を
変
え
た
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
一
七
一
三
）

さ
せ
た
も
の
で
、
当
時
と
し
て
は
行
き
過
ぎ
と
い
う
意
見
も
強

か
っ
た
。
そ
こ
で
、
順
序
と
し
て
エ
ス
コ
ベ
ド
事
件
か
ら
紹
介
す

る
。1　

エ
ス
コ
ベ
ド
対
イ
リ
ノ
イ
州
事
件

先
に
紹
介
し
た
ギ
デ
オ
ン
事
件
で
は
、
起
訴
後
に
お
け
る
弁
護

士
依
頼
権
が
問
題
と
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、

起
訴
前
に
お
け
る
弁
護
士
と
の
接
見
権
で
あ
る
。
背
景
に
は

一
九
六
〇
年
代
に
な
っ
て
、
各
地
の
弁
護
士
会
が
被
疑
者
の
権
利

擁
護
の
た
め
に
司
法
援
助
活
動
を
強
化
し
た
こ
と
が
あ
る
。

エ
ス
コ
ベ
ド
（D

anny E
scobedo

）
の
妹
グ
レ
ー
ス
の
夫
が

一
九
六
〇
年
一
月
一
九
日
の
夜
に
射
殺
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
エ
ス

コ
ベ
ド
は
翌
朝
、
何
の
警
告
も
与
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
逮
捕
さ
れ
、

尋
問
さ
れ
た
が
、
エ
ス
コ
ベ
ド
は
完
全
に
黙
秘
し
、
そ
の
午
後
に

は
釈
放
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
別
件
で
逮
捕
さ
れ
て
い
た
者
が
、
エ

ス
コ
ベ
ド
の
妹
が
そ
の
夫
に
よ
っ
て
虐
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

エ
ス
コ
ベ
ド
は
殺
意
を
持
っ
て
そ
の
夫
を
射
殺
し
た
の
だ
と
警
察

に
告
げ
た
。
そ
こ
で
、
一
月
三
〇
日
に
、
警
察
は
再
び
エ
ス
コ
ベ

ド
及
び
そ
の
妹
グ
レ
ー
ス
を
逮
捕
し
、
自
白
を
迫
っ
た
。
エ
ス
コ

ベ
ド
は
、
弁
護
士
と
接
見
す
る
こ
と
を
求
め
た
が
、
警
察
は
、
エ

ス
コ
ベ
ド
は
拘
留
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ま
だ
正
式
に
起
訴
さ
れ
て

度
が
設
け
ら
れ
た
。
い
く
つ
か
の
州
と
郡
（counties

）
が
こ
れ

に
続
い
た
。
例
え
ば
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．は
、
公
選
弁
護
人
の

た
め
の
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
し
た
都
市
の
一
つ
で
あ
る
。
そ

こ
で
は
、
弁
護
人
は
就
任
に
先
立
っ
て
訓
練
を
受
け
る
ば
か
り
で

無
く
、
就
任
後
も
最
新
の
能
力
を
確
保
出
来
る
よ
う
に
、
訓
練
を

受
け
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。

（
二
）　

ミ
ラ
ン
ダ
対
ア
リ
ゾ
ナ
州
事
件

こ
のM

iranda v. A
rizona 

（384 U
.S

. 436 

（1966

））
事
件

は
、
ミ
ラ
ン
ダ
警
告
（M

iranda w
arning

）
を
与
え
る
こ
と
を

警
察
に
義
務
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
犯
罪
者
の
権
利
を
明
確
に
し

た
と
い
う
意
味
で
、
き
わ
め
て
名
高
い
判
決
で
あ
る
。
こ
の
判
決

は
、
単
一
の
事
件
で
は
な
く
、
同
様
の
事
実
関
係
が
あ
っ
た

V
ignera v. N

ew
 Y

ork

事
件
、W

estover v. U
nited S

tates

事
件
及
びC

alifornia v. S
tew

art

事
件
の
三
つ
と
共
に
、
併
合

審
理
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
順
に
並
べ

る
と
、
被
告
人
の
名
前
で
最
初
に
来
る
の
が
ミ
ラ
ン
ダ
で
あ
っ
た

た
め
、
こ
れ
ら
事
件
が
彼
の
名
で
総
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
判
決
は
、
そ
の
少
し
前
に
で
た
エ
ス
コ
ベ
ド
事
件

（E
scobedo v. Illinois, 378 U

.S
. 478 

（1964

））
を
更
に
発
展

二
五
七
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四
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こ
れ
に
対
し
、
反
対
意
見
は
、
判
事
に
よ
り
程
度
の
差
は
あ
る

が
、
基
本
的
に
犯
罪
者
の
権
利
を
強
く
認
め
る
こ
と
は
犯
罪
と
の

戦
い
に
お
い
て
、
警
察
を
不
利
に
す
る
と
言
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

2　

ミ
ラ
ン
ダ
事
件
の
概
要

一
九
六
三
年
三
月
一
三
日
、
ミ
ラ
ン
ダ
（E

rnesto M
iranda

）

は
、
ア
リ
ゾ
ナ
州
で
、
状
況
証
拠
に
基
づ
き
、
そ
の
一
〇
日
前
に

一
七
歳
の
女
性
を
誘
拐
し
、
強
姦
し
た
罪
で
逮
捕
さ
れ
た
。
警
察

に
二
時
間
尋
問
さ
れ
た
後
、
ミ
ラ
ン
ダ
は
「
私
は
、
こ
こ
に
、
こ

の
供
述
書
は
任
意
か
つ
私
の
自
由
意
思
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
い

か
な
る
強
制
、
脅
迫
及
び
免
責
の
約
束
も
な
く
、
か
つ
私
の
法
的

権
利
に
関
す
る
十
全
の
知
識
に
基
づ
き
、
私
が
行
っ
た
供
述
は
私

に
不
利
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
こ
と
を
誓
う

（
25
）

」
と

い
う
文
章
が
、
予
め
タ
イ
プ
さ
れ
た
供
述
書
に
サ
イ
ン
し
た
。

し
か
し
、
実
際
に
は
ミ
ラ
ン
ダ
に
は
、
彼
が
弁
護
人
と
相
談
す

る
権
利
が
あ
る
こ
と
は
告
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
彼
に
黙
秘
権
が
あ

る
こ
と
も
、
尋
問
中
の
供
述
が
彼
に
不
利
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
も
、

一
度
も
告
知
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、
彼
が
既
に
口
頭
で
行
っ
た
自
白

を
、
前
述
の
誓
約
文
の
入
っ
た
形
式
で
書
く
よ
う
に
求
め
ら
れ
た

の
だ
っ
た
。

裁
判
に
お
い
て
、
ミ
ラ
ン
ダ
の
供
述
書
は
証
拠
と
し
て
提
出
さ

い
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
そ
の
要
求
を
拒
ん
だ
。
エ
ス
コ
ベ
ド

の
弁
護
士
は
警
察
署
に
出
向
き
、
繰
り
返
し
接
見
を
求
め
た
が
、

拒
ま
れ
た
。
結
局
、
警
察
及
び
検
察
は
、
合
計
で
一
四
時
間
半
エ

ス
コ
ベ
ド
を
拘
留
し
て
尋
問
を
続
け
、
そ
の
間
、
弁
護
士
と
の
接

見
を
拒
み
続
け
た
。
そ
の
尋
問
中
に
、
エ
ス
コ
ベ
ド
は
問
題
の
犯

罪
に
関
す
る
知
識
が
あ
る
旨
の
供
述
を
行
っ
た
。
殺
人
に
よ
っ
て

起
訴
さ
れ
た
後
、
エ
ス
コ
ベ
ド
は
弁
護
士
と
の
接
見
を
拒
ま
れ
た

こ
と
を
主
張
し
て
、
連
邦
最
高
裁
に
上
告
し
た
。

判
決
は
一
九
六
四
年
六
月
二
二
日
に
言
い
渡
さ
れ
た
が
、
五
対

四
と
い
う
き
わ
ど
い
も
の
と
な
っ
た
。
法
廷
意
見
は
ゴ
ー
ル
ド

バ
ー
グ
（A

rthur G
oldberg

）
判
事
が
執
筆
し
、
こ
れ
に

ウ
ォ
ー
レ
ン
長
官
、
ブ
ラ
ッ
ク
、
ダ
グ
ラ
ス
、
ブ
レ
ナ
ン
各
判
事

が
賛
同
し
た
。
ハ
ー
ラ
ン
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
、
ホ
ワ
イ
ト
、
ク

ラ
ー
ク
の
各
判
事
が
反
対
に
回
っ
た
。

ゴ
ー
ル
ド
バ
ー
グ
は
、
単
な
る
証
人
に
対
す
る
質
問
と
異
な
り
、

特
定
の
被
疑
者
に
対
す
る
尋
問
は
、
そ
れ
が
起
訴
前
で
あ
れ
、
起

訴
後
で
あ
れ
、
そ
こ
で
誘
発
さ
れ
た
自
白
が
被
疑
者
を
起
訴
す
る

際
の
証
拠
と
使
わ
れ
る
こ
と
に
違
い
は
無
い
の
で
、
弁
護
士
に
接

見
す
る
権
利
は
等
し
く
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
ら
ず
、
そ
れ

を
否
定
す
る
こ
と
は
第
六
修
正
に
違
反
す
る
と
し
た
。

二
五
八
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結
論
に
同
意
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
エ
ス
コ
ベ
ド
事
件
で
反
対
意

見
を
書
い
た
ハ
ー
ラ
ン
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
、
ホ
ワ
イ
ト
の
各
判
事

は
、
こ
の
事
件
で
も
反
対
意
見
を
書
い
た
。

（
1
）　

多
数
意
見

ウ
ォ
ー
レ
ン
長
官
は
、
判
決
文
を
「
我
々
の
前
に
あ
る
事
件
は
、

米
国
の
刑
事
司
法
概
念
の
根
源
（roots

）
に
迫
る
問
題
を
提
起

し
て
い
る
。」
と
荘
重
に
書
き
出
す
。
そ
し
て
、
前
記
エ
ス
コ
ベ

ド
判
決
を
引
用
し
た
上
で
、
次
の
様
に
述
べ
る
。

「
我
々
は
こ
の
問
題
の
特
定
の
側
面
を
近
時E

scobedo v. 
Illinois, 378 U

.S
. 478 

（1964

）
で
取
り
扱
っ
た
。
今
、

我
々
の
前
に
あ
る
四
つ
の
事
件
は
、
法
の
執
行
に
当
た
る
官

憲
が
被
疑
者
を
勾
留
し
、
自
白
を
得
る
目
的
で
、
警
察
署
内

で
彼
を
尋
問
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
警
察
官
は
、
彼
に

黙
秘
す
る
権
利
や
弁
護
士
に
相
談
す
る
権
利
が
あ
る
こ
と
を

適
切
に
告
知
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
警
察
は
、
彼
が
殺
人

を
犯
し
た
と
主
張
す
る
共
犯
者
と
対
面
さ
せ
て
い
る
。
そ
し

て
、
被
疑
者
が
告
発
を
否
定
し
、『
私
は
マ
ヌ
エ
ル
を
撃
っ

て
い
な
い
。
撃
っ
た
の
は
お
前
だ
』
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
彼

に
手
錠
を
掛
け
、
尋
問
室
に
連
行
し
た
。
そ
こ
で
、
手
錠
を

掛
け
ら
れ
、
立
た
さ
れ
た
ま
ま
、
彼
は
四
時
間
も
自
白
す
る

れ
た
の
で
、
ミ
ラ
ン
ダ
に
対
し
裁
判
所
が
任
命
し
た
弁
護
士
は
、

供
述
書
は
実
際
に
は
任
意
に
書
か
れ
た
も
の
で
は
無
い
と
い
う
事

実
を
根
拠
に
、
証
拠
か
ら
排
除
す
る
よ
う
求
め
た
。
し
か
し
、
弁

護
人
の
異
議
は
却
下
さ
れ
、
ミ
ラ
ン
ダ
は
誘
拐
及
び
強
姦
の
罪
に

関
し
、
い
ず
れ
も
有
罪
と
さ
れ
、
前
者
に
二
〇
年
、
後
者
に
三
〇

年
の
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
た
が
、
二
つ
の
刑
期
は
同
時
に
進
行
す

る
こ
と
と
さ
れ
た
。

ミ
ラ
ン
ダ
は
ア
リ
ゾ
ナ
州
最
高
裁
判
所
に
控
訴
し
た
が
、
同
最

高
裁
判
所
も
下
級
審
の
判
決
を
支
持
し
た
。
こ
の
判
決
に
お
い
て

ア
リ
ゾ
ナ
州
最
高
裁
判
所
は
、
ミ
ラ
ン
ダ
が
具
体
的
に
弁
護
士
を

要
請
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
を
強
調
し
た
。

そ
こ
で
ミ
ラ
ン
ダ
の
弁
護
士
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
に
上
告
し

た
。3　

判
決
の
内
容

連
邦
最
高
裁
判
所
は
一
九
六
六
年
六
月
一
三
日
、
判
決
を
下
し

た
。
評
決
は
六
対
三
と
な
り
、
エ
ス
コ
ベ
ド
事
件
よ
り
多
数
意
見

に
賛
同
す
る
判
事
が
増
え
た
。
す
な
わ
ち
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
長
官
が

判
決
文
を
執
筆
し
、
ブ
ラ
ッ
ク
、
ダ
グ
ラ
ス
、
ブ
レ
ナ
ン
、

フ
ォ
ー
タ
ス
判
事
が
こ
れ
に
同
意
し
た
。
ま
た
エ
ス
コ
ベ
ド
事
件

で
は
反
対
意
見
に
回
っ
た
ク
ラ
ー
ク
判
事
も
、
理
由
は
異
な
る
が
、

二
五
九
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述
べ
て
い
る

（
29
）

）。」

以
下
、
マ
ー
シ
ャ
ル
以
降
に
お
け
る
幾
つ
も
の
判
例
が
引
用
さ

れ
る
。
ま
た
、
ウ
ィ
ッ
カ
ー
シ
ャ
ム
委
員
会
の
報
告
を
引
用
す
る

（
30
）

。

そ
の
上
で
、
非
常
に
早
い
段
階
で
、
次
の
様
に
結
論
を
示
し
て
い

る
。「

起
訴
に
当
た
っ
て
は
、
拘
留
尋
問
か
ら
抜
き
出
し
た
供
述

を
、
自
己
負
罪
禁
止
特
権
の
確
保
に
有
効
な
手
続
的
保
護
手

段
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
無
い
限
り
、
無
罪

で
あ
れ
、
有
罪
で
あ
れ
、
証
拠
と
し
て
使
用
し
て
は
な
ら
な

い
。
拘
留
尋
問
と
は
、
人
が
身
体
を
拘
束
さ
れ
、
な
い
し
は
、

何
ら
か
の
顕
著
な
方
法
に
よ
り
行
動
の
自
由
を
奪
わ
れ
た
後

に
、
法
執
行
官
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
尋
問
を
意
味
す
る
。
採

用
さ
れ
る
べ
き
手
続
的
保
護
措
置
と
し
て
、
他
の
完
全
に
有

効
な
手
段
が
、
訴
追
さ
れ
て
い
る
者
に
黙
秘
権
及
び
そ
れ
を

行
使
す
る
た
め
の
継
続
的
な
機
会
を
確
保
す
る
た
め
に
工
夫

さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
以
下
の
対
策
が
必
要
で
あ
る
。
い
か

な
る
事
情
聴
取
に
も
先
行
し
て
、
人
は
、
彼
が
黙
秘
権
を
有

す
る
こ
と
、
彼
が
行
う
供
述
は
彼
に
不
利
な
証
拠
と
し
て
用

い
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
割
り
当
て
ら
れ
た
か
自
ら
依
頼
す

る
か
し
た
弁
護
士
の
同
席
を
求
め
る
権
利
が
あ
る
こ
と
を
警

ま
で
尋
問
さ
れ
た
。
尋
問
の
間
、
警
察
官
は
、
彼
の
、
弁
護

士
と
相
談
し
た
い
と
い
う
要
求
を
拒
み
、
彼
が
依
頼
し
た
弁

護
士
が
警
察
署
に
来
て
彼
と
相
談
す
る
の
を
妨
げ
た
。
我
々

は
、
こ
の
よ
う
な
方
法
で
作
ら
れ
た
供
述
は
、
憲
法
的
に
許

容
で
き
な
い
。〈
中
略
〉

我
々
は
、
エ
ス
コ
ベ
ド
事
件
で
述
べ
た
と
お
り
、
我
々
の

判
断
は
司
法
の
革
新
で
は
な
く
、
長
き
に
わ
た
っ
て
認
識
さ

れ
、
他
の
場
面
で
は
適
用
さ
れ
て
き
た
原
則
の
運
用
だ
と
い

う
前
提
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
。
我
々
は
、
エ
ス
コ
ベ
ド
判
決

と
そ
れ
が
述
べ
て
い
る
原
則
の
完
全
な
再
検
討
を
行
い
、
再

度
確
定
す
る
。
あ
の
事
件
は
、
我
ら
が
憲
法
に
宣
明
さ
れ
て

い
る
基
本
的
な
権
利
│
『
何
人
も
、
刑
事
事
件
に
お
い
て
、

自
己
に
不
利
な
証
人
と
な
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い

（
26
）

』
及
び

『
被
告
人
は
自
己
の
防
禦
の
た
め
に
弁
護
人
の
援
助
を
受
け

る
（
27
）

』
権
利
と
い
う
、
官
憲
の
強
引
さ
か
ら
生
じ
る
危
険
を
抑

止
す
る
た
め
に
置
か
れ
た
権
利
を
解
釈
し
た
も
の
に
過
ぎ
な

い
。
こ
れ
ら
の
貴
い
権
利
は
、
我
ら
の
憲
法
に
、
数
世
紀
に

わ
た
る
迫
害
と
奮
闘
の
末
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
マ
ー

シ
ャ
ル
長
官
は
、『
来
た
る
べ
き
歳
月
に
、
人
間
の
制
度
に

可
能
な
限
り
不
死
に
近
づ
く
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
る

（
28
）

』
と

二
六
〇
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判
所
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（
一
七
一
七
）

ス
で
、
ま
た
は
少
な
く
と
も
そ
の
選
択
し
た
部
屋
の
中
で
行

わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
被
疑
者
は
す
べ
て
の
心
理
的
な
優
位

性
を
奪
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
自
分
の
家
で
は
、
彼
は
、
自

信
を
持
っ
た
り
、
憤
慨
し
た
り
、
反
抗
的
に
な
っ
た
り
す
る

か
も
し
れ
な
い
。
自
宅
の
壁
の
中
で
は
、
彼
は
自
ら
の
権
利

を
き
ち
ん
と
認
識
し
、
自
ら
の
過
ち
や
犯
罪
行
為
を
供
述
す

る
こ
と
を
嫌
が
る
傾
向
が
強
い
。
さ
ら
に
、
彼
の
家
族
や
友

人
が
側
に
お
り
、
彼
ら
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
、
精
神
的

な
支
援
が
与
え
ら
れ
る
。
捜
査
官
自
身
の
事
務
所
で
は
、
捜

査
官
は
、
す
べ
て
の
点
で
有
利
で
あ
る
。
雰
囲
気
は
、
法
律

の
力
の
無
敵
を
示
唆
し
て
い
る
。」

以
下
、
こ
の
よ
う
な
調
子
で
、
数
冊
の
警
察
の
使
用
し
て
い
る

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
内
容
を
紹
介
し
て
い
く
。
し
か
し
、
マ
ニ
ュ
ア
ル

は
、
こ
の
よ
う
に
被
疑
者
に
対
し
心
理
的
に
強
制
す
る
手
段
を
紹

介
す
る
と
同
時
に
、
黙
秘
権
等
の
権
利
の
告
知
義
務
が
あ
る
こ
と

も
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
記
述
を
、

ウ
ォ
ー
レ
ン
は
次
の
様
に
総
括
し
て
い
る
。

「
尋
問
技
術
の
こ
れ
ら
の
代
表
的
な
サ
ン
プ
ル
か
ら
、
マ

ニ
ュ
ア
ル
で
規
定
さ
れ
、
実
際
に
見
ら
れ
る
設
定
が
明
ら
か

に
な
る
。
本
質
的
に
、
そ
れ
は
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
被

告
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
被
告
は
、
こ
れ
ら
の
権
利
を
放
棄

す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
放
棄
は
、
自
発
的
、
か
つ
知

識
を
持
ち
、
理
解
し
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し

て
、
彼
が
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
あ
れ
、
い
か
な
る
段
階
で

あ
れ
、
供
述
す
る
前
に
弁
護
士
に
相
談
し
た
が
っ
て
い
る
こ

と
を
示
し
た
場
合
に
は
、
も
は
や
い
か
な
る
質
問
も
許
さ
れ

な
い
。
同
様
に
、
も
し
そ
の
者
が
一
人
で
あ
り
、
い
か
な
る

方
法
で
あ
れ
、
尋
問
さ
れ
た
く
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
れ
ば
、

警
察
は
彼
に
質
問
し
て
は
な
ら
な
い
。
彼
が
い
く
つ
か
の
質

問
に
答
え
た
り
、
自
発
的
に
何
ら
か
の
供
述
を
し
た
り
し
た

と
い
う
単
な
る
事
実
は
、
彼
が
弁
護
士
に
相
談
す
る
ま
で
は

さ
ら
な
る
質
問
に
答
え
る
こ
と
を
控
え
、
そ
の
後
に
質
問
に

答
え
る
こ
と
に
同
意
す
る
権
利
を
奪
う
こ
と
は
な
い
。」

そ
の
上
で
、
な
ぜ
こ
の
様
な
結
論
に
至
っ
た
の
か
を
ウ
ォ
ー
レ

ン
は
説
明
し
て
い
く
。
そ
れ
に
当
た
っ
て
は
、
数
多
く
の
判
例
を

引
用
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
警
察
官
が
尋
問
用
に
使
用
し
て
い
る

マ
ニ
ュ
ア
ル
を
引
用
し
、
そ
の
中
で
、
自
白
を
引
き
出
す
た
め
に

は
取
調
室
で
孤
絶
さ
せ
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
と
し
て
、
次
の
文

を
紹
介
し
て
い
る
。

「
実
用
的
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
尋
問
は
捜
査
官
の
オ
フ
ィ

二
六
一
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巻
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四
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月
）

（
一
七
一
八
）

ま
た
、
Ｆ
Ｂ
Ｉ
に
問
い
合
わ
せ
を
行
い
、
Ｆ
Ｂ
Ｉ
で
は
、
被
疑

者
の
権
利
を
告
知
し
た
上
で
取
り
調
べ
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
確

認
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
実
務
的
に
は
、
こ
の
ミ
ラ
ン
ダ
警
告

を
導
入
し
て
も
問
題
が
な
い
こ
と
を
論
証
し
た
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
自
由
人
権
協
会
が
、
最
高
裁
判
所
に
、
警
察
で
の
全

て
の
尋
問
に
は
「
警
察
署
」
付
き
弁
護
士
の
同
席
を
「
義
務
」
付

け
る
よ
う
要
請
し
た
が
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
は
そ
こ
ま
で
や
る
こ
と
を

拒
否
し
、「
即
座
に
」
弁
護
士
を
要
求
す
る
こ
と
は
被
疑
者
の
利

益
を
守
る
こ
と
に
な
る
と
示
唆
す
る
こ
と
も
含
め
て
拒
否
し
た
。

ど
ち
ら
に
し
て
も
有
能
な
弁
護
士
で
あ
れ
ば
警
察
に
何
も
言
わ
な

い
よ
う
に
依
頼
者
に
忠
告
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
、
尋
問
は
無

益
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。

ウ
ォ
ー
レ
ン
は
、
Ｆ
Ｂ
Ｉ
が
実
際
に
や
っ
て
い
る
方
法
や
軍
事

司
法
統
一
法
典
の
規
則
で
、
そ
の
ど
ち
ら
も
被
疑
者
に
黙
秘
を
行

使
す
る
権
利
が
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
よ
う
に
要
求
し
て
い
る
こ
と

を
指
摘
し
た
。
Ｆ
Ｂ
Ｉ
の
警
告
に
は
弁
護
士
に
相
談
す
る
権
利
を

告
げ
る
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
た
。

（
2
）　

ハ
ー
ラ
ン
判
事
の
反
対
意
見

多
数
意
見
に
不
同
意
だ
っ
た
判
事
達
は
、
提
案
さ
れ
た
警
告
が
、

究
極
的
に
大
き
な
不
利
益
に
繋
が
る
と
考
え
た
。
一
旦
警
告
さ
れ

疑
者
と
二
人
だ
け
に
な
る
こ
と
が
、
被
疑
者
が
注
意
散
漫
に

な
り
、
外
部
か
ら
の
支
援
を
奪
う
上
で
不
可
欠
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
被
疑
者
が
有
罪
だ
と
い
う
自
信
の
オ
ー
ラ
が
、
被

疑
者
の
抵
抗
す
る
意
志
を
く
じ
く
も
の
で
あ
る
。
被
疑
者
は

単
に
警
察
が
持
っ
て
い
る
先
入
観
に
基
づ
い
て
描
か
れ
た
話

を
確
認
す
る
だ
け
で
あ
る
。
忍
耐
と
粘
り
強
さ
に
よ
り
執
拗

な
尋
問
が
行
わ
れ
て
い
る
。
自
白
を
得
る
た
め
に
、
尋
問
者

は
『
根
気
よ
く
自
分
自
身
を
操
り
、
あ
る
い
は
所
望
の
目
的

が
達
成
さ
れ
る
だ
ろ
う
位
置
に
自
分
自
身
を
置
く
』
よ
う
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
通
常
の
手
順
で
は
、
必
要
な
結
果

を
得
る
の
に
失
敗
し
た
場
合
に
は
、
警
察
は
虚
偽
の
法
律
上

の
助
言
を
与
え
る
な
ど
の
偽
計
に
頼
る
こ
と
も
あ
る
。
大
事

な
こ
と
は
被
疑
者
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
さ
せ
る
こ
と
で
、
例
え

ば
被
疑
者
自
身
や
そ
の
周
囲
に
対
す
る
彼
の
不
安
と
取
引
す

る
こ
と
で
あ
る
。
警
察
は
そ
の
後
、
ト
リ
ッ
ク
や
説
得
に
よ

り
、
彼
の
憲
法
上
の
権
利
を
行
使
し
な
い
よ
う
彼
を
な
だ
め

る
。」

そ
の
上
で
、
ミ
ラ
ン
ダ
事
件
等
四
件
の
事
件
に
お
け
る
警
察
側

の
行
動
と
、
貧
し
さ
や
学
校
中
退
な
ど
、
被
告
人
側
の
不
利
な
状

況
を
簡
略
に
紹
介
す
る
。

二
六
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し
、
現
在
で
は
、
被
告
が
令
状
な
し
の
検
索
に
同
意
し
た
か
否
か
、

あ
る
い
は
捜
索
令
状
発
給
に
当
た
っ
て
合
理
的
な
理
由
が
存
在
し

た
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
た
め
に
は
使
用
さ
れ
て
い
る

（
32
）

。

4　

ミ
ラ
ン
ダ
ル
ー
ル

ミ
ラ
ン
ダ
は
改
め
て
審
査
さ
れ
た
。
そ
の
際
に
は
検
察
が
自
白

を
証
拠
に
用
い
な
か
っ
た
が
、
目
撃
者
そ
の
他
の
証
拠
を
使
っ
て

立
証
し
た
結
果
、
ミ
ラ
ン
ダ
は
一
九
六
七
年
に
有
罪
と
さ
れ
、

二
〇
年
な
い
し
三
〇
年
の
禁
固
を
宣
告
さ
れ
た
。
ミ
ラ
ン
ダ
は

一
九
七
二
年
に
仮
釈
放
さ
れ
た
。
釈
放
後
は
元
の
居
住
地
域
に
戻

り
、
一
九
七
六
年
一
月
三
一
日
に
酒
場
で
喧
嘩
に
な
り
刺
さ
れ
て

死
ん
だ
。

「
ミ
ラ
ン
ダ
」
判
決
の
後
、
米
国
中
の
警
官
は
、
逮
捕
さ
れ
た

者
に
「
ミ
ラ
ン
ダ
警
告
（M

iranda w
arning

）」
と
呼
ば
れ
る
形

式
で
、
そ
の
権
利
を
教
え
る
よ
う
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
れ
に
あ
た
っ
て
は
、
地
域
に
よ
る
違
い
が
あ
る
が
、
典
型
的
に

は
、
次
の
よ
う
な
文
言
が
使
用
さ
れ
る
。

1 

．Y
ou have the right to rem

ain silent. 

（
あ
な
た
に
は

黙
秘
権
が
あ
る
。）

2 
．A

nything you say can and w
ill be used against you 

in a court of law
. 

（
あ
な
た
が
言
う
こ
と
は
、
法
廷
で
あ

た
被
疑
者
は
常
に
弁
護
士
を
要
求
し
、
警
察
が
自
白
を
求
め
る
能

力
を
否
定
す
る
と
明
ら
か
に
考
え
、
そ
の
結
果
高
圧
的
尋
問
の
問

題
に
過
剰
に
反
応
し
て
い
る
と
非
難
し
た
。

（
3
）　

ク
ラ
ー
ク
判
事
の
意
見

前
述
の
通
り
、
ク
ラ
ー
ク
判
事
は
結
論
に
お
い
て
多
数
意
見
と

同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
論
理
は
異
な
っ
て
い
た
。
ク
ラ
ー
ク
は
、

多
数
意
見
の
論
理
に
つ
い
て
は
、「
余
り
に
遠
く
ま
で
、
余
り
に

早
く
（too far too fast

）」
行
き
過
ぎ
た
と
述
べ
た
。
ク
ラ
ー

ク
判
事
は
、
ミ
ラ
ン
ダ
判
決
の
論
理
の
替
わ
り
に
「
ヘ
イ
ン
ズ
事

件
（
31
）

」
で
連
邦
最
高
裁
判
所
が
導
入
し
た
「
関
連
性
総
合
テ
ス
ト

（totality of the circum
stances test

）」
を
、
こ
の
事
件
で
も

使
う
べ
き
だ
と
し
た
。

こ
の
テ
ス
ト
は
、
被
告
の
憲
法
上
の
権
利
が
、
自
白
を
得
る
に

当
た
り
侵
害
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
評
価
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
申
し
立
て
ら
れ
た
権
利
侵
害
の
特
定
の
側
面
を
見
る
の

で
は
無
く
、
そ
れ
に
関
係
す
る
す
べ
て
の
状
況
を
総
合
的
に
判
断

し
て
違
憲
か
否
か
を
判
断
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
テ
ス
ト
で
も
同
じ
結
果
が
導
か
れ
る
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。

ミ
ラ
ン
ダ
判
決
が
確
定
し
た
結
果
、
こ
の
テ
ス
ト
は
、
そ
の
後
、

自
白
の
任
意
性
評
価
に
は
使
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。
た
だ

二
六
三
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〇
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私
が
あ
な
た
に
説
明
し
た
自
分
の
権
利
を
知
り
、
か
つ
理
解

し
た
上
で
、
弁
護
士
の
同
席
無
し
に
私
の
質
問
に
任
意
に
回

答
し
ま
す
か
？
）

5　

そ
の
後　

デ
ィ
ッ
カ
ー
ス
ン
対
合
衆
国
事
件

議
会
は
、
ミ
ラ
ン
ダ
ル
ー
ル
を
廃
止
し
、
関
連
性
総
合
テ
ス
ト

を
復
活
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
一
九
六
八
年
総
合
犯
罪
防
止
・
安
全

市
街
地
法
（O

m
nibus C

rim
e C

ontrol and S
afe S

treets 
A
ct of 1968

）
を
制
定
し
、
被
告
人
が
ミ
ラ
ン
ダ
警
告
を
受
け

て
い
た
か
ど
う
か
に
関
係
な
く
、
自
白
が
自
主
的
に
行
わ
れ
た
場

合
に
は
、
連
邦
裁
判
所
判
事
は
、
刑
事
被
告
人
の
自
白
調
書
を
承

認
す
る
と
定
め
た
。
し
か
し
、
検
察
は
、
違
憲
判
断
が
下
さ
れ
る

の
を
恐
れ
て
、
同
法
に
依
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
カ
ッ
セ
ル
（P

aul C
assell

）
ユ
タ
大
学
ロ
ー

ス
ク
ー
ル
教
授
が
、
ミ
ラ
ン
ダ
ル
ー
ル
は
裁
判
所
が
作
り
出
し
た

法
で
あ
っ
て
憲
法
上
の
要
請
で
は
無
く
、
し
た
が
っ
て
連
邦
議
会

が
そ
れ
を
総
合
犯
罪
防
止
・
安
全
市
街
地
法
で
置
き
換
え
た
以
上
、

ミ
ラ
ン
ダ
ル
ー
ル
は
、
連
邦
レ
ベ
ル
で
は
妥
当
し
な
い
と
す
る
説

を
発
表
し
た
。

デ
ィ
ッ
カ
ー
ス
ン
（C

harles T
hom

as D
ickerson

）
は
、
火

器
を
使
用
し
た
銀
行
強
盗
の
罪
で
逮
捕
さ
れ
た
。
こ
れ
は
連
邦
犯

な
た
に
不
利
な
証
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
る
事
が
あ
る
。）

3 
．Y

ou have the right to have an attorney present 
before and during questioning. 

（
あ
な
た
は
、
取
り
調

べ
に
先
立
ち
、
あ
る
い
は
取
調
中
に
、
弁
護
士
の
立
会
い
を

求
め
る
権
利
が
あ
る
。）

4 

．If you cannot afford an attorney, one w
ill be 

appointed for you before any questioning, if you 
w
ish.

（
も
し
あ
な
た
が
自
分
で
弁
護
士
に
依
頼
す
る
こ
と

が
で
き
ず
、
か
つ
弁
護
士
を
望
む
な
ら
ば
、
国
は
、
あ
な
た

に
、
取
調
べ
に
先
立
ち
、
弁
護
士
を
任
命
す
る
。）

5 

．If you decide to answ
er any questions now

, 
w
ithout an attorney present, you w

ill still have the 
right to stop answ

ering at any tim
e until you talk to 

an attorney.

（
今
、
あ
な
た
が
何
ら
か
の
質
問
に
対
し
、

弁
護
士
の
立
会
抜
き
で
答
え
る
こ
と
に
し
た
場
合
に
も
、
あ

な
た
は
何
時
で
も
、
弁
護
士
と
相
談
す
る
ま
で
回
答
を
中
止

す
る
権
利
を
有
す
る
。）

6 

．K
now

ing and understanding your rights as I have 
explained them

 to you, are you w
illing to answ

er m
y 

questions w
ithout an attorney present?

（
あ
な
た
は
、

二
六
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る
拘
留
尋
問
は
、
そ
の
必
然
的
な
性
格
か
ら
「
孤
立
し
た
個
人
に

対
す
る
圧
力
」
と
な
る
結
果
、
人
は
罪
を
犯
し
て
い
な
く
と
も
、

し
ば
し
ば
自
白
に
追
い
込
ま
れ
る
。
ミ
ラ
ン
ダ
事
件
で
、
裁
判
所

は
、
ま
さ
に
こ
の
様
な
害
悪
に
対
す
る
手
段
を
開
発
し
た
の
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
述
べ
て
、
ミ
ラ
ン
ダ
判
決
以
降
に
お
け
る
判
例
の

流
れ
を
紹
介
す
る
。
そ
し
て
、
次
の
様
に
結
論
づ
け
た
。

「
以
上
を
ま
と
め
れ
ば
、
我
々
は
、
ミ
ラ
ン
ダ
判
決
は
、
議

会
が
立
法
的
に
優
越
す
る
こ
と
の
許
さ
れ
な
い
憲
法
上
の
ル
ー

ル
を
述
べ
て
い
る
と
結
論
出
来
る
。
先
例
拘
束
性
の
ル
ー
ル
に

従
い
、
我
々
は
、
ミ
ラ
ン
ダ
判
決
を
我
々
自
身
で
破
棄
す
る
こ

と
を
拒
否
す
る
。」

こ
う
し
て
、
ミ
ラ
ン
ダ
ル
ー
ル
は
、
そ
の
後
、
様
々
な
攻
撃
を

受
け
つ
つ
も
、
今
日
ま
で
生
き
延
び
、
も
は
や
確
固
た
る
基
盤
を

得
て
い
る
と
言
え
る
。

（
三
）　

カ
ッ
ツ
対
合
衆
国
事
件

こ
のK

atz v. U
nited S

tates, 389 U
.S

. 347 

（1967

）
事
件

は
、
オ
ル
ム
ス
テ
ッ
ド
対
合
衆
国
事
件

（
33
）

判
例
を
変
更
し
、
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
の
権
利
と
捜
索
の
法
的
意
味
を
一
新
さ
せ
た
判
決
と
し
て
、

罪
で
あ
る
。
デ
ィ
ッ
カ
ー
ス
ン
は
、
彼
が
ミ
ラ
ン
ダ
警
告
を
受
け

る
前
に
、
Ｆ
Ｂ
Ｉ
に
自
白
を
強
要
さ
れ
た
と
主
張
し
た
。
地
方
裁

判
所
は
、
こ
の
主
張
を
認
め
た
の
で
、
連
邦
側
は
高
等
裁
判
所
に

控
訴
し
た
。
第
四
巡
回
高
等
裁
判
所
は
、
カ
ッ
セ
ル
教
授
の
説
を

採
用
し
、
ミ
ラ
ン
ダ
ル
ー
ル
は
憲
法
上
の
も
の
で
は
無
い
の
で
、

議
会
は
そ
れ
を
立
法
に
よ
っ
て
覆
す
こ
と
が
で
き
る
と
判
決
し
た
。

そ
こ
で
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
高
裁
レ
ベ
ル
に
お
け
る
判
決
の

不
統
一
を
避
け
る
た
め
、
こ
の
事
件
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
っ

た
（D

ickerson v. U
nited S

tates, 530 U
.S

. 428 

（2000

））。

最
高
裁
判
所
は
、
カ
ッ
セ
ル
教
授
の
主
張
を
聴
取
し
た
上
で
、

七
対
二
で
、
ミ
ラ
ン
ダ
ル
ー
ル
は
憲
法
上
の
も
の
で
あ
る
と
判
決

し
た
。
レ
ン
ク
ィ
ス
ト
長
官
は
次
の
様
に
述
べ
た
。

被
疑
者
の
自
白
は
、
強
制
又
は
非
任
意
的
な
も
の
で
あ
る
場
合

に
は
受
け
入
れ
難
い
。
米
国
法
の
起
源
と
な
っ
た
英
国
法
の
要
求

は
そ
こ
ま
で
で
あ
る
。
し
か
し
、
時
が
過
ぎ
る
と
共
に
、
第
五
修

正
は
警
察
の
尋
問
に
対
す
る
被
疑
者
の
権
利
の
独
立
し
た
源
泉
と

化
し
て
き
た
。

「
ミ
ラ
ン
ダ
で
、
我
々
は
、
強
制
に
よ
っ
て
自
白
が
得
ら
れ
る

事
態
の
増
加
に
対
す
る
懸
念
を
も
た
ら
し
た
、
近
代
的
な
警
察
の

拘
留
中
の
取
調
べ
が
出
現
し
た
こ
と
に
注
目
し
た
。」
警
察
に
よ

二
六
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
二
二
）

否
か
が
問
題
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は

一
九
四
二
年
の
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
対
合
衆
国
事
件

（
34
）

に
お
い
て
、
そ
の

場
合
に
も
、
オ
ル
ム
ス
テ
ッ
ド
判
決
の
法
理
が
適
用
に
な
る
事
を

明
ら
か
に
し
た
。

こ
の
数
十
年
に
わ
た
っ
て
支
配
し
て
い
た
法
理
を
覆
し
た
の
が
、

こ
の
カ
ッ
ツ
判
決
で
あ
る
。

1　

シ
ル
バ
ー
マ
ン
対
合
衆
国
事
件

一
九
六
一
年
三
月
六
日
に
下
さ
れ
たS

ilverm
an v. U

nited 
S
tates, 365 U

.S
. 505 

（1961

）
判
決
は
、
そ
の
カ
ッ
ツ
判
決
の

前
哨
戦
と
な
る
判
決
で
あ
る
。

上
述
の
と
お
り
、
オ
ル
ム
ス
テ
ッ
ド
判
決
は
、
有
体
物
と
物
理

的
侵
入
の
二
つ
を
、
令
状
を
要
す
る
捜
索
の
要
件
と
し
て
い
た
。

こ
の
シ
ル
バ
ー
マ
ン
判
決
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
こ
の
法

理
の
う
ち
の
「
有
体
物
」
要
件
を
変
更
し
た
の
で
あ
る
。

（
1
）　

シ
ル
バ
ー
マ
ン
事
件
の
概
要

一
九
五
八
年
春
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．の
警
察
は
、
特
定
の
住

居
が
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
．Ｃ
．の
法
に
反
し
て
賭
博
場
に
使
用
さ
れ
て

い
る
と
い
う
疑
い
を
持
つ
に
至
っ
た
。
そ
こ
で
、
警
察
は
空
き
家

に
な
っ
て
い
た
隣
家
を
、
そ
の
所
有
者
の
同
意
を
得
て
、
問
題
の

住
居
の
監
視
拠
点
と
し
た
。
そ
こ
か
ら
警
察
は
ス
パ
イ
ク
マ
イ
ク

極
め
て
重
要
で
あ
る
。

問
題
と
な
っ
た
の
は
第
四
修
正
で
あ
る
。
念
の
た
め
、
条
文
を

紹
介
す
る
。

「
国
民
が
、
不
合
理
な
捜
索
お
よ
び
押
収
ま
た
は
抑
留
か
ら

身
体
、
家
屋
、
書
類
お
よ
び
所
持
品
の
安
全
を
保
障
さ
れ
る

権
利
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。
い
か
な
る
令
状
も
、

宣
誓
ま
た
は
宣
誓
に
代
る
確
約
に
も
と
づ
い
て
、
相
当
な
理

由
が
示
さ
れ
、
か
つ
、
捜
索
す
る
場
所
お
よ
び
抑
留
す
る
人

ま
た
は
押
収
す
る
物
品
が
個
別
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、

こ
れ
を
発
給
し
て
は
な
ら
な
い
。」

オ
ル
ム
ス
テ
ッ
ド
事
件
判
決
で
は
、
捜
索
（search

）
や
差
し

押
さ
え
の
対
象
を
有
体
物
（tangible property
）
に
限
定
し
、

か
つ
捜
索
を
、
物
理
的
侵
入
を
伴
う
も
の
に
限
定
し
て
い
た
。
そ

の
結
果
、
有
体
物
へ
の
物
理
的
侵
入
を
伴
わ
な
い
通
信
傍
受
は
、

捜
索
に
該
当
せ
ず
、
令
状
を
伴
わ
な
い
場
合
で
も
証
拠
能
力
が
否

定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

そ
の
後
、
科
学
技
術
の
進
歩
に
よ
り
、
電
子
機
器
の
小
型
化
が

急
速
に
進
展
し
た
結
果
、
小
型
の
盗
聴
装
置
（B

ug

）
を
利
用
し

て
、
電
話
や
屋
内
の
会
話
を
傍
受
す
る
（B

ugging

と
呼
ば
れ
て

い
る
）
方
法
が
広
く
使
わ
れ
る
様
に
な
り
、
そ
れ
が
許
さ
れ
る
か

二
六
六



社
会
を
変
え
た
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
一
七
二
三
）

の
事
件
で
使
用
さ
れ
た
ス
パ
イ
ク
マ
イ
ク
の
区
別
は
、
控
訴

審
裁
判
所
は
明
確
に
区
別
し
得
な
い
差
異
し
か
な
い
と
し
た
。

当
裁
判
所
は
、
不
同
意
の
場
合
に
お
い
て
は
、
各
人
の
権
利

は
、
イ
ン
チ
の
単
位
で
測
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
信
じ

る
。」

要
す
る
に
、
連
邦
最
高
裁
は
、
マ
イ
ク
が
壁
の
裂
け
目
に
差
し

込
ま
れ
て
暖
房
ダ
ク
ト
に
接
触
し
た
と
い
う
点
を
と
ら
え
て
、

「
物
理
的
侵
入
」
の
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
判
決
は
、
有
体
物
に
当
た
ら
な
い
会
話
の
傍
受
に
対

す
る
第
四
修
正
の
適
用
を
認
め
た
点
で
、
オ
ル
ム
ス
テ
ッ
ド
判
決

の
変
更
で
あ
っ
た
。

2　

カ
ッ
ツ
対
合
衆
国
事
件

（
1
）　

カ
ッ
ツ
事
件
の
概
要

カ
ッ
ツ
（C

harles K
atz

）
は
、
賭
博
に
関
す
る
情
報
を
、
ロ

サ
ン
ジ
ェ
ル
ス
か
ら
マ
イ
ア
ミ
及
び
ボ
ス
ト
ン
の
胴
元
に
連
絡
す

る
に
当
た
り
、
常
に
公
衆
電
話
を
使
用
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
米

連
邦
捜
査
局
（
Ｆ
Ｂ
Ｉ
）
は
、
カ
ッ
ツ
の
知
ら
な
い
う
ち
に
、
彼

が
よ
く
使
う
公
衆
電
話
ボ
ッ
ク
ス
の
外
側
に
電
子
盗
聴
装
置
を
取

り
付
け
、
そ
れ
を
介
し
て
、
彼
の
会
話
を
記
録
し
た
。
会
話
内
容

は
証
拠
と
し
て
提
出
さ
れ
、
カ
ッ
ツ
は
、
こ
れ
ら
の
盗
聴
記
録
に

（spike m
ike

）
と
呼
ば
れ
る
マ
イ
ク
で
隣
家
で
の
会
話
の
盗
聴

を
行
っ
た
。

問
題
に
な
っ
て
い
る
マ
イ
ク
は
、
ア
ン
プ
、
パ
ワ
ー
パ
ッ
ク
、

イ
ヤ
ホ
ン
が
一
体
と
な
っ
た
長
さ
一
フ
ィ
ー
ト
ほ
ど
の
道
具
で
、

捜
査
官
は
こ
れ
を
空
き
家
と
問
題
の
住
居
の
隔
壁
に
、
何
か
硬
い

も
の
に
当
た
っ
て
入
ら
な
く
な
る
ま
で
数
イ
ン
チ
程
度
挿
入
す
る

こ
と
に
よ
り
、
隣
家
の
音
声
を
盗
聴
す
る
の
に
成
功
し
た
。
そ
の

硬
い
も
の
と
は
暖
房
用
の
ダ
ク
ト
だ
っ
た
こ
と
が
後
に
明
ら
か
に

な
っ
た
。
下
級
審
は
、
そ
の
盗
聴
は
、
何
ら
物
理
的
侵
入
と
は
言

え
な
い
と
し
て
、
そ
の
盗
聴
記
録
に
基
づ
い
て
シ
ル
バ
ー
マ
ン
等

に
有
罪
の
判
決
を
下
し
た
。
そ
こ
で
彼
ら
が
連
邦
最
高
裁
判
所
に

上
告
し
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
た
。

（
2
）　

シ
ル
バ
ー
マ
ン
判
決
の
内
容

連
邦
最
高
裁
は
全
員
一
致
で
、
次
の
と
お
り
判
決
し
た
。

「
当
裁
判
所
は
、
連
邦
官
は
、
令
状
な
い
し
同
意
を
得
る
こ

と
な
く
、
個
人
の
事
務
所
若
し
く
は
住
宅
に
物
理
的
に
侵
入

し
て
密
か
に
観
察
し
、
あ
る
い
は
盗
聴
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

見
た
り
聞
い
た
り
し
た
も
の
を
、
そ
の
個
人
の
刑
事
裁
判
に

関
係
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
示
し
た
こ
と
は
な
い
。

ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
事
件
で
使
用
さ
れ
た
電
話
盗
聴
器
と
、
こ

二
六
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
二
四
）

か
ら
一
人
に
し
て
お
か
れ
る
権
利
│
と
い
う
個
人
の
一
般
的

な
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
保
護
は
、
そ
の
者
の
財
産
及
び
生
命

を
保
護
す
る
よ
う
に
、
大
部
分
が
個
々
の
州
法
に
ゆ
だ
ね
ら

れ
て
い
る
。」

（
イ
）
本
件
事
実
関
係
に
基
づ
く
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害

「
第
四
修
正
は
、
場
所
よ
り
も
人
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
。

あ
る
人
物
が
、
自
ら
承
知
の
上
で
公
に
明
ら
か
に
し
た
事
柄

は
、
そ
れ
が
自
宅
や
事
務
所
の
中
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
第

四
修
正
の
保
護
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
…
し
か
し
、
そ
の
人

物
が
、
私
的
に
維
持
し
た
い
と
思
う
事
柄
は
、
そ
れ
が
一
般

の
人
の
目
に
触
れ
る
領
域
内
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
憲
法
上

の
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。」

「
オ
ル
ム
ス
テ
ッ
ド
と
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
の
裏
づ
け
は
、
当
裁

判
所
が
、
そ
の
後
の
判
決
で
、
そ
こ
で
宣
言
さ
れ
た
『
不
法

侵
害
』
の
原
則
は
も
は
や
支
配
力
を
持
ち
得
な
い
と
考
え
た

こ
と
に
よ
っ
て
完
全
に
失
わ
れ
た
と
、
当
裁
判
所
は
結
論
付

け
る
。
上
訴
人
の
言
葉
を
電
子
的
に
傍
受
し
記
録
し
た
政
府

の
行
為
は
、
同
人
が
電
話
ボ
ッ
ク
ス
を
利
用
す
る
際
に
、
当

然
そ
こ
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
に
対
す
る
侵
害
で
あ
り
、
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
行
為
は

基
づ
い
て
有
罪
判
決
を
受
け
た
。
そ
こ
で
、
彼
は
、
そ
の
録
音
は

第
四
修
正
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
権
利
の
侵
害
に
よ
り
得
ら
れ
た

結
果
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
証
拠
か
ら
排
除
す
る
よ
う
主
張
し
た
。

公
衆
電
話
ボ
ッ
ク
ス
そ
れ
自
体
に
は
物
理
的
な
侵
入
が
な
か
っ
た

た
め
、
控
訴
審
裁
判
所
は
、
そ
の
主
張
を
取
り
上
げ
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
カ
ッ
ツ
は
連
邦
最
高
裁
に
上
告
し
、
連
邦
最
高
裁
判
所

は
上
告
を
受
け
入
れ
た
。

（
2
）　

カ
ッ
ツ
判
決
の
内
容

判
決
は
七
対
一
と
な
っ
た
。
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
（P
otter S

tew
art

）

判
事
が
多
数
意
見
を
執
筆
し
た
が
、
ダ
グ
ラ
ス
、
ブ
レ
ナ
ン
、

ハ
ー
ラ
ン
、
ホ
ワ
イ
ト
の
各
判
事
が
補
足
意
見
を
執
筆
し
た
。
反

対
意
見
を
執
筆
し
た
の
は
ブ
ラ
ッ
ク
判
事
で
あ
る
。

（
ア
）
一
般
的
な
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権

「
第
四
修
正
は
、
一
般
的
な
憲
法
上
の
『
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
』

と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
修
正
条
項
は
、

一
定
の
種
類
の
政
府
に
よ
る
不
法
侵
入
か
ら
個
人
の
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
を
保
護
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
保
護
は
更
に
踏
み
込

ん
で
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
関
係
を
持
た
な
い
も
の
も
多
い
。

憲
法
の
他
の
規
定
は
、
他
の
形
態
に
よ
る
政
府
の
不
法
侵
入

か
ら
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
保
護
す
る
。
し
か
し
│
他
人

二
六
八



社
会
を
変
え
た
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
一
七
二
五
）

せ
た
こ
と
は
、
先
に
デ
ィ
ッ
カ
ー
ス
ン
事
件
で
紹
介
し
た
。
し
か

し
、
そ
れ
は
同
法
の
一
部
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る

の
は
、
同
法
の
第
三
編
「
電
話
盗
聴
及
び
電
子
的
監
視
」

（W
iretapping and E

lectronic S
urveillance

）
で
、
こ
れ
は

カ
ッ
ツ
事
件
判
決
を
受
け
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
編
は

有
線
及
び
口
頭
で
の
通
信
に
関
す
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
を
定
め
、

無
令
状
に
よ
る
電
話
盗
聴
及
び
電
子
的
監
視
を
禁
止
し
て
い
る

（
35
）

。

こ
の
法
律
は
、
そ
の
後
、
一
九
八
六
年
電
子
通
信
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
法
（E

lectronic C
om

m
unications P

rivacy A
ct of 1986

）

に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
一
年
九
月
一
一
日
の
同

時
多
発
テ
ロ
を
受
け
、
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
二
六
日
、
愛
国
者
法
、

す
な
わ
ち
「
二
〇
〇
一
年
テ
ロ
リ
ズ
ム
活
動
を
阻
止
及
び
防
止
す

る
た
め
に
求
め
ら
れ
る
適
切
な
手
段
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、

米
国
を
団
結
し
、
強
化
す
る
法
（U

niting and S
trengthening 

A
m
erica by P

roviding A
ppropriate T

ools R
equired to 

Intercept and O
bstruct T

errorism
 A

ct of 2001

＝
頭
文
字

を
取
る
とU

S
A
 P

A
T
R
IO

T
-A

ct

と
な
る
。）」
が
制
定
さ
れ
、

テ
ロ
対
策
を
目
的
と
し
た
無
令
状
傍
受
の
権
限
を
拡
大
す
る
規
定

が
追
加
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
令
状
申
請
を
認
め
る
事
例
の
中
に
、

化
学
兵
器
を
用
い
た
犯
罪
や
テ
ロ
リ
ズ
ム
が
追
加
さ
れ
、
国
家
安

第
四
修
正
の
意
味
す
る
範
囲
で
の
『
捜
索
・
差
押
え
』
を
構

成
す
る
。
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
傍
受

装
置
が
、
た
ま
た
ま
電
話
ボ
ッ
ク
ス
の
壁
を
貫
通
し
な
か
っ

た
と
い
う
事
実
は
、
何
ら
憲
法
上
の
重
要
性
を
持
ち
得
な

い
。」

（
ウ
）
ハ
ー
ラ
ン
裁
判
官
の
補
足
意
見

本
件
で
重
要
な
も
う
一
つ
の
点
は
、
ハ
ー
ラ
ン
裁
判
官
の
補
足

意
見
で
あ
る
。
裁
判
官
は
、
第
四
修
正
の
保
護
範
囲
に
つ
い
て
、

「
先
例
か
ら
生
じ
た
そ
の
法
則
に
関
す
る
私
の
理
解
は
、
二
つ
の

要
件
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一
は
、
個
人
が
現
実

の
（
主
観
的
な
）
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
へ
の
期
待
を
示
し
た
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
第
二
は
、
当
該
期
待
に
対
し
て
社
会
が
『
合
理
的
』

で
あ
る
と
承
認
す
る
用
意
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ

た
。
こ
の
二
つ
の
要
件
（reasonable expectation of privacy

）

は
、
関
連
す
る
そ
の
後
の
判
決
に
、
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と

と
な
っ
た
。

（
3
）　

そ
の
後
の
展
開

連
邦
議
会
が
、
ミ
ラ
ン
ダ
判
決
の
空
洞
化
を
狙
っ
て
、

一
九
六
八
年
総
合
犯
罪
防
止
及
び
街
頭
安
全
法
（O

m
nibus 

C
rim

e C
ontrol and S

afe S
treets A

ct of 1968

）
を
成
立
さ

二
六
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
二
六
）

情
報
を
収
集
す
る
目
的
で
、
傍
受
を
許
可
し
た
旨
が
記
し
て
あ
っ

た
。
宣
誓
供
述
書
及
び
監
視
の
ロ
グ
に
基
づ
き
、
政
府
は
、
た
と

え
令
状
が
な
く
と
も
、
国
家
安
全
を
守
る
た
め
の
大
統
領
権
限
の

合
理
的
な
行
使
と
し
て
適
切
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

連
邦
政
府
の
主
張
の
根
拠
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
六
八
年
総
合

犯
罪
防
止
及
び
街
頭
安
全
法
第
三
編
の
う
ち
、
合
衆
国
法
律
集

（U
nited S

tates C
ode

）
第
一
八
編
の
第
二
五
一
一
条
（
三
）

項
二
二
で
あ
る
。
次
の
様
に
定
め
て
い
た
。

「
…
本
章
の
い
か
な
る
規
定
も
、
武
力
又
は
他
の
違
法
な
方

法
に
よ
る
政
府
の
転
覆
、
又
は
、
そ
の
他
政
府
組
織
又
は
政

府
の
存
在
に
も
た
ら
さ
れ
る
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
に
対
し
、

大
統
領
が
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
守
る
た
め
に
必
要
と
考
え

る
対
策
を
講
じ
る
た
め
の
、
憲
法
上
の
権
限
を
制
限
す
る
も

の
と
み
な
し
て
は
な
ら
な
い
」

ミ
シ
ガ
ン
州
東
地
区
連
邦
地
方
裁
判
所
の
ケ
イ
ス
（D

am
on 

K
eith

）
判
事
は
、
当
該
監
視
は
第
四
修
正
に
違
反
す
る
と
判
断

し
、
政
府
に
対
し
、
被
告
人
に
関
し
て
傍
受
し
た
会
話
を
す
べ
て

開
示
す
る
よ
う
命
じ
た
。
連
邦
政
府
は
控
訴
し
た
が
、
第
六
巡
回

区
連
邦
高
等
裁
判
所
も
ケ
イ
ス
判
事
の
判
断
を
支
持
し
た
の
で
、

さ
ら
に
上
告
し
た
。

全
を
目
的
と
す
る
場
合
に
、
捜
査
官
が
他
の
法
執
行
官
等
と
の
間

で
傍
受
し
た
情
報
を
共
有
で
き
る
規
定
が
追
加
さ
れ
た
。

3　

合
衆
国
対
連
邦
地
方
裁
判
所
事
件

こ
のU

nited S
tates v. U

.S
. D

istrict C
ourt, 407 U

.S
. 

297 

（1972

）
事
件
は
、
バ
ー
ガ
ー･

コ
ー
ト
の
時
代
に
な
っ
て

か
ら
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
カ
ッ
ツ
事
件
判
決
の
い
わ

ば
後
衛
戦
と
で
も
い
う
べ
き
性
格
を
持
つ
事
件
な
の
で
、
こ
こ
で

合
わ
せ
て
紹
介
す
る
。
こ
の
事
件
は
「
ケ
イ
ス
事
件
（K

eith 
C
ase

）」
の
名
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。

（
1
）　

事
件
の
概
要

連
邦
政
府
は
、
シ
ン
ク
レ
ア
等
三
名
の
人
物

（
36
）

を
Ｃ
Ｉ
Ａ
の
ミ
シ

ガ
ン
州
ア
ン
・
ア
ー
バ
ー
（A
nn A

rbor （
37
）

）
に
あ
っ
た
施
設
を
ダ

イ
ナ
マ
イ
ト
で
爆
破
し
よ
う
と
し
た
と
し
て
、
政
府
財
産
の
毀
棄

に
関
す
る
共
謀
罪
及
び
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
爆
破
の
罪
で
逮
捕
し
た
。

被
告
ら
は
、
正
式
事
実
審
理
前
に
、
電
子
的
監
視
が
行
わ
れ
た
こ

と
を
裏
付
け
る
情
報
の
開
示
を
求
め
る
申
立
て
を
行
っ
た
。
他
方
、

政
府
は
、
司
法
長
官
の
宣
誓
供
述
書
を
提
出
し
た
。
そ
こ
に
は
、

国
内
組
織
が
政
府
の
現
体
制
を
攻
撃
し
、
ま
た
転
覆
さ
せ
よ
う
と

す
る
試
み
か
ら
、
国
家
を
守
る
た
め
に
必
要
と
み
な
さ
れ
る
軍
事

二
七
〇



社
会
を
変
え
た
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
一
七
二
七
）

理
な
監
視
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
潜
在
的
な
危
険
と
い
う
、

本
件
に
お
い
て
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
基
本
的
な
価
値
を

検
討
し
、
衡
量
す
る
こ
と
で
あ
る
。」

「
中
立
で
独
立
し
た
裁
判
官
が
事
前
に
審
査
を
行
う
こ
と
は
、

第
四
修
正
の
権
利
を
達
成
す
る
た
め
に
行
わ
れ
て
き
た
長
年

の
手
段
で
あ
る
。」

「
司
法
長
官
に
は
幾
ら
か
の
負
担
が
課
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

が
、
こ
の
不
自
由
は
、
憲
法
上
の
価
値
を
保
護
す
る
た
め
に
、

自
由
な
社
会
に
お
い
て
正
当
化
さ
れ
る
。
当
裁
判
所
は
、
政

府
の
国
内
監
視
権
限
が
相
当
程
度
減
殺
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と

も
思
わ
な
い
。
令
状
主
義
は
、
監
視
の
有
効
性
を
推
定
さ
せ
、

監
視
後
の
司
法
審
査
を
正
当
化
さ
せ
る
た
め
の
負
担
を
最
小

化
す
る
。
法
を
遵
守
し
て
い
る
市
民
に
対
す
る
無
差
別
の
傍

受
や
盗
聴
を
生
じ
さ
せ
ず
、
一
般
国
民
を
安
心
さ
せ
る
こ
と

が
最
重
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。」

た
だ
し
、
連
邦
最
高
裁
は
、
本
判
決
の

程
範
囲
を
、
国
家
安

全
に
関
す
る
国
内
問
題
の
み
に
限
定
し
、
外
国
勢
力
の
活
動
は
範

囲
外
で
あ
る
こ
と
、
第
三
編
は
大
統
領
の
権
限
を
定
義
し
た
り
範

囲
を
定
め
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
本
判
決
は
他
の
様
々

な
政
策
や
実
務
的
考
慮
の
も
と
に
行
わ
れ
る
監
視
行
為
に
は
適
用

（
2
）　

判
決
の
内
容

連
邦
最
高
裁
は
、
結
論
的
に
は
全
員
一
致
で
、
連
邦
控
訴
裁
判

所
の
判
断
を
支
持
し
た
。
多
数
意
見
を
パ
ウ
エ
ル
判
事
が
執
筆
し
、

こ
れ
に
ダ
グ
ラ
ス
、
ブ
レ
ナ
ン
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
、
ブ
ラ
ッ
ク
マ

ン
の
各
判
事
が
賛
同
し
た
。
こ
れ
と
は
別
に
バ
ー
ガ
ー
長
官
、
ダ

グ
ラ
ス
判
事
、
ホ
ワ
イ
ト
判
事
が
補
足
意
見
を
執
筆
し
た
。

パ
ウ
エ
ル
判
事
は
い
う
。

「
大
統
領
の
監
視
権
限
に
関
す
る
限
り
で
、
第
二
五
一
一
条

（
三
）
項
の
文
言
は
中
立
で
あ
る
」
と
い
う
政
府
の
主
張
を

認
め
る
と
、「
本
件
の
監
視
が
適
用
除
外
規
定
に
含
ま
れ
る

か
否
か
、
ま
た
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
法
律
上
の
適
用
除
外

規
定
そ
の
も
の
が
憲
法
上
有
効
か
否
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
か
し
、
第
二
五
一
一
条
（
三
）
項
は
、
議
会

の
免
責
条
項
で
あ
り
中
立
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
当
裁
判

所
は
、
こ
の
法
律
は
、
本
件
に
お
い
て
主
張
さ
れ
た
大
統
領

の
権
限
行
使
の
手
段
と
は
な
ら
な
い
と
判
断
す
る
。
む
し
ろ
、

当
裁
判
所
は
、
大
統
領
の
憲
法
上
の
権
限
を
検
討
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。」

「
当
裁
判
所
の
役
割
は
、
政
府
が
国
内
の
安
全
を
守
る
義
務

と
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
表
現
の
自
由
に
対
す
る
不
合

二
七
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
二
八
）

（revengeance

）
と
か
、
我
々
の
大
統
領
、
議
会
及
び
最
高
裁
は

白
人
種
の
弾
圧
を
続
け
て
い
る
と
発
言
し
た
。
こ
の
た
め
、
ブ
ラ

ン
デ
ン
バ
ー
グ
は
、
一
九
一
九
年
に
制
定
さ
れ
た
オ
ハ
イ
オ
州
刑

事
暴
力
革
命
禁
止
法
（crim

inal syndicalism
 statute

）
に
抵

触
す
る
と
し
て
起
訴
さ
れ
、
一
〇
〇
〇
ド
ル
の
罰
金
と
一
〇
年
の

刑
を
宣
告
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
ブ
ラ
ン
デ
ン
バ
ー
グ
は
、
同
法
が
、

第
一
修
正
及
び
第
四
修
正
の
保
障
す
る
言
論
の
自
由
を
侵
害
し
て

い
る
と
し
て
上
告
し
た
。
な
お
、
同
法
と
類
似
す
る
法
律
は
二
〇

の
州
及
び
二
つ
の
準
州
で
も
制
定
さ
れ
て
い
た
。

2　

判
決
の
内
容

米
国
最
高
裁
判
所
は
、
全
員
一
致

（
39
）

で
、
政
府
は
憲
法
や
法
令
を

抽
象
的
に
侵
害
す
る
者
を
罰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
、
ブ

ラ
ン
デ
ン
バ
ー
グ
に
対
す
る
有
罪
判
決
を
覆
し
た
。

判
決
は
多
数
の
判
例
を
引
用
し
、
特
に
デ
ニ
ス
事
件

（
40
）

を
引
用
し

た
上
で
、
次
の
様
に
述
べ
る
。

「
こ
れ
ら
の
判
決
は
、
言
論
の
自
由
及
び
報
道
の
自
由
に
対

す
る
憲
法
上
の
保
障
は
、
国
家
が
、
唱
導
が
差
し
迫
っ
た
非

合
法
な
行
為
を
扇
動
し
、
若
し
く
は
生
ぜ
し
め
る
こ
と
に
向

け
ら
れ
、
か
つ
、
か
か
る
行
為
を
扇
動
し
、
若
し
く
は
生
ぜ

し
め
る
蓋
然
性
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
様
な
行
為
を
禁

さ
れ
な
い
こ
と
な
ど
を
強
調
し
て
い
る

（
38
）

。

（
四
）　

ブ
ラ
ン
デ
ン
バ
ー
グ
対
オ
ハ
イ
オ
州
事
件

こ
のB

randenburg v. O
hio, 395 U

.S
. 444 

（1969

）
事
件

判
決
は
、
一
九
一
九
年
の
シ
ェ
ン
ク
事
件
以
来
、
米
国
判
例
を
支

配
し
て
き
た
「
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
」
基
準
が
変
更
さ
れ
、
そ

の
新
し
い
定
式
化
と
し
て
ブ
ラ
ン
デ
ン
バ
ー
グ
・
テ
ス
ト
が
宣
言

さ
れ
た
こ
と
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

ブ
ラ
ン
デ
ン
バ
ー
グ
・
テ
ス
ト
と
は
、「
唱
導
が
差
し
迫
っ
た

非
合
法
な
行
為
を
扇
動
し
、
若
し
く
は
生
ぜ
し
め
る
こ
と
に
向
け

ら
れ
、
か
つ
、
か
か
る
行
為
を
扇
動
し
、
若
し
く
は
生
ぜ
し
め
る

蓋
然
性
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
唱
導
を
禁
止
で
き
な
い
」
と
す
る

テ
ス
ト
で
あ
る
。

1　

事
件
の
概
要

オ
ハ
イ
オ
州
の
ク
ー
・
ク
ラ
ッ
ク
ス
・
ク
ラ
ン
（K

u K
lux 

K
lan 

＝K
K
K

）
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
ブ
ラ
ン
デ
ン
バ
ー
グ

（C
larence B

randenburg

）
は
、
テ
レ
ビ
局
に
連
絡
を
と
り
、

一
九
六
四
年
に
Ｋ
Ｋ
Ｋ
の
集
会
を
撮
影
さ
せ
た
。
集
会
で
、
人
々

は
白
衣
を
着
て
フ
ー
ド
を
か
ぶ
り
、
黒
人
（niggers

）
や
ユ
ダ

ヤ
人
（Jew

s

）
や
そ
の
支
援
者
達
に
対
し
て
遺
恨
を
晴
ら
す

二
七
二



社
会
を
変
え
た
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
一
七
二
九
）

件
に
お
け
る
、
ト
ー
ニ
ー
長
官
の
判
決
と
い
わ
れ
る

（
41
）

。

ま
た
、
一
九
四
六
年
に
判
決
さ
れ
た
コ
ー
ル
グ
ロ
ー
ブ
事
件
に

お
い
て
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
判
事
が
述
べ
た
「
裁
判
所
は
こ
の

政
治
的
茂
み
に
介
入
す
る
べ
き
で
は
な
い
（C

ourts ought not 
to enter this political thicket

）」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
政

治
問
題
の
法
理
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
有
名
で
あ
る

（
42
）

。

こ
の
理
論
は
、
統
治
行
為
論
と
同
じ
く
、
連
邦
政
府
の
機
関
相

互
間
の
紛
争
に
介
入
し
た
く
な
い
と
い
う
司
法
府
の
欲
求
に
根
ざ

し
て
い
る
。
そ
の
理
論
的
根
拠
は
、
そ
の
様
な
問
題
は
、
有
権
者

が
投
票
箱
と
い
う
政
治
過
程
に
よ
っ
て
解
決
す
る
の
が
最
善
で
あ

る
と
い
う
点
に
あ
る
。

（
一
）　

ベ
イ
カ
ー
対
カ
ー
事
件

こ
の
伝
統
的
な
法
理
を
大
き
く
変
更
し
た
の
が
、
こ
のB

aker 
v. C

arr, 369 U
.S

. 186 

（1962

）
事
件
で
あ
る
。

1　

事
件
の
概
要

原
告
で
あ
る
ベ
イ
カ
ー
（C

harles B
aker

）
は
、
テ
ネ
シ
ー

州
シ
ェ
ル
ビ
ー
郡
の
住
人
だ
っ
た

（
43
）

。

テ
ネ
シ
ー
州
憲
法
第
二
条
は
、
次
の
様
に
定
め
て
い
た
。

第
三
節　

立
法
権
限
及
び
任
期
：
こ
の
州
の
立
法
権
限
は

止
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
原
則
を
形
成
し
て
い

る
。」

こ
れ
が
、
今
日
、
ブ
ラ
ン
デ
ン
バ
ー
グ
・
テ
ス
ト
と
呼
ば
れ
る

審
査
方
法
で
あ
る
。

三　

投
票
権
の
平
等

ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
の
前
ま
で
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、

政
治
問
題
（P

olitical question
）
に
は
介
入
し
な
い
と
い
う
立

場
を
貫
い
て
き
た
。

政
治
問
題
の
法
理
と
は
、
わ
が
国
で
い
わ
れ
る
統
治
行
為
論
と

類
似
し
た
理
論
で
、
米
国
で
は
司
法
権
の
限
界
と
密
接
に
結
び
つ

い
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
古
く
は
、
マ
ー
ベ
リ
対
マ
デ
ィ
ス
ン
事

件
で
、
マ
ー
シ
ャ
ル
長
官
が
そ
の
事
を
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

マ
ー
シ
ャ
ル
は
、
国
務
長
官
が
純
粋
に
自
由
裁
量
に
属
す
る
問
題
、

例
え
ば
大
統
領
に
対
す
る
政
治
的
事
項
に
つ
い
て
の
助
言
を
行
っ

た
場
合
に
は
、
何
ら
法
的
に
特
定
で
き
る
問
題
を
述
べ
た
わ
け
で

は
な
い
の
で
、
そ
の
事
務
の
処
理
は
、
裁
判
所
の
審
査
対
象
に
は

な
ら
な
い
と
し
た
。

政
治
問
題
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
、
司
法
審
査
権
の
発
動
を

最
初
に
拒
ん
だ
の
は
、
一
八
四
九
年
の
ル
ー
サ
ー
対
ボ
ー
デ
ン
事

二
七
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
三
〇
）

れ
は
隣
接
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
郡
は
選
挙
区
を

形
成
す
る
に
当
た
り
分
割
し
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
州
議
会
の
選
挙
区
は
上
下
両
院
共
に
ほ
ぼ
等
し

い
人
口
に
区
割
り
さ
れ
る
よ
う
に
、
連
邦
政
府
が
一
〇
年
毎
に
実

施
す
る
国
勢
調
査
に
基
づ
い
て
再
編
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
た
。

一
〇
年
ご
と
の
議
員
配
分
の
見
直
し
は
一
八
七
一
年
か
ら

一
九
〇
一
年
ま
で
は
、
き
ち
ん
と
行
わ
れ
て
い
た
。
一
八
八
一
年

の
見
直
し
に
よ
り
、
上
院
議
員
数
は
二
五
名
か
ら
三
三
名
に
、
下

院
議
員
数
は
七
五
名
か
ら
九
九
名
に
そ
れ
ぞ
れ
増
員
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
は
六
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、
一
度
も
議
員
数

の
見
直
し
及
び
選
挙
区
割
の
再
編
を
実
施
し
て
い
な
か
っ
た
。

一
九
〇
一
年
の
テ
ネ
シ
ー
州
の
人
口
は
二
〇
二
万
〇
、六
一
六
人

で
、
そ
の
う
ち
四
八
万
七
、三
八
〇
人
が
有
権
者
で
あ
っ
た
。

一
九
六
〇
年
に
は
三
五
六
万
七
、〇
八
九
人
に
増
加
し
て
お
り
、

そ
の
う
ち
二
〇
九
万
二
、八
九
一
人
が
有
権
者
と
な
っ
て
い
た

（
44
）

。

ベ
イ
カ
ー
が
訴
え
を
提
起
し
た
時
点
で
は
、
シ
ェ
ル
ビ
ー
郡
内

の
彼
の
居
住
す
る
選
挙
区
の
人
口
は
、
近
隣
の
農
村
部
の
選
挙
区

に
比
し
、
約
一
〇
倍
の
人
口
を
有
す
る
ま
で
に
人
口
移
動
が
発
生

し
て
い
た
。 

そ
の
結
果
、
農
村
部
住
民
の
選
挙
権
は
、
都
市
住

民
の
選
挙
権
よ
り
も
価
値
が
一
〇
倍
も
価
値
が
あ
る
こ
と
に
な
っ

州
議
会
（G

eneral A
ssem

bly

）
に
あ
り
、
上
院
と
下
院
か

ら
構
成
さ
れ
、
い
ず
れ
も
人
口
に
依
存
す
る
。
任
期
は
総
選

挙
の
日
か
ら
二
年
間
と
す
る
。

第
四
節　

国
勢
調
査
：
有
権
者
名
簿
及
び
議
会
に
お
け
る

議
員
の
配
分
は
、
一
八
七
一
年
に
行
い
、
以
後
一
〇
年
ご
と

に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
節　

下
院
議
員
の
配
分
：
下
院
議
員
数
は
、
そ
の
期

間
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
有
権
者
数
に
応
じ
て
、
郡
ま
た
は

選
挙
区
間
で
配
分
さ
れ
る
も
の
と
し
、
州
の
人
口
が
一
五
〇

万
人
ま
で
は
七
五
人
を
超
え
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
後
も
九
九

人
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
人
口
比
で
三
分
の
二
を
超
え
る

郡
は
一
議
席
を
割
り
当
て
ら
れ
る
権
利
を
有
す
る
。

第
六
節　

上
院
議
員
の
配
分
：
上
院
議
員
数
は
、
そ
の
期

間
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
有
権
者
数
に
応
じ
て
、
郡
ま
た
は

選
挙
区
間
で
配
分
さ
れ
る
も
の
と
し
、
下
院
議
員
数
の
三
分

の
一
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
異
な
る
郡
の
間
で
上
院
議
員

を
配
分
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
下
院
議
員
の
配
分
に
当
た
っ

て
失
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
端
数
を
、
可
能
な
限
り
補
え
る

よ
う
に
、
上
院
議
員
の
選
挙
区
を
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
選
挙
区
が
二
以
上
の
郡
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
き
、
そ

二
七
四



社
会
を
変
え
た
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
一
七
三
一
）

ベ
イ
カ
ー
は
連
邦
最
高
裁
判
所
に
上
告
し
た
。

2　

判
決
の
内
容

判
決
は
一
九
六
二
年
三
月
二
六
日
に
下
さ
れ
た
。
結
果
は
、
六

対
二
で
、
ベ
イ
カ
ー
事
件
は
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
と
し
た
。

反
対
意
見
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
判
事
及
び
ハ
ー
ラ
ン
判
事
で
あ

る
。
ま
た
、
ウ
ィ
テ
カ
ー
（C

harles E
vans W

hittaker

）
判

事
は
、
自
ら
表
決
に
参
加
し
な
か
っ
た
。
意
見
が
ま
と
ま
ら
な

か
っ
た
た
め
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
後
、
同
判
事
は
健
康
問
題
を
理

由
に
辞
職
す
る
。

法
廷
意
見
は
ブ
レ
ナ
ン
（W

illiam
 J. B

rennan, Jr. 

）
判
事

が
執
筆
し
た
。

ブ
レ
ナ
ン
は
、
ま
ず
合
衆
国
憲
法
第
三
条
第
二
節
が
「
合
衆
国

の
司
法
権
は
、
こ
の
憲
法
、
合
衆
国
の
法
律
お
よ
び
合
衆
国
の
権

限
に
も
と
づ
き
締
結
さ
れ
た
、
ま
た
は
将
来
締
結
さ
れ
る
条
約
の

も
と
で
発
生
す
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
お
よ
び
エ
ク
ィ
テ
ィ
上
の
す

べ
て
の
事
件
に
及
ぶ
。」
と
述
べ
て
い
る
の
を
引
用
し
、
こ
の
事

件
が
合
衆
国
憲
法
に
基
づ
き
提
起
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
事
は
明
ら

か
で
あ
る
と
宣
言
す
る
。

被
告
側
が
コ
ー
ル
グ
ロ
ー
ブ
事
件
判
決
を
、
こ
う
し
た
問
題
が

裁
判
所
の
事
物
管
轄
に
属
し
な
い
先
例
と
し
て
引
用
し
た
の
に
対

て
い
る
。
そ
こ
で
、
ベ
イ
カ
ー
は
、
テ
ネ
シ
ー
州
公
職
選
挙
法
は
、

第
一
四
修
正
の
定
め
る
平
等
保
護
条
項
に
違
反
し
て
い
る
と
、
テ

ネ
シ
ー
州
国
務
長
官
で
あ
る
カ
ー
（Joe C

arr

）
を
相
手
取
っ
て

訴
え
を
提
起
し
た
。
選
挙
区
割
り
の
再
編
の
責
任
を
負
っ
て
い
る

の
は
州
議
会
で
あ
る
が
、
カ
ー
は
州
選
挙
の
実
施
の
た
め
に
、
選

挙
区
割
り
地
図
を
公
表
す
る
上
で
、
最
終
的
に
責
任
あ
る
地
位
に

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
テ
ネ
シ
ー
州
は
、
上
述
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ

判
事
の
言
葉
を
引
用
し
、
州
議
会
選
挙
区
割
の
問
題
は
、
本
質
的

に
政
治
問
題
で
あ
っ
て
、
司
法
権
の
審
査
に
服
す
る
問
題
で
は
無

い
、
と
主
張
し
た
。

連
邦
地
方
裁
判
所
は
こ
の
事
件
を
取
り
扱
う
に
当
た
り
、
⒜
裁

判
所
は
、
そ
の
事
物
管
轄
に
服
す
る
問
題
に
つ
い
て
の
み
司
法
審

査
権
を
有
す
る
、
⒝
訴
訟
に
な
じ
む
事
件
は
、
原
告
が
裁
判
に

よ
っ
て
適
切
な
救
済
を
受
け
ら
れ
る
権
利
を
有
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
こ
と
、
⒞
被
告
は
、
原
告
が
テ
ネ
シ
ー
州
公
職
選
挙
法
に
関

し
て
、
問
題
を
提
起
し
て
い
る
、
と
分
析
し
、
こ
の
事
件
で
は
原

告
は
、
裁
判
所
が
憲
法
上
の
権
利
の
侵
害
を
発
見
し
た
と
し
て
も
、

裁
判
所
と
し
て
そ
れ
を
救
済
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
訴
え

は
不
適
切
で
あ
る
と
し
て
、
却
下
し
た
。

二
七
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
三
二
）

す
る
。
ト
ー
ニ
ー
は
、
そ
の
判
決
で
、
次
の
諸
点
を
主
張
し
た
。

⑴ 　

も
し
も
裁
判
所
が
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
期
間
、
憲
法

に
従
っ
た
政
府
が
法
的
に
存
在
し
な
い
と
し
て
、
不
当
な

被
告
の
行
為
を
認
め
た
場
合
は
、
そ
の
政
府
の
行
動
の
す

べ
て
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
法
律
の
制
定
、
税
金
の
徴
収
、

給
与
の
支
払
い
、
財
政
の
運
営
、
命
令
の
公
布
、
等
々
は

す
べ
て
無
効
に
な
る
。
そ
し
て
、
政
府
の
命
令
を
実
施
し

た
官
憲
は
、
仮
に
そ
れ
が
犯
罪
に
な
ら
な
い
場
合
に
も
、

侵
入
者
と
し
て
釈
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う

な
、
原
告
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
行
動
を
打
破
し
た
官
憲

の
行
為
が
、
法
的
に
認
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
、
そ
れ

を
事
実
上
有
効
化
す
る
い
か
な
る
理
論
も
、
も
ち
ろ
ん
存

在
し
な
い
。
原
告
の
決
定
は
必
然
的
に
、
い
か
な
る
尺
度

に
照
ら
し
て
も
、
重
要
な
混
乱
を
引
き
起
こ
し
、
憲
法
を

尊
重
し
擁
護
す
る
司
法
の
義
務
を
自
制
し
な
け
れ
ば
、
そ

の
結
果
は
避
け
る
べ
き
結
果
を
生
み
出
し
て
い
た
だ
ろ
う
。

⑵ 　

い
か
な
る
州
裁
判
所
も
、
州
政
府
の
権
威
の
中
心
に
あ

る
問
題
に
対
し
て
、
司
法
責
任
を
負
う
と
は
認
識
さ
れ
て

い
な
い
。
実
際
、
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
の
裁
判
所
は
、

い
く
つ
か
の
事
件
で
「
憲
法
に
基
づ
く
政
府
を
排
除
す
べ

し
、
ブ
レ
ナ
ン
は
、
被
告
側
は
同
判
決
を
誤
読
し
て
い
る
と
決
め

つ
け
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
同
判
決
に
関
与
し
た
七
人
の
判
事
の
う

ち
、
反
対
意
見
を
書
い
た
ブ
ラ
ッ
ク
、
ダ
グ
ラ
ス
及
び
マ
ー
フ
ィ

判
事
は
、
管
轄
権
が
あ
る
と
明
確
に
述
べ
て
お
り
、
補
足
意
見
を

書
い
た
ラ
ト
リ
ッ
ジ
判
事
も
、
結
論
に
同
意
し
て
お
り
、
そ
し
て
、

多
数
意
見
を
書
い
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
判
事
（
こ
れ
に
リ
ー
ド
、

バ
ー
ト
ン
両
判
事
が
同
意
し
て
い
る
）
は
、
管
轄
が
あ
る
こ
と
に

疑
問
を
呈
し
て
い
る
が
、
そ
の
様
な
疑
問
は
判
決
論
旨
と
首
尾
一

貫
し
て
い
な
い
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
中
心
問
題
と
言
う
べ
き
司
法
判
断
適
合
性
に
つ
い
て

は
次
の
様
に
分
類
し
て
論
じ
た
。

①　

外
交
問
題
（F

oreign relations
）

②　

敵
対
行
為
の
期
間
の
日
付

　
　
（D

ates of duration of hostilities

）

③　

制
定
案
の
妥
当
性
（V

alidity of enactm
ents

）

④　

政
府
の
共
和
政
体

　
　
（R
epublican form

 of governm
ent

）

こ
れ
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
に
詳
し
く
論
じ
て
い
る
が
、
こ
の
事
件
の

中
心
が
、
こ
の
第
四
の
問
題
で
あ
る
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ブ
レ

ナ
ン
は
ル
ー
サ
ー
事
件
の
ト
ー
ニ
ー
長
官
の
議
論
を
詳
し
く
紹
介

二
七
六



社
会
を
変
え
た
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
一
七
三
三
）

づ
く
請
求
を
追
加
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
我
々
が
見
て
き
た

よ
う
に
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
条
項
へ
依
存
す
る
こ
と
は
無
益

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
共
和
制
保
障
条
項
へ
の
依
存
が
成
功

し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
上
告
人
が
、
平
等
保
護
条
項
に

よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
し
、
実

際
に
彼
ら
は
そ
う
し
て
い
る
。 

第
一
四
修
正
に
基
づ
く
主

張
は
政
治
問
題
の
要
素
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

共
和
制
保
障
条
項
が
実
際
に
現
実
の
政
治
問
題
そ
れ
自
体
で

あ
る
が
故
に
非
司
法
的
で
あ
る
の
と
同
様
に
真
実
で
あ
る
。

し
か
し
、
我
々
は
こ
こ
で
問
題
は
発
生
し
な
い
こ
と
を
発
見

し
た
。」

つ
ま
り
同
じ
問
題
で
も
、
共
和
制
保
障
条
項
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー

チ
で
あ
れ
ば
政
治
問
題
で
あ
る
が
、
平
等
保
護
条
項
か
ら
の
ア
プ

ロ
ー
チ
は
政
治
性
を
持
た
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、

例
に
よ
っ
て
こ
の
主
張
に
都
合
の
良
い
先
例
が
い
ろ
い
ろ
と
紹
介

さ
れ
る
。

「
我
々
は
、
し
た
が
っ
て
、
共
和
制
保
障
条
項
に
依
存
す
る

訴
え
が
、
我
々
が
『
政
治
的
』
と
考
え
る
問
題
の
具
体
化
か

ら
提
起
さ
れ
る
が
故
に
非
司
法
的
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
事

件
の
場
合
に
お
け
る
平
等
保
護
の
要
求
と
い
う
問
題
の
司
法

き
か
否
か
の
決
定
は
、
政
治
部
門
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
」

と
述
べ
、
何
の
行
動
も
行
わ
な
か
っ
た
。

⑶ 　
「
問
題
が
、
完
全
に
州
の
憲
法
及
び
法
律
に
関
係
」
し

て
い
る
限
り
、
連
邦
裁
判
所
は
、
そ
れ
を
覆
す
連
邦
憲
法

上
の
根
拠
が
な
い
限
り
、
州
裁
判
所
の
決
定
に
従
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

⑷ 　

合
衆
国
憲
法
に
は
、
第
四
条
四
節
の
共
和
政
体
保
障
条

項
を
除
き
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
使
え
る
適
切
な
条
項
は

な
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
政
府
の
選
択
に
関
し
て

は
、
独
立
し
て
行
動
す
る
裁
判
所
に
よ
っ
て
作
る
こ
と
が

で
き
る
基
準
は
存
在
し
な
い
。

こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
理
論
と
し
て
ト
ー
ニ
ー

長
官
が
打
ち
出
し
た
の
が
、
政
治
問
題
の
法
理
な
の
で
あ
る
。
こ

れ
以
降
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
政
治
問
題
法
理
に
よ
り
お
び
た
だ

し
い
事
件
を
処
理
し
て
き
た
と
し
て
、
ブ
レ
ナ
ン
は
そ
の
判
例
を

列
挙
す
る
。

そ
の
上
で
、
ブ
レ
ナ
ン
は
、
こ
の
事
件
と
先
例
と
の
違
い
を
指

摘
す
る
。
次
の
様
に
述
べ
る
。

「
こ
の
事
件
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
州
内
の
政
治
権
力
の
配

分
を
伴
わ
な
い
の
で
、
控
訴
人
は
、
共
和
制
保
障
条
項
に
基

二
七
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
三
四
）

邦
最
高
裁
判
所
が
宣
言
し
た
と
い
う
意
味
で
、
極
め
て
重
要
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
こ
の
判
決
こ
そ
が
、
有
名
な
一
人
一
票
（one 

person, one vote

）
と
い
う
基
準
が
確
立
さ
れ
た
判
決
で
あ
る
、

と
い
う
意
味
で
も
重
要
で
あ
る
。

1　

事
実
の
概
要

サ
ン
ダ
ー
（Jam

es S
anders

）
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
フ
ル
ト

ン
郡

（
46
）

に
住
む
有
権
者
で
あ
る
が
、
民
主
党
の
州
執
行
部
委
員
長
で

あ
る
グ
レ
イ
（Jam

es H
. G

ray

）
を
相
手
取
っ
て
、
同
州
の
予

備
選
挙
制
度
（
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
で
はC

ounty U
nit S

ystem

と

呼
ぶ
。
各
郡
に
ユ
ニ
ッ
ト
と
呼
ば
れ
る
投
票
権
を
割
り
当
て
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。）
の
違
憲
性
を
主
張
し
て
、
訴
え
を
提
起
し
た
。

ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
で
は
民
主
党
が
強
く
、
そ
の
結
果
、
民
主
党
内
に

お
け
る
予
備
選
挙
が
、
通
常
は
、
州
の
公
職
を
決
定
す
る
機
能
を

有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

サ
ン
ダ
ー
は
、
民
主
党
の
予
備
選
挙
方
法
は
、
小
さ
な
郡
に
強

い
力
を
与
え
て
い
る
と
い
う
点
で
、
不
平
等
だ
と
主
張
し
た
。
農

村
部
に
位
置
す
る
郡
に
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
人
口
の
三
分
の
一

し
か
住
ん
で
い
な
い
の
に
、
州
の
投
票
権
総
数
四
一
〇
ユ
ニ
ッ
ト

の
過
半
数
を
出
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ

れ
に
対
し
、
そ
の
時
点
で
、
フ
ル
ト
ン
郡
に
は
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
総

判
断
適
合
性
に
な
ん
ら
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
、

と
結
論
す
る
。」

こ
れ
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ァ
ー
タ
判
事
は
、
そ
の
反
対
意
見

（
ハ
ー
ラ
ン
判
事
は
こ
れ
に
賛
同
）
で
次
の
様
に
述
べ
た
。

「
原
告
は
投
票
す
る
権
利
及
び
そ
れ
を
計
数
さ
れ
る
権
利
を

有
し
て
い
る
が
、
彼
ら
は
投
票
を
許
さ
れ
、
そ
の
投
票
は
既

に
計
数
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
主
張
は
彼
ら
の
投
票
が
十
分

に
強
力
な
も
の
で
は
無
い
、
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
、

救
済
を
、
裁
判
所
で
は
無
く
、
立
法
制
度
に
求
め
る
べ
き
で

あ
る
。」

3　

そ
の
後

こ
の
判
決
に
よ
り
、
立
法
府
の
選
挙
区
は
、
同
等
の
重
み
を
持

つ
よ
う
に
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
原
則
が
確
立
し

た
。
ウ
ォ
ー
レ
ン
は
、
そ
の
回
想
録
中
で
、
こ
の
判
決
を
、
彼
の

在
任
中
の
最
重
要
判
決
と
述
べ
て
い
る

（
45
）

。

（
二
）　

グ
レ
イ
対
サ
ン
ダ
ー
事
件

こ
のG
ray v. S

anders, 372 U
.S

. 368 

（1963

）
事
件
は
、

各
政
党
が
行
っ
て
い
る
予
備
選
挙
と
い
う
、
い
わ
ば
政
党
内
の
私

的
行
事
に
も
、
ベ
イ
カ
ー
事
件
の
法
理
が
適
用
に
な
る
事
を
、
連

二
七
八
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裁
判
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斐
）

（
一
七
三
五
）

し
て
い
る
。
政
党
の
予
備
選
挙
に
よ
る
有
権
者
の
排
除
は
、

州
に
よ
る
強
制
排
除
の
効
果
を
有
す
る
」

そ
の
上
で
、
予
備
選
挙
に
お
け
る
一
票
の
格
差
を
問
題
に
し
、

次
の
様
に
述
べ
る
。

「
独
立
宣
言
、
リ
ン
カ
ー
ン
の
ゲ
テ
ィ
ス
バ
ー
グ
の
演
説
、

そ
し
て
第
一
五
修
正
、
第
一
七
修
正
、
お
よ
び
第
一
九
修
正

が
述
べ
て
い
る
政
治
的
平
等
の
概
念
は
た
だ
一
つ
、
一
人
一

票
を
意
味
す
る

（
47
）

。」

こ
の
下
り
が
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
一
人
一
票
の
原
則
を
明
確

に
宣
言
し
た
最
初
で
あ
り
、
以
後
、
投
票
権
の
平
等
に
言
及
す
る

す
べ
て
の
判
例
が
、
こ
の
判
決
を
引
用
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
三
）　

レ
イ
ノ
ル
ズ
対
シ
ム
ズ
事
件

こ
のR

eynolds v. S
im

s, 377 U
.S

. 533 

（1964

）
事
件
は
、

連
邦
最
高
裁
判
所
が
州
議
会
に
お
け
る
一
票
の
格
差
を
問
題
に
し

た
事
件
で
あ
る
。
し
か
し
、
上
記
ベ
イ
カ
ー
事
件
判
決
を
受
け
て
、

一
層
踏
み
込
ん
だ
判
決
を
下
し
た
の
が
、
こ
の
事
件
で
あ
る
。

こ
の
訴
訟
は
、
ア
ラ
バ
マ
州
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
郡

（
48
）

の
住
民
で
あ

り
、
有
権
者
で
あ
り
、
納
税
者
で
あ
る
シ
ム
ズ
（M

. O
. S

im
s

）

等
が
提
起
し
た
ク
ラ
ス
ア
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

人
口
の
一
四
・
一
一
％
の
人
口
が
住
ん
で
い
る
の
に
、
与
え
ら
れ

て
い
る
投
票
権
は
六
ユ
ニ
ッ
ト
で
一
・
四
六
％
に
す
ぎ
な
い
。
例

え
ばE

chols 

郡
は
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
で
最
小
の
郡
で
、
人
口
は
わ

ず
か
に
九
三
八
人
と
、
総
人
口
の
〇
・
〇
五
％
に
過
ぎ
な
い
の
に
、

同
郡
に
は
一
ユ
ニ
ッ
ト
の
投
票
権
（
す
な
わ
ち
全
体
の

〇
・
四
八
％
）
が
、
予
備
選
挙
制
度
の
下
で
は
割
り
当
て
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
結
果
、
両
郡
の
投
票
権
に
は
一
〇
倍
も
の
格
差
が
あ

る
と
い
う
の
で
あ
る
。

2　

判
決
の
内
容

票
決
は
八
対
一
と
な
っ
た
。
反
対
意
見
は
ハ
ー
ラ
ン
判
事
で
あ

る
。
判
決
文
は
ダ
グ
ラ
ス
判
事
が
執
筆
し
た
。
ダ
グ
ラ
ス
判
事
は
、

判
決
冒
頭
で
、
端
的
に
述
べ
る
。

「
我
々
は
、
こ
の
政
党
の
予
備
選
挙
と
い
う
活
動
が
、
第

一
四
修
正
の
適
用
と
な
る
ス
テ
ィ
ツ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る

と
し
た
、
原
審
判
決
に
同
意
す
る
。」

そ
の
原
審
判
決
は
、
次
の
様
に
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
我
々
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
州
は
、
そ
れ
が
必
要
と
す

る
管
理
者
を
介
し
て
、
予
備
選
挙
に
協
力
し
、
党
の
ル
ー
ル

に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
権
力
を
行
使
し
て
い
る
と
考
え
る
。

そ
れ
は
公
選
機
構
の
一
部
と
し
て
、
予
備
選
挙
制
度
を
採
用

二
七
九
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本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
三
六
）

郡
に
配
分
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
回
の

合
衆
国
国
勢
調
査
が
行
わ
れ
た
後
に
開
か
れ
る
最
初
の
会

期
ま
で
は
、
改
正
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。

第
四
条
一
九
九
節

一
九
一
〇
年
に
行
わ
れ
る
合
衆
国
国
勢
調
査
、
そ
し
て
そ

の
後
一
〇
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
国
勢
調
査
の
後
、
最
初
の

会
期
に
、
国
勢
調
査
に
よ
る
各
郡
の
住
民
の
人
口
に
従
い
、

下
院
議
員
の
数
及
び
州
内
の
郡
へ
の
配
分
を
行
う
法
律
を

確
定
す
る
こ
と
は
、
議
会
の
義
務
で
あ
る
。
各
郡
は
少
な

く
と
も
一
名
の
下
院
議
員
を
配
分
さ
れ
る
。

第
四
条
二
〇
〇
節

一
九
一
〇
年
に
行
わ
れ
る
合
衆
国
国
勢
調
査
、
そ
し
て
そ

の
後
一
〇
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
国
勢
調
査
の
後
、
最
初
の

会
期
に
、
国
勢
調
査
に
よ
る
各
郡
の
住
民
の
人
口
に
従
い
、

上
院
議
員
の
数
及
び
州
内
の
上
院
選
挙
区
へ
の
配
分
を
行

う
法
律
を
確
定
す
る
こ
と
は
、
議
会
の
義
務
で
あ
る
。
上

院
選
挙
区
は
、
議
員
数
だ
け
設
置
さ
れ
、
各
選
挙
区
は
、

そ
の
住
民
の
人
口
が
ほ
ぼ
等
し
く
な
る
よ
う
に
分
割
さ
れ
、

各
選
挙
区
に
は
一
名
の
上
院
議
員
だ
け
が
配
分
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
選
挙
区
は
一
度
設
定
さ
れ
た
後
は
、
次
の
合
衆

1　

事
件
の
概
要

ア
ラ
バ
マ
州
は
二
院
制
を
採
用
し
て
お
り
、
そ
の
議
席
数
及
び
、

そ
れ
を
ア
ラ
バ
マ
州
の
各
地
域
に
ど
の
よ
う
に
配
分
す
る
か
は

一
九
〇
一
年
ア
ラ
バ
マ
州
憲
法
が
定
め
て
い
た
。

そ
れ
を
示
す
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
四
条
五
〇
節

議
会
は
、
最
高
三
五
名
の
上
院
議
員
と
、
最
高
一
〇
五
名

の
下
院
議
員
か
ら
構
成
さ
れ
、
こ
の
憲
法
の
述
べ
る
と
こ

ろ
に
し
た
が
い
、
数
地
区
及
び
郡
に
配
分
さ
れ
る
。
上
述

の
数
の
下
院
議
員
に
加
え
、
今
後
創
設
さ
れ
る
新
し
い
郡

に
は
一
名
の
下
院
議
員
が
配
分
さ
れ
る
。

第
四
条
一
九
七
節

上
院
議
員
の
総
数
は
、
下
院
議
員
の
総
数
の
四
分
の
一
以

上
、
三
分
の
一
以
下
と
す
る
。

第
四
条
一
九
八
節

下
院
は
、
最
高
一
〇
五
名
の
議
員
よ
り
構
成
さ
れ
る
。
但

し
、
新
し
く
郡
が
設
置
さ
れ
た
場
合
に
は
そ
の
郡
に
は
一

名
の
下
院
議
員
が
配
分
さ
れ
る
。
下
院
議
員
は
、
議
会
に

よ
り
、
一
〇
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
合
衆
国
の
国
勢
調
査
の

結
果
確
定
さ
れ
た
各
郡
の
住
民
の
人
口
に
応
じ
て
、
州
の

二
八
〇
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会
を
変
え
た
最
高
裁
判
所
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甲
斐
）

（
一
七
三
七
）

所
に
対
し
、
ア
ラ
バ
マ
州
の
公
職
選
挙
法
が
ア
ラ
バ
マ
州
憲
法
及

び
第
一
四
修
正
の
平
等
保
護
条
項
に
違
反
し
て
い
る
こ
と
を
確
認

す
る
宣
言
及
び
選
挙
法
が
改
正
さ
れ
な
い
限
り
、
一
九
六
二
年

一
一
月
の
選
挙
の
差
し
止
め
命
令
を
求
め
て
、
一
九
六
一
年
八
月

二
六
日
に
出
訴
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
ア
ラ
バ
マ
州
議
会
は
一
九
六
二
年
七
月
一
二
日

に
臨
時
会
を
開
き
、
一
九
六
六
年
の
選
挙
か
ら
効
力
を
有
す
る
二

つ
の
再
配
分
計
画
を
採
択
し
た
。

第
一
の
そ
れ
は
州
憲
法
の
改
正
を
提
案
す
る
も
の
で
、
六
七
上

院
議
員
修
正
と
称
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
下
院
に
つ
い
て
は
、

一
〇
六
名
の
議
員
を
、
ア
ラ
バ
マ
州
の
六
七
郡
に
一
名
宛
配
分
し
、

残
り
は
人
口
に
応
じ
て
等
し
く
配
分
さ
れ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

上
院
は
六
七
名
に
増
員
さ
れ
、
一
名
宛
各
郡
に
配
分
さ
れ
る
。
議

会
は
、
こ
の
憲
法
修
正
を
一
九
六
二
年
一
一
月
に
行
わ
れ
る
通
常

選
挙
の
際
、
選
挙
民
の
投
票
に
付
す
る
こ
と
と
し
た
。

第
二
の
定
数
是
正
案
は
、
通
常
の
法
律
と
し
て
議
会
で
採
択
さ

れ
、
ア
ラ
バ
マ
州
知
事
の
署
名
に
よ
り
成
立
し
た
。
正
式
名
称
を
、

一
九
六
二
年
ア
ラ
バ
マ
議
席
再
配
分
法
（A

labam
a 

R
eapportionm

ent A
ct of 1962

）、
通
称
を
ク
ロ
フ
ォ
ー
ド
・

ウ
ェ
ッ
ブ
法
（C

raw
ford-W

ebb A
ct

）
と
い
う
こ
の
法
律
は
、

国
国
勢
調
査
の
後
に
開
催
さ
れ
る
配
分
の
た
め
の
会
期
ま

で
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
配
分
会
期
の
後
に
新
し
い

郡
が
創
設
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
郡
は
既
存
の
常
勤
選

挙
区
に
編
入
さ
れ
る
。
い
か
な
る
郡
も
二
つ
の
選
挙
区
に

分
割
さ
れ
る
こ
と
は
無
く
、
い
か
な
る
選
挙
区
も
互
い
に

隣
接
し
な
い
二
つ
以
上
の
郡
か
ら
構
成
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
。

第
一
八
条
二
八
四
節

議
会
の
選
挙
制
度
は
人
口
に
基
づ
き
、
選
挙
制
度
が
人
口

に
基
づ
く
こ
と
は
、
憲
法
修
正
が
無
い
限
り
変
更
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
。

ア
ラ
バ
マ
州
で
は
郡
の
数
が
一
九
〇
三
年
に
一
つ
増
加
し
て

六
七
に
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
こ
の
訴
訟
の
時
点
に
お
け
る
上
院

議
員
は
三
五
名
、
下
院
議
員
は
一
〇
六
名
と
な
っ
て
い
た
。
と
こ

ろ
が
、
ア
ラ
バ
マ
州
の
公
職
選
挙
法
に
お
け
る
選
挙
区
は
、

一
九
〇
〇
年
の
国
勢
調
査
以
降
、
変
更
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
か

ら
一
九
六
〇
年
ま
で
の
間
に
、
人
口
の
増
加
率
は
均
等
で
は
無
く
、

そ
の
結
果
と
し
て
、
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
郡
等
は
、
定
数
の
不
均
衡

に
よ
り
、「
自
由
か
つ
平
等
な
選
挙
に
お
け
る
平
等
な
投
票
権
」

が
侵
害
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
原
告
は
、
連
邦
裁
判

二
八
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
三
八
）

州
の
総
人
口
の
わ
ず
か
二
五
・
一
％
の
住
ん
で
い
る
地
域
が
上
院

議
員
の
過
半
数
を
選
出
し
て
お
り
、
同
様
に
総
人
口
の

二
五
・
七
％
が
住
ん
で
い
る
郡
が
下
院
議
員
の
過
半
数
を
選
出
し

て
い
た
。
上
院
の
場
合
に
は
一
票
の
価
値
の
格
差
は
四
一
対
一
に

達
し
て
お
り
、
下
院
の
場
合
で
も
一
六
対
一
に
な
っ
て
い
た
。
ブ

ロ
ッ
ク
郡
（B

ullock C
ounty

）
の
人
口
は
一
万
三
、四
六
二
人
、

ヘ
ン
リ
ー
郡
（H

enry C
ounty

）
の
人
口
は
一
万
五
、二
八
六
人

な
の
に
、
両
郡
は
そ
れ
ぞ
れ
二
議
席
を
ア
ラ
バ
マ
下
院
に
有
し
て

い
る
一
方
、
モ
バ
イ
ル
郡
（M

obile C
ounty

）
は
三
一
万

四
、三
〇
一
人
も
の
人
口
が
あ
る
の
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
わ

ず
か
三
議
席
で
あ
っ
た
。
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
郡
（Jeff erson 

C
ounty

）
は
、
こ
の
時
点
の
人
口
は
六
三
万
四
、八
六
四
人
も

あ
っ
た
の
に
、
こ
れ
に
対
し
、
七
議
席
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
。
上
院
議
員
に
関
し
て
は
、
ア
ラ
バ
マ
州
憲
法
の
規
定
が
、

一
郡
に
一
議
席
以
上
を
与
え
る
こ
と
を
解
釈
さ
れ
て
い
た
の
で
、

ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
郡
は
六
〇
万
人
以
上
の
人
口
が
あ
る
の
に
、
上

院
議
員
は
一
名
し
か
配
分
さ
れ
て
い
な
い
一
方
、
ラ
ウ
ン
ズ
郡

（L
ow

ndes C
ounty

）
は
人
口
一
万
五
、四
一
七
人
、
ウ
ィ
ル

コ
ッ
ク
ス
郡
（W

ilcox C
ounty

）
は
一
万
八
、七
三
九
人
な
の

に
、
一
名
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。

憲
法
改
正
案
が
州
の
有
権
者
の
過
半
数
の
承
認
が
得
ら
れ
な
か
っ

た
場
合
、
も
し
く
は
有
権
者
の
承
認
は
得
ら
れ
て
も
連
邦
裁
判
所

が
憲
法
改
正
案
を
第
一
四
修
正
の
要
件
に
適
合
し
て
い
な
い
と
し

て
拒
絶
し
た
場
合
の
、
予
備
の
法
律
で
あ
る
。
内
容
は
、
上
院
議

員
に
つ
い
て
は
三
五
の
上
院
選
挙
区
を
代
表
す
る
三
五
人
の
議
員

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
し
、
そ
れ
ま
で
の
選
挙
区
を
一
部
だ
け

修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
下
院
の
一
〇
六
議
席
の
配
分
は
、
法
定

の
措
置
は
、
各
郡
に
そ
れ
ぞ
れ
一
議
席
を
与
え
、
残
り
の
三
九
議

席
を
、
ラ
フ
に
人
口
比
例
で
配
分
す
る
方
式
で
あ
っ
た
。
ク
ロ

フ
ォ
ー
ド
・
ウ
ェ
ッ
ブ
法
は
ま
た
、
こ
の
議
席
配
分
は
「
議
会
が
、

法
律
に
基
づ
い
て
再
配
分
さ
れ
る
ま
で
」
そ
れ
が
有
効
で
あ
る
と

定
め
て
い
た
。

先
に
紹
介
し
た
と
お
り
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
一
九
六
二
年

三
月
二
六
日
に
、
ベ
イ
カ
ー
対
カ
ー
判
決
を
下
し
た
。
そ
こ
で
、

ア
ラ
バ
マ
州
の
連
邦
地
方
裁
判
所
の
審
理
は
、
こ
の
判
決
に
準
拠

し
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
九
六
二
年
七
月
二
一
日
に
、
事
件
を
審
理
し
て
い
た
連
邦
地

裁
は
、
ア
ラ
バ
マ
州
議
会
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
代
表
制
は
、
第

一
四
修
正
の
平
等
保
護
条
項
に
違
反
し
て
い
る
と
判
断
し
た
。
現

行
の
規
定
に
、
一
九
六
〇
年
国
勢
調
査
の
数
値
を
適
用
す
る
と
、

二
八
二



社
会
を
変
え
た
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
一
七
三
九
）

基
づ
く
と
す
る
原
則
そ
の
も
の
を
改
正
す
れ
ば
、
今
次
憲
法
改
正

も
可
能
で
あ
る
が
、
ア
ラ
バ
マ
州
最
高
裁
判
所
は
、
既
に
同
節
の

修
正
は
、
憲
法
改
正
会
議
（constitutional convention

）
に
よ

ら
な
け
れ
ば
不
可
能
と
し
て
い
る
の
で
、
通
常
の
憲
法
改
正
手
続

で
修
正
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

同
様
に
、
ク
ロ
フ
ォ
ー
ド
・
ウ
ェ
ッ
ブ
法
に
よ
る
場
合
に
は
、

総
人
口
の
三
七
％
が
、
下
院
の
過
半
数
を
選
出
し
う
る
こ
と
と
な

る
。
確
か
に
、
一
票
の
格
差
は
現
行
の
一
六
対
一
よ
り
は
小
さ
く

な
る
が
、
そ
れ
で
も
五
対
一
に
達
す
る
。
同
法
は
、「
正
し
い
方

向
へ
の
一
歩
で
は
あ
る
が
、
極
端
に
小
さ
な
一
歩
で
あ
る
」
と
地

方
裁
判
所
は
評
価
し
た
。
同
法
の
上
院
に
関
す
る
改
革
も
否
定
す

る
。
例
え
ば
ビ
ブ
郡
（B

ibb C
ounty

）
と
ペ
リ
ー
郡
（P

erry 
C
ounty

）
と
い
う
二
つ
の
郡
で
構
成
さ
れ
る
上
院
選
挙
区
の
住

民
の
投
票
は
、
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
郡
の
住
民
の
投
票
よ
り
二
〇
倍

も
価
値
が
あ
る
。
ま
た
、
最
小
の
六
郡
で
構
成
さ
れ
た
選
挙
区
の

住
民
は
、
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
郡
の
有
権
者
の
そ
れ
の
一
五
倍
の
価

値
が
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
地
方
裁
判
所
は
、
ク
ロ

フ
ォ
ー
ド
・
ウ
ェ
ッ
ブ
法
が
、
恒
久
法
の
一
部
と
し
て
、
ア
ラ
バ

マ
州
憲
法
の
下
で
、
少
な
く
と
も
次
回
の
国
勢
調
査
の
後
ま
で
有

効
と
定
め
て
い
る
こ
と
を
「
全
く
容
認
で
き
な
い
」
と
結
論
づ
け

つ
い
で
、
地
方
裁
判
所
は
ア
ラ
バ
マ
州
議
会
が
提
案
し
て
い
る

憲
法
改
正
案
と
ク
ロ
フ
ォ
ー
ド
・
ウ
ェ
ッ
ブ
法
に
つ
い
て
、
現
行

の
違
憲
状
態
を
解
消
す
る
に
適
当
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
検
討

し
た
。
そ
の
結
果
、
そ
の
い
ず
れ
も
、
連
邦
憲
法
の
平
等
保
護
条

項
に
照
ら
し
、
違
憲
で
あ
る
と
結
論
し
た
。

憲
法
改
正
案
に
つ
い
て
い
う
と
、
現
行
制
度
で
は
州
の
総
人
口

の
二
五
・
一
％
の
住
ん
で
い
る
地
域
が
上
院
議
員
の
過
半
数
を
選

出
し
て
い
る
点
で
問
題
で
あ
っ
た
の
に
、
こ
の
改
正
案
だ
と
総
人

口
の
一
九
・
四
％
の
人
び
と
が
上
院
の
過
半
数
を
支
配
出
来
る
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
三
四
の
小
さ
な
郡
は
、

そ
の
人
口
の
合
計
が
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
郡
に
届
か
な
い
の
に
、

三
四
議
席
と
上
院
の
過
半
数
を
出
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

な
い
し
は
将
来
憲
法
改
正
が
あ
る
場
合
に
は
、
総
人
口
の
一
四
％

の
人
び
と
が
そ
れ
を
阻
め
る
こ
と
に
な
る
（
ア
ラ
バ
マ
州
憲
法
で

は
、
い
ず
れ
か
の
院
の
総
議
員
の
五
分
の
二
が
反
対
す
れ
ば
、
憲

法
改
正
を
阻
め
る
か
ら
で
あ
る
）。
そ
し
て
、
一
票
の
格
差
は
、

元
の
四
一
対
一
か
ら
五
九
対
一
に
拡
大
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

考
え
ら
れ
る
唯
一
の
合
理
化
案
は
、
上
院
に
つ
い
て
も
人
口
比
例

を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
と
、
地
方
裁
判
所
は
結
論
を
下
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
ア
ラ
バ
マ
州
憲
法
第
一
八
条
二
八
四
節
の
人
口
に

二
八
三
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一
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四
〇
）

は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ま
た
、
住
民
に
よ
る
直
接
請
求
（initiative

）

制
度
は
、
ア
ラ
バ
マ
州
法
に
は
存
在
し
な
い
。
州
憲
法
の
改
正
は
、

議
会
の
両
議
院
の
議
員
の
五
分
の
三
以
上
で
採
択
し
た
後
、
州
民

投
票
で
過
半
数
の
同
意
を
得
て
、
始
め
て
実
現
す
る
。

こ
う
し
て
他
に
手
段
が
無
い
た
め
、
当
初
の
原
告
は
、
再
び
裁

判
所
の
救
済
を
求
め
て
出
訴
し
た
。

2　

判
決
の
内
容

票
決
は
七
対
一
と
な
っ
た
。
唯
一
の
反
対
意
見
は
ハ
ー
ラ
ン
判

事
で
あ
る
。
判
決
文
は
ウ
ォ
ー
レ
ン
が
執
筆
し
た
。
ウ
ォ
ー
レ
ン

は
、
冒
頭
、
次
の
様
に
宣
言
す
る
。

「
紛
れ
も
な
く
、
合
衆
国
憲
法
は
、
連
邦
の
選
挙
と
同
様
に
、

州
の
選
挙
に
お
い
て
も
、
投
票
す
る
資
格
を
有
す
る
す
べ
て

の
市
民
の
権
利
を
保
護
す
る
。
参
政
権
の
権
利
を
否
定
ま
た

は
制
限
し
よ
う
と
す
る
試
み
を
含
ん
で
い
る
事
件
で
は
、
当

法
廷
は
一
貫
し
て
、
こ
の
不
可
侵
性
を
明
確
に
し
て
き
た
。」

こ
の
よ
う
に
述
べ
た
上
で
ベ
イ
カ
ー
事
件
等
の
判
例
を
引
用
し
、

さ
ら
に
サ
ン
ダ
ー
事
件
を
引
用
し
て
、
一
人
一
票
の
原
則
を
こ
の

場
合
に
も
適
用
す
る
。

ハ
ー
ラ
ン
判
事
の
こ
の
事
件
に
お
け
る
反
対
意
見
は
少
し
興
味

深
い
の
で
、
紹
介
す
る
。
彼
は
、
多
数
意
見
は
第
一
四
修
正
が
定

た
。そ

こ
で
、
地
方
裁
判
所
は
一
九
六
二
年
一
一
月
の
選
挙
の
た
め

に
、
上
院
に
関
し
て
憲
法
改
正
案
と
ク
ロ
フ
ォ
ー
ド
・
ウ
ェ
ッ
ブ

法
に
含
ま
れ
て
い
る
規
程
か
ら
成
る
暫
定
的
な
定
数
是
正
計
画
を

採
用
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
「
ク
ロ
フ
ォ
ー

ド
・
ウ
ェ
ッ
ブ
法
に
お
け
る
上
院
の
定
数
是
正
提
案
は
、
恒
久
法

の
一
部
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
が
、
絡
ま
っ
た
結
び
目
は
壊

さ
な
い
か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
た
。
一
九
六
二
年
七
月
二
五
日
、

地
方
裁
判
所
は
こ
の
命
令
を
発
し
た
。

地
裁
の
決
定
後
、
憲
法
改
正
案
と
ク
ロ
フ
ォ
ー
ド
・
ウ
ェ
ッ
ブ

法
を
決
定
し
た
の
と
同
じ
臨
時
会
期
に
お
い
て
、
裁
判
所
の
命
じ

た
臨
時
定
数
再
配
分
法
が
可
決
さ
れ
、
直
ち
に
発
効
し
、
新
し
い

予
備
選
挙
も
、
そ
し
て
、
一
一
月
の
選
挙
も
そ
れ
に
よ
っ
て
行
わ

れ
た
。

ア
ラ
バ
マ
州
議
会
の
議
員
は
両
院
と
も
四
年
の
任
期
な
の
で
、

次
の
選
挙
は
一
九
六
六
年
ま
で
行
わ
れ
な
い
。
一
九
六
三
年
の
通

常
会
で
、
議
会
は
定
数
配
分
改
善
の
た
め
の
活
動
を
全
く
せ
ず
、

次
回
の
会
期
は
一
九
六
五
年
ま
で
開
催
し
な
い
こ
と
を
決
め
た
。

こ
の
結
果
、
ア
ラ
バ
マ
州
議
会
の
議
員
定
数
配
分
の
不
均
衡
問

題
を
解
決
す
る
効
果
的
な
政
治
的
な
救
済
策
が
示
さ
れ
る
可
能
性

二
八
四



社
会
を
変
え
た
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
一
七
四
一
）

お
か
し
い
と
考
え
て
い
る
。

﹇
お
わ
り
に
﹈

ウ
ォ
ー
レ
ン
の
主
導
し
た
一
連
の
判
決
を
非
常
に
嫌
っ
て
い
る

ニ
ク
ソ
ン
が
、
一
九
六
八
年
の
選
挙
で
大
統
領
の
座
を
獲
得
し
た
。

そ
こ
で
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
は
、
自
分
の
後
継
者
の
選
定
に
影
響
力
を

確
保
す
る
べ
く
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
大
統
領
の
間
に
辞
任
す
る
こ
と

を
考
え
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
に
通
知
し
た
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
、
そ
の
後
、

ウ
ォ
ー
レ
ン
の
後
継
と
し
て
、
フ
ォ
ー
タ
ス
（A

be F
ortas

）

判
事
を
昇
格
さ
せ
、
そ
の
フ
ォ
ー
タ
ス
の
後
任
に
は
、
司
法
長
官

の
ホ
ー
マ
ー
（H

om
er T

hornberry

）
を
任
命
し
よ
う
と
し
た
。

し
か
し
、
議
事
妨
害
に
直
面
し
て
、
フ
ォ
ー
タ
ス
の
指
名
は
撤
回

さ
れ
た
。
ニ
ク
ソ
ン
は
就
任
後
に
、
バ
ー
ガ
ー
（W

arren 
B
urger

）
を
、
最
高
裁
判
所
長
官
を
任
命
し
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
は
、

正
式
に
一
九
六
九
年
六
月
二
三
日
に
引
退
し
た
。

退
職
後
に
、
彼
は
回
顧
録
を
執
筆
し
た
。
そ
れ
は
彼
の
死
後
の

一
九
七
七
年
に
出
版
さ
れ
た
。
一
九
七
四
年
に
ウ
ォ
ー
レ
ン
は
、

心
臓
発
作
に
見
舞
わ
れ
、
死
去
し
た
。

冒
頭
に
述
べ
た
と
お
り
、
彼
の
改
革
は
き
わ
め
て
革
新
的
な
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
ス
ト
ー
ン
及
び
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
の
二
代
に

め
る
平
等
保
護
条
項
の
本
来
の
目
的
を
無
視
し
、
こ
の
条
項
は
本

来
投
票
権
に
は
及
ば
な
い
、
と
主
張
す
る
。
最
高
裁
判
所
が
自
ら

の
「
善
き
政
府
（good governm

ent

）」
の
概
念
を
各
州
に
押
し

付
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
創
造
性
を
窒
息
さ
せ
、
連
邦
制
の

侵
害
だ
と
す
る
。
ハ
ー
ラ
ン
は
さ
ら
に
、
合
衆
国
憲
法
自
体
が
、

各
州
に
、
そ
の
人
口
の
多
寡
に
関
わ
ら
ず
二
名
の
連
邦
上
院
議
員

を
認
め
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
も
し
原
告
レ
イ
ノ
ル
ズ
が
正
し

い
の
な
ら
、
人
口
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
各
州
に
上
院
二
議
席
を
与

え
る
制
度
の
正
当
性
も
疑
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
論
じ
た
の
で

あ
る
。

こ
の
箇
所
は
、
ち
ょ
っ
と
聞
く
と
説
得
力
が
あ
る
。
そ
の
た
め

に
、
事
実
の
概
要
で
州
憲
法
の
詳
細
な
紹
介
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
本
件
の
場
合
に
は
、
州
憲
法
は
明
確
に
上
院
も
人
口

に
基
づ
く
と
し
て
い
る
の
に
、
ハ
ー
ラ
ン
は
そ
れ
を
無
視
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

わ
が
国
参
議
院
に
、
人
口
比
の
規
定
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

仮
に
国
会
が
参
議
院
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
ご
と
に
二
名
の
議
員

と
定
め
て
も
、
そ
れ
は
違
憲
で
は
な
い
。
最
高
裁
は
、
一
票
の
価

値
の
平
等
を
機
械
的
に
参
議
院
に
も
適
用
し
、
憲
法
四
四
条
が
保

障
し
て
い
る
国
会
の
立
法
裁
量
権
を
否
定
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は

二
八
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
四
二
）

る
バ
ー
ク
レ
ー
な
ど
も
所
在
す
る
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
オ
ー

ク
ラ
ン
ド
・
ベ
イ
ブ
リ
ッ
ジ
に
よ
り
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
つ

な
が
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
郊
外
と
し
て
発
展
し
て
い
る
。

（
3
） 

二
〇
一
〇
年
にJerry B

row
n

が
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
知
事

に
三
選
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
彼
は
一
九
七
四
年
、 

一
九
七
八
年
と

二
期
続
け
て
知
事
に
な
っ
た
後
、
二
八
年
経
っ
た
二
〇
一
〇
年
に

当
選
し
た
の
で
あ
り
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
の
よ
う
に
連
続
し
て
三
期
続

け
た
訳
で
は
な
い
た
め
、
禁
止
規
定
に
該
当
し
な
い
の
で
あ
る
。

（
4
） 

ウ
ォ
ー
レ
ン
は
、
回
想
録
中
で
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

「
私
は
立
ち
退
き
命
令
と
、
そ
れ
を
支
持
し
た
自
分
の
証
言
を
深

く
後
悔
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
立
ち
退
き
命
令
は
、
ア
メ
リ
カ
人

の
自
由
と
い
う
概
念
と
も
、
市
民
の
諸
権
利
と
も
あ
い
い
れ
な
い

の
で
あ
る
。
家
庭
と
か
学
友
と
か
、
気
に
入
っ
た
環
境
か
ら
遮
二

無
二
引
き
離
さ
れ
た
罪
の
な
い
い
た
い
け
な
子
ど
も
た
ち
に
思
い

を
は
せ
る
と
、
い
つ
も
良
心
の
う
ず
く
の
を
感
じ
る
。
た
と
え
国

家
の
治
安
上
、
立
ち
退
き
の
動
機
は
正
当
だ
と
思
わ
れ
た
に
し
ろ
、

日
系
人
が
不
忠
誠
だ
と
い
う
は
っ
き
り
し
た
証
拠
も
な
い
の
に
、

あ
あ
も
一
時
の
感
情
に
か
ら
れ
て
即
応
し
た
の
は
、
ま
ち
が
い

だ
っ
た
。」（
注
一
紹
介
回
想
録
二
五
〇
頁
）

（
5
） 

ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
の
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
任
命
の
動
機
に
つ
い
て

は
、
注
一
紹
介
回
想
録
二
四
頁
参
照
。

（
6
） 

“C
hief Justice for S

ocial C
hange”

と
い
う
の
は
、D

.J. 
H
erda 

に
よ
っ
て
書
か
れ
た
ウ
ォ
ー
レ
ン
の
伝
記
の
表
題

（E
nslow

 P
ublishers 

（1994

））
で
あ
る
。

わ
た
る
連
邦
最
高
裁
判
所
が
き
わ
め
て
保
守
的
で
あ
っ
た
だ
け
に
、

そ
の
革
新
性
は
際
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ニ
ク
ソ
ン
の
意
に
反

し
、
バ
ー
ガ
ー
第
一
五
代
長
官
も
、
こ
の
ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト

の
判
例
を
多
く
の
場
合
に
引
き
継
い
だ
結
果
、
そ
の
方
向
性
は
、

今
日
ま
で
脈
々
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
マ
ー
シ
ャ
ル
と

並
ぶ
優
れ
た
最
高
裁
判
所
長
官
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
1
） 

ウ
ォ
ー
レ
ン
は
、
そ
の
引
退
後
に
回
想
録
を
書
い
た
。

ウ
ォ
ー
レ
ン
は
一
九
七
四
年
に
死
亡
し
た
が
、
そ
の
回
想
録
は

“T
he M

em
oirs of C

hief Justice E
arl W

arren”

の
表
題
で

D
oubleday

社
か
ら
一
九
七
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
（
二
〇
〇
一
年

にM
adison B

ooks

よ
り
再
刊
さ
れ
て
い
る
。）。
わ
が
国
で
は
、

昭
和
六
一
年
（
一
九
八
六
年
）
に
『
ウ
ォ
ー
レ
ン
回
想
録
』
彩
流

社
刊
（
森
田
幸
夫
訳
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
本
稿
執
筆
に
当

た
っ
て
は
原
書
を
参
照
し
て
い
る
が
、
注
記
に
当
た
っ
て
は
、
読

者
の
便
宜
を
考
え
、
翻
訳
書
の
頁
を
示
す
こ
と
と
す
る
。
こ
の
回

想
録
に
よ
る
と
、
こ
の
当
時
は
ま
だ
司
法
試
験
が
無
く
、
ロ
ー
ス

ク
ー
ル
を
卒
業
す
る
と
、
教
授
の
推
薦
に
よ
り
法
曹
資
格
が
与
え

ら
れ
た
と
い
う
（
同
書
八
六
頁
参
照
）。

（
2
） 

ア
ラ
ミ
ダ
郡
（A

lam
eda C

ounty

）：
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

湾
を
挟
ん
で
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
対
岸
に
広
が
る
郡
で
、

オ
ー
ク
ラ
ン
ド
を
郡
都
と
し
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
の
出
身
校
の
所
在
す

二
八
六



社
会
を
変
え
た
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
一
七
四
三
）

の
一
九
五
〇
年
の
人
口
が
三
二
、二
一
五
人
、
二
〇
一
〇
年
の
人
口

は
三
四
、九
七
一
人
と
、
ほ
と
ん
ど
人
口
変
動
も
な
い
小
さ
な
郡
で

あ
る
（
人
口
は
国
勢
調
査
に
よ
る
）。

（
12
） 

ト
ピ
ー
カ
市
（C

ity of T
opeka

）
は
、
カ
ン
ザ
ス
州
東
部

に
あ
る
都
市
で
、
カ
ン
ザ
ス
州
の
州
都
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
の

人
口
は
七
万
八
、七
九
一
人
、
二
〇
〇
〇
年
の
人
口
は
一
二
万

三
、三
七
七
人
で
あ
る
。

（
13
） 

同
名
の
郡
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
の
プ
リ
ン
ス

･

エ
ド
ワ
ー
ド
郡
（P

rince E
dw

ard C
ounty

）
は
、
ヴ
ァ
ー
ジ

ニ
ア
州
中
央
部
に
位
置
す
る
郡
で
、
一
九
五
〇
年
の
人
口
は
一
万

五
、三
九
八
人
、
二
〇
一
〇
の
人
口
は
二
万
三
、三
六
八
人
で
あ
る
。

（
14
） 

ク
レ
イ
モ
ン
ト
（C

laym
ont

）：
日
本
と
異
な
り
、
米
国
で
は
、

地
域
住
民
が
地
方
自
治
体
と
し
て
の
法
人
格
を
欲
す
る
場
合
に
の

み
、
地
方
自
治
体
資
格
が
与
え
ら
れ
る
。
ク
レ
イ
モ
ン
ト
は
、
そ

の
意
味
で
地
方
自
治
体
で
は
無
く
、
単
に
国
勢
調
査
上
、
調
査
を

行
う
上
で
そ
の
単
位
と
さ
れ
て
い
る
地
区
で
あ
る
（C

ensus-
designated place; C

D
P

）。
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
最
北
端
に
位
置
す
る

地
区
で
、
一
九
五
〇
年
当
時
の
人
口
は
不
明
で
あ
る
が
、

一
九
七
〇
年
は
六
、
五
八
四
人
、
二
〇
一
〇
年
の
人
口
は

八
、二
五
三
人
で
あ
る
か
ら
余
り
人
口
変
動
の
な
い
地
区
で
あ
る
。

（
15
） 

ホ
ー
カ
シ
ン
（H

ockessin

）
は
、
ク
レ
イ
モ
ン
ト
に
隣
接
す

る
地
区
で
、
同
様
に
地
方
自
治
体
で
は
無
く
、
国
勢
調
査
地
区
で

あ
る
。
事
件
当
時
の
人
口
は
不
明
で
、
最
初
の
国
勢
調
査
デ
ー
タ

は
二
〇
一
〇
年
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
人
口
は
一
万

（
7
） 

ウ
ォ
ー
レ
ン
の
、
最
高
裁
判
所
長
官
在
職
中
の
、
裁
判
所
業

務
と
は
関
わ
り
の
な
い
重
要
な
活
動
と
し
て
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
委
員

会
（W

arren C
om

m
ission

）
が
あ
る
。
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
暗
殺

事
件
を
検
証
す
る
た
め
、
一
九
六
三
年
一
一
月
二
九
日
に
ジ
ョ
ン

ソ
ン
大
統
領
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
「
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
暗
殺
に
関

す
る
大
統
領
特
命
調
査
委
員
会
」
の
こ
と
で
、
委
員
長
を
ウ
ォ
ー

レ
ン
が
務
め
た
こ
と
か
ら
、
こ
う
通
称
さ
れ
る
。
詳
し
く
は
、
注

一
紹
介
回
想
録
五
六
三
頁
以
下
参
照
。

（
8
） 

ド
レ
ッ
ド･

ス
コ
ッ
ト
事
件
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
米
国
奴

隷
制
と
ド
レ
ッ
ド･

ス
コ
ッ
ト
事
件 

│
ト
ー
ニ
ー
第
五
代
長
官
の

時
代
│
」 

日
本
法
学 

七
八
巻
四
号
一
一
九
頁
以
下
参
照
。

（
9
） 

プ
レ
ッ
シ
ー
対
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
事
件
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
第

一
四
修
正
と
裁
判
所 

│
ウ
ェ
イ
ト
第
七
代
及
び
フ
ラ
ー
第
八
代
長

官
の
時
代
│
」 

日
本
法
学 

七
九
巻
二
号
一
七
五
頁
以
下
参
照
。

（
10
） 

こ
の
黒
人
校
は
、
一
九
五
一
年
に
名
称
が
変
更
さ
れ
、
テ
キ

サ
ス
南
大
学
サ
ー
グ
ッ
ド
・
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル

（T
hurgood M

arshall S
chool of L

aw
 at T

exas S
outhern 

U
niversity

）
と
な
っ
た
。T

hurgood M
arshall 

は
、
黒
人
で
、

こ
の
ス
ウ
ェ
ッ
ト
事
件
の
弁
護
士
を
務
め
、
第
三
項
に
紹
介
し
て

い
る
ブ
リ
ッ
ク
ス
事
件
で
も
弁
護
士
を
務
め
、
さ
ら
に
ブ
ラ
ウ
ン

事
件
の
弁
護
士
も
務
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
九
六
七
年
に
は
、

黒
人
初
の
連
邦
最
高
裁
判
所
判
事
と
な
っ
た
。

（
11
） 

ク
ラ
レ
ン
ド
ン
郡
（C

larendon C
ounty

）
は
、
サ
ウ
ス
カ

ロ
ラ
イ
ナ
州
の
中
部
に
位
置
す
る
郡
で
、
ブ
リ
ッ
グ
ス
事
件
当
時

二
八
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
四
四
）

何
人
か
の
判
事
は
憲
法
上
の
解
釈
と
し
て
、
ま
た
最
高
裁
の
先
例

に
照
ら
し
て
、『
隔
離
す
れ
ど
も
平
等
』
の
法
理
を
く
つ
が
え
す
の

に
抵
抗
を
覚
え
た
が
、
人
種
別
学
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
の
が

道
徳
上
も
ま
た
政
治
的
に
正
し
く
な
い
こ
と
も
認
識
し
て
い
た
。

中
で
も
南
部
出
身
の
ス
タ
ン
レ
ー･

リ
ー
ド
判
事
は
人
種
別
学
を

違
憲
と
す
る
の
に
最
後
ま
で
抵
抗
し
た
も
の
の
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
判

事
の
説
得
に
最
後
は
折
れ
て
同
意
す
る
。」（
阿
川
尚
之
『
憲
法
で

読
む
ア
メ
リ
カ
史
』
下
巻
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
、
二
四
一
頁
よ
り
引
用
）

こ
れ
が
真
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
の
行
動
は
、
大
津

事
件
に
お
け
る
児
島
惟
謙
を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
で
、
一
方
に
お

い
て
確
か
に
最
高
裁
判
所
の
権
威
を
守
っ
た
が
、
他
方
に
お
い
て

個
々
の
裁
判
官
の
自
由
に
対
す
る
露
骨
な
侵
害
が
行
わ
れ
た
こ
と

に
な
る
。
膝
詰
め
談
判
を
執
拗
に
繰
り
返
し
た
、
と
い
う
点
か
ら

見
れ
ば
、
平
賀
書
簡
事
件
よ
り
も
悪
質
と
評
価
し
て
も
良
い
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
阿
川
は
、
こ
の
重
大
な
記
述
に
つ
い
て
、
そ
の

出
典
を
書
い
て
い
な
い
。

（
19
） 

“w
ith all deliberate speed”

と
い
う
語
に
つ
い
て
は
、『
原

典
ア
メ
リ
カ
史
第
六
巻
』（
岩
波
書
店
刊
）、『
英
米
判
例
百
選
』

（
有
斐
閣
刊
）
等
で
は
、「
可
及
的
速
や
か
に
」
と
い
う
訳
を
与
え

て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
注
一
紹
介
書
四
六
八
頁
で
は
「
も
っ
ぱ

ら
慎
重
な
速
度
」
と
い
う
訳
を
与
え
て
お
り
、
定
訳
が
存
在
し
て

い
な
い
。

（
20
） 
南
部
宣
言
に
つ
い
て
は
、
連
邦
下
院
の
次
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
参
照
。

三
、五
二
七
人
で
あ
る
。

（
16
） 

ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
に
よ
る
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
へ
の
政
治
的
圧
力

に
つ
い
て
は
、
注
一
紹
介
の
ウ
ォ
ー
レ
ン
回
想
録
四
七
二
頁
以
下

参
照
。

（
17
） 

ジ
ャ
ク
ソ
ン
判
事
が
、
無
理
に
判
決
に
立
ち
会
っ
た
経
緯
に

関
し
て
は
、
注
一
紹
介
の
ウ
ォ
ー
レ
ン
回
想
録
一
九
頁
以
下
よ
り

引
用
。

（
18
） 

阿
川
尚
之
は
、
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
が
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
の
強
い
働

き
か
け
の
結
果
、
全
員
一
致
に
な
っ
た
と
記
述
す
る
。

「
一
九
五
二
年
に
最
高
裁
が
こ
の
事
件
を
取
り
上
げ
た
と
き
に
は
、

フ
レ
ッ
ド･

ヴ
ィ
ン
ソ
ン
判
事
が
首
席
判
事
を
つ
と
め
て
い
た
。

こ
の
年
の
一
二
月
、
口
頭
弁
論
が
終
わ
っ
た
後
、
判
事
た
ち
は
会

議
を
開
い
て
判
決
の
方
向
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

一
部
の
判
事
は
憲
法
の
解
釈
上
、
違
憲
に
は
で
き
な
い
と
主
張

し
た
。
意
見
は
ま
と
ま
ら
ず
、
結
局
翌
年
も
う
一
度
口
頭
弁
論
を

開
く
こ
と
が
決
定
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
は
時
間
稼
ぎ
の
意
味
も

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
国
論
を
二
分
す
る
こ
の
事
件
に
性
急
な
結

論
は
出
し
た
く
な
い
。
判
事
た
ち
は
そ
う
考
え
た
。

と
こ
ろ
が
こ
こ
で
予
期
せ
ぬ
こ
と
が
起
こ
る
。
一
九
五
三
年
の

九
月
に
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
首
席
判
事
が
急
死
し
た
の
で
あ
る
。〈
中
略
〉

新
し
い
首
席
判
事
は
、
最
高
裁
判
事
の
意
見
が
割
れ
れ
ば
、
国
論

も
大
き
く
割
れ
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
年
の

一
二
月
に
再
度
口
頭
弁
論
が
行
わ
れ
た
あ
と
、
判
事
一
人
ひ
と
り

を
粘
り
強
く
説
得
し
、
全
員
一
致
の
判
決
を
出
そ
う
と
努
力
す
る
。

二
八
八



社
会
を
変
え
た
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
一
七
四
五
）

が
、
あ
ら
ゆ
る
被
告
人
に
弁
護
士
に
よ
る
代
理
が
必
要
と
ま
で
は

言
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
述
べ
た
。

（
24
） 

ワ
イ
ル
ズ
（H

arry E
m
erson W

ildes

）：
一
八
九
〇
年
生

ま
れ
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
卒
業
後
、
一
九
二
七
年
ま
で
慶
應
義
塾

大
学
で
教
鞭
を
執
っ
て
い
た
と
い
う
。
一
九
二
七
年
、
ペ
ン
シ
ル

ベ
ニ
ア
大
学
よ
り
、
社
会
学
の
博
士
号
を
取
得
。S

ocial C
urrents 

in Japan 

（1927

）、Japan in C
risis 

（1934

）、A
liens in the 

E
ast 

（1937

）
な
ど
、
日
本
に
関
す
る
研
究
書
を
刊
行
し
て
お
り
、

第
二
次
大
戦
中
は
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
（
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
、

日
本
で
は
普
通
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
呼
ば
れ
た
。）
で
政
治
顧
問
を
務
め
、
そ

の
た
め
憲
法
執
筆
チ
ー
ム
に
編
入
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、

T
yphoon in T

okyo: T
he O

ccupation and Its A
fterm

ath 

（1954

）
と
い
う
本
を
刊
行
し
て
い
る
。W

illiam
 P

enn

等
の
伝

記
作
家
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。

（
25
） 

供
述
書
の
誓
約
文
の
原
文
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

I do hereby sw
ear that I m

ake this statem
ent 

voluntarily and of m
y ow

n free w
ill, w

ith no threats, 
coercion, or prom

ises of im
m
unity, and w

ith full 
know

ledge of m
y legal rights, understanding any statem

ent 
I m

ake m
ay be used against m

e.

（
26
） 

ウ
ォ
ー
レ
ン
が
引
用
し
て
い
る
の
は
、
第
五
条
修
正
の
「
自

己
負
罪
禁
止
条
項
」
と
呼
ば
れ
る
規
定
で
あ
る
。

（
27
） 
ウ
ォ
ー
レ
ン
が
引
用
し
て
い
る
の
は
、
第
六
修
正
の
「
弁
護

人
依
頼
権
条
項
」
と
呼
ば
れ
る
規
定
で
あ
る
。

http://history.house.gov/H
istorical-H

ighlights/
1951-2000/T

he-S
outhern-M

anifesto-of-1956/
（
21
） Johnson v. Z

erbst,

（304 U
.S

. 458 

（1938

））
事
件
：
ジ
ョ

ン
ソ
ン
は
、
偽
造
通
貨
を
所
持
し
、
使
用
し
、
流
通
さ
せ
た
と
い

う
重
罪
に
当
た
る
罪
で
起
訴
さ
れ
、
弁
護
人
抜
き
の
裁
判
で
有
罪

を
宣
告
さ
れ
た
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
、
第
六
修
正
の
権
利
が
侵
害
さ

れ
た
と
い
う
理
由
で
、
人
身
保
護
令
状
の
発
布
を
求
め
た
。
下
級

審
は
否
認
し
た
が
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
六
対
二
で
、
意
図
し

て
弁
護
士
を
付
け
る
権
利
を
放
棄
し
て
い
る
の
で
無
い
限
り
、
第

六
修
正
違
反
で
あ
る
と
宣
言
し
た
。

（
22
） 

パ
ウ
エ
ル
対
ア
ラ
バ
マ
州
事
件
（P

ow
ell v. A

labam
a, 287 

U
.S

. 45 

（1932

））
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
憲
法
革
命
前
後
│

ヒ
ュ
ー
ズ
第
一
一
代
長
官
の
時
代
│
」
日
中
法
学
七
九
巻
四
号

一
〇
四
頁
以
下
参
照
。

（
23
） 

ベ
ッ
ツ
対
ブ
レ
イ
デ
ィ
（B

etts v. B
rady, 316 U

.S
. 455 

（1942

））
事
件
：
ベ
ッ
ツ
は
強
盗
罪
で
起
訴
さ
れ
、
弁
護
士
を
要

求
し
た
が
拒
否
さ
れ
、
自
己
弁
護
を
強
制
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
人

身
保
護
令
状
の
発
布
を
求
め
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
ま
で
争
っ
た

が
、
六
対
三
で
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
判
決
理
由
中
で
、
ロ

バ
ー
ツ
判
事
は
、
第
一
四
修
正
は
、
裁
判
の
公
平
性
と
権
利
と
い

う
一
般
的
か
つ
基
本
的
な
考
え
方
に
反
す
る
裁
判
に
よ
る
投
獄
を

禁
止
し
て
お
り
、
特
定
の
事
件
で
弁
護
士
を
求
め
る
権
利
は
、
こ

の
よ
う
な
基
本
的
な
公
平
性
に
欠
け
て
い
る
が
た
め
に
有
罪
判
決

に
つ
な
が
る
か
も
し
れ
な
い
場
合
に
考
え
ら
れ
る
が
、
修
正
条
項

二
八
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
四
六
）

白
の
調
書
は
、
彼
が
署
名
す
る
ま
で
、
彼
は
彼
の
妻
を
呼
び
出
す

こ
と
が
で
き
な
い
と
言
わ
れ
た
後
に
署
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

し
て
控
訴
し
た
。
自
白
の
任
意
性
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
、
陪

審
員
が
決
定
す
る
と
い
う
地
元
の
慣
行
の
た
め
、
そ
の
文
書
は
一

般
評
決
に
提
出
さ
れ
て
い
た
。
最
高
裁
判
所
は
、
自
白
は
任
意
で

は
無
く
、
そ
の
提
出
は
第
一
四
修
正
の
定
め
る
適
正
手
続
条
項
に

違
反
す
る
と
判
決
し
た
。

（
32
） 

例
え
ばIllinois v. G

ates, 462 U
.S

. 213 

（1983

）
事
件
。

こ
の
事
件
で
、
警
察
当
局
は
ゲ
イ
ト
夫
妻
が
コ
ロ
ン
ビ
ア
か
ら
麻

薬
を
運
ん
で
い
る
と
述
べ
た
匿
名
の
手
紙
に
基
づ
き
捜
索
令
状
を

得
、
同
夫
妻
が
帰
宅
し
た
と
こ
ろ
で
捜
索
を
実
施
し
て
、
そ
の
家

屋
内
で
多
量
の
マ
リ
フ
ァ
ナ
を
発
見
し
た
。
こ
の
事
件
で
は
、
匿

名
の
情
報
源
に
基
づ
く
捜
索
令
状
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
た
が
、

レ
ン
ク
ィ
ス
ト
（W

illiam
 R

ehnquist

）
判
事
は
、
関
連
性
総
合

テ
ス
ト
に
よ
り
合
憲
と
判
決
し
た
。

（
33
） 

オ
ル
ム
ス
テ
ッ
ド
対
合
衆
国
事
件
（O

lm
stead v. U

nited 
S
tates, 277 U

.S
. 438 

（1928

））
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ロ
ッ
ク

ナ
ー
時
代
│
ホ
ワ
イ
ト
第
九
代
及
び
タ
フ
ト
第
一
〇
代
長
官
の
時

代
│
」
日
中
法
学
七
九
巻
三
号
一
四
八
頁
参
照
。

（
34
） 

ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
対
合
衆
国
事
件
（G

oldm
an v. U

nited 
S
tates, 316 U

.S
. 129 

（1942

））：
弁
護
士
の
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
や

シ
ュ
ー
ル
マ
ン
（S

hulm
an

）
は
、
破
産
手
続
内
で
金
銭
を
受
領

し
又
は
そ
の
取
得
を
試
み
た
こ
と
か
ら
、
連
邦
破
産
法
違
反
の
共

謀
罪
で
起
訴
さ
れ
、
有
罪
判
決
を
受
け
た
。
そ
の
捜
査
の
際
、
捜

（
28
） 

こ
こ
で
は
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
は
、
マ
ー
シ
ャ
ル
の
原
文
か
ら
敢

え
て
主
語
を
落
と
し
て
「for ages to com

e, and... designed to 
approach im

m
ortality as nearly as hum

an institutions can 
approach it

」
と
引
用
し
て
い
る
。
元
の
文
章
を
完
全
に
紹
介
す

れ
ば
、
次
の
様
な
文
章
で
あ
る
。

A
 constitution is fram

ed for ages to com
e, and is 

designed to approach im
m
ortality as nearly as hum

an 
institutions can approach it.

（
29
） C

ohens v. V
irginia, 6 W

heat. 264, 387 

（1821

）
事
件
：

拙
稿
「
米
国
違
憲
立
法
審
査
権
の
確
立
│
第
四
代
マ
ー
シ
ャ
ル
長

官
の
時
代
│
」『
日
本
法
学
』
七
八
巻
三
号
一
四
九
頁
参
照
。

（
30
） 

ウ
ィ
ッ
カ
ー
シ
ャ
ム
委
員
会
：
フ
ー
バ
ー
大
統
領
が
、

ウ
ィ
ッ
カ
ー
シ
ャ
ム
（G

eorge W
. W

ickersham

）
元
検
事
総
長

を
委
員
長
に
、
一
九
二
九
年
に
設
立
し
た
、
正
式
に
は
「
法
律
遵

守
お
よ
び
執
行
に
関
す
る
国
家
委
員
会
」（N

ational C
om

m
ission 

on L
aw

 O
bservance and E

nforcem
ent

）
と
呼
ば
れ
る
委
員
会

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
第
一
八
修
正
に
よ
る
禁
酒
法
施
行
の
た
め
、

米
国
内
に
脱
税
が
蔓
延
し
、
犯
罪
組
織
の
成
長
を
促
し
て
い
た
こ

と
か
ら
、
そ
の
対
策
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
31
） H

aynes v. W
ashington, 373 U

.S
. 503 

（1963

）：
こ
れ
は

エ
ス
コ
ベ
ド
事
件
に
先
行
す
る
、
自
白
の
任
意
性
に
関
す
る
連
邦

最
高
裁
判
所
判
例
で
あ
る
。
ワ
シ
ン
ト
ン
州
裁
判
所
に
お
い
て
、

ヘ
イ
ン
ズ
は
、
強
盗
と
し
て
有
罪
判
決
を
受
け
た
。
彼
は
こ
れ
に

対
し
、
彼
は
一
六
時
間
に
わ
た
っ
て
隔
離
拘
禁
さ
れ
、
さ
ら
に
自

二
九
〇



社
会
を
変
え
た
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
一
七
四
七
）

る
と
思
わ
れ
、
傍
受
対
象
の
機
器
が
対
象
犯
罪
と
の
関
連
で
用
い

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
信
じ
る
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
存
在
す
る

場
合
に
、
令
状
を
発
布
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
令
状
に
は
、
傍
受
対
象
者
、
傍
受
対
象
と
な
る
通
信
機

器
の
性
質
及
び
場
所
、
対
象
と
な
る
通
信
の
類
型
に
関
す
る
説
明
、

許
可
を
受
け
た
機
関
の
属
性
又
は
人
物
の
身
元
、
傍
受
を
許
可
す

る
期
間
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
36
） 

逮
捕
さ
れ
た
の
は
、John S

inclair, L
arry P

lam
ondon

及

びJohn F
orrest

で
あ
る
。
彼
ら
は
、
シ
ン
ク
レ
ア
を
党
首
と
す

る
ホ
ワ
イ
ト･

パ
ン
サ
ー
（W

hite P
anther

）
と
名
乗
る
政
治
組

織
の
構
成
員
で
あ
っ
た
。
こ
の
政
党
は
、
公
民
権
運
動
に
お
い
て

ブ
ラ
ッ
ク･

パ
ン
サ
ー
（B

lack P
anther P

arty

）
を
支
援
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
過
激
な
反
人
種
差
別
集
団
で
あ
っ
た
。

な
お
ブ
ラ
ッ
ク
パ
ン
サ
ー
と
は
、
一
九
六
六
年
、
カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア
州
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
に
お
い
て
都
市
部
の
貧
し
い
黒
人
が
居
住

す
る
ゲ
ッ
ト
ー
を
警
官
か
ら
自
衛
す
る
た
め
の
組
織
と
し
て
結
成

さ
れ
、
そ
の
後
、
マ
ル
コ
ム
Ｘ
の
暴
力
主
義
を
受
け
継
ぎ
、
黒
人

民
族
主
義
運
動
・
黒
人
解
放
闘
争
を
展
開
し
て
い
た
急
進
的
な
政

治
組
織
で
あ
る
。
共
産
主
義
と
民
族
主
義
を
標
榜
し
て
お
り
、
革

命
に
よ
る
黒
人
解
放
を
提
唱
し
、
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
に
対

し
武
装
蜂
起
を
呼
び
か
け
た
。
し
か
し
、
ニ
ク
ソ
ン
政
権
の
執
拗

な
弾
圧
に
よ
り
党
員
が
次
々
と
逮
捕
さ
れ
、
一
九
七
一
年
に
は
政

治
的
に
柔
軟
化
し
、
以
後
は
貧
困
層
の
児
童
に
対
す
る
無
料
の
食

事
配
給
や
、
治
療
費
が
無
料
の
「
人
民
病
院
」
の
建
設
を
行
う
な

査
官
は
盗
聴
器
を
隔
壁
に
取
り
付
け
、
音
波
を
受
信
し
、
そ
の
音

を
拡
大
す
る
と
い
う
方
法
に
依
り
彼
ら
の
会
話
を
聞
き
取
っ
て
い

た
。
多
数
意
見
を
執
筆
し
た
ロ
バ
ー
ツ
判
事
は
、
オ
ル
ム
ス
テ
ッ

ド
事
件
と
こ
の
事
件
と
の
間
に
線
引
き
で
き
る
よ
う
な
合
理
的
又

は
論
理
的
な
区
別
は
存
在
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
捜
査
官
の
行
為
は

第
四
修
正
に
違
反
し
な
い
と
判
決
し
た
。

（
35
） 

同
法
第
三
編
（T

itleⅢ

）
は
、
国
内
で
行
わ
れ
る
有
線
、
口

頭
、
電
子
的
通
信
の
傍
受
を
対
象
と
し
、
連
邦
捜
査
当
局
に
対
し
、

裁
判
所
へ
の
通
信
傍
受
令
状
を
請
求
す
る
権
限
を
付
与
し
て
い
る
。

令
状
請
求
の
要
件
は
、
合
衆
国
法
律
集
第
一
八
編
第
二
五
一
八
条

（
一
）
項
に
定
め
が
置
か
れ
て
い
る
。
同
条
項
は
、「
本
章
に
基
づ

く
有
線
、
口
頭
、
又
は
電
子
的
通
信
の
傍
受
を
許
可
又
は
承
認
す

る
命
令
の
各
申
請
は
、
宣
誓
又
は
確
約
を
記
し
た
書
面
に
よ
り
、

管
轄
権
の
あ
る
裁
判
官
に
対
し
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
当
該

申
請
に
際
し
て
は
、
申
請
人
の
権
限
を
陳
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
規
定
し
、
申
請
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
と
し
て
、
捜
査
官

又
は
法
執
行
官
の
身
元
、
当
該
犯
罪
の
詳
細
、
傍
受
を
行
う
機
器

の
性
質
及
び
場
所
、
対
象
と
な
る
通
信
の
詳
細
、
被
疑
者
の
身
元
、

傍
受
時
間
等
を
列
挙
し
て
い
る
。
令
状
申
請
を
受
け
た
裁
判
官
は
、

①
対
象
と
な
る
罪
が
犯
さ
れ
又
は
犯
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と

を
信
じ
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
存
在
し
、
②
傍
受
に
よ
っ
て

対
象
と
な
る
罪
に
関
す
る
特
定
の
情
報
を
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
こ

と
を
信
じ
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
存
在
し
、
③
通
常
の
捜
査

手
順
が
失
敗
し
又
は
失
敗
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
も
っ
と
も
で
あ

二
九
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
四
八
）

持
つ
。

（
40
） 

デ
ニ
ス
事
件
（D

ennis v. U
nited S

tates, 341 U
.S

. 494 , 
at 507 

（1951

））：
拙
稿
「
戦
争
と
連
邦
最
高
裁
判
所
―
ス
ト
ー
ン

第
一
二
代
長
官
及
び
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
第
一
三
代
長
官
の
時
代
―
」
日

本
法
学
八
〇
巻
一
号
一
七
七
頁
参
照
。

（
41
） L

uther v. B
orden

（48 U
.S

. 1 

（1849

））
事
件
：
ロ
ー
ド

ア
イ
ラ
ン
ド
州
憲
法
は
、
一
六
六
三
年
に
制
定
さ
れ
た
が
、
そ
れ

に
よ
る
と
一
八
四
〇
年
代
に
お
い
て
は
少
な
く
と
も
一
三
四
ド
ル

以
上
の
価
値
あ
る
土
地
の
所
有
者
で
あ
る
男
性
だ
け
が
選
挙
権
を

有
し
て
い
た
。
し
か
し
産
業
革
命
の
影
響
で
多
く
の
人
び
と
が
都

市
部
に
集
中
し
た
結
果
、
白
人
男
性
の
六
割
は
選
挙
権
が
否
定
さ

れ
て
い
た
。
そ
の
多
く
は
、
そ
の
当
時
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
移
民

し
て
き
た
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
だ
っ
た
。
彼
ら
は
、
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ

ン
ド
州
憲
法
は
、
英
国
王
の
認
可
に
よ
っ
て
発
効
し
て
お
り
、
か

つ
、
白
人
男
性
の
四
割
し
か
選
挙
権
を
持
た
な
い
の
は
、
合
衆
国

憲
法
四
条
四
節
の
共
和
制
保
障
条
項
（
合
衆
国
は
、
こ
の
連
邦
内

の
す
べ
て
の
州
に
対
し
共
和
政
体
を
保
障
す
る
）
に
違
反
し
て
い

る
と
し
て
運
動
を
起
こ
し
た
。
運
動
は
暴
力
的
な
も
の
へ
と
変
化

し
た
（
指
導
者
のT

hom
as W

ilson D
orr

の
名
か
ら
ド
ー
ル
暴

動
（D

orr R
ebellion

）
と
呼
ば
れ
る
）。
ル
ー
サ
ー
（M

artin 
L
uther

）
は
、
そ
の
運
動
に
参
加
し
て
い
て
警
官
の
ボ
ー
デ
ン

（L
uther M

. B
orden

）
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
れ
た
。
ボ
ー
デ
ン
は
、

さ
ら
に
、
ル
ー
サ
ー
の
自
宅
を
捜
索
し
、
そ
の
財
産
を
没
収
し
た
。

そ
こ
で
、
ル
ー
サ
ー
は
、
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
政
府
が
違
憲
の

ど
、
地
域
社
会
に
お
け
る
奉
仕
活
動
に
専
念
し
た
が
、
一
九
七
〇

年
代
半
ば
に
は
ほ
ぼ
消
滅
し
て
い
た
。
残
存
し
た
強
硬
派
は
黒
人

解
放
軍
を
名
乗
り
、
銃
撃
戦
や
爆
弾
攻
撃
、
脱
獄
な
ど
で

一
九
八
〇
年
代
初
頭
ま
で
抵
抗
を
続
け
た
。

（
37
） 

ア
ン
・
ア
ー
バ
ー
（
ア
ナ
ー
バ
ー
と
発
音
さ
れ
る
場
合
も
あ

る
）
は
、
ウ
ォ
シ
ュ
ト
ノ
ー
郡
（W

ashtenaw
 C

ounty

）
の
郡
都

で
、
二
〇
一
〇
年
の
国
政
調
査
で
は
人
口
一
一
万
三
、九
三
四
人
で
、

ミ
シ
ガ
ン
州
で
は
六
番
目
に
大
き
な
町
で
あ
る
。
ミ
シ
ガ
ン
大
学

の
キ
ャ
ン
パ
ス
が
あ
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

（
38
） 

こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
総
務
省
情
報
通
信
政
策
研
究
所
の

海
外
情
報
通
信
判
例
研
究
会
報
告
書
第
一
集
が
非
常
に
参
考
に
な

る
。

http://w
w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_content/000050881.pdf

（
39
） 

全
員
一
致
と
い
う
場
合
、
通
常
はunanim

ous decision

と

い
う
形
式
に
よ
る
が
、
こ
の
判
決
で
はP

er curiam
 

と
い
う
形
式

が
と
ら
れ
た
。
こ
れ
は
ラ
テ
ン
語
で
「
裁
判
所
に
よ
っ
て
（by 

the court

）」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
各
裁
判
官
が
個
別
に
意

見
を
述
べ
る
通
常
の
判
決
に
対
し
、
簡
潔
に
「
こ
れ
は
裁
判
所
と

し
て
の
判
断
だ
」
と
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
形
式
を
採
用

す
る
と
、
通
例
の
判
決
と
異
な
り
、
そ
の
意
見
に
賛
同
し
た
判
事

の
名
前
が
付
さ
れ
な
い
。
但
し
、
少
数
意
見
の
判
事
が
い
れ
ば
、

そ
の
名
は
記
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、P

er curiam

は
全
員
一
致

で
な
い
場
合
に
も
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
形
式
を
採
用

す
る
と
「
法
的
に
新
た
な
論
点
は
な
い
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を

二
九
二



社
会
を
変
え
た
最
高
裁
判
所
（
甲
斐
）

（
一
七
四
九
）

一
九
六
〇
年
は
人
口
に
占
め
る
有
権
者
の
割
合
が
著
し
く
増
加
し

て
い
る
。

（
45
） 

注
一
紹
介
回
想
録
四
九
八
頁
に
お
い
て
、
ブ
ラ
ウ
ン
事
件
よ

り
も
、
ベ
イ
カ
ー
対
カ
ー
事
件
「
こ
そ
称
賛
さ
れ
て
当
然
だ
と
思

わ
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
46
） 

フ
ル
ト
ン
郡
（F

ulton C
ounty

）
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
北

西
部
に
位
置
す
る
郡
で
、
そ
の
郡
都
は
、
州
都
で
も
あ
る
ア
ト
ラ

ン
タ
（A

tlanta

）
市
で
あ
る
。
同
市
は
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
最
大
の
都

市
で
あ
る
（
二
〇
一
〇
年
の
国
政
調
査
で
四
二
万
〇
、〇
〇
三
人
）

か
ら
、
フ
ル
ト
ン
郡
も
ま
た
人
口
最
大
の
郡
で
、
二
〇
一
〇
年
の

国
政
調
査
の
結
果
に
依
れ
ば
、
九
二
万
〇
、五
八
一
人
と
な
る
。

（
47
） 

連
邦
最
高
裁
判
所
が
一
人
一
票
原
則
を
宣
言
し
た
原
文
を
次

に
紹
介
す
る
。

T
he conception of political equality from

 the 
D
eclaration of Independence, to L

incoln’s G
ettysburg 

A
ddress, to the F

ifteenth, S
eventeenth, and N

ineteenth 
A
m
endm

ents can m
ean only one thing - one person, one 

vote.

（
48
） 

ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
郡
（Jeff erson C

ounty

）
は
、
ア
ラ
バ
マ

州
中
央
部
に
位
置
す
る
郡
で
、
郡
都
は
同
州
で
最
大
の
人
口
を
持

つ
バ
ー
ミ
ン
グ
ハ
ム
市
（
二
〇
一
〇
年
の
国
勢
調
査
で
は
二
一
万

二
、二
三
七
人
）
で
あ
り
、
同
郡
も
、
二
〇
一
〇
年
の
国
勢
調
査
人

口
は
六
五
万
八
、四
六
六
人
と
多
い
。

存
在
で
あ
る
が
故
に
、
ボ
ー
デ
ン
は
無
権
限
で
あ
っ
た
と
し
て
訴

え
た
。
ト
ー
ニ
ー
は
、
共
和
制
保
障
条
項
の
強
制
は
、
大
統
領
と

議
会
の
権
限
で
あ
っ
て
、
本
質
的
に
政
治
問
題
（political 

question
）
で
あ
り
、
司
法
審
査
の
対
象
外
で
あ
る
と
判
決
し
た
。

（
42
） C

olegrove v. G
reen, 328 U

.S
. 549 

（1946

）
事
件
：
コ
ー

ル
グ
ロ
ー
ブ
は
、
イ
リ
ノ
イ
州
議
会
が
一
九
〇
一
年
以
降
、
議
会

の
選
挙
区
の
再
編
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
結
果
、
人
口
一
、〇
〇
〇

人
の
農
村
郡
と
一
〇
万
人
の
都
市
部
住
民
が
等
し
い
投
票
権
を

持
っ
て
い
る
と
い
う
不
均
衡
が
生
じ
て
い
る
と
し
て
訴
え
た
が
、

連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
こ
れ
は
政
治
問
題
で
あ
っ
て
、
非
司
法
的

事
項
で
あ
る
と
し
て
訴
え
を
退
け
た
。
な
お
、
こ
の
判
決
は
、
ス

ト
ー
ン
長
官
が
死
亡
し
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
判
事
が
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル

ク
裁
判
で
不
在
で
あ
っ
た
た
め
、
七
人
の
判
事
で
下
さ
れ
、
四
対

三
と
い
う
僅
差
の
判
決
で
あ
っ
た
。

（
43
） 

シ
ェ
ル
ビ
ー
郡
（S

helby C
ounty

）：
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の

テ
ネ
シ
ー
州
西
端
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
に
面
す
る
郡
で
あ
り
、
郡
都

は
メ
ン
フ
ィ
ス
（M

em
phis

）
で
あ
る
。
メ
ン
フ
ィ
ス
は
、
州
都

ナ
ッ
シ
ュ
ビ
ル
を
上
回
る
同
州
最
大
の
都
市
（
二
〇
一
〇
年
の
国

政
調
査
の
人
口
は
六
四
万
六
、八
八
九
人
）
で
あ
る
た
め
、
シ
ェ
ル

ビ
ー
郡
全
体
の
人
口
は
、
二
〇
一
〇
年
の
国
政
調
査
で
は
九
二
万

七
、六
四
四
人
に
達
し
て
い
る
。

（
44
） 

一
九
二
〇
年
、
婦
人
参
政
権
を
承
認
し
た
合
衆
国
憲
法
第

一
九
修
正
が
成
立
し
た
が
、
テ
ネ
シ
ー
州
で
は
臨
時
会
を
開
い
て

同
修
正
を
批
准
し
た
。
こ
の
結
果
、
一
九
〇
一
年
に
比
べ
て
、

二
九
三





大
韓
民
国
国
税
基
本
法
第
七
章
の
二
納
税
者
の
権
利
の
概
要
（
阿
部
）

（
一
七
五
一
）

1
．
ま
え
が
き

国
税
通
則
法
が
改
正
さ
れ
た
の
は
二
〇
一
一
年
度
税
制
改
正
で

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
改
正
は
、
二
〇
一
〇
年
一
二
月

一
六
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
平
成
二
三
年
度
税
制
改
正
大
綱
」

（
以
下
「
大
綱
」
と
い
う
。）
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
納

税
者
権
利
憲
章
の
制
定
が
予
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
憲
章

制
定
に
併
せ
、
第
一
条
の
目
的
規
定
が
、
さ
ら
に
は
そ
の
法
律
名

ま
で
も
が
改
正
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
。
こ
の
目
的
規
定
の
改
正

は
、
税
務
行
政
に
お
け
る
納
税
者
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
趣

旨
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
り
、
ま
た
題
目
変
更
も
、
法
律
名

が
改
正
後
の
法
律
の
内
容
を
よ
く
表
す
も
の
と
す
る
た
め
の
も
の

で
あ
っ
た
（
1
）
。
つ
ま
り
こ
の
改
正
に
よ
り
、
そ
し
て
納
税
者
権
利
憲

章
の
制
定
を
前
提
に
、
国
税
通
則
法
が
「
納
税
者
権
利
保
護
法
」

へ
と
変
身
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
改
正
は
い
ず
れ
も
見
送
ら
れ
、
わ
が
国
税
法
上
、「
納
税

者
の
権
利
」
の
実
現
は
遠
の
い
て
し
ま
っ
た
。

と
こ
ろ
で
こ
の
「
納
税
者
の
権
利
」
と
は
、
い
っ
た
い
何
を
い

う
の
で
あ
り
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
定
義
づ
け
ら
れ
る
べ
き
性
格

の
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
納
税
者
権
利
憲
章
の
制
定
を
い

う
大
綱
に
も
何
ら
そ
の
記
述
は
な
い
（
2
）
。
一
方
、
隣
国
で
あ
る
大
韓

民
国
（
以
下
「
韓
国
」
と
い
う
。）
税
法
、
す
な
わ
ち
国
税
基
本
法

大
韓
民
国
国
税
基
本
法
第
七
章
の
二
納
税
者
の
権
利
の
概
要

阿　
　

部　
　

徳　
　

幸

二
九
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
五
二
）

関
連
す
る
「
基
本
総
則
」
は
発
遣
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
は
各

条
文
等
に
随
時
注
記
を
付
し
て
み
た
（
た
だ
し
、
い
ず
れ
も

二
〇
一
四
年
一
〇
月
一
日
現
在
の
も
の
で
あ
る
）。

2
．
第
七
章
の
二
納
税
者
の
権
利

（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一
改
正
）

第
八
一
条
の
二
【
納
税
者
権
利
憲
章
の
制
定
及
び
交
付
】

①　

国
税
庁
長
は
、
第
八
一
条
の
三
か
ら
第
八
一
条
の
一
六
ま

で
に
規
定
さ
れ
た
事
項
及
び
そ
の
他
納
税
者
の
権
利
保
護
に

関
す
る
事
項
を
含
む
納
税
者
権
利
憲
章
（
5
）
を
制
定
し
て
告
示
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一
改
正
）

②　

税
務
公
務
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
に
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
納
税
者
権
利
憲
章
の
内
容
が

収
録
さ
れ
た
文
書
を
納
税
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
二
〇
一
一
・
一
二
・
三
一
改
正
）

一
．
国
税
の
課
税
標
準
及
び
税
額
を
決
定
又
は
更
正
す
る
目
的

で
質
問
を
し
、
当
該
帳
簿
・
書
類
又
は
そ
の
他
の
物
件
を
検

査
・
調
査
し
、
そ
の
提
出
を
命
ず
る
場
合
（「
租
税
犯
処
罰
手

続
法
」
に
規
定
す
る
租
税
犯
則
調
査
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
に
お

い
て
〝
税
務
調
査
〞
と
い
う
）（
二
〇
一
一
・
一
二
・
三
一
改
正
）

（
二
〇
一
四
・
〇
一
・
〇
一
│
一
二
一
六
二
号
、
以
下
単
に
「
法
」
と
い

う
。）
で
は
、「
第
七
章
の
二
納
税
者
の
権
利
（
납
세
자
의 

권
리
）」

と
章
立
て
さ
れ
、
規
定
が
お
か
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
今
後
の
わ
が
国
に
お
け
る
「
納
税
者
の
権
利
」
を
考

察
す
る
う
え
で
の
材
料
と
す
べ
く
、
こ
の
「
第
七
章
の
二
納
税
者

の
権
利
」
の
内
容
を
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

今
回
、
同
章
に
規
定
さ
れ
る
条
文
の
み
に
留
ま
ら
ず
、
各
条
文

に
係
る
大
統
領
令
、
す
な
わ
ち
国
税
基
本
法
施
行
令
（
二
〇
一
四
・

〇
二
・
二
一
│
二
五
二
〇
一
号
、
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。）、
及
び

国
税
庁
法
規
課
に
よ
る
国
税
基
本
法
執
行
基
準
（
二
〇
一
二
・

〇
七
・
二
七
制
定
、
以
下
「
執
行
基
準
」
と
い
う
（
3
）

。）
も
併
せ
て
翻
訳

を
試
み
た
（
4
）
。
さ
ら
に
適
宜
、
国
税
基
本
法
施
行
規
則
（
二
〇
一
四
・

〇
三
・
一
四
│
四
〇
四
号
、
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。）
並
び
に
国

税
庁
長
に
よ
る
訓
令
、
例
規
及
び
告
知
を
含
め
、
で
き
る
限
り
本

章
に
関
連
す
る
す
べ
て
の
項
目
に
ふ
れ
て
み
た
。
そ
れ
ゆ
え
異
例

か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
ま
ず
法
律
そ
の
も
の
を
、
そ
し

て
逐
次
、
そ
の
法
律
に
関
連
す
る
こ
れ
ら
を
列
記
す
る
こ
と
と
し

た
。
な
お
、
韓
国
に
お
い
て
も
わ
が
国
に
お
け
る
法
令
解
釈
通
達

に
該
当
す
る
国
税
基
本
法
基
本
通
則
（
二
〇
一
一
・
〇
三
・
二
一
、

以
下
「
基
本
通
則
」
と
い
う
。）
も
存
在
す
る
が
、
現
在
、
本
章
に

二
九
六



大
韓
民
国
国
税
基
本
法
第
七
章
の
二
納
税
者
の
権
利
の
概
要
（
阿
部
）

（
一
七
五
三
）

二
．
削
除

三
．
事
業
者
登
録
証
を
発
行
す
る
場
合

四
．
そ
の
他
大
統
領
令
で
定
め
る
場
合

＊
現
在
、
大
統
領
令
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い

第
八
一
条
の
三
【
納
税
者
の
誠
実
性
の
推
定
（
二
〇
〇
六
・
一
二
・

三
〇
新
設
）】

税
務
公
務
員
は
、
納
税
者
が
第
八
一
条
の
六
第
三
項
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
納
税
者
は
誠
実
で
あ
り
、
納

税
者
が
提
出
し
た
申
告
書
な
ど
は
真
実
な
も
の
で
あ
る
と
推
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
二
〇
一
四
・
〇
一
・
〇
一
改
正
）

執
行
基
準
八
一
の
三
│
〇
│
一
【
納
税
者
の
誠
実
性
の
推
定
】

税
務
公
務
員
は
、
納
税
者
が
第
八
一
条
の
六
第
二
項
（
定
期
選

定
に
よ
る
調
査
以
外
の
税
務
調
査
）
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
納

税
者
は
誠
実
で
あ
り
、
納
税
者
が
提
出
し
た
申
告
書
な
ど
は
真
実

な
も
の
と
推
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
．
削
除
（
二
〇
一
一
・
一
二
・
三
一
）

三
．
事
業
者
登
録
証
を
発
行
す
る
場
合
（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・

〇
一
改
正
）

四
．
そ
の
他
大
統
領
令
で
定
め
る
場
合
（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・

〇
一
改
正
（
6
）

）

③　

税
務
公
務
員
は
税
務
調
査
を
開
始
す
る
に
当
た
り
、
調
査

員
証
を
納
税
者
又
は
関
係
者
に
提
示
し
た
後
、
納
税
者
権
利

憲
章
を
交
付
し
て
そ
の
要
旨
を
直
接
朗
読
し
、
調
査
理
由
、

調
査
期
間
、
権
利
救
済
手
続
な
ど
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。（
二
〇
一
四
・
〇
一
・
〇
一
新
設
）

執
行
基
準
八
一
の
二
│
〇
│
一
【
納
税
者
権
利
憲
章
の
交
付
】

税
務
公
務
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に

は
、
納
税
者
権
利
憲
章
の
内
容
が
収
録
さ
れ
た
文
書
を
納
税
者
に

交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
．
国
税
の
課
税
標
準
及
び
税
額
を
決
定
又
は
更
正
す
る
目
的

で
質
問
を
し
、
当
該
帳
簿
・
書
類
又
は
そ
の
他
の
物
件
を
検

査
・
調
査
し
、
そ
の
提
出
を
命
ず
る
場
合
（「
租
税
犯
処
罰
手

続
法
」
に
規
定
す
る
租
税
犯
則
調
査
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
に
お

い
て
〝
税
務
調
査
〞
と
い
う
）

二
九
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
五
四
）

③　

何
人
も
、
税
務
公
務
員
に
法
令
を
違
反
さ
せ
、
そ
の
地
位

又
は
権
限
を
濫
用
す
る
な
ど
公
正
な
税
務
調
査
を
阻
害
す
る

行
為
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。（
二
〇
一
四
・
〇
一
・
〇
一
新
設
）

施
行
令
第
六
三
条
の
二
【
再
調
査
が
で
き
る
場
合
（
二
〇
一
四
・

〇
二
・
二
一
題
目
改
正
）】

法
第
八
一
条
の
四
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
〝
大
統
領
令
に

定
め
る
場
合
〞
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

を
い
う
。（
二
〇
一
四
・
〇
二
・
二
一
改
正
）

一
．
不
動
産
投
機
、
買
占
め
売
惜
し
み
、
無
資
料
取
引
等
経
済

秩
序
か
く
乱
等
を
通
じ
た
脱
税
疑
惑
が
あ
る
者
に
対
す
る
一

斉
調
査
を
実
施
す
る
場
合
（
一
九
九
六
・
一
二
・
三
一
新
設
）

二
．
各
種
課
税
資
料
の
処
理
の
た
め
の
再
調
査
や
国
税
還
付
金

の
決
定
の
た
め
の
確
認
調
査
な
ど
を
す
る
場
合
（
二
〇
一
〇
・

〇
二
・
一
八
改
正
）

三
．「
租
税
犯
処
罰
手
続
法
」
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
租

税
犯
則
行
為
の
疑
惑
を
認
め
ら
れ
る
だ
け
の
明
白
な
資
料
が

あ
る
場
合
。
た
だ
し
、
当
初
の
税
務
調
査
（
法
第
八
一
条
の

二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
税
務
調
査
を
い
う
。
以
下
こ
の
章

で
同
じ
。）
に
お
い
て
、
当
該
資
料
に
対
し
「
租
税
犯
処
罰
手

第
八
一
条
の
四
【
税
務
調
査
権
濫
用
禁
止
（
二
〇
〇
六
・
一
二
・

三
〇
条
番
改
正
）】

①　

税
務
公
務
員
は
、
適
正
か
つ
公
平
な
課
税
を
実
現
す
る
た

め
に
必
要
最
小
限
の
範
囲
で
税
務
調
査
を
実
施
し
、
他
の
目

的
な
ど
の
た
め
に
調
査
権
を
濫
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一
改
正
）

②　

税
務
公
務
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
を
除
い
て
は
、
同
一
税
目
及
び
同
一
課
税
期
間
の
再
調
査

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。（
二
〇
一
三
・
〇
一
・
〇
一
改
正
）

一
．
脱
税
の
疑
惑
が
認
め
ら
れ
る
だ
け
の
明
白
な
資
料
が
あ
る

場
合
（
二
〇
〇
七
・
一
二
・
三
一
改
正
）

二
．
取
引
の
相
手
先
に
対
す
る
調
査
が
必
要
な
場
合

（
二
〇
〇
七
・
一
二
・
三
一
改
正
）

三
．
二
以
上
の
課
税
期
間
に
わ
た
り
誤
謬
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
（
二
〇
一
三
・
〇
一
・
〇
一
改
正
）

四
．
第
六
五
条
第
一
項
第
三
号
（
7
）（

第
六
六
条
（
8
）

第
六
項
と
第
八
一
条
（
9
）

で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
）
に
規
定
す
る
必
要
な
処
分
の
決
定

に
よ
っ
て
調
査
を
す
る
場
合
（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一
改
正
）

五
．
そ
の
他
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
類
す
る
場
合
と
し
て

大
統
領
令
に
定
め
る
場
合
（
二
〇
〇
七
・
一
二
・
三
一
改
正
）

二
九
八



大
韓
民
国
国
税
基
本
法
第
七
章
の
二
納
税
者
の
権
利
の
概
要
（
阿
部
）

（
一
七
五
五
）

五
．
そ
の
他
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
類
す
る
場
合
と
し
て

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

ガ
．
不
動
産
投
機
、
買
占
め
売
惜
し
み
、
無
資
料
取
引
等
経
済

秩
序
か
く
乱
等
を
通
じ
た
脱
税
疑
惑
が
あ
る
者
に
対
す
る
一

斉
調
査
を
実
施
す
る
場
合

ナ
．
各
種
課
税
資
料
の
処
理
の
た
め
の
再
調
査
や
国
税
還
付
金

の
決
定
の
た
め
の
確
認
調
査
な
ど
を
す
る
場
合

ダ
．
租
税
犯
則
調
査
、
所
得
税
・
法
人
税
・
附
加
価
値
税
の
決

定
又
は
更
正
の
た
め
の
調
査
な
ど
、
賦
課
処
分
を
す
る
た
め

の
実
際
調
査
を
せ
ず
、
再
更
正
を
す
る
場
合
。

＜

事
例＞

①　

二
次
税
務
調
査
は
、
一
次
税
務
調
査
と
課
税
期
間
、
税
目

及
び
調
査
対
象
者
は
同
一
で
あ
る
が
、
積
極
的
な
ロ
ビ
ー
活

動
と
賄
賂
を
使
っ
て
追
徴
税
額
を
減
少
さ
せ
た
こ
と
や
、
検

察
庁
の
検
事
長
が
捜
査
に
お
い
て
確
保
し
た
課
税
資
料
の
真

偽
要
否
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
の
報
告
を
受
け
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
各
種
の
課
税

資
料
の
処
理
の
た
め
の
再
調
査
に
該
当
す
る
。（
ソ
ウ
ル
高
等

法
院
二
〇
〇
八
ヌ
三
八
三
六
二
、二
〇
一
〇
・
一
〇
・
二
〇
）

②　

検
察
の
捜
査
過
程
に
お
い
て
確
保
さ
れ
た
資
料
の
真
偽
を

続
法
」
第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
り
租
税
犯
則
調
査
審
議

委
員
会
に
お
け
る
租
税
犯
則
調
査
の
実
施
に
関
す
る
審
議
の

結
果
、
租
税
犯
則
行
為
の
疑
惑
が
な
い
と
決
議
し
た
場
合
に

は
、
租
税
犯
則
行
為
の
疑
惑
を
認
め
ら
れ
る
だ
け
の
明
白
な

資
料
が
あ
る
と
認
定
し
な
い
。（
二
〇
一
四
・
〇
二
・
二
一
新
設
）

執
行
基
準
八
一
の
四
│
〇
│
一
【
税
務
調
査
権
濫
用
の
禁
止
】

①　

税
務
公
務
員
は
、
適
正
か
つ
公
平
な
課
税
を
実
現
す
る
た

め
に
必
要
最
小
限
の
範
囲
で
税
務
調
査
を
実
施
し
、
他
の
目

的
な
ど
の
た
め
に
調
査
権
を
濫
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

②　

税
務
公
務
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
を
除
い
て
は
、
同
一
税
目
及
び
同
一
課
税
期
間
の
再
調
査

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。（
二
〇
一
三
・
〇
一
・
〇
一
改
正
）

一
．
脱
税
の
疑
惑
が
認
め
ら
れ
る
だ
け
の
明
白
な
資
料
が
あ
る

場
合

二
．
取
引
の
相
手
先
に
対
す
る
調
査
が
必
要
な
場
合

三
．
二
以
上
の
課
税
期
間
に
わ
た
り
誤
謬
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合

四
．
異
議
申
立
て
、
審
査
請
求
、
審
判
請
求
に
規
定
す
る
必
要

な
処
分
の
決
定
に
よ
っ
て
調
査
を
す
る
場
合

二
九
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
五
六
）

な
い
。
従
っ
て
、
客
観
性
と
合
理
性
が
裏
付
け
ら
れ
な
い
限

り
、
脱
税
の
情
報
提
供
が
具
体
的
と
い
う
事
情
の
み
で
は
、

こ
れ
に
該
当
す
る
も
の
と
は
認
め
難
い
。（
大
法
院

二
〇
〇
八
Ｄ
Ｕ
一
〇
四
六
一
・
二
〇
一
〇
・
一
二
・
二
三
）

⑤　

納
税
義
務
の
確
定
に
は
問
題
は
な
く
と
も
、
そ
の
徴
収
を

不
可
能
に
さ
せ
若
し
く
は
著
し
く
困
難
と
さ
せ
る
場
合
に
も

脱
税
罪
は
成
立
す
る
。（
大
法
院
二
〇
〇
五
Ｄ
Ｏ
九
五
四
六
・

二
〇
〇
七
・
二
・
一
五
）

第
八
一
条
の
五
【
税
務
調
査
時
に
援
助
を
受
け
る
権
利

（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一
題
目
改
正
）】

納
税
者
は
、
税
務
調
査
を
受
け
る
場
合
に
、
弁
護
士
、
公
認
会

計
士
、
税
務
士
を
し
て
調
査
に
参
加
す
る
よ
う
求
め
、
ま
た
意
見

を
述
べ
る
よ
う
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。（
二
〇
一
一
・
一
二
・
三
一

改
正
）

執
行
基
準
八
一
の
五
│
〇
│
一
【
税
務
調
査
時
に
援
助
を
受
け

る
権
利
】

納
税
者
は
、
税
務
調
査
を
受
け
る
場
合
に
、
弁
護
士
、
公
認
会

計
士
、
税
務
士
を
し
て
調
査
に
参
加
す
る
よ
う
求
め
、
ま
た
意
見

確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
、
重
複
調
査
禁
止
の
原
則
に
反
し

な
い
。
ま
た
、
再
調
査
実
施
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
た
客
観
的

資
料
に
よ
り
脱
税
の
事
実
が
裏
付
け
ら
れ
る
の
で
、
根
拠
課

税
原
則
に
も
反
し
な
い
も
の
で
あ
る
。

（
大
法
院
二
〇
〇
七
Ｄ
Ｕ
一
六
五
四
七
・
二
〇
〇
七
・
一
〇
・
二
五
）

③　

納
税
者
の
事
業
場
を
管
轄
す
る
税
務
署
長
が
実
施
し
た
税

務
調
査
は
、
附
加
価
値
税
の
更
正
処
分
の
た
め
の
調
査
で
あ

り
、
調
査
目
的
と
調
査
対
象
が
附
加
価
値
税
額
の
課
税
漏
れ

の
確
認
に
限
定
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
附
加
価
値
税
の
増
額
更

正
処
分
だ
け
が
な
さ
れ
て
お
り
、
住
所
地
を
管
轄
す
る
税
務

署
長
が
実
施
し
た
税
務
調
査
は
個
人
諸
税
全
般
に
関
す
る
特

別
調
査
で
あ
り
、
そ
の
結
果
に
よ
る
総
合
所
得
税
の
増
額
更

正
処
分
な
ど
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
、
総
合
所
得
税
賦
課
処

分
に
関
す
る
上
記
各
調
査
は
、
同
じ
税
目
及
び
同
じ
課
税
期

間
に
対
す
る
重
複
調
査
に
は
該
当
し
な
い
。（
大
法
院

二
〇
〇
四
Ｄ
Ｕ
一
一
七
一
八
・
二
〇
〇
六
・
五
・
二
五
）

④　

脱
税
の
疑
惑
が
認
め
ら
れ
る
だ
け
の
明
白
な
資
料
が
あ
る

場
合
と
は
、
脱
税
事
実
が
確
認
さ
れ
る
相
当
な
程
度
の
蓋
然

性
が
、
客
観
性
と
合
理
性
の
裏
付
け
ら
れ
る
資
料
に
よ
っ
て

認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
厳
格
に
制
限
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

三
〇
〇



大
韓
民
国
国
税
基
本
法
第
七
章
の
二
納
税
者
の
権
利
の
概
要
（
阿
部
）

（
一
七
五
七
）

合
（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一
改
正
）

二
．
直
近
四
課
税
期
間
（
ま
た
は
四
事
業
年
度
）
以
上
、
同
一
の

税
目
の
税
務
調
査
を
受
け
て
い
な
い
納
税
者
に
対
し
、
そ
の

税
務
調
査
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
、
業
種
、
規
模
、

経
済
力
集
中
な
ど
を
考
慮
し
て
、
大
統
領
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
申
告
内
容
の
適
正
性
要
否
を
検
証
す
る
必
要
が

あ
る
場
合
（
二
〇
一
四
・
〇
一
・
〇
一
改
正
）

三
．
無
作
為
抽
出
方
式
で
標
本
調
査
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一
改
正
）

③　

税
務
公
務
員
は
第
二
項
の
定
期
選
定
に
よ
る
調
査
の
他
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
税
務
調
査
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
二
〇
一
四
・
〇
一
・
〇
一
改
正
）

一
．
納
税
者
が
税
法
で
定
め
る
申
告
、
誠
実
申
告
確
認
書
の
提

出
、
税
金
計
算
書
又
は
計
算
書
の
作
成
・
交
付
・
提
出
、
支

給
明
細
書
の
作
成
・
提
出
な
ど
の
納
税
協
力
義
務
を
履
行
し

な
い
場
合
（
二
〇
一
一
・
〇
五
・
〇
二
改
正
）

二
．
無
資
料
取
引
、
偽
装
・
加
工
取
引
な
ど
取
引
内
容
が
事
実

と
異
な
る
疑
い
が
あ
る
場
合
（
二
〇
〇
六
・
一
二
・
三
〇
改
正
）

三
．
納
税
者
に
対
す
る
具
体
的
な
脱
税
情
報
提
供
が
あ
る
場
合

（
二
〇
〇
六
・
一
二
・
三
〇
改
正
）

を
述
べ
る
よ
う
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
一
条
の
六
【
税
務
調
査
管
轄
お
よ
び
対
象
者
選
定

（
二
〇
一
四
・
〇
一
・
〇
一
題
目
改
正
）】

①　

税
務
調
査
は
、
納
税
地
管
轄
税
務
署
長
又
は
地
方
国
税
庁

長
が
執
行
す
る
。
た
だ
し
、
納
税
者
の
主
た
る
事
業
場
等
が

納
税
地
と
管
轄
が
異
な
る
場
合
、
納
税
地
管
轄
税
務
署
長
又

は
地
方
国
税
庁
長
が
税
務
調
査
を
執
行
す
る
こ
と
が
不
適
切

と
認
め
る
場
合
な
ど
、
大
統
領
令
に
定
め
る
事
由
に
該
当
す

る
場
合
に
は
、
国
税
庁
長
（
同
じ
地
方
国
税
庁
又
は
所
管
税
務

署
の
管
轄
調
整
の
場
合
に
は
、
地
方
国
税
庁
長
）
が
そ
の
管
轄
を

調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
二
〇
一
四
・
〇
一
・
〇
一
新
設
）

②　

税
務
公
務
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
に
は
、
定
期
的
に
申
告
の
適
正
性
を
検
証
す
る
た
め
に
対

象
を
選
定
（
以
下
〝
定
期
選
定
〞
と
い
う
）
し
て
税
務
調
査
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
税
務
公
務
員
は
客
観
的

基
準
に
よ
り
公
正
に
そ
の
対
象
を
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。（
二
〇
一
四
・
〇
一
・
〇
一
項
番
改
正
）﹇
附
則
﹈

一
．
国
税
庁
長
が
納
税
者
の
申
告
内
容
の
定
期
的
な
誠
実
度
分

析
を
し
た
結
果
、
不
誠
実
の
疑
い
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場

三
〇
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
五
八
）

轄
税
務
署
長
又
は
地
方
国
税
庁
長
が
税
務
調
査
を
執
行
す
る
こ
と

が
不
適
切
と
認
め
る
場
合
な
ど
、
大
統
領
令
に
定
め
る
事
由
に
該

当
す
る
場
合
〞
と
は
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を

い
う
。（
二
〇
一
四
・
〇
二
・
二
一
新
設
）

一
．
納
税
者
が
事
業
を
実
質
的
に
管
理
す
る
場
所
の
所
在
地
と

納
税
地
管
轄
が
別
で
あ
る
場
合
（
二
〇
一
四
・
〇
二
・
二
一
新

設
）

二
．
一
定
の
地
域
で
主
に
事
業
を
営
む
納
税
者
に
対
し
、
公
正

な
税
務
調
査
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
な
ど
納
税
地
管

轄
税
務
署
長
又
は
地
方
国
税
庁
長
が
税
務
調
査
を
実
施
す
る

こ
と
が
不
適
切
だ
と
判
断
す
る
場
合
（
二
〇
一
四
・
〇
二
・
二
一

新
設
）

三
．
税
務
調
査
対
象
納
税
者
と
出
資
関
係
に
あ
る
者
、
取
引
関

係
が
あ
る
者
又
は
特
殊
関
係
人
に
該
当
す
る
者
な
ど
に
対
す

る
税
務
調
査
が
必
要
な
場
合
（
二
〇
一
四
・
〇
二
・
二
一
新
設
）

四
．
税
務
官
署
別
業
務
量
と
税
務
調
査
人
員
な
ど
を
考
慮
し
て

管
轄
を
調
整
す
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合

（
二
〇
一
四
・
〇
二
・
二
一
新
設
）

施
行
令
第
六
三
条
の
四
【
長
期
未
調
査
者
に
対
す
る
税
務
調
査

四
．
申
告
内
容
に
脱
税
や
誤
謬
の
疑
い
を
認
め
る
だ
け
の
明
白

な
資
料
が
あ
る
場
合
（
二
〇
〇
六
・
一
二
・
三
〇
改
正
）

④　

税
務
公
務
員
は
、
課
税
官
庁
の
調
査
決
定
に
よ
っ
て
課
税

標
準
と
税
額
が
確
定
す
る
税
目
の
場
合
、
課
税
標
準
と
税
額

を
決
定
す
る
た
め
に
税
務
調
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
二
〇
一
四
・
〇
一
・
〇
一
項
番
改
正
）

⑤　

税
務
公
務
員
は
、
次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要
件
に
該
当
す

る
者
に
対
し
て
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
税
務
調
査
を
実
施

し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
客
観
的
な
証
拠
資
料
に

よ
っ
て
過
少
申
告
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
場
合
に
は
こ

の
限
り
で
な
い
。（
二
〇
一
四
・
〇
一
・
〇
一
改
正
）

一
．
業
種
別
収
入
金
額
が
大
統
領
令
に
定
め
る
金
額
以
下
で
あ

る
事
業
者
（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一
改
正
）

二
．
帳
簿
記
録
な
ど
が
大
統
領
令
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る

事
業
者
（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一
改
正
）

施
行
令
第
六
三
条
の
三
【
税
務
調
査
の
管
轄
調
整
】（
二
〇
一
四
・

〇
二
・
二
一
新
設
）

法
第
八
一
条
の
六
第
一
項
但
し
書
き
に
規
定
す
る
〝
納
税
者
の

主
た
る
事
業
場
等
が
納
税
地
と
管
轄
が
異
な
る
場
合
、
納
税
地
管

三
〇
二



大
韓
民
国
国
税
基
本
法
第
七
章
の
二
納
税
者
の
権
利
の
概
要
（
阿
部
）

（
一
七
五
九
）

録
な
ど
が
大
統
領
令
に
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
事
業
者
〞

と
は
、
次
の
各
号
の
す
べ
て
の
要
件
を
備
え
た
事
業
者
を
い

う
。（
二
〇
一
三
・
〇
二
・
一
五
、
二
〇
一
四
・
〇
二
・
二
一
改
正
）

一
．
す
べ
て
の
取
引
事
実
が
客
観
的
に
把
握
で
き
る
よ
う
複
式

簿
記
方
式
で
帳
簿
を
記
録
・
管
理
し
て
い
る
こ
と

（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
改
正
）

二
．
課
税
期
間
開
始
以
前
に
「
与
信
専
門
金
融
業
法
」
に
よ
る

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
加
盟
店
に
加
入
し
て
、
当
該
課
税
期
間

に
法
第
八
四
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
各
項
目
に
掲
げ
る
行

為
を
し
て
い
な
い
こ
と
（「
所
得
税
法
」
第
一
六
二
条
の
三
第
一

項
及
び
「
法
人
税
法
」
第
一
一
七
条
の
二
第
一
項
に
よ
り
現
金
領

収
証
加
盟
店
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
業
者
に
限
る
）

（
二
〇
一
三
・
〇
二
・
一
五
改
正
）

三
．
課
税
期
間
開
始
以
前
に
「
租
税
特
例
制
限
法
」
第
一
二
六

条
の
三
に
よ
る
現
金
領
収
証
加
盟
店
に
加
入
し
て
当
該
課
税

期
間
に
法
第
八
四
条
の
二
第
一
項
第
四
号
の
各
項
目
に
掲
げ

る
行
為
を
し
て
い
な
い
こ
と
（「
所
得
税
法
」
第
一
六
二
条
の
三

第
一
項
及
び
「
法
人
税
法
」
第
一
一
七
条
の
二
第
一
項
に
よ
り
現

金
領
収
証
加
盟
店
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
業
者
に
限
る
）

（
二
〇
一
三
・
〇
二
・
一
五
改
正
）

基
準
（
二
〇
〇
二
・
一
二
・
三
〇
題
目
改
正
）】

法
第
八
一
条
の
六
第
二
項
第
二
号
に
よ
り
実
施
す
る
税
務
調
査

は
、
納
税
者
の
履
歴
や
税
務
情
報
な
ど
を
考
慮
し
て
国
税
庁
長
が

定
め
る
基
準
に
従
う
。（
二
〇
一
三
・
六
・
一
一
、
二
〇
一
四
・
二
・
二
一

改
正
）

施
行
令
第
六
三
条
の
五
【
小
規
模
誠
実
事
業
者
に
対
す
る
税
務

調
査
免
除
（
二
〇
〇
七
・
〇
二
・
二
八
新
設
）】

①　

法
第
八
一
条
の
六
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
〝
業
種
別

収
入
金
額
が
大
統
領
令
に
定
め
る
金
額
以
下
で
あ
る
事
業

者
〞
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
業
者
を

い
う
。（
二
〇
一
四
・
〇
二
・
二
一
改
正
）

一
．
個
人
：「
所
得
税
法
」
第
一
六
〇
条
第
三
項
に
よ
る
簡
便

帳
簿
対
象
者
（
二
〇
〇
七
・
〇
二
・
二
八
新
設
）

二
．
法
人
：「
法
人
税
法
」
第
六
〇
条
に
よ
り
法
人
税
課
税
標

準
及
び
税
額
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
当
該
法
人
の
収
入
金
額

（
課
税
期
間
が
一
年
未
満
の
場
合
に
は
一
年
で
換
算
し
た
収
入
金
額

を
い
う
）
が
一
億
ウ
ォ
ン
以
下
で
あ
る
法
人
（
二
〇
一
〇
・

〇
二
・
一
八
改
正
）

②　

法
第
八
一
条
の
六
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
〝
帳
簿
記

三
〇
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
六
〇
）

 

国
税
庁
長　
　
　
　
　
　

第
一
条
「
目
的
」

こ
の
告
示
は
、
国
税
基
本
法
第
八
一
条
の
六
第
四
項
第
二
号
及

び
同
法
施
行
令
第
六
三
条
の
五
第
二
項
第
五
号
に
お
い
て
、
国

税
庁
長
に
委
任
し
た
誠
実
申
告
基
準
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
二
条
「
誠
実
申
告
基
準
」

誠
実
申
告
基
準
は
、〝
当
該
課
税
期
間
の
収
入
金
額
を
直
前
課

税
期
間
の
収
入
金
額
と
比
べ
一
〇
〇
分
の
一
〇
以
上
増
額
申
告

し
、
か
つ
、
当
該
課
税
期
間
の
所
得
金
額
を
直
前
課
税
年
度
の

所
得
金
額
以
上
で
申
告
す
る
こ
と
〞
と
す
る
。

第
三
条
「
除
外
基
準
」

事
業
場
の
移
転
（
拡
張
）
又
は
業
種
の
変
更
な
ど
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
由
に
よ
り
収
入
金
額
又
は
課
税
標
準

が
増
加
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
誠
実
申
告
基
準
か
ら
除
外
す

る
。

1
．  

事
業
場
の
面
積
が
直
前
課
税
年
度
よ
り
一
〇
〇
分
の
五
〇

（
事
業
場
を
移
転
す
る
場
合
は
一
〇
〇
分
の
三
〇
）
以
上
増
加
す

る
場
合

※  　

事
業
場
の
面
積
は
、
直
前
年
度
と
当
該
年
度
の
事
業
場

四
．「
所
得
税
法
」
第
一
六
〇
条
の
五
に
規
定
す
る
事
業
用
口

座
を
開
設
し
て
使
用
し
て
い
る
こ
と
（
個
人
事
業
者
に
限
る
）

（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
改
正
）

五
．
業
種
別
平
均
収
入
金
額
増
加
率
な
ど
を
考
慮
し
て
国
税
庁

長
が
定
め
て
告
示
す
る
収
入
金
額
な
ど
の
申
告
基
準
に
該
当

す
る
こ
と
（
二
〇
〇
七
・
〇
二
・
二
八
新
設
）

六
．
当
該
課
税
期
間
の
法
定
申
告
納
付
期
限
終
了
日
現
在
、
直

近
三
年
間
租
税
犯
と
し
て
処
罰
を
受
け
た
事
実
が
な
い
こ
と

（
二
〇
一
三
・
〇
二
・
一
五
改
正
）

七
．
当
該
課
税
期
間
の
法
定
申
告
納
付
期
限
終
了
日
現
在
、
国

税
の
滞
納
の
事
実
が
な
い
こ
と
（
二
〇
一
三
・
〇
二
・
一
五
改
正
）

【
小
規
模
誠
実
事
業
者
に
対
す
る
定
期
調
査
免
除
の
際
に
適
用
す

る
誠
実
申
告
基
準
告
示
】

 

国
税
庁
長
告
示
第
二
〇
一
二
│
四
一
号
（
二
〇
一
二
・
〇
八
・
二
一
）

国
税
基
本
法
第
八
一
条
の
六
第
四
項
第
二
号
及
び
同
法
施
行
令
第

六
三
条
の
五
第
二
項
第
五
号
に
お
い
て
、
国
税
庁
長
に
委
任
し
た

誠
実
申
告
基
準
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
告
示
し
ま
す
。

 

二
〇
一
二
年
八
月
二
一
日

三
〇
四



大
韓
民
国
国
税
基
本
法
第
七
章
の
二
納
税
者
の
権
利
の
概
要
（
阿
部
）

（
一
七
六
一
）

二
．
直
近
四
課
税
期
間
（
ま
た
は
四
事
業
年
度
）
以
上
、
同
一
の

税
目
の
税
務
調
査
を
受
け
て
い
な
い
納
税
者
に
対
し
、
そ
の

税
務
調
査
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
、
業
種
、
規
模
な

ど
を
考
慮
し
て
申
告
内
容
の
適
正
性
要
否
を
検
証
す
る
必
要

が
あ
る
場
合
。
こ
の
場
合
、
納
税
者
の
履
歴
や
税
務
情
報
等

を
考
慮
し
国
税
庁
長
が
定
め
る
基
準
に
よ
る

三
．
無
作
為
抽
出
方
式
で
標
本
調
査
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

②　

第
一
項
に
よ
る
定
期
選
定
に
よ
る
調
査
以
外
の
調
査
の
事

由
一
．
納
税
者
が
税
法
で
定
め
る
申
告
、
誠
実
申
告
確
認
書
の
提

出
、
税
金
計
算
書
又
は
計
算
書
の
作
成
・
交
付
・
提
出
、
支

給
明
細
書
の
作
成
・
提
出
な
ど
の
納
税
協
力
義
務
を
履
行
し

な
い
場
合

二
．
無
資
料
取
引
、
偽
装
・
加
工
取
引
な
ど
取
引
内
容
が
事
実

と
異
な
る
疑
い
が
あ
る
場
合

三
．
納
税
者
に
対
す
る
具
体
的
な
脱
税
情
報
提
供
が
あ
る
場
合

四
．
申
告
内
容
に
脱
税
や
誤
謬
の
疑
い
を
認
め
る
だ
け
の
明
白

な
資
料
が
あ
る
場
合

③　

小
規
模
誠
実
事
業
者
に
対
す
る
税
務
調
査
免
除

税
務
公
務
員
は
、
次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要
件
に
該
当
す
る
者

面
積
の
積
数
に
て
計
算
し
て
比
較

2
．
韓
国
標
準
事
業
分
類
に
よ
る
場
合
、
他
の
大
分
類
に
属
す

る
業
種
を
追
加
す
る
場
合

第
四
条
「
再
検
討
期
間
」

「
訓
令
・
例
規
等
の
発
令
及
び
管
理
に
関
す
る
規
定｣

（
大
統
領

訓
令
第
二
四
八
号
）
に
よ
り
、
こ
の
告
示
発
令
後
に
お
け
る
法

令
や
現
実
与
件
の
変
化
な
ど
を
検
討
し
、
こ
の
告
示
の
廃
止
、

改
正
等
の
措
置
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
限
は
、
二
〇
一
五

年
八
月
二
〇
日
ま
で
と
す
る
。

｢

附
則
」

第
一
条
（
施
行
日
）
こ
の
告
示
は
発
令
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
二
条
（
適
用
例
）
こ
の
告
示
は
、
告
示
施
行
日
が
属
す
る
課
税

年
度
分
か
ら
適
用
す
る
。

執
行
基
準
八
一
の
六
│
〇
│
一
【
税
務
調
査
対
象
者
の
選
定
】

①　

定
期
選
定
（
定
期
的
に
申
告
の
適
正
性
を
検
証
す
る
た
め
の
対

象
選
定
）
の
事
由

一
．
国
税
庁
長
が
納
税
者
の
申
告
内
容
の
定
期
的
な
誠
実
度
分

析
を
し
た
結
果
、
不
誠
実
の
疑
い
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場

合

三
〇
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
六
二
）

項
及
び
「
法
人
税
法
」
第
一
一
七
条
の
二
第
一
項
に
よ
り
現
金
領

収
証
加
盟
店
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
業
者
に
限
る
）

ダ
．
課
税
期
間
開
始
以
前
に
「
租
税
特
例
制
限
法
」
第
一
二
六

条
の
三
に
よ
る
現
金
領
収
証
加
盟
店
に
加
入
し
て
当
該
課
税

期
間
に
法
第
八
四
条
の
二
第
一
項
第
四
号
の
各
項
目
に
掲
げ

る
行
為
を
し
て
い
な
い
こ
と
（「
所
得
税
法
」
第
一
六
二
条
の
三

第
一
項
及
び
「
法
人
税
法
」
第
一
一
七
条
の
二
第
一
項
に
よ
り
現

金
領
収
証
加
盟
店
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
業
者
に
限
る
）

ラ
．「
所
得
税
法
」
第
一
六
〇
条
の
五
に
規
定
す
る
事
業
用
口

座
を
開
設
し
て
使
用
し
て
い
る
こ
と
（
個
人
事
業
者
に
限
る
）

マ
．
業
種
別
平
均
収
入
金
額
増
加
率
な
ど
を
考
慮
し
て
国
税
庁

長
が
定
め
て
告
示
す
る
収
入
金
額
な
ど
の
申
告
基
準
に
該
当

す
る
こ
と

バ
．
当
該
課
税
期
間
の
法
定
申
告
納
付
期
限
終
了
日
現
在
、
直

近
三
年
間
租
税
犯
と
し
て
処
罰
を
受
け
た
事
実
が
な
い
こ
と

サ
．
当
該
課
税
期
間
の
法
定
申
告
納
付
期
限
終
了
日
現
在
、
国

税
の
滞
納
の
事
実
が
な
い
こ
と

に
対
し
て
は
、
税
務
調
査
を
実
施
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
客
観
的
な
証
拠
資
料
に
よ
っ
て
過
少
申
告
で
あ
る
こ
と
が
明

白
で
あ
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
．
業
種
別
収
入
金
額
が
大
統
領
令
に
定
め
る
金
額
以
下
で
あ

る
事
業
者

ガ
．
個
人
： 

所
得
税
法
第
一
六
〇
条
第
三
項
に
よ
る
簡
便
帳
簿

対
象
者

ナ
．
法
人
： 

法
人
税
法
第
六
〇
条
に
よ
り
法
人
税
課
税
標
準
及

び
税
額
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
当
該
法
人
の
収
入

金
額
（
課
税
期
間
が
一
年
未
満
で
あ
る
場
合
は
、
一
年

で
換
算
し
た
収
入
金
額
を
い
う
）
が
一
億
ウ
ォ
ン
以

下
の
事
業
者

二
．
帳
簿
記
録
な
ど
が
次
に
掲
げ
る
要
件
を
す
べ
て
備
え
た
事

業
者

ガ
．
す
べ
て
の
取
引
事
実
が
客
観
的
に
把
握
で
き
る
よ
う
複
式

簿
記
方
式
で
帳
簿
を
記
録
・
管
理
し
て
い
る
こ
と

ナ
．
課
税
期
間
開
始
以
前
に
「
与
信
専
門
金
融
業
法
」
に
よ
る

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
加
盟
店
に
加
入
し
て
、
当
該
課
税
期
間

に
法
第
八
四
条
の
二
第
一
項
第
三
号
の
各
項
目
に
掲
げ
る
行

為
を
し
て
い
な
い
こ
と
（「
所
得
税
法
」
第
一
六
二
条
の
三
第
一

三
〇
六



大
韓
民
国
国
税
基
本
法
第
七
章
の
二
納
税
者
の
権
利
の
概
要
（
阿
部
）

（
一
七
六
三
）

〇
一
改
正
）

施
行
令
第
六
三
条
の
六
【
税
務
調
査
の
事
前
通
知
（
二
〇
〇
七
・

〇
二
・
二
八
条
番
改
正
）】

法
第
八
一
条
の
七
第
一
項
に
よ
り
、
納
税
者
又
は
納
税
管
理
人

に
税
務
調
査
に
関
す
る
事
前
通
知
を
す
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
改
正
）

一
．
納
税
者
又
は
納
税
管
理
人
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所

（
一
九
九
六
・
一
二
・
三
一
改
正
）

二
．
調
査
期
間
（
一
九
九
六
・
一
二
・
三
一
改
正
）

三
．
調
査
対
象
税
目
及
び
調
査
理
由
（
一
九
九
六
・
一
二
・
三
一

改
正
）

四
．
そ
の
他
必
要
な
事
項
（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
改
正
）

施
行
令
第
六
三
条
の
七
【
税
務
調
査
の
延
期
申
請
（
二
〇
〇
七
・

〇
二
・
二
八
条
番
改
正
）】

①　

法
第
八
一
条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
〝
大
統
領
令
に
定

め
る
事
由
〞
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事

由
を
い
う
。（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
改
正
）

第
八
一
条
の
七
【
税
務
調
査
の
事
前
通
知
と
延
期
申
請

（
二
〇
〇
六
・
一
二
・
三
〇
条
番
改
正
）】

①　

税
務
公
務
員
は
、
税
務
調
査
（「
租
税
犯
処
罰
手
続
法
」
に

規
定
す
る
租
税
犯
則
調
査
を
除
く
。）
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、

調
査
を
受
け
る
納
税
者
（
納
税
者
が
第
八
二
条
（
10
）

に
よ
り
納
税
管

理
人
を
定
め
、
管
轄
税
務
署
長
に
申
告
し
た
場
合
に
は
、
納
税
管

理
人
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
に
対
し
て
、
調
査
を
開

始
す
る
日
の
一
〇
日
前
ま
で
に
、
調
査
対
象
税
目
、
調
査
期

間
及
び
調
査
理
由
、
そ
の
他
大
統
領
令
に
定
め
る
事
項
を
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
事
前
に
通
知
す
る
こ

と
が
証
拠
隠
滅
な
ど
に
よ
り
、
調
査
目
的
を
達
成
で
き
な
い

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

②　

第
一
項
に
規
定
す
る
通
知
を
受
け
た
納
税
者
が
天
災
・
地

変
そ
の
他
大
統
領
令
に
定
め
る
事
由
に
よ
り
調
査
を
受
け
る

こ
と
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
大
統
領
令
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
管
轄
税
務
署
長
に
対
し
て
調
査
の
延
期
を

申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一
改
正
）

③　

第
二
項
に
よ
り
延
期
申
請
を
受
け
た
管
轄
税
務
署
長
は
、

延
期
申
請
承
認
の
要
否
を
決
定
し
、
そ
の
結
果
を
調
査
開
始

前
ま
で
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・

三
〇
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
六
四
）

執
行
基
準
八
一
の
七
│
〇
│
一
【
税
務
調
査
の
事
前
通
知
と
延

期
の
申
請
】

①　

税
務
公
務
員
は
、
税
務
調
査
（「
租
税
犯
処
罰
手
続
法
」
に

規
定
す
る
租
税
犯
則
調
査
を
除
く
。）
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、

調
査
を
受
け
る
納
税
者
（
納
税
者
が
国
税
基
本
法
第
八
二
条
に

よ
り
納
税
管
理
人
を
定
め
管
轄
税
務
署
長
に
申
告
し
た
場
合
に
は
、

納
税
管
理
人
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
）
に
対
し
て
、
調
査

を
開
始
す
る
日
の
一
〇
日
前
ま
で
に
、
調
査
対
象
税
目
、
調

査
期
間
及
び
調
査
理
由
、
そ
の
他
大
統
領
令
に
定
め
る
事
項

を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
事
前
に
通
知
す

る
こ
と
が
証
拠
隠
滅
な
ど
に
よ
り
、
調
査
目
的
を
達
成
で
き

な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
二
〇
一
一
・
一
二
・
三
一
改
正
）

②　

第
一
項
に
規
定
す
る
通
知
を
受
け
た
納
税
者
が
天
災
・
地

変
そ
の
他
大
統
領
令
に
定
め
る
事
由
に
よ
り
調
査
を
受
け
る

こ
と
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
大
統
領
令
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
管
轄
税
務
署
長
に
対
し
て
調
査
の
延
期
を

申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一
改
正
）

③　

第
二
項
に
よ
り
延
期
申
請
を
受
け
た
管
轄
税
務
署
長
は
、

延
期
申
請
承
認
の
要
否
を
決
定
し
、
そ
の
結
果
を
調
査
開
始

一
．
火
災
、
そ
の
他
の
災
害
に
よ
り
事
業
上
厳
し
い
状
態
に
あ

る
場
合
（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
改
正
）

二
．
納
税
者
又
は
納
税
管
理
人
の
病
気
、
長
期
出
張
な
ど
で
税

務
調
査
の
実
施
が
困
難
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合

（
一
九
九
六
・
一
二
・
三
一
改
正
）

三
．
権
限
の
あ
る
機
関
に
帳
簿
、
証
拠
書
類
が
押
収
、
領
置
さ

れ
て
い
る
場
合
（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
改
正
）

四
．
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
場
合
に
準
ず
る
理

由
が
あ
る
場
合
（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
改
正
）

②　

法
第
八
一
条
の
七
第
二
項
に
よ
り
税
務
調
査
の
延
期
申
請

を
し
よ
う
と
す
る
者
は
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
文
書

を
該
当
行
政
機
関
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
改
正
）

一
．
税
務
調
査
の
延
期
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
及
び
住

所
又
は
居
所
（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
改
正
）

二
．
税
務
調
査
の
延
期
を
受
け
よ
う
と
す
る
期
間
（
二
〇
一
〇
・

〇
二
・
一
八
改
正
）

三
．
税
務
調
査
の
延
期
を
受
け
よ
う
と
す
る
理
由
（
二
〇
一
〇
・

〇
二
・
一
八
改
正
）

三
〇
八



大
韓
民
国
国
税
基
本
法
第
七
章
の
二
納
税
者
の
権
利
の
概
要
（
阿
部
）

（
一
七
六
五
）

（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一
改
正
）

五
．
第
八
一
条
の
一
六
第
二
項
に
規
定
す
る
納
税
者
保
護
官
又

は
担
当
官
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
〝
納
税
者
保
護
官
等
〞
と
い

う
）
が
、
脱
税
の
疑
い
と
関
連
し
て
更
な
る
事
実
確
認
が
必

要
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
（
二
〇
一
四
・
〇
一
・
〇
一
改
正
）

六
．
税
務
調
査
対
象
者
が
脱
税
疑
惑
に
対
す
る
解
明
な
ど
の
た

め
に
税
務
調
査
期
間
の
延
長
を
申
請
し
、
納
税
者
保
護
官
等

が
こ
れ
を
認
め
る
場
合
（
二
〇
一
四
・
〇
一
・
〇
一
新
設
）

②　

税
務
公
務
員
は
第
一
項
に
よ
り
税
務
調
査
期
間
を
決
定
す

る
場
合
に
お
い
て
、
調
査
対
象
課
税
期
間
中
、
年
間
収
入
金

額
又
は
譲
渡
価
額
が
、
最
も
高
額
な
課
税
期
間
の
年
間
収
入

金
額
又
は
譲
渡
価
額
が
一
〇
〇
億
ウ
ォ
ン
未
満
の
納
税
者
に

対
す
る
税
務
調
査
期
間
は
二
〇
日
以
内
と
す
る
。

（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一
新
設
）

③　

第
二
項
に
よ
り
期
間
を
定
め
た
税
務
調
査
を
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
延
長
す
る
場
合
に
お
い
て
、
最
初
の
延
長
の
場
合

に
は
管
轄
税
務
署
長
の
延
長
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

二
回
目
以
降
の
延
長
の
場
合
に
は
管
轄
上
級
税
務
官
署
長
の

延
長
承
認
を
受
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
二
〇
日
以
内
で
延
長
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
場
合
に

前
ま
で
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一

改
正
）

第
八
一
条
の
八
【
税
務
調
査
期
間
（
二
〇
〇
六
・
一
二
・
三
〇
新

設
）】

①　

税
務
公
務
員
は
、
調
査
対
象
税
目
・
業
種
・
規
模
、
調
査

難
易
度
な
ど
を
考
慮
し
、
税
務
調
査
期
間
が
最
小
限
に
な
る

よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
税
務
調
査
期
間
を
延
長
す

る
こ
と
が
で
き
る
。（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一
、
二
〇
一
一
・

一
二
・
三
一
、
二
〇
一
四
・
〇
一
・
〇
一
改
正
）

一
．
帳
簿
・
書
類
等
の
隠
匿
、
提
出
の
遅
延
、
提
出
拒
否
な
ど

調
査
を
忌
避
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
（
二
〇
一
〇
・

〇
一
・
〇
一
改
正
）

二
．
取
引
先
の
調
査
や
現
場
確
認
、
金
融
取
引
の
現
場
確
認
が

必
要
な
場
合
（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一
改
正
）

三
．
脱
税
の
疑
い
が
確
認
さ
れ
た
か
、
調
査
の
過
程
に
お
い
て

調
査
類
型
を
租
税
犯
則
調
査
に
切
り
替
え
た
場
合

（
二
〇
一
一
・
一
二
・
三
一
改
正
）

四
．
天
災
、
地
変
、
労
働
争
議
で
調
査
が
中
断
さ
れ
た
場
合

三
〇
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
六
六
）

④　

税
務
公
務
員
は
、
納
税
者
が
資
料
提
出
を
遅
延
す
る
な
ど

大
統
領
令
に
規
定
す
る
事
由
に
よ
り
、
税
務
調
査
の
進
行
が

困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
税
務
調
査
を
中
止

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
中
止
期
間
は
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
税
務
調
査
期
間
お
よ
び
税
務
調
査
延

長
期
間
に
算
入
し
な
い
。（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一
新
設
）

⑤　

税
務
公
務
員
は
、
第
四
項
に
よ
り
税
務
調
査
を
中
止
し
た

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
中
止
理
由
が
消
滅
し
た
場
合
、
直
ち

に
調
査
を
再
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
租
税
債

権
の
確
保
な
ど
緊
急
に
調
査
す
べ
き
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
は
、
税
務
調
査
を
再
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一
新
設
）

⑥　

税
務
公
務
員
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
税
務
調
査
期
間

を
延
長
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
と
期
間
を
納
税
者
に
文

書
で
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
第
四
項
お
よ
び
第
五

項
に
よ
り
税
務
調
査
を
中
止
又
は
再
開
す
る
場
合
に
は
そ
の

理
由
を
文
書
で
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
二
〇
一
〇
・

〇
一
・
〇
一
改
正
）

⑦　

税
務
公
務
員
は
、
税
務
調
査
期
間
を
短
縮
す
る
た
め
に
努

力
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
帳
簿
記
録
及
び
会
計
処
理
の
透
明

は
第
二
項
の
税
務
調
査
期
間
の
制
限
及
び
こ
の
項
本
文
の
税

務
調
査
延
長
期
間
の
制
限
を
受
け
な
い
。（
二
〇
一
四
・

〇
一
・
〇
一
新
設
）

一
．
無
資
料
取
引
、
偽
装
・
加
工
取
引
な
ど
取
引
内
容
が
事
実

と
違
う
と
す
る
疑
惑
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
実
際
の
取
引

内
容
に
対
す
る
調
査
が
必
要
な
場
合
（
二
〇
一
四
・
〇
一
・

〇
一
新
設
）

二
．「
国
際
租
税
調
整
に
関
す
る
法
律
」
第
二
条
（
11
）
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
国
際
取
引
を
利
用
し
て
税
金
を
脱
漏
し
、
国

内
脱
漏
所
得
を
海
外
で
変
則
流
出
し
た
疑
惑
が
認
め
ら
れ
る

た
め
に
調
査
す
る
場
合
（
二
〇
一
四
・
〇
一
・
〇
一
新
設
）

三
．
名
義
偽
装
、
二
重
帳
簿
の
作
成
、
借
名
口
座
の
利
用
、
現

金
取
引
の
脱
漏
な
ど
の
方
法
を
通
じ
て
脱
税
の
疑
惑
が
認
め

ら
れ
る
た
め
に
調
査
す
る
場
合
（
二
〇
一
四
・
〇
一
・
〇
一
新
設
）

四
．
偽
り
の
契
約
書
作
成
、
未
登
記
譲
渡
な
ど
を
利
用
し
た
不

動
産
投
機
等
を
通
じ
た
脱
税
の
疑
惑
が
認
め
ら
れ
る
た
め
調

査
す
る
場
合
（
二
〇
一
四
・
〇
一
・
〇
一
新
設
）

五
．
相
続
税
・
贈
与
税
調
査
、
株
式
変
動
調
査
、
租
税
犯
則
調

査
及
び
出
資
・
取
引
関
係
に
あ
る
関
連
者
に
対
し
同
時
調
査

を
す
る
場
合
（
二
〇
一
四
・
〇
一
・
〇
一
新
設
）

三
一
〇



大
韓
民
国
国
税
基
本
法
第
七
章
の
二
納
税
者
の
権
利
の
概
要
（
阿
部
）

（
一
七
六
七
）

常
に
進
め
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
場
合

（
二
〇
一
三
・
〇
二
・
一
五
改
正
）

ガ
．
納
税
者
の
所
在
が
不
明
な
場
合
（
二
〇
一
三
・
〇
二
・
一
五

改
正
）

ナ
．
納
税
者
が
海
外
に
出
国
し
た
場
合
（
二
〇
一
三
・
〇
二
・

一
五
改
正
）

ダ
．
納
税
者
が
帳
簿
・
書
類
等
を
隠
匿
、
若
し
く
は
そ
の
提
出

を
遅
延
又
は
拒
否
し
た
場
合
（
二
〇
一
三
・
〇
二
・
一
五
改
正
）

ラ
．
労
働
争
議
が
発
生
し
た
場
合
（
二
〇
一
三
・
〇
二
・
一
五
改

正
）

マ
．
そ
の
他
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
事
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
（
二
〇
一
三
・
〇
二
・
一
五
改
正
）

四
．
削
除
（
二
〇
一
三
・
〇
二
・
一
五
）

五
．
第
六
三
条
の
一
五
第
二
項
第
四
号
（
同
条
第
三
項
で
委
任
し

た
場
合
を
含
む
）
に
よ
り
法
第
八
一
条
の
一
六
第
二
項
に
規

定
す
る
納
税
者
保
護
官
又
は
担
当
官
が
、
税
務
調
査
の
一
時

中
止
を
要
請
す
る
場
合
（
二
〇
一
四
・
〇
二
・
二
一
改
正
）

施
行
規
則
（
二
〇
一
四
・
〇
三
・
一
四
）
一
部
改
正

第
三
六
条
の
二
【
税
務
調
査
期
間
延
長
通
知
】

性
な
ど
納
税
誠
実
度
を
検
討
し
、
こ
れ
以
上
調
査
す
る
事
項

が
な
い
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、
調
査
期
間
終
了
前
で
も

調
査
を
早
期
に
終
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
二
〇
一
四
・

〇
一
・
〇
一
新
設
）

施
行
令
第
六
三
条
の
八
（
二
〇
一
四
・
〇
二
・
二
一
削
除
）

施
行
令
第
六
三
条
の
九
（
二
〇
一
四
・
〇
二
・
二
一
削
除
）

施
行
令
第
六
三
条
の
一
〇
【
税
務
調
査
の
中
止
（
二
〇
一
〇
・

〇
二
・
一
八
新
設
）】

法
第
八
一
条
の
八
第
四
項
に
規
定
す
る
〝
納
税
者
が
資
料
提
出

を
遅
延
す
る
な
ど
大
統
領
令
に
規
定
す
る
事
由
〞
と
は
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
い
う
。（
二
〇
一
二
・
二
・
二
、

二
〇
一
三
・
二
・
一
五
、
二
〇
一
四
・
二
・
二
一
改
正
）

一
．
法
第
八
一
条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
税
務
調
査
延
期
申

請
理
由
に
該
当
す
る
事
由
が
あ
り
、
納
税
者
が
調
査
中
止
を

申
請
し
た
場
合
（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
新
設
）

二
．
国
外
資
料
の
収
集
・
提
出
又
は
相
互
協
議
手
続
の
開
始
に

よ
り
、
外
国
の
税
務
当
局
と
の
協
議
が
必
要
な
場
合

（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
新
設
）

三
．
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
た
め
税
務
調
査
を
正

三
一
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
六
八
）

必
要
な
場
合

三
．
脱
税
の
疑
い
が
確
認
さ
れ
た
か
、
調
査
の
過
程
に
お
い
て

調
査
類
型
を
犯
則
調
査
に
切
り
替
え
た
場
合

四
．
天
災
、
地
変
、
労
働
争
議
で
調
査
が
中
断
さ
れ
た
場
合

五
．
法
第
八
一
条
の
九
に
よ
り
税
務
調
査
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ

る
場
合

六
．
第
八
一
条
の
一
六
第
二
項
に
規
定
す
る
納
税
者
保
護
官
又

は
担
当
官
が
、
脱
税
の
疑
い
と
関
連
し
て
更
な
る
事
実
確
認

が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
場
合

七
．
税
務
調
査
対
象
者
が
、
脱
税
疑
惑
に
対
す
る
解
明
な
ど
の

た
め
に
、
税
務
調
査
期
間
の
延
長
を
申
請
し
、
第
八
一
条
の

一
六
第
二
項
に
規
定
す
る
担
当
官
等
が
こ
れ
を
認
め
る
場
合

八
．
そ
の
他
、
税
務
調
査
期
間
の
延
長
す
る
こ
と
が
や
む
を
得

な
い
場
合
と
し
て
国
税
庁
長
が
定
め
る
場
合

《
延
長
の
期
間
》

税
務
調
査
期
間
を
延
長
す
る
場
合
に
お
い
て
、
最
初
の
延
長
の

場
合
に
は
管
轄
税
務
署
長
の
延
長
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

二
回
目
以
降
の
延
長
の
場
合
に
は
管
轄
上
級
税
務
官
署
長
の
延
長

承
認
を
受
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
二
〇
日
以
内
で
延
長
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

法
第
八
一
条
の
八
第
六
項
に
定
め
る
税
務
調
査
期
間
延
長
通
知

は
別
紙
第
五
五
号
の
三
書
式
の
税
務
調
査
期
間
延
長
通
知
書
に
よ

る
。執

行
基
準
八
一
の
八
│
〇
│
一
【
税
務
調
査
期
間
及
び
延
長
】

①　

税
務
公
務
員
は
、
調
査
対
象
税
目
・
業
種
・
規
模
、
調
査

難
易
度
な
ど
を
考
慮
し
、
税
務
調
査
期
間
が
最
小
限
に
な
る

よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
二
〇
一
二
・
〇
七
・

二
七
改
正
）

②　

税
務
公
務
員
は
第
一
項
に
よ
り
税
務
調
査
期
間
を
決
定
す

る
場
合
に
お
い
て
、
調
査
対
象
課
税
期
間
中
、
年
間
収
入
金

額
又
は
譲
渡
価
額
が
、
最
も
高
額
な
課
税
期
間
の
年
間
収
入

金
額
又
は
譲
渡
価
額
が
一
〇
〇
億
ウ
ォ
ン
未
満
の
納
税
者
に

対
す
る
税
務
調
査
期
間
は
二
〇
日
以
内
と
す
る
。

（
二
〇
一
二
・
〇
七
・
二
七
改
正
）

【
税
務
調
査
期
間
延
長
】

《
延
長
の
事
由
》

一
．
納
税
者
が
帳
簿
・
書
類
等
の
隠
匿
、
提
出
の
遅
延
、
提
出

拒
否
な
ど
調
査
を
忌
避
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合

二
．
取
引
先
の
調
査
や
現
場
確
認
、
金
融
取
引
の
現
場
確
認
が

三
一
二



大
韓
民
国
国
税
基
本
法
第
七
章
の
二
納
税
者
の
権
利
の
概
要
（
阿
部
）

（
一
七
六
九
）

六
．
そ
の
他
、
長
期
間
の
調
査
が
必
要
な
特
別
な
事
由
が
あ
る

場
合
と
し
て
国
税
庁
長
が
定
め
る
場
合

《
通　

知
》

税
務
調
査
期
間
を
延
長
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
事
由
と
期
間
を

納
税
者
に
、
施
行
規
則
別
紙
第
五
五
条
の
三
様
式
の｢

税
務
調
査

期
間
の
延
長
通
知
書
」
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

執
行
基
準
八
一
の
八
│
〇
│
二
【
税
務
調
査
の
中
止
と
再
開
】

税
務
公
務
員
は
、
納
税
者
が
資
料
提
出
を
遅
延
す
る
な
ど
、
税

務
調
査
の
進
行
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
税
務

調
査
を
中
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
二
〇
一
二
・
〇
七
・
二
七
改
正
）

①　

税
務
調
査
の
中
止

《
中
止
の
事
由
》

一
．
法
第
八
一
条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
税
務
調
査
延
期
申

請
理
由
に
該
当
す
る
事
由
が
あ
り
、
納
税
者
が
調
査
中
止
を

要
請
す
る
場
合

二
．
国
外
資
料
の
収
集
・
提
出
又
は
相
互
協
議
手
続
に
よ
り
、

外
国
税
務
当
局
と
の
協
議
が
必
要
な
場
合

三
．
納
税
者
が
帳
簿
・
書
類
等
を
隠
匿
す
る
か
、
そ
の
提
出
を

遅
延
又
は
拒
否
す
る
な
ど
に
よ
っ
て
、
税
務
調
査
を
正
常
的

＊
例
外
： 

税
金
計
算
書
に
対
す
る
追
跡
調
査
が
必
要
な
場
合
な

ど
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、

税
務
調
査
期
間
の
制
限
及
び
税
務
調
査
延
長
期
間
の

制
限
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

一
．
無
資
料
取
引
、
偽
装
・
加
工
取
引
な
ど
取
引
内
容
が
事
実

と
違
う
と
す
る
疑
惑
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
実
際
の
取
引

内
容
に
対
す
る
調
査
が
必
要
な
場
合

二
．「
国
際
租
税
調
整
に
関
す
る
法
律
」
第
二
条
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
国
際
取
引
を
利
用
し
て
税
金
を
脱
漏
し
、
国

内
脱
漏
所
得
を
海
外
に
変
則
流
出
し
た
疑
惑
が
認
め
ら
れ
る

た
め
に
調
査
す
る
場
合

三
．
名
義
偽
装
、
二
重
帳
簿
の
作
成
、
借
名
口
座
の
利
用
、
現

金
取
引
の
脱
漏
な
ど
の
方
法
を
通
じ
て
脱
税
の
疑
惑
が
認
め

ら
れ
る
た
め
に
調
査
す
る
場
合

四
．
偽
り
の
契
約
書
作
成
、
未
登
記
譲
渡
な
ど
を
利
用
し
た
不

動
産
投
機
等
を
通
じ
た
脱
税
の
疑
惑
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に

調
査
す
る
場
合

五
．
相
続
税
・
贈
与
税
調
査
、
株
式
変
動
調
査
、
犯
則
事
件
調

査
及
び
出
資
・
取
引
関
係
に
あ
る
関
連
者
に
対
し
同
時
調
査

を
す
る
場
合

三
一
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
七
〇
）

《
通　

知
》

税
務
調
査
を
再
開
す
る
場
合
に
は
そ
の
理
由
を
文
書
で
納
税
者

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
一
条
の
九
【
税
務
調
査
範
囲
拡
大
の
制
限
（
二
〇
一
〇
・

〇
一
・
〇
一
新
設
）】

①　

税
務
公
務
員
は
、
具
体
的
な
脱
税
疑
惑
が
い
く
つ
か
の
課

税
期
間
又
は
他
の
税
目
に
ま
で
及
ぶ
と
確
認
で
き
る
場
合
な

ど
大
統
領
令
に
定
め
る
場
合
を
除
い
て
は
、
調
査
進
行
中
、

税
務
調
査
の
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一
新
設
）

②　

税
務
公
務
員
は
、
第
一
項
に
よ
り
税
務
調
査
の
範
囲
を
拡

大
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
と
範
囲
を
納
税
者
に
文
書
で

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一
新
設
）

施
行
令
第
六
三
条
の
一
一
【
税
務
調
査
範
囲
の
拡
大

（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
新
設
）】

①　

法
第
八
一
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
〝
具
体
的
な
脱
税

疑
惑
が
い
く
つ
か
の
課
税
期
間
又
は
他
の
税
目
に
ま
で
及
ぶ

と
確
認
で
き
る
場
合
な
ど
大
統
領
令
に
定
め
る
場
合
〞
と
は
、

に
進
め
る
の
が
難
し
い
場
合

四
．
労
働
争
議
な
ど
が
発
生
し
税
務
調
査
を
正
常
に
進
め
る
こ

と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
場
合

五
．
令
第
六
三
条
の
一
五
第
二
項
第
四
号
及
び
同
法
第
三
項
に

よ
り
納
税
者
保
護
官
又
は
担
当
官
が
税
務
調
査
の
一
時
中
止

を
要
請
す
る
場
合

六
．
そ
の
他
、
税
務
調
査
を
中
止
す
べ
き
特
別
な
事
由
が
あ
る

場
合
と
し
て
国
税
庁
長
が
定
め
る
場
合

《
調
査
期
間
不
算
入
》

税
務
調
査
中
止
期
間
は
、
税
務
調
査
期
間
及
び
税
務
調
査
延
長

期
間
に
算
入
し
な
い
。

《
通　

知
》

税
務
調
査
を
中
止
す
る
場
合
に
は
そ
の
理
由
を
文
書
で
納
税
者

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②　

税
務
調
査
の
再
開

税
務
調
査
を
中
止
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
中
止
理
由
が
消

滅
し
た
場
合
、
直
ち
に
調
査
を
再
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
租
税
債
権
の
確
保
な
ど
緊
急
に
再
開
す
べ
き
必
要
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
税
務
調
査
を
再
開
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

三
一
四



大
韓
民
国
国
税
基
本
法
第
七
章
の
二
納
税
者
の
権
利
の
概
要
（
阿
部
）

（
一
七
七
一
）

調
査
の
進
行
中
、
税
務
調
査
の
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。（
二
〇
一
二
・
〇
七
・
二
七
改
正
）

一
．
具
体
的
な
脱
税
疑
惑
が
他
の
課
税
期
間
・
税
目
又
は
項
目

に
も
認
め
ら
れ
、
他
の
課
税
期
間
・
税
目
又
は
項
目
に
対
す

る
調
査
が
必
要
な
場
合

二
．
調
査
の
過
程
に
お
い
て
「
租
税
犯
処
罰
手
続
法
」
第
一
条

に
規
定
す
る
租
税
犯
則
調
査
で
切
り
替
え
る
場
合

三
．
特
定
税
目
の
明
白
な
脱
税
疑
惑
又
は
税
法
適
用
の
錯
誤
な

ど
が
他
の
課
税
期
間
に
ま
で
及
び
、
そ
の
項
目
に
対
す
る
他

の
課
税
期
間
の
調
査
が
必
要
な
場
合

四
．
そ
の
他
、
具
体
的
脱
税
疑
惑
が
あ
り
税
務
調
査
の
範
囲
を

拡
大
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
と
し
て
企
画
財
政
部
令
に
定
め

る
場
合

＊
現
在
、
企
画
財
政
部
令
の
定
め
は
な
い
。

②　

税
務
公
務
員
は
、
第
一
項
に
よ
り
税
務
調
査
の
範
囲
を
拡

大
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
と
範
囲
を
納
税
者
に
文
書
で

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
二
〇
一
二
・
〇
七
・
二
七
改

正
）

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
い
う
。（
二
〇
一
〇
・

〇
二
・
一
八
新
設
）

一
．
具
体
的
な
脱
税
疑
惑
が
他
の
課
税
期
間
・
税
目
又
は
項
目

に
も
認
め
ら
れ
、
他
の
課
税
期
間
・
税
目
又
は
項
目
に
対
す

る
調
査
が
必
要
な
場
合
（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
新
設
）

二
．
調
査
の
過
程
に
お
い
て
「
租
税
犯
処
罰
手
続
法
」
第
二
条

第
三
号
に
規
定
す
る
租
税
犯
則
調
査
に
切
り
替
え
る
場
合

（
二
〇
一
二
・
〇
二
・
〇
二
改
正
）

三
．
特
定
税
目
の
明
白
な
脱
税
疑
惑
又
は
税
法
適
用
の
錯
誤
な

ど
が
他
の
課
税
期
間
に
ま
で
及
び
、
そ
の
項
目
に
対
す
る
他

の
課
税
期
間
の
調
査
が
必
要
な
場
合
（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八

新
設
）

四
．
そ
の
他
、
具
体
的
脱
税
疑
惑
が
あ
り
税
務
調
査
の
範
囲
を

拡
大
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
と
し
て
企
画
財
政
部
令
に
定
め

る
場
合
（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
新
設
）

執
行
基
準
八
一
の
九
│
〇
│
一
【
税
務
調
査
範
囲
拡
大
の
制
限
】

①　

税
務
公
務
員
は
、
具
体
的
な
脱
税
疑
惑
が
い
く
つ
か
の
課

税
期
間
又
は
他
の
税
目
に
ま
で
及
ぶ
も
の
と
確
認
さ
れ
る
な

ど
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
い
て
は
、

三
一
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
七
二
）

執
行
基
準
八
一
の
一
〇
│
〇
│
一
【
帳
簿
・
書
類
保
管
の
禁
止
】

①　

税
務
公
務
員
は
、
税
務
調
査
の
目
的
で
納
税
者
の
帳
簿
又

は
書
類
等
を
税
務
官
署
に
任
意
に
保
管
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
た
だ
し
、
納
税
者
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
は
、
税
務
調

査
期
間
に
限
り
、
一
時
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
二
〇
一
二
・
〇
七
・
二
七
改
正
）

②　

第
一
項
の
た
だ
し
書
き
よ
り
一
時
保
管
し
て
い
る
帳
簿
又

は
書
類
等
に
対
し
、
納
税
者
が
返
還
を
要
請
し
た
場
合
に
は
、

調
査
に
支
障
が
な
い
限
り
直
ち
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
、
税
務
公
務
員
は
、
帳
簿
又
は
書
類
等
の
写

し
を
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
写
し
が
原
本
と
相
違
な

い
と
い
う
事
実
を
確
認
す
る
た
め
の
納
税
者
の
署
名
又
は
捺

印
を
要
求
す
る
こ
と
が
出
来
る
。（
二
〇
一
二
・
〇
七
・
二
七

改
正
）

第
八
一
条
の
一
一
【
統
合
調
査
の
原
則
（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一

新
設
）】

税
務
調
査
は
、
特
定
の
税
目
の
み
を
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
な

ど
大
統
領
令
に
規
定
す
る
場
合
を
除
い
て
は
、
納
税
者
の
事
業
と

関
連
し
税
法
に
よ
り
申
告
・
納
付
義
務
が
あ
る
税
目
を
統
合
し
て

第
八
一
条
の
一
〇
【
帳
簿
・
書
類
保
管
禁
止
（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・

〇
一
新
設
）】

①　

税
務
公
務
員
は
、
税
務
調
査
の
目
的
で
納
税
者
の
帳
簿
又

は
書
類
等
（
以
下
こ
の
項
で
〝
帳
簿
等
〞
と
い
う
）
を
税
務
官

署
に
任
意
に
保
管
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
納
税

者
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
目
的
に
必
要
な
最
小
限

の
範
囲
で
税
務
調
査
期
間
に
限
り
、
一
時
保
管
す
る
こ
と
が

で
き
る
。（
二
〇
一
四
・
〇
一
・
〇
一
改
正
）

②　

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
一
時
保
管
し
て
い
る
帳
簿
等
に
対

し
、
納
税
者
が
返
還
を
要
請
し
た
場
合
に
は
、
調
査
に
支
障

が
な
い
限
り
直
ち
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

合
、
税
務
公
務
員
は
帳
簿
等
の
写
し
を
保
管
す
る
こ
と
が
で

き
、
そ
の
写
し
が
原
本
と
相
違
な
い
と
い
う
事
実
を
確
認
す

る
た
め
の
納
税
者
の
署
名
又
は
捺
印
を
要
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
。（
二
〇
一
四
・
〇
一
・
〇
一
改
正
）

③　

第
一
項
に
よ
り
納
税
者
の
帳
簿
等
を
税
務
官
署
に
一
時
保

管
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
税
務
公
務
員
は
、
納
税
者
、
所
持

者
又
は
保
管
者
な
ど
正
当
な
権
限
が
あ
る
者
か
ら
一
時
保
管

同
意
書
を
受
け
、
一
時
保
管
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。（
二
〇
一
四
・
〇
一
・
〇
一
新
設
）

三
一
六



大
韓
民
国
国
税
基
本
法
第
七
章
の
二
納
税
者
の
権
利
の
概
要
（
阿
部
）

（
一
七
七
三
）

執
行
基
準
八
一
の
一
一
│
〇
│
一
【
統
合
調
査
の
原
則
】

原
則
： 

税
務
調
査
は
、
納
税
者
の
事
業
と
関
連
し
税
法
に
よ
っ

て
申
告
・
納
付
義
務
が
あ
る
税
目
を
統
合
し
て
実
施
す

る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。

例
外
： 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
特
定
税
目
の

み
を
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
．
税
目
の
特
性
、
納
税
者
の
申
告
類
型
、
事
業
規
模
、
脱
税

の
疑
惑
な
ど
を
考
慮
し
て
特
定
税
目
だ
け
を
調
査
す
る
必
要

が
あ
る
場
合

二
．
租
税
債
権
の
確
保
な
ど
の
た
め
に
緊
急
に
調
査
す
る
必
要

が
あ
る
場
合
、
又
は
疑
惑
内
容
が
特
定
事
業
場
、
特
定
税
目

又
は
特
定
取
引
に
だ
け
限
定
さ
れ
、
こ
れ
に
関
連
し
た
特
定

税
目
だ
け
を
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
場
合

三
．
そ
の
他
、
税
務
調
査
の
効
率
性
、
納
税
者
の
便
宜
な
ど
を

考
慮
し
て
特
定
税
目
だ
け
を
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
と

し
て
企
画
財
政
部
令
に
定
め
る
場
合

＊
現
在
、
企
画
財
政
令
は
規
定
さ
れ
て
な
い
。

実
施
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一
新
設
）

施
行
令
第
六
三
条
の
一
二
【
統
合
調
査
原
則
の
例
外

（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
新
設
）】

①　

法
第
八
一
条
の
一
一
に
規
定
す
る
〝
特
定
の
税
目
の
み
を

調
査
す
る
必
要
が
あ
る
な
ど
大
統
領
令
に
規
定
す
る
場
合
〞

と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
い
う
。

（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
新
設
）

一
．
税
目
の
特
性
、
納
税
者
の
申
告
類
型
、
事
業
規
模
、
脱
税

疑
惑
な
ど
を
考
慮
し
て
特
定
税
目
だ
け
を
調
査
す
る
必
要
が

あ
る
場
合
（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
新
設
）

二
．
租
税
債
権
の
確
保
な
ど
の
た
め
に
緊
急
に
調
査
す
る
必
要

が
あ
る
場
合
、
又
は
疑
惑
内
容
が
特
定
事
業
場
、
特
定
税
目

又
は
特
定
取
引
に
だ
け
限
定
さ
れ
、
こ
れ
に
関
連
し
た
特
定

税
目
だ
け
を
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
（
二
〇
一
〇
・

〇
二
・
一
八
新
設
）

三
．
そ
の
他
、
税
務
調
査
の
効
率
性
、
納
税
者
の
便
宜
な
ど
を

考
慮
し
て
特
定
税
目
だ
け
を
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
と

し
て
企
画
財
政
部
令
に
定
め
る
場
合
（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・

一
八
新
設
）

三
一
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
七
四
）

執
行
基
準
八
一
の
一
二
│
〇
│
一
【
税
務
調
査
の
結
果
通
知
】

①　

原
則
： 

税
務
公
務
員
は
、
税
務
調
査
を
終
了
し
た
時
に
は
、

そ
の
調
査
結
果
を
書
面
で
納
税
者
に
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

②　

例
外
： 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
調
査
結
果
を

通
知
し
な
い
。

一
．
廃
業
し
た
場
合

二
．
納
税
管
理
人
を
定
め
ず
国
内
に
住
所
又
は
居
所
を
置
か
な

い
場
合

第
八
一
条
の
一
三
【
秘
密
保
持
（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一
条
番

改
正
）】

①　

税
務
公
務
員
は
、
納
税
者
が
税
法
で
定
め
た
納
税
義
務
を

履
行
す
る
た
め
に
提
出
し
た
資
料
や
国
税
の
賦
課
・
徴
収
の

た
め
に
業
務
上
取
得
し
た
資
料
な
ど
（
以
下
〝
課
税
情
報
〞
と

い
う
）
を
、
他
人
に
提
供
、
漏
洩
す
る
な
ど
目
的
以
外
の
用

途
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
使
用
目
的
の
範
囲
で
納

税
者
の
課
税
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
二
〇
一
〇
・

〇
一
・
〇
一
改
正
）

第
八
一
条
の
一
二
【
税
務
調
査
の
結
果
通
知
（
二
〇
一
〇
・

〇
一
・
〇
一
条
番
改
正
）】

税
務
公
務
員
は
、
税
務
調
査
を
終
了
し
た
時
に
は
、
そ
の
調
査

結
果
を
書
面
で
納
税
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

廃
業
な
ど
大
統
領
令
に
定
め
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
二
〇
一
一
・
一
二
・
三
一
改
正
）

施
行
令
第
六
三
条
の
一
三
【
税
務
調
査
の
結
果
通
知

（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
条
番
改
正
）】

法
第
八
一
条
の
一
の
但
し
書
き
に
規
定
す
る
〝
廃
業
な
ど
大
統

領
令
に
定
め
る
場
合
〞
と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

を
い
う
。（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
改
正
）

一
．
廃
業
し
た
場
合
（
一
九
九
六
・
一
二
・
三
一
新
設
）

二
．
納
税
管
理
人
を
定
め
ず
国
内
に
住
所
又
は
居
所
を
置
か
な

い
場
合
（
一
九
九
六
・
一
二
・
三
一
新
設
）

施
行
規
則
（
二
〇
一
四
・
〇
三
・
一
四
一
部
改
正
）

第
三
七
条
【
税
務
調
査
の
結
果
通
知
】

法
第
八
一
条
の
一
二
に
規
定
す
る
税
務
調
査
の
結
果
通
知
は
、

別
紙
第
五
六
号
書
式
の
税
務
調
査
結
果
通
知
書
に
よ
る

三
一
八



大
韓
民
国
国
税
基
本
法
第
七
章
の
二
納
税
者
の
権
利
の
概
要
（
阿
部
）

（
一
七
七
五
）

報
を
当
事
者
の
同
意
を
受
け
て
要
求
す
る
場
合
（
二
〇
一
四
・

〇
一
・
〇
一
新
設
）

八
．
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
課
税
情
報
を
要
求
す
る
場
合

（
二
〇
一
四
・
〇
一
・
〇
一
号
番
改
正
）

②　

第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で

の
規
定
に
よ
り
課
税
情
報
の
提
供
を
要
求
す
る
者
は
、
文
書

で
当
該
税
務
官
署
長
に
要
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
二
〇
一
四
・
〇
一
・
〇
一
改
正
）

③　

税
務
公
務
員
は
、
第
一
項
お
よ
び
第
二
項
に
反
す
る
課
税

情
報
の
提
供
が
要
求
さ
れ
た
場
合
に
は
そ
の
要
求
を
拒
否
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一
改
正
）

④　

第
一
項
に
よ
り
課
税
情
報
を
知
る
こ
と
と
な
っ
た
者
は
こ

れ
を
他
人
に
提
供
、
漏
洩
す
る
な
ど
そ
の
目
的
以
外
の
用
途

で
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一
改
正
）

⑤　

本
条
に
よ
り
課
税
情
報
を
提
供
さ
れ
て
知
る
こ
と
と
な
っ

た
者
の
う
ち
公
務
員
で
な
い
者
は
、「
刑
法
」
そ
の
他
の
法

律
に
よ
り
罰
則
を
適
用
す
る
場
合
に
は
公
務
員
と
み
な
す
。

（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一
改
正
）

執
行
基
準
八
一
の
一
三
│
〇
│
一
【
課
税
情
報
の
提
供
】

一
．
地
方
自
治
体
等
が
法
律
で
定
め
る
租
税
の
賦
課
・
徴
収
な

ど
の
目
的
で
課
税
情
報
を
要
求
す
る
場
合
（
二
〇
一
〇
・

〇
一
・
〇
一
改
正
）

二
．
国
家
機
関
が
租
税
争
訟
や
租
税
犯
訴
追
の
た
め
課
税
情
報

を
要
求
す
る
場
合
（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一
改
正
）

三
．
裁
判
所
の
提
出
命
令
又
は
裁
判
官
が
発
行
し
た
令
状
に

よ
っ
て
課
税
情
報
を
要
求
す
る
場
合
（
二
〇
〇
六
・
一
二
・
三
〇

号
番
改
正
）

四
．
税
務
公
務
員
間
で
国
税
の
賦
課
・
徴
収
又
は
質
問
・
検
査

に
必
要
な
課
税
情
報
を
要
求
す
る
場
合
（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・

〇
一
改
正
）

五
．
統
計
庁
長
が
国
家
統
計
作
成
目
的
で
課
税
情
報
を
要
求
す

る
場
合
（
二
〇
〇
九
・
〇
二
・
〇
六
新
設
）

六
．「
社
会
保
障
基
本
法
」
第
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
社
会

保
険
の
運
営
を
目
的
に
設
立
さ
れ
た
機
関
が
関
係
法
律
に
規

定
す
る
所
管
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
課
税
情
報
を
要
求
す

る
場
合
（
二
〇
一
四
・
〇
一
・
〇
一
新
設
）

七
．
国
家
行
政
機
関
、
地
方
自
治
体
又
は
「
公
共
機
関
の
運
営

に
関
す
る
法
律
」
に
規
定
す
る
公
共
機
関
が
、
給
付
・
支
援

な
ど
の
た
め
の
資
格
の
調
査
・
審
査
な
ど
に
必
要
な
課
税
情

三
一
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
七
六
）

で
当
該
税
務
官
署
長
に
要
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

執
行
基
準
八
一
の
一
三
│
〇
│
二
【
課
税
情
報
】

①　

課
税
情
報
と
は
、
単
に
納
税
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
資
料

や
納
税
者
等
か
ら
取
得
し
た
資
料
の
み
を
意
味
す
る
の
で
は

な
く
、
税
務
公
務
員
が
、
税
務
業
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り

取
得
し
た
個
別
納
税
者
に
関
す
る
資
料
一
切
を
意
味
す
る
も

の
と
解
さ
れ
る
の
で
、
納
税
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
資
料
だ

け
で
は
な
く
こ
れ
ら
の
書
類
を
基
礎
に
自
ら
作
成
・
制
作
し

た
書
類
も
含
ま
れ
る
。（
ソ
ウ
ル
行
政
裁
判
所
二
〇
〇
九
グ
合

二
五
五
七
六
、二
〇
一
〇
・
〇
一
・
一
三
、
ソ
ウ
ル
高
等
裁
判
所

二
〇
〇
二
ヌ
一
九
〇
八
六
・
二
〇
〇
三
・
一
二
・
二
）（
二
〇
一
二
・

〇
七
・
二
七
改
正
）

②　

共
同
事
業
者
の
構
成
員
の
う
ち
一
人
が
、
事
業
者
登
録
訂

正
申
告
書
を
提
出
し
た
場
合
、
構
成
員
の
う
ち
他
の
一
人
が

事
業
者
登
録
訂
正
申
告
書
、
事
業
者
登
録
現
地
確
認
調
査
書

等
の
情
報
公
開
を
請
求
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
情
報
は
国

税
の
賦
課
徴
収
と
直
接
的
な
関
連
が
な
い
た
め
、
課
税
情
報

に
該
当
し
な
い
。（
ソ
ウ
ル
行
政
裁
判
所
二
〇
一
〇
グ
合

（
二
〇
一
二
・
〇
七
・
二
七
改
正
）

①　

原
則
： 

税
務
公
務
員
は
、
課
税
情
報
を
他
人
に
提
供
、
漏

洩
す
る
な
ど
目
的
以
外
の
用
途
に
使
用
し
て
は
な

ら
な
い
。

②　

例
外
： 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、

そ
の
使
用
目
的
の
範
囲
で
納
税
者
の
課
税
情
報
を

提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
．
地
方
自
治
体
等
が
法
律
で
定
め
る
租
税
の
賦
課
・
徴
収
な

ど
の
目
的
で
課
税
情
報
を
要
求
す
る
場
合

二
．
国
家
機
関
が
租
税
争
訟
や
租
税
犯
訴
追
の
た
め
課
税
情
報

を
要
求
す
る
場
合

三
．
裁
判
所
の
提
出
命
令
又
は
裁
判
官
が
発
行
し
た
令
状
に

よ
っ
て
課
税
情
報
を
要
求
す
る
場
合

四
．
税
務
公
務
員
間
で
国
税
の
賦
課
・
徴
収
又
質
問
・
検
査
に

必
要
な
課
税
情
報
を
要
求
す
る
場
合

五
．
統
計
庁
長
が
国
家
統
計
作
成
目
的
で
課
税
情
報
を
要
求
す

る
場
合

六
．
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
課
税
情
報
を
要
求
す
る
場
合

③　

形
式
： 

第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号

に
よ
り
課
税
情
報
を
要
求
す
る
場
合
に
は
、
文
書

三
二
〇



大
韓
民
国
国
税
基
本
法
第
七
章
の
二
納
税
者
の
権
利
の
概
要
（
阿
部
）

（
一
七
七
七
）

一
．
第
八
一
条
の
一
二
に
規
定
す
る
税
務
調
査
結
果
に
対
す
る

書
面
通
知
（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一
改
正
）

二
．
そ
の
他
大
統
領
令
に
定
め
る
課
税
予
告
通
知
（
二
〇
一
〇
・

〇
一
・
〇
一
改
正
）

②　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
第
一
項
は

適
用
し
な
い
。（
二
〇
一
〇
・
一
二
・
二
七
改
正
）

一
．「
国
税
徴
収
法
」
第
一
四
条
（
12
）
に
規
定
す
る
納
期
前
徴
収
の

事
由
が
あ
る
か
、
税
法
に
規
定
す
る
随
時
賦
課
の
事
由
に
該

当
す
る
場
合
（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一
改
正
）

二
．「
租
税
犯
処
罰
法
」
違
反
に
よ
り
告
発
又
は
通
告
処
分
を

す
る
場
合
（
二
〇
一
〇
・
一
二
・
二
七
改
正
）

三
．
税
務
調
査
結
果
通
知
及
び
課
税
予
告
通
知
を
す
る
日
か
ら

国
税
賦
課
除
斥
期
間
の
満
了
日
ま
で
の
期
間
が
三
ヶ
月
以
下

で
あ
る
場
合
（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一
改
正
）

四
．
そ
の
他
大
統
領
令
に
定
め
る
場
合
（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一

改
正
）

③　

課
税
前
適
否
審
査
請
求
を
受
理
し
た
税
務
署
長
、
地
方
国

税
庁
長
又
は
国
税
庁
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ
国
税
審
査
委
員
会
の

審
査
を
経
て
決
定
を
し
、
そ
の
結
果
を
請
求
を
受
理
し
た
日

か
ら
三
〇
日
以
内
に
請
求
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
四
九
九
九
、二
〇
一
〇
・
九
・
三
〇
）（
二
〇
一
二
・
〇
七
・
二
七

改
正
）

第
八
一
条
の
一
四
【
情
報
提
供
（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一
条
番

改
正
）】

税
務
公
務
員
は
、
納
税
者
が
納
税
者
の
権
利
行
使
に
必
要
な
情

報
を
要
求
し
た
場
合
、
速
か
に
そ
の
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一
改
正
）

第
八
一
条
の
一
五
【
課
税
前
適
否
審
査
（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一

条
番
改
正
）】

①　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
通
知
を
受
け
た
者
は
、

そ
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
三
〇
日
以
内
に
通
知
を
し
た
税

務
署
長
又
は
地
方
国
税
庁
長
に
対
し
て
、
通
知
内
容
の
適
法

性
に
関
す
る
審
査
（
以
下
こ
の
条
で
〝
課
税
前
適
否
審
査
〞（
課

税
前
適
否
審
査
）
と
い
う
）
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
法
令
と
関
連
し
国
税
庁
長
の
有
権
解
釈
を
変
更
す
べ

き
で
あ
る
か
、
新
し
い
解
釈
が
必
要
な
場
合
な
ど
大
統
領
令

に
定
め
る
事
項
に
対
し
て
は
、
国
税
庁
長
に
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
る
。（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一
改
正
）

三
二
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
七
八
）

（
二
〇
一
〇
・
一
・
二
五
改
正
）

⑦　

第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
通
知
を
受
け
た
者

は
、
課
税
前
適
否
審
査
の
請
求
を
経
ず
、
通
知
を
し
た
税
務

署
長
又
は
地
方
国
税
庁
長
に
通
知
さ
れ
た
内
容
の
全
部
又
は

一
部
に
つ
い
て
、
課
税
標
準
及
び
税
額
を
早
期
に
確
定
し
、

更
正
決
定
す
る
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
、
該
当
税
務
署
長
又
は
地
方
国
税
庁
長
は
そ
の
申
請
を
受

け
た
内
容
に
し
た
が
い
、
直
ち
に
確
定
又
は
更
正
決
定
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
二
〇
一
〇
・
一
二
・
二
七
改
正
）

⑧　

課
税
前
適
否
審
査
の
申
請
、
方
法
、
そ
の
他
に
必
要
な
事

項
は
大
統
領
令
に
決
め
る
。（
二
〇
〇
八
・
一
二
・
二
六
改
正
）

施
行
令
第
六
三
条
の
一
四
【
課
税
前
適
否
審
査
の
範
囲
及
び
請

求
手
続
な
ど
（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
条
番
改
正
）】

①　

法
第
八
一
条
の
一
五
第
一
項
各
号
以
外
の
た
だ
し
書
き
に

規
定
す
る
〝
法
令
と
関
連
し
国
税
庁
長
の
有
権
解
釈
を
変
更

す
べ
き
で
あ
る
か
、
新
し
い
解
釈
が
必
要
な
場
合
な
ど
大
統

領
令
に
定
め
る
事
項
〞
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
事
項
を
い
う
。（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
改
正
）

一
．
法
令
と
関
連
し
国
税
庁
長
の
有
権
解
釈
を
変
更
す
べ
き
で

（
二
〇
〇
八
・
一
二
・
二
六
改
正
）

④　

課
税
前
適
否
審
査
に
対
す
る
決
定
は
次
の
各
号
の
区
分
に

よ
る
。（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一
改
正
）

一
．
請
求
が
理
由
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
：
採
択
し
な
い
と

い
う
決
定
（
二
〇
〇
六
・
一
二
・
三
〇
条
番
改
正
）

二
．
請
求
が
理
由
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
：
採
択
す
る
決
定
。

た
だ
し
、
請
求
に
一
部
理
由
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は

一
部
採
択
す
る
決
定
を
す
る
（
二
〇
〇
六
・
一
二
・
三
〇
条
番

改
正
）

三
．
請
求
期
間
が
経
過
し
て
い
る
場
合
又
は
補
正
期
間
に
補
正

し
な
い
場
合
：
審
査
し
な
い
と
い
う
決
定
（
二
〇
一
〇
・

〇
一
・
〇
一
改
正
）

⑤　

課
税
前
適
否
審
査
に
つ
い
て
は
、
第
五
八
条
（
13
）
、
第
五
九
条
（
14
）
、

第
六
一
条
（
15
）
第
三
項
、
第
六
二
条
（
16
）
第
二
項
、
第
六
三
条
（
17
）
、
第

六
四
条
（
18
）
第
一
項
但
し
書
き
、
第
六
四
条
第
二
項
お
よ
び
第

六
五
条
（
19
）
第
四
項
を
準
用
す
る
。（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一
改
正
）

⑥　

課
税
前
適
否
審
査
に
つ
い
て
は
、「
行
政
審
判
法
」
第

一
五
条
（
20
）
・
第
一
六
条
（
21
）
・
第
二
〇
条
か
ら
第
二
二
条
（
22
）
ま
で
・
第

二
九
条
（
23
）
・
第
三
九
条
（
24
）
お
よ
び
第
四
〇
条
（
25
）
を
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
〝
委
員
会
〞
は
〝
国
税
審
査
委
員
会
〞
と
読
み
替
え
る
。

三
二
二



大
韓
民
国
国
税
基
本
法
第
七
章
の
二
納
税
者
の
権
利
の
概
要
（
阿
部
）

（
一
七
七
九
）

る
課
税
資
料
及
び
現
地
確
認
調
査
に
よ
り
税
務
署
長
又
は
地

方
国
税
庁
長
が
す
る
課
税
予
告
通
知
（
二
〇
一
三
・
〇
六
・
一
一

改
正
）

三
．
納
税
告
知
を
し
よ
う
と
す
る
税
額
が
三
百
万
ウ
ォ
ン
以
上

で
あ
る
課
税
予
告
通
知
（
二
〇
〇
九
・
〇
二
・
〇
六
改
正
）

③　

法
第
八
一
条
の
一
五
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
〝
大
統

領
令
に
定
め
る
場
合
〞
と
は
「
国
際
租
税
調
整
に
関
す
る
法

律
」
に
よ
り
租
税
条
約
を
締
結
し
た
相
手
国
が
相
互
協
議
手

続
の
開
始
を
要
請
し
た
場
合
を
い
う
。（
二
〇
一
〇
・

〇
二
・
一
八
改
正
）

④　

法
第
八
一
条
の
一
五
第
一
項
に
よ
り
課
税
前
適
否
審
査
請

求
を
受
理
し
た
税
務
署
長
・
地
方
国
税
庁
長
又
は
国
税
庁
長

は
、
そ
の
請
求
に
対
す
る
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
決
定
が

あ
る
ま
で
は
、
課
税
標
準
及
び
税
額
の
決
定
や
更
正
決
定
を

留
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
八
一
条
の

一
五
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
、
又
は
同

条
第
七
項
に
規
定
す
る
申
請
が
あ
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で

な
い
。（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
改
正
）

⑤　

法
第
八
一
条
の
一
五
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
通
知
を
受
け
た
者
は
、
課
税
前
適
否
審
査
請
求
を
す
る
際
、

あ
る
か
新
し
い
解
釈
が
必
要
な
場
合
（
一
九
九
九
・
一
二
・
二
八

改
正
）

二
．
国
税
庁
長
の
訓
令
・
例
規
・
告
示
な
ど
と
関
連
し
新
し
い

解
釈
が
必
要
な
場
合
（
一
九
九
九
・
一
二
・
二
八
改
正
）

三
．
税
務
署
又
は
地
方
国
税
庁
に
対
す
る
国
税
庁
長
の
業
務
監

査
結
果
（
現
地
で
是
正
措
置
を
す
る
場
合
を
除
く
）
に
よ
り
、

税
務
署
長
又
は
地
方
国
税
庁
長
が
行
う
課
税
予
告
通
知
に
関

す
る
場
合
（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
改
正
）

四
．
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
に
該
当
し
な
い
事
項
の

う
ち
課
税
前
適
否
審
査
金
額
が
一
〇
億
ウ
ォ
ン
以
上
で
あ
る

場
合
（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
改
正
）

②　

法
第
八
一
条
の
一
五
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
〝
大
統

領
令
に
定
め
る
課
税
予
告
通
知
〞
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
通
知
を
い
う
。（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八

改
正
）

一
．
税
務
署
又
は
地
方
国
税
庁
に
対
す
る
地
方
国
税
庁
長
又
は

国
税
庁
長
の
業
務
監
査
結
果
（
現
地
で
是
正
措
置
を
す
る
場
合

を
含
む
）
に
よ
り
、
税
務
署
長
又
は
地
方
国
税
庁
長
が
行
う

課
税
予
告
通
知
（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
改
正
）

二
．
調
査
現
場
で
確
認
さ
れ
た
当
該
納
税
者
以
外
の
者
に
対
す

三
二
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
八
〇
）

税
前
適
否
審
査
請
求
の
決
定
、
通
知
な
ど
に
必
要
な
事
項
は

企
画
財
政
部
令
で
定
め
る
。

執
行
基
準
八
一
の
一
五
│
〇
│
一
【
課
税
前
適
否
審
査
】

①　

請
求
の
範
囲

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
通
知
を
受
け
た
者
は
、
通

知
を
受
け
た
日
か
ら
三
〇
日
以
内
に
通
知
を
し
た
税
務
署
長
又
は

地
方
国
税
庁
長
に
対
し
て
、
通
知
内
容
の
適
法
性
に
関
す
る
審
査

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
．
税
務
調
査
結
果
に
対
す
る
書
面
通
知

二
．
税
務
署
又
は
地
方
国
税
庁
長
に
対
す
る
地
方
国
税
庁
長
又

は
国
税
庁
長
の
業
務
監
査
の
結
果
（
現
地
で
是
正
措
置
す
る
場

合
を
含
む
）
に
よ
り
、
税
務
署
長
又
は
地
方
国
税
庁
長
が
行

う
課
税
予
告
通
知

三
．
調
査
現
場
で
確
認
さ
れ
た
当
該
納
税
者
以
外
の
者
に
対
す

る
課
税
資
料
及
び
現
地
確
認
調
査
に
よ
り
税
務
署
長
又
は
地

方
国
税
庁
長
が
す
る
課
税
予
告
通
知

四
．
納
税
告
知
を
し
よ
う
と
す
る
税
額
が
三
百
万
ウ
ォ
ン
以
上

で
あ
る
課
税
予
告
通
知

②　

国
税
庁
長
に
請
求
で
き
る
事
由

当
該
通
知
を
し
た
税
務
署
長
・
地
方
国
税
庁
長
（
同
項
の
規

定
に
に
該
当
す
る
場
合
に
は
国
税
庁
長
）
に
対
し
て
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
課
税
前
適
否
審
査
請
求
書
を

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
証
拠

書
類
や
証
拠
物
件
が
あ
れ
ば
こ
れ
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
改
正
）

一
．
請
求
人
の
住
所
又
は
居
所
と
申
請
す
る
旨
（
二
〇
〇
九
・

〇
二
・
〇
六
新
設
）

二
．
税
務
調
査
結
果
通
知
又
は
第
二
項
各
号
の
通
知
を
受
け
た

日
（
二
〇
〇
九
・
〇
二
・
〇
六
新
設
）

三
．
請
求
税
額
（
二
〇
〇
九
・
〇
二
・
〇
六
新
設
）

四
．
請
求
内
容
及
び
理
由
（
二
〇
〇
九
・
〇
二
・
〇
六
新
設
）

⑥　

課
税
前
適
否
審
査
請
求
書
が
法
第
八
一
条
の
一
五
第
一
項

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
通
知
を
し
た
税
務
署
長
・
地

方
国
税
庁
長
以
外
の
税
務
署
長
・
地
方
国
税
庁
長
又
は
国
税

庁
長
に
提
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
該
当
課
税
前
適
否
審
査
請

求
書
を
所
管
税
務
署
長
・
地
方
国
税
庁
長
又
は
国
税
庁
長
に

直
ち
に
送
付
し
、
そ
の
旨
を
該
当
請
求
人
に
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
改
正
）

⑦　

第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
規
定
し
た
事
項
の
ほ
か
、
課

三
二
四



大
韓
民
国
国
税
基
本
法
第
七
章
の
二
納
税
者
の
権
利
の
概
要
（
阿
部
）

（
一
七
八
一
）

四
．「
国
際
租
税
調
整
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
り
租
税
条
約
を

締
結
し
た
相
手
国
が
相
互
協
議
手
続
の
開
始
を
要
請
し
た
場

合
④　

決
定
結
果
の
通
知

課
税
前
適
否
審
査
請
求
を
受
理
し
た
税
務
署
長
、
地
方
国
税
庁

長
又
は
国
税
庁
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ
国
税
審
査
委
員
会
の
審
議
を
経

て
決
定
し
、
そ
の
結
果
を
請
求
を
受
理
し
た
日
か
ら
三
〇
日
以
内

に
請
求
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑤　

請
求
に
対
す
る
決
定

一
．
請
求
が
理
由
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
：
採
択
し
な
い
と

い
う
決
定

二
．
請
求
が
理
由
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
：
採
択
す
る
決
定
。

た
だ
し
、
請
求
に
一
部
理
由
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は

一
部
採
択
す
る
決
定
を
す
る

三
．
請
求
期
間
が
経
過
し
て
い
る
場
合
又
は
補
正
期
間
に
補
正

し
な
い
場
合
：
審
査
し
な
い
と
い
う
決
定

⑥　

請
求
の
効
力

課
税
前
適
否
審
査
請
求
を
受
理
し
た
税
務
署
長
・
地
方
国
税
庁

長
又
は
国
税
庁
長
は
、
そ
の
請
求
に
対
す
る
決
定
が
あ
る
ま
で
は
、

課
税
標
準
及
び
税
額
の
決
定
や
更
正
決
定
を
留
保
し
な
け
れ
ば
な

一
．
法
令
と
関
連
し
国
税
庁
長
の
有
権
解
釈
を
変
更
す
べ
き
で

あ
る
か
新
し
い
解
釈
が
必
要
な
場
合

二
．
国
税
庁
長
の
訓
令
・
例
規
・
告
示
な
ど
と
関
連
し
新
し
い

解
釈
が
必
要
な
場
合

三
．
税
務
署
又
は
地
方
国
税
庁
に
対
す
る
国
税
庁
長
の
業
務
監

査
結
果
（
現
地
で
是
正
措
置
を
す
る
場
合
を
除
く
）
に
よ
り
、

税
務
署
長
又
は
地
方
国
税
庁
長
が
行
う
課
税
予
告
通
知
に
関

す
る
場
合

四
．
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
に
該
当
し
な
い
事
項
の

う
ち
課
税
前
適
否
審
査
金
額
が
一
〇
億
ウ
ォ
ン
以
上
で
あ
る

場
合

③　

請
求
排
除
事
由

一
．「
国
税
徴
収
法
」
第
一
四
条
に
規
定
す
る
納
期
前
徴
収
の

事
由
が
あ
る
か
、
税
法
に
規
定
す
る
随
時
賦
課
の
事
由
に
該

当
す
る
場
合

二
．「
租
税
犯
処
罰
法
」
違
反
に
よ
り
告
発
又
は
通
告
処
分
を

す
る
場
合

三
．
税
務
調
査
結
果
通
知
及
び
課
税
予
告
通
知
を
す
る
日
か
ら

国
税
賦
課
除
斥
期
間
の
満
了
日
ま
で
の
期
間
が
三
ヶ
月
以
下

で
あ
る
場
合

三
二
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
八
二
）

第
八
一
条
の
一
六
【
国
税
庁
長
の
納
税
者
権
利
保
護

（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一
新
設
）】

①　

国
税
庁
長
は
、
職
務
を
執
行
す
る
に
当
た
り
、
納
税
者
の

権
利
が
保
護
さ
れ
、
実
現
さ
れ
る
よ
う
に
誠
実
に
努
力
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一
新
設
）

②　

納
税
者
の
権
利
保
護
の
た
め
に
国
税
庁
に
納
税
者
権
利
保

護
業
務
を
総
括
す
る
納
税
者
保
護
官
を
置
き
、
税
務
署
及
び

地
方
国
税
庁
に
納
税
者
権
利
保
護
業
務
を
遂
行
す
る
担
当
官

を
そ
れ
ぞ
れ
一
名
置
く
。（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一
新
設
）

③　

国
税
庁
長
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
納
税
者
保
護
官
を
開

放
型
職
位
で
運
営
し
、
納
税
者
保
護
官
及
び
担
当
官
が
業
務

を
遂
行
す
る
に
当
た
っ
て
独
立
性
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一
新
設
）

④　

納
税
者
保
護
官
及
び
担
当
官
の
資
格
・
職
務
・
権
限
な
ど

納
税
者
保
護
官
制
度
の
運
営
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
大

統
領
令
に
て
定
め
る
。（
二
〇
一
〇
・
〇
一
・
〇
一
新
設
）

施
行
令
第
六
三
条
の
一
五
【
納
税
者
保
護
官
及
び
担
当
官
の
資

格
・
職
務
な
ど
（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
新
設
）】

①　

法
第
八
一
条
の
一
六
に
規
定
す
る
納
税
者
保
護
官
は
、
租

ら
な
い
。
た
だ
し
、
③
請
求
排
除
事
由
及
び
⑧
早
期
決
定
申
請
が

あ
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

⑦　

不
服
請
求
に
対
す
る
準
用

一
．
関
係
書
類
の
閲
覧
及
び
意
見
陳
述
権
（
法
第
五
八
条
）

二
．
代
理
人
（
法
第
五
九
条
）

三
．
請
求
期
間
に
対
す
る
一
部
規
定
（
法
第
六
一
条
第
三
項
）

四
．
請
求
手
続
に
関
す
る
一
部
規
定
（
法
第
六
二
条
第
二
項
）

五
．
請
求
書
の
補
正
（
法
第
六
三
条
）

六
．
決
定
手
続
に
関
す
る
一
部
規
定
（
法
第
六
四
条
第
一
項
但
し

書
き
第
二
項
）

七
．
補
正
期
間
の
決
定
期
間
不
算
入
（
法
第
六
五
条
第
四
項
）

⑧　

早
期
決
定
申
請

第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
通
知
を
受
け
取
っ
た
者
は
、
課
税
前

適
否
審
査
請
求
を
経
ず
、
通
知
を
し
た
税
務
署
長
又
は
地
方
国
税

庁
長
に
通
知
を
受
け
た
内
容
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
課
税

標
準
及
び
税
額
を
早
期
に
決
定
す
る
か
更
正
決
定
す
る
こ
と
を
申

し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
当
該
税
務
署
長
又
は
地
方

国
税
庁
長
は
申
請
を
受
取
っ
た
内
容
に
し
た
が
い
、
直
ち
に
決
定

又
は
更
正
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
二
六



大
韓
民
国
国
税
基
本
法
第
七
章
の
二
納
税
者
の
権
利
の
概
要
（
阿
部
）

（
一
七
八
三
）

七
．
そ
の
他
に
納
税
者
の
権
利
保
護
と
関
連
し
て
国
税
庁
長
が

定
め
る
事
項
（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
新
設
）

③　

納
税
者
保
護
官
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
を
効
率
的

に
執
行
す
る
た
め
に
担
当
官
に
そ
の
職
務
と
権
限
の
一
部
を

委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
新
設
）

④　

担
当
官
は
国
税
庁
所
属
公
務
員
の
う
ち
、
そ
の
職
級
・
経

歴
な
ど
を
考
慮
し
て
国
税
庁
長
が
定
め
る
基
準
を
満
た
す
者

と
す
る
。（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
新
設
）

⑤　

担
当
官
の
職
務
及
び
権
限
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
新
設
）

一
．
税
に
関
す
る
苦
情
・
嘆
願
の
解
消
な
ど
納
税
者
権
利
保
護

に
関
す
る
事
項
（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
新
設
）

二
．
第
三
項
に
よ
り
委
任
さ
れ
た
業
務
（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・

一
八
新
設
）

三
．
そ
の
他
に
納
税
者
権
利
保
護
に
関
し
て
国
税
庁
長
が
定
め

る
事
項
（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
新
設
）

第
八
一
条
の
一
七
【
納
税
者
の
協
力
義
務
（
二
〇
一
四
・
〇
一
・

〇
一
新
設
）】

納
税
者
は
、
税
務
公
務
員
の
適
法
な
質
問
・
調
査
、
提
出
命
令

税
・
法
律
・
会
計
分
野
の
専
門
知
識
と
経
験
を
備
え
た
者
と

し
て
学
歴
・
経
歴
な
ど
を
考
慮
し
て
国
税
庁
長
が
定
め
る
基

準
を
満
た
す
者
と
す
る
。（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
新
設
）

②　

納
税
者
保
護
官
の
職
務
及
び
権
限
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
。（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
新
設
）

一
．
税
に
関
す
る
苦
情
・
嘆
願
の
解
消
な
ど
納
税
者
権
利
保
護

に
関
す
る
事
項
（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
新
設
）

二
．
納
税
サ
ー
ビ
ス
関
連
制
度
・
手
続
き
改
善
に
関
す
る
事
項

（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
新
設
）

三
．
違
法
・
不
当
な
処
分
（
税
法
に
規
定
す
る
納
税
の
告
知
を
除

く
。）
に
対
す
る
是
正
要
求
（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
新
設
）

四
．
違
法
・
不
当
な
税
務
調
査
の
一
時
中
止
及
び
中
止

（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
新
設
）

五
．
違
法
・
不
当
な
処
分
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
予
想
で
き
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
処
分
手
続
き
の
一
時
中
止
及
び
中

止
（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
新
設
）

六
．
納
税
者
の
権
利
保
護
業
務
に
関
し
て
税
務
署
及
び
地
方
国

税
庁
の
担
当
官
（
法
第
八
一
条
の
一
六
第
二
項
に
規
定
す
る
担
当

官
を
い
う
。
以
下
二
項
に
お
い
て
〝
担
当
官
〞
と
い
う
）
に
対
す

る
指
示
・
監
督
（
二
〇
一
〇
・
〇
二
・
一
八
新
設
）

三
二
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
八
四
）

囲
の
拡
大
（
二
〇
一
四
・
〇
一
・
〇
一
新
設
）

三
．
第
八
一
条
の
八
第
三
項
に
定
め
る
税
務
調
査
期
間
延
長
に

対
す
る
中
小
規
模
納
税
者
の
税
務
調
査
の
一
時
中
止
及
び
中

止
要
請
（
二
〇
一
四
・
〇
一
・
〇
一
新
設
）

四
．
税
務
調
査
進
行
中
に
お
け
る
、
違
法
・
不
当
な
税
務
調
査

に
対
す
る
納
税
者
の
税
務
調
査
一
時
中
止
お
よ
び
中
止
要
請

（
二
〇
一
四
・
〇
一
・
〇
一
新
設
）

五
．
税
務
署
長
及
び
地
方
国
税
庁
長
が
審
議
を
要
求
す
る
事
案

（
二
〇
一
四
・
〇
一
・
〇
一
新
設
）

六
．
そ
の
他
に
納
税
者
保
護
担
当
官
が
審
議
を
必
要
と
認
め
る

事
案
（
二
〇
一
四
・
〇
一
・
〇
一
新
設
）

②　

納
税
者
保
護
委
員
会
は
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
要
請

が
あ
る
場
合
、
委
員
会
の
議
決
で
税
務
調
査
の
一
時
中
止
及

び
中
止
を
税
務
公
務
員
に
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
、
納
税
者
保
護
委
員
会
は
、
正
当
な
理
由
な
く
委
員
会

の
要
求
に
従
わ
な
い
税
務
公
務
員
に
対
し
、
国
税
庁
長
に
懲

戒
を
建
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
二
〇
一
四
・
〇
一
・
〇
一

新
設
）

③　

納
税
者
保
護
委
員
会
の
委
員
長
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者

が
就
任
し
、
委
員
は
委
員
長
一
人
を
含
め
一
八
人
以
内
で
構

に
対
し
誠
実
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
二
〇
一
四
・
〇
一
・

〇
一
新
設
）

第
八
一
条
の
一
八
【
納
税
者
保
護
委
員
会
（
二
〇
一
四
・
〇
一
・

〇
一
新
設
）】

①　

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
案
を
審
議
す
る
た
め
税
務
署
及
び

地
方
国
税
庁
に
、
納
税
者
保
護
委
員
会
を
設
置
す
る
。

（
二
〇
一
四
・
〇
一
・
〇
一
新
設
）

一
．
税
務
調
査
対
象
課
税
期
間
に
お
い
て
、
年
間
収
入
金
額
又

は
譲
渡
価
額
が
最
も
多
額
な
課
税
期
間
の
年
間
収
入
金
額
又

は
譲
渡
価
額
が
一
〇
〇
億
ウ
ォ
ン
未
満
（
附
加
価
値
税
に
関
す

る
税
務
調
査
の
場
合
、
一
課
税
期
間
の
供
給
価
格
額
の
合
計
額
が

五
〇
億
ウ
ォ
ン
未
満
）
で
あ
る
納
税
者
（
以
下
こ
の
項
で
〝
中
小

規
模
納
税
者
〞
と
い
う
）
以
外
の
納
税
者
に
対
す
る
税
務
調
査

（「
租
税
犯
処
罰
手
続
法
」
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
〝
租
税
犯

則
調
査
〞
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
対
す
る

税
務
調
査
期
間
の
延
長
。
た
だ
し
、
第
八
一
条
の
八
第
一
項

第
六
号
に
よ
り
調
査
対
象
者
が
解
明
な
ど
延
長
を
申
請
し
た

場
合
を
除
く
。（
二
〇
一
四
・
〇
一
・
〇
一
新
設
）

二
．
中
小
規
模
納
税
者
以
外
の
納
税
者
に
対
す
る
税
務
調
査
範

三
二
八



大
韓
民
国
国
税
基
本
法
第
七
章
の
二
納
税
者
の
権
利
の
概
要
（
阿
部
）

（
一
七
八
五
）

対
す
る
履
行
の
有
無
な
ど
を
監
督
す
る
。（
二
〇
一
四
・
〇
一
・

〇
一
新
設
）

施
行
令
第
六
三
条
の
一
六
【
納
税
者
保
護
委
員
会
（
二
〇
一
四
・

〇
二
・
二
一
新
設
）】

①　

法
第
八
一
条
の
一
八
に
規
定
す
る
納
税
者
保
護
委
員
会

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
〝
委
員
会
〞
と
い
う
）
は
委
員
長
一
人

を
含
む
次
の
各
号
に
規
定
す
る
委
員
で
構
成
す
る
。

（
二
〇
一
四
・
〇
二
・
二
一
新
設
）

一
．
税
務
署
に
設
置
す
る
委
員
会
：
一
四
人
以
内
の
委
員

（
二
〇
一
四
・
〇
二
・
二
一
新
設
）

二
．
地
方
国
税
庁
に
設
置
す
る
委
員
会
：
一
八
人
以
内
の
委
員

（
二
〇
一
四
・
〇
二
・
二
一
新
設
）

②　

委
員
会
の
委
員
は
、
次
の
区
分
に
従
い
そ
れ
ぞ
れ
の
者
が

就
任
す
る
。（
二
〇
一
四
・
〇
二
・
二
一
新
設
）

一
．
税
務
署
に
設
置
す
る
委
員
会
：
次
の
各
号
に
規
定
す
る
者

（
二
〇
一
四
・
〇
二
・
二
一
新
設
）

ガ
．
地
方
国
税
庁
長
が
税
務
署
所
属
公
務
員
の
中
か
ら
任
命
す

る
者
五
名
以
内
（
二
〇
一
四
・
〇
二
・
二
一
新
設
）

ナ
．
法
第
八
一
条
の
一
六
第
二
項
に
よ
り
税
務
署
に
納
税
者
権

成
す
る
。（
二
〇
一
四
・
〇
一
・
〇
一
新
設
）

一
．
税
務
署
に
設
置
す
る
納
税
者
保
護
委
員
会
：
公
務
員
以
外

の
者
で
税
務
署
長
の
推
薦
を
受
け
て
地
方
国
税
庁
長
が
委
嘱

す
る
者
（
二
〇
一
四
・
〇
一
・
〇
一
新
設
）

二
．
地
方
国
税
庁
に
設
置
す
る
納
税
者
保
護
委
員
会
：
公
務
員

以
外
の
者
で
地
方
国
税
庁
長
の
推
薦
を
受
け
て
国
税
庁
長
が

委
嘱
す
る
者
（
二
〇
一
四
・
〇
一
・
〇
一
新
設
）

④　

納
税
者
保
護
委
員
会
の
委
員
は
、
税
務
分
野
に
専
門
的
な

学
識
と
経
験
が
豊
富
な
者
と
関
係
公
務
員
の
中
か
ら
、
国
税

庁
長
（
税
務
署
に
設
置
す
る
納
税
者
保
護
委
員
会
の
委
員
は
地
方

国
税
庁
長
）
が
任
命
ま
た
は
委
嘱
す
る
。（
二
〇
一
四
・
〇
一
・

〇
一
新
設
）

⑤　

納
税
者
保
護
委
員
会
の
委
員
は
、
業
務
に
関
連
し
て
知
り

得
た
課
税
情
報
を
他
人
に
提
供
、
漏
洩
す
る
な
ど
目
的
以
外

の
用
途
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。（
二
〇
一
四
・
〇
一
・

〇
一
新
設
）

⑥　

納
税
者
保
護
委
員
会
の
構
成
及
び
運
営
な
ど
に
関
し
て
必

要
な
事
項
は
大
統
領
令
で
定
め
る
。（
二
〇
一
四
・
〇
一
・
〇
一

新
設
）

⑦　

納
税
者
保
護
官
は
、
納
税
者
保
護
委
員
会
の
議
決
事
項
に

三
二
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
八
六
）

④　

委
員
長
が
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
職
務
を
遂
行
で
き

な
い
場
合
に
は
、
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
委
員
で
、
地
方

国
税
庁
長
（
地
方
国
税
庁
に
置
く
委
員
会
の
場
合
に
は
国
税
庁

長
）
が
委
嘱
す
る
委
員
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
〝
外
部
委
員
〞

と
い
う
）
の
中
か
ら
委
員
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
し
た
委
員

が
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。（
二
〇
一
四
・
〇
二
・
二
一
新
設
）

⑤　

委
員
長
と
外
部
委
員
の
任
期
は
二
年
と
す
る
。（
二
〇
一
四
・

〇
二
・
二
一
新
設
）

⑥　

地
方
国
税
庁
長
（
地
方
国
税
庁
に
置
く
委
員
会
の
場
合
に
は
国

税
庁
長
）
は
、
委
員
長
と
外
部
委
員
が
そ
の
職
務
遂
行
に
支

障
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
委
嘱
を
解
除
す
る
こ
と
が
で

き
る
。（
二
〇
一
四
・
〇
二
・
二
一
新
設
）

⑦　

委
員
長
は
、
法
第
八
一
条
の
一
八
第
一
項
各
号
の
案
件
に

対
す
る
審
議
が
必
要
だ
と
認
め
た
場
合
、
第
二
項
一
号
及
び

同
項
二
号
に
規
定
す
る
担
当
官
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
〝
納

税
者
保
護
担
当
官
〞
と
い
う
）
で
あ
る
委
員
の
要
求
が
あ
る
場

合
に
は
、
期
日
を
定
め
て
委
員
会
を
招
集
し
、
そ
の
議
長
に

就
任
す
る
。（
二
〇
一
四
・
〇
二
・
二
一
新
設
）

⑧　

委
員
会
は
、
委
員
長
、
納
税
者
保
護
担
当
官
で
あ
る
委
員

と
次
の
各
号
の
区
分
に
よ
り
委
員
長
が
、
納
税
者
保
護
担
当

利
保
護
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
の
担
当
官
一
名
（
二
〇
一
四
・

〇
二
・
二
一
新
設
）

ダ
．
税
務
署
長
が
推
薦
す
る
弁
護
士
、
税
務
士
、
教
授
な
ど
、

法
律
又
は
会
計
に
関
す
る
学
識
と
経
験
が
豊
富
な
者
で
地
方

国
税
庁
長
が
委
嘱
す
る
者
八
名
以
内
（
二
〇
一
四
・
〇
二
・
二
一

新
設
）

二
．
地
方
国
税
庁
に
設
置
す
る
委
員
会
：
次
の
各
号
に
規
定
す

る
者
（
二
〇
一
四
・
〇
二
・
二
一
新
設
）

ガ
．
国
税
庁
長
が
地
方
国
税
庁
所
属
公
務
員
の
中
か
ら
任
命
す

る
者
七
人
以
内
（
二
〇
一
四
・
〇
二
・
二
一
新
設
）

ナ
．
法
第
八
一
条
の
一
六
第
二
項
に
よ
り
地
方
国
税
庁
に
納
税

者
権
利
保
護
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
の
担
当
官
一
名

（
二
〇
一
四
・
〇
二
・
二
一
新
設
）

ダ
．
地
方
国
税
庁
長
が
推
薦
す
る
弁
護
士
、
税
務
士
、
教
授
な

ど
、
法
律
又
は
会
計
に
関
す
る
学
識
と
経
験
が
豊
富
な
者
で

国
税
庁
長
が
委
嘱
す
る
者
一
〇
名
以
内
（
二
〇
一
四
・
〇
二
・

二
一
新
設
）

③　

委
員
会
の
委
員
長
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
〝
委
員
長
〞
と

い
う
）
は
委
員
会
を
代
表
し
て
委
員
会
の
業
務
を
総
括
す
る
。

（
二
〇
一
四
・
〇
二
・
二
一
新
設
）

三
三
〇



大
韓
民
国
国
税
基
本
法
第
七
章
の
二
納
税
者
の
権
利
の
概
要
（
阿
部
）

（
一
七
八
七
）

委
員
会
の
構
成
及
び
運
営
な
ど
に
必
要
な
事
項
は
国
税
庁
長

が
定
め
る
。（
二
〇
一
四
・
〇
二
・
二
一
新
設
）

（
1
） 

大
綱
五
〜
六
頁

（
2
） 

平
成
二
二
年
度
税
制
改
正
大
綱
（
二
〇
〇
九
年
一
二
月
二
二

日
閣
議
決
定
）
に
も
仮
称
と
し
て
で
は
あ
る
が
納
税
者
権
利
憲
章

が
登
場
す
る
。
そ
こ
で
も
、
納
税
者
の
税
制
上
の
権
利
を
明
確
に

し
、
税
制
へ
の
信
頼
確
保
に
資
す
る
も
の
と
し
て
「
納
税
者
権
利

憲
章
（
仮
称
）」
を
早
急
に
制
定
し
ま
す
、
と
い
う
記
述
に
と
ど
ま

り
、
納
税
者
の
権
利
の
具
体
的
内
容
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い

（
同
大
綱
一
一
頁
）。

（
3
） 

法
、
施
行
令
並
び
に
施
行
規
則
等
の
改
正
が
二
〇
一
四
年
に

実
施
さ
れ
た
も
の
の
、
執
行
基
準
は
二
〇
一
二
年
に
制
定
さ
れ
た

ま
ま
、
二
〇
一
四
年
一
〇
月
一
日
現
在
、
そ
の
グ
レ
ー
ド
ア
ッ
プ

は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

（
4
） 

な
お
、
こ
の
翻
訳
に
つ
い
て
は
、
李
信
愛
韓
国
税
務
士
に
多

大
な
る
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
5
） 

納
税
者
権
利
憲
章

　

納
税
者
権
利
憲
章

納
税
者
の
権
利
は
、
憲
法
と
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
尊

重
さ
れ
、
か
つ
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
た
め
国
税
公
務
員
は
、
納
税
者
が
神
聖
な
納
税
義
務
を
信

官
で
あ
る
委
員
の
意
見
を
聴
取
の
う
え
、
会
議
ご
と
に
指
定

す
る
委
員
で
構
成
す
る
。
た
だ
し
、
外
部
委
員
が
過
半
数
に

な
る
よ
う
に
委
員
を
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
二
〇
一
四
・
〇
二
・
二
一
新
設
）

一
．
税
務
署
に
設
置
す
る
委
員
会
：
五
名
（
二
〇
一
四
・

〇
二
・
二
一
新
設
）

二
．
地
方
国
税
庁
に
設
置
す
る
委
員
会
：
七
名
（
二
〇
一
四
・

〇
二
・
二
一
新
設
）

⑨　

委
員
会
の
会
議
は
第
八
項
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
委
員
過
半

数
の
出
席
で
成
立
し
、
出
席
委
員
過
半
数
の
賛
成
で
議
決
す

る
。（
二
〇
一
四
・
〇
二
・
二
一
新
設
）

⑩　

委
員
会
の
会
議
は
公
開
し
な
い
。
た
だ
し
、
委
員
長
が
必

要
と
認
め
る
場
合
、
納
税
者
保
護
担
当
官
で
あ
る
委
員
の
意

見
を
聴
取
の
う
え
公
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
二
〇
一
四
・

〇
二
・
二
一
新
設
）

⑪　

委
員
会
に
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
幹
事
一
人
を
置

き
、
幹
事
は
税
務
署
長
（
地
方
国
税
庁
に
設
置
す
る
委
員
会
の

場
合
に
は
地
方
国
税
庁
長
）
が
所
属
公
務
員
の
中
か
ら
指
名
す

る
。（
二
〇
一
四
・
〇
二
・
二
一
新
設
）

⑫　

第
一
項
か
ら
第
一
一
項
ま
で
で
規
定
し
た
事
項
の
ほ
か
、

三
三
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
八
八
）

7  

．
納
税
者
に
は
、
違
法
又
は
不
当
な
処
分
を
受
け
、
ま
た
、

必
要
な
処
分
を
受
け
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
権
利
若
し
く

は
利
益
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
は
、
適
法
か
つ
迅
速
な
救
済

を
受
け
る
権
利
が
あ
り
ま
す
。

8  

．
納
税
者
に
は
、
違
法
又
は
不
当
な
処
分
に
よ
っ
て
、
権
利

若
し
く
は
利
益
が
侵
害
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の

処
分
を
受
け
る
前
に
、
適
法
か
つ
迅
速
な
救
済
を
受
け
る
権

利
が
あ
り
ま
す
。

9  

．
納
税
者
に
は
、
国
税
公
務
員
か
ら
い
つ
で
も
公
正
な
待
遇

を
受
け
る
権
利
が
あ
り
ま
す
。

 

国
税
庁
長

（
6
） 

現
在
、
大
統
領
令
は
発
遣
さ
れ
て
い
な
い
。

（
7
） 

法
六
五
条
【
決
定
】、
同
条
第
一
項
三
号
「
審
査
請
求
に
理
由

が
あ
る
場
合
に
処
分
の
取
消
・
更
正
決
定
を
す
る
か
必
要
な
処
分

の
決
定
」

（
8
） 

法
六
六
条
【
異
議
申
請
】

（
9
） 

法
八
一
条
【
審
査
請
求
に
関
す
る
規
定
の
準
用
】

（
10
） 

法
八
二
条
【
納
税
管
理
人
】

（
11
） 

国
際
租
税
調
整
に
関
す
る
法
律
二
条
【
定
義
】

（
12
） 

国
税
徴
収
法
一
四
条
【
納
期
前
徴
収
】

（
13
） 

法
五
八
条
【
関
係
書
類
の
閲
覧
お
よ
び
開
陳
権
】

（
14
） 
法
五
九
条
【
代
理
人
】

（
15
） 
法
六
一
条
【
請
求
期
間
】

義
に
基
づ
い
て
誠
実
に
履
行
す
る
よ
う
に
、
必
要
な
情
報
と
便

益
を
最
大
限
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
納
税
者
の
権
利
が
保

護
さ
れ
実
現
で
き
る
よ
う
に
最
善
を
尽
く
し
て
協
力
す
る
義
務

が
あ
り
ま
す
。

こ
の
憲
章
は
、
納
税
者
に
保
障
さ
れ
る
権
利
を
具
体
的
に
お
知

ら
せ
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
す
。

1  

．
納
税
者
は
、
記
帳
・
申
告
等
納
税
協
力
義
務
を
履
行
し
て

い
な
い
場
合
、
若
し
く
は
、
具
体
的
な
脱
税
の
疑
い
等
が
な

い
限
り
誠
実
で
あ
り
、
納
税
者
が
提
出
し
た
税
務
資
料
は
、

真
実
な
も
の
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

2  

．
納
税
者
に
は
、
法
令
に
定
め
る
場
合
を
除
い
て
、
税
務
調

査
の
事
前
通
知
と
調
査
結
果
の
通
知
を
受
け
る
権
利
が
あ
り
、

や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
調
査
の
延
期
を
申

請
し
、
そ
の
結
果
の
通
知
を
受
け
る
権
利
が
あ
り
ま
す
。

3  

．
納
税
者
に
は
、
税
務
調
査
の
際
、
租
税
専
門
家
の
援
助
を

受
け
る
権
利
が
あ
り
、
法
令
が
定
め
る
特
別
な
事
由
が
な
い

限
り
重
複
調
査
を
受
け
な
い
権
利
が
あ
り
ま
す
。

4  

．
納
税
者
に
は
、
法
令
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
税
務
調
査

期
間
が
延
長
さ
れ
る
場
合
に
、
そ
の
理
由
と
期
間
を
文
書
に

よ
っ
て
通
知
を
受
け
る
権
利
が
あ
り
ま
す
。

5  

．
納
税
者
に
は
、
自
分
の
課
税
情
報
に
対
す
る
秘
密
の
保
護

を
受
け
る
権
利
が
あ
り
ま
す
。

6  

．
納
税
者
に
は
、
権
利
の
行
使
に
必
要
な
情
報
を
、
迅
速
に

提
供
さ
れ
る
権
利
が
あ
り
ま
す
。

三
三
二



大
韓
民
国
国
税
基
本
法
第
七
章
の
二
納
税
者
の
権
利
の
概
要
（
阿
部
）

（
一
七
八
九
）

（
16
） 

法
六
二
条
【
請
求
手
続
】

（
17
） 

法
六
三
条
【
請
求
書
の
補
正
】

（
18
） 
法
六
四
条
【
決
定
手
続
】

（
19
） 
法
六
五
条
【
決
定
】

（
20
） 

行
政
審
判
法
一
五
条
【
選
定
代
表
者
】

（
21
） 

行
政
審
判
法
一
六
条
【
請
求
人
の
地
位
承
継
】

（
22
） 

行
政
審
判
法
二
〇
条
【
審
判
参
加
】、
同
二
一
条
【
審
判
参
加

の
要
求
】、
同
二
二
条
【
参
加
人
の
地
位
】

（
23
） 

行
政
審
判
法
二
九
条
【
請
求
の
変
更
】

（
24
） 

行
政
審
判
法
三
九
条
【
職
権
審
理
】

（
25
） 

行
政
審
判
法
四
〇
条
【
審
理
の
方
式
】
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三





イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
紛
争
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
国
際
私
法
理
論
（
中
村
）

（
一
七
九
一
）

一　

は
じ
め
に

二　

B
erm
an

の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
理
論
に
お
け
る
国
際
私
法
の
役
割

三　

若
干
の
検
討

四　

お
わ
り
に第

一
章　

は
じ
め
に

今
日
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
取
引
を
行
う
際
の
一
手
段
で

あ
る
こ
と
が
広
く
認
知
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
国
内
取
引
に
限

ら
ず
国
際
取
引
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
既
に
以
前
よ
り
、
例

え
ば
日
本
の
ネ
ッ
ト
事
業
者
が
中
国
語
や
韓
国
語
に
よ
る
サ
イ
ト

を
作
成
し
、
ネ
ッ
ト
通
販
事
業
を
行
い
（
1
）
、
ま
た
、
日
本
の
自
動
車

中
古
部
品
流
通
企
業
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
在
庫
・
価
格
情
報

を
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
で
展
開
す
る
こ
と

ま
で
行
わ
れ
て
い
る
（
2
）
。
政
府
も
、
情
報
通
信
技
術
が
新
た
な
産
業

の
育
成
と
雇
用
の
拡
大
に
有
用
と
考
え
、
積
極
的
に
コ
ン
テ
ン
ツ

の
国
際
競
争
力
の
強
化
に
向
け
た
取
組
み
を
推
進
し
て
い
る
（
3
）
。
こ

う
し
た
国
境
を
越
え
た
電
子
商
取
引
の
一
般
化
に
伴
っ
て
、
国
境

を
越
え
た
電
子
商
取
引
紛
争
も
増
加
し
て
い
る
（
4
）
。

電
子
商
取
引
の
先
進
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
で
は
、
既
に
電
子
商

取
引
を
巡
る
無
数
の
国
際
・
州
際
事
件
が
発
生
し
（
5
）
、
特
に
国
際
裁

判
管
轄
に
つ
い
て
の
議
論
が
学
説
上
で
も
盛
ん
で
あ
る
（
6
）
。
し
か

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
紛
争
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
国
際
私
法
理
論

中　
　

村　
　
　
　
　

進

三
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五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
九
二
）

幾
つ
か
に
も
触
れ
な
が
ら
紹
介
し
、
最
後
に
若
干
の
検
討
を
行
う

こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ベ
ア
マ
ン
は
こ
れ
ら
の
論
文
で
、
彼
が

「
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
（cosm

opolitan vision

）」
と
名
づ
け

る
理
論
に
基
づ
い
て
独
自
の
抵
触
法
理
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、

彼
自
身
は
専
ら
抵
触
法
上
の
問
題
を
論
じ
る
研
究
者
と
い
う
よ
り

も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
や
国
際
法
上
の
問
題
を
扱
う
研
究
者
で

あ
り
、
そ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
は
特
に
初
期
に
書

か
れ
た
論
文
に
お
い
て
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
関
す
る
も
の
が
中

心
で
あ
る
。
ま
た
、
ベ
ア
マ
ン
が
展
開
す
る
理
論
は
、
抵
触
法
に

関
す
る
基
本
的
な
コ
ン
セ
プ
ト
を
述
べ
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
具
体

的
な
準
拠
法
選
択
の
ル
ー
ル
を
示
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
コ

ン
セ
プ
ト
自
体
も
、
過
度
な
理
想
主
義
に
立
ち
、
必
ず
し
も
現
実

的
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
に
も
拘
わ
ら
ず
こ
こ
で
紹

介
し
よ
う
と
考
え
た
の
は
、
今
後
も
ま
す
ま
す
発
展
と
す
る
と
思

わ
れ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
関
わ
る
国
際
的
紛
争
の
準
拠
法
の
問

題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
理
論
に
参
考
に
な
る
点
が
少
な

く
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
を
考
慮
し
て

本
稿
の
タ
イ
ト
ル
上
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
関
す
る
紛
争
に
限
定

し
た
が
、
ベ
ア
マ
ン
は
、
そ
の
理
論
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
関
連
紛

争
に
限
定
し
展
開
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
現
代
の
よ
う
な
グ

し
、
裁
判
管
轄
の
議
論
と
比
較
す
る
と
、
準
拠
法
の
問
題
に
つ
い

て
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
根
拠
と

し
て
、
電
子
商
取
引
紛
争
に
つ
い
て
も
伝
統
的
抵
触
法
理
論
が
妥

当
し
、
改
め
て
特
別
な
ル
ー
ル
を
考
え
る
必
要
は
な
い
と
み
て
い

る
と
い
う
よ
り
も
、
ア
メ
リ
カ
の
判
例
に
お
い
て
は
、
元
来
、
裁

判
管
轄
の
議
論
が
中
心
で
、
法
廷
地
州
の
裁
判
管
轄
が
容
認
さ
れ

る
と
、
自
動
的
に
法
廷
地
州
法
を
準
拠
法
と
す
る
傾
向
が
強
い
こ

と
（
7
）
、
ア
メ
リ
カ
抵
触
法
上
、
法
廷
地
の
ポ
リ
シ
ー
を
考
慮
す
べ
き

だ
と
す
る
法
廷
地
法
優
先
の
考
え
方
が
有
力
に
存
す
る
こ
と
（
8
）
、
準

拠
法
選
択
と
法
廷
地
選
定
と
が
ほ
ぼ
同
一
の
フ
ァ
ク
タ
ー
を
考
慮

し
、
合
一
的
に
処
理
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
（
9
）
な
ど
に
起
因
す
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
新
た
な
理
論
を
展
開
さ
せ
、

そ
の
中
で
抵
触
法
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
る
と
主
張

し
て
い
る
の
が
、
本
稿
で
紹
介
と
簡
単
な
検
討
を
行
う
、
ベ
ア
マ

ン
（P

aul S
chiff  B

erm
an

）
の
一
連
の
論
文
で
あ
る
。

ベ
ア
マ
ン
は
、
二
〇
〇
二
年
に
公
表
し
た
論
文
を
嚆
矢
と
し
（
10
）、
以

来
、
様
々
な
著
作
を
公
表
す
る
が
、
そ
の
中
で
ほ
ぼ
一
貫
し
た
自

説
を
展
開
す
る
。
本
稿
は
、
ベ
ア
マ
ン
の
抵
触
法
に
つ
い
て
の
考

え
が
最
初
に
且
つ
最
も
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
二
〇
〇
五

年
の
論
文
（
11
）
を
中
心
に
、
そ
の
前
後
に
公
表
さ
れ
た
諸
論
文
（
12
）
の
中
の

三
三
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イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
紛
争
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
国
際
私
法
理
論
（
中
村
）

（
一
七
九
三
）

す
基
準
と
し
て
、
物
理
的
所
在
や
国
家
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
だ

け
で
な
く
、
他
に
日
々
の
生
活
の
中
で
所
属
す
る
様
々
な
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
が
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
登
場
し
、

オ
ン
ラ
イ
ン
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
発
達
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化

が
進
展
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
的
環
境
が
変
化
し
た
た
め
、

裁
判
管
轄
シ
ス
テ
ム
は
、
場
所
、
距
離
、
国
境
及
び
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
と
い
っ
た
現
在
の
社
会
概
念
に
合
致
し
て
い
な
い
と
ベ
ア
マ

ン
は
見
る
。
そ
し
て
、
な
ぜ
国
家
だ
け
が
司
法
権
に
お
け
る
唯
一

の
プ
レ
ヤ
ー
で
あ
る
の
か
、
ま
た
法
が
容
認
で
き
る
別
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
所
属
の
形
態
は
存
在
す
る
の
か
の
問
題
を
提
起
す
る
と
す

る
。
そ
の
上
で
、
現
在
の
裁
判
管
轄
シ
ス
テ
ム
は
、
地
理
的
な
領

域
に
基
づ
き
、
主
権
を
有
す
る
団
体
つ
ま
り
国
家
が
唯
一
可
能
な

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
の
概
念
で
あ
る
こ
と
を
当
然
と
考
え
る
が
、

物
理
的
領
域
と
地
理
的
国
境
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
決
定
す
る
た

め
の
唯
一
の
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
適
切
な
も
の
で
も
な
い
。
過

度
に
狭
く
国
家
の
み
に
絞
る
こ
と
は
、
そ
の
他
に
世
界
中
に
存
在

す
る
複
数
の
、
相
互
に
重
複
し
て
い
る
、
非
国
家
的
な
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
概
念
を
正
当
に
評
価
す
る
も
の
で
は
な
い
と
断
定
す
る
（
15
）
。

つ
ま
り
、
人
は
国
家
、
郡
、
町
と
い
っ
た
政
治
的
グ
ル
ー
プ
に

所
属
す
る
だ
け
で
な
く
、
宗
教
法
人
、
業
界
団
体
、
組
合
、
イ
ン

ロ
ー
バ
ル
化
さ
れ
た
社
会
に
お
い
て
は
最
も
適
切
な
紛
争
解
決
方

法
と
し
て
提
唱
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
国
際
私
法

全
体
に
と
っ
て
興
味
の
あ
る
理
論
と
考
え
て
い
る
。

第
二
章　

 B
erm
an

の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
理
論

に
お
け
る
国
際
私
法
の
役
割

本
章
で
は
、
ベ
ア
マ
ン
自
身
が
準
拠
法
選
択
と
外
国
判
決
の
承

認
に
関
す
る
「
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
」
と
称
す
る
理
論
を
簡

単
に
紹
介
す
る
。
し
か
し
、
ベ
ア
マ
ン
が
こ
の
理
論
を
展
開
す
る

の
は
こ
こ
で
紹
介
す
る
二
〇
〇
五
年
の
論
文
が
初
め
て
で
は
な
い
。

既
に
そ
れ
以
前
に
、
こ
の
視
座
を
始
め
て
示
し
た
長
大
な
論
文
（
13
）
を

公
表
し
、
そ
の
中
で
「
裁
判
管
轄
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
多
元
的

概
念
（cosm

opolitan pluralist conception of jurisdiction

）」
と

名
づ
け
た
裁
判
管
轄
理
論
を
展
開
し
て
い
る
（
14
）
。
そ
こ
で
先
ず
、
準

拠
法
の
決
定
の
問
題
に
関
す
る
主
張
と
も
密
接
に
関
連
す
る
た
め
、

そ
の
ベ
ア
マ
ン
の
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
の
理
論
を
最
初
に
紹
介
し

た
い
。

1
．
ベ
ア
マ
ン
の
裁
判
管
轄
理
論

ベ
ア
マ
ン
は
、
所
属
（affi  liation

）
や
構
成
員
た
る
こ
と
を
示

三
三
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
九
四
）

で
も
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
裁
判
管
轄
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
構
成

す
る
要
素
を
よ
り
広
範
囲
に
捉
え
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
人
々
が
複

数
の
、
と
き
に
は
非
領
域
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
所
属
す
る
可
能

性
が
あ
る
こ
と
を
容
認
す
る
こ
と
、
ま
た
、
裁
判
管
轄
が
国
家
の

承
認
を
受
け
た
裁
判
所
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
超
え
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
こ
と
を
容
認

す
る
こ
と
を
提
唱
し
、
こ
れ
を
自
ら
裁
判
管
轄
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ

ン
的
多
元
主
義
概
念
と
称
す
る
の
で
あ
る
（
18
）
。

以
上
が
ベ
ア
マ
ン
の
主
張
す
る
裁
判
管
轄
に
関
す
る
理
論
で
あ

る
が
、
多
元
的
な
規
範
に
関
す
る
研
究
自
体
は
彼
の
オ
リ
ジ
ナ
ル

で
は
な
く
、
古
く
か
ら
主
張
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ベ
ア
マ
ン
は

そ
の
例
と
し
て
、
近
代
国
家
体
制
成
立
以
前
か
ら
、
ロ
ー
マ
法
は

地
域
の
法
の
効
力
を
容
認
し
て
い
た
こ
と
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は
、
自
治
体
及
び
独
立
国
家
の
制
定
法
と
並
ん
で
、
ロ
ー
マ
法
、

カ
ノ
ン
法
及
び
ゲ
ル
マ
ン
の
ロ
ン
ゴ
バ
ル
ド
法
の
三
つ
の
成
文
法

が
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
の

植
民
地
法
は
、
そ
の
行
政
体
制
の
中
に
、
実
質
的
に
ヒ
ン
ズ
ー
教
、

イ
ス
ラ
ム
教
及
び
キ
リ
ス
ト
教
の
属
人
法
（personal law

）
を
組

み
入
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
を
挙
げ
る
。
更
に
、
現
代
に
お
い
て
も
、

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
に
伴
い
、
国
際
法
が
規
範
と
考
え
る
国
家

タ
ー
ネ
ッ
ト
・
チ
ャ
ッ
ト
・
グ
ル
ー
プ
な
ど
多
種
多
様
の
非
国
家

的
グ
ル
ー
プ
に
所
属
す
る
が
、
政
治
的
な
所
属
の
場
合
だ
け
で
な

く
、
非
国
家
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
所
属
す
る
場
合
に
も
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
内
の
規
範
に
も
拘
束
さ
れ
、
そ
の
中
に
は
我
々
の
行
為
に

強
大
な
力
を
発
揮
す
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
（
16
）
。
例
え

ば
、
銀
行
や
信
用
調
査
機
関
を
拘
束
す
る
非
公
式
的
な
基
準
、
手

続
及
び
合
意
中
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
規
則
は
、
政
府
と
の
関
わ

り
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
拘
束
力
を
有
す
る
。
同
様
に
、
国

際
的
な
分
野
で
も
様
々
な
非
政
府
の
基
準
設
置
団
体
が
法
的
効
力

を
有
す
る
詳
細
な
標
準
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、
ま
た
、
多
く
の
金

融
市
場
活
動
に
関
す
る
規
制
が
、
株
式
市
場
や
同
業
組
合
と
い
っ

た
私
的
な
権
威
に
託
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
同
業
組
合
グ
ル
ー

プ
や
そ
の
私
的
な
基
準
設
置
団
体
は
、
産
業
規
範
と
な
る
任
意
的

な
基
準
の
創
設
の
際
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
。
従
っ
て
、
こ
う

し
て
非
国
家
主
権
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
る
裁
判
管
轄
の
判
断
や

法
的
（
ま
た
は
準
法
的
）
規
範
に
も
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
す
る
（
17
）
。

か
く
し
て
ベ
ア
マ
ン
は
、
裁
判
管
轄
の
判
断
に
つ
い
て
、
地
理

的
所
在
と
の
結
び
付
き
に
基
礎
を
置
い
た
も
の
に
制
限
す
べ
き
で

な
け
れ
ば
、
関
係
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
の
範
囲
を
制
限
す
べ
き

三
三
八



イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
紛
争
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
国
際
私
法
理
論
（
中
村
）

（
一
七
九
五
）

ン
ス
」
論
者
ら
は
、
地
理
的
な
領
土
主
権
に
基
づ
く
現
実
世
界

（real w
orld

）
の
裁
判
管
轄
や
準
拠
法
の
考
え
方
は
サ
イ
バ
ー
ス

ペ
ー
ス
に
は
適
合
し
な
い
と
断
じ
る
の
で
あ
る
（
24
）
。
こ
の
よ
う
な
理

論
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
ベ
ア
マ
ン
の
準
拠
法
選
択

と
外
国
判
決
の
承
認
に
関
す
る
「
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
概
念
」
を

次
に
紹
介
し
た
い
。

2
．
ベ
ア
マ
ン
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
と
抵
触
法

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
登
場
に
よ
り
国
境
を
越
え
た
活
動
が
増
加

し
、
様
々
な
オ
ン
ラ
イ
ン
活
動
の
規
制
、
商
標
権
、
契
約
関
係
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
規
範
な
ど
に
関
し
て
「
領
域
に
基
礎
を
置
い
た
」

（territorially based

）
規
則
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
多
く
の
国
家

法
や
裁
判
所
の
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
国
内
の
権

威
に
よ
る
判
断
は
、
裁
判
管
轄
、
法
選
択
及
び
判
決
の
承
認
と
い

う
抵
触
法
に
関
す
る
古
典
的
な
三
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
学
問

的
な
興
味
を
復
活
さ
せ
て
い
る
（
25
）
と
述
べ
た
上
で
、
ベ
ア
マ
ン
は
、

領
域
に
基
礎
付
け
ら
れ
た
法
域
の
概
念
は
も
は
や
適
切
と
は
い
え

な
い
と
し
、
そ
れ
に
代
え
て
、
人
々
が
複
数
の
、
と
き
に
は
非
領

域
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
所
属
し
て
い
る
可
能
性
と
裁
判
管
轄
権

が
裁
判
所
の
み
な
ら
ず
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
こ

間
及
び
多
数
国
間
条
約
や
国
際
慣
習
法
な
ど
と
と
も
に
、
国
際
的

団
体
、
非
政
府
機
関
（N

G
O
s

）、
多
国
籍
企
業
及
び
業
界
団
体
な

ど
の
規
範
も
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（
19
）
。
ま
た
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
の
関
係
で
は
、
既
に
ベ
ア
マ
ン
の
指
摘
（
20
）
以
前
か

ら
、
地
理
的
な
領
土
主
権
を
基
礎
と
す
る
伝
統
的
な
裁
判
管
轄
理

論
が
い
わ
ゆ
る
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
に
は
合
わ
な
い
と
す
る
「
セ

ル
フ
・
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
」（S

elf-G
overnance

）
論
を
展
開
す
る
主

張
が
あ
っ
た
（
21
）
。

「
セ
ル
フ
・
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
」
の
論
者
ら
が
そ
の
主
張
の
論
拠

と
す
る
と
こ
ろ
は
、
無
数
の
小
さ
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
・
グ
ル
ー
プ
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
一
つ
の
巨
大
な
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
し
た
も
の
（a netw

ork of netw
orks

）
で
あ
る
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
本
来
的
な
、
分
散
的
、
自
律
的
な
特
性
に
あ
る
（
22
）
。

つ
ま
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
は
情
報
を
集
中
的
に
ス
ト
ッ
ク
す

る
場
所
や
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
ポ
イ
ン
ト
が
な
く
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
内
を
移
動
す
る
情
報
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
技
術

的
に
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、w

w
w

（W
orld W

ide W
eb

）
や

hypertext

と
い
っ
た
機
能
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
唯
一
の
団
体
や
集
中
管
理
ポ
イ
ン
ト
も
な
い
（
23
）
。
こ
の
よ
う

な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
特
性
を
捉
え
て
、「
セ
ル
フ
・
ガ
ヴ
ァ
ナ

三
三
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
九
六
）

案
が
本
来
で
あ
れ
ば
、
法
選
択
に
つ
い
て
の
検
討
が
な
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
法
の
適
用
が
前
提
と
さ

れ
、
法
選
択
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と

批
判
す
る
（
26
）
。

① G
lobalS

antaF
e. C
orp v. G

lobalsantafe.com
.

事
件
（
27
）

Ａ
・
Ｂ
の
二
社
が
合
併
し
、
新
会
社
を
設
立
す
る
こ
と
が
公
表

さ
れ
た
直
後
に
、
大
韓
民
国
住
民Jongsun P

ark

が
、

globalsantafe.com

の
ド
メ
イ
ン
名
を
韓
国
の
登
録
機
関
で
あ
る

H
angang

に
登
録
し
た
た
め
、
二
社
は
、
Ａ
Ｃ
Ｐ
Ａ

（A
nticybersquatting C

onsum
er P

rotection （28
）

）
に
基
づ
い
て
連
邦

地
裁
に
提
訴
し
た
。P

ark

の
登
録
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
な
く
、

大
韓
民
国
の
機
関
へ
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
連
邦
地
裁
は
、

Ａ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
登
録
さ
れ
る
登
録
簿
が
あ
る
司
法
区
に
対
物
管
轄
権

を
付
与
す
る
規
定
に
基
づ
い
て
（
29
）
、
法
人
の”. com

”

登
録
簿
を
管

理
す
るV

eriS
ign

が
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
に
あ
る
と
し
て
、
裁
判
管

轄
権
を
行
使
で
き
る
と
判
断
し
た
。
そ
の
上
で
、
Ａ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
実

質
規
定
が
満
た
さ
れ
る
と
し
、H

angang

とV
eriS
ign

の
双
方

に
対
し
てG

lobalS
antaF

e 

に
ド
メ
イ
ン
名
を
移
転
す
る
と
あ

ら
ゆ
る
適
切
な
手
段
を
講
ず
る
よ
う
命
じ
た
。
こ
れ
を
受
け
て

P
ark

は
、H

angang

が
ド
メ
イ
ン
名
を
移
転
し
な
い
よ
う
命
じ

と
を
容
認
す
る
「
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
多
元
的
概
念
」
の
視
点
に

立
っ
て
、
抵
触
法
と
外
国
判
決
の
承
認
と
執
行
に
つ
い
て
検
討
す

る
。ベ

ア
マ
ン
の
考
察
は
、
先
ず
、
⑴
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
紛
争
に
関

す
る
三
事
案
の
紹
介
を
行
い
、
そ
の
後
、
⑵
自
身
が
主
張
す
る
法

選
択
に
関
す
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
と
⑶
外
国
判
決
の
承
認

に
関
す
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
に
つ
い
て
論
じ
、
⑷
自
己
の

法
選
択
と
外
国
判
決
の
承
認
に
関
す
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座

の
最
初
の
三
事
案
へ
の
当
て
は
め
の
順
で
行
わ
れ
、
最
後
に
⑸
結

論
が
導
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
事
案
は
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
既
に
や
や
旧
く
、
ま
た

展
開
さ
れ
る
理
論
も
や
や
冗
長
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
に
提
唱
さ

れ
た
他
の
研
究
者
ら
の
理
論
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
る
ベ
ア
マ
ン

の
理
論
を
理
解
す
る
た
め
に
は
必
要
で
あ
り
、
こ
の
順
に
従
い
紹

介
し
て
み
た
い
。

⑴
三
事
案
の
検
討

事
案
は
、
法
選
択
問
題
に
関
わ
る
二
つ
の
ド
メ
イ
ン
名
紛
争
事

案
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
判
決
が
ア
メ
リ
カ
裁
判
所
に
お
け
る
承
認
が

問
題
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
。
ベ
ア
マ
ン
は
、
そ
の
す
べ
て
の
事

三
四
〇



イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
紛
争
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
国
際
私
法
理
論
（
中
村
）

（
一
七
九
七
）

な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
裁
判
管
轄
に
関
す
る
権
限
と
裁
判

所
の
競
合
に
つ
い
て
の
み
判
断
す
る
裁
判
所
の
こ
の
よ
う
な
方
法

は
、
法
選
択
的
な
考
え
方
を
排
除
す
る
も
の
で
、
抑
制
さ
れ
た
法

廷
地
法
の
適
用
や
国
際
的
判
決
の
調
和
か
ら
、
長
期
的
な
視
点
で

み
る
と
得
ら
れ
る
べ
き
法
廷
地
の
利
益
を
考
慮
し
て
い
な
い
と
批

判
す
る
（
31
）
。

②B
arcelona.com

, Inc. v. E
xcelentisim

o A
yuntam

iento 
de B

arcelona

事
件
（
32
）

主
た
る
関
係
者
が
ス
ペ
イ
ン
国
内
に
所
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
控
訴
審
の
第
四
巡
回
区
裁
判
所
が
法
選
択
の
争
点
を
あ
ま
り

考
慮
す
る
こ
と
な
く
ス
ペ
イ
ン
法
の
適
用
を
回
避
し
、
Ａ
Ｃ
Ｐ
Ａ

の
適
用
を
主
張
し
て
結
論
に
到
達
し
た
事
案
で
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン

人N
ogueras

は
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
に
本
拠
を
置
く
ド
メ
イ
ン
名

登
録
機
関N

etw
ork S

olutions

にbarcelona.com

を
登
録
し
、

そ
の
後
、
ア
メ
リ
カ
法
に
準
拠
し
てB

com
,Inc

名
の
会
社
を
設

立
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
国
内
に
は
オ
フ
ィ
ス
、
従
業
員
な
ど
を
持

た
ず
、N

ogueras

とB
com
 

の
サ
ー
バ
ー
も
ス
ペ
イ
ン
に
所
在

し
て
い
た
。B

arcelona

市
議
会
は
、N

ogueras

に
対
し
ド
メ

イ
ン
名
登
録
の
移
転
を
要
求
し
た
が
拒
否
さ
れ
た
た
め
、
世
界
知

的
所
有
権
機
構
（
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
）
に
提
訴
し
た
。
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
の
パ
ネ

る
こ
と
を
要
求
し
、
大
韓
民
国
の
ソ
ウ
ル
地
方
裁
判
所
に
差
止
め

請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
。
同
裁
判
所
は
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
の
裁
判

所
は
適
切
な
裁
判
管
轄
権
を
有
し
て
い
な
い
と
し
、
暫
定
的
に
差

止
命
令
を
与
え
た
た
め
、H

angang

は
ド
メ
イ
ン
名
の
移
転
を
拒

否
し
た
。
そ
の
た
めG

lobalS
antaF

e

は
、V

eriS
ign

に
対
し

て”. com
”

の
登
録
簿
か
ら
侵
害
ド
メ
イ
ン
名
の
取
消
し
の
追
加

的
命
令
を
求
め
て
再
訴
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
連
邦
地
方
裁
は
、

V
eriS
ign

が
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
に
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、

Ａ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
従
い
本
件
の
裁
判
管
轄
を
有
す
る
こ
と
を
再
確
認
し
、

P
ark

が
Ａ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
実
質
規
定
に
違
反
し
た
こ
と
を
繰
り
返
し

述
べ
、V

eriS
ign

に
ド
メ
イ
ン
名
の
取
消
と
移
転
を
命
じ
た
。

こ
の
結
論
に
つ
き
ベ
ア
マ
ン
は
、
抵
触
法
上
の
視
座
か
ら
最
も

特
筆
す
べ
き
点
は
裁
判
所
が
専
ら
裁
判
管
轄
に
の
み
焦
点
を
当
て
、

Ａ
Ｃ
Ｐ
Ｋ
が
唯
一
適
用
可
能
な
関
連
法
制
で
あ
る
と
し
て
、
大
韓

民
国
法
や
そ
の
他
の
法
を
適
用
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
検
討

を
ま
っ
た
く
欠
い
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
（
30
）
。
ま
た
、
裁
判

所
が
、
ア
メ
リ
カ
法
の
適
用
を
結
論
付
け
た
の
ち
、
最
後
に
「
国

際
礼
譲
の
問
題
」（concerns of international com

ity

）
に
つ
い
て

触
れ
、
大
韓
民
国
の
裁
判
所
が
行
っ
た
差
止
命
令
に
服
従
す
べ
き

か
否
か
を
検
討
す
る
も
の
の
、
同
国
の
商
標
法
の
内
容
を
検
討
し

三
四
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
七
九
八
）

な
い
地
理
的
な
記
述
用
語
で
あ
る
と
結
論
づ
け
、N

ogueras

に

よ
るbarcelona.com

の
登
録
に
何
ら
の
違
法
性
は
な
い
と
判
断

し
た
。
か
く
し
て
第
四
巡
回
区
裁
判
所
は
、
属
地
性
の
原
則
を
発

動
し
、
主
要
な
紛
争
当
事
者
の
全
て
が
ス
ペ
イ
ン
に
所
在
し
て
い

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
登
録
機
関
が
管
理
す
る
ド
メ
イ

ン
名
に
関
わ
る
ア
メ
リ
カ
会
社
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
裁
判
所
に
提

訴
さ
れ
た
本
件
に
ア
メ
リ
カ
商
標
法
の
適
用
す
る
こ
と
よ
っ
て
、

Ａ
Ｃ
Ｐ
Ａ
は
ア
メ
リ
カ
商
標
法
が
基
礎
と
す
る
属
地
主
義
の
原
則

と
調
和
す
る
と
し
た
。

こ
の
判
決
に
対
し
ベ
ア
マ
ン
は
、
一
八
八
三
年
の
パ
リ
条
約
に

由
来
す
る
属
地
主
義
の
原
則
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
単
に
自
国
法
に

基
づ
い
て
商
標
を
許
可
す
る
だ
け
で
「
世
界
的
標
章
」
を
創
る
こ

と
を
阻
止
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
ド
メ
イ
ン
名
を
考
察
す
る
際
、

属
地
主
義
だ
け
を
強
調
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
、
相
当
の
域
外

効
果
を
有
す
る
法
を
創
造
す
る
か
も
知
れ
な
い
と
指
摘
す
る
。
つ

ま
り
、G

lobalS
antaF

e

事
件
で
は
、
ア
メ
リ
カ
と
意
味
あ
る
接

触
を
何
ら
持
た
な
い
大
韓
民
国
内
の
登
録
者
と
登
録
機
関
に
対
し
、

ア
メ
リ
カ
商
標
法
の
適
用
を
強
要
し
、
ま
た
本
件
に
お
い
て
は
、

主
要
当
事
者
が
ス
ペ
イ
ン
に
所
在
し
、
且
つ
ス
ペ
イ
ン
都
市
名
と

結
び
つ
く
ド
メ
イ
ン
名
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
ア
メ
リ
カ
商
標

リ
ス
ト
が
市
議
会
を
支
持
す
る
判
断
を
行
っ
た
た
め
、B

com

は

連
邦
地
裁
に
対
し
、barcelona.com

の
登
録
が
違
法
で
な
い
と

の
宣
言
的
判
決
を
求
め
て
提
訴
し
た
。

連
邦
地
裁
は
、
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
の
行
政
手
続
を
「
重
視
し
な
い
」

（no w
eight

）
と
判
断
し
た
の
ち
、
ア
メ
リ
カ
法
と
ス
ペ
イ
ン
法

の
双
方
に
基
づ
き
検
討
を
行
い
、
両
当
事
者
は
と
も
に
ア
メ
リ
カ

の
商
標
権
を
有
し
な
い
が
、
ス
ペ
イ
ン
法
上
、
市
役
所
の
許
諾
な

い
商
標
登
録
は
で
き
す
、N

ogueras

とB
com

は
そ
の
よ
う
な

許
諾
を
得
て
い
な
い
と
し
て
、
市
議
会
が
有
効
な
ス
ペ
イ
ン
商
標

を
所
有
す
る
と
し
た
。
そ
の
上
で
、N

ogueras

に
ド
メ
イ
ン
名

登
録
か
ら
の
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
悪
意
の
意
図
が
あ
る
と
し
、

B
com

が
求
め
た
宣
言
的
判
決
を
行
う
こ
と
を
拒
否
し
た
。
そ
れ

に
対
し
て
控
訴
審
で
あ
る
第
四
巡
回
区
裁
判
所
は
、
連
邦
地
裁
が

有
効
な
商
標
を
市
議
会
が
所
有
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
き
ス
ペ
イ

ン
法
を
適
用
し
た
点
を
問
題
と
し
て
、
破
棄
判
決
を
下
し
た
。
同

裁
判
所
は
、
Ａ
Ｃ
Ｐ
Ａ
の
一
一
一
四
条
⑵
D
⒱
を
引
用
し
、
争
点

は
登
録
又
は
ド
メ
イ
ン
名
の
使
用
が
ラ
ン
ハ
ム
法
（L

anham
 

A
ct

）
上
違
法
か
否
か
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
法
だ
け
が
有
効
な
商

標
の
存
在
又
は
そ
の
侵
害
の
可
能
性
の
判
断
に
つ
き
適
用
さ
れ
得

る
と
し
、B

arcelona

は
Ａ
Ｃ
Ｐ
Ａ
法
上
、
商
標
保
護
の
資
格
の

三
四
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イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
紛
争
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
国
際
私
法
理
論
（
中
村
）

（
一
七
九
九
）

る
と
す
る
（
34
）
。

③Y
ahoo!, Inc. v. L

a L
igue C

ontre L
e R
achism

e E
t 

L
’A
ntise m

itism
e

事
件
（
35
）

本
件
は
外
国
判
決
の
承
認
の
事
案
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

の
登
場
に
よ
り
、
あ
る
国
に
所
在
す
る
者
が
オ
ン
ラ
イ
ン
上
に
掲

載
し
た
内
容
が
別
の
国
の
法
を
破
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
た
め
、

今
後
、
こ
の
よ
う
な
国
際
的
な
判
決
の
承
認
の
事
案
が
よ
り
頻
繁

に
発
生
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
ベ
ア
マ
ン
は
予
測
す
る
。

パ
リ
の
大
審
裁
判
所
は
、Y

ahoo!. com

に
対
し
、
そ
の
サ
イ

ト
上
で
ナ
チ
の
記
念
品
な
ど
ア
イ
テ
ム
を
販
売
す
る
オ
ー
ク
シ
ョ

ン
・
サ
イ
ト
へ
の
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
を
防
ぐ
た
め
の
あ

ら
ゆ
る
可
能
な
処
置
を
講
ず
る
こ
と
を
命
じ
る
仮
差
止
命
令
を
出

し
た
（
36
）
。
フ
ラ
ン
ス
子
会
社
で
あ
るY

ahoo. fr

は
要
求
に
従
っ
た

が
、
同
裁
判
所
は
、Y

ahoo.com

に
対
し
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
国
民

が
マ
ウ
ス
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
こ
と
で
簡
単
にY

ahoo.com

中
の

サ
イ
ト
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
理
由
に
、
フ
ラ
ン
ス
内
か

ら
フ
ラ
ン
ス
以
外
の
サ
ー
バ
ー
上
の
同
サ
イ
ト
へ
の
ア
ク
セ
ス
を

禁
止
す
る
措
置
を
求
め
た
。
一
方
、
裁
判
の
中
でY

ahoo!

は
、

裁
判
管
轄
権
を
争
う
と
と
も
に
、
命
令
に
従
う
に
は
サ
ー
バ
ー
か

ら
該
当
の
全
ペ
ー
ジ
を
排
除
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
国

法
を
適
用
す
る
。
従
っ
て
、
少
な
く
と
も
ド
メ
イ
ン
名
と
の
関
係

で
は
、
属
地
主
義
の
硬
直
的
な
観
念
を
適
用
す
る
こ
と
で
、
ア
メ

リ
カ
法
の
域
外
的
適
用
を
強
要
す
る
危
険
を
、
そ
し
て
属
地
主
義

の
原
則
が
回
避
し
よ
う
と
意
図
し
て
い
た
ま
さ
に
一
種
の
世
界
標

章
を
創
造
す
る
危
険
を
冒
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
と
（
33
）
。
ま

た
、
裁
判
所
は
商
標
の
衝
突
の
調
整
又
は
適
用
規
範
法
の
決
定
の

必
要
性
を
回
避
す
る
た
め
に
属
地
主
義
の
原
則
を
利
用
し
、
安
易

に
法
廷
地
が
決
定
し
た
権
利
を
容
認
し
、
法
廷
地
法
を
適
用
し
て

い
る
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
時
代
に
お
い
て
、
属
地
主
義
を
国

際
商
標
法
に
関
す
る
指
導
原
理
と
し
て
は
疑
問
が
あ
る
と
ベ
ア
マ

ン
は
指
摘
す
る
。
特
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
そ
の
よ
う
な
縄
張
り

争
い
を
非
現
実
的
な
も
の
と
し
た
た
め
、
非
場
所
的
な
（non-

local

）
活
動
の
場
所
づ
け
は
社
会
の
現
実
か
ら
準
拠
法
を
引
き
離

し
、
妥
当
性
を
損
な
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
商

標
紛
争
に
つ
き
常
に
法
廷
地
法
を
適
用
す
る
伝
統
的
な
方
法
で
は

な
く
、
適
切
な
法
規
範
を
決
定
す
る
た
め
の
法
選
択
原
則
の
適
用

を
裁
判
所
に
求
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
国
家
が
自
国
の

商
標
制
度
を
国
際
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
連
結
さ
せ
る
機
能
的
部
分

で
あ
る
と
み
る
こ
と
は
勿
論
の
こ
と
、
当
事
者
が
実
際
に
所
属
す

る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
適
切
に
考
慮
す
る
法
選
択
体
制
が
有
用
で
あ

三
四
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
八
〇
〇
）

せ
る
た
め
、
修
正
第
一
条
を
擁
護
す
る
義
務
が
礼
譲
の
原
則
に
勝

る
と
判
断
し
た
。

こ
の
連
邦
地
裁
の
判
断
に
つ
い
て
ベ
ア
マ
ン
は
、
表
面
上
は
判

決
の
承
認
の
原
則
を
述
べ
な
が
ら
も
、
最
終
的
に
、
判
決
が
ア
メ

リ
カ
国
内
で
下
さ
れ
る
と
憲
法
違
反
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う

な
判
決
の
執
行
は
憲
法
違
反
で
あ
る
か
、
少
な
く
と
も
礼
譲
の
原

理
を
凌
駕
す
る
よ
う
な
州
の
利
益
に
反
す
る
と
み
る
考
え
に
戻
っ

て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
判
決
を
下
す
こ
と
と
判
決

を
執
行
す
る
こ
と
の
相
違
を
無
視
し
、
判
決
執
行
原
則
の
適
用
や
、

外
国
規
範
の
適
用
に
よ
り
ア
メ
リ
カ
の
利
益
が
脅
威
に
晒
さ
れ
る

か
も
知
れ
な
い
状
況
の
考
察
を
怠
っ
た
と
批
判
す
る
（
37
）
。

以
上
の
よ
う
に
三
事
案
の
紹
介
と
簡
単
な
批
評
を
行
っ
た
の
ち

に
ベ
ア
マ
ン
は
、
ア
メ
リ
カ
の
抵
触
法
理
論
の
検
討
を
行
い
、
コ

ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
と
の
相
違
を
明
ら
か
に
す
る
。

⑵
抵
触
法
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座

次
に
ベ
ア
マ
ン
は
、
抵
触
法
上
の
主
要
な
三
理
論
、
つ
ま
り
、

①
ビ
ー
ル
（Joseph H

. B
eale

）
ら
の
「
既
得
権
」
ア
プ
ロ
ー
チ
、

②
カ
リ
ー
（B

rainerd C
urrie

）
ら
の
「
統
治
利
益
」
ア
プ
ロ
ー
チ
、

そ
し
て
③
ヴ
ァ
ン
・
メ
ー
レ
ン
（A

rthur T
. von M

ehren

）
や

民
以
外
の
者
は
、
自
国
法
上
そ
の
よ
う
な
マ
テ
リ
ア
ル
へ
の
ア
ク

セ
ス
権
が
容
認
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
否
定
さ

れ
て
し
ま
う
こ
と
、
領
域
を
超
越
し
て
ア
メ
リ
カ
の
ウ
ェ
ブ
上
の

コ
ン
テ
ン
ツ
を
検
閲
す
る
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
の
修
正
第
一

条
に
抵
触
す
る
と
主
張
し
た
が
、
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ

の
決
定
を
受
け
て
、Y

ahoo!

が
ア
メ
リ
カ
連
邦
地
裁
に
対
し
、

フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
の
命
令
は
修
正
第
一
条
に
よ
り
ア
メ
リ
カ
国
内

で
は
執
行
し
得
な
い
と
す
る
宣
言
的
判
決
を
求
め
て
提
訴
し
た
の

が
本
件
で
あ
る
。

連
邦
地
裁
は
、
ア
メ
リ
カ
法
を
適
用
す
べ
き
と
の
前
提
か
ら
ス

タ
ー
ト
し
、
他
国
が
自
国
内
の
ユ
ー
ザ
が
ア
ク
セ
ス
可
能
で
あ
る

こ
と
を
根
拠
に
ア
メ
リ
カ
国
内
の
ア
メ
リ
カ
住
民
に
よ
る
言
論
を

規
制
す
る
こ
と
が
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
と
法
律
に
矛
盾
す
る
か
否
か

が
争
点
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
そ
の
上
で
、
フ
ラ
ン
ス
判
決
は
許

さ
れ
ざ
る
差
別
的
扱
い
で
あ
り
、
憲
法
に
違
反
し
、
フ
ラ
ン
ス
裁

判
所
の
命
令
の
執
行
は
修
正
第
一
条
に
違
反
す
る
と
結
論
付
け
た
。

連
邦
地
裁
は
ま
た
、
礼
譲
に
つ
い
て
述
べ
、
外
国
判
決
は
そ
の
執

行
が
国
家
の
利
益
に
不
利
に
働
く
か
相
容
れ
な
い
よ
う
な
こ
と
が

な
い
場
合
に
は
承
認
さ
れ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
判
決
に
執
行
命
令
を

下
す
こ
と
は
、
明
ら
か
に
憲
法
に
違
反
し
国
内
の
言
論
を
萎
縮
さ

三
四
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イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
紛
争
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
国
際
私
法
理
論
（
中
村
）

（
一
八
〇
一
）

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
加
入
で
き
、
少
な
く
と
も
あ
る
特
定
の
状
況
下

に
お
い
て
、
そ
の
活
動
に
非
局
所
的
な
法
の
適
用
が
適
切
で
あ
る

こ
と
を
容
認
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
第
二
は
、
一
つ
の
国
の

法
だ
け
が
何
か
特
定
の
活
動
に
常
に
適
用
で
き
る
こ
と
を
前
提
す

る
ビ
ー
ル
の
著
し
い
非
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
な
思
想
に
つ
い
て
で

あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
世
界
に
お
い
て
、
起
こ
り
得
る
非
常

に
様
々
な
国
に
関
わ
る
活
動
に
一
国
の
法
だ
け
を
適
用
す
べ
き
と

の
主
張
は
、
今
日
で
は
問
題
が
多
い
。
そ
の
よ
う
な
制
約
を
回
避

す
る
た
め
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
複
数
国
の
規

範
を
紛
争
の
異
な
る
部
分
に
適
用
す
る
こ
と
や
、
ま
た
は
問
題
の

活
動
に
関
わ
る
様
々
な
規
範
体
系
を
考
慮
す
る
た
め
、
規
範
を
融

合
さ
せ
る
こ
と
も
容
認
す
る
。
第
三
は
、
既
得
権
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、

実
定
法
中
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
先
験
的
な

方
法
論
を
採
り
、
必
ず
し
も
特
定
国
の
法
に
含
ま
れ
る
わ
け
で
は

な
い
原
則
に
基
づ
き
、
法
選
択
の
判
断
も
適
用
さ
れ
る
実
質
規
範

と
は
無
関
係
に
行
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
単
に
実
定

法
を
通
し
て
何
ら
か
の
法
選
択
の
制
度
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
、

不
可
能
で
あ
る
。
ど
の
国
の
実
定
法
を
選
択
・
適
用
す
べ
き
か
の

選
択
は
、
ど
こ
か
の
一
国
の
実
定
法
に
準
拠
し
て
行
う
こ
と
が
で

き
ず
、
必
然
的
に
、
結
果
を
導
く
実
質
法
と
は
無
関
係
に
作
用
す

ジ
ェ
ン
ガ
ー
（F

riedrich Juenger

）
ら
の
実
質
法
的
方
法
論
と
比

較
す
る
こ
と
で
、
自
ら
が
提
唱
す
る
④C

osm
opolitanism

ア
プ

ロ
ー
チ
と
の
相
違
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
（
38
）
。

① 

得
権
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て

既
得
権
理
論
は
主
権
の
厳
格
な
属
地
的
観
念
に
由
来
し
、
訴
訟

原
因
の
構
成
要
素
と
な
る
本
質
的
行
為
の
物
理
的
場
所
に
の
み
焦

点
を
当
て
、
不
法
行
為
の
場
所
、
契
約
地
、
又
は
問
題
と
な
る
財

産
所
在
地
に
注
目
し
、
訴
訟
原
因
を
「
場
所
づ
け
」
す
る
こ
と
で
、

訴
訟
原
因
が
「
既
得
」
と
な
っ
た
国
の
法
を
適
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
結
論
づ
け
る
。
こ
の
場
所
づ
け
を
行
う
試
み
は
、
抵
触
法

の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
理
解
を
得
る
う
え
で
も
重
要
で
あ
る
と
し

て
、
ベ
ア
マ
ン
は
次
の
三
点
に
つ
き
検
討
を
行
う
。

第
一
は
、
ビ
ー
ル
の
理
論
が
属
地
主
義
に
の
み
焦
点
を
当
て
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
の
よ
う
な
重
要
な
非
領
域
的
な
要
素
を
無
視

す
る
点
で
あ
る
。
純
粋
に
領
域
的
な
法
選
択
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
国

境
を
越
え
る
取
引
や
輸
送
が
ご
く
日
常
的
で
、
よ
り
流
動
的
な
世

界
に
住
み
、
領
域
的
な
境
を
越
え
た
遥
か
遠
方
の
地
か
ら
影
響
を

も
た
ら
す
も
の
に
対
し
て
ま
で
裁
判
管
轄
を
主
張
す
る
現
代
社
会

に
お
い
て
は
、
対
処
が
困
難
で
あ
る
。
従
っ
て
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ

ン
的
観
念
は
、
人
は
単
な
る
そ
の
領
域
的
場
所
を
越
え
て
多
元
的
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争
に
「
利
益
」（interest

）
を
有
す
る
と
判
断
す
る
限
り
、
ケ
ー

ス
中
の
争
点
で
あ
る
出
来
事
が
複
数
国
に
関
わ
る
と
し
て
も
、
法

廷
地
法
が
常
に
適
用
さ
る
も
の
で
、
法
廷
地
法
有
利
な
偏
狭
的
バ

イ
ア
ス
で
満
た
さ
れ
て
い
た
と
批
判
す
る
。
カ
リ
ー
は
ま
た
、
統

治
利
益
に
つ
い
て
、
裁
判
官
は
、
立
法
が
推
進
し
よ
う
と
す
る
自

国
の
政
策
を
先
ず
確
定
し
、
そ
の
政
策
が
当
該
事
実
に
法
を
適
用

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
る
場
合
に
「
利
益
」
を
有
す
る
と

判
断
す
る
。
統
治
利
益
の
唯
一
の
決
定
要
因
は
、
特
定
の
法
の
適

用
が
問
題
と
な
る
国
の
住
民
を
勝
訴
さ
せ
る
の
に
有
用
か
否
か
で

あ
り
、
国
家
は
そ
の
住
民
を
勝
訴
さ
せ
る
の
に
有
用
で
あ
る
場
合

に
の
み
利
益
を
持
つ
と
考
え
る
。
か
く
し
て
統
治
利
益
は
、
短
期

的
に
は
そ
の
住
民
を
勝
訴
さ
せ
る
た
め
だ
け
に
付
与
さ
れ
、
各
国

の
法
が
そ
れ
ぞ
れ
住
民
を
支
持
す
る
「
真
の
」
抵
触
の
ケ
ー
ス
で

は
、
ま
た
も
や
法
廷
地
法
を
選
択
す
る
こ
と
で
「
均
衡
」
を
破
る
。

そ
の
結
果
、
利
益
の
偏
狭
な
分
析
は
、
単
に
当
事
者
の
ド
ミ
サ
イ

ル
と
関
係
の
法
規
範
が
居
住
者
を
勝
訴
さ
せ
る
の
に
有
用
か
否
か

だ
け
に
焦
点
を
当
て
る
偏
狭
な
一
連
の
デ
フ
ォ
ル
ト
・
ル
ー
ル
と

結
び
つ
く
と
批
判
す
る
（
41
）
。

ベ
ア
マ
ン
は
、
国
際
的
な
視
点
か
ら
も
批
判
を
行
う
。
カ
リ
ー

の
よ
う
な
国
際
関
係
の
現
実
主
義
者
ら
は
、
国
家
は
自
ら
の
利
益

る
諸
原
則
に
基
づ
く
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
結
局
、
法
選
択

判
断
は
、
紛
争
に
対
し
そ
の
規
範
を
適
用
す
る
こ
と
が
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
に
と
っ
て
合
理
的
で
あ
る
か
に
係
っ
て
い
る
が
、
そ
の
合
理

性
の
問
題
は
必
然
的
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
定
義
、
所
属
、
及
び

政
府
へ
の
衝
突
す
る
要
求
を
巡
る
紛
争
と
い
っ
た
も
の
を
中
心
に

展
開
し
、
法
規
範
の
内
容
と
は
関
係
が
な
い
と
述
べ
る
（
39
）
。

こ
の
よ
う
に
述
べ
て
ベ
ア
マ
ン
は
、
既
得
権
ア
プ
ロ
ー
チ
の
属

地
主
義
的
性
格
と
一
国
の
法
だ
け
を
適
用
す
る
考
え
は
否
定
し
、

法
選
択
を
先
験
的
に
探
究
す
る
考
え
を
取
り
入
れ
る
が
、
同
ア
プ

ロ
ー
チ
の
よ
う
に
領
域
的
空
間
の
中
で
活
動
を
場
所
づ
け
る
の
で

は
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
そ
の
規
範
を
紛
争
に
適
切
に
（
ま
た

は
合
理
的
に
）
適
用
で
き
る
か
否
か
を
決
定
す
る
た
め
に
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
所
属
、
定
義
、
及
び
効
果
に
つ
い
て
の
先
験
的

議
論
を
行
う
こ
と
に
な
る
と
す
る
（
40
）
。

② 

統
治
利
益
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て

法
的
現
実
主
義
に
基
づ
き
、
法
選
択
は
特
定
の
政
策
目
的
に
焦

点
を
当
て
る
べ
き
で
あ
り
、
裁
判
所
は
現
実
の
国
家
の
法
規
則
の

み
に
向
く
べ
き
で
あ
る
と
す
る
カ
リ
ー
の
理
論
は
、
特
定
の
国
家

の
立
法
に
よ
り
権
限
を
付
与
さ
れ
た
裁
判
所
は
そ
の
国
の
法
を
適

用
す
る
と
の
仮
定
に
基
づ
く
。
そ
の
た
め
、
法
廷
地
の
政
府
が
紛
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家
が
従
う
多
数
国
家
の
抵
触
法
シ
ス
テ
ム
を
確
立
す
る
こ
と
か
ら

得
る
こ
と
が
で
き
る
利
益
を
無
視
す
る
。
第
二
に
、
国
際
法
規
範

は
、
必
ず
し
も
そ
れ
が
強
制
力
を
行
使
す
る
団
体
に
よ
っ
て
発
せ

ら
れ
た
規
範
で
な
い
こ
と
を
根
拠
に
そ
の
規
範
的
パ
ワ
ー
を
失
う

こ
と
は
な
い
。
し
か
し
カ
リ
ー
は
、
国
家
の
利
益
だ
け
に
関
与
を

持
ち
、
そ
の
利
益
は
国
家
が
国
際
的
体
系
の
一
部
で
あ
る
事
実
に

よ
っ
て
影
響
を
受
け
な
い
こ
と
を
前
提
と
す
る
誤
っ
た
前
提
に
立

つ
。
こ
の
点
に
つ
き
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
個
々

の
国
家
の
観
点
で
は
な
く
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
法
体
系
の
観
点
を

持
っ
た
法
選
択
規
範
を
採
用
し
、
法
選
択
問
題
の
解
決
を
試
み
る
。

第
三
に
、
カ
リ
ー
は
、
国
家
の
法
体
制
に
根
拠
の
な
い
先
験
的
な

法
選
択
規
範
を
創
設
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
国
家
が
当
該
紛
争

に
お
い
て
利
益
を
有
す
る
か
否
の
判
断
に
つ
き
必
然
的
に
当
事
者

の
ド
ミ
サ
イ
ル
に
注
目
す
る
が
、
で
は
、
な
ぜ
当
事
者
の
ド
ミ
サ

イ
ル
が
最
も
重
要
な
連
結
素
で
あ
り
、
他
の
関
連
性
で
は
な
い
の

か
。
ビ
ー
ル
と
同
様
に
先
験
的
哲
学
的
立
場
で
あ
る
カ
リ
ー
は
、

こ
れ
に
対
す
る
答
え
を
実
定
法
の
権
威
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
最
後
に
、
統
治
利
益
の
概
念
は
、
統
治
利
益
自
体
は
政
府
が

追
求
す
べ
き
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
が
、
例
え

ば
、
あ
る
国
の
環
境
保
護
法
が
世
界
中
で
適
用
さ
れ
る
べ
き
と
さ

追
求
を
制
限
す
る
こ
と
に
な
る
「
よ
り
高
次
元
の
」（higher

）
法

規
範
の
存
在
を
否
定
し
、
そ
の
偏
狭
な
地
政
学
的
な
利
益
に
基
づ

き
、
そ
う
す
る
こ
と
が
国
家
の
利
益
で
あ
る
場
合
に
の
み
国
際
法

に
従
う
こ
と
を
当
然
と
考
え
る
。
こ
の
国
家
的
利
益
を
重
要
視
す

る
統
治
利
益
分
析
と
国
際
関
係
の
現
実
主
義
は
、
偏
狭
な
国
家
利

益
に
の
み
焦
点
を
当
て
る
た
め
に
多
数
国
法
規
範
を
拒
否
し
、
短

期
的
目
的
に
役
立
つ
利
益
だ
け
を
国
家
的
利
益
と
考
え
る
。
こ
の

考
え
に
対
し
て
は
、
既
に
、
国
家
の
利
益
が
世
界
の
体
制
上
の
多

く
の
要
因
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
、
形
式
上
実
行
力

が
無
く
て
も
、
民
衆
の
法
的
意
識
に
重
大
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え

る
こ
と
、
諸
国
家
は
国
際
的
規
範
の
遵
守
を
証
明
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
ソ
フ
ト
・
パ
ワ
ー
を
行
使
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
批
判
の
多
く
は
、
統
治
利
益
理

論
に
対
し
て
も
当
て
は
ま
る
。

第
一
に
、
国
家
は
、
特
定
ケ
ー
ス
に
お
い
て
そ
の
国
民
の
勝
訴

に
の
み
利
益
を
有
す
る
の
で
は
な
く
、
一
連
の
相
反
す
る
利
益
と

負
担
を
持
っ
て
分
か
ち
合
う
世
界
体
制
か
ら
利
益
を
得
て
い
る
の

で
あ
り
、
短
期
的
な
利
益
を
追
求
し
て
過
度
に
偏
狭
的
で
あ
る
な

ら
ば
、
他
の
諸
国
家
か
ら
信
頼
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
国
家
の
長

期
的
目
標
に
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
。
そ
れ
に
対
し
カ
リ
ー
は
、
国
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に
論
じ
、
裁
判
所
は
自
身
が
一
国
の
法
を
完
全
に
他
国
の
法
を
制

し
て
選
択
す
べ
き
で
は
な
く
、
関
係
の
複
数
国
家
や
当
事
者
の
利

益
を
反
映
す
る
「
複
合
的
な
」（hybrid

）
規
則
を
自
由
に
創
出
す

べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
（
44
）
。

こ
の
よ
う
な
事
実
上
の
法
創
造
に
つ
い
て
ベ
ア
マ
ン
は
、
次
の

点
か
ら
特
に
国
際
的
な
文
脈
で
は
重
要
と
み
る
。
第
一
に
、
国
家

の
立
法
機
関
は
、
国
際
的
な
紛
争
や
行
為
を
視
野
に
入
れ
て
法
を

制
定
す
る
こ
と
は
稀
で
、
外
国
の
活
動
を
考
慮
す
る
場
合
で
も
、

自
国
の
政
策
優
先
を
追
及
す
る
点
で
あ
る
。
第
二
に
、
渉
外
的
事

案
に
お
い
て
、
適
用
規
範
を
国
内
的
・
国
際
的
な
規
範
を
混
合
し

た
も
の
か
ら
抽
出
す
る
方
法
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
に
お
い
て
市

民
の
行
為
を
規
律
す
る
複
雑
で
錯
綜
す
る
影
響
力
を
反
映
す
る
こ

と
が
で
き
る
た
め
、
裁
判
官
に
様
々
な
国
内
的
・
国
際
的
な
法
規

範
に
基
づ
い
た
追
加
的
な
要
因
を
考
慮
し
、
法
を
創
造
す
る
こ
と

を
求
め
得
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
実
質
的
方
法
は
大

い
に
推
奨
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
紛
争
の
渉
外
的
性
質

を
重
視
し
、
潜
在
的
に
関
わ
る
多
数
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
調
和
さ
せ

る
方
法
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
裁
判
官
に
創
造
的
な
コ
モ

ン
・
ロ
ー
の
解
釈
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
国
際
条
約

の
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
よ
り
も
迅
速
に
国
際
的
な
規
範
を
創
造
す
る

れ
る
場
合
、
カ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
関
係
の
両
当
事
者
が
そ
の
国
の

住
民
で
な
い
国
に
提
訴
さ
れ
た
ケ
ー
ス
で
は
、
法
廷
地
法
の
適
用

を
強
く
主
張
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
統
治
利
益
分
析
を
言

う
の
で
あ
れ
ば
、
よ
り
一
般
的
な
正
当
性
原
則
か
ら
導
き
出
さ
れ

る
も
の
で
あ
っ
て
、
立
法
政
策
の
み
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
（
42
）
。

ベ
ア
マ
ン
は
、
以
上
の
よ
う
に
統
治
利
益
理
論
を
批
判
す
る
が
、

既
得
権
理
論
の
硬
直
的
な
属
地
主
義
か
ら
解
放
し
、
国
家
の
利
益

が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
超
国
家
的
シ
ス
テ
ム
の
中
に
あ
る
可
能
性
を
認

め
る
点
を
評
価
す
る
。
だ
が
、
カ
リ
ー
の
偏
狭
的
な
利
益
の
概
念

を
拒
否
し
、
代
わ
り
に
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
は
、
超
国
家
な

規
制
と
複
合
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
の
結
合
す
る
世
界
的
シ
ス
テ

ム
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
よ
り
広
範
な
統
治
利
益
を
検
討
す
る
と

述
べ
る
（
43
）
。

③ 

実
質
的
方
法
論
に
つ
い
て

ヴ
ァ
ン
・
メ
ー
レ
ン
ら
は
、
渉
外
事
案
に
お
い
て
特
別
な
実
質

法
規
範
を
創
出
す
る
裁
判
官
の
権
限
を
強
調
す
る
法
選
択
方
法
を

構
築
す
る
。
ヴ
ァ
ン
・
メ
ー
レ
ン
は
、
特
別
な
複
数
法
域
に
関
わ

る
規
範
は
様
々
な
関
係
国
が
有
す
る
価
値
観
の
間
の
歩
み
寄
り
を

伴
う
と
示
唆
す
る
。
デ
ィ
ン
ウ
ッ
デ
ィ
（G

raem
e D
inw
oodie

）
も
、

国
際
的
著
作
権
紛
争
に
関
す
る
実
質
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
肯
定
的

三
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を
回
避
す
る
と
ベ
ア
マ
ン
は
批
判
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
コ
ス
モ

ポ
リ
タ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
規
範
自
体
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
法
規
範
の
範
囲
に
関
す
る
議
論
を
行
う
。
こ
の

議
論
を
経
て
の
み
、
重
複
す
る
規
範
を
孕
む
グ
ル
ー
プ
が
増
え
て

い
る
世
界
に
お
い
て
、
法
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
適
切
な
理
解
に
関

す
る
諸
原
則
を
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と

述
べ
る
（
46
）
。

こ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
抵
触
法
上
の
主
要
理
論
と
コ
ス
モ
ポ
リ

タ
ン
的
視
座
を
比
較
し
た
の
ち
、
ベ
ア
マ
ン
は
、
そ
の
主
張
の
基

礎
を
な
す
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

④C
osm
opolitanism

法
選
択
の
議
論
は
、
ど
の
準
拠
法
が
適
用
さ
れ
る
か
の
問
題
に

留
ま
ら
ず
、
特
に
領
域
的
場
所
の
重
要
性
の
な
い
世
界
に
お
い
て

は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
定
義
や
所
属
と
い
っ
た
問
題
を
扱
う
。
法

選
択
の
枠
組
み
と
し
て
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
長
所
は
、
複

数
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
の
問
題
を
理
解
す
る
こ
と
に
あ
り
、
人

は
常
に
複
数
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
所
属
し
、
単
な
る
空
間
的
な
場
所

か
ら
切
り
離
し
得
る
と
い
う
前
提
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
。
こ
の
よ

う
に
述
べ
て
ベ
ア
マ
ン
は
、
自
身
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
観
に

よ
る
コ
ミ
ュ
テ
ィ
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
（
47
）
。

た
め
、
技
術
革
新
に
直
面
す
る
現
在
、
法
規
範
の
よ
り
迅
速
な
発

展
を
可
能
に
す
る
か
ら
で
あ
る
（
45
）
。

こ
の
よ
う
に
実
質
的
方
法
に
つ
い
て
評
価
し
な
が
ら
、
次
の
二

つ
の
問
題
が
あ
る
こ
と
を
ベ
ア
マ
ン
は
指
摘
す
る
。
第
一
に
、
裁

判
官
に
自
国
実
定
法
に
根
拠
を
持
た
な
い
国
際
的
な
又
は
ハ
イ
ブ

リ
ッ
ト
な
法
創
造
を
求
め
る
方
法
は
、
内
国
法
上
の
妥
当
性
の
観

点
か
ら
重
大
な
批
判
を
受
け
る
。
第
二
に
、
実
質
的
方
法
は
、
適

切
な
規
範
の
選
択
に
関
し
、
形
式
的
な
基
準
よ
り
も
適
用
さ
れ
る

べ
き
法
の
本
質
に
焦
点
を
当
て
る
た
め
、
裁
判
管
轄
よ
り
も
準
拠

規
範
を
決
定
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
強
調
す
る
が
、
立
法
管
轄
権

に
関
す
る
考
察
を
行
わ
な
い
こ
と
に
よ
り
失
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。

従
っ
て
結
局
、
法
選
択
の
考
察
は
、
法
が
適
用
さ
れ
る
可
能
性
の

あ
る
国
々
に
対
す
る
当
事
者
の
関
連
性
の
程
度
が
関
わ
る
と
考
え

る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
こ
の
考
察
に
お
い
て
は
ま
た
、
事
案
中
の

様
々
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
定
義
や
所
属
に
関
す
る
議
論
と
物
理
的

地
理
的
な
場
所
が
相
変
わ
ら
ず
法
選
択
を
導
く
か
ど
う
か
の
議
論

が
中
心
と
な
る
。
か
く
し
て
実
質
法
的
方
法
論
は
、
裁
判
官
に
紛

争
の
国
際
的
局
面
の
顧
慮
と
、
創
造
的
で
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト
な
解
決

方
法
の
適
切
な
構
築
を
求
め
る
が
、
民
主
主
義
的
な
正
統
性
の
問

題
を
生
み
、
立
法
管
轄
権
の
妥
当
な
範
囲
に
関
す
る
重
大
な
議
論

三
四
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る
こ
と
な
ど
の
問
題
点
が
あ
り
採
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
逆
に
法

選
択
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
概
念
は
、
領
域
的
で
あ
れ
非
領
域
的
で

あ
れ
、
個
人
の
多
数
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
定
着
を
容
認
す
る
た
め
、

唯
一
の
世
界
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
信
奉
す
る
普
遍
主
義
者
を
必
要

と
し
な
い
（
48
）
。

こ
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
原
理
の
上
に
構
築
さ
れ
る
法
選
択
シ

ス
テ
ム
は
、
裁
判
所
に
対
し
紛
争
と
潜
在
的
な
結
び
付
の
あ
る
多

く
の
規
範
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
顧
慮
を
求
め
る
た
め
、
裁
判
官
は

自
分
自
身
を
内
国
的
、
多
数
国
的
及
び
国
際
的
な
規
範
の
結
合

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
一
部
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
に
よ
り
コ

ス
モ
ポ
リ
タ
ン
の
現
実
を
反
映
す
る
法
律
学
を
発
展
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
法
律
学
に
お
け
る
法
源
の
第
一
は
、
紛
争
の
影

響
を
受
け
る
国
家
の
国
内
法
規
範
で
あ
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、

ど
の
国
家
規
範
を
最
も
重
要
視
す
る
か
の
判
断
の
中
で
、
当
事
者

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
と
影
響
を
受
け
る
国
家
の
政
策
に
与
え
る

様
々
な
規
範
の
効
果
を
考
察
し
、
ま
た
、
一
つ
の
内
国
規
範
の
選

択
の
み
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
ど
の
国
家
体
制
と
も
調
和
し
な

い
可
能
性
の
あ
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
規
則
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
も

裁
判
所
に
認
め
る
。
法
源
の
第
二
は
、
国
際
条
約
、
協
定
あ
る
い

は
他
の
国
際
的
又
は
多
数
国
的
規
範
で
あ
る
。
第
三
に
、
業
界
標

コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
自
体
は
、
人
は
皆
、
二
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
に
居
住
す
る
と
論
じ
た
ス
ト
ア
学
派
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
そ
の
後
も
、
国
際
的
な
調
和
や
標
準
化
と
い
う
意
味
の

国
際
的
市
民
で
は
な
く
、
人
々
が
同
一
化
ま
た
は
排
斥
を
求
め
る

こ
と
な
く
他
者
と
の
結
び
付
き
を
容
認
す
る
「
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な

市
民
」（fl exible citizenship

）
を
モ
デ
ル
と
し
、
人
が
様
々
な
グ

ル
ー
プ
に
所
属
し
、
そ
れ
に
よ
り
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

一
部
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
必
ず
し
も
排
他
的

で
は
な
く
、
相
互
に
影
響
し
合
い
、
入
交
じ
り
ま
た
重
な
り
合
い
、

所
属
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
移
る
場
合
も
あ
る
こ
と
を
容
認
す
る
。

こ
の
よ
う
な
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
法
選
択
概
念
は
、
抵
触
法
の

必
要
の
な
い
一
つ
の
普
遍
的
な
「
世
界
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
で
は

な
く
、
領
域
的
場
所
と
地
理
的
国
境
へ
の
厳
格
な
信
頼
を
回
避
す

る
一
方
で
、
ま
た
普
遍
主
義
と
い
う
ゴ
ー
ル
も
拒
否
す
る
。
唯
一

の
世
界
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
考
え
は
、
理
想
的
で
は
あ
る
が
、
多

数
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
所
属
を
一
つ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
中
に
溶
解
さ
せ
る
こ
と
、
人
々
が
固
有
な
国
際
的
ま
た

は
地
域
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
感
じ
る
情
緒
的
な
絆
を
捉
え
て
い
な

い
こ
と
、
地
域
的
差
異
を
克
服
す
る
普
遍
的
法
規
範
の
創
造
の
た

め
、
重
複
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
特
性
に
つ
い
て
の
議
論
を
排
斥
す
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イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
紛
争
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
国
際
私
法
理
論
（
中
村
）

（
一
八
〇
七
）

籍
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
拘
束
す
る
か
に
関
す
る
多
元
的
考
察
を
認

め
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
に
あ
る
。
従
っ
て
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ

ズ
ム
は
、
国
際
私
法
の
国
家
間
の
衝
突
か
ら
で
は
な
く
、
異
な
る

グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
領
域
間
の
衝
突
か
ら
派
生
す
る
「
シ
ス
テ
ム
間

抵
触
法
」（inter-system

ic confl icts law

）
へ
の
途
を
開
く
（
50
）
。

法
選
択
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
既
得
権
理
論

に
よ
る
実
質
規
範
と
は
分
離
し
て
法
選
択
を
考
え
る
こ
と
の
重
要

性
を
評
価
し
、
実
質
法
の
適
用
を
検
討
す
る
前
に
、
関
連
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
と
そ
の
相
対
的
重
要
性
に
つ
い
て
議
論
す
べ
き

と
考
え
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
ま
た
、
拡
大
さ
れ
た
統
治
利
益

分
析
を
基
礎
に
、
複
数
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
を
考
慮
し
て
、
多

数
国
間
紛
争
の
解
決
の
た
め
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト
な
規
範
を
発
展
さ

せ
る
こ
と
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
参
加
す
る
こ
と
へ

の
国
家
の
広
範
な
関
心
を
も
た
ら
す
と
考
え
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
は
更
に
、
実
質
法
的
方
法
論
の
特
質
で
あ
る
実
質
規
則
の
過
度

な
重
視
を
拒
否
す
る
が
、
こ
の
方
法
論
と
同
様
、
裁
判
所
に
対
し
、

自
身
を
法
規
範
に
関
す
る
国
際
的
対
話
に
取
り
組
む
国
際
的
・
多

国
籍
的
主
体
と
見
る
よ
う
に
求
め
る
た
め
、
裁
判
所
は
世
界
的
法

シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
最
善
の
方
法
を
考
察
し
、
多
数
国
間
紛
争

の
解
決
の
た
め
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト
な
規
範
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が

準
、
非
政
府
組
織
が
推
奨
す
る
行
為
規
範
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
規
範
、

更
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
の
よ
う
な
特
定
の
活
動
と
結
び
つ

い
た
規
則
と
い
っ
た
、
国
家
と
結
び
つ
か
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所

属
を
裁
判
所
は
考
慮
す
る
。
第
四
は
、
伝
統
的
な
法
選
択
原
理
で

あ
る
。

こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
法
選
択
判
断
に
様
々
な
要
因
の
顧
慮
を

容
認
す
る
（
第
二
次
）
抵
触
法
リ
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
と
類
似
す
る

が
、
同
リ
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
が
領
域
的
な
結
び
つ
き
か
ら
紛
争
と

の
最
密
接
関
係
地
を
求
め
る
の
に
対
し
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム

は
、
関
連
性
の
判
断
に
住
民
で
あ
る
こ
と
や
領
域
を
根
拠
と
し
な

い
所
属
を
も
含
め
る
点
で
相
違
が
あ
る
。
し
か
し
、
コ
ス
モ
ポ
リ

タ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
外
国
関
係
法
の
リ
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト

（
第
三
次
）
と
基
本
的
教
義
を
共
有
す
る
（
49
）
。
だ
が
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン

概
念
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
に
焦
点
を
当
て
る
た
め
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
変
化
す
る
性
質
、
人
の
帰
属
意
識
、
及
び
ス
ペ
ー
ス
や

距
離
及
び
国
境
の
社
会
的
概
念
な
ど
、
リ
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
と
は

異
質
な
調
査
を
促
す
。
し
か
し
、
最
も
重
要
な
相
違
は
、
こ
の
ア

プ
ロ
ー
チ
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
帰
属
に
焦
点
を
当
て
る
た
め
、
非
国

家
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
考
慮
へ
の
途
を
開
き
、
政
府
の
外
側
で

創
造
さ
れ
た
規
範
が
ど
の
程
度
、
下
位
の
、
上
位
の
、
及
び
多
国

三
五
一
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既
得
権
理
論
も
他
の
州
法
の
適
用
を
裁
判
所
に
求
め
て
い
た
し
、

統
治
利
益
理
論
を
広
義
に
理
解
す
る
こ
と
で
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

を
採
用
す
る
裁
判
所
が
そ
の
法
的
権
威
を
負
っ
て
い
る
政
府
の
長

期
的
利
益
か
ら
や
む
を
得
ず
離
れ
る
こ
と
を
懸
念
す
る
理
由
も
な

い
。
最
後
に
、
重
要
な
こ
と
は
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
立
法
に
は

非
選
出
の
国
際
的
規
制
当
局
者
ま
た
は
官
僚
で
は
な
く
、
内
国
の

裁
判
官
が
携
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
裁
判
官
は
、
国
内

的
手
続
を
経
て
裁
判
官
と
な
っ
た
、
国
家
の
政
策
の
影
響
を
受
け

た
国
民
で
あ
る
。
従
っ
て
、
国
際
的
規
範
を
発
展
さ
せ
る
内
国
裁

判
所
が
明
白
な
司
法
の
行
き
過
ぎ
を
再
検
討
で
き
る
内
国
の
立
法

的
ま
た
は
政
治
的
単
位
と
結
び
つ
い
て
い
る
た
め
、
裁
判
所
は
、

コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
概
念
を
そ
の
体
制
に
組
み
入
れ
る
場
合
に
も
、

渉
外
紛
争
中
の
新
た
な
（
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
）
内
国
規
範
を
構
築

す
る
一
つ
の
地
域
的
主
体
と
し
て
、
そ
れ
を
行
う
こ
と
に
な
る
。

か
く
し
て
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
は
、
人
々
が
必
ず
し
も
自

然
地
理
学
と
結
び
つ
か
な
い
複
数
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
を
形
成
し

て
い
る
現
実
を
反
映
す
る
法
選
択
規
則
の
創
造
を
裁
判
所
に
提
案

す
る
。
こ
の
複
数
所
属
の
考
察
に
よ
っ
て
、
立
法
管
轄
権
の
変
容

す
る
範
囲
に
関
す
る
論
議
の
場
が
提
供
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
政
府

の
他
部
門
が
国
際
的
規
制
に
関
す
る
和
解
協
議
へ
と
駆
り
立
て
ら

で
き
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
裁
判
所
に
対
し
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
の
適
切
な
定
義
と
立
法
管
轄
権
の
適
切
な
範
囲

に
関
す
る
相
互
対
話
を
求
め
、
国
際
的
規
範
の
発
展
を
要
求
す
る

こ
と
で
、
国
際
的
訴
訟
の
発
生
の
可
能
性
を
抑
制
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
よ
う
な
国
際
的
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
は
、
条
約
等
の

国
際
的
立
法
が
煩
雑
で
技
術
的
又
は
社
会
的
変
化
へ
の
対
応
に

遅
々
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
遥
か
に
ず
っ
と
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

で
有
用
で
あ
る
。

勿
論
、
コ
モ
ン･

ロ
ー
規
範
を
発
展
さ
せ
る
こ
の
方
法
論
は
、

法
規
則
の
予
測
可
能
性
を
弱
め
る
懸
念
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

懸
念
は
、
立
法
管
轄
権
の
行
使
を
正
当
化
す
る
た
め
の
充
分
な
関

係
の
判
断
に
つ
い
て
の
法
規
範
を
裁
判
所
が
発
展
さ
せ
る
こ
と
で

弱
ま
る
。
そ
も
そ
も
、
今
日
の
法
選
択
分
析
自
体
が
既
に
非
常
に

予
測
不
可
能
で
、
と
き
に
任
意
的
で
あ
り
、
固
定
的
な
実
質
的
な

原
則
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
国
際
的
商
事
仲
裁
が
紛
争
解
決
の
ポ

ピ
ュ
ラ
ー
な
手
段
と
な
っ
て
い
る
事
実
が
あ
る
。
ま
た
、
裁
判
所

が
あ
る
法
選
択
体
制
か
ら
他
の
体
制
へ
移
行
す
る
際
に
若
干
の
不

確
定
要
素
を
取
り
入
れ
る
例
も
あ
っ
た
。
更
に
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ

ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
裁
判
所
は
法
廷
地
法
を
適
用
し
な

い
た
め
、
そ
れ
が
違
法
と
さ
れ
る
懸
念
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、

三
五
二



イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
紛
争
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
国
際
私
法
理
論
（
中
村
）

（
一
八
〇
九
）

国
際
的
裁
判
シ
ス
テ
ム
の
構
築
と
い
う
シ
ス
テ
ム
全
体
の
利
益
に

対
し
て
は
劣
後
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
所

は
州
際
事
案
に
お
い
て
既
に
そ
れ
を
行
い
、
最
高
裁
判
所
も
ま
た
、

州
は
他
州
判
決
の
執
行
拒
否
の
た
め
に
公
序
を
発
動
で
き
な
い
と

判
示
し
て
き
た
。
外
国
判
決
の
場
合
に
お
い
て
も
多
く
の
同
様
な

原
則
が
関
わ
る
。
最
も
重
要
な
の
は
、
充
分
な
信
用
と
信
頼
の
指

令
の
基
礎
を
成
し
「
抵
触
的
価
値
」（confl icts values

）
と
呼
び

得
る
も
の
が
判
決
承
認
の
判
断
シ
ス
テ
ム
の
一
部
を
な
す
こ
と
に

あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
裁
判
所
は
連
結
す
る
国
際
的
法
シ
ス
テ
ム

へ
の
参
加
の
重
要
性
を
認
識
し
、
訴
訟
当
事
者
も
場
所
の
変
更
に

よ
る
不
快
な
判
決
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
コ
ス
モ
ポ
リ

タ
ン
的
世
界
で
は
、
他
の
裁
判
所
へ
の
恭
順
は
長
期
的
な
相
互
利

益
を
持
つ
と
考
え
る
た
め
、
当
事
者
の
法
廷
地
へ
の
所
属
が
重
要

で
な
い
場
合
、
裁
判
所
は
、
競
合
す
る
抵
触
的
価
値
に
直
面
し
て

内
国
公
序
に
従
う
こ
と
を
主
張
す
る
根
拠
を
有
し
な
い
。
そ
れ
は
、

外
国
判
決
は
常
に
執
行
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
の
で
は
な
く
、
判
決

承
認
に
よ
り
達
成
さ
れ
る
抵
触
的
価
値
の
重
要
性
を
認
め
、
外
国

判
決
の
執
行
が
最
初
に
判
決
を
下
す
こ
と
と
は
根
本
的
に
異
な
る

こ
と
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
53
）
。

ア
メ
リ
カ
の
裁
判
所
は
、
広
く
抵
触
価
値
を
引
き
合
い
に
出
し
、

れ
、
現
実
に
長
期
に
及
ぶ
国
際
的
な
協
調
の
促
進
へ
と
つ
な
が
る
。

ま
た
、
連
結
し
合
う
世
界
秩
序
の
一
部
を
形
成
す
る
こ
と
の
中
に

あ
る
国
家
の
長
期
的
利
益
を
容
認
す
る
こ
と
で
、
裁
判
所
は
、
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
超
国
家
的
な
立
法
作
業
、
即
ち
渉
外
的
紛
争
に
適

用
さ
れ
る
国
際
的
、
多
国
籍
的
ま
た
は
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト
な
規
範
の

発
展
と
適
用
に
携
わ
る
こ
と
が
で
き
る
（
51
）
。

⑶
判
決
承
認
に
つ
い
て
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
の
明
確
化

次
に
ベ
ア
マ
ン
は
、
判
決
承
認
に
関
す
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的

ア
プ
ロ
ー
チ
の
考
え
へ
と
展
開
す
る
（
52
）
。

判
決
承
認
に
関
す
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
は
、
法
選
択
の

場
合
と
同
様
、
裁
判
官
に
自
分
自
身
を
国
際
的
な
裁
判
所
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
一
部
と
見
な
し
、
当
事
者
ら
を
潜
在
的
に
複
数
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
に
所
属
す
る
と
見
る
よ
う
要
求
す
る
。
こ
れ
ら
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
が
自
己
の
規
範
を
所
属
す
る
当
事
者
ら
に
強
要
す
る
こ
と

を
合
法
的
に
求
め
る
際
、
外
国
判
決
の
執
行
判
断
に
直
面
し
た
裁

判
所
は
、
法
廷
地
の
公
序
が
そ
の
執
行
を
排
除
す
る
と
決
め
つ
け

る
べ
き
で
は
な
く
、
当
事
者
ら
の
所
属
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
裁
判
所
の

判
断
に
正
当
性
を
与
え
る
か
否
か
に
関
す
る
審
査
を
引
き
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
廷
地
国
の
地
域
政
策
も
重
要
で
あ
る
が
、

三
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と
見
な
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
事
実
上
、
ア
メ
リ
カ
と
の
重
要

な
関
連
性
が
な
い
外
国
紛
争
に
も
ア
メ
リ
カ
憲
法
規
範
を
強
い
て

来
た
。
だ
が
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
が
執
行
訴
訟
に
必
然
的
に
関
係
す

る
と
考
え
る
根
拠
は
な
く
、
外
国
判
決
の
執
行
拒
否
は
、
事
実
上
、

憲
法
規
範
を
そ
の
国
に
強
要
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
判

決
承
認
に
お
け
る
偏
狭
さ
は
、
法
選
択
に
お
け
る
と
同
様
に
、
懸

念
材
料
と
な
る
。
ま
た
、
憲
法
上
の
根
拠
は
判
決
執
行
の
拒
否
の

充
分
な
公
序
発
動
の
理
由
と
な
り
得
る
が
、
当
事
者
双
方
が
ア
メ

リ
カ
と
何
ら
の
特
別
な
関
係
も
有
せ
ず
、
ア
メ
リ
カ
の
公
序
と
関

係
し
な
い
よ
う
な
場
合
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
憲
法
上
の
価
値
や
公

序
に
よ
り
判
決
執
行
が
拒
否
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
執

行
を
妨
げ
る
規
則
の
た
め
の
根
拠
は
な
く
、
紛
争
と
ア
メ
リ
カ
に

重
大
な
関
連
性
が
な
い
場
合
は
、
外
国
判
決
の
執
行
を
拒
否
す
る

根
拠
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。
従
っ
て
、
外
国
判
決
の
執
行
に
よ
り
達

成
さ
れ
る
抵
触
的
価
値
を
重
く
捉
え
、
そ
の
価
値
の
重
要
性
と
地

域
的
公
序
ま
た
は
憲
法
上
の
規
範
の
相
対
的
な
重
要
性
を
天
秤
に

掛
け
、
そ
の
上
で
当
事
者
の
法
廷
地
と
の
結
び
つ
き
の
程
度
を
考

察
す
べ
き
で
あ
る
。
裁
判
所
は
そ
の
際
、
紛
争
の
超
国
家
的
特
徴

と
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
世
界
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
の
柔

軟
な
性
質
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
56
）
。

礼
譲
の
問
題
と
し
て
外
国
判
決
を
執
行
し
て
き
た
。
礼
譲
は
、
第

二
次
リ
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
に
お
い
て
、「
外
国
国
家
で
下
さ
れ
た

判
決
は
、
…
有
効
で
あ
る
な
ら
ば
、
通
常
、
他
州
の
判
決
と
同
様

の
効
力
が
与
え
ら
れ
る
（
54
）
」
と
さ
れ
、
そ
の
有
効
性
は
、
判
決
を
下

し
た
裁
判
所
が
当
事
者
に
対
し
て
適
切
な
人
的
裁
判
管
轄
権
を
有

し
且
つ
本
質
的
に
不
公
正
で
な
い
手
続
を
用
い
て
い
た
か
否
か
の

み
に
基
づ
く
と
規
定
さ
れ
る
（
55
）
。
裁
判
所
に
は
ま
た
、
受
け
入
れ
難

い
判
決
の
執
行
を
回
避
す
る
た
め
に
公
序
に
よ
る
例
外
が
認
め
ら

れ
る
が
、
そ
の
例
外
は
非
常
に
狭
く
解
釈
さ
れ
、
原
請
求
が
執
行

の
請
求
さ
れ
る
国
家
内
で
適
切
且
つ
正
当
で
あ
る
と
い
う
基
本
的

な
考
え
と
矛
盾
す
る
場
合
に
執
行
を
拒
否
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
。

更
に
、
外
国
仲
裁
判
断
の
承
認
と
執
行
に
関
す
る
国
連
条
約
及
び

統
一
外
国
金
銭
判
断
承
認
法
は
、
詐
欺
が
あ
る
か
ま
た
は
執
行
が

執
行
法
廷
地
の
公
序
に
反
す
る
場
合
を
除
き
、
判
決
ま
た
は
仲
裁

判
断
の
執
行
を
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
所
に
要
求
す
る
。
そ
の
た
め
、

公
序
に
よ
る
例
外
は
あ
る
に
せ
よ
、
ほ
と
ん
ど
の
事
案
で
裁
判
所

は
外
国
判
決
を
承
認
し
て
き
た
。

し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
所
は
、
少
な
く
と
も
憲
法
上
の
価

値
が
問
題
に
な
る
と
思
わ
れ
る
場
合
に
は
、「
違
憲
な
」

（unconstitutional

）
判
決
の
執
行
は
そ
れ
自
体
憲
法
違
反
で
あ
る

三
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に
注
目
す
る
。P

ark

は
、
新
設
の
ア
メ
リ
カ
会
社
の
ド
メ
イ
ン

名
を
、
ま
さ
に
そ
れ
が
新
設
の
企
業
で
あ
る
か
ら
こ
そ
意
図
的
に

登
録
し
た
。
偶
然
に
ド
メ
イ
ン
名
が
同
一
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、

ア
メ
リ
カ
会
社
の
こ
と
を
知
り
、
混
乱
に
便
乗
し
、
ド
メ
イ
ン
名

を
会
社
に
売
り
つ
け
る
た
め
に
、
意
図
的
に
名
前
を
選
択
し
た
の

で
あ
る
。P

ark

の
こ
の
行
為
が
ア
メ
リ
カ
国
内
に
本
拠
を
有
す

る
ア
メ
リ
カ
会
社
を
標
的
と
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
、
コ
ス
モ

ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
的
視
野
に
立
つ
裁
判
所
は
、
本
件
に
ア
メ
リ
カ
商

標
法
を
適
用
す
る
。
大
韓
民
国
裁
判
所
も
ま
た
、
同
様
な
視
座
を

有
す
る
な
ら
、
判
決
承
認
の
ケ
ー
ス
と
判
断
し
、P

ark

の
自
発

的
な
ア
メ
リ
カ
へ
の
所
属
を
認
め
、
こ
こ
に
発
生
す
る
一
種
の
裁

判
の
手
詰
ま
り
を
回
避
す
る
た
め
に
ア
メ
リ
カ
の
判
決
を
執
行
す

べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
抵
触
的
価
値
の
重
要
性
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
商
標
権
保
有
者
が
持
つ
市
民
権
が
常
に
法
選
択

判
断
に
影
響
を
与
え
る
意
味
で
は
な
い
。
本
件
で
、P

ark

が
知

ら
ず
に
且
つ
利
益
を
得
る
意
図
も
な
く
ド
メ
イ
ン
名
を
登
録
し
て

い
た
場
合
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
自
発
的
な
所
属
は
な
く
、
ま
た
、
ア

メ
リ
カ
会
社
が
大
韓
民
国
内
に
本
拠
を
置
く
か
ま
た
は
実
質
的
活

動
を
行
っ
て
い
る
場
合
も
、
両
当
事
者
は
大
韓
民
国
へ
所
属
す
る

た
め
、
同
国
商
標
法
が
適
用
さ
れ
る
。
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
法
選

こ
の
よ
う
に
法
選
択
と
外
国
判
決
の
執
行
に
つ
い
て
の
コ
ス
モ

ポ
リ
タ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
説
明
し
た
上
で
、
ベ
ア
マ
ン
は
、
上

述
の
三
事
案
に
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
当
て
は
め
る
。

⑷
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
の
適
用

法
選
択
と
判
決
承
認
に
関
す
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
ア
プ
ロ
ー

チ
は
、
ケ
ー
ス
分
析
に
つ
い
て
他
の
方
法
論
と
は
著
し
く
異
な
る

枠
組
み
を
提
供
す
る
。
最
終
結
果
に
違
い
は
な
い
が
、
コ
ス
モ
ポ

リ
タ
ニ
ズ
ム
は
、
裁
判
官
に
対
し
渉
外
的
事
案
に
お
け
る
自
身
の

役
割
に
つ
い
て
の
見
方
に
影
響
を
与
え
る
と
ベ
ア
マ
ン
は
指
摘
す

る
。① G

lobalS
antaF

e 

事
件
に
つ
い
て

法
選
択
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
に
立
つ
裁
判
所
は
、
本
件

当
事
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
が
大
韓
民
国
法
ま
た
は
ア
メ
リ
カ

法
（
ま
た
は
双
方
の
一
部
組
合
せ
）
の
適
用
を
正
当
化
す
る
か
否
か

を
問
う
。
大
韓
民
国
住
民P

ark

は
そ
れ
ま
で
ア
メ
リ
カ
の
登
録

機
関
に
ド
メ
イ
ン
名
を
登
録
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
ア
メ
リ
カ

と
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
た
わ
ず
か
な
接
触
を
も
欠
い
て
い

た
。
そ
う
し
た
文
字
通
り
の
「
接
触
」（contacts

）
へ
の
依
拠
は
、

属
地
主
義
の
遺
物
で
あ
る
。
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
は
、
所
属
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を
使
用
す
る
ド
メ
イ
ン
名
を
登
録
し
た
ス
ペ
イ
ン
市
民
が
、
こ
の

登
録
を
保
持
す
る
目
的
で
ア
メ
リ
カ
に
現
実
的
存
在
を
有
し
な
い

ア
メ
リ
カ
会
社
を
設
立
し
、
そ
の
ド
メ
イ
ン
名
を
移
転
し
た
も
の

で
あ
る
。
法
選
択
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
は
、
法
人
格
付
与

地
の
よ
う
な
法
的
形
式
に
で
は
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
実
質

的
所
属
に
焦
点
を
当
て
る
。
本
件
は
、
重
要
な
も
の
の
全
て
が
ス

ペ
イ
ン
に
在
り
、
ス
ペ
イ
ン
訪
問
を
考
え
る
者
の
た
め
の
ウ
ェ

ブ
・
ポ
ー
タ
ル
に
関
す
る
紛
争
で
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
強
い
ス

ペ
イ
ン
へ
の
所
属
で
あ
る
。
そ
の
た
め
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座

は
、
地
裁
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
認
め
、
市
がB

arcelona

の
語
を
含

む
名
称
に
有
効
な
商
標
権
を
持
つ
か
否
か
の
判
断
に
ス
ペ
イ
ン
法

を
適
用
す
る
。
第
四
巡
回
裁
判
所
は
逆
に
、
ス
ペ
イ
ン
法
の
域
外

適
用
を
認
め
ず
、
ア
メ
リ
カ
商
標
法
を
適
用
し
た
。
グ
ロ
ー
バ
ル

に
相
互
接
続
さ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
が
関
わ

る
場
合
、
こ
の
よ
う
な
控
訴
裁
判
所
の
見
解
は
、
何
ら
か
の
域
外

的
な
効
果
を
持
つ
判
決
を
回
避
す
る
方
法
が
な
い
た
め
、
問
題
が

あ
る
。
控
訴
裁
判
所
は
、
会
社
が
形
式
上
ア
メ
リ
カ
国
内
に
所
在

す
る
に
過
ぎ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
会
社
に
関
す
る
事
案
に

ス
ペ
イ
ン
商
標
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
へ
の
不
安
に
焦
点
を
当
て

る
。
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
ス
ペ
イ
ン
商
標
権
者
、
両
ス

択
の
視
座
は
ま
た
、
登
録
会
社
の
場
所
が
法
選
択
判
断
に
何
ら
か

の
意
味
を
持
つ
と
い
う
地
方
裁
判
所
の
考
え
を
支
持
し
な
い
。
そ

れ
は
、
大
多
数
の
人
が
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
・
ド
メ
イ
ン
の
登
録
の
消

息
ま
た
は
関
わ
り
に
つ
い
て
無
知
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
非

常
に
恣
意
的
方
法
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
取
引
を
領
域
化
す
る
も
の

で
あ
る
。
実
際
問
題
と
し
て
も
、
登
録
会
社
の
物
理
的
な
場
所
の

強
調
は
、
近
い
将
来
、
す
べ
て
の
ド
メ
イ
ン
名
紛
争
（
少
な
く
て

も
、
最
も
一
般
的
な”.com

”

、”.net ”
ま
た
は”.edu ”

の
紛
争
）
が
ア
メ

リ
カ
法
に
基
づ
き
解
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
登
録
会
社
の
恣
意
的
な
場
所
を
優
先
す
る
シ
ス
テ
ム
は
、
統

一
性
を
生
む
が
、
受
け
入
れ
難
い
ほ
ど
偏
狭
的
で
あ
り
、
異
な
る

法
的
規
則
が
異
な
る
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
・
ド
メ
イ
ン
名
に
適
用
さ
れ

る
た
め
、
ド
メ
イ
ン
名
シ
ス
テ
ム
の
長
期
的
分
割
を
誘
発
す
る
。

逆
に
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
は
、
予
測
不
可
能
な
場
合
も
あ

る
が
、
少
な
く
と
も
ど
の
国
家
法
が
ど
の
紛
争
の
タ
イ
プ
に
適
用

さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
長
期
的
コ
ン
セ
ン

サ
ス
を
発
展
さ
せ
る
可
能
性
を
秘
め
る
（
57
）
。

② B
arcelona.com

事
件
に
つ
い
て

本
件
は
、
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
が
わ
ず
か
で
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン

訪
問
者
向
け
旅
行
ポ
ー
タ
ル
の
製
作
の
た
め
に
ス
ペ
イ
ン
都
市
名
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衆
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（
中
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）

（
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八
一
三
）

③ Y
ahoo!,Inc

事
件
に
つ
い
て

本
件
も
域
外
適
用
の
問
題
が
生
じ
て
い
る
。Y

ahoo!

は
、
フ

ラ
ン
ス
判
決
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
表
現
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
に
よ

る
グ
ロ
ー
バ
ル
規
則
の
強
要
で
あ
り
許
さ
れ
な
い
と
主
張
す
る
。

だ
が
、
禁
止
マ
テ
リ
ア
ル
へ
の
フ
ラ
ン
ス
住
民
に
よ
る
ア
ク
セ
ス

を
フ
ラ
ン
ス
が
阻
止
で
き
な
け
れ
ば
、
事
実
上
、
ア
メ
リ
カ
に
よ

る
第
一
修
正
条
項
の
世
界
へ
の
押
付
け
と
な
り
、
再
び
域
外
適
用

問
題
が
避
け
ら
れ
な
い
。

本
件
は
、
非
常
に
困
難
な
事
案
で
あ
る
。
修
正
第
一
条
が
憲
法

上
の
命
令
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
ア
メ
リ
カ
人
の
帰
属
意
識
の
核

心
を
突
き
、
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
有
用

で
あ
る
た
め
、
本
件
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
公
序
は
非
常
に
強
い
。

ま
たY

ahoo!

は
、
ア
メ
リ
カ
に
本
拠
を
置
く
ア
メ
リ
カ
会
社
で

あ
り
、
修
正
第
一
条
に
よ
る
保
護
の
資
格
は
強
固
で
あ
る
。
一
方
、

関
係
す
る
抵
触
的
価
値
を
比
較
す
る
と
、
本
件
が
単
に
フ
ラ
ン
ス

が
そ
の
国
内
に
所
属
を
有
し
な
い
団
体
に
対
し
そ
の
規
範
を
強
要

す
る
問
題
で
は
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。Y

ahoo!

は
、
世
界

中
か
ら
ユ
ー
ザ
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
・
プ
ラ
ン

と
、
フ
ラ
ン
ス
に
子
会
社
を
持
つ
多
国
籍
企
業
で
あ
る
。Y

ahoo!

は
、
サ
イ
ト
の
内
容
に
つ
い
て
指
示
す
る
な
ど
、
フ
ラ
ン
ス
子
会

ペ
イ
ン
当
事
者
及
び
ス
ペ
イ
ン
旅
行
者
向
け
ウ
ェ
ブ
・
ポ
ー
タ
ル

に
関
わ
る
事
案
に
ア
メ
リ
カ
法
を
適
用
す
る
た
め
、
同
様
に
域
外

適
用
的
で
あ
る
。
従
っ
て
、
あ
る
国
家
の
商
標
法
を
域
外
的
に
適

用
す
る
だ
け
で
は
法
選
択
問
題
に
何
ら
の
解
決
を
も
た
ら
さ
な
い

た
め
、
属
地
主
義
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
裁
判
所
は
、
当
事
者
の

実
質
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
を
分
析
す
る
た
め
の
法
選
択
原
則

を
用
い
て
深
く
調
べ
る
べ
き
で
あ
る
。

本
件
に
第
三
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
規
範
群
、
即
ち
ア
メ
リ
カ
で
も

ス
ペ
イ
ン
で
も
な
い
、
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
仲
裁
人
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
規

範
が
存
在
す
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
規
範
は
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
管
理
機
関Internet C

orporation for 
A
ssigned N

am
es and N

um
bers

（
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｎ
Ｎ
）
が
公
表
し
た

統
一
的
紛
争
処
理
政
策
（
Ｕ
Ｄ
Ｒ
Ｐ
）
の
産
物
で
、
裁
判
所
は
こ

の
非
国
家
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
を
尊
重
す
る
こ
と
も
で
き
た
。

Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｎ
Ｎ
は
合
法
的
な
管
理
団
体
か
否
か
、
サ
イ
ト
運
営
者
と

Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｎ
Ｎ
の
関
係
が
大
部
分
無
意
識
で
あ
る
た
め
、
容
認
可
能

な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
か
と
い
っ
た
問
題
が
あ
る
が
、
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ

仲
裁
の
存
在
は
、
非
国
家
的
団
体
が
規
範
の
重
要
な
源
で
あ
り
、

少
な
く
と
も
何
ら
か
の
抵
触
的
分
析
の
中
で
考
慮
さ
れ
る
べ
き
こ

と
を
気
付
か
せ
る
（
58
）
。

三
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巻
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四
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（
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年
二
月
）

（
一
八
一
四
）

も
執
行
可
能
と
考
え
る
。
だ
が
、
最
終
結
果
に
関
係
な
く
、
執
行

判
決
が
関
わ
る
抵
触
的
価
値
を
実
質
的
に
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、

修
正
第
一
条
の
引
用
や
外
国
判
決
の
執
行
の
拒
否
が
で
き
な
い
こ

と
は
明
白
で
あ
る
（
59
）
。

⑸
結
論

コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
に
基
づ
い
て
三
つ
の
事
案
の
再
検
討

を
行
っ
た
の
ち
、
ベ
ア
マ
ン
は
、
そ
の
見
解
を
次
の
よ
う
に
ま
と

め
る
。

F
. H
off m
an-L

a R
oche L

td. 

事
件
（
60
）
に
お
い
て
最
高
裁
は
、
少

な
く
と
も
被
害
を
外
国
の
原
告
が
蒙
っ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、

外
国
の
反
競
争
的
な
活
動
を
域
外
規
制
す
る
た
め
に
シ
ャ
ー
マ
ン

法
を
適
用
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
。
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
域
外
適
用

に
関
し
て
規
定
は
明
確
で
は
な
か
っ
た
が
、
最
高
裁
は
、
外
国
に

お
い
て
の
み
損
害
を
引
起
す
外
国
反
競
争
的
行
為
に
適
用
す
る
よ

う
法
を
解
釈
す
る
こ
と
を
拒
否
し
、
法
帝
国
主
義
的
に
ア
メ
リ
カ

の
反
ト
ラ
ス
ト
政
策
を
強
要
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

本
件
裁
判
所
の
「
法
帝
国
主
義
」（legal im

perialism

）
に
つ
い

て
の
見
解
は
有
益
で
あ
る
。
高
度
に
相
互
依
存
の
世
界
で
は
、
法

的
帝
国
主
義
に
対
す
る
懸
念
は
、
軍
事
的
帝
国
主
義
な
ど
と
同
様

社
の
実
質
的
な
統
制
を
行
い
、
フ
ラ
ン
ス
の
ユ
ー
ザ
を
標
的
に
す

る
た
め
に
フ
ラ
ン
ス
語
の
広
告
を
用
い
、
定
期
的
に
プ
ロ
フ
ァ
イ

ル
も
行
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
フ
ラ
ン
ス
市
場
を
利
用
す
る
努
力

と
フ
ラ
ン
ス
と
の
関
わ
り
は
、Y

ahoo!

の
フ
ラ
ン
ス
の
「
域
外

適
用
的
な
」（extraterritorial

）
判
決
に
対
す
る
異
議
に
十
分
な

根
拠
を
与
え
な
い
。

か
く
し
て
本
件
は
両
極
の
間
に
入
る
。
一
方
の
極
は
、
両
当
事

者
と
紛
争
の
双
方
が
関
わ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
が
専
ら
外
国
に

あ
り
、
そ
の
国
の
判
決
の
執
行
が
適
切
な
事
案
、
他
方
の
極
は
、

例
え
ば
ア
メ
リ
カ
の
一
地
方
に
本
拠
の
あ
る
サ
イ
ト
が
、
そ
の
サ

イ
ト
上
に
入
手
可
能
な
物
が
あ
る
と
の
理
由
だ
け
で
フ
ラ
ン
ス
で

訴
追
さ
れ
る
よ
う
な
事
案
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
、
こ
の
サ
イ
ト

の
、
フ
ラ
ン
ス
へ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
の
欠
如
は
、
フ
ラ
ン
ス

判
決
が
ア
メ
リ
カ
国
内
で
執
行
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
意

味
す
る
。
修
正
第
一
条
の
強
い
価
値
は
、
承
認
裁
判
所
が
国
際
的

司
法
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
共
同
組
合
員
と
し
て
留
ま
る
た
め
に
判
決

を
執
行
す
る
必
要
性
を
凌
ぐ
。
本
件
は
、
ア
メ
リ
カ
と
フ
ラ
ン
ス

へ
の
二
つ
の
重
大
な
所
属
が
あ
る
が
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
ア
プ

ロ
ー
チ
で
は
、
最
終
的
にY

ahoo!

の
ビ
ジ
ネ
ス
活
動
が
海
外
に

及
ぶ
限
り
、
フ
ラ
ン
ス
判
決
を
正
当
化
し
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て

三
五
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イ
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ネ
ッ
ト
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す
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メ
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（
中
村
）

（
一
八
一
五
）

偏
狭
な
法
廷
地
法
の
優
先
に
基
づ
く
抵
触
規
則
は
法
帝
国
主
義
へ

と
向
か
う
傾
向
が
あ
る
。
ま
た
、
渉
外
的
事
案
に
お
い
て
妥
協
的

な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
創
造
の
自
由
を
裁
判
所
に
認
め
る
の
は
理
に

か
な
う
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
の
問
題
を
個
別
分
析
を
行
わ
ず

実
質
法
問
題
に
包
摂
す
る
に
は
重
要
す
ぎ
る
。
最
後
に
、
外
国
判

決
承
認
の
判
断
に
お
い
て
裁
判
所
は
、
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
の
法
ま

た
は
公
序
と
合
致
し
な
い
場
合
に
も
、
外
国
に
所
属
を
持
つ
当
事

者
は
外
国
判
決
に
適
切
に
服
す
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
単
純
に
地

域
優
先
が
当
然
に
勝
る
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
要
請
に
応
え
る
た
め
抵
触
法
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的

視
座
は
、
領
域
よ
り
も
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
に
焦
点
を
当
て
、
法

的
な
視
線
を
地
理
的
場
所
と
の
形
式
的
な
接
触
よ
り
も
グ
ロ
ー
バ

ル
な
相
互
交
流
の
実
態
に
向
け
る
。
ま
た
、
複
数
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

所
属
を
前
提
と
し
、
法
廷
地
法
を
優
先
す
る
根
拠
が
な
い
こ
と
を

認
め
、
国
家
は
必
然
的
に
国
際
的
シ
ス
テ
ム
の
中
に
組
み
入
れ
ら

れ
る
た
め
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
協
力
メ
ン
バ
ー
で

あ
る
こ
と
に
重
大
な
利
益
を
持
つ
と
み
る
。
更
に
、
一
つ
の
包
括

的
な
グ
ロ
ー
バ
ル
法
の
創
設
は
実
際
上
見
込
み
が
な
く
、
好
ま
し

く
も
な
い
こ
と
か
ら
、
裁
判
所
は
、
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
特
殊
性

と
複
数
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
効
果
的
な
規
制
の
必
要
性
の
双
方
に
応

に
重
大
で
あ
る
。
法
規
範
の
国
際
的
協
調
へ
の
期
待
は
現
実
的
で

な
い
が
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
裁
判
官
に
対
し

て
、
多
数
国
共
同
事
業
の
一
環
と
し
て
法
選
択
規
則
を
発
展
さ
せ

る
間
、
複
数
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
の
評
価
を
容
認
す
る
。

勿
論
、
抵
触
分
析
は
、
国
境
を
越
え
て
発
生
す
る
解
決
困
難
な

諸
問
題
を
評
価
す
る
た
め
の
序
列
化
原
理
を
創
設
す
る
試
み
の
一

手
段
で
あ
る
。
従
っ
て
第
一
歩
は
、
裁
判
所
が
抵
触
分
析
を
重
く

受
け
止
め
、
渉
外
事
案
に
抵
触
の
諸
原
理
を
用
い
る
こ
と
に
あ
る
。

安
易
に
内
国
法
を
適
用
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
内
国
法
が
紛
争

に
適
用
さ
れ
る
べ
き
程
度
に
つ
い
て
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

加
え
て
、
抵
触
事
案
の
判
断
に
関
す
る
特
別
な
規
則
が
重
要
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
根
の
レ
ベ
ル
で
抵
触
規
則
が
変
化
す
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
所
属
の
定
義
を
反
映
す
る
か
ら
で
あ
る
。
抵
触
分
析
は
、
常

に
い
か
な
る
場
合
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
そ
の
規
範
を
他
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
が
関
わ
る
紛
争
に
強
要
す
る
こ
と
が
妥
当
か
に
つ
い
て
問

う
。
か
く
し
て
抵
触
法
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
問
題
を
徐
々
に
解
決

す
る
た
め
の
交
戦
分
野
で
あ
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
な
相
互
交
流
の
時
代
に
お
い
て
、
重
要
事
象
の
領

域
的
場
所
に
の
み
基
礎
を
置
く
抵
触
法
学
は
過
度
に
限
定
的
で
、

様
々
な
非
領
域
的
所
属
の
人
や
企
業
を
実
際
の
姿
で
捕
捉
で
き
ず
、
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〇
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五
年
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月
）

（
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八
一
六
）

が
機
能
的
な
超
国
家
的
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
利
益
を
得
る
方
法
を

考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
協
調
、
和
解
及
び
グ
ロ
ー
バ
ル
相
互

交
流
を
強
調
し
な
が
ら
、「
同
化
せ
ざ
る
異
質
な
も
の
」

（unassim
ilated otherness

）
を
許
す
と
い
う
抵
触
ア
プ
ロ
ー
チ
を

検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
遠
大
な
目
標

に
到
達
す
る
可
能
性
は
低
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
徐
々
に
深
ま
る

コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
世
界
に
真
剣
に
取
り
組
む
法
的
規
範
を
採
用

す
る
こ
と
で
、
我
々
は
少
な
く
と
も
重
要
な
一
歩
を
踏
み
出
す
こ

と
が
で
き
る
（
61
）
。

以
上
が
ベ
ア
マ
ン
の
主
張
す
る
法
抵
触
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的

ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
次
の
章
で
は
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い

て
若
干
の
検
討
を
行
い
た
い
。

第
三
章　

若
干
の
検
討

以
上
が
ベ
ア
マ
ン
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
す

る
主
張
で
あ
る
。
ベ
ア
マ
ン
は
、
特
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
出
現

に
よ
り
超
領
域
的
な
及
び
非
領
域
的
な
効
力
を
持
つ
規
範
が
登
場

す
る
と
、
地
域
住
民
は
徐
々
に
領
域
的
に
遠
隔
地
の
行
為
や
当
事

者
に
対
し
て
支
配
権
を
主
張
し
始
め
、
同
時
に
ま
た
、
非
局
所
的

な
当
事
者
ら
は
、
地
域
の
法
手
続
の
結
果
を
回
避
す
る
た
め
、
国

え
る
た
め
、
抵
触
法
原
則
に
関
す
る
継
続
的
で
微
妙
な
論
議
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
分
析
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
所
属
、
超
国
家
的
シ
ス
テ
ム
の
機
能
的
要
求
、
そ
し
て
複
数

規
範
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
関
わ
る
事
案
の
た
め
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト

な
規
範
の
発
展
の
可
能
性
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
外

国
裁
判
所
の
判
決
の
検
討
の
際
に
裁
判
官
は
、
長
期
的
な
抵
触
価

値
の
重
要
性
を
分
析
し
、
地
域
的
規
範
に
頼
っ
て
は
な
ら
な
い
。

勿
論
、
法
抵
触
事
案
の
解
決
に
最
適
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
を

捉
え
る
方
法
に
関
す
る
法
的
原
則
の
発
展
に
は
課
題
が
山
積
す
る
。

コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
抵
触
規
範
を
創
出
す
る
た

め
の
国
際
的
な
司
法
判
断
や
外
交
交
渉
を
容
認
す
る
こ
と
で
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
の
分
析
方
法
に
関
す
る
継
続
的
議
論
を
通
じ
て
、

真
の
超
国
家
的
法
シ
ス
テ
ム
を
生
む
こ
と
が
で
き
る
。
最
後
に
、

抵
触
法
の
総
合
的
分
析
は
、
国
公
認
の
団
体
の
規
範
に
限
定
せ
ず
、

法
的
多
元
主
義
の
洞
察
を
含
み
、
規
範
を
創
生
す
る
非
国
家
的
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
そ
の
規
範
が
説
得
力
を
持
つ
た
め
に
分
析
す
べ
き

程
度
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
だ
が
現
在
の
段
階
で
は
、
国
境
を
越

え
る
抵
触
問
題
の
分
析
の
た
め
の
様
々
な
基
準
に
つ
い
て
の
議
論

で
充
分
で
あ
る
。
複
数
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
と
大
局
的
な
国
家
利

益
を
認
識
す
る
こ
と
で
、
法
帝
国
主
義
に
陥
ら
ず
、
全
て
の
国
家

三
六
〇



イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
紛
争
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
国
際
私
法
理
論
（
中
村
）

（
一
八
一
七
）

国
家
裁
判
所
に
よ
る
だ
け
で
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
行
使
す
る

こ
と
も
認
め
る
こ
と
を
提
唱
し
、
こ
れ
を
裁
判
管
轄
の
コ
ス
モ
ポ

リ
タ
ン
的
多
元
主
義
概
念
と
称
す
る
。
ま
た
別
の
個
所
で
は
、
国

際
法
や
国
際
私
法
の
研
究
者
ら
は
、
法
は
国
家
が
公
的
に
認
め
た

団
体
の
行
為
に
お
い
て
の
み
存
在
す
る
こ
と
、
法
は
国
家
主
権
の

独
占
的
作
用
で
あ
る
こ
と
と
い
う
従
う
べ
き
二
つ
原
理
が
在
る
と

考
え
、
国
家
間
の
関
係
に
重
点
を
置
き
、
法
的
多
元
主
義
に
注
意

を
払
わ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
原
理
は
失
わ
れ
つ
つ
あ

り
、
国
際
的
団
体
、
非
政
府
機
関
（N

G
O
s

）、
多
国
籍
企
業
や
業

界
団
体
、
土
着
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
国
際
的
テ
ロ
リ
ス
ト
、
活
動
家

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
の
非
国
家
に
よ
る
、
重
複
的
超
国
家
的
管
轄

を
検
討
す
べ
き
と
主
張
す
る
（
63
）
。

こ
の
よ
う
な
ベ
ア
マ
ン
の
主
張
は
、
問
題
は
少
な
く
な
い
も
の

の
、
一
考
に
値
す
る
。
特
定
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
で
発
生
し
た
紛

争
に
つ
き
、
国
家
裁
判
所
で
は
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
に
設
立

さ
れ
た
紛
争
解
決
機
関
に
そ
の
紛
争
の
解
決
を
委
ね
る
方
法
は
既

に
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
更
に
積
極
的
に
押
し
進

め
て
、
管
轄
権
を
行
使
し
得
る
団
体
を
国
家
に
よ
り
何
ら
か
信
任

を
得
た
団
体
に
限
定
せ
ず
、
広
く
そ
の
他
の
非
国
家
的
団
体
に
も

認
め
る
べ
き
と
主
張
す
る
か
ら
で
あ
る
。
管
轄
権
の
行
使
が
容
認

際
的
・
超
国
家
的
法
廷
の
管
轄
権
を
行
使
す
る
と
主
張
す
る
。
そ

の
結
果
、
こ
の
双
方
の
環
境
に
お
い
て
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
巡
る
闘

争
は
、
し
ば
し
ば
法
抵
触
分
野
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
述
べ

て
（
62
）
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
に
お
け
る
抵
触
法
の
重
要
性
を
指
摘
す

る
。
先
ず
、
こ
の
よ
う
な
ベ
ア
マ
ン
の
裁
判
管
轄
に
関
す
る
見
解

を
ま
と
め
て
み
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
登
場
に
伴
い
進
展
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時

代
に
お
い
て
、
地
理
的
領
域
に
基
づ
き
国
家
の
み
を
唯
一
の
所
属

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
考
え
る
裁
判
管
轄
シ
ス
テ
ム
は
、
偏
狭
的
で
あ

り
、
場
所
、
距
離
、
国
境
及
び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
っ
た
現
在
の

社
会
概
念
に
合
致
し
て
い
な
い
。
人
は
、
国
家
や
州
な
ど
の
政
治

的
グ
ル
ー
プ
に
所
属
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
業
界
団
体
、
組
合
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
チ
ャ
ッ
ト
・
グ
ル
ー
プ
な
ど
多
種
多
様
な
非

国
家
的
グ
ル
ー
プ
に
も
所
属
し
、
こ
れ
ら
の
非
国
家
的
グ
ル
ー
プ

内
の
規
範
に
も
拘
束
さ
れ
、
中
に
は
国
家
的
な
強
制
力
よ
り
も
強

い
拘
束
力
を
持
つ
場
合
も
あ
る
。
従
っ
て
、
裁
判
管
轄
の
判
断
の

適
用
の
際
に
は
、
こ
の
よ
う
な
非
国
家
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
規
範

を
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
管
轄
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

構
成
を
よ
り
広
範
囲
に
捉
え
、
人
が
複
数
の
、
と
き
に
は
非
領
域

的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
所
属
の
可
能
性
を
容
認
し
、
裁
判
管
轄
を

三
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
八
一
八
）

差
し
控
え
て
い
る
（
64
）
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
事
情
を
考
慮
し
て
も
ベ

ア
マ
ン
の
考
え
の
す
べ
て
を
容
認
す
る
こ
と
に
は
、
様
々
な
問
題

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
次
の
点
の
み
の
指
摘
に
留
め
る
。

ベ
ア
マ
ン
が
そ
の
裁
判
管
轄
判
断
を
尊
重
す
べ
き
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
と
し
て
、
国
家
や
地
方
公
共
団
体
な
ど
の
政
治
的
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
だ
け
で
な
く
非
政
治
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
も
含
む
と
し
、
宗

教
団
体
、
業
界
、
組
合
な
ど
を
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
る
。
し
か
し
、

あ
ら
ゆ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
対
し
て
紛
争
解
決
た
め
の
管
轄
を
認

め
る
こ
と
は
問
題
が
あ
り
、
そ
の
範
囲
が
論
議
さ
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
例
え
ば
、
犯
罪
組
織
な
ど
の
違
法
行
為
を
行
う
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
に
つ
い
て
、
そ
の
紛
争
解
決
の
判
断
を
尊
重
し
、
国
家
裁
判

所
が
判
断
を
控
え
る
こ
と
は
、
そ
の
組
織
の
存
在
自
体
の
容
認
に

つ
な
が
り
、
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
場
合
に
は
、
そ
の
内
部
の
紛
争
解

決
機
関
に
よ
る
判
断
が
存
在
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
裁
判
所
を

そ
の
裁
判
管
轄
を
否
定
す
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め

に
、
固
有
の
裁
判
管
轄
を
認
め
国
家
裁
判
所
が
管
轄
権
の
行
使
を

差
し
控
え
る
べ
き
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
、
独
自
の
裁
判
管
轄
を
否
定

し
、
国
家
裁
判
所
が
判
断
を
行
う
べ
き
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
ど
の
よ

う
に
し
て
線
引
き
す
る
か
の
検
討
が
必
要
と
な
ろ
う
。
こ
の
点
に

さ
れ
る
例
と
し
て
、
国
際
通
商
ル
ー
ル
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て

の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
紛
争
解
決
機
関
（D

ispute S
ettlem

ent B
ody

）
や
、

ス
ポ
ー
ツ
に
関
し
て
国
際
オ
リ
ッ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
（
Ｉ
Ｏ
Ｃ
）

が
設
立
し
た
ス
ポ
ー
ツ
仲
裁
裁
判
所
が
著
名
で
あ
る
。
日
本
国
内

に
お
い
て
も
、
民
間
機
関
に
よ
る
裁
判
外
紛
争
解
決
（
Ａ
Ｄ
Ｒ
）

機
関
と
し
て
、
日
本
商
事
仲
裁
協
会
、
日
本
海
運
集
会
所
、
業
界

団
体
、
消
費
者
団
体
な
ど
が
あ
り
、
そ
の
中
に
は
、
一
九
五
八
年

の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
に
よ
り
仲
裁
判
断
の
他
国
に
お
け
る
執
行

が
担
保
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
紛
争
解
決
機
関
の

ほ
と
ん
ど
が
、
諸
国
家
が
加
盟
す
る
国
際
的
機
関
に
よ
り
設
立
さ

れ
て
い
る
か
、
国
家
に
よ
り
紛
争
解
決
事
象
者
と
し
て
認
証
を
受

け
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
機
関
に
重
複
的
に
超
国
家
的
な
裁
判

管
轄
を
容
認
す
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
こ
れ
ら
機
関
の
判
断
は
、

通
常
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
の
事
情
に
通
じ
た
者
に
よ
り
行
わ
れ
る

こ
と
が
多
く
、
事
情
に
疎
い
裁
判
官
に
よ
る
判
断
よ
り
も
信
頼
が

得
ら
れ
易
い
こ
と
や
、
迅
速
な
解
決
を
期
待
で
き
る
な
ど
の
メ

リ
ッ
ト
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
機
関
に
よ

る
判
断
が
存
在
す
る
場
合
は
、
そ
の
判
断
を
尊
重
し
、
国
家
裁
判

所
は
そ
の
判
断
を
控
え
る
べ
き
で
あ
り
、
実
際
に
も
、
我
が
国
で

は
紛
争
解
決
機
関
の
判
断
を
尊
重
し
、
裁
判
所
は
自
身
の
判
断
を

三
六
二



イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
紛
争
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
国
際
私
法
理
論
（
中
村
）

（
一
八
一
九
）

る
所
属
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
の
規
範
を
適
用
す
る
こ
と
認
め
、
事
案

に
よ
っ
て
は
、
複
数
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
所
属
を
考
慮
し
た
渉
外

的
事
案
を
解
決
す
る
た
め
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
実
質
法
規
範
の
創

造
を
も
認
め
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
に

基
づ
い
て
ベ
ア
マ
ン
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
関
す
る
三
つ
の
事

案
の
再
検
討
を
行
う
。

先
ずG

lobalS
antaF

e

事
件
に
つ
い
て
は
、
準
拠
法
の
決
定

の
方
法
に
つ
い
て
、
ド
メ
イ
ン
名
の
登
録
会
社
の
所
在
地
が
法
選

択
に
何
ら
か
の
意
味
を
持
た
せ
る
裁
判
所
の
判
断
を
批
判
し
、
こ

れ
は
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
国
内
に
本
拠
を
有
す
る
ウ
ェ
ブ･

サ
ー

バ
ー
を
「
訪
問
す
る
」（V

isiting

）
だ
け
の
関
連
性
し
か
有
し
な

い
場
合
で
あ
っ
て
も
ア
メ
リ
カ
法
を
適
用
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が

り
、
こ
の
よ
う
な
ご
く
わ
ず
か
な
関
連
性
に
基
づ
い
て
特
定
領
域

の
法
の
適
用
を
根
拠
づ
け
る
の
は
、
属
地
主
義
の
遺
物
で
あ
る
と

反
対
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
登
録
会
社
の
物
理
的
な
場
所

の
強
調
は
、
非
常
に
恣
意
的
方
法
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
取
引
を
領

域
化
す
る
も
の
で
、
少
な
く
て
も
最
も
一
般
的
な”.com

”

、”.
net ”

ま
た
は”.edu ”

の
紛
争
が
ア
メ
リ
カ
法
に
基
づ
き
解
決
さ

れ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
、
受
け
入
れ
難
い
ほ
ど
偏
狭
的

で
あ
る
と
批
判
す
る
。
む
し
ろ
大
韓
民
国
内
に
居
住
者
の
行
為
が

つ
い
て
ベ
ア
マ
ン
は
、
明
確
で
は
な
い
が
、
裁
判
を
積
み
重
ね
に

よ
っ
て
徐
々
に
そ
の
基
準
が
確
定
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
の
か
も

知
れ
な
い
。

次
に
、
法
選
択
規
則
と
外
国
判
決
の
承
認
執
行
に
関
す
る
ベ
ア

マ
ン
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ

う
に
な
ろ
う
。
領
域
的
場
所
を
重
要
視
し
な
い
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン

的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
は
、
人
が
常
に
複
数
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に

所
属
し
、
単
な
る
空
間
的
場
所
か
ら
切
り
離
し
得
る
と
い
う
考
え

が
前
提
と
な
る
。
渉
外
的
事
案
を
判
断
す
る
裁
判
官
は
、
法
廷
地

国
の
地
域
的
政
策
を
重
要
視
し
、
法
廷
地
法
の
適
用
を
優
先
的
に

考
慮
す
べ
き
で
は
な
く
、
自
身
が
内
国
的
、
多
数
国
的
及
び
国
際

的
な
規
範
の
結
合
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
役
割
の
一
端
を
担
っ
て
い
る

こ
と
を
自
覚
し
て
、
裁
判
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
裁
判
所
は
、
一
度
の
裁
判
で
得
ら
れ
る
短
期
的
利
益
で
は

な
く
、
諸
国
家
が
共
同
し
て
世
界
秩
序
を
形
成
す
る
こ
と
で
得
ら

れ
る
長
期
的
な
利
益
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
そ
れ
は
、

法
選
択
を
必
要
と
し
な
い
一
つ
の
普
遍
的
「
世
界
的
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
」
の
た
め
の
規
範
の
創
造
を
目
指
す
べ
き
と
う
い
う
の
で
は

な
く
、
人
は
領
域
的
で
あ
れ
非
領
域
的
で
あ
れ
多
く
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
に
所
属
が
、
国
家
規
範
だ
け
で
な
く
、
非
国
家
的
規
範
で
あ

三
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月
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（
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〇
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に
基
づ
く
準
拠
法
の
縄
張
り
争
い
は
、
特
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

登
場
に
よ
り
非
現
実
的
な
も
の
と
な
り
、
妥
当
性
が
損
な
わ
れ
る

結
果
に
至
る
と
批
判
す
る
。
よ
っ
て
、
商
標
の
紛
争
に
つ
い
て
も

適
切
な
法
規
範
を
決
定
す
る
た
め
の
法
選
択
原
則
の
適
用
を
裁
判

所
に
求
め
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
際
、
当
事
者
が
実
際
に
所
属
す

る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
適
切
に
考
慮
す
る
法
選
択
体
制
が
有
用
で
あ

る
と
す
る
。
本
件
に
お
い
て
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
実
質
的
所

属
に
焦
点
を
当
て
る
と
ス
ペ
イ
ン
へ
の
強
い
所
属
を
示
す
こ
と
か

ら
、
ス
ペ
イ
ン
法
を
適
用
す
べ
き
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
法
の
適
用

は
ス
ペ
イ
ン
当
事
者
ら
へ
の
域
外
適
用
と
な
り
問
題
が
あ
る
。

従
っ
て
、
あ
る
国
家
の
商
標
法
を
域
外
適
用
す
べ
き
か
否
か
は
、

属
地
主
義
を
頼
る
の
で
は
な
く
、
法
選
択
原
則
を
用
い
て
当
事
者

の
実
質
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
を
分
析
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

こ
こ
で
ベ
ア
マ
ン
は
、
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
管
理
機
関
で
あ
る
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｎ
Ｎ
が
公
表
し
た
統
一
的
紛
争
処
理

政
策
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
の
仲
裁
判
断
の
存
在
を
挙

げ
、
そ
れ
は
非
国
家
的
団
体
の
規
範
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
少

な
く
と
も
何
ら
か
の
抵
触
的
分
析
の
中
で
考
慮
さ
れ
る
べ
き
可
能

性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

Y
ahoo!

事
件
に
お
い
て
ベ
ア
マ
ン
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

完
全
に
ア
メ
リ
カ
国
内
に
本
拠
を
有
す
る
同
国
会
社
を
標
的
と
し

て
い
た
こ
と
根
拠
に
し
て
、
同
国
法
を
準
拠
法
と
す
べ
き
で
あ
っ

た
と
す
る
。

次
に
、B

arcelona.com

事
件
に
つ
い
て
連
邦
控
訴
裁
判
所
は
、

ア
メ
リ
カ
国
内
に
ほ
ぼ
実
体
を
有
し
な
い
同
国
会
社
に
よ
っ
て
同

国
登
録
機
関
が
管
理
す
る
ド
メ
イ
ン
名
に
関
し
て
同
国
裁
判
所
に

提
訴
さ
れ
て
い
る
事
案
に
、
商
標
権
の
属
地
主
義
の
原
則
に
根
拠

に
し
て
、
同
国
商
標
法
を
適
用
し
て
い
る
。
ベ
ア
マ
ン
は
、
ド
メ

イ
ン
名
紛
争
の
法
選
択
の
問
題
を
考
察
す
る
際
、
属
地
主
義
の
強

調
は
、
相
当
の
域
外
効
果
を
有
す
る
法
を
創
造
す
る
か
も
知
れ
な

い
と
批
判
す
る
。
つ
ま
り
、
硬
直
的
な
属
地
主
義
に
考
え
に
従
い

ア
メ
リ
カ
と
意
味
あ
る
関
連
性
を
有
し
な
い
事
案
に
お
い
て
も
同

国
商
標
法
の
適
用
を
強
要
す
る
よ
う
な
方
法
は
、
少
な
く
と
も
ド

メ
イ
ン
名
と
の
関
係
で
は
、
同
国
法
の
域
外
適
用
を
強
要
す
る
危

険
を
、
ま
た
属
地
主
義
の
原
則
が
回
避
し
よ
う
し
て
い
た
一
種
の

世
界
的
商
標
を
創
造
す
る
危
険
を
冒
す
こ
と
に
な
る
と
。
ベ
ア
マ

ン
は
ま
た
、
裁
判
所
が
商
標
の
衝
突
の
調
整
又
は
適
用
規
範
法
の

決
定
の
必
要
性
を
回
避
す
る
た
め
に
属
地
主
義
の
原
則
を
利
用
し
、

安
易
に
法
廷
地
が
決
定
し
た
権
利
を
容
認
し
、
法
廷
地
法
を
適
用

し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
な
属
地
主
義
的
な
考
え

三
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イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
紛
争
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
国
際
私
法
理
論
（
中
村
）

（
一
八
二
一
）

リ
カ
と
フ
ラ
ン
ス
へ
の
二
つ
の
重
大
な
所
属
が
あ
る
本
件
に
つ
い

て
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
は
、
一
応Y

ahoo!

の
ビ
ジ
ネ
ス
活

動
が
海
外
に
及
ぶ
限
り
、
フ
ラ
ン
ス
判
決
を
正
当
化
し
、
ア
メ
リ

カ
国
内
に
お
い
て
も
執
行
可
能
と
結
論
づ
け
る
が
、
最
終
結
果
に

関
係
な
く
、
執
行
判
決
が
関
わ
る
抵
触
的
価
値
の
実
質
的
な
考
慮

を
欠
い
た
ま
ま
、
簡
単
に
修
正
第
一
条
を
引
用
す
る
こ
と
や
外
国

判
決
の
執
行
を
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
述
べ
る
。
こ
の
よ

う
に
ベ
ア
マ
ン
は
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
に
基
づ
い
て
事
案

を
再
検
討
す
る
が
、
彼
の
法
選
択
と
外
国
判
決
の
承
認
・
執
行
に

関
す
る
方
法
論
に
つ
い
て
、
若
干
の
検
討
を
行
い
た
い
。

ベ
ア
マ
ン
が
論
文
の
中
で
検
討
す
る
た
め
に
取
り
上
げ
た
事
案

は
い
ず
れ
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の

主
張
す
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
は
、
そ
れ
以
外
の
紛
争
を
排

除
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
上
述
し
たF

. H
off m
an-L

a 
R
oche

事
件
は
反
ト
ラ
ス
ト
法
の
域
外
適
用
に
関
す
る
も
の
で
あ

り
、
ま
た
一
連
の
論
文
の
集
大
成
と
し
て
公
表
し
た
最
近
の
著
書

に
お
い
て
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
紛
争
以
外
の
事
例
も
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
（
65
）
こ
と
か
ら
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
に
伴
い
、
広
く

渉
外
的
事
案
に
お
い
て
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
に
よ
る
解
決

が
不
可
欠
と
な
る
と
考
え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
英
米
法
系

隆
盛
に
よ
り
、
あ
る
場
所
の
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
コ
ン
テ
ン
ツ
が
他

の
場
所
の
法
を
破
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、
国
際
的
な
判
決
承
認
の

事
案
が
よ
り
頻
繁
に
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
と
予
想
す
る
。
連
邦

地
裁
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
表
面
上
は
判
決
承
認
の
原
則
に
触
れ

な
が
ら
も
、
結
局
、
判
決
を
下
す
こ
と
と
判
決
を
執
行
す
る
こ
と

の
相
違
を
無
視
し
て
、
よ
り
詳
細
な
判
決
執
行
原
則
の
適
用
や
、

外
国
規
範
の
適
用
に
よ
り
合
衆
国
の
利
益
が
脅
威
に
晒
さ
れ
る
か

も
知
れ
な
い
状
況
の
考
察
を
怠
っ
た
と
批
判
す
る
。
本
件
に
つ
い

て
ベ
ア
マ
ン
は
、
ア
メ
リ
カ
に
本
拠
を
置
く
ア
メ
リ
カ
会
社
で
あ

るY
ahoo!

に
は
、
修
正
第
一
条
に
よ
る
保
護
の
資
格
が
強
固
で

あ
る
が
、
他
方Y

ahoo!

は
世
界
中
の
ユ
ー
ザ
の
獲
得
を
目
指
し
、

フ
ラ
ン
ス
に
子
会
社
を
持
つ
多
国
籍
企
業
運
営
者
で
あ
り
、
同
国

の
サ
イ
ト
上
の
リ
ン
ク
と
内
容
に
つ
い
て
指
示
す
る
こ
と
で
、
子

会
社
を
実
質
的
に
統
制
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
す
る
。
そ
の
上
で

本
件
を
、
一
方
の
極
は
両
当
事
者
と
紛
争
の
双
方
が
関
わ
る
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
が
も
っ
ぱ
ら
一
国
内
に
あ
り
、
そ
の
国
の
判
決

執
行
が
適
切
な
事
案
と
、
他
方
の
極
は
ア
メ
リ
カ
国
内
に
本
拠
を

置
く
ロ
ー
カ
ル
な
小
ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト
が
、
そ
の
サ
イ
ト
上
で
入

手
可
能
な
物
が
あ
る
と
の
理
由
だ
け
で
フ
ラ
ン
ス
で
訴
追
さ
れ
る

と
い
う
仮
説
的
な
事
案
と
の
中
間
に
あ
る
と
位
置
づ
け
る
。
ア
メ

三
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二
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る
こ
と
か
ら
、
裁
判
官
の
負
担
は
よ
り
大
き
く
、
こ
の
批
判
は
よ

り
一
層
強
い
も
の
と
な
ろ
う
。
ベ
ア
マ
ン
が
所
属
を
考
慮
す
べ
き

と
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
無
数
に
存
在
し
、
そ
の
態
様
は
様
々
で

あ
る
。
明
確
な
規
範
を
有
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
あ
れ
ば
、
そ
の

様
な
規
範
を
全
く
欠
く
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
も
あ
り
、
中
に
は
違
法
な

行
為
を
活
動
目
的
と
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
さ
え
あ
る
。
ま
た
、
一

人
の
者
が
矛
盾
す
る
規
範
の
有
す
る
複
数
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
同
時

に
所
属
す
る
場
合
が
あ
れ
ば
、
大
き
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
中
の
一
部

が
よ
り
小
さ
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
形
成
す
る
場
合
な
ど
も
あ
ろ
う
。

そ
の
た
め
裁
判
官
に
と
っ
て
、
法
ま
た
は
規
範
選
択
の
判
断
の
際
、

こ
れ
ら
の
様
々
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
の
中
か
ら
、
考
慮
さ
れ
る

べ
き
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
を
選
び
そ
の
規
範
を
適
用
す
る
こ
と
は
、

非
常
に
大
変
な
労
力
を
要
す
る
。
従
っ
て
、
裁
判
に
迅
速
な
判
断

が
求
め
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
考
え
る
と
、
あ
ま
り
現
実
的
な
考
え

と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
の
他
に
も
ま
た
、
所
属
の
強
さ
が
同
程
度

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
複
数
あ
っ
た
場
合
、
裁
判
官
は
何
を
基
準
に

し
て
一
方
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
を
優
先
す
る
の
か
、
や
は
り
法

廷
地
と
よ
り
結
び
つ
き
の
強
い
方
の
所
属
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
規
範

を
優
先
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
、
訴
訟
当
事
者
が

所
属
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
規
範
の
適
用
を
望
ま
な
い
場
合
で

属
す
る
ア
メ
リ
カ
の
抵
触
法
と
大
陸
法
系
に
属
す
る
わ
が
国
の
サ

ヴ
ィ
ニ
ー
型
国
際
私
法
で
は
法
体
系
が
異
な
る
が
、
ベ
ア
マ
ン
の

コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
所
属
の
検
討
を
行

う
こ
と
に
よ
っ
て
事
案
と
最
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
規
範
の
選

択
と
適
用
を
目
指
す
も
の
で
、
裁
判
管
轄
の
議
論
を
中
心
に
置
く

ア
メ
リ
カ
の
抵
触
法
体
系
か
ら
離
れ
て
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
型
国
際
私

法
に
よ
り
接
近
す
る
も
の
で
あ
り
、
考
慮
に
値
す
る
も
の
と
考
え

る
。
ま
た
こ
の
方
法
論
は
、
関
係
国
の
法
政
策
や
統
治
利
益
の
内

容
の
比
較
衡
量
で
は
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
所
属
の
仕
方
や

程
度
（
結
び
つ
き
）
の
考
察
が
中
心
と
な
る
こ
と
か
ら
、
必
ず
し

も
特
定
国
の
実
際
の
法
規
範
の
適
用
に
は
こ
だ
わ
ら
ず
、
関
係
国

の
法
の
比
較
を
通
じ
て
渉
外
事
案
用
の
新
た
な
内
容
の
渉
外
実
質

法
を
創
造
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
ヴ
ァ
ン
・
メ
ー
レ
ン
の
見
解
（
66
）
の

影
響
を
よ
り
大
き
く
受
け
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、

裁
判
所
に
と
っ
て
関
係
国
法
の
比
較
検
討
と
新
た
な
渉
外
実
質
法

創
造
と
い
う
非
常
に
大
き
な
負
担
を
も
た
ら
す
と
い
う
ヴ
ァ
ン
・

メ
ー
レ
ン
の
見
解
に
対
す
る
批
判
（
67
）
が
、
ベ
ア
マ
ン
の
方
法
論
に
対

し
て
も
あ
て
は
ま
る
。
む
し
ろ
、
国
家
（
州
）
法
の
み
を
比
較
検

討
す
る
こ
と
を
前
提
す
る
ヴ
ァ
ン
・
メ
ー
レ
ン
と
は
異
な
り
、
ベ

ア
マ
ン
が
非
国
家
的
規
範
に
つ
い
て
の
考
察
を
も
前
提
と
し
て
い

三
六
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イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
紛
争
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
国
際
私
法
理
論
（
中
村
）

（
一
八
二
三
）

も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ド
メ
イ
ン
名
の
登
録
機
関
や
サ
ー
バ
ー
の

所
在
を
主
な
根
拠
に
そ
の
所
在
地
法
を
適
用
す
る
考
え
は
、
オ
ン

ラ
イ
ン
社
会
の
実
体
を
捉
え
た
も
の
と
は
言
え
ず
、
標
的
に
し
て

い
た
こ
と
を
準
拠
法
決
定
の
根
拠
と
し
た
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
と

考
え
る
。
わ
が
国
で
は
、
民
事
訴
訟
法
三
条
の
三
第
八
号
の
国
際

裁
判
管
轄
規
定
と
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
一
七
条
規
定
の
双

方
に
お
い
て
、「
不
法
行
為
」
に
は
隔
地
的
不
法
行
為
に
お
け
る

行
為
地
だ
け
で
な
く
結
果
発
生
地
も
含
ま
れ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い

る
が
、
法
域
を
標
的
に
活
動
を
行
っ
て
い
た
か
否
か
を
判
断
基
準

と
す
る
ベ
ア
マ
ン
の
見
解
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
が
関
わ
る
紛
争
に
お
け
る
結
果
発
生
地
の
判
断
の
際
に
参

考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
たB

arcelona

事
件
に
お
い
て
ベ
ア

マ
ン
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
管
理
機
関
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｎ
Ｎ
の
統
一
的
紛

争
処
理
政
策
の
よ
う
な
非
国
家
的
法
の
適
用
の
可
能
性
に
つ
い
て

指
摘
す
る
が
、
内
外
の
い
ず
れ
か
の
国
の
法
律
を
準
拠
法
と
し
て

適
用
す
る
と
考
え
る
（
69
）
わ
が
国
で
も
既
に
、「
イ
ン
コ
タ
ー
ム
ズ

二
〇
一
〇
」
や
「
荷
為
替
信
用
状
に
関
す
る
統
一
規
則
及
び
慣

例
」
な
ど
の
統
一
的
商
慣
習
に
つ
い
て
は
、
援
用
可
能
統
一
規
則

と
し
て
準
拠
法
の
枠
内
で
認
め
ら
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
（
70
）
。

こ
の
よ
う
に
準
拠
法
と
し
て
指
定
し
得
る
の
は
国
家
ま
た
は
国
家

あ
っ
て
も
適
用
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
の
問
題
な
ど
様
々
な
克
服

さ
れ
る
べ
き
難
問
が
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て

ベ
ア
マ
ン
は
、
何
も
触
れ
ず
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
を
も
っ

た
裁
判
官
に
よ
る
判
例
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
と

述
べ
る
に
留
ま
る
。
そ
の
他
に
も
、
財
産
関
係
事
案
の
み
な
ら
ず

家
族
関
係
事
案
の
場
合
に
も
こ
の
方
法
論
に
よ
る
の
か
と
い
う
射

程
範
囲
の
問
題
な
ど
非
常
に
多
く
の
問
題
が
残
る
が
、
こ
れ
ら
の

問
題
に
つ
い
て
の
言
及
も
欠
い
て
い
る
の
は
、
や
や
物
足
り
な
さ

を
感
じ
る
。
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
法
選
択
に
関
す
る
コ

ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
に
つ
い
て
の
最
初
の
論
文
で
、
基
本
的
観

念
を
示
し
た
に
過
ぎ
な
い
論
文
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
や

む
を
得
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
ベ
ア
マ
ン
に
よ
る
今
後
の
理
論
の

展
開
や
他
の
研
究
者
ら
の
彼
の
見
解
に
対
す
る
反
応
に
も
注
目
し

た
い
。

最
後
に
、
ベ
ア
マ
ン
の
事
例
へ
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
の

当
て
は
め
に
つ
い
て
見
る
。
先
ずG

lobalS
antaF

e

事
件
で
ア

メ
リ
カ
会
社
を
「
標
的
」
と
し
て
い
た
こ
と
を
根
拠
に
同
国
法
を

適
用
す
べ
き
と
す
る
主
張
は
、
裁
判
管
轄
に
関
す
る
事
例
で
は
あ

る
が
、
既
に
同
様
な
考
え
方
に
基
づ
い
た
先
例
が
あ
り
（
68
）
、
コ
ス
モ

ポ
リ
タ
ン
的
視
座
独
自
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ベ
ア
マ
ン

三
六
七



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
八
二
四
）

論
と
大
き
く
異
な
る
こ
と
を
顧
慮
し
た
こ
と
に
よ
る
。
最
近
の
著

作
の
中
に
お
い
て
ベ
ア
マ
ン
は
、
基
本
的
に
は
本
稿
で
紹
介
し
た

方
法
論
を
展
開
す
る
も
の
の
、
更
に
詳
細
な
根
拠
づ
け
を
行
っ
て

い
る
た
め
、
改
め
て
別
な
機
会
に
紹
介
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

本
稿
に
は
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
限
定
す
る
タ
イ
ト
ル
が
付

さ
れ
て
い
る
が
、
ベ
ア
マ
ン
自
身
が
そ
の
方
法
論
を
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
紛
争
に
限
定
し
て
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ

以
外
の
紛
争
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
よ
う
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
稿
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
限
定
す
る
タ
イ

ト
ル
を
付
け
た
の
は
、
ベ
ア
マ
ン
の
論
文
中
に
取
り
上
げ
ら
れ
、

そ
し
て
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
事
例
が
い
ず
れ
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
が
深
く
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
顧
慮
し
た
か
ら
で
あ
る
。

ベ
ア
マ
ン
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
ア
メ
リ
カ
抵

触
法
理
論
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
は
、
現
在
の
段
階
で

の
予
測
は
困
難
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
法
抵
触
の
関
心
は
州

際
間
に
向
い
て
い
る
た
め
、
伝
統
的
に
国
際
的
な
法
抵
触
に
つ
い

て
は
そ
の
理
論
の
当
て
は
め
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
て
い
る
が
（
71
）
、
ベ

ア
マ
ン
の
方
法
論
は
、
内
容
の
同
質
性
が
高
い
州
際
間
の
法
の
抵

触
に
つ
い
て
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ

よ
り
遥
か
に
差
異
の
大
き
な
国
際
的
な
法
抵
触
の
場
合
に
お
け
る

内
の
地
域
の
法
に
限
ら
れ
る
が
、
非
国
家
的
規
範
は
準
拠
法
の
枠

内
で
適
用
が
容
認
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
わ
が
国
の
国
際
私
法
理
論

に
お
い
て
は
、
広
く
非
国
家
的
規
範
の
適
用
を
考
慮
す
べ
き
と
す

る
ベ
ア
マ
ン
の
見
解
は
、
ア
メ
リ
カ
抵
触
法
理
論
よ
り
は
受
け
入

れ
る
素
地
は
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
そ
の

た
め
に
克
服
さ
れ
る
べ
き
難
問
は
あ
ま
り
に
も
多
く
、
現
在
の
時

点
で
は
、
ベ
ア
マ
ン
の
理
論
の
全
面
的
な
受
け
入
れ
は
不
可
能
に

近
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四　

お
わ
り
に

ベ
ア
マ
ン
の
法
選
択
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
に
つ
い
て
紹

介
し
、
簡
単
な
検
討
を
加
え
て
き
た
。
最
初
に
も
述
べ
た
が
、
本

稿
で
紹
介
し
た
ベ
ア
マ
ン
の
方
法
論
は
、
主
と
し
て
二
〇
〇
五
年

に
公
表
さ
れ
た
論
文
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。
ベ
ア
マ
ン
は
そ

の
後
も
様
々
な
著
作
物
を
公
表
し
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て

論
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
に
少
し
旧
い
も
の
を

紹
介
し
た
の
は
、
裁
判
管
轄
に
関
す
る
問
題
を
扱
っ
た
も
の
を
除

く
と
、
ベ
ア
マ
ン
が
抵
触
法
上
の
方
法
論
に
つ
い
て
最
初
に
本
格

的
に
論
じ
た
著
作
で
あ
り
、
そ
の
見
解
が
最
も
明
確
に
展
開
さ
れ

て
い
る
こ
と
や
、
彼
の
理
論
が
こ
れ
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
抵
触
法
理

三
六
八



イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
紛
争
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
国
際
私
法
理
論
（
中
村
）

（
一
八
二
五
）

（
4
） 

海
外
か
ら
の
メ
ー
ル
で
架
空
の
商
談
が
持
ち
掛
け
ら
れ
、
多

額
の
金
を
騙
し
取
ら
れ
る
被
害
が
急
増
し
て
い
る
こ
と
が
紹
介
さ

れ
て
い
る
。
日
本
経
済
新
聞
、
二
〇
〇
九
年
一
月
一
三
日
付
朝
刊
。

（
5
） 

特
に
電
子
商
取
引
紛
争
の
初
期
の
判
例
の
紹
介
が
多
い
。
多

く
の
判
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
例
え
ば
、
早
川
吉
尚

「
米
国
に
お
け
る
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
上
の
紛
争
と
裁
判
管
轄
⑴
・

⑵
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
六
六
三
号
（
一
九
九
九
年
）
三
六
頁
以
下
、
六
七
一

号
（
一
九
九
九
年
）
四
九
頁
以
下
、
土
谷
善
輝
／
デ
イ
ン
・
河
野

／
ジ
ェ
リ
ー
・
メ
ス
テ
ッ
キ
ー
編
著
『
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
め
ぐ

る
米
国
判
例
・
法
律
100
選
（
改
訂
版
）』（
ジ
ェ
ト
ロ
・
二
〇
〇
一

年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
6
） 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
普
及
し
た
一
九
九
〇
年
代
の
半
ば
以
降
、

国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
無
数
の
文
献
が
公
表
さ
れ
て
い
て
、
そ

れ
ら
の
す
べ
て
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
例
え
ば
、R

. 
M
ichelle B

oldon, L
on

g-A
rm

 S
ta

tu
es a

n
d

 In
tern

et 
J

u
risd

iction
, 67 B

us. L
aw
. 313

（2011-2012

）.  A
ndrea 

S
lane, T

a
les, T

ech
s, a

n
d

 T
errito

ries: P
riv

a
te 

In
tern

a
tion

a
l L

a
w

, G
lob

a
liza

tion
, a

n
d

 th
e L

eg
a

l 

C
on

stru
ction

 of B
ord

erlessn
ess on

 th
e In

tern
et, 71 L

aw
 

&
 C
ontem

p. P
robs. 129

（2008

）.  T
im
 G
erlach, U

sin
g 

In
tern

et C
on

ten
t F

ilters to C
reate E

-B
ord

ers to A
id

 in
 

In
tern

a
tion

a
l C

h
oice of L

a
w

 a
n

d
 J

u
risd

iction
, 26 

W
hitter L

. R
ev. 899

（2005

）. C
arlos J. R

. S
alvado, A

n
 

E
ffective P

erson
al Ju

risd
iction

 D
octrin

e for th
e In

tern
et, 

法
選
択
に
つ
い
て
も
同
様
な
方
法
論
に
よ
る
た
め
に
、
同
国
内
で

の
批
判
も
よ
り
一
層
強
く
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
ベ
ア

マ
ン
は
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
視
座
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
示
す
の
み

で
、
生
じ
得
る
様
々
な
詳
細
な
問
題
に
つ
い
て
ま
で
は
十
分
な
検

討
を
行
っ
て
い
な
い
が
、
今
後
は
詳
細
な
諸
問
題
に
つ
い
て
の
ベ

ア
マ
ン
自
身
に
よ
る
よ
り
一
層
の
考
察
が
行
わ
れ
、
そ
れ
に
対
す

る
国
際
私
法
研
究
者
ら
の
意
見
も
出
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

今
後
の
展
開
に
注
目
し
た
い
。
最
後
に
、
ベ
ア
マ
ン
の
方
法
論
は
、

国
際
私
法
体
系
が
異
な
る
わ
が
国
で
は
、
決
し
て
そ
の
ま
ま
受
け

入
れ
ら
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
が
、
ア
メ
リ
カ
の
伝
統
的
は
方
法

論
か
ら
離
れ
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
型
の
国
際
私
法
体
系
に
近
づ
く
も
の

で
あ
り
、
特
に
非
国
家
的
規
範
の
適
用
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
わ

が
国
に
お
い
て
も
参
考
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
1
） 

日
本
経
済
新
聞
、
二
〇
〇
九
年
一
月
一
五
日
付
朝
刊
。

（
2
） 

日
本
経
済
新
聞
、
二
〇
〇
九
年
二
月
一
八
日
付
朝
刊
。

（
3
） 

例
え
ば
、
平
成
二
五
年
度
の
情
報
通
信
白
書
に
は
、「
特
集　

『
ス
マ
ー
ト
Ｉ
Ｃ
Ｔ
』
の
戦
略
的
活
用
で
い
か
に
日
本
に
元
気
と
成

長
を
も
た
ら
す
か
」
と
す
る
副
題
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

（http://w
w
w
.soum

u.go.jp/johotsusintokei/w
hitepaper/ja/

h25/pdf/25honpen.pdf

）

三
六
九



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
八
二
六
）

B
E
R
M
A
N, G

L
O
B
A
L L

E
G
A
L P

L
U
R
A
L
IS
M 

─A J
U
R
IS
P
R
U
D
E
N
C
E O

F 
L
A
W
 B

E
Y
O
N
D B

O
R
D
E
R
S,

（C
am
bridge U

niversity 
P
ress,2012

）﹇hereinafter B
erm
an, G

lobal L
egal 

P
luralism

﹈
を
著
し
て
い
る
。
最
初
の
論
文
か
ら
こ
の
書
の
発
行

の
間
に
公
表
さ
れ
た
論
文
に
、
本
稿
で
主
と
し
て
取
り
上
げ
る

B
erm
an, id, C

osm
opolitan V

ision

を
除
く
と
、
以
下
が
あ
る
。

P
aul S

chiff B
erm
an, C

on
flict of L

aw
s, G

lobalization
, 

an
d

 C
osm

opolitan
 P

lu
ralism

, 51 W
ayne L

. R
ev. 1105

（2005

）; P
aul S

chiff  B
erm
an, F

rom
 In

tern
ation

al L
aw

 to 
L

aw
 an

d
 G

lobalization
, 43 C

olum
. J. T

ransnational L
. 

485

（2005

）; P
aul S

chiff B
erm
an, S

eed
in

g beyon
d

 th
e 

L
im

its of In
tern

a
tion

a
l L

a
w

, 84 T
ex. L

. R
ev. 1265

（2006

）; P
aul S

chiff B
erm
an, A

 P
lu

ralist A
pproach

 to 
In

tern
ation

al L
aw

, 32 Y
ale J. Int’l L

. 301

（2007

）; P
aul 

S
chiff B

erm
an, F

ed
era

lism
 a

n
d

 In
tern

a
tion

a
l L

a
w

 
th

rou
gh

 th
e L

en
s of L

egal P
lu

ralism
, 73 M

issouri L
. 

R
ev. 1149

（2009

）; P
aul S

chiff B
erm
an, T

h
e N

ew
 L

egal 
P

lu
ra

lism
, 5 A

nn. R
ev. of L

. &
 S
ocial S

ciences 225

（2009

）﹇hereinafter B
erm
an, N

ew
 L
egal P

luralism

﹈; 
P
aul S

chiff B
erm
an, T

ow
a

rd
s a

 J
u

risp
ru

d
en

ce of 
H

ybrid
ity, 2010 U

tah L
. R
ev. 11; P

aul S
chiff B

erm
an, 

C
O
N
F
L
IC
T
S 
O
F L

A
W
S 
A
N
D 
T
H
E L

E
G
A
L N

E
G
O
T
IA
T
IO
N 
O
F 

D
IF
F
E
R
E
N
C
E, IN L

A
W
 A
N
D T
H
E S

T
R
A
B
G
E
R,

（A
ustin D

. S
arat, 

M
artha U

m
phrey, &

 L
aw
rence D

ouglas, eds., 2010

）.

12 U
. B
alt. Intell. P

rop. L
. J. 75

（2003

）. D
an L

. B
urk, 

Ju
risd

iction
 in

 a W
orld

 W
ith

ou
t B

ord
ers, 1V

a. J. L
. &
 

T
ech. 3

（1997

）. D
avid R

. Johnson &
 D
avid P

ost, L
aw

 an
d

 
B

ord
ers

‐T
h

e R
ise of L

aw
 in

 C
yberspace, 48 S

tan. L
. 

R
ev. 1367

（1996

）
が
あ
る
。

（
7
） 

道
垣
内
正
人
『
ポ
イ
ン
ト
国
際
私
法 

総
論
【
第
2
版
】』（
有

斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）
六
六
頁
。

（
8
） 

法
廷
地
法
の
優
先
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
松
岡
博
『
ア
メ

リ
カ
国
際
私
法
の
基
礎
理
論
』（
大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
）

二
五
一
頁
以
下
に
指
摘
が
あ
る
。 

但
し
、
最
近
で
は
制
限
す
る
傾

向
に
あ
る
と
指
摘
す
る
の
は
、
小
林
秀
夫
『
新
版
ア
メ
リ
カ
民
事

訴
訟
法
』（
弘
文
堂
、
一
九
九
六
年
）
六
五
頁
。

（
9
） 

例
え
ば
、
江
泉
芳
信
「
裁
判
管
轄
と
準
拠
法
│
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
の
製
造
物
責
任
訴
訟
に
み
ら
れ
る
新
し
い
観
点
│
」
青
山
法

学
論
集
第
三
一
巻
第
一
・
二
・
三
合
併
号
四
三
四
頁
（
一
九
八
九

年
）。

（
10
） P

aul S
chiff B

erm
an, T

h
e G

lo
b

a
liza

tio
n

 o
f 

Ju
risd

iction
, 151 U

. P
a. L
. R
ev. 311

（2002

）[hereinafter 
B
erm
an, G

lobalization

﹈.

（
11
） P

aul S
chiff B

erm
an, T

ow
a

rd
s a

 C
osm

op
olita

n
 

V
ision

 of C
on

flict of L
aw

s: R
ed

efin
in

g G
overn

m
en

tal 

In
terests in

 a G
lobal E

ra, 153 U
. P

a. R
ev. 1819

（2005

）

﹇hereinafter B
erm
an, C

osm
opolitan V

ision

﹈.

（
12
） 

ベ
ア
マ
ン
は
、
一
連
の
論
文
の
集
大
成
と
し
て
、P

A
U
L S

C
H
IF
F 

三
七
〇



イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
紛
争
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
国
際
私
法
理
論
（
中
村
）

（
一
八
二
七
）

バ
ー
ス
ペ
ー
ス
法
学
』
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
〜
『
ハ
ッ
カ
ー
』
の

倫
理
と
『
セ
ル
フ
・
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
』
の
精
神
〜
⑴
〜
⒂
」
国
際

商
事
法
務
二
五
巻
一
一
号
（
一
九
九
七
年
）
一
一
七
一
頁
以
下
、

同
一
二
号
一
三
一
一
頁
以
下
、
二
六
巻
一
号
（
一
九
九
八
年
）

二
七
頁
以
下
、
同
二
号
一
四
五
頁
以
下
、
同
三
号
二
九
五
頁
以
下
、

同
四
号
四
一
〇
頁
以
下
、
同
五
号
五
二
二
頁
以
下
、
同
六
号

五
九
六
頁
以
下
、
同
七
号
七
二
一
頁
以
下
、
同
八
号
八
五
三
頁
以

下
、
同
九
号
九
五
九
頁
以
下
、
同
一
〇
号
一
〇
八
五
頁
以
下
、
同

一
一
号
一
一
九
八
頁
以
下
、
同
一
二
号
一
三
〇
九
頁
以
下
、
二
七

巻
一
号
（
一
九
九
九
年
）
七
六
頁
以
下
、
平
野
晋
「
サ
イ
バ
ー
ス

ペ
ー
ス
法
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
裁
判
管
轄
権
〜
電
脳
空
間
に

お
け
る
セ
ル
フ
・
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
の
主
張
と
対
人
管
轄
権
に
関
す

る
米
国
主
要
判
例
の
立
場
と
分
析
〜
〔
5
〕」
国
際
商
事
法
務
二
五

巻
一
二
号
（
一
九
九
七
年
）
一
三
一
六
頁
以
下
、
平
野
晋
・
牧
野

和
夫
『﹇
判
例
﹈
国
際
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
法
│
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス

に
お
け
る
法
律
常
識
』（
プ
ロ
ス
パ
ー
企
画
、
一
九
九
八
年
）
五
三

頁
以
下
な
ど
が
あ
る
。

（
22
） 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
特
性
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
、
以
後
の

判
例
で
も
度
々
引
用
さ
れ
て
い
る
の
が
、A

m
erican C

ivil 
L
iberties U

nion v. Janet R
eno, 929 F

.S
upp 824, 828-832

（E
.D
.P
a.1996

）
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
特
性
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
主
と
し
て
こ
の
判
決
を
参
照
し

た
。

（
23
） A

m
erican C

ivil L
iberties U

nion, 929 F
.S
upp. at 836-

（
13
） B

erm
an, G

lobalization, su
pra note 10, at 311.

（
14
） 

特
に
、id

. at 490 ff .
（
15
） 
こ
の
長
大
な
論
文
の
中
で
展
開
さ
れ
る
理
論
が
最
も
コ
ン
パ

ク
ト
に
ま
と
め
ら
れ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
部
分
と
し
て
は
、id

. at 
542ff .

本
文
中
の
記
述
も
、
主
に
こ
の
部
分
を
参
照
し
て
ま
と
め
て

い
る
。

（
16
） 

例

え

ば
、id

. at 490 ff .

及

び B
erm
an, N

ew
 L
egal 

P
luralism

, su
pra note 12, at 15-3

等
。

（
17
） Id.at 15-9. 

国
際
的
な
非
政
府
の
設
置
基
準
団
体
の
例
と
し

て
、
ベ
ア
マ
ン
は
、
電
気
及
び
そ
の
他
の
機
器
を
テ
ス
ト
す
る
団

体
で
あ
るU

nderw
riters L

aboratories, Inc.

や
画
の
内
容
を

評
価
す
る the M

otion P
icture A

ssociation of A
m
erica

、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ド
メ
イ
ン
名
を
管
理
す
る Internet 

C
orporation for A

ssigned N
am
es and N

um
bers

、
金
融
市
場

活
動
の
規
制
を
図
る N
ational A

ssociation of S
ecurities 

dealers

な
ど
を
挙
げ
る
。

（
18
） B

erm
an, G

lobalization, su
pra note 10, at 322.

（
19
） B

erm
an, N

ew
 L
egal P

luralism
, su

pra note 12, at 15-
6.

（
20
） 

例
え
ば
、B

erm
an, G

lobalization, su
pra note 10, at 

329ff .

な
ど
。

（
21
） 

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
セ
ル
フ
・
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
論
の
展
開
に

つ
い
て
は
、
少
し
前
に
日
本
で
も
既
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
法
研
究
会
「『
サ
イ

三
七
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
八
二
八
）

（
27
） 250 F

. S
upp. 2d 610

（E
.D
. V
a. 2003

）.

（
28
） 15 U

.S
.C
.

（2000

）.

（
29
） 

Ａ
Ｃ
Ｐ
Ａ 

一
一
二
五
条
⒟
⑵
⒞
は
、「
対
物
訴
訟
に
お
い
て
、

ド
メ
イ
ン
・
ネ
ー
ム
は
、
ド
メ
イ
ン
・
ネ
ー
ム
登
録
機
関
、
登
録

簿
、
若
し
く
は
ド
メ
イ
ン
・
ネ
ー
ム
を
登
録
ま
た
は
割
り
当
て
ら

れ
た
他
の
ド
メ
イ
ン
・
ネ
ー
ム
機
関
の
あ
る
裁
判
管
轄
区
に
場
所

を
有
す
る
と
み
な
さ
れ
る
」
と
規
定
す
る
。
従
っ
て
、
バ
ー
ジ
ニ

ア
州
に
あ
る
ド
メ
イ
ン
・
ネ
ー
ム
の
登
録
機
関
会
社
で
あ
る

N
etw
ork S

olutions

が
所
有
す
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
ド
メ
イ
ン
・

ネ
ー
ム
を
オ
ン
ラ
イ
ン
経
由
で
登
録
す
る
な
ら
ば
、
登
録
者
が
今

ま
で
に
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
に
足
を
踏
み
入
れ
た
こ
と
が
な
く
て
も
、

或
い
は
同
社
が
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
会
社
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
く
て

も
、
Ａ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
基
づ
い
て
、
同
州
に
お
け
る
商
標
訴
訟
で
弁
護

す
る
よ
う
強
い
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
ベ
ア
マ
ン
は
指
摘
す
る
。

Id. at 1826-1827.

（
30
） 

Id
. at 1827.

（
31
） 

Id
. at 1829.

（
32
） 330 F

. 3d 617

（4
th C
ir. 2003

）.

な
お
、
第
一
審
は189 F

. 
S
upp. 2d 367

（E
.D
.V
a.2002

）
で
あ
る
。

（
33
） B

erm
an, C

osm
opolitan V

ision, su
p

ra note 11, at 
1832-1833.

（
34
） 

Id
. at 1833-1834.

（
35
） 169 F

. S
upp. 2d 1181

（N
.D
. C
al. 2001

）, rev’d on 
other grounds, 379 F

. 3d 1120

（9
th C
ir. 2004

）,reh’g grante 

838.
（
24
） 

こ
の
理
論
の
代
表
的
な
論
者
で
あ
る
デ
ビ
ッ
ト
Ｒ
．
ジ
ョ
ン

ソ
ン
と
デ
ビ
ィ
ド
Ｇ
．
ポ
ス
ト
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
基
礎
に
す

る
世
界
的
な
電
子
情
報
交
換
の
登
場
は
、
地
理
的
な
国
境
を
破
壊

し
、“real w

orld”

か
ら“virtual”

な
世
界
を
分
け
る
ス
ク
リ
ー

ン
と
パ
ス
ワ
ー
ド
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
新
た
な
境
界
を
作
り
出
し

て
い
る
。D

avid R
.Johnson and D

avid G
. P
ost, L

aw
 an

d
 

B
ord

ers-T
h

e R
ise of L

a
w

 in
 C

yb
ersp

a
ce, 48 S

tan.
L
.R
ev.1367

（1996

）, at 1367.

つ
ま
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
登
場
は
、
厳
格
に
地
域
的
な
法
規
制
を
崩
壊
さ
せ
つ

つ
あ
る
。
地
域
的
な
法
規
制
は
、
活
動
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通

し
て
地
球
規
模
的
に
分
散
し
た
当
事
者
に
よ
っ
て
な
さ
る
と
維
持

で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
伝
統
的
法
原
理
に
基
づ
き
、

特
定
の
領
域
的
主
権
の
法
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
取
引
を
結
び

づ
け
る
試
み
は
満
足
が
ゆ
く
解
決
策
を
も
た
ら
さ
な
い
。
国
境
を

越
え
る
電
子
商
取
引
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
裁
判
管
轄
に
関
す

る
及
び
現
実
的
な
困
難
の
多
く
は
、
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
と
「
現

実
空
間
」
と
の
間
の
法
的
に
意
義
の
あ
る
境
を
容
認
す
る
こ
と
で
、

サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
を
、
法
的
分
析
の
為
の
明
白
な
「
場
」

（place

）
と
し
て
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
で
き
る
の
と
主
張

す
る
の
で
あ
る
。Id

. at 1378-1379.

（
25
） B
erm
an, C

osm
opolitan V

ision, su
p

ra note 11, at 
1819-1821.

（
26
） 

Id
. at 1821.

三
七
二



イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
紛
争
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
国
際
私
法
理
論
（
中
村
）

（
一
八
二
九
）

（
49
） 

そ
の
例
と
し
て
、
リ
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
（
第
三
次
）
は
、

四
〇
三
条
⑵
⒝
に
お
い
て
、
裁
判
官
に
国
籍
、
常
居
所
ま
た
は
経

済
的
活
動
と
い
っ
た
関
連
性
の
考
慮
を
求
め
る
、
同
項
⒡
中
に
は

「
規
制
が
国
際
的
シ
ス
テ
ム
の
伝
統
と
一
致
す
る
範
囲
で
」
と
い
っ

た
表
現
が
あ
り
、
こ
れ
ら
と
四
〇
三
条
中
の
他
の
非
排
他
的
な

「
合
理
性
」
の
要
因
は
、
確
実
に
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
枠
組
み
を

利
用
す
る
法
選
択
の
判
断
を
行
う
た
め
の
基
準
の
一
つ
と
な
る
と

す
る
。Id

, at 1863.

（
50
） 

Id
, at 1861-1864.

（
51
） 

Id
, at 1864-1867.

（
52
） 

Id
, at 1868ff .

（
53
） 

Id
, at 1868-1869.

（
54
） R

E
S
T
A
T
E
M
E
N
T

（S
E
C
O
N
D

）O
F C

O
N
F
L
IC
T O
F L

A
W
S, §

117 
cm
t. C

（1971

）.

（
55
） 

Id
. §
92.

（
56
） B

erm
an, C

osm
opolitan V

ision, su
p

ra note 11, at 
1869-1872.

（
57
） 

Id
, at 1872-1874.

（
58
） 

Id
, at 1874-1877.

（
59
） 

Id
, at 1877-1879.

（
60
） 124 S

. C
t. 2359

（2004

）.
（
61
） B

erm
an, C

osm
opolitan V

ision, su
p

ra note 11, at 
1879-1882.

（
62
） B

erm
an, N

ew
 L
egal P

luralism
, su

pra note 12, at 15-

en banc, 399 F
.3d 1010

（9
th C
ir. 2005

）.

な
お
、Y

ahoo!

事
件

に
つ
い
て
は
、
既
に
わ
が
国
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

伊
藤
敬
也
「﹇
ケ
ー
ス
ノ
ー
ト
﹈
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
の
秩
序
と

『
国
際
』
的
法
秩
序
〜
合
衆
国
に
お
け
るY

ahoo!, Inc. v. L
IC
R
A

に
つ
い
て
〜
」
青
山
社
会
科
学
紀
要
三
〇
巻
二
号
（
二
〇
〇
二
年
）

九
一
頁
、
拙
稿
「
オ
ン
ラ
イ
ン
上
の
紛
争
の
国
際
裁
判
管
轄
に
関

す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
最
近
の
一
動
向
〜Y

ahoo!

事
件

の
展
開
〜
」
日
本
法
学
七
七
巻
一
号
（
二
〇
〇
五
年
）
四
三
九
頁
。

（
36
） U

E
JF
 et L

IC
R
A
 v. Y

ahoo! Inc. E
t Y
ahoo F

rance, 
T
ribunal de G

rande de P
aris, N

o. R
G
 :00/05308, 

00/05309, M
ay 22, 2000.

（
37
） B

erm
an, C

osm
opolitan V

ision, su
p

ra note 11, at 
1838.

（
38
） 

Id
, at 1839ff .

（
39
） 

Id
, at 1839-1844.

（
40
） 

Id
, at 1845.

（
41
） 

Id
, at 1845-1857.

（
42
） 

Id
, at 1852.

（
43
） 

Id
, at 1852.

（
44
） 

Id
, at 1852-1853.

（
45
） 

Id
, at 1854.

（
46
） 

Id
, at 1854-1856.

（
47
） 

Id
, at 1856ff .

（
48
） 

Id
, at 1857-1861.

三
七
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
八
三
〇
）

10.
（
63
） 

Id
, at 15-6.

（
64
） 
も
ち
ろ
ん
、
仲
裁
判
断
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
取
り
消
さ
れ
る

例
が
な
い
わ
け
で
な
い
。
例
え
ば
、
東
京
地
方
裁
判
所
平
成
二
三

年
六
月
一
三
日
決
定
、
判
例
時
報
二
一
二
八
号
五
八
頁
。

（
65
） 

そ
こ
で
は
、
宗
教
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
関
わ
る
事
例
が
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
。B

erm
an, G

lobal L
egal P

luralism
, su

pra 
note 12, at 286ff .

（
66
） 

石
黒
一
憲
『
現
代
国
際
私
法
﹇
上
﹈』（
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
六
年
）
六
八
頁
。

（
67
） 

石
黒
・
前
掲
注（
66
）、
六
九
頁
。

（
68
） 

こ
の
よ
う
に
法
域
を
標
的
に
し
て
い
た
か
否
か
を
管
轄
権
の

有
無
の
判
断
基
準
の
一
つ
と
す
る
判
例
と
し
て
、
例
え
ば
、

B
ancroft &

 M
asters, Inc. v. A

ugusta N
ational Inc., 223 

F
.3d 1082

（2000

）, Y
oung v. N

ew
 H
aven A

dvocate, 315 
F
.3d 256

（2002

）
な
ど
が
あ
る
。

（
69
） 

溜
池
良
夫
『
国
際
私
法
講
義
（
第
3
版
）』（
有
斐
閣
、

二
〇
〇
五
年
）
一
〇
頁
以
下
。

（
70
） 

櫻
田
嘉
章
『
国
際
私
法
（
第
6
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二

年
）
一
〇
頁
。

（
71
） 

石
黒
・
前
掲
注（
66
）、
八
一
頁
。

※
本
稿
は
、
日
本
大
学
学
術
研
究
助
成
金
の
援
助
を
得
て
行
っ
た
研

究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
関
係
の
皆
様
方
に
謝
意
を
表
し
た
い
。

三
七
四



柔
道
指
導
に
お
け
る
過
失
責
任
（
船
山
）

（
一
八
三
一
）

〔
業
務
上
過
失
傷
害
被
告
事
件
、
長
野
地
裁
平
二
五
わ
八
〇
号
、

平
成
二
六
年
四
月
三
〇
日
判
決L

E
X
/D
B

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

Ｔ
Ｋ
Ｃ
法
律
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
文
献
番
号
2
5
5
0
3
8
5
1
、

有
罪
（
確
定
）〕﹇

事
実
﹈

被
告
人
は
、
講
道
館
柔
道
四
段
の
有
段
者
で
、
柔
道
教
室
を
開

設
し
て
柔
道
指
導
を
行
っ
て
い
た
者
で
あ
る
。
被
告
人
は
、
平
成

二
〇
年
五
月
二
七
日
午
後
九
時
一
〇
分
頃
、
長
野
県
松
本
市
の
市

体
育
館
二
階
柔
道
場
に
お
い
て
、
同
教
室
の
生
徒
で
あ
る
Ｍ
（
小

学
六
年
生
）
の
乱
取
り
稽
古
の
相
手
と
な
っ
て
柔
道
指
導
を
し
て

い
た
。
そ
の
際
、
被
告
人
は
、
Ｍ
に
対
し
て
「
片
襟
体
落
と
し
」

と
呼
ば
れ
る
技
を
か
け
、
Ｍ
は
、
背
中
や
腕
の
辺
り
か
ら
畳
に
打

ち
付
け
ら
れ
た
。
Ｍ
は
、
そ
の
後
す
ぐ
に
起
き
上
が
り
、
乱
取
り

稽
古
を
再
開
し
た
が
、
力
が
抜
け
た
よ
う
に
し
て
座
り
込
ん
だ
た

め
、
被
告
人
が
Ｍ
を
畳
の
上
に
寝
か
せ
た
。
被
告
人
は
、
Ｍ
が
痙

攣
を
見
せ
た
り
し
た
こ
と
か
ら
、
一
一
九
番
通
報
し
た
。
Ｍ
は
救

急
隊
員
に
よ
っ
て
病
院
に
搬
送
さ
れ
、
頭
部
Ｃ
Ｔ
検
査
を
受
け
、

急
性
硬
膜
下
血
腫
の
傷
害
を
負
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
、

緊
急
手
術
を
受
け
た
。
Ｍ
は
、
意
識
障
害
を
伴
う
後
遺
症
を
負
う

に
至
っ
た
。

被
告
人
に
つ
い
て
（
被
疑
者
段
階
で
）、
長
野
地
検
は
、
過
失
を

柔
道
指
導
に
お
け
る
過
失
責
任

船　
　

山　
　

泰　
　

範

判
例
研
究

三
七
五



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
八
三
二
）

綻
に
よ
っ
て
急
性
硬
膜
下
出
血
が
発
症
し
、
重
大
な
障
害
を
負
う

に
至
る
こ
と
が
あ
る
と
す
る
知
見
は
、
柔
道
界
で
は
一
般
的
で
な

く
、
被
告
人
に
と
っ
て
被
害
者
の
負
傷
は
予
見
で
き
な
か
っ
た
と

す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
判
決
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
傷
害
の
発
生
機
序
の
詳
細
ま
で
予
見
で
き
な
け
れ
ば
注
意
義

務
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
技

量
・
体
格
等
が
未
熟
な
者
が
強
い
力
で
投
げ
ら
れ
、
畳
に
打
ち
付

け
ら
れ
る
な
ど
す
れ
ば
、
直
接
打
撲
し
た
部
分
に
限
ら
ず
、
身
体

各
部
に
無
理
な
力
が
加
わ
り
、
そ
の
よ
う
な
無
理
な
力
が
加
わ
っ

た
身
体
の
部
分
に
何
ら
か
の
障
害
が
発
生
し
う
る
こ
と
は
十
分
に

予
見
可
能
で
あ
る
か
ら
、
上
記
の
よ
う
な
注
意
義
務
を
認
め
る
こ

と
の
障
害
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

⑶
弁
護
人
は
、
②
被
告
人
は
被
害
者
の
頭
部
を
打
ち
付
け
な
い

よ
う
に
注
意
を
払
っ
て
い
た
か
ら
、
過
失
が
な
い
、
と
主
張
す
る
。

こ
の
点
に
対
す
る
判
決
の
答
え
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
頭
部
を
畳
に
打
ち
付
け
る
こ
と
は
そ
れ
自
体
危
険
な
も
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
事
態
を
予
防
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る

こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
上
記
の
と
お
り
、
技
量
・
体
格
等
が
未

熟
な
者
が
強
い
力
で
投
げ
ら
れ
て
身
体
が
畳
に
打
ち
付
け
ら
れ
る

な
ど
す
れ
ば
、
直
接
打
撲
し
た
部
分
に
限
ら
ず
、
身
体
各
部
に
無

認
定
す
る
に
は
証
拠
が
不
十
分
と
し
て
、
二
度
に
わ
た
っ
て
不
起

訴
に
し
た
が
、
長
野
検
察
審
査
会
が
起
訴
す
べ
き
と
の
議
決
を
二

度
行
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
平
成
二
五
年
五
月
、
検
察
官
役
の
指

定
弁
護
士
が
強
制
起
訴
し
た
の
で
あ
る
（
1
）
。

平
成
二
六
年
四
月
三
〇
日
、
長
野
地
裁
は
、
以
下
の
理
由
を
示

し
て
、
被
告
人
に
禁
錮
一
年
、
執
行
猶
予
三
年
の
有
罪
判
決
を
言

い
渡
し
た
。﹇

判
旨
﹈

⑴
判
決
は
、
ま
ず
、
柔
道
が
、「
相
手
を
投
げ
て
制
圧
す
る
な

ど
危
険
防
止
の
た
め
に
受
け
身
の
習
得
が
必
要
不
可
欠
と
さ
れ
て

い
る
」
と
い
う
競
技
の
性
質
を
有
す
る
と
す
る
。
そ
の
点
に
照
ら

す
と
、「
柔
道
指
導
者
が
柔
道
の
指
導
の
た
め
技
量
が
未
熟
で
受

け
身
が
十
分
に
習
得
さ
れ
て
い
な
い
小
中
学
生
（
年
少
者
）
に
対

し
投
げ
技
を
か
け
て
投
げ
る
場
合
、
そ
の
力
加
減
の
程
度
は
と
も

か
く
、
力
加
減
を
す
べ
き
義
務
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。」

と
し
て
、
注
意
義
務
の
存
在
を
示
し
て
い
る
。

そ
の
上
で
、
判
決
は
、
無
罪
を
主
張
す
る
弁
護
人
の
三
点
の
主

張
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
答
え
て
い
る
（
⑵
〜
⑷
）。

⑵
弁
護
人
は
、
①
頭
部
を
直
接
打
た
な
い
の
に
架
橋
静
脈
の
破

三
七
六



柔
道
指
導
に
お
け
る
過
失
責
任
（
船
山
）

（
一
八
三
三
）

告
人
と
一
緒
に
柔
道
教
室
を
行
っ
て
い
る
証
人
、
ハ
Ｍ
と
同
学
年

で
、
柔
道
の
技
量
も
同
程
度
で
あ
っ
た
証
人
な
ど
の
証
言
そ
の
他

を
参
考
に
し
て
、「
本
件
年
少
者
に
対
す
る
投
げ
方
」
は
い
か
に

あ
る
べ
き
か
を
独
自
に
検
討
し
、
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

「
受
け
身
が
取
り
や
す
い
よ
う
に
、
ま
た
、
回
転
を
ゆ
っ
く
り

さ
せ
て
投
げ
、
あ
る
い
は
、
大
人
同
士
の
試
合
の
際
や
高
校
生
や

中
学
生
を
投
げ
る
場
合
と
は
異
な
り
、
受
け
身
を
取
り
や
す
い
よ

う
に
手
を
添
え
な
が
ら
、
ダ
ッ
シ
ュ
で
は
な
く
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の

よ
う
な
感
覚
で
ゆ
っ
た
り
投
げ
る
な
ど
の
力
加
減
を
し
て
投
げ
る

べ
き
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。」

そ
の
上
で
、
判
決
は
、
Ｍ
が
本
件
事
故
当
時
、
い
ま
だ
受
け
身

の
習
得
も
十
分
で
な
い
技
量
未
熟
な
発
育
途
上
の
小
学
生
（
3
）
で

あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
、
被
告
人
と
し
て
は
、
本
件
年
少
者
に
対
す

る
投
げ
方
で
Ｍ
を
投
げ
る
注
意
義
務
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と

す
る
。
そ
こ
で
、
被
告
人
が
こ
の
注
意
義
務
に
反
し
て
Ｍ
を
投
げ

た
と
認
め
ら
れ
る
か
を
検
討
し
て
い
る
。

こ
の
検
討
に
あ
た
っ
て
採
ら
れ
た
方
法
は
、
被
告
人
が
、
右
の

ロ
の
証
人
を
Ｍ
に
見
立
て
て
投
げ
て
本
件
事
故
の
状
況
を
再
現
し

た
映
像
の
利
用
で
あ
る
。
こ
の
映
像
は
、
被
告
人
お
よ
び
本
件
柔

道
教
室
が
契
約
し
て
い
た
保
険
会
社
で
あ
る
東
京
海
上
日
動
火
災

理
な
力
が
加
わ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
り
、
無
理
な
力
が
加

わ
っ
た
部
分
に
何
ら
か
の
障
害
が
発
生
し
う
る
こ
と
は
十
分
に
予

見
可
能
で
あ
っ
て
、
頭
部
を
畳
に
打
ち
付
け
る
こ
と
だ
け
が
危
険

で
あ
り
、
こ
れ
を
防
止
す
れ
ば
安
全
で
あ
る
と
す
る
見
解
に
科
学

的
な
裏
付
け
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
上
記
②
の

よ
う
な
配
慮
を
し
た
だ
け
で
注
意
義
務
を
尽
く
し
た
と
い
う
こ
と

は
で
き
な
い
。」

⑷
弁
護
人
は
、
③
頭
部
の
架
橋
静
脈
の
破
綻
を
も
た
ら
す
回
転

加
速
度
が
ど
の
程
度
で
あ
れ
ば
架
橋
静
脈
の
破
綻
を
も
た
ら
す
の

か
、
ま
た
、
回
転
加
速
度
を
ど
の
よ
う
に
制
御
す
れ
ば
ど
の
よ
う

な
効
果
が
あ
る
か
明
ら
か
で
は
な
く
、
結
果
を
回
避
す
る
手
段
が

あ
る
と
は
い
え
な
い
と
す
る
。
判
決
は
、
次
の
よ
う
に
答
え
る
。

「
技
量
が
未
熟
で
受
け
身
が
十
分
に
習
得
さ
れ
て
い
な
い
小
学

生
（
年
少
者
）
に
対
し
、
受
け
身
が
取
り
や
す
い
よ
う
に
、
ま
た
、

回
転
を
ゆ
っ
く
り
さ
せ
て
投
げ
れ
ば
、
頭
部
に
生
じ
る
回
転
加
速

度
が
格
段
に
小
さ
い
も
の
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
回

転
加
速
度
に
よ
る
架
橋
静
脈
の
破
綻
が
回
避
で
き
た
も
の
と
い
え

る
。」⑸

一
方
、
裁
判
所
は
、
証
拠
の
評
価
に
関
し
て
、
イ
年
少
者
に

対
す
る
指
導
者
と
し
て
豊
富
な
経
験
を
有
す
る
正
木
証
人
（
2
）
、
ロ
被

三
七
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
八
三
四
）

す
る
中
で
、
投
げ
方
を
誤
っ
て
重
大
な
傷
害
を
負
わ
せ
る
に
至
っ

た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
過
失
は
重
大
と
い
う
ほ
か
な
い
。」

﹇
評
釈
﹈

一　

本
件
の
争
点

本
件
で
は
、
被
告
人
の
片
襟
体
落
と
し
の
技
に
よ
っ
て
被
害
者

が
長
期
に
わ
た
る
リ
ハ
ビ
リ
を
要
す
る
見
込
み
の
意
識
障
害
を
伴

う
急
性
硬
膜
下
血
腫
の
傷
害
を
負
わ
さ
れ
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い

が
、
被
告
人
に
そ
の
過
失
責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か

が
争
点
と
な
る
。

被
告
人
側
は
、
前
述
の
よ
う
に
三
つ
の
点
か
ら
過
失
犯
に
は
あ

た
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
で
は
、
過
失
犯
の

捉
え
方
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
検
討
作
業
を
す
る
こ
と
と
す
る
。

二　

柔
道
指
導
に
お
け
る
注
意
義
務

本
件
の
被
害
者
は
、
実
際
に
は
架
橋
静
脈
の
破
綻
に
よ
っ
て
急

性
硬
膜
下
出
血
を
発
症
し
た
も
の
で
あ
る
。
被
告
人
側
が
争
う
第

一
は
、
被
告
人
に
は
そ
の
よ
う
な
結
果
に
つ
い
て
予
見
で
き
な

か
っ
た
か
ら
過
失
責
任
は
な
い
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
弁
護
側
の
主
張
は
、
行
為
者
が
、
片
襟
体
落
と
し
の
よ
う

保
険
株
式
会
社
の
担
当
者
が
、
調
査
の
た
め
に
再
現
を
依
頼
し
た

も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
結
果
と
し
て
、
本
件
再
現
映
像
に
照
ら
し
て
も
、
そ

れ
に
対
す
る
別
証
人
ニ
に
よ
る
評
価
に
照
ら
し
て
も
、「
被
告
人

の
本
件
事
故
の
際
の
投
げ
方
は
、
そ
の
力
加
減
の
点
で
、
本
件
年

少
者
に
対
す
る
投
げ
方
の
程
度
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
こ
と
は

明
ら
か
」
で
あ
り
、
被
告
人
に
は
過
失
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。

⑹
以
上
、
や
や
長
く
判
決
の
論
理
を
追
っ
て
き
た
の
で
、
判
決

文
の
ま
と
め
に
相
当
す
る
も
の
を
「
量
刑
の
理
由
」
の
文
中
か
ら

書
き
抜
い
て
、
示
す
こ
と
に
し
よ
う
。

「
本
件
は
、
主
に
小
中
学
生
を
対
象
と
し
た
本
件
柔
道
教
室
を

開
設
し
て
い
た
被
告
人
が
、
当
時
小
学
六
年
生
で
あ
っ
た
被
害
者

に
対
し
、
そ
の
技
量
・
体
格
等
に
応
じ
た
適
切
な
力
加
減
を
怠
っ

て
投
げ
技
を
か
け
、
重
い
後
遺
症
を
伴
う
急
性
硬
膜
下
血
腫
の
傷

害
を
負
わ
せ
た
と
い
う
業
務
上
過
失
傷
害
の
事
案
で
あ
る
。

被
告
人
は
、
心
身
と
も
に
発
達
途
上
で
柔
道
の
初
心
者
を
含
む

小
中
学
生
に
対
し
、
格
闘
技
で
あ
り
、
危
険
を
伴
う
柔
道
の
指
導

を
す
る
立
場
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
指
導
に
当
た
っ
て

は
細
心
の
注
意
を
払
う
べ
き
重
い
責
任
を
負
っ
て
い
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
れ
を
怠
り
、
自
ら
が
相
手
と
な
っ
て
乱
取
り
稽
古
を

三
七
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柔
道
指
導
に
お
け
る
過
失
責
任
（
船
山
）

（
一
八
三
五
）

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
本
判
決
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
、

無
理
な
力
は
身
体
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
及
ぶ
可
能
性
が
あ
る
以
上
、

回
避
措
置
は
そ
も
そ
も
未
熟
な
者
を
強
い
力
で
投
げ
な
い
こ
と
で

あ
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

弁
護
側
主
張
の
第
三
は
、
架
橋
静
脈
の
破
綻
を
も
た
ら
す
回
転

加
速
度
が
ど
の
程
度
の
も
の
か
明
ら
か
で
な
い
以
上
、
回
避
措
置

は
と
り
よ
う
が
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

本
判
決
は
、
回
避
措
置
は
そ
う
難
し
い
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。

す
な
わ
ち
、
年
少
者
に
対
し
、
受
け
身
が
取
り
や
す
い
よ
う
に
、

ま
た
、
回
転
を
ゆ
っ
く
り
さ
せ
て
投
げ
れ
ば
、
結
果
を
回
避
で
き

た
と
す
る
。
要
す
る
に
、
弁
護
側
主
張
は
、
罪
を
免
れ
よ
う
と
す

る
こ
と
に
加
担
す
る
具
体
的
予
見
可
能
性
説
の
言
い
ぶ
り
で
あ
り
、

一
方
、
本
判
決
は
、
過
失
犯
の
重
心
を
回
避
措
置
に
置
く
考
え
方
（
4
）

の
現
れ
と
い
え
る
。

以
上
の
、
被
告
人
側
の
争
点
の
指
摘
と
そ
れ
に
対
す
る
本
判
決

の
論
理
展
開
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
柔
道
指
導
者
が
年

少
者
に
投
げ
技
を
か
け
て
投
げ
る
場
合
、
相
手
の
技
量
・
体
格
等

に
応
じ
た
適
切
な
力
加
減
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
検
討
し
て
き
た
柔
道
指
導
の
注
意
義
務
が
、「
力

加
減
を
す
る
」
こ
と
に
落
ち
つ
い
た
こ
と
に
、
一
種
の
感
慨
を
禁

な
技
を
か
け
て
も
、
頭
部
を
直
接
打
た
な
け
れ
ば
急
性
硬
膜
下
血

腫
に
な
る
と
は
予
見
し
え
な
か
っ
た
以
上
、
過
失
責
任
を
負
わ
な

い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
を
分
析
す
る
と
、
こ
れ
は
、

い
わ
ゆ
る
具
体
的
予
見
可
能
性
説
に
依
拠
す
る
主
張
と
い
え
る
。

こ
の
点
に
関
し
、
本
判
決
は
、
注
意
義
務
の
内
容
に
つ
い
て
、

傷
害
の
発
生
機
序
の
詳
細
ま
で
予
見
す
る
必
要
は
な
い
と
論
駁
し

て
い
る
。
未
熟
な
者
が
強
い
力
で
投
げ
ら
れ
れ
ば
、
①
直
接
打
撲

し
た
部
分
に
限
ら
ず
無
理
な
力
が
加
わ
り
、
②
そ
の
無
理
な
力
が

加
わ
っ
た
身
体
の
部
分
に
な
ん
ら
か
の
障
害
が
発
生
す
る
こ
と
が

予
見
可
能
で
あ
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
逆
の
面
か
ら

み
る
と
、
行
為
を
な
し
た
時
点
で
結
果
発
生
の
危
惧
感
が
あ
れ
ば

よ
い
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
判
決
を
学
説
に
当
て
は
め
て
み
る

と
、
危
惧
感
説
に
基
づ
い
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

弁
護
側
主
張
の
第
二
は
、
被
告
人
は
被
害
者
が
頭
部
を
畳
に
打

ち
付
け
な
い
よ
う
注
意
を
払
っ
て
い
た
か
ら
回
避
措
置
と
し
て
十

分
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
そ
の
通
り
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
被
告
人
が
回
避
措
置
を
と
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

結
果
が
発
生
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
被
告
人
を
責
め
る

こ
と
は
無
理
な
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
、
被
害
者
の
頭
部
を

畳
に
打
ち
付
け
さ
え
し
な
け
れ
ば
よ
い
の
か
、
と
い
う
問
題
が
あ

三
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と
が
刑
事
裁
判
に
お
い
て
必
ず
し
も
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
、

過
失
犯
論
と
刑
事
司
法
実
務
の
未
熟
さ
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

重
要
な
こ
と
で
あ
る
の
で
、
ひ
と
ま
ず
、
本
判
決
と
は
や
や
距
離

を
置
い
て
論
じ
て
お
こ
う
。

過
失
犯
が
二
つ
の
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
5
）
を
自
覚
し

て
展
開
し
た
判
例
と
し
て
は
、
森
永
ド
ラ
イ
ミ
ル
ク
砒
素
中
毒
事

件
に
お
け
る
徳
島
地
裁
判
決
（
昭
四
八
・
一
一
・
二
八
判
時

七
二
一
・
七
）
が
あ
る
。
こ
の
判
決
は
、
食
品
製
造
業
者
と
し
て

消
費
者
に
安
全
な
食
品
を
提
供
す
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い

か
を
検
討
し
て
い
る
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
回
避
措
置
が

何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
判
決
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
第
一

に
、
成
分
規
格
が
保
証
さ
れ
た
局
方
品
や
試
薬
を
使
う
こ
と
で
あ

る
。
第
二
に
、
工
業
用
薬
品
を
用
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
ま
ち
が
い

な
く
第
二
燐
酸
ソ
ー
ダ
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
化
学
的
検
査
で

あ
る
。
第
三
に
、
乳
児
用
調
整
粉
乳
と
し
て
出
庫
す
る
前
に
有
毒

物
が
混
入
し
て
い
な
い
か
を
確
か
め
る
化
学
的
検
査
で
あ
る
。
以

上
の
点
は
、
万
が
一
に
も
乳
児
が
毒
物
混
入
の
粉
ミ
ル
ク
を
飲
ま

な
い
た
め
の
最
低
必
要
条
件
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
、
右

の
第
三
の
回
避
措
置
は
、
一
般
の
消
費
者
＝
母
親
に
は
で
き
な
い

が
、
食
品
製
造
業
者
に
は
苦
も
な
く
で
き
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

じ
え
な
い
。
そ
の
理
由
の
第
一
は
、
予
見
可
能
性
に
拘
束
さ
れ
る

こ
と
な
く
回
避
措
置
が
と
り
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
柔
道
指
導
を
す
る
立
場
に
あ
る
者
が
年
少
者
に
対
す

る
関
係
で
力
加
減
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
指
摘
は
、
こ
れ
を

一
般
化
す
れ
ば
、
①
主
体
が
一
定
の
立
場
に
あ
る
こ
と
、
②
弱
い

被
害
者
、
③
容
易
に
と
り
う
る
回
避
措
置
、
と
い
う
組
み
合
わ
せ

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
二
は
、
こ
の
結
論
は
極
め
て
常
識
に

適
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
刑
法
理
論
上
は
危
惧
感
説
対

具
体
的
予
見
可
能
性
説
と
い
う
形
で
論
議
が
囂
し
い
が
、
そ
ん
な

こ
と
を
余
所
に
、
日
常
生
活
で
は
社
会
活
動
に
お
け
る
常
識
が
確

認
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三　

過
失
犯
の
二
つ
の
要
素

本
判
決
の
特
色
に
な
る
と
思
う
の
は
、
年
少
者
に
対
す
る
柔
道

指
導
に
お
け
る
結
果
回
避
措
置
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
べ
き

か
を
、
独
自
に
詳
細
に
検
討
し
、
回
避
措
置
を
具
体
的
に
明
ら
か

に
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
言
葉
を
換
え
て
い
え
ば
、
過
失
犯
を
構

成
す
る
要
素
が
予
見
可
能
性
と
回
避
措
置
の
二
つ
で
あ
る
こ
と
を

踏
ま
え
て
、
両
方
の
吟
味
を
し
た
上
で
、
過
失
と
い
え
る
か
ど
う

か
を
検
討
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
前
の
こ

三
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柔
道
指
導
に
お
け
る
過
失
責
任
（
船
山
）

（
一
八
三
七
）

務
を
負
う
立
場
に
あ
る
。」

安
全
な
食
品
を
提
供
す
る
の
は
、
食
品
製
造
業
者
の
基
本
中
の

基
本
な
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
は
工
場
の
操
業
な
ど
に
お
け
る
従

業
員
の
安
全
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
言
葉
の
よ
う
で
あ
る
が
、
安

全
第
一
は
食
品
製
造
に
も
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
。
こ
の
点
を
過

失
犯
と
の
関
係
で
み
れ
ば
、
予
見
可
能
性
の
内
容
は
具
体
的
で
あ

る
こ
と
な
ど
は
あ
り
え
ず
、
食
品
の
原
料
に
化
学
薬
品
を
ま
ぜ
る

と
す
れ
ば
、
毒
物
が
混
入
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
危
惧
感
で

十
分
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

他
方
、
過
失
責
任
を
否
定
し
て
無
罪
を
言
い
渡
し
て
い
る
判
例

の
中
に
は
、
過
失
犯
が
二
つ
の
要
素
か
ら
な
り
た
っ
て
い
る
こ
と

を
忘
れ
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
Ｊ
Ｒ
西
日
本
の
尼

崎
脱
線
事
故
に
関
し
て
、
判
決
は
、
被
告
人
（
山
崎
）
が
事
件
現

場
の
危
険
性
を
具
体
的
に
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
ら
、
無
罪
で
あ

る
と
し
て
い
る
（
7
）
。
し
か
し
、
被
告
人
が
鉄
道
本
部
長
と
し
て
や
る

べ
き
こ
と
は
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
線
路
の
曲
線
半
径
が
短

か
い
た
め
に
、
ス
ピ
ー
ド
を
出
し
て
き
た
列
車
が
転
覆
し
な
い
よ

う
、
部
下
に
命
じ
て
危
険
な
カ
ー
ブ
を
洗
い
出
し
、
全
路
線
の
中

で
危
険
性
の
高
い
カ
ー
ブ
か
ら
順
に
Ａ
Ｔ
Ｓ
を
設
置
す
る
べ
き
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
素
人
で
も
気
が
つ
く
こ
の
よ
う
な
回
避
措
置

弁
護
側
が
、
松
野
製
剤
（
6
）
の
よ
う
な
物
が
納
入
さ
れ
る
と
は
予
見
で

き
な
か
っ
た
か
ら
過
失
は
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
の
に
対
し
、
判

決
は
、
そ
の
よ
う
な
具
体
的
予
見
可
能
性
が
あ
っ
た
か
な
い
か
が

問
題
で
は
な
く
、
食
品
に
毒
物
が
混
入
す
る
よ
う
な
危
険
を
回
避

す
る
た
め
に
、
食
品
製
造
業
者
と
し
て
ど
の
よ
う
な
回
避
措
置
を

す
る
べ
き
で
あ
っ
た
か
が
大
事
な
の
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

右
の
三
つ
の
回
避
措
置
は
ど
こ
か
ら
発
生
す
る
か
と
い
っ
た
ら
、

そ
れ
は
、
食
品
製
造
業
者
の
基
本
的
注
意
義
務
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
点
を
判
決
文
か
ら
引
用
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
、

①
地
位
、
②
職
業
、
③
立
場
で
あ
る
、
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き

る
（
引
用
文
の
傍
点
は
筆
者
）。

「
行
為
者
の
地
位
・

・

又
は
職
業

・

・

な
ど
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
刑
法
は
保
護
す
べ
き
対
象
に
つ
い
て
精
神
力
を
集
中
し
、

法
益
侵
害
の
結
果
を
生
じ
な
い
よ
う
に
注
意
す
べ
し
と
し
て
注
意

義
務
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
」
る
。
そ
し
て
、
食
品
製
造
業
者

と
し
て
の
義
務
を
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。「
食
品
製
造
業
者

は
、
そ
の
食
品
が
人
体
に
全
く
無
害
で
安
全
で
あ
る
こ
と
を
消
費

者
に
保
証
し
て
こ
れ
を
販
売
し
て
い
る
立
場
・

・

に
な
り
、
し
た
が
っ

て
、
そ
こ
で
使
用
す
る
原
材
料
に
不
純
物
が
混
っ
て
い
な
い
こ
と

及
び
製
造
過
程
で
有
毒
物
が
混
入
し
な
い
よ
う
に
す
る
一
般
的
義

三
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の
よ
う
な
風
潮
に
も
由
来
す
る
と
み
ら
れ
る
」
と
、
被
告
人
の
心

理
傾
向
に
歩
み
寄
る
素
振
り
も
見
せ
る
。
し
か
し
、
そ
う
言
い
つ

つ
、
判
決
は
断
じ
て
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
。
つ
ま
り
、「
技

量
・
体
格
等
が
未
熟
な
者
が
強
い
力
で
投
げ
ら
れ
、
畳
に
打
ち
付

け
ら
れ
れ
ば
、
身
体
各
部
に
無
理
な
力
が
加
わ
り
、
何
ら
か
の
障

害
が
発
生
し
う
る
こ
と
は
十
分
予
見
で
き
（
9
）
、
特
に
技
量
が
未
熟
で

発
達
途
上
に
あ
っ
て
筋
力
等
も
十
分
で
な
い
小
学
生
で
あ
れ
ば
、

そ
の
よ
う
な
事
故
が
生
じ
う
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
よ
う
な
事
情
に
よ
っ
て
、
年
少
者
に
対
す
る
柔
道
指
導
者
と
し

て
重
い
責
任
を
負
う
被
告
人
の
刑
事
責
任
を
大
き
く
減
じ
る
こ
と

は
相
当
と
は
い
え
な
い
。」
と
、
違
法
性
の
意
識
が
な
か
っ
た
と

い
う
主
張
や
期
待
可
能
性
の
主
張
を
許
さ
な
い
姿
勢
を
示
し
て
い

る
。む

し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
指
摘
の
狙
い
は
、
柔
道
界
に
対
す
る
警

告
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
10
）
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
風
潮
は
、

「
い
ま
だ
一
掃
さ
れ
た
と
ま
で
は
う
か
が
わ
れ
な
い
根
深
い
も
の
」

と
の
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
わ

が
国
は
さ
ま
ざ
ま
な
業
界
に
お
い
て
因
襲
と
い
う
べ
き
し
き
た
り

が
蔓
延
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
「
世
間
」
の
論
理
の
支
持
を
得
て
、

日
本
の
近
代
化
を
妨
げ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
（
11
）
。
あ
る
い
は
、

を
怠
っ
た
点
は
、
鉄
道
事
業
の
イ
ロ
ハ
の
イ
を
軽
視
し
た
も
の
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
裁
判
に
対
す
る
評
価
と
し
て
は
、
裁
判

所
の
姿
勢
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
被
告
人
が
現
場
の
危
険
性
を
認
識

し
て
い
た
こ
と
を
立
証
し
よ
う
と
し
た
検
察
官
に
も
、
過
失
犯
の

構
造
に
対
す
る
基
礎
知
識
の
足
り
な
さ
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
か
も
、
検
察
官
は
、
公
判
の
途
中
か
ら
立
証
方
針
の
誤

り
に
気
づ
き
な
が
ら
、
控
訴
を
し
な
か
っ
た
点
で
、
揶
揄
す
る
つ

も
り
で
は
な
い
が
「
作
為
義
務
違
反
」
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の

で
あ
る
。
一
審
無
罪
判
決
が
誤
り
だ
っ
た
こ
と
を
肝
に
銘
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

四　

風
潮
と
違
法
性
の
意
識

本
判
決
の
今
一
つ
の
特
色
と
い
え
る
の
は
、「
量
刑
の
理
由
」

の
部
分
に
お
い
て
、
柔
道
界
の
風
潮
に
対
す
る
言
及
が
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。

判
決
に
よ
る
と
、「
頭
部
さ
え
打
ち
付
け
な
け
れ
ば
重
大
事
故

は
起
き
な
い
と
考
え
て
い
た
」
の
は
、
被
告
人
ば
か
り
で
な
く
、

相
当
数
の
柔
道
指
導
者
が
同
様
の
思
い
込
み
の
上
で
柔
道
指
導
を

し
て
い
た
と
す
る
（
8
）
。
判
決
は
、「
被
告
人
が
、
本
件
柔
道
教
室
の

生
徒
の
安
全
に
つ
い
て
十
分
な
配
慮
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
こ
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柔
道
指
導
に
お
け
る
過
失
責
任
（
船
山
）

（
一
八
三
九
）

か
も
、
強
制
起
訴
事
件
の
中
で
過
失
犯
で
有
罪
と
さ
れ
た
の
は
初

め
て
な
の
で
あ
る
（
13
）
。

過
失
犯
罪
に
つ
い
て
刑
事
責
任
を
問
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
消

極
的
な
見
解
が
多
方
面
に
お
い
て
み
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
の
典
型

例
は
、
過
失
犯
罪
に
つ
い
て
大
事
な
の
は
原
因
究
明
で
あ
り
、
二

度
と
同
じ
よ
う
な
過
ち
を
く
り
返
さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
だ
か

ら
、
責
任
を
問
わ
な
い
と
約
束
し
て
、
事
件
関
係
者
に
原
因
究
明

に
協
力
さ
せ
る
べ
き
と
の
考
え
方
（
14
）
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
考
え

方
に
は
疑
問
を
呈
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
東
京
電
力
福

島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
メ
ル
ト
ダ
ウ
ン
に
よ
る
放
射
能
汚
染
に

関
し
て
は
、
一
切
起
訴
は
さ
れ
て
い
な
い
の
に
、
四
年
近
く
を
経

て
、
一
向
に
原
因
究
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
で
は
な
い
か
。

柔
道
事
故
に
関
し
て
は
、
多
く
の
死
傷
事
故
が
あ
り
な
が
ら
ほ

と
ん
ど
刑
事
裁
判
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
、
危
険
性
の
認
識
が

広
ま
ら
な
か
っ
た
要
因
で
も
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
15
）
こ
と
に
注

意
を
向
け
る
べ
き
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
こ
れ
は
一
般
の
事
件
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で

あ
る
が
、
刑
事
責
任
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
関
係
者
を
「
獄

に
繫
ぐ
」
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
は
な
い
。
刑
事
裁
判
の
第
一

の
狙
い
は
、
真
相
解
明
を
通
し
て
世
の
中
の
理
非
曲
直
を
は
っ
き

裁
判
所
に
そ
こ
ま
で
の
意
識
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
業
界
の

風
潮
は
是
正
さ
れ
る
べ
き
と
の
指
摘
は
重
く
受
け
と
め
る
必
要
が

あ
る
。
裁
判
＝
法
は
悪
弊
を
除
く
役
割
を
有
し
て
い
る
こ
と
（
12
）
を
再

確
認
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

五　

過
失
犯
に
刑
事
責
任
を
問
う
意
義

本
件
は
、
検
察
審
査
会
法
に
よ
る
強
制
起
訴
に
よ
っ
て
刑
事
裁

判
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
事
例
で
あ
る
の
で
、
判
例
評
釈
の
範

囲
を
超
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
判
決
の
意
義
と
し
て
、
ふ
れ

て
お
き
た
い
。

本
判
決
に
は
、
次
の
よ
う
な
特
長
が
あ
る
。
平
成
二
一
年
五
月

か
ら
施
行
さ
れ
た
新
制
度
に
よ
っ
て
強
制
起
訴
さ
れ
た
事
例
は
、

平
成
二
六
年
七
月
の
段
階
で
、
全
国
で
八
件
で
あ
り
、
そ
の
う
ち

有
罪
に
な
っ
た
の
は
、
暴
行
罪
に
問
わ
れ
た
徳
島
県
石
井
町
長
と

本
件
の
二
件
で
あ
る
。
し
か
も
、
町
長
の
場
合
は
、
起
訴
猶
予

（
嫌
疑
は
あ
る
）
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
本
件
は
、
有
罪
と

す
る
に
は
証
拠
が
足
り
な
い
と
す
る
嫌
疑
不
十
分
で
あ
っ
た
か
ら
、

有
罪
へ
の
ハ
ー
ド
ル
は
よ
り
高
か
っ
た
、
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
嫌
疑
不
十
分
で
検
察
が
不
起
訴

に
し
た
事
件
に
限
れ
ば
、
初
め
て
の
有
罪
判
決
な
の
で
あ
る
。
し
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
八
四
〇
）

が
つ
い
て
お
り
、
被
告
人
は
実
刑
を
免
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

六　

強
制
起
訴
制
度
の
展
望

本
件
は
、
強
制
起
訴
に
よ
っ
て
刑
事
裁
判
が
実
現
さ
れ
、
有
罪

が
認
定
さ
れ
た
稀
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
思

う
と
こ
ろ
を
記
し
て
お
き
た
い
。

第
一
に
、
強
制
起
訴
制
度
は
、
検
察
官
に
よ
る
判
断
に
対
す
る

批
判
を
、
制
度
と
し
て
許
容
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
検
察

官
に
よ
る
不
当
な
起
訴
に
つ
い
て
は
、
裁
判
に
お
い
て
闘
う
こ
と

で
一
応
の
対
処
が
で
き
る
（
19
）
。
む
ろ
ん
、
そ
の
こ
と
自
体
、
起
訴
さ

れ
た
者
に
と
っ
て
は
大
き
な
苦
痛
を
伴
う
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
本
来
起
訴
さ
れ
る
べ
き
事
案
に
つ
い
て
は
、
準
起
訴
手
続

（
付
審
判
制
度
）
以
外
は
争
い
よ
う
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
20
）
。
強
制

起
訴
制
度
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
制
度
と
し
て
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ

る
よ
う
に
近
づ
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
に
、
強
制
起
訴
に
な
る
よ
う
な
事
件
は
、
仮
に
検
察
官
の

収
集
し
た
証
拠
全
体
を
見
て
も
、
有
罪
に
す
る
の
は
難
し
い
と
い

う
印
象
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。
指
定
弁
護
士
は
、
職
務
を
受
け
た

後
、
そ
の
よ
う
な
場
面
に
遭
遇
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
点
で
、

今
後
、
指
定
弁
護
士
の
権
限
強
化
が
制
度
的
課
題
に
な
る
と
い
わ

り
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
は
、
民
事
裁
判
と
比
べ
て
み
る

と
は
っ
き
り
す
る
。
民
事
裁
判
で
は
、
真
相
解
明
よ
り
、
関
係
者

の
法
的
安
定
の
保
持
こ
そ
第
一
義
と
さ
れ
た
り
す
る
の
で
あ
る
（
16
）
。

真
相
解
明
を
追
求
す
れ
ば
、
過
失
犯
の
規
範
的
意
味
を
正
す
こ
と

に
も
つ
な
が
る
は
ず
で
あ
る
（
17
）
。
人
間
の
あ
る
べ
き
姿
を
示
す
社
会

規
範
は
さ
ま
ざ
ま
あ
る
が
、
刑
法
に
よ
っ
て
裁
か
れ
る
と
い
う
こ

と
を
通
し
て
事
の
よ
し
あ
し
が
は
っ
き
り
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。

過
失
犯
に
関
し
て
言
葉
を
重
ね
れ
ば
、
ど
の
時
点
で
回
避
措
置

を
と
っ
て
お
く
べ
き
で
あ
っ
た
の
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
、

同
じ
よ
う
な
過
ち
を
く
り
返
さ
な
い
こ
と
に
結
び
つ
く
と
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
責
任
追
及
を
し
な
い
方
が
真
相

解
明
に
つ
な
が
る
と
の
考
え
方
も
あ
る
が
、
東
京
電
力
福
島
第
一

原
発
に
つ
い
て
は
功
を
奏
し
て
い
な
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
強
制

捜
査
の
手
を
借
り
て
で
も
真
相
解
明
を
し
な
い
と
な
ら
な
い
こ
と

も
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

ち
な
み
に
、
責
任
の
所
在
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
刑
事
司
法
過

程
の
中
で
、
各
段
階
の
い
く
つ
か
の
猶
予
制
度
（
18
）
な
ど
を
用
い
て
厳

し
い
制
裁
に
つ
い
て
は
緩
和
し
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
本
件
に
お

い
て
も
、
選
択
刑
の
う
ち
禁
錮
刑
が
選
ば
れ
、
か
つ
、
執
行
猶
予

三
八
四



柔
道
指
導
に
お
け
る
過
失
責
任
（
船
山
）

（
一
八
四
一
）

（
1
） 

検
察
審
査
会
法
四
一
条
の
一
〇
。

（
2
） 

正
木
道
場
を
開
設
し
て
、
小
中
学
生
を
含
む
年
少
者
の
柔
道

指
導
を
し
て
き
た
県
立
高
校
教
員
。

（
3
） 

判
決
は
、
Ｍ
が
対
外
試
合
に
も
数
回
に
わ
た
り
出
場
し
て
い

た
が
、
受
け
身
の
指
導
を
受
け
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
十
分
に

で
き
な
い
な
ど
、
運
動
能
力
の
点
で
劣
っ
て
い
た
と
し
て
い
る
。

（
4
） 

船
山
泰
範
「
過
失
犯
に
お
け
る
回
避
措
置
重
心
説
」『
川
端
博

先
生
古
稀
記
念
論
文
集
〔
上
巻
〕』（
成
文
堂
、
二
〇
一
四
年
）

四
一
一
頁
以
下
。

（
5
） 

こ
の
点
を
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
、
弥
彦
神
社
事
件
に
関
す

る
最
高
裁
判
決
が
あ
る
（
最
決
昭
四
二
・
五
・
二
五
刑
集

二
一
・
四
・
五
八
四
）。

（
6
） 

実
際
に
は
、
第
二
燐
酸
ソ
ー
ダ
で
も
な
く
、
ア
ル
ミ
ナ
製
造

の
際
で
き
た
産
業
廃
棄
物
の
結
晶
の
外
観
が
第
二
燐
酸
ソ
ー
ダ
に

類
似
し
て
い
た
た
め
、
納
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

（
7
） 

神
戸
地
判
平
二
四
・
一
・
一
一L

E
X
/D
B

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

Ｔ
Ｋ
Ｃ
法
律
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
・
文
献
番
号
2
5
4
8
0
4
3
9
。

（
8
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
、
公
益
財
団
法
人
全
日
本
柔
道
連
盟
の
発

行
す
る
『
柔
道
の
安
全
指
導
』（
二
〇
一
一
年
第
三
版
）
で
は
、
急

性
硬
膜
下
血
腫
に
つ
い
て
、「
頭
部
打
撲
が
明
ら
か
で
な
い
事
例
も

あ
り
」（
同
一
一
頁
）
と
記
述
さ
れ
て
お
り
、
判
決
の
指
摘
す
る
通

り
、
柔
道
界
で
は
、「
頭
さ
え
打
ち
付
け
な
け
れ
ば
」
と
い
う
捉
え

方
が
一
般
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
な
お
、
本
判
決
直
後
の

二
〇
一
四
年
五
月
二
日
の
日
付
で
、
全
日
本
柔
道
連
盟
が
、「
回
転

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
に
、
司
法
へ
の
市
民
参
加
の
一
翼
を
担
う
も
の
と
し
て
、

そ
の
役
割
が
認
識
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
裁
判
に
つ
い
て
は
裁
判

員
裁
判
、
公
訴
の
提
起
に
つ
い
て
は
強
制
起
訴
と
、
刑
事
司
法
は

市
民
参
加
を
ぬ
き
に
し
て
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
時
代

を
迎
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
強
制
起
訴
の
果
た
す
べ
き
役
割

を
考
え
る
と
、
本
件
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
公
判
で
検
証
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
事
件
を
白
日
の
下
に
晒
す
と
い
う
意
味
も
あ
る
で

あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
は
、
検
察
官
と
検
察
審
査
会
で
は
、
起
訴
相

当
の
判
断
基
準
が
異
な
っ
て
も
お
か
し
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ

る
。七　

ま
と
め

本
件
は
、
柔
道
指
導
と
い
う
、
広
い
意
味
で
の
年
少
者
に
対
す

る
ス
ポ
ー
ツ
教
育
の
中
で
出
現
し
た
事
件
で
あ
り
、
学
校
教
育
の

中
に
も
武
道
が
導
入
さ
れ
て
い
る
今
日
の
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、

重
要
な
判
決
と
し
て
受
け
止
め
る
必
要
が
あ
る
。
と
く
に
、
本
判

決
が
「
適
切
な
力
加
減
」
の
必
要
性
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
、

過
失
犯
に
お
い
て
回
避
措
置
を
重
心
に
考
え
る
べ
き
こ
と
を
確
認

し
た
も
の
と
し
て
高
く
評
価
し
た
い
。

三
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日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

（
一
八
四
二
）

一
四
条
）、
起
訴
相
当
の
議
決
書
を
公
表
し
た
が
、
こ
れ
は
一
回
目

で
あ
る
（
検
審
三
九
条
の
五
第
一
項
）。
そ
の
事
例
と
い
う
の
は
、

東
京
電
力
福
島
第
一
原
発
の
事
故
に
関
し
て
、
東
京
電
力
の
勝
俣

元
会
長
ら
三
人
に
つ
い
て
起
訴
相
当
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

の
後
、
平
成
二
七
年
一
月
二
二
日
、
東
京
地
検
は
再
び
不
起
訴
処

分
に
し
た
。
た
だ
し
、
今
後
、
検
察
審
査
会
は
二
回
目
の
起
訴
相

当
の
判
断
（
起
訴
議
決
）
を
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば

強
制
起
訴
に
な
る
。

（
14
） 

日
本
失
敗
学
会
の
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。

（
15
） 

平
成
二
六
年
五
月
一
日
朝
日
新
聞
朝
刊
に
お
け
る
内
田
良
准

教
授
の
指
摘
。
な
お
、
内
田
は
、
学
校
柔
道
に
お
い
て
、
二
九
年

間
で
一
一
八
名
の
子
ど
も
が
命
を
落
と
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い

る
（
内
田
良
『
柔
道
事
故
』（（
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
三
年（（

一
〇
頁
）。

（
16
） 

た
と
え
ば
、
親
子
関
係
不
存
在
確
認
請
求
事
件
に
関
し
て
、

最
高
裁
第
一
小
法
廷
は
、「
子
の
身
分
関
係
の
法
的
安
定
を
保
持
す

る
必
要
」
と
い
う
視
点
か
ら
判
断
を
示
し
て
い
る
（
最
判
平

二
六
・
七
・
一
七
）。
も
っ
と
も
、
金
築
裁
判
官
は
、
反
対
意
見
の

中
で
、「
事
案
の
解
決
の
具
体
的
妥
当
性
は
、
裁
判
の
生
命
」
で

あ
っ
て
、
そ
れ
を
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
17
） 

企
業
の
巨
大
過
失
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
一
時
点
の
一
つ
の
行

為
と
い
う
よ
り
、
い
く
つ
も
回
避
措
置
を
と
る
べ
き
機
会
が
あ
っ

た
の
に
そ
れ
を
逸
し
て
し
ま
っ
た
場
合
が
少
な
く
な
い
。

（
18
） 
制
度
と
し
て
は
、
刑
事
手
続
の
順
に
、
①
微
罪
処
分
、
②
起

加
速
度
損
傷
及
び
脳
振
盪
に
つ
い
て
」
と
い
う
メ
ー
ル
を
わ
ざ
わ

ざ
関
係
者
に
送
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
右
の
こ
と
は
裏
付
け
ら

れ
る
。
そ
こ
で
は
、「
頭
を
打
た
な
く
て
も
、
脳
が
激
し
く
ゆ
す
ぶ

ら
れ
る
力
（
回
転
加
速
度
損
傷
）
に
よ
り
『
急
性
硬
膜
下
血
腫
』

を
発
症
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。」
と
書
か
れ
て
い
る
。

（
9
） 

判
決
文
の
読
み
方
に
か
か
わ
る
が
、「
十
分
予
見
」
で
き
る
と

い
う
の
は
、
具
体
的
に
予
見
で
き
る
と
も
解
さ
れ
る
。
他
方
、
危

惧
感
説
の
立
場
か
ら
み
る
か
ら
こ
そ
、
危
険
性
が
十
分
に
あ
る
と

も
み
れ
る
。

（
10
） 

実
際
に
柔
道
指
導
を
し
て
い
る
研
究
者
か
ら
も
、「
指
導
者
の

安
全
に
対
す
る
配
慮
不
足
」
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
三
宅
仁
「
柔

道
に
お
け
る
事
故
防
止
に
関
す
る
研
究
│
リ
ス
ク
回
避
の
プ
ロ

モ
ー
シ
ョ
ン
に
向
け
て
│
」
平
成
国
際
大
学
ス
ポ
ー
ツ
科
学
研
究

所
所
報
第
8
号
（
二
〇
一
三
年
）
七
頁
。

（
11
） 

阿
部
謹
也
『
日
本
人
の
歴
史
意
識
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
四

年
）
五
頁
は
、「
日
本
に
は
『
世
間
』
と
い
う
人
と
人
と
の
絆
が
あ

り
、
そ
の
『
世
間
』
が
個
人
を
拘
束
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い

る
。

（
12
） 

公
序
良
俗
の
観
念
が
、
日
本
の
近
代
化
の
中
で
「
重
要
な
社

会
的
機
能
を
営
」
ん
で
き
た
と
さ
れ
て
い
る
（
団
藤
重
光
『
法
学

の
基
礎
〔
第
2
版
〕』（（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年（（

一
八
頁
）。

（
13
） 

平
成
二
七
年
一
月
の
時
点
で
過
失
犯
に
つ
い
て
強
制
起
訴
の

可
能
性
の
あ
る
も
の
が
一
例
あ
る
。
平
成
二
六
年
七
月
三
一
日
、

東
京
第
五
検
察
審
査
会
は
、
そ
の
任
期
の
最
後
の
日
に
（
検
審

三
八
六



柔
道
指
導
に
お
け
る
過
失
責
任
（
船
山
）

（
一
八
四
三
）

訴
猶
予
、
③
宣
告
猶
予
、
④
執
行
猶
予
、
⑤
刑
の
一
部
の
執
行
猶

予
、
⑥
仮
釈
放
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
な
お
、
③
は
現
行
法

に
は
な
く
、
⑤
は
、
平
成
二
八
年
六
月
ま
で
に
施
行
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。

（
19
） 

受
訴
裁
判
所
が
、
不
当
・
違
法
な
起
訴
に
対
し
て
、
形
式
裁

判
に
よ
る
手
続
打
切
り
に
よ
っ
て
対
処
す
べ
き
と
す
る
解
釈
と
し

て
、
公
訴
権
濫
用
論
が
あ
る
。

（
20
） 

準
起
訴
手
続
に
よ
る
起
訴
が
き
わ
め
て
稀
に
し
か
認
め
ら
れ

て
い
な
い
こ
と
に
対
す
る
批
判
も
あ
る
。
昭
和
二
四
年
か
ら
平
成

二
五
年
ま
で
の
間
に
付
審
判
決
定
が
あ
り
、
公
訴
の
提
起
が
あ
っ

た
と
み
な
さ
れ
た
事
件
は
、
全
部
で
二
一
人
に
す
ぎ
ず
、
九
人
が

有
罪
、
一
二
人
が
無
罪
で
あ
っ
た
（『
平
成
二
六
年
版
犯
罪
白
書
』）。

三
八
七





索　
　

引

（
一
八
四
五
）

日
本
法
学　

第
八
十
巻　

索　

引

論　
　
　

説

号

キ
ケ
ロ
『
カ
エ
キ
ー
ナ
弁
護
論
』
に
お
け
る
争
点
に
関
す
る
一
考
察
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
吉　

原　

達　

也
…
一
（　
　

一
）

金
融
機
関
の
融
資
局
面
に
お
け
る
情
報
提
供
義
務
に
関
す
る
一
考
察
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
鬼　

頭　

俊　

泰
…
一
（　

三
九
）

朝
鮮
総
督
府
の
笞
刑
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
刑
罰
史
の
一
幕
―
―

新　

井　
　
　

勉
…
二
（　
　

一
）

名
の
法
を
め
ぐ
る
裁
判
権
対
立
と
参
座
に
よ
る
決
着
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
明
治
六
年
小
野
組
転
籍
事
件
を
と
お
し
て
―
―

小　

林　

忠　

正
…
二
（　

二
三
）

『
学
説
彙
纂
』
第
五
〇
巻
第
一
七
章
第
一
法
文
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　

 …
…
…
…
…
…
…

―
―
ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
学
説
彙
纂
』
レ
グ
ラ
エ
論
序
章
―
―

吉　

原　

達　

也
…
二
（　

七
七
）

フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
ン
ド
・
リ
ヨ
ン
を
範
と
す
る
小
規
模
自
治
体
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

の
行
税
財
政
改
革

伊　

藤　
　
　

悟
…
二
（
一
〇
七
）

高
齢
者
に
よ
る
万
引
き
の
防
止
に
向
け
た
一
考
察
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
尾　

田　

清　

貴
…
二
（
一
三
九
） 頁

三
八
九



（
一
八
四
六
）

日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

宇
宙
エ
レ
ベ
ー
タ
法　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

そ
の
海
法
、
空
法
及
び
宇
宙
法
と
の
関
係

甲　

斐　

素　

直
…
二
（
一
七
九
）

タ
ク
シ
ー
事
業
の
規
制
構
造
と
行
政
裁
量
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
友　

岡　

史　

仁
…
二
（
二
一
七
）

国
家
主
権
の
行
使
と
し
て
の
「
国
籍
付
与
」 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
百　

地　
　
　

章
…
二
（
二
五
五
）

連
邦
軍
の
国
内
出
動
の
憲
法
適
合
性
：　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…

二
〇
一
二
年
八
月
一
七
日
付
連
邦
憲
法
裁
判
所
大
法
廷
判
決
を
巡
っ
て

小　

林　

宏　

晨
…
二
（
二
八
一
）

日
露
戦
争
と
人
道
主
義　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
松
山
俘
虜
収
容
所
に
お
け
る
ロ
シ
ア
傷
病
者
救
護
の
検
討
―
―

喜　

多　

義　

人
…
二
（
三
三
三
）

受
益
権
化
さ
れ
た
財
産
権
の
担
保
と
受
益
権
質
権
の
効
力
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
谷
川　

貞　

之
…
二
（
三
七
一
）

英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度　
　
　
　
　
　
　
　

 …

―
―
域
外
適
用
と
金
融
機
関
の
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
な
ら
び
に
監
査
等
委
員
会
制
度
な
ど
の
接
点
―
―

藤　

川　

信　

夫
…
二
（
四
一
五
）

譲
渡
無
能
力
者
に
よ
る
弁
済　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
譲
渡
無
能
力
者
へ
の
弁
済
も
含
ん
で
―
―

北　

居　
　
　

功
…
三
（　
　

三
）

委
任
に
お
け
る
任
意
解
除
権
の
規
範
的
性
質
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
長
谷
川　

貞　

之
…
三
（　

三
九
）

三
九
〇



索　
　

引

（
一
八
四
七
）

明
治
二
六
年
の
敷
金
慣
習
調
査
に
つ
い
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…

―
―
「
土
地
建
物
貸
借
ノ
敷
金
ニ
関
ス
ル
慣
例
取
調
書
」
の
紹
介
を
か
ね
て
―
―

岡　
　
　
　
　

孝
…
三
（
一
一
七
）

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
と
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
高　

橋　

め
ぐ
み
…
三
（
一
三
九
）

産
業
廃
棄
物
の
不
適
正
処
理
と
行
政
代
執
行
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
環
境
法
と
民
法
の
交
錯
を
中
心
に

小
賀
野　

晶　

一
…
三
（
一
六
九
）

医
薬
品
副
作
用
被
害
救
済
制
度
が
医
療
事
故
補
償
制
度
の
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

構
想
に
与
え
る
示
唆
に
つ
い
て

山　

口　

斉　

昭
…
三
（
二
〇
三
）

診
療
過
誤
と
組
織
責
任
の
法
理　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
米
国
の
法
状
況
を
参
考
に
し
て

峯　

川　

浩　

子
…
三
（
二
四
五
）

担
保
化
さ
れ
た
金
銭
の
担
保
法
的
考
察
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
敷
金
関
係
を
中
心
に

清　

水　

恵　

介
…
三
（
三
〇
三
）

中
国
に
お
け
る
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
胡　
　
　

光　

輝
…
三
（
三
二
九
）

原
子
力
災
害
に
関
す
る
法
制
に
つ
い
て
の
一
考
察　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…

―
―
「
原
子
力
災
害
」
に
関
す
る
ハ
ー
ド
・
ロ
ー
、
ソ
フ
ト
・
ロ
ー
、
ケ
ー
ス
・
ロ
ー
の
交
錯
を
中
心
に
―
―

松　

嶋　

隆　

弘
…
三
（
三
六
一
）

会
社
法
下
に
お
け
る
株
主
総
会
等
の
決
議
の
取
消
し
の
訴
え
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
酒　

巻　

俊　

之
…
三
（
四
〇
一
）

三
九
一



（
一
八
四
八
）

日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
四
号
（
二
〇
一
五
年
二
月
）

忠
実
義
務
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
考
察

―
―
米
国
の
忠
実
義
務
の
規
範
化
概
念
と
英
国
会
社
法
の
一
般
的
義
務
、
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
…
…
…

　
　

シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
等
の
接
点
―
―

藤　

川　

信　

夫
…
三
（
四
三
九
）

イ
ギ
リ
ス
上
場
会
社
に
お
け
る
非
業
務
執
行
取
締
役
の
独
立
性
と
監
督
機
能
…
…
…
…
…
…
…
大
久
保　

拓　

也
…
三
（
四
九
三
）

航
空
由
来
カ
ー
ボ
ン
の
排
出
削
減
と
国
際
社
会
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
工　

藤　

聡　

一
…
三
（
五
二
五
）

判
例
に
お
け
る
「
法
意
」
の
意
義
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
藤　

村　

和　

夫
…
三
（
五
五
九
）

金
銭
債
権
の
一
部
請
求
に
つ
い
て
の
一
考
察
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
松　

本　

幸　

一
…
三
（
五
九
一
）

各
種
社
会
保
障
制
度
と
損
益
相
殺
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
金　

光　

寛　

之
…
三
（
六
四
七
）

行
政
警
察
活
動
と
犯
罪
の
事
前
捜
査
（
上
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
加　

藤　

康　

榮
…
四
（　
　

一
）

わ
が
国
に
お
け
る
法
益
関
係
的
錯
誤
説
に
対
す
る
疑
問
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
野　

村　

和　

彦
…
四
（　

三
五
）

翻　
　
　

訳

国
際
法
の
ド
イ
ツ
環
境
法
へ
の
影
響
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ク
ー
ニ
ヒ

甲　
斐　
素　
直　

訳
…
一
（　

六
七
）

三
九
二



索　
　

引

（
一
八
四
九
）

英
米
法
に
お
け
る
ダ
イ
シ
ー
理
論
と
そ
の
周
辺　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

―
―
「
英
国
法
は
大
学
で
教
え
る
こ
と
が
可
能
か
？
」
―
―

Ａ
・
Ｖ
・
ダ
イ
シ
ー　

著

加　
藤　
紘　
捷　

訳

菊　
池　
肇　
哉

…
一
（　

八
五
）

『
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
伝
承
』
序
説
抄
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Ｊ・Ｊ・バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン　

著

吉　
原　
達　
也　

訳
…
四
（　

七
三
）

ド
イ
ツ
私
法
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
私
法
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
に

お
い
て
予
防
目
的
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
例
と
し
て
の
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

消
費
者
契
約
及
び
普
通
取
引
約
款
に
お
け
る
濫
用
条
項
の
無
効

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ホ
イ
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